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厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 
「社会保障費用をマクロ的に把握する統計の向上に関する研究」 

総括研究報告書（平成 28 年度） 
 

研究代表者 勝又幸子（国立社会保障・人口問題研究所 情報調査分析部長） 
 

研究要旨 
人口の少子高齢化が進展する中、地方政府が地域特性に応じ独自に実施する事業の重要

性が高まることが予想される。今後の社会保障財源をめぐる議論等の基礎データとして、

社会保障費用統計において、客観的合理的な基準である国際基準に沿って、継続的に全体

像を把握することが求められている。また、社会保障・税一体改革大綱(2012 年)において

「地方単独事業を含め、財源構成に関わりなくその事業の機能・性格に着目した社会保障

給付の全体像の整理」が指摘され、社会保障 4 経費への消費税増収財源の充当が国民に対

する誓約となった。消費税が 5%から 8%に変更されたことが、どのように地方自治体の社

会保障財源に影響したのかを検証するために必要なデータとしての 2014 年度決算統計は

平成 27 年度末に出揃った。平成 29 年地方財政白書によると、地方公共団体の平成 27 年

度決算額において社会保障施策に要する経費は 17 兆 7,669 億円（平成 26 年度：17 兆 5,017
億円）、うち社会保障４経費に則った範囲の社会保障給付費にあてられる経費は 14 兆

2,587 億円（平成 26 年度：13 兆 9,387 億円）とされた。社会保障費用統計において地方

自治体の財源とされている（他の公費負担）額は 13 兆 196 億円（平成 26 年度）であるか

ら、白書と社会保障費用統計の間には額にて約４兆５千億円（平成 26 年度）の乖離が存

在する。この乖離の一因が社会保障費用統計の集計手法にあること、すなわち地方単独事

業の集計値が十分に反映できていないという問題である。本研究では、この問題を解決す

るための基礎的情報の収集と具体的な対処方法の提案を目指している。 
研究は３つの側面から進められた。１）自治体ヒアリング調査、２）各国事例、国際機

関調査、３）関連研究である。１）については、3 年計画の 2 年目である平成 28 年度に

おいて、1 年目と同様の自治体ヒアリングを実施したほか、研究分担者がそれぞれ独自の

視点で社会保障費用統計における地方単独事業について考察を行った。研究分担者独自の

視点からの自治体ヒアリングも交えた研究報告として、子育て支援に関する地方自治体の

支出と社会保障費用統計における推計方法との比較が報告された（山重研究分担者）。ま

た、近年地域包括ケアシステムなどに代表される地域の自治組織や NPO などとの協働に

よる政策についても、そこに社会保障の機能が期待されていることから、自治体の事例調

査にもとづいた報告がおこなわれている（沼尾研究分担者）。２）については、国際機関

調査として、EUROSTAT の社会保護統計（ESSPROS）の基準改定にむけた動向の調査

を報告している。また、国際比較で指摘される国際統計基準間の地方政府負担の違い、具

体的には ILO 基準で約 10%に対して、SNA 基準では 41～48％と推計している研究があ

ることをふまえて、なぜ統計による地方政府の構成比、国際比較の位置づけがこれほど大

きく異なるのか、理由を明らかにした（竹沢研究分担者）。３）関連研究としては、本研

究で自治体ヒアリングの対象としている総務省データ「『社会保障施策に要する経費』に

関する調査」の公開と社会保障費用統計における利用可能性について、地方自治財政の政
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策執行過程からの考察がおこなわれている（高端研究分担者）。また、過去に各府省や都

道府県が独自に社会保障に関連する地方単独事業について調査した事例について情報収

集し、その意義と活用について考察が行われた（渡辺研究分担者）。社会保障の地方単独

事業による給付として唯一決算による把握がおこなわれている「地方自治体の単独医療

費」に関連して、国民健康保険の減額調整措置が行われている事実について、子どもの医

療費助成制度を含む医療保険制度における自己負担軽減措置の日本の医療保障制度にお

ける理論的位置づけについて法的考察をおこなった（黒田研究分担者）。 
2016 年に OECD が更新した SOCX において 2014 年時点で韓国の家族支出の対 GDP

比が 1.40％と日本の 1.34％を上回っていたことが明らかになった。特に、韓国では保育等

の就学前社会サービスでの支出額の伸びが大きく、少子化対策が支出増にあらわれてい

る。保育サービスは基礎自治体において実施されるものであるから、韓国における地方自

治体の社会支出の把握の正確さをあらわすものと理解できる。前年度の報告書で紹介した

ように、社会支出の把握に行政情報を国の財政統計システム利用を含めて行っている韓国

の体制に学ぶところは多い。 
当該年度は本研究の３年計画の中間年にあたる。１年目の報告において、２年目実施す

ることを目指していた国際基準に合わせた新しい「社会保障関係費調査」の調査票に数値

を記入してもらうパイロットスタディは断念した。自治体は、当該調査は総務省から依頼

されて提出する業務統計であり、研究目的の開示に消極的な上、国際基準に沿った調査票

に協力する人的余裕もないとの見解だった。このような状況を踏まえて、総務省様式をベ

ースに国際基準および自治体の決算データの実情を踏まえた独自調査票の様式およびマ

ニュアル案の提示を最終年度の目標としたい。 
 
 
研究分担者  
黒田 有志弥（国立社会保障・人口問

題研究所社会保障応用分

析研究部第３室長）  
高端 正幸 （埼玉大学大学院人文社

会科学研究科准教授）  
竹沢 純子 （国立社会保障・人口問

題 研 究 所 企 画 部 第 ３ 室

長）  
沼尾 波子 （日本大学経済学部教授） 
山重 慎二 （一橋大学経済学研究科、

国 際 ・ 公 共 政 策 大 学 院 

教授）  
渡辺 久里子（国立社会保障・人口問

題研究所企画部研究員）  
研究協力者  
山田篤裕（慶應義塾大学経済学部教授） 

A．研究目的  
少子高齢化が進展する中、地方政府

が地域特性に応じ独自に実施する事業

の重要性が高まることが予想される。

今後の社会保障財源をめぐる議論等の

基礎データとして、社会保障費用統計

において、客観的合理的な基準である

国際基準に沿って、継続的に全体像を

把握することが求められている。  
我が国の社会保障費用をマクロ的

に把握する統計として、国立社会保

障・人口問題研究所（以下、社人研）

の社会保障費用統計が国際基準に沿っ

た分類集計を行っている。国際基準に

従えば地方単独事業も集計対象となる。

社人研では 1990 年代半ばより総務省

「地方財政調査」等を使った地方単独
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事業の推計方法（勝又 1998、齋藤・中

井 1995）の検討、および諸外国におけ

る地方単独事業に相当する費用把握の

現状（Adema et al.2012）について国

際機関や諸外国の集計担当者から情報

収集を行ってきた。しかし 2015 年現

在においても、データの制約により、

一部（公立保育所運営費、医療費）し

か計上できていない。  
社会保障・税一体改革大綱（2012）

において「地方単独事業を含め、財源

構成に関わりなくその事業の機能・性

格に着目した社会保障給付の全体像の

整理」が指摘された。この関連で、総

務省が 2011 年「社会保障関係費調査」

に基づき地方単独事業費の規模を初公

表し、さらに 2012 年に厚労省が「社

会保障費用の範囲に関する検討会」を

設置、同報告書に基づき、総務省との

間で集計範囲の一定整理が行われた。

こうした実務上の進展を理論面から再

度整理した上で、社会保障費用統計に

地方単独事業を総合的に計上する具体

的な方法の検討が必要である。  
そこで、本研究は、社会保障関係の

地方単独事業を国際基準に沿って把握

するための基礎的研究として、国際基

準の検討と自治体事例調査に基づき、

集計範囲や分類基準の理論的整理を目

的とする。  
 
B．研究方法  

総務省の 2011 年「社会保障関係費

調査」と 2012 年の厚労省「社会保障

費用の範囲に関する検討会」の実務上

の整理は、国際基準や自治体の事例を

十分に検討したとはいえず、またその

範囲は税と社会保障の一体改革で論点

となっていた社会保障４経費に限られ、

４経費以外の政策分野については未検

討であった。本研究では、まず国際機

関や自治体の事例を検討し、より客観

的で総合的な範囲の検討を行った。  
 

１）自治体ヒアリング調査  
２年目は、１自治体を対象に、「『社

会保障施策に要する経費』に関する調

査」を作成している自治体担当者への

ヒアリング調査を実施した。  
また、２年目は研究分担者がそれぞ

れ独自の視点で社会保障費用統計にお

ける地方単独事業について考察を行っ

た。ひとつは、自治体における子育て

支援、もうひとつは、地域の自治組織

や非営利組織との協働の重要性が認識

されるなかで実施されているさまざま

な地域づくりの活動における地方単独

支出についてヒアリングを行った。  
 

２）国際機関調査  
研究分担者が ESSPROS 基準に関す

る作業部会への参加を通じて得た情報、

および同基準に関する各種文書、デー

タを利用して分析及び考察をおこなっ

た。  
 

３）関連研究  
文献や行政報告書を基にした考察

を実施した。  
（倫理面への配慮）  
該当なし  
 
C．研究成果  
１）自治体ヒアリング調査  

前年度は、「地方財政状況調査」と

「『社会保障施策に要する経費』に関す

る調査」の実施状況や活用状況につい

て総務省ならびに自治体の担当のヒア

リングを実施したが、本年度は、後者

「『社会保障施策に要する経費』に関す
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る調査」に自治体で対応する側からの

ヒアリングを実施した。  
「『社会保障施策に要する経費』に

関する調査」が初めて行われたのが、

2010 年であり、集計結果が一般に公表

されたのは、この時だけであるが、総

務省からは毎年自治体にたいして、「地

方財政状況調査」と併せて集計が依頼

され継続実施されている。  
今回ヒアリングにご協力いただい

た F 県では、総務省の指導のもとに、

決算統計 90 表のバックデータを基に

作成を行い、県が整備している決算統

計システムから打ち出される帳票を加

工の上、各所属に照会時に送付してい

る。当該帳票を回答時のバックデータ

として添付して提出させていた。帳票

は所属毎、各事業の歳出節毎に作成さ

れるため、所属間の重複心配はないと

の回答だった。  
一方、県がとりまとめている市区町

村の調査については、市町から提出さ

れたデータを集計方法に従って、集計

用エクセルにはりつけて、足し上げ（調

査票ごとに貼り付け方法、集計方法が

ことなり、調査票数×市町分、同じ作

業を繰り返す）、次に、調査票ごとの合

計と、総括表の合計数値に矛盾がない

か確認し、矛盾があれば修正している

ことがわかった。一方、エクセルでの

集計が、調査票の数×市町数の作業と

なり、調査票ごとに集計が異なること

から、調査票の集計作業に時間がかか

ることもヒアリングから明らかになっ

た。  
県単独事業にかかる調査と市区町

村の単独事業にかかる調査の間で、財

源的に県からの補助を基に行われてい

る事業についての重複の有無について

は確認しておらず、仮に県の単独社会

保障関連費を算出するためには、県調

査結果と市区町村調査結果の純計を出

す必要が確認できた。  
 

２）子育て支援に関わる地方歳出の実

態と社会保障費用の推計−事例分析−
（山重研究分担者）  

社会保障に関わる地方歳出の推計

に関しては、補助事業と地方単独事業

に分けて分析した結果、補助事業でも、

地方単独事業でも、過小推計の問題が

あることが、明らかになった。この問

題を緩和し、より正確な社会保障費用

の推計を行うために、推計方法を見直

し、地方自治体の財政状況に関する国

の情報収集の仕組みを見直すことで、

補助事業についても、地方単独事業に

ついても、実際の歳出額を把握するこ

との必要性を明らかにした。  
 
３）住民協働による対人社会サービス

確保と地方自治体の社会保障関係費用  
－市町村の福祉費支出－（沼尾研究分

担者）  
文献調査ならびに市町村へのヒア

リング調査から、地域包括ケアシステ

ムの導入等を通じて、地方自治体が地

域運営組織との協働により、福祉サー

ビスを確保する動きが生じていること

が分かった。社会保障分野における市

町村の歳出構造についてある都市自治

体の決算書等をもとに考察を行い、自

治体の社会保障分野における支出構造

と、福祉を取り巻く「協働」の動きが

決算書にどのように立ち現れるのかに

ついて確認を行った。  
 
４）国際比較からみた日本の社会保障

財源－地方単独事業の追加による試算

－（竹沢研究分担者）  
ESSPROS 基準に関する作業部会へ

の参加を通じて得た情報、および同基
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準に関する各種文書、データを利用し

て分析及び考察をおこなった。国際比

較で指摘される国際統計基準間の地方

政府負担の違い、具体的には ILO 基準

で約 10%にたいして、SNA 基準では

41～48％と推計している研究がある

ことをふまえて、なぜ統計による地方

政府の構成比、国際比較の位置づけが

これほど大きく異なるのか、理由を明

らかにした。  
資料編として、2016 年基準改定のポ

イント、および ESSPROS 基準 2016
年版の仮訳を収録し、今後の地方単独

事業の整理作業で容易に参照できるよ

う準備を進めた。  
 
５）社会保障関係の地方単独事業に関

する総務省データの活用について―政

府間財政関係論の見地から―（高端研

究分担者）  
総務省による社会保障地方単独事

業の把握とその公表は、おおむね 2000
年代半ば以降、徐々に進展しているこ

とが確認された。しかし、さらなる詳

細データの公表・開示や国際基準にそ

くした分類・整理の実施は、地方財源

保障の現行システムにおける社会保障

地方単独事業の位置づけとの関係で、

容易ではないことを明らかにした。  
 

６）社会保障の地方単独事業に関する

調査事例（渡辺研究分担者）  
既存の事例調査は大きく分けて①

高齢、②子ども、③障害の３つに分類

される。高齢者（老人）を対象とした

社会保障の地方単独事業については、

総理府大臣官房老人対策室が 1979 年

にとりまとめをした『地方公共団体に

おける老人福祉単独事業の動向に関す

る調査事例』がある。  

 子どもを対象とした社会保障の単独

事業は、2005 年に内閣府が『地方自治

体の独自子育て支援施策の実施状況調

査報告書』を公表しており、都道府県

及び市町村における事業についてその

目的別に予算額が報告されている。後

続調査が 2013 年に実施され、『全国自

治体の子育て支援施策に関する調査報

告書』として取りまとめられているも

のの、これは先進事例等の事業内容が

記載されているのみである。  
 障害者を対象とした社会保障の単独

事業は、内閣府が 2003 年度～2014 年

度分について調査を実施し、『障害者施

策関係単独事業の実施状況等』として

都道府県・政令都市別施策別に事業費

の予算額を公表していた。  
 
７）子ども医療費助成に係る国保の減

額調整措置とその見直しに関する一考

察（黒田研究分担者）  
現状の子どもの医療費助成制度は、

あくまで地方単独事業であり、その実

施の是非や、給付の範囲、水準は都道

府県及び市町村の裁量に委ねられてい

ることから、理論的には、その権利性

は脆弱である。  
 子どもの医療費助成制度と同水準の

給付（自己負担の軽減）を現行の公的

医療保険制度の枠内で行うことは、理

論的には困難と考えられる。  
 
D．考察  
１）自治体ヒアリング調査  

「『社会保障施策に要する経費』に

関する調査」は、地方財政状況調査（決

算統計）表番号 90 一般行政経費の状

況 その１（単独事業費）の範囲で集

計されているが、市区町村レベルの集

計では、総務省が毎年、県用と市区町
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村用に提供している調査票の項目が共

通しているため、県との合算が可能で

あるかのような印象をもつが、実態と

しては、県から市区町村へ財政移転さ

れて実施される単独事業の重複がある

ため、重複を回避するために純計をも

とめる必要がある。  
 
２）子育て支援に関わる地方歳出の実

態と社会保障費用の推計−事例分析−
（山重研究分担者）  

社会保障費用の正確な把握は、少子

高齢化のさらなる進展に伴い、厳しさ

を増す日本の財政状況を改善するため

に、極めて重要である。しかしながら、

本稿における調査・研究は、現在の推

計が過小となっている実態があること

を示している。  
社会保障費用全体から見ると、推定

された「誤差」はそれほど大きいとは

言えないかもしれない。しかし、特に、

社会保障費用を事業の性格に応じて分

類して分析・考察する場合、「誤差」は

無視できるほど小さくないと考えられ

る。  
例えば、子育て支援にかかわる社会

保障費用は、近年、地方自治体が積極

的に増加させる傾向が見られるが、そ

の把握が正確に行われていないとすれ

ば、政策評価、政策の効果に関する分

析、国際比較による日本の社会保障政

策の実態把握、そして政策・制度設計

などが、不十分・不適切になってしま

うという問題を抱えることになる。  
 
３）住民協働による対人社会サービス

確保と地方自治体の社会保障関係費用  
－市町村の福祉費支出－（沼尾研究分

担者）  
市町村における社会保障地方単独

事業は、国庫補助負担金の一般財源化

を通じて、いわば「義務的な」単独事

業が増えていることが先行研究から明

らかになっている。また、事例からも、

地方単独事業費の多くを占めるのは、

国民健康保険や介護保険給付費等の支

出であることが確認されている。  
しかしながら、財政難のなかで、増

大する社会保障費の抑制に向けて、地

域福祉の分野では、参加・協働を通じ

た対人社会サービスの確保が求められ、

自治体には、そのプラットホームを構

築する役割が期待されている。社会保

障費の「効率化」に向けて、在宅によ

る医療・介護の連携等を通じた地域包

括ケアシステムの構築が目指されてお

り、地域運営組織が「準自治体」とし

てその役割を担う動きも生じている。

ところが社会保障費には、直接的には

事務費、管理費等は含まれておらず、

また社会福祉協議会等の組織そのもの

の維持管理にかかる費用も含まれない。

自治体のプラットホーム機能や、地域

の多様な経済主体との関係のあり方が

異なる状況下で、これらの支出を「社

会保障給付費」との関係でどのように

整理するかが課題となる。  
 
４）国際比較からみた日本の社会保障

財源－地方単独事業の追加による試算

－（竹沢研究分担者）  
ILO 基準と SNA による地方政府の

構成比、国際比較の位置づけが異なる

理由を明らかにした。  
最大の理由は、作成目的の相違に由

来する財源のとらえ方の違いである。 
SNA では「最終主体主義」により各セ

クターの最終支出者を重視、社会保障

費用統計では「資金源泉主義」のもと

財源の出所とその種類を重視する。「最

終主体主義」に基づく SNA 原データ
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による地方政府比率は 8.9％～21.7%
で ILO と同等から二倍の水準にある

が、さらに林（2017）は独自に国保等

の地方政府が保険者の制度を社会保障

基金から地方政府へ移動し 41～48％
と推計している。本値を GFS による

諸外国の地方政府支出と比較している

が、上記の独自推計は SNA/GFS に準

拠しておらず、独自推計の操作を行っ

ていない他国と比較することは不適切

である。  
つぎに、地方単独事業を含む社会保

障財源の国際比較を試みた。日本の地

方政府負担は 10％でドイツ（13％）

と近い水準にある。総務省 (2011)『社

会保障関係の地方単独事業に関する

調査結果』から、地方単独事業を含め

て推計すると、地方政府の構成比は

14％へ上昇し、ドイツを上回る。  
 
５）社会保障関係の地方単独事業に関

する総務省データの活用について―政

府間財政関係論の見地から―（高端研

究分担者）  
現行の地方財源保障システムを前

提とする政策過程において、2000 年代

半ば以降、社会保障地方単独事業の総

額を示すことが地方財源保障の堅持を

図るために必要とされ、実際に進展が

みられた。ただし、さらに子細な事業

別歳出額や個別団体ごとのそれを開示

することは、地方財政計画の策定にお

ける地方単独事業の調整弁的活用を困

難とさせるであろう。また、それに ILO
等国際基準を適用して分類・整理すれ

ば、地方財源保障の縮小を推し進める

ための材料とされる可能性が高い。  
 

６）社会保障の地方単独事業に関する

調査事例（渡辺研究分担者）  
これらの事例調査の実施時期をみ

ると、各制度の制度改革の時期と重な

っているように思われる。高齢は 1973
年に老人医療費が無料化され、また

1985 年に年金改正が実施された。子ど

もは 1995 年にエンゼルプランが、

2000 年に新エンゼルプランが策定さ

れている。障害は 2003 年に支援費制

度が導入され、2005 年に障害者自立支

援法が成立している。言い換えれば、

各事例調査は制度改正の時期前後にし

か実施・公表されていない。  
 
７）子ども医療費助成に係る国保の減

額調整措置とその見直しに関する一考

察（黒田研究分担者）  
子どもの医療費助成制度は、未就学

児に限ればすべての市町村で実施され

ているが、あくまで、建前上は各市町

村が独自の判断で実施していることで

あり、その受給権は必ずしも強固なも

のではない（ただし、現在実施されて

いる医療費助成制度の範囲や水準を縮

小することは、実際上は困難であると

思われる）。  
 他方、国民健康保険制度において、

市町村が独自に一部負担金の軽減を行

った場合に公費の減額調整措置を行う

ことは、国庫の公平な配分という点で

はある程度の合理性があるが、一部負

担金の軽減がすべての市町村で行われ

ているものであるとすれば、その合理

性の根拠は薄弱である。  
 要するに、現状の子どもの医療費助

成制度は、その実際上、あるいは、政

策上の重要性にもかかわらず、公的医

療保険との関係においても、受給者の

権利性の観点からも制度的に曖昧な位

置づけのものである。  
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E．結論  
１）自治体ヒアリング調査  

「『社会保障施策に要する経費』に

関する調査」は、毎年総務省により各

自治体に依頼が継続されている調査で

あり、調査票の項目についても、法改

正や制度の変化に対応するように設計

されており、回答担当者へのマニュア

ル（記入要領）も丁寧に作成されてい

る。研究分担者（山重、高端）が指摘

するように、実際の支出を把握するこ

とのできる貴重な情報であり、利活用

すべき調査だと言える。問題は、自治

体の担当者の負担感と自治体における

利活用の可能性の低さにあらわれてい

るように、調査実施者から政策的な位

置づけと可能性の整理が必要であり、

担当者にたいする説明が不足している

ことにある。ただ、現状で調査実施者

がこの調査結果をきわめて限定的にし

か公表していないという事実からして、

まずは貴重な行政データの利活用につ

いて、関係府省とも協議をはじめるべ

きと考える。  
 
２）子育て支援に関わる地方歳出の実

態と社会保障費用の推計−事例分析−
（山重研究分担者）  

社会保障費用に関わる地方歳出の

推計に関しては、過小推計の問題があ

るため、可能な限り正確に社会保障費

用をマクロ的に把握するためには、地

方自治体の実際の歳出を収集・把握す

るシステムを構築する必要がある。そ

れは理論的には可能であるが、その設

計と実施には、多くの困難が伴う。  
社会保障費用およびその分類の定

義を明確にした上で、地方歳出の情報

を収集し、国の歳出に基づく推計額で

はなく、「実際の歳出額」を社会保障費

用統計に利用できるシステムを、地方

自治体の会計システム・会計処理の実

態に関する調査なども踏まえながら構

築することが必要である。本研究に残

された課題の一つである。  
 
３）住民協働による対人社会サービス

確保と地方自治体の社会保障関係費用  
－市町村の福祉費支出－（沼尾研究分

担者）  
地域福祉に求められる機能と役割

は複雑化・多様化しており、それに伴

ってサービスの担い手も多様となって

いる。行政が直接給付するサービスの

みならず、地域を構成する多様な担い

手とともに提供されるサービスについ

て、トータルに把握するとともに、サ

ービスの効率性について時系列で比較

し、評価するためのデータ整理と把握

が必要である。  
 
４）国際比較からみた日本の社会保障

財源－地方単独事業の追加による試算

－（竹沢研究分担者）  
ILO と ESSPROS では集計範囲が

異なるが、今回、日本は ILO 基準を

使い、試みとして EU 諸国と比較を行

った。今後、日本も ESSPROS 基準で

整備すると、現在 ILO に計上されて

いない確定拠出年金等が追加される

見込みで、社会保険料拠出の構成比が

上昇、公費負担は低下の可能性がある。

他方で、総務省（2011）は給付のみで

投資的経費（施設整備費）を含まない

が ESSPROS 基準に沿って財源に計

上されれば、地方政府負担は増えるで

あろう。  
精度の高い国際比較を可能とする

ために、ESSPROS 基準に準拠し、か

つ地方単独事業も含むデータ整備が



― 11 ―

 

9 
 

必要である。  
 
５）社会保障関係の地方単独事業に関

する総務省データの活用について―政

府間財政関係論の見地から―（高端研

究分担者）  
今後、事業別の歳出決算額の詳細や

その個別団体ごとの額の公表が実現さ

れていくことも、国際基準にそくした

社会保障地方単独事業の統計的分類・

整理を目的とした総務省データの活用

が許されていくことも、やや考えにく

い。ただし、本研究事業が事例自治体

における詳細データの分類・整理やそ

のためのマニュアル案の作成を行うこ

とによって、それら具体的な成果をベ

ースに今後の総務省データの活用可能

性を総務省や地方団体と協議すること

が可能となる。それは、関係団体の理

解を得るための有益な材料となりうる。 
 
６）社会保障の地方単独事業に関する

調査事例（渡辺研究分担者）  
各事例調査そのものは、地方自治体

でどのような単独事業が実施されてい

るかを把握するうえで有益である。し

かしながら、定期的な実施・公表が見

込めないのであれば、社人研『社会保

障費用統計』を集計する際の基礎デー

タとすることは難しいように思われる。 
 
７）子ども医療費助成に係る国保の減

額調整措置とその見直しに関する一考

察（黒田研究分担者）  
子ども医療費助成など、地方単独事

業により、一部負担金が法定割合より

軽減される場合、一般的に医療費が増

加するが、この波及増分については、

その性格上、当該自治体が負担するも

のとされ、国庫の公平な配分という観

点から国保の減額調整措置がなされて

いる。その趣旨からすれば、子ども医

療費助成制度の適用範囲と水準が市町

村間で大きな差がある場合には、当該

減額調整措置はある程度の合理性があ

る。  
 しかしながら、少なくともすべての

市町村が何らかの助成をしている未就

学児の医療費助成については、上記の

合理性を認めることは困難であり、国

保の減額調整措置の見直しは必要であ

る。  
 ただ、国の政策目標として、「希望出

生率 1.8」に向けた取組として、若者・

子育て世帯への支援が掲げられ、妊

娠・出産・育児に関する不安の解消の

ための具体的な施策が求められている

ことからすると、建前上は、国ではな

く、都道府県や市町村がイニシアティ

ブを有する子どもの医療費助成制度の

あり方には疑問がある。  
 他方、仮に国レベルで子どもの医療

費助成を行うとすると、既存の制度と

の整合性を図る必要があり、慎重な検

討が求められる。  
 
F．健康被害情報  

該当なし  
 
G. 研究発表  
１．論文発表  
  当該年においては該当なし  
 
２．学会発表  
沼尾波子（2016）「社会保障制度改革

と自治体行財政の課題」『社会政策』第

７巻３号 ,pp.12-26．  
 
高端正幸（2017）「対人社会サービス

と地方財政」沼尾波子・池上岳彦・木

村佳弘・高端正幸『地方財政を学ぶ』

有斐閣、pp.227-45（５月刊行予定）  
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高端正幸（2017）「地方財政計画と地

方交付税―問うべきことを見つめ直

す」『都市問題』第 108 巻第５号、頁

未定（頁数：８頁）（５月１日刊行）  
 
H．知的所有権の出額・登録状況（予

定もふくむ）  
１．特許取得  
２．実用新案登録  
３．その他  

該当なし  
 

 
 
 
 
 
 

Ⅱ．ヒアリング調査 
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自治体ヒアリング調査 

 

前年度のヒアリングの結果から、表番号 90 については、都道府県レベルの集計と市町村

レベルの集計を合計することで、県から市町村への移転が二重に計上されてしまうという

限界があることがわかった。また、表番号 90 が民生費に限定して、社会保障関係の費用を

集計していることも、民政費以外の少子化対策、例えば教育費補助や住宅補助などの費用

が計上されていないという問題を含んでいることもわかった。一方、「社会保障施策に要す

る経費」に関する調査、については表番号 90 と同様の限界はあるものの、各自治体の裁量

により、より広い政策をカバーしている可能性があることもわかった。しかし、この調査

によって把握される全国統一で集計される社会保障の費用がかならずしも各自治体の政策

上の資料として活用されていない事実がわかり、そのため、この調査を毎年回答する自治

体担当者の負担感にむすびついていることも明らかになった。そこで、今年度は、2010 年

から総務省が全国の自治体を対象にして継続して実施している、「社会保障施策に要する経

費」に関する調査について、自治体の報告担当部署でどのように実際に集計がおこなわれ

ているかについて F 県庁における調査以下 A)B)を実施した。 
 

F 県庁ヒアリング 
 
A) ヒアリング調査 
「社会保障施策に要する経費」に関する調査 都道府県票集計担当 

日 時：2016 年 11 月 15 日(火)13：30～14：30 
場 所：F 県庁内 会議室 
参加者：F 県 財務企画課 担当者 1 名 

厚労科研プロジェクト研究代表者・分担者 ３名 
  
１．都道府県票の作成方法 
社人研：財政統計第 90 表と、社会保障調査との関係について。第 90 表の範囲で社会保障

調査の調査票は記入されているのか？ または、それ以外にも資料を使っている

のか？ 
県 庁：第 90 表の範囲内記入している。（決算統計 90 表のバックデータを基に作成してい

る。） 
社人研：具体的にどのように集計しているのか？ たとえば、決算データでコード化して

いるのか？ 各政策担当部局に、おなじ調査票の記入を依頼するのか？ その場

合、部の間で重複する支出（例えば少子化対策や貧困対策など）はどのように調

整して県の票にいれるのか？ 
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県 庁：本県の決算統計システムから打ち出される帳票を加工の上、各所属に照会時に送

付している。当該帳票を回答時のバックデータとして添付して提出させている。

帳票は所属毎、各事業の歳出節毎に作成されるため、所属間の重複はない。 
社人研：県から市区町村に補助を出している事業が両方に計上されていないかなど、市区

町村票と都道府県票の二重計上を防ぐための確認はおこなっているのか？ 
県 庁：市町分の回答との突合等は行っていない。 
社人研：総務省への提出はどこが窓口となっているのか。県財政課と市町村課はそれぞれ

別途提出しているのか？ 
県 庁：県分は財務企画課から提出し、市町分は市町振興課から総務省へ提出している。 
社人研：総務省より社会保障調査票について照会を受けたことはあるか？ 
県 庁：昨年度は、調査対象事業の再確認、調査票間の不突合等について総務省から照会

があった。 
 
２．作成に要する時間・人員 
社人研：都道府県票の作成にかかる人員とおおよその時間数（日数）は。 
県 庁：対象所属 

平成 27 年度決算対象所属 14 課（各課予算担当者１名がとりまとめ） 
課によって事業数が異なるため、仮に平均調査日数を３日とする。 
14 課×３日=42 日…① 
全庁とりまとめ（財務企画課） 
担当者１名、各課回答を元に担当者ヒアリングとりまとめ 10 日…② 
作業期間（①＋②）52 日 

 
３．社会保障調査の活用 
社人研：社会保障調査を自らの政策に利用したことはあるか？ もし無いとしたら、利用

するとしたら、どのような利用可能性があると考えるか？ 
県 庁：利用したことはない。総務省から作業依頼に応じて作成しているに過ぎない。ど

のように公表されているかも知らない。 
社人研：当研究所では、「社会保障費用統計」を公表しており、地方単独事業の集計が課題

となっている。地方単独事業を集計するためには、総務省「社会保障調査」が１

つの資料となりうると考えるが、財政統計と社会保障費用統計では地方単独事業

の定義が異なるため、集計が困難となっている。 
県 庁：現在は、総務省経由で作業依頼がきているが、財務企画課と市町振興課は具体的

な施策内容までは把握していない。厚労省から各福祉部局に依頼を出された方が

いいのではないか。 
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４．県の社会保障費 
社人研：平成 27 年度において、金額の大きい上位５つの社会保障施策は何か。 
県 庁： 

＜単独事業＞ 
1. 国民健康保険県調整交付金       3,486,391 千円 
2. 国民健康保険基盤安定対策費      1,702,196 千円 
3. 重症心身障害者児医療無料化対策事業  1,513,691 千円 
4. 後期高齢者医療基盤安定事業負担金   1,403,533 千円 
5. 軽費老人ホーム事務費補助金        556,264 千円 
 
＜補助事業＞ 
1. 介護保険給付費県負担金        9,951,876 千円 
2. 後期高齢者医療費県負担金       7,847,890 千円 
3. 保育所運営費県負担金         2,466,067 千円 
4. 介護給付費県負担金          1,986,292 千円 
5. 児童手当法施行事業費         1,977,985 千円 
 

社人研：社会保障施策が予算全体に占める割合はどれくらいか。 
県 庁：15%くらい、金額にして 4,696 億円。                 
 
 
B)メールによるヒアリング調査： 
「社会保障施策に要する経費」に関する調査 市区町村票集計担当 
 
①市町村課ではどのように市区町村票をあつめていますか？ たとえば、依頼方法や依頼

先など 
【回答】 

1.まず、以下を照会（国の補助金名と県の補助金名が異なる場合があるため） 
（内 容）国補助金に対応する県の補助金名 
（依頼先）県庁内各課 
2.次に、国補助金に県補助金名を併記した上で照会 
（依頼先）市町の財政担当課 
（依頼方法）メール 

 
②集計の方法はどのようにしていますか？ あつまった調査票の数値を足し上げるのみで

すか？ または、総務省の例示にしたがって、各市町村の記入方法についての確認をおこ
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なったりしますか？ 経年で同じ市区町村から提出されたデータの動向から確認作業など

しますか？ 
【回答】 

（集計方法・確認方法） 
1.市町から提出されたデータを集計方法に従って、集計用エクセルにはりつけて、足し

上げ（調査票ごとに貼り付け方法、集計方法がことなり、調査票数×市町分、同じ作

業を繰り返す） 
2.次に、調査票ごとの合計と、総括表の合計数値に矛盾がないか確認し、矛盾があれば

修正。 
（各市町村の記入方法について確認）実施していません 
（経年で同じ市区町村から提出されたデータの動向から確認作業）実施していません 

 
③市区町村票の作成にかかる人員とおおよそのこれにかける時間数（日数） 
 依頼した市区町村担当から調査票の記入にかかる質問や相談などをよくうけますか？ 
【回答】 

（市区町村票の作成に係る人員） 
・市町：決算統計担当者１～２名が作成 
・県市町振興課：決算統計担当者１名が作業 
 
（市区町村票の作成に係る時間） 
 ＜県市町振興課＞ 
・作業時間：６月末（照会のための準備） 

８月 20 日から８月 30 日（集計作業） 
集計は、市町からの提出後８月 30 日まで毎日作業しています。 

・作業内容：６月末は、国補助金名に対応する県補助金名を庁内に照会し、照会結果

を市町へ通知する作業です。 
８月の作業は、②で回答のとおりです。 
エクセルでの集計が、調査票の数×市町数の作業となり、調査票ごとに集計が異な

ることから、調査票の集計作業に時間がかかります。 
また、市町から回答された調査票データが正しく集計されているかの確認も必要

で、これにも時間がかかります。 
調査票の合計が複数の調査票に計上されている場合があるため、1 か所の修正でも

複数個所の修正が必要となり、作業時間が増えます。 
 
 ＜市町＞ 
次の①あるいは②の方法で作成 
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【作業方法① 照会＋決算統計データとの確認により作成】 
・作業時間：６月末から８月 20 日 
・作業開始：６月末 
・作業内容：各課に照会し、事業内容、補助費を確認（６月末～７月中旬） 
決算統計との確認（決算統計作成後の７月中旬から８月 20 日頃） 

 
【作業方法②    決算統計データのみで作成】 
・作業時間：決算統計作成後の７月中旬から８月 20 日 
・作業開始：７月中旬 
・作業内容：決算統計作成時に使用した書類のうち社会保障分を抽出し、集計 
 
（市区町村からの質問） 
・調査表作成時 10 件程度（７月末から８月上旬にかけて） 
・総務省からの内容確認時 下記⑥の場合 30 件程度 

 
④市区町村票と都道府県票の二重計上を防ぐとか、県から市区町村に補助を出している事

業が両方に計上されているか、または、県か市区町村どちらかの独自事業なのか、などの

確認はおこなっていいますか？ 
【回答】 

（県と市町での二重計上防止） 
・行っていません。 
・市区町村票は、市町決算が基礎となっており、都道府県票との二重計上の問題はな

いと思います。 
・決算統計作成時に、市町振興課から市町の財政担当課へ、県から市町へ補助を出して

いる事業一覧を送付しているため、両方の調査票に計上されているかの確認はしてい

ません。 
・県、市町どちらの独自事業かは、全事業内容を把握しないと確認できないため、市

町から提出された調査票のみでは確認できません。 
・都道府県票との確認は、総務省への提出までに当課に与えられている 10 日程度の期

間では困難です。 
・もし、若干期間を延長されたとしても、難しい作業量だと思います。 
・どんな調査でもそうですが、一義的には各市町においてよく確認した上で、提出い

ただいているものと考えています 
 
⑤社会保障調査を自らの政策に利用したことはありますか？ もし無いとしたら、利用す

るとしたら、どのような利用可能性があるとおもいますか？ 
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【回答】 
（調査の活用） 
・活用はありません 
・市町担当課は各市町の決算について集計を行う立場であり、社会保障を所管してい

る部局ではないことから、活用は難しいのではないかと思われます 
・類似団体の数値を国からお示しいただければ、それを踏まえて各市町に対する財政

面からの助言は可能かもしれません（類似している団体と比べて、この団体は数値

が高いなど） 
   
⑥過去に、総務省より社会保障調査票について照会を受けたことはありますか？その照会

の内容について代表的なものを教えてください。 
【回答】 

（総務省による確認） 
・あります 
・平成 26 年度の調査票の場合、内容としては３件程度でした（平成 26 年度調査票の

疑義照会：以下照会例） 
・11 月～１月まで、断続的に確認がありました 
・平成 27 年度の調査票の場合、現時点では確認はありませんが、これからあると思わ

れます 
 
＜照会例＞ 
（様式１） 
・その他特定財源の内容 
・国民健康保険（保険基盤安定制度（保険料軽減分）、後期高齢者医療制度（保険基盤

安定制度（保険料軽減分）決算額の都道府県支出金と一般財源の割合が正しいか（都

道府県支出金 3/4、一般財源 1/4 になっているか） 
（様式２） 
・単独事業に調査対象外の事業が含まれていないか 

 
⑦市町村の社会保障費で額が大きい施策について上位５つを挙げてください。平成 27 年度

提出票の範囲で結構です。 
【回答】 

＜国庫補助事業＞ 
1. 児童手当等交付金 
2. 子どものための教育・保育給付費負担金 
3. 障害者自立支援給付費負担金 
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4. 後期高齢者医療給付費等負担金 
5. 生活保護等対策費（医療扶助費等負担金） 
 
＜単独事業＞ 
1. 公立保育所運営経費（地方単独事業分） 
2. 私立保育所運営費・特別保育事業に対する助成額（地方単独事業分）  
3. 障害者（心身障害児、精神障害者）医療費助成 
4. 国民健康保険（保険基盤安定制度（保険料軽減分）） 
5. 公立病院・診療所、公立大学病院、国保病院（一般会計負担） 

 
その他共通質問： 

引上げ分の地方消費税については、地方税法第 72 条の 116 において、消費税法第１条

第２項に規定する経費（制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並び

に少子化に対処するための施策に要する経費）その他社会保障施策（社会福祉、社会保

険及び保健衛生に関する施策）に要する経費に充てるものとされ、使途が「社会保障施

策に要する経費」に限定されています。 
 
○県財政について、消費税増税分の規模はどのくらいと算出しているか？ 
その算出規模と、実際に支出されている費用との乖離についてどのような印象をもって

いますか。 
【回答】 

県財政のため、県の財務企画課にお尋ねください 
 
○社会保障調査がはじまって久しいわけですが、この調査について、対応する自治体担当と

してはどのような印象をもっていますか？担当個人の感想でかまいません。おきかせくだ

さい。 
【回答】 

問⑤でもありましたが、当課では、集計後の調査票の活用はなかなか難しいのが実情

です 
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厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 
「社会保障費用をマクロ的に把握する統計の向上に関する研究」 

分担研究報告書 
 

社会保障関係の地方単独事業に関する総務省データの活用について 
―政府間財政関係論の見地から― 

 
研究分担者 高端正幸（埼玉大学大学院人文社会科学研究科准教授） 

 
研究要旨 
 社会保障関係の地方単独事業（以下、社会保障地方単独事業とする）の国際基準に沿っ

た把握を目指す本研究事業において、総務省を中心に行われてきた社会保障地方単独事業

の統計的把握に関する既存の成果をどの程度、いかに活用しうるかが、一つの問題となっ

ている。そこで、総務省による社会保障地方単独事業の把握の経緯と現状や、その直接的

活用を妨げる要因について、地方財源保障システムという文脈のもとでの社会保障地方単

独事業の位置づけという観点から考察を加えた。 
総務省による社会保障地方単独事業の把握とその公表は、近年進展をみせている。社会

保障・税一体改革にともなう地方消費税率の引き上げ幅の検討過程において、社会保障地

方単独事業の 2010 年度決算ベースでの調査結果が公表された。それ以前にも、2008 年に

2007 年度決算ベースのそれが公表されている。さらにそれ以前の 2006 年度から一般行政

経費の補助事業・単独事業区分による集計もなされている。それが公表統計資料に掲載さ

れたのは 2013 年度決算分からで、民生費の児童福祉費、老人福祉費、その他の福祉費の

地方単独事業の都道府県・市町村別歳出額が明らかにされている。 
しかし、今後、さらに事業別の歳出決算額の詳細やその個別団体ごとの額の公表が実現

されていくことも、国際基準にそくした社会保障地方単独事業の統計的分類・整理を目的

とした総務省データの活用が許されていくことも、やや考えにくい。 
というのも、社会保障を含めた一般行政経費の地方単独事業は、地方財源保障、すなわ

ち地方財政計画によるマクロの財源保障と地方交付税によるミクロの財源保障の運用に

おいて、地方財源保障の縮小を意図する側（主に財務省）とその拡充を意図する側（主に

地方団体）との利害を調整し、一定の地方財源保障を毎年度実現させるための技術的な「調

整弁」として事実上位置づけられている。このことは、特に 2000 年代前半の地方財政計

画および地方交付税総額の削減局面やその後の抑制局面に、地方単独事業の水準抑制が持

続的にみられたことが物語っている。 
こうした局面において、社会保障地方単独事業の総額を示すことが地方財源保障の堅持

を図るために必要とされた反面、子細な事業別歳出額や個別団体ごとのそれを開示するこ

とは、地方財政計画の策定における地方単独事業の調整弁的活用を困難とさせる可能性が

高い。また、それに ILO 等国際基準を適用して分類・整理すれば、地方財源保障の縮小を

推し進めるための材料とされる可能性が高い。 
ただし、本研究事業によってそのモデルケースを提示することができれば、総務省およ

び地方団体の警戒感が緩和される可能性もある。 
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A．研究目的 
 総務省による社会保障地方単独事業の把

握の経緯と現状を整理するとともに、さら

なる詳細データの公表や社会保障給付統計

の改善のためのその活用を妨げる要因につ

いて、政府間財政関係論の見地から考察を

加える。 
 
B．研究方法 

先行研究や地方財政統計資料等の収集・

分析 
（倫理面への配慮） 
該当なし 
 
C．研究成果 

総務省による社会保障地方単独事業の把

握とその公表は、おおむね 2000 年代半ば

以降、徐々に進展していることが確認され

た。しかし、さらなる詳細データの公表・

開示や国際基準にそくした分類・整理の実

施は、地方財源保障の現行システムにおけ

る社会保障地方単独事業の位置づけとの関

係で、容易ではないことを明らかにした。 
 
D．考察  

現行の地方財源保障システムを前提とす

る政策過程において、2000 年代半ば以降、

社会保障地方単独事業の総額を示すことが

地方財源保障の堅持を図るために必要とさ

れ、実際に進展がみられた。ただし、さら

に子細な事業別歳出額や個別団体ごとのそ

れを開示することは、地方財政計画の策定

における地方単独事業の調整弁的活用を困

難とさせるであろう。また、それに ILO 等

国際基準を適用して分類・整理すれば、地

方財源保障の縮小を推し進めるための材料

とされる可能性が高い。 
 
E．結論 

今後、事業別の歳出決算額の詳細やその
個別団体ごとの額の公表が実現されていく
ことも、国際基準にそくした社会保障地方

単独事業の統計的分類・整理を目的とした
総務省データの活用が許されていくことも、
やや考えにくい。ただし、本研究事業が事
例自治体における詳細データの分類・整理
やそのためのマニュアル案の作成を行うこ
とによって、それら具体的な成果をベース
に今後の総務省データの活用可能性を総務
省や地方団体と協議することが可能となる。
それは、関係団体の理解を得るための有益
な材料となりうる。 

 
F．健康被害情報 
該当なし 
 
G．研究発表 
高端正幸（2017）「対人社会サービスと地

方財政」沼尾波子・池上岳彦・木村佳弘・

高端正幸『地方財政を学ぶ』有斐閣、

pp.227-45（5 月刊行予定） 
高端正幸（2017）「地方財政計画と地方交

付税―問うべきことを見つめ直す」『都市

問題』第 108 巻第 5 号、頁未定（頁数：

8 頁）（5 月 1 日刊行） 
 
H．知的所有権の出額・登録状況（予定も

ふくむ） 
該当なし 
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社会保障関係の地方単独事業に関する総務省データの活用について 
―政府間財政関係論の見地から― 

 
高端 正幸 

 
 
１ 本報告と研究計画全般との関係 
 
 本研究では、社会保障関係の地方単独事業（以下、社会保障地方単独事業とする）を国

際基準に沿って把握するための基礎的研究が意図されている。また、そのための現実的な

課題として、総務省を中心に行われてきた社会保障地方単独事業の統計的把握に関する既

存の成果をどの程度、いかに活用しうるかが、一つの検討課題となってきた。 
 そこで、本報告では、平成 28 年度に筆者が行ってきた考察のうち、既存の統計的把握

の性格や、その活用を困難とさせている背景要因に関する事項についてまとめておく。 
本研究の次年度（最終年度）計画においては、総務省（自治財政局財務調査課）が実施

している「社会保障関係の費用に関する調査」の調査結果を直接に活用することは基本的

に断念され、その調査方法・様式を基礎的資料として活用するにとどめることとなった。

それでもなお、同調査をはじめとする総務省による社会保障地方単独事業の把握のあり方

や、その直接的活用を妨げる要因について、いったん整理しておくことは、本研究の最終

年度における成果のみならず、その後も含めた統計データ向上の継続的な取組みに対して

一定の意味を有すると思われる。 
 

 
２ 総務省による社会保障地方単独事業の把握と公表 
 
 地方単独事業の最もシンプルな定義は、「国庫からの補助を受けずに地方公共団体が独自

の経費で任意に実施する事業」となる。その対語は補助事業であり、すべての地方公共団

体が実施する事業は補助事業あるいは地方単独事業のいずれかとなる。 
 さて、社会保障地方単独事業の決算上の事業費規模の把握と公表が、総務省によって進

められてきているので、その経緯をまず押さえることとしよう。近年では、社会保障・税

一体改革における地方消費税率の引き上げ幅を決定するにあたり、2011 年に総務省により

示された調査結果がある。周知のとおり、この調査結果に基づく社会保障地方単独事業 6.2
兆円（表 1）は、社会保障・税一体改革における消費税増収分の充当対象に絞り込む方向

で精査されていった。その主な観点は、社会保障四経費（「制度として確立された年金、医療及

び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用」、平成 21 年度税制改正法附則 

104 条）に該当するか否か、および、「官の肥大化には使わない」（「社会保障・税一体改革成案」、 
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表１ 2010 年度決算における社会保障地方単独事業 6.2 兆円の内訳（単位：億円） 
項目 地方負担   

都道府県 市町村 
総合福祉 2,142 499 1,643 
医療 26,978 7,513 19,465 
介護・高齢者福祉 7,088 956 6,132 
子ども・子育て 17,200 3,383 13,817 
障害者福祉 5,833 2,556 3,277 
就労促進 588 341 247 
貧困・格差対策 2,381 237 2,144 

合計 62,210 15,485 46,725 
注 1）調査対象団体は、全都道府県及び被災三県の特定被災地方公共団体（95 市町村）を除く全市町村・

特別区。 
注 2）調査対象外団体分（95 市町村）は、人口比（3.81%）に応じて機械的に算出し計上。 
注 3）乳幼児医療費助成（義務教育就学後分）、敬老祝金等敬老事業、職員分の子ども手当、本庁人件費、

投資的経費、貸付金・積立金、公害関係、環境衛生関係、災害救助関係、厚生労働省が集計・公表

している「社会保障給付費」（平成２２年度予算）に計上されている事業は除外。 
注 4）本調査結果は、平成 22 年度決算統計の民生費（災害救助費を除く。）、衛生費（清掃費を除く。）、

労働費、教育費のうち、地方公共団体から上記の項目に該当するものとして報告があった金額を、

総務省において集計したもの。 
 
 
平成 23 年 6 月 30 日政府・与党社会保障改革検討本部決定）、すなわち公務員人件費に充当しない、

という 2 点であった。また、同改革に伴う消費税増収分はいわゆる社会保障四経費に充当

することとされた関係で、地方消費税増収分の地方公共団体における使途を確認すること

を主目的として、その後毎年度「社会保障関係の費用に関する調査」が実施されているこ

とも、本研究においても当初から注目してきたところである。 
しかし、2008 年の第 29 回経済財政諮問会議においてすでに、総務省は、2007 年度決

算ベースの社会保障地方単独事業費の規模を約 7.1 兆円と推計し、その内訳を表 2 のよう

に公表している。そこでは、単独事業が①法令に義務付けや実施・設置の根拠となる規定

がある事業（義務的な経費）、②利用者のニーズを踏まえて全国的に広く実施され定着して

いる事業等、③その他、に分けて把握されている。このうち①および②は、総務省が統一

的に示した調査対象事業項目ごとに事業費を集計・分類したもので、③は統一的な調査対

象事業（①・②）に含まれない事業の事業費を集計したものである。 
また、事業費は目的別に「医療」および「介護・福祉等」に分けて示されているが、調

査自体は、①医療対策関係（衛生費）、②高齢者福祉関係（民生費のうち老人福祉費）、③

障害者福祉・低所得者対策等関係（民生費のうち社会福祉費・生活保護費）、④雇用対策関

係（労働費）、⑤少子化対策関係（民生費のうち児童福祉費、教育費（幼稚園関係）の一部）

を対象として行われた。なお、施設整備のために直接支出された経費のほか、貸付金・出

資金・と畜場特別会計繰出金（衛生費）・水道事業会計繰出金（衛生費）など、「社会保障

になじまない経費」は除外されている。 
ところで、さらに遡れば、総務省は、2006 年度決算から、都道府県および市町村の決算 
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表２ 2008 年度決算における社会保障地方単独事業 7.1 兆円の内訳（単位：億円） 

法令に義務付けや実施・設置

の根拠となる規定がある事業 
約 3.2 兆円 

全国的に広く実施され定着し

ている事業等（注 1） 
約 1.2 兆円 

その他の事業（注 2） 
 

約 2.7 兆円 

計 
約 7.1

兆円

 
 
 
 
 
 
 
医

療 
 
約

1.2

兆

円 

予防接種 880  
 
 
 
 
 
 
医

療 
 
約

0.7

兆

円 

乳幼児・老人・

障害者等医療

費助成 

6,450  
 
 
 
 
 
 
医

療

 
約

1.0

兆

円

新型インフ

ルエンザ対

策、難病患者

支援等 

10,000  
 
 
 
 
 
 
 計 
 
約 2.9

兆円 

がん検診・がん

予防等成人病対

策 

680    

乳幼児健康診査 550    
妊産婦健康診査 140    
母子保健対策事

業 
170    

保健所・保健セ

ンター運営費 
2,960    

病院事業会計繰

出金 
4,040    

救急医療対策事

業 
640    

 
 
 
 
 
 
介

護

・

福

祉

等 
 
約

2.0

兆

円 

保育所・幼稚園

運営費 
5,000  

 
 
 
 
 
介

護

・

福

祉

等 
 
約

0.5

兆

円 

幼稚園就園奨

励費補助 
260  

 
 
 
 
 
介

護

・

福

祉

等

 
約

1.7

兆

円

高齢者福祉

関係 
6,000  

 
 
 
 
 
  
 
 計 
 
 
約 4.2

兆円 

児童館等児童福

祉施設運営費 
1,160 児童手当・児童

扶養手当 
1,050 障 害 者 福

祉・低所得者

等対策関係 

7,000 

放課後児童健全

育成事業 
340 障害者福祉手

当 
840 少子化対策

関係 
4,000 

養護老人ホー

ム・軽費老人ホ

ーム・老人福祉

センター運営費 

760 障害者交通費

助成 
260   

民生委員活動事

業 
200 要援護・ひとり

暮らし高齢者

生活支援 

390   

福祉事務所・児

童相談所運営費 
1,070 介護予防・家族

介護用品支援 
100   

障害者支援施設

運営費 
570    

障害者自立支援

事業 
960    

注 1）国庫補助事業の超過負担分や国予算の上乗せ事業を含む。 
注 2）統一的な調査項目以外の事業費を集計したもの。 
出所）『地方が負担する社会保障関係費について（参考資料）』鳩山議員提出資料、2008 年第 29 回経済

財政諮問会議、2008 年 12 月 16 日。 
 
 
状況調査の一環として、一般行政経費（≒非投資的経費）の補助事業費と地方単独事業費

を区別し、全国集計することを可能にした（高木 2011）。その背景には、かねてより地方

財政計画の規模縮小が経済財政諮問会議および財務省サイドから求められ、地方財政計画
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と決算とのかい離が追及される状況下で、2004 年度には地方財政計画の歳出における一般

行政経費と投資的経費との「一体是正」が地方財源保障を大きく揺るがしたことも重なっ

た結果、一般行政経費という地方財政計画上の概念を地方財政決算に適用し、その決算上

の規模を把握する必要性が高まったという当時の事情があった。 
しかし、一般行政経費中の地方単独事業費の内容は、「都道府県別決算状況調」「市町村

別決算状況調」の公表データには含められなかった。それが公表されたのは、2013 年度決

算分からである。それ以降は、一般行政経費の目的別歳出額が、①民生費（うち児童福祉

費）、②民生費（うち老人福祉費）、③民生費（ただし児童福祉費、老人福祉費、災害救助

費を除く）、④民生費（うち災害救助費）、⑤衛生費（うち清掃費）、⑥衛生費（ただし清掃

費除く）、⑦労働費、⑧農林水産業費、⑨商工費、⑩土木費、⑪消防費、⑫教育費、⑬総務

費、⑭その他の経費（議会費、諸支出金等）の 14 分類で、個別の都道府県および市町村

ごとに示されている。そのデータの整合性や統一性の確保には課題が残るとされているも

のの、集計と公表がここまで進んだことは画期的であるといってよい。 
 
 
３ 社会保障地方単独事業と地方財源保障のメカニズム 
 
 以上のように、総務省による社会保障地方単独事業の把握と公表が近年前進をみせてき

た。しかし、今後、さらに事業別の歳出決算額の詳細やその個別団体ごとの額の公表が実

現されていくことは、やや考えにくい。ましてや、国際基準にそくした社会保障地方単独

事業の統計的分類・整理を目的とした総務省データの活用が許されていくことは想像しづ

らい。 
 そのことを理解するためには、まず大前提として、地方財源保障、すなわち地方財政計

画によるマクロの財源保障と地方交付税によるミクロの財源保障の運用と、社会保障地方

単独事業との関係を頭に入れておく必要がある。 
 日本における地方財源保障は、補助金・起債統制・租税統制・地方交付税の密接な結合

により作動する「集権的分散システム」（神野 1993）に組み込まれている。太平洋戦争の

終結までに確立された高度に中央集権的な政府間関係が、占領期の改革によって清算し尽

くされなかったことは、行政制度面では機関委任事務制度の持続や融合型事務配分の温存

（神戸勧告の挫折）に明らかである。財政制度面では、税源配分の見直しが不十分にとど

まった点をまず指摘できるが、それは国庫補助負担金（とりわけ奨励的補助金）の温存と

地方債統制、そして地方財政調整制度の整備と相互連関をなし、「集権的分散システム」を

形成していった。 
こうした状況に、地方交付税の性格は規定されている。国により義務付けられた事務事

業の遂行が地方財政の主な使命となり、くわえて国庫補助事業ものしかかる。すると、地

方団体の裁量の及ばないそれらの経費を地方財源保障の優先的な対象とすることが、国策
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の遂行を望む国だけでなく、地方財源の確実な保障を求める地方団体側にとっても合理性

を帯びる。しかも、地方財政計画の歳出計上や基準財政需要額算定において、義務付けを

ともなう事務事業や国庫補助事業は明確な根拠（義務付けの内容や補助率、補助単価など）

を伴いうるが、それ以外の事業は厳密な財源保障の基準を示すことが難しい。ゆえに、地

方経費のうち義務的な部分の財源保障が、単に優先されるだけでなく、相対的に堅固な根

拠によって実施されることとなっている。 
裏を返せば、地方単独事業は、いわば「つかみ」で財源保障されている。地方財政計画

によるマクロの財源保障は、法令により義務付けられた地方行政の規模・内容を確実に対

象としつつ、それを超えた一定水準（「合理的、且つ、妥当な水準」、地方交付税法第 3 条

3）も対象範囲とし、そこに様々な地方単独事業が含まれる。しかし、地方財政計画はあ

くまで翌年度の標準的な地方歳出・歳入をとらえ、マクロの財源保障の全体像を示すもの

であり、現実の地方財政収支のすべてを網羅するものではない。そのため、マクロの財源

保障が対象範囲とする「一定水準」を超えた地方単独事業見合いの地方歳出の一部は、そ

こに計上されないわけであるが、枠計上されており、具体的な内容や水準はあいまいとさ

れている。つまり、具体的に地方単独事業のうちのどの事業がマクロの財源保障の範囲外

なのかは明らかでない。さらに、ミクロの財源保障、すなわち地方交付税の個別地方団体

への交付額の決定においても、地方単独事業にあたる単位費用の算定は、過年度決算の歳

出実績などを踏まえて行われるとはいえ、その積算項目の立て方や結果として算出される

数値の妥当性については、疑問を呈する余地が常に残されている。 
 
 
４ 社会保障地方単独事業の詳細データをめぐる機微 
 

地方単独事業に係る財源保障の詳細が明らかにされない最大の理由は、上述のように、

それが財源保障の調整弁、あるいはバッファーとされている点にある。たとえば、1990
年代には、地方財政計画上の一般行政経費の補助事業と単独事業はおおむね比例して増加

していた。ところが、2000 年度以降の地方財政計画縮減期においては、単独事業の水準は

横ばいとなっている。この時期に、決算上の民生費の地方単独事業は増加傾向にあったに

もかかわらずである。このことは、地方団体が担う対人社会サービスを中心に、社会保障

地方単独事業に対する財源保障が後退したことを意味している。最近は 2000 年代前半の

ような地方財政計画および地方交付税総額の削減には歯止めがかかっているが、地方一般

財源総額の一定水準確保が目途とされており、それは歳出規模に枠をはめる機能も果たし

ている。しかも、投資的経費の削減が限界に達したため、焦点はもっぱら社会保障関連経

費を主とする一般行政経費に移行している。そして、義務的な経費や補助事業が優先的に

財源保障の対象となる以上、地方単独事業の抑制で帳尻を合わせざるをえず、とりわけ自

然増を重ねる社会保障地方単独事業の抑制がその手段となるわけである。 



― 32 ― ― 33 ―

6 
 

こうした状況において、地方財政計画や地方交付税の円滑な運用を図ろうとする立場

（主に総務省）にとって、社会保障地方単独事業の総額や大まかな内訳を示すことの意義

は認められても、個別事業ごとの歳出実態やその団体別の実態までをつまびらかにし、ま

してやそれを国際的な社会保障給付の定義にしたがって分類・整理することは、避けるべ

きこととなる。 
というのも、社会保障地方単独事業の総額を示すことは、地方財政計画の規模を抑制す

べきとする要求への反証として重要性を増している。ゆえにそれは、前節で述べたように、

2000 年代に入って進められてきた。マクロの財源保障の堅持を図るために、いわゆる上乗

せ・横出し部分などを地方が独自に負担している実態を具体的に示すことが必要とされて

きたわけである。そのさい、総額を裏付けるために一定の内訳も当然に明らかにされるこ

ととなる。 
ところが、社会保障地方単独事業の実態を個別事業ごとの歳出額や団体別の実態（実施

の有無や歳出額）まで詳細に公表し、その精査を可能とすることは、地方財源保障のあり

方に対する疑義をさしはさむための材料を提供することを意味しかねない。詳細な実態を

示すデータは、地方財源保障の縮小を意図する立場とその拡充を意図する立場の両方にと

って、きわめて有益である。かつて、三位一体改革と並行して地方財源保障の見直しが企

図されたさいに、結婚・出産・敬老祝い金などがやり玉に挙げられたように、地方の社会

保障関連支出のうち標準的でないもの、「合理的、且つ、妥当な水準」を構成しないものを

洗い出すことは、地方財政計画の規模抑制を図る一つの有力な手段である。同時に、地方

財源保障の拡充を望む側（主に地方団体）にとっても、社会保障地方単独事業の詳細な実

態と地方財政計画あるいは地方交付税の算定根拠とのかい離を明確に把握することで、主

張に根拠を与えることが可能となる。結果として、地方単独事業をある意味でバッファー

としつつ、地方財源保障の縮小要求と拡充要求とを調整し、毎年度のマクロ・ミクロの財

源保障の姿を整えることが、より困難となる可能性が高い。社会保障地方単独事業の具体

的な実態が伏せられてきたことには、相応の合理性が存在するのである。 
さらに、社会保障地方単独事業の個別事業ごとの歳出額データを用い、国際的な社会保

障給付の定義にしたがって分類・整理するとなれば、財政当局と地方団体の間で財源保障

の調整を図る立場にとって、問題がさらに大きくなるはいうまでもない。総務省がとる社

会保障地方単独事業の範囲が、OECD 社会支出や ILO 社会保障給付の定義する範囲より

広いことは、ほぼ間違いない。それは、管理費用を前者が含み、後者が含まないというだ

けでなく、たとえば民生委員活動費や母子保健事業（の多く）が、厳密に国際基準を適用

すれば社会保障給付に該当しないこととなる（「「社会保障関係の地方単独事業」の分析等につい

て」別添資料 3（厚労省提出資料、国と地方の協議の場 社会保障・税一体改革分科会第 4 回会合、2011

年 12 月 26 日）。国際基準は、ある事業が社会保障給付に該当するか否かを判断するための

権威づけられた物差しである。それは、純粋に社会保障給付統計の整備に用いられるだけ

でなく、社会保障地方単独事業見合いの財源保障を仕分け、整理縮小を図るための一つの
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道具となりうる点で、大いに機微をはらんでいる。 
 
 
５ おわりに 
 
 本研究の最終年度（平成 29 年度）には、総務省「社会保障関係の費用に関する調査」

の様式をベースに、国際基準および自治体決算データの実情を踏まえた独自調査票の様式

およびマニュアル案の提示を目指すこととなっている。その作業には相応の困難が予想さ

れるが、国際基準に準拠した社会保障地方単独事業の統計的把握の実例が獲得され、その

具体像を実際に示すことをつうじて、長期的には総務省や地方団体の一種の警戒感が緩和

される可能性もあると思われる。その意味でも、最終年度の本研究の成果は重要な意義を

持ち得るであろう。 
 
 
＜参考文献＞ 
 
神野直彦（1993）「「日本型」税・財政システム」岡崎哲二・奥野正寛編『シリーズ・現代

経済研究 6 現代日本経済システムの源流』日本経済新聞社 
高木健二（2011）「国・地方の社会保障と税財源配分」『自治総研』第 395 号（2011 年 9

月号） 
星野菜穂子（2012）「社会保障の地方単独事業―一体改革での含意」『検証 社会保障・税

一体改革』地方自治総合研究所 
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厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 
「社会保障費用をマクロ的に把握する統計の向上に関する研究」 

分担研究報告書 
 

子育て支援に関わる地方歳出の実態と社会保障費用の推計−事例分析− 
 

研究分担者 山重慎二（一橋大学経済学研究科教授） 
 

研究要旨 
 日本でも、地方分権の進展に伴い、地方自治体が社会保障において大きな役割を担って

いる。国が社会保障費用をマクロ的に把握する上で、地方自治体の歳出を正確に把握する

ことは極めて重要である。本稿では、社会保障費用の中でも地方歳出の増加傾向が見られ、

その把握が重要と考えられる「子育て支援」のための歳出を事例として取り上げ、ある自

治体 A の財政データを用いて、現状の問題を明らかにし、改善策について検討した。 
 地方自治体における歳出を、単独事業と補助事業に分けて、国の推計額と実際の歳出を

比較したところ、それぞれにおいて、国の現在の推計方法では、大幅な過小推計になるこ

とが明らかになった。A 市では、子ども・子育てに関わる社会保障費用の総額は約 20 億

円に達しているが、この歳出に対する国の推計額は約 7.8 億円と推定され、12 億円を超え

る額が社会保障費用の国の統計から抜け落ちていると考えられる。本稿では、国の推計額

を推定する際に、様々な仮定を置いており、今回の推定は、あくまでも参考として見る必

要があるが、実際の歳出の約 4 割しか国の社会保障費用統計に計上されないという実態が

あるとすれば、大きな問題が存在すると考えられる。 
 本稿での分析を通じて明らかになったことの一つは、地方自治体における実際の歳出の

データは存在しているにもかかわらず、それが十分活用されていないという実態である。

その理由として考えられるのは、地方政府の実際の歳出を把握する仕組みは存在していて

も、社会保障費用の定義や区分が明確でないために活用できないこと、そして、地方政府

の実際の歳出額ではなく国の推計値を用いるほうが政治的・行政的に望ましいと考えられ

る事情があること、などが考えられる。 
 以上の分析を踏まえて、より社会保障費用の正確な把握のために必要と思われる改善案

として、次の２つを提案したい。 
① 社会保障費用の情報収集の目的を踏まえて、社会保障費用およびその区分の定義を明

確にした上で、地方自治体から情報収集すること。 
② 国の歳出に基づく推計額ではなく、「実際の歳出額」の情報を地方自治体から収集し、

活用すること。 
 このような地方歳出の過小推計の問題は、例えば、子育て支援の充実という政策課題へ

の取り組みにおいても、必要な予算が正確に推計されず、政策目標を実現できないという

問題を生む可能性がある。社会保障に関する適切な政策評価、政策効果に関する分析、国

際比較による日本の社会保障政策の実態把握、そして適切な政策・制度設計といった観点

から、地方自治体における社会保障に関わる実際の歳出を正確に把握できるシステムを構

築することは、喫緊の課題と考えられる。 
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A．研究目的 
 社会保障費用の推計において、地方自治

体の歳出の正確な把握は欠かせない。しか

し、現在の国の推計方法は、極めて不完全

なもので、社会保障費用の推計額は過小に

なっていると考えられる。この問題につい

て、近年、質的にも量的にも変化が見られ

る子育て支援を取り上げ、ある自治体を事

例として、実態の分析を行う。そして、そ

の事例分析を参考に、過小推計の問題を改

善し、可能な限り正確に社会保障費用をマ

クロ的に把握するために有効と考えられる

改善策を考案する。 
 
B．研究方法 
１．文献資料を通じた実態把握と課題整理 
２．ヒヤリングおよびデータ分析に基づく

事例研究 
（倫理面への配慮） 
該当なし 
 
C．研究成果 

社会保障に関わる地方歳出の推計に関し

ては、補助事業と地方単独事業に分けて分

析した結果、補助事業でも、地方単独事業

でも、過小推計の問題があることが、明ら

かになった。この問題を緩和し、より正確

な社会保障費用の推計を行うために、推計

方法を見直し、地方自治体の財政状況に関

する国の情報収集の仕組みを見直すことで、

補助事業についても、地方単独事業につい

ても、実際の歳出額を把握することの必要

性を明らかにした。 
 
D．考察  

社会保障費用の正確な把握は、少子高齢

化のさらなる進展に伴い、厳しさを増す日

本の財政状況を改善するために、極めて重

要である。しかしながら、本稿における調

査・研究は、現在の推計が過小となってい

る実態があることを示している。 

社会保障費用全体から見ると、推定され

た「誤差」はそれほど大きいとは言えない

かもしれない。しかし、特に、社会保障費

用を事業の性格に応じて分類して分析・考

察する場合、「誤差」は無視できるほど小さ

くないと考えられる。 
例えば、子育て支援にかかわる社会保障

費用は、近年、地方自治体が積極的に増加

させる傾向が見られるが、その把握が正確

に行われていないとすれば、政策評価、政

策の効果に関する分析、国際比較による日

本の社会保障政策の実態把握、そして政

策・制度設計などが、不十分・不適切にな

ってしまうという問題を抱えることになる。 
 
E．結論 

社会保障費用に関わる地方歳出の推計に

関しては、過小推計の問題があるため、可

能な限り正確に社会保障費用をマクロ的に

把握するためには、地方自治体の実際の歳

出を収集・把握するシステムを構築する必

要がある。それは理論的には可能であるが、

その設計と実施には、多くの困難が伴う。 
社会保障費用およびその分類の定義を明

確にした上で、地方歳出の情報を収集し、

国の歳出に基づく推計額ではなく、「実際の

歳出額」を社会保障費用統計に利用できる

システムを、地方自治体の会計システム・

会計処理の実態に関する調査なども踏まえ

ながら構築することが必要である。本研究

に残された課題の一つである。 
 
F．健康被害情報 
該当なし 
 
G．研究発表 
特になし 
 
H．知的所有権の出額・登録状況（予定も

ふくむ） 
該当なし 
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子育て支援に関わる地方歳出の実態と社会保障費用の推計－事例分析－ 

 
 山重 慎二 

 
1. はじめに 

 
 地方分権の進展に伴い、日本でも、地方自治体が社会保障において大きな役割を担って

いる。国が社会保障費用をマクロ的に把握する上で、地方自治体の歳出を正確に把握する

ことは極めて重要である。しかし、その正確な把握の実態に関しては、以下のような問題

がある。  
 
① 「社会保障」の範囲を明確にすることが難しいため、様々な地方歳出のうち、何が「社

会保障」のための歳出となるのか、そして、社会保障のどの細目に該当するかが明確

でない。 
② 地方自治体の歳出に関する情報は、豊富に存在しているにもかかわらず、国はその情

報を十分活用した推計を行うことができていない。 
 
 まず、根源的な問題として、「社会保障」の範囲を明確にすることが難しいことは明らか

であり、①に関しては、国が社会保障の範囲を明確にし、歳出を分類することで対応する

しかない。しかし、それが行われた場合でも、地方自治体の事業は複数の目的を持つこと

も多く、各事業の歳出のどれだけが、国の定義する社会保障に該当するかを明確にするこ

とはなかなか難しいという技術的問題が残る。 
 そのような難しさが、②の一因となっているとも考えられる。しかし、現在の推計では、

定義が明確であり、その歳出額の推計が比較的容易である事業費に関しても、国は地方財

政に関する情報を十分活かした推計を行うことができないという問題が存在する。 
 本稿では、社会保障費用の中でも地方歳出の増加傾向が見られ、その把握が重要と考え

られる「子育て支援」のための歳出を取り上げ、ある自治体 A1の平成 27 年度の財政デー

タを用いて、上記の問題を具体的に明らかにすることを試みる（第２節）。そして、実態お

よび問題の所在に関する分析を踏まえて、より正確な歳出額の把握のために有効と思われ

る改善案について提案する（第３節）。最後に、本稿での事例分析の限界を明確にし、今後

の調査・研究として残された課題を整理しておく（第４節）。 
 
2. 現状の問題 

 
 地方自治体における歳出（事業費）の分類方法の一つは、単独事業と補助事業に分ける

                                                  
1 A 市は、人口約７万人の都市部のベッドタウンで、４つの公立保育所がある。 
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ことである。社会保障費用統計における地方歳出の現在の推計においても、国から特定定

率補助を受けて実施される補助事業と、そのような国庫補助がない単独事業に分けて推計

が行われる。 
 厚生労働省が 2011 年に設置した「第２回社会保障給付費の整理に関する検討会」の資

料２2では、現在の社会保障給付費統計における補助事業および単独事業の地方負担額の取

り扱いについて、以下のように記述されている。 
① 現在の社会保障給付費統計における地方負担額の取り扱い（地方負担額の算出方

法）：「制度的に給付費に対する地方負担割合が定められている制度については、国の

決算状況から把握される給付費の総額から逆算をして地方負担額を算出している。」

（11 頁） 
② 現在の社会保障給付費統計における地方負担額の取り扱い (一般財源化された補助

金等)：「従来、特定の目的に沿った補助金として国から地方公共団体に交付されてい

たものが一般財源化された例は多くあるが、社会保障給付費統計においては、一般財

源化されると、そのほとんどは集計対象から外れている。ただし、国側の統計からあ

る程度算出が可能な公立保育所運営費分については、 一般財源化後も引き続き集計

対象となっている。」（9 頁） 
 このような推計方法の問題点は、図 1 によって端的に説明できる。以下に詳しく説明す

るように、補助事業に関しては、地方自治体は実際には定められた地方負担分よりも多い

歳出を行っていることが少なくない。その場合、上記①の推計方法では過小推計となる。 
 

 
 

図 1：社会保障負担額の過小推計問題 

 
 また、単独事業では、公立保育所の運営費の推計において、民間保育所への国の予算と

同等の歳出を自治体は行っているという仮定に基づいて推計が行われているが、公立保育

所へは実際には手厚い歳出が行われており、ここでも過小推計が行われていると考えられ

る。 
 さらに、公立保育所の運営以外の地方単独事業については、社会保障給付費統計に反映

                                                  
2 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001svu4-att/2r9852000001svy8.pdf 
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されないのであれば、社会保障費用に関わる地方歳出はかなり過小に推計されると考えら

れる。以下では、社会保障費用の中でも、子ども・子育てに関わる歳出を取り上げ、A 市

を事例として、その実態をみてみたい。 
 
2.1 社会保障費用の補助事業分の推計 

 
 現在、補助事業に関しては、中央政府の負担割合と地方政府の負担割合がわかっている

ので、中央政府の負担額から地方政府の負担額を推計することが可能であり、実際、その

ような方法で推計されている。しかしながら、実際の地方政府の負担額は、上記のように

推計される負担額以上となる場合が少なくない。 
 まず、A 市がとりまとめた「国庫補助事業等として実施する社会保障関係事業に要する

経費」（様式 3）のうち、「子ども・子育て」に関連するとされる支出項目の中で実際に A
市で支出されたのは、子どものための教育・保育給付費補助、子どものための教育保育給

付費等負担金、児童保護費負担金、児童福祉事業対策費等補助金、児童扶養手当給付費負

担金、児童手当等交付金、子ども・子育て支援交付金であった。その総額は、約 23 億 5,256
万円で、うち約 11 億 4,573 万円が国の負担、約 8 億 3,841 万円が A 市の歳出となってい

る（残りは都道府県負担およびその他の特定財源）。 
 個々の事業の国庫負担率は異なっており、国の負担率から推計した A 市の支出額は概ね

実際の歳出と一致していた。しかし、「子どものための教育・保育給付費等負担金」の推計

額については、大幅な過小推計となっていた。これは、民間の幼稚園や保育事業への公的

支出3に対して、国、都道府県、市町村が、1/2, 1/4, 1/4 の割合で負担することになってい

る制度である。この制度への国庫負担金は、約 3 億 2,490 万円であり、上記の割合から推

測される A 市の歳出は約 1 億 6,245 万円である。しかし、A 市の実際の歳出は約 4 億 8,753
万円であり、約 3 億 2,508 万円の過小推計となっていた4。 
 したがって、概算ではあるが、国庫補助事業等として実施する社会保障関係事業のうち

「子ども・子育て」のための A 市の歳出は、国の推計によれば、約 8 億 3,841 万円ではな

く約 5 億 1,333 万円となっていたと考えられる。「子ども・子育て」のための社会保障負

担について分析・考察する際に、この「誤差」は小さいとは言えないだろう。 
 
2.2 社会保障費用の地方単独事業分の推計(1)：公立保育所以外の運営費 

 
 次に、地方単独事業を見てみる。まず、A 市がとりまとめた「地方単独事業として実施

する社会保障関係事業に要する経費」から、「子ども・子育て」の社会保障施策に要する経

                                                  
3 正確には、「幼稚園、保育所、認定こども園を通じた共通の給付（負担金）」および「市町村による認可

事業（地域型保育事業）である「小規模保育事業」、「家庭的保育事業」、「居宅 訪問型保育事業」及び「事

業所内保育事業」に対する給付」である。 
4 都道府県の支出金は約 1 億 7,408 万円で、総額は 9 億 8,651 万円であった。 
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費の総額を見ると約 18 億 4,751 万円となっている。このうち、都道府県の支出金（約 5
億 5,224 万円）およびその他の特定財源（約 1 億 1,769 万円）を除いた A 市の歳出は、約

11 億 7,758 万円である。 
 ここで、A 市の「公立保育所（地方単独事業分）」の運営費は、約 7 億 9,359 万円であ

る。この運営費から都道府県の支出金（約１億 355 万円）と保育料徴収額（9,719 万円）

を差し引いた 5 億 9,285 万円が、公立保育所の A 市の負担分である。したがって、公立保

育所以外の地方単独事業に関わる A 市の歳出は約 5 億 8,473 万円である5。上述の「② 現
在の国の社会保障給付費統計における地方負担額の取り扱い」によれば、これは集計対象

から外れている。この規模の地方単独事業の歳出額が計上されないのであれば、日本の子

ども子育てのための社会保障負担は、かなり過小推計されることになる。 
 
2.3 社会保障給付費の地方単独事業分の推計(2)：公立保育所の運営費の推計 

 
 一方、地方単独事業の中で、公立保育所に対する支出に関しては、国が有するデータを

用いて推計が行われ、社会保障費用に計上されている。 
 公立保育所の運営費については、平成 14 年度までは、国庫負担割合が定義されていた

ため、補助事業として、第 2.1 項で見たような方式で地方負担額が推計されていた。しか

しながら、平成 15 年度以降、国庫負担分は交付税交付金の形で一般財源化されたため、

地方単独事業となった。そこで、以下のような推計式によって、公立保育所の地方負担額

が計算されることとなった（「第 2 回社会保障給付費の整理に関する検討会」の資料２, 10
頁）。 
 
公立保育所の運営費地方負担額＝単価×公立保育所入所児童数−保育料徴収金額   (*) 

 
 ここで、「単価」は、「民間保育所に関わる国の予算値をベースに単価を算出し、それを

公立の単価に換算6」するという方法で設定されている。しかし、公立保育所の運営費の単

価は、民営保育所の単価よりもかなり高い実態があることは、様々な研究が明らかにして

いる。上記の計算方式に基づく推計も、実際の公立保育所の運営費の地方負担額よりも、

かなり過小な推計になっていることが推測される。 
 A 市には 4 つの公立保育所があり、すでに見たように「公立保育所（地方単独事業）」

                                                  
5 実際に A 市で支出が見られる事業は以下の通りである。公立児童厚生施設（児童館、児童遊園等）、公

立子育て支援施設、（自治体独自の）子どもに対する現金給付（母子・父子・遺児等含む）、障害児に対す

る現金給付、子ども手当（職員分）、保育料等軽減、準要保護児童生徒援助・給食援助（地方単独事業分）、

私立保育所（地方単独事業分）、私立幼稚園（地方単独事業分）、母子家庭支援、子育て支援（一時預かり、

保育ママ、児童家庭相談、私立子育て支援施設等）（地方単独事業分）、子どもの発達相談・支援、障害児

教育等幼児教育費、子ども・若者(青少年)育成支援、子ども子育て関係団体補助。 
6 民間の単価には、民間施設給与等改善費が含まれており 1.09 で割ることで「公立の単価に変換」して

いる。 
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のための実際の歳出は約 7 億 9,359 万円である。一方、補論で上記 (*)式のように「単価

×公立保育所入所児童数」で推計した支出は 4 億 6,555 万円となった（補論の表 2 の結果）

7。 
 この推計値に基づくと、国による公立保育所の運営費の推計は、約 3 億 2,804 万円の過

小推計になっていると考えられる。A 市の公立保育所のための実際の負担額は、運営費か

ら都道府県の支出金（約１億 355 万円）と保育料徴収額（9,719 万円）を差し引いた 5 億

9,285 万円であるが、国による推計値は、それから過小推計と想定される約 3 億 2,804 万

円を差し引いた 2 億 6,481 万円であると想定される8。このような過小推計の原因は言うま

でもなく、国が想定する単価が、実際の単価よりもかなり低い水準に抑えられていること

にある。 
 公立保育所のための自治体の歳出額の推計に関する以上の考察は、 (*)式のような推計

式によらなくても、国は地方自治体の実際の歳出額を簡単に把握できることを示している。

地方自治体が作成し、国に提出する「地方単独事業として実施する社会保障関係事業に要

する経費」に記載される「公立保育所（地方単独事業）」のデータを用いればよいのである。 
 なぜ、国は社会保障費用の推計において、(*)式で推計した額を「公立保育所の運営費地

方負担額」として、用いるのだろうか？ その理由に関する文献や証言を、残念ながら今回

の調査では得ることができなかった。筆者の推論ではあるが、以下のような理由が考えら

れる。 
① 推計式(*)が、公立保育所の運営費への地方交付税交付金を算定する際の基本的な推計

式であり、交付金と整合性がある額を推計値とすべきと考えられたため。 
② 実際の運営費を社会保障費用の計算に用いると、社会保障費用の総額が大きくなって

しまい、それが政治的あるいは行政的に望ましくないと考えられたため。 
 制度上の整合性を確保するためであれ、政治的・行政的な理由であれ、正確なデータが

比較的容易に取得できるにもかかわらず、バイアスのある推計値を用いて社会保障費用の

推計を行うことには疑問が残る。改善が求められる大きな問題であると考えられる。 
 
3. 問題の改善 

 
 前節での考察を踏まえて、可能な限り正確に社会保障費用をマクロ的に把握するために、

地方自治体における歳出データの望ましい収集方法のあり方について考えてみたい。具体

                                                  
7 この推計の基礎となる「単価」は、公立保育所の単価を考える際の参考値として内閣府が平成 27 年 3
月に示した値であり、(*)式で想定されている「民間保育所に関わる国の予算値をベースに単価を算出し、

それを公立の単価に換算」という手法で計算された単価ではない。そのような単価として、筆者が取得で

きたのは平成 20 年の推計値であるが、それを用いた場合には、過小推計の程度はさらに大きくなる（補

論の表 1 の結果）。 
8 (*)式では、保育料徴収金額の推計も行われることになるが、保育料に関しては、認可保育所であれば、

公立でも私立でも同じであるため、民間保育所のケースを基にした推計を用いても、あまり差は発生しな

いと考えられる。したがって、ここでは保育料徴収額の推計誤差は考慮しない。 
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的には、以下の２つのような改善を行うことが望ましいと考えられる。 
 
① 社会保障費用の情報収集の目的を踏まえて、社会保障費用およびその分類の定義を明

確にした上で、地方自治体から情報収集すること。 
② 国の歳出に基づく推計額ではなく、「実際の歳出額」の情報を地方自治体から収集し

活用すること。 
 
 短期的には、現在、各自治体に作成が求められている「社会保障関係事業に要する経費」

のフォーマットを、社会保障費用をマクロ的に正確に把握するために必要なデータをすべ

て抽出できるように充実させ、情報収集の目的を踏まえて、「実際の歳出額」を把握するこ

とが望まれる。 
 しかし、そのような調査票の作成は、求められる情報が細かくなるほど、地方自治体の

負担が大きくなる。そこで、中長期的には、データの基になる台帳を統一し、社会保障費

用のように、国が把握する必要がある地方自治体の歳出データが自動的に計算できるよう

にすることで、自治体の負担を軽減しながら、正確なデータの把握が可能となるだろう。

現在、地方自治体でも、公会計のフォーマットが定められ、公会計の整備が進められてい

る。今後、自治体の財政データを整理するためのシステムの共通化を図ることなどが有効

となるだろう。 
 
4. まとめ 

 
 本稿では、日本の社会保障費用のマクロ的把握が、不十分・不正確あることを明らかに

し、その改善方法について考察するために、社会保障費用の中の子ども・子育てに関する

経費に注目し、ある自治体の実際の歳出と、その歳出に関する国の推計を比較するという

試みを行った。 
 その結果は、図 2 にまとめられている。子ども子育てに関する地方歳出は、補助事業と

単独事業に分けられ、A 市ではその総額は約 20 億円に達している。この歳出に関する国

の推計額は約 7.8 億円と推定され、12 億円を超える額が社会保障費用の国の統計から抜け

落ちていると考えられる。本稿では、国の推計額を推定する際に、様々な仮定を置いてお

り、今回の推定は、あくまでも参考として見る必要があるが、実際の歳出の約 4 割しか国

の社会保障費用統計に計上されないという実態があるとすれば、大きな問題と考えられる。 
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図 2：社会保障負担額の過小推計（A 市の事例） 

 
 本稿では、様々な社会保障費用の中でも、子ども子育て関連の経費に限定し、一つの自

治体を取り上げて分析した。そのような事例研究は、わかりやすく問題の所在を明らかに

する上で有用であるが、同時に課題や限界も抱えている。 
 まず、ここで指摘した問題は、本稿で取り上げた経費に固有の問題で、社会保障費用全

体から見たら、それほど大きな問題ではない可能性がある。また、本稿で取り上げた自治

体が特殊で、他の自治体ではそれほど大きな問題ではない可能性もある。今後、他の自治

体のケースを分析し、今回の問題が他の自治体でも起こっているのかを明らかにすること

が、まず必要であろう。その上で、他の社会保障費用についても同様の問題が存在してい

るかを明らかにすることが必要だろう。 
 特に、今後、社会保障費用をより正確に把握する仕組みを構築していくためには、社会

保障費用全体に関する分析が重要になる。また、今回は、市町村を対象とした調査や考察

を行ったが、マクロ的把握という観点からは、統計データの作成・収集に関わる都道府県

での社会保障費用の情報収集について、分析や考察を行うことが必要になると考えられる。 
 そのような分析・考察を踏まえて、最終的には、各種社会保障給付統計の目的・活用方

法の違いを踏まえた「定義の差」と、そのような複数の定義に対応できる自治体でのデー

タの整理方法を考えて、具体的な定義、情報収集のフォーマット、収集の方法などについ

て、地方自治体の会計システム・会計処理の実態や他国の事例に関する調査も踏まえて、

考案・提案することが求められるだろう。 
 なお、社会保障費用に関する地方自治体の実際の歳出額のデータを取得できる調査がす

でに行われているにもかかわらず、国は、それを活用せず、国の予算情報に基づいて、地

方の歳出額を推計するという手法が用いられることには疑問が残る。例えば、公立保育所

の運営費や民間保育所への自治体の補助に関しては、データが存在しているにもかかわら

ず、国はそれを活用してこなかったようである。その結果として、社会保障費用が過小に

推計されるという深刻な問題が起こっている。 
 実は、このような国の手法は、子育て支援の充実という喫緊の課題への取り組みにおい
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ても、問題を引き起こしているように思われる。例えば、保育所の拡充に必要な財源の推

計においても、国と地方の制度上の負担割合に基づいて実際に歳出が行われるはずとの想

定に基づいて、必要な予算額を推計していると考えられる。しかし、地方自治体における

歳出の実態を踏まえると、その推計額は実際の歳出を大幅に下回ると考えられる。その結

果として、国が想定するほどの保育所の拡充が行えない、あるいは、地方自治体にしわ寄

せがくるといった問題が起こる。 
 地方自治体の歳出のデータが存在するにもかかわらず、国がそれを活用しようとしない

のは、国の支出を抑制する意図があるのではないかとの憶測もありえる。現状を改善する

ためには、現在の推計方法が続けられてきた原因を明確にすることも必要だろう。社会保

障費用の正確な把握のためにも、子育て支援の充実を適切に行うためにも、地方における

歳出の実態を踏まえた社会保障費用統計の作成、そして政策立案を行うことが重要である。

それを実現するための調査・研究を、引き続き行っていきたい。 
 
補論：公立保育所の運営費の推計 

 
 この補論では、A 市における公立保育所の運営費を、年齢ごとの「単価」に関する仮定

を変えて、推計してみる。まず、(*)式の推計において実際に用いられた「単価」の平成 20
年のデータが、取得できたので、そのデータに用いて推計した結果が、表 1 である（表の

最後の行に、年齢ごとの「単価」が記載されている）。 
 

 
表１：公立保育所の運営費の推計１（平成 20 年度の推計単価を用いたケース） 

 
 推計の結果、公立保育所の運営費は、約 3 億 3,070 万円と推計されたが、実際の歳出で

ある約 7 億 9,359 万円より、はるかに低くなった。 
 単価のデータが古いことが原因ではないかと考えられるため、次に内閣府の資料で、「公

立保育所の予算を考える上で参考としてもらう」という目的のために計算された「単価の

参考値」9を (*) 式の「単価」として、運営費の推計を行った。その結果が表 2 である。 

                                                  
9 資料では「各市町村が公立施設の公定価格の設定に当たっての参考に資するよう、国の公定価格を基に

「地域区分」、「認定区分」、「年齢区分」ごとの一般的な水準をお示しするもの（定員は 90 人を前提に算

出）。各種加算や質の改善による充実分を含んで典型的な水準として算出しているもの。」と説明されてい

る。ここでは、地域区分は、A 市が該当する 15/100 地域、認定区分は「標準時間認定」の値を用いてい

る。なお、A 市の公立保育所の定員は、想定されている「90 人」よりも若干多く、その場合の単価は若

干低くなる。 

定員 [人] 0歳児 1、２歳児 ３歳児 ４歳以上 運営費推計額 [百万円]

D保育所 9 37 20 43 90.35

E保育所 6 35 20 43 82.35

F保育所 6 28 20 45 75.38

G保育所 6 36 21 40 82.62

単価（民間単価÷1.09） [万円] 191.2 113.1 55.0 47.2 330.70
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 この参考値は、地域区分も A 市に合わせて、単価が比較的高くなるケースであるため、

表 1 のケースよりも高い推計額が得られている。この場合でも、実は、公立保育所の運営

費の推計額約 4 億 6,555 万円は、実際の歳出である約 7 億 9,359 万円より、はるかに低く

なっている。今回の調査では、国が想定する「単価」として、現時点で上限と考えられる

のが、表 2 のケースと考えられたため、このケースを本稿での分析に用いることにした。 
 

 
出所：内閣府「子ども子育て支援新制度における公立施設の予算等の取扱いについて」（平成 27 年 3 月

10 日, p.5）http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/qa/pdf/ref5-3.pdf 

表 2：公立保育所の運営費の推計２（公立保育所の単価の参考値のケース） 

 
 なお、このように (*) 式に基づく推計が過小推計になってしまう理由を考えるために、

A 市の実際の歳出額から、年齢別の１人あたり運営費（単価）を推計してみたのが、表 3
である。 
 

 
表 3：A 市の公立保育所の年齢別１人あたり運営費（単価）の推計（万円） 

  
 この推計では、表 2 における年齢別の「公定価格の参考値」比率が、実際の年齢別の１

人あたり運営費の比率に等しいと仮定して、推計した年齢ごとの「単価」である（年齢ご

との単価の比は表 2 と表 3 で同じになるように推計してある）。表 2 で示された参考値と

比べて、実際の公立保育所の１人あたり運営費は、かなり高い水準にあることがわかる。 
 国が実際に (*) 式を適用して、A 市の公立保育所の運営費を推計する際の「単価」が、

現在いくらと想定されているかを示す資料は手に入らなかったが、表 3 が示唆する実際の

単価を大きく下回っていると考えられることを、表 1 や表 2 は示唆している。 

定員 [人] 0歳児 1、２歳児 ３歳児 ４歳以上 運営費推計額 [百万円]

D保育所 9 37 20 43 126.40

E保育所 6 35 20 43 116.01

F保育所 6 28 20 45 106.89

G保育所 6 36 21 40 116.25

単価（公定価格の参考値） [万円] 246.0 150.7 88.3 71.7 465.55

年齢 0歳児 1、２歳児 ３歳児 ４歳以上

年齢別公立単価 419 257 151 122
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厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 
「社会保障費用をマクロ的に把握する統計の向上に関する研究」 

分担研究報告書 
 

住民協働による対人社会サービス確保と 
地方自治体の社会保障関係費用 

－市町村の福祉費支出－ 
 

研究分担者 沼尾波子（日本大学経済学部教授） 
 

研究要旨 
 日本では、財政難のもとでの社会保障給付増大、家族機能の変容に伴う対人社会サービ

スニーズの増大と多様化・複雑化が進み、これらの課題に対応するための社会保障制度改

革が進められている。そこでは、地域で行政と住民が協働して対人社会サービスを担うこ

とが求められるとともに、その担い手についても、地区の社会福祉協議会や町内会・自治

会、NPO 法人など、多様な担い手の参加が期待されている。町内会・自治会等の組織は

任意団体であるが、いわば行政の下部組織として機能している側面もある。 
島根県雲南市等での調査から、高齢者の健康管理等のケアについて、社会福祉協議会の

みならず、住民による地域自主組織が運営に関わる動きが生じていることが示された。し

かしながら、地域コミュニティの直接的な活動に対する行政からの支出は、統計上、社会

保障関係の費用として扱われていない。地域包括ケアシステムの構築等を通じた地方自治

体の社会保障費の効率化を検討するのであれば、比較可能な仕組みを用意しておく必要が

ある。 
まず、福祉の領域では、住民参加・協働を通じた担い手の確保とともに、自治体にはそ

れを取りまとめる、いわばプラットホームとしての役割が期待されるようになっている

が、「社会保障給付費」の概念には事務費、管理費等は含まれていない。これらの費用は、

地域のソーシャルキャピタルを構築するためのコストとして、把握しておく必要がある。

また、地域で包括的なケアが要請されるにつれ、福祉と地域づくりの垣根が曖昧な事業

が増え始めている。介護予防や見守りなど、健康状態の維持に関わるサービスや、コミュ

ニティ活動における健康増進への取り組みなど、自治体の福祉計画に掲げられた事業につ

いては現物給付としてその費用を把握するなど、自治体の福祉計画との関係から、その費

用について把握するなどの工夫も求められる。 
社会保障分野の地方単独事業については、先行研究から義務的な単独事業が多く、自治

体の裁量で行っている事業費の割合がそれほど多くはないと指摘されている。しかしなが

ら、福祉の分権化と民営化の進展が見られるなかで、その意義や効率性を考える上でも、

福祉費の支出割合について、整理しておく必要がある。 
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A．研究目的 
 財政難と分権化・民営化が進行するなか

で、地方自治体の対人社会サービスに関す

る支出について、どのような変化が生じて

いるのかを把握し、社会保障給付費の水準

に関する国際比較や自治体間比較を行う上

で、地方財政統計上、留意すべき課題を把

握する。 
 
B．研究方法 
１．先行研究等の文献資料を通じた概念把

握と課題整理 
２．ヒヤリング調査 
（倫理面への配慮） 
該当なし 
 
C．研究成果 

文献調査ならびに市町村へのヒヤリング

調査から、地域包括ケアシステムの導入等

を通じて、地方自治体が地域運営組織との

協働により、福祉サービスを確保する動き

が生じていることが分かった。社会保障分

野における市町村の歳出構造についてある

都市自治体の決算書等をもとに考察を行い、

自治体の社会保障分野における支出構造と、

福祉を取り巻く「協働」の動きが決算書に

どのように立ち現れるのかについて確認を

行った。 
 
D．考察  

市町村における社会保障地方単独事業は、

国庫補助負担金の一般財源化を通じて、い

わば「義務的な」単独事業が増えているこ

とが先行研究から明らかになっている。ま

た、事例からも、地方単独事業費の多くを

占めるのは、国民健康保険や介護保険給付

費等の支出であることが確認されている。 
しかしながら、財政難のなかで、増大す

る社会保障費の抑制に向けて、地域福祉の

分野では、参加・協働を通じた対人社会サ

ービスの確保が求められ、自治体には、そ

のプラットホームを構築する役割が期待さ

れている。社会保障費の「効率化」に向け

て、在宅による医療・介護の連携等を通じ

た地域包括ケアシステムの構築が目指され

ており、地域運営組織が「準自治体」とし

てその役割を担う動きも生じている。とこ

ろが社会保障費には、事務費、管理費等は

含まれておらず、また社会福祉協議会等の

維持管理にかかる費用も含まれない。自治

体のプラットホーム機能や、地域の多様な

経済主体との関係のあり方が異なる状況下

で、これらの支出を「社会保障給付費」と

の関係でどのように整理するかが課題とな

る。 
 
E．結論 

地域福祉に求められる機能と役割は複雑

化・多様化しており、それに伴ってサービ

スの担い手も多様となっている。行政が直

接給付するサービスのみならず、地域を構

成する多様な担い手とともに提供されるサ

ービスについて、トータルに把握するとと

もに、サービスの効率性について時系列で

比較し、評価するためのデータ整理と把握

が必要である。 
 
F．健康被害情報 
該当なし 
 
G．研究発表 
沼尾波子（2016）「社会保障制度改革と自

治体行財政の課題」『社会政策』第７巻３

号,pp.12-26． 
 
H．知的所有権の出額・登録状況（予定も

ふくむ） 
該当なし 



― 49 ―

1 

  

住民協働による対人社会サービス確保と地方自治体の社会保障関係費用 

－市町村の福祉費支出－ 

 

沼尾 波子 

 

 

１．はじめに 
 人口減少・少子高齢化の進展に伴い、地域のなかで高齢者や子どものケアを支える担い

手の確保が課題となっている。また、福祉サービスが社会的弱者に対する選別された福祉

から、いわばユニバーサル・サービスとして誰もが利用できる支援へと拡充しており、サ

ービスの担い手や負担のあり方も多様化を見せている。社会保障給付費は、公共部門によ

る直接的な給付として把握されてきたが、福祉の担い手の多様化や、福祉が普遍性をもつ

ようになるなかで、その効率性を考える上でも、多様な形での数値の把握が求められるよ

うになっている。本稿は、地方自治体の社会保障費用の把握について、こうした問題関心

から考察を行うものである。 
 
 
２．社会保障における現物給付とその担い手 

ILO 基準では、社会保障給付費の範囲について、①制度の目的が、高齢・遺族・障害・

労働災害・保健医療・家族・失業・住宅・生活保護その他のリスクやニーズのいずれかに

対する給付を提供するものであること、②給付の根拠として、制度が法令によって定めら

れ、それによって公的・準公的、もしくは独立の機関に特定の権利が付与されるか、ある

いは責任が課されるものであること、③給付管理の主体として、制度が法令によって定め

られた公的、準公的、もしくは独立の機関によって管理されていることが要件とされ、管

理費や施設整備費は除外されることとなっている 。 
ここで想定されているのは、公共部門が個人に対して、直接的に何らかの給付を行うか、

あるいは他の機関に委託を行って、その給付を行うものである。したがって、社会保障給

付費として取り扱われるのは、直接的な現物（サービス）給付にかかった費用であり、給

付のために必要とされる職員人件費や施設等の費用は含まれていない。 
しかしながら、日本では、福祉等のサービスは、必ずしも公共部門を通じて提供されて

きたわけではない。とりわけ高齢者や障がい者のケアや子育てでは、家族や地域が様々な

役割を果たしてきた。無論、欧米においても、協会や民間団体の寄付など、民間部門が「福

祉」の一端を担っていることに変わりはない。しかしながら、その活動は、民間部門が独

自に行うものか、あるいは行政が執行について民間部門に委託等を行っているという点で、

社会保障給付費としての仕分けは比較的明瞭である。 
ところが日本では、基礎自治体が福祉サービスの提供を行う場合、社会福祉協議会など
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の機関への委託等のみならず、任意団体である町内会・自治会などの活動が含まれている

こともしばしばである。そして、こうした活動を支援する費用も、しばしば公共部門から

支出されている。 
金井（2014）は、行政と住民の関係について３つの側面から整理を行っている。第１に

参政権を持ち、行政をコントロールする市民という関係、第２に租税負担を行い、行政サ

ービスを受け取る利害関係者、そして第３に、公共サービスの提供を担う「公務住民」で

あり、町内会・自治会やコミュニティ協議会などの取組みは、公務住民としての色彩が強

い住民活動であると整理されている。日本では、町内会・自治会のような地域団体が、い

わば自治体の末端機構としての役割を担っており、自治体広報誌の個別配布、街灯管理、

募金の取りまとめなどを行っているところもある。こうした点で、地域における高齢者や

子どものケアなどを、地区の社会福祉協議会とともに、地域住民組織が担ってきたところ

もある。 
少子高齢化とともに単身者が増大し、家族機能が変容する日本社会にあって、介護や子

育て支援などの多様な対人社会サービスを支える公的な仕組みづくりが求められるように

なっている。しかしながら、財政難の折、公共部門における対応には限界もあり、地域で

支えあいを行うための仕組みづくりが進められている。特に、人口減少と少子高齢化が進

行する日本では、地域の実情に応じて多様な支援を受けることのできるような現物（サー

ビス）給付の仕組みを地域で構築することを目指した社会保障制度改革が進められてきた。

たとえば、2015 年 4 月に施行された改正介護保険法では、地域包括ケアシステムの一層

の推進が掲げられ、医療・介護・予防・住まい・生活支援サービスが連携することが期待

されている。また、同時期に、生活困窮者自立支援法、子ども・子育て支援新制度も施行

され、国が定めた法制度に基づき、様々な「ケア」について、自治体による対応がこれま

で以上に求められている。その結果、社会保障関連の施策では、個人に対する直接的な給

付にとどまらず、誰もが必要に応じて支援を受けることが出来るような仕組みづくりや、

関係構築のための取組みが推進されている。介護予防を例にとれば、心身機能の改善を目

的とした機能回復訓練から、地域に通いの場を創出し「活動」や「参加」に焦点を当てた

「地域づくり」のアプローチへと、その対応のあり方も変わりつつある。 
厚生労働省「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部は、2017 年２月に「「地域共生社

会」の実現に向けて（当面の改革工程）」とする文書をまとめた。そこでは、疾病、障がい、

介護、出産、子育てなどの段階で、高齢者、障がい者、子どもなどの対象者ごとに公的な

支援制度を整備し、公的支援の充実を図ってきた仕組みに様々な課題が生じていることを

指摘するとともに、個人や世帯の抱える課題に包括的に対応していくことや、地域の実情

に応じて、分野をまたがって総合的に対応していく必要性を掲げている。そして、「地域を

基盤として人と人とのつながりを育む」必要があること、「地域住民の主体性に基づいて」

取り組むことの必要性を提起している。ここでいう「地域」とは、必ずしも公共部門とし

ての地方自治体を指すわけではない。地方自治体とともに対人社会サービスの維持や確保
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を担う社会福祉協議会や町内会・自治会などの主体が含まれる。 
従前の、国が定めた基準に従って、「社会的弱者」に対する措置を行うという措置型福祉

の場合、国が対象となる基準を定めて、それに従って対応を図る方法は、全国どこの地域

であっても、ナショナル・ミニマムを保障するという理念に照らし、一定の合理性を持っ

ていた。しかしながら、住民一人ひとりが暮らしの困りごとに対して、課題解決を図ると

いう場合、その課題は個別性を持ち、また多様なものとなる。身体機能の衰えに対して、

一定の支援を図ることのみならず、日常生活の中での洗濯や掃除、買い物などをどのよう

に支援するかが問われることとなるが、何をどこまで支援するかについて、全国画一的な

基準を定めることは難しい。 
こうした状況下で、公共部門にすべてを委ねるのではなく、住民参加と協働による相互

扶助での助け合いが謳われるようになっている。その際に根拠とされるのは、社会福祉法

第４条に規定された「地域福祉の推進」である。そこでは、「地域住民、社会福祉を目的と

する事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービ

スを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、

文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努

めなければならない。」とされている。 
 また、地域福祉の推進にあたり、同法第 107 条では「市町村地域福祉計画」について規

定している。「市町村は、地方自治法第２条第４項の基本構想に即し、地域福祉の推進に関

する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「市町村地域福祉計画」とい

う。）を策定し、または変更しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とす

る事業を経営する者、その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必

要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。」として、具体的に、「地域

における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項」「地域における社会福祉を目的と

する事業の健全な発達に関する事項」「地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関す

る事項」の３つが掲げられている。 
 このように、行政には、住民が必要な支援（サービス）について議論を行いながら、必

要なところに必要なサービスが提供される仕組みを構築するプラットホームを支える主体

としての役割が期待されるようになっている。 
 
 
３．住民参加型地域福祉の推進と社会保障費用 
行政がプラットホームを構築し、地域の担い手が一体となって福祉の仕組みを構築して

いる事例は、各地でみることができる。ここでは、島根県雲南市の事例を取り上げる。雲

南市は、2004 年に６町村が合併して誕生した島根県中部の中山間地域に位置する自治体で

ある。広大な面積を有する雲南市では、各地で人口減少が進んでいることもあり、2005～
2007 年にかけて、おおむね小学校区を単位とした「地域自主組織」が設立され、小規模多
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機能自治の実践が行われている。市では、地域自主組織に対し、活動拠点の整備や人的・

財政的支援を行うなど、地域課題について解決するための工夫を住民主導で実施する取組

みを側面から支援している。2013 年度より、地域と行政の協議の場として地域円卓会議の

仕組みが本格的に導入されている。地域自主組織の活動は様々であるが、例えば地域自主

組織が市から水道検針業務の委託を受けるとともに、検針の際に各戸を回り、見守り・声

掛けを行う取組みや、旧小学校校舎を活用し、放課後の子ども達の居場所づくりを行う活

動、高齢者の介護予防に向けた取組みを行うなどの福祉分野の活動も推進されている。な

かでも鍋山地区では、地域自主組織がコミュニティ・ナースとして看護師の資格を持つ職

員を雇用し、住民の健康に関する様々な取組みの拡大を図っている。 
これらの取組みのなかには、行政や社会福祉法人が実施する場合には「社会保障給付」

に含まれる事業内容も含まれているが、活動に対する行政からの補助・助成がコミュニテ

ィ施策として行われているものであることから、その費用は社会保障給付費には含まれて

いない。 
他方で、雲南市の場合、社会福祉協議会の活動も活発である。現在進行する 2015～2019

年度までの第３期の総合保健福祉計画では、地域医療の充実・健康づくりの推進・高齢者

福祉の充実・障がい者（児）福祉の充実・生活困窮者の支援・地域福祉の充実・子育て支

援の充実、という 7 つの基本施策が掲げられ、それぞれの施策に対し、実施する事業が整

理されている。これらの事業のうち、社会福祉協議会の役割は大きく、特に高齢者、障が

い者、生活困窮者、地域福祉、子育て支援の分野で、多岐にわたる事業を担っている。社

会福祉協議会は、合併前の旧町村単位で支所を置いているほか、介護事業所や保育所の運

営も行っている。さらに、市内 30 カ所の地域自主組織における「福祉部」との繋がりも

あり、行政のみならず、各地区の自主運営組織における福祉活動を支える役割も担ってい

る。 
このように、行政、社会福祉協議会、コミュニティが一体となって地域福祉を担う場合、

そこでの公共部門による社会保障費用をどのように扱うかについては、再整理が必要と考

えられる。とりわけ小規模町村の場合、総合的な支援サービスとして給付が行われている

ケースも多いことを考えると、統計上の取り扱いについて、検討していく必要がある。 
表１は、厚生労働省が「社会保障給付費の整理に関する検討会」における整理を踏まえ

て地方単独事業の内容を「社会保障」分野に属するか否か、「社会保障４分野」に属するか

否か、「給付」に該当するか否か、制度として確立されているか否か、という視点で整理を

行ったものである。この時の整理では、表１にあるように、民生委員活動費や老人クラブ

活動費などは「社会保障分野」とされてはいるが、消費税増税分を充当するとされる「社

会保障四経費」には含まれないこととされた。 
総務省が全国市町村に対して実施している「社会保障施策に要する経費」の調査におい

ても、「総合福祉」項目に入るものとして、個別の福祉分野に区分できない経費を計上する

こととされている。具体的には、公立総合福祉施設（ワンストップ型の社会保障サービス
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提供）、民生委員活動費、社会福祉団体（社会福祉協議会・社会福祉事業団体）運営費補助・

負担金、社会福祉施設職員退職手当共済事業費補助金、社会福祉事業指導（福祉活動推進

員、専門員設置事業等を含む）、福祉人材確保、福祉ボランティア活動推進、私立社会福祉

施設補助、その他の総合福祉関連サービス、があげられている。これらは社会保障施策の

要する経費には含まれるが、「社会保障四経費」には入らない。先の雲南市の事例を取れば、

社会福祉協議会が担う事業のうち、介護保険事業所や保育所による直接的なサービス提供

は、介護や子育て支援施策に要する経費として整理されるが、「社協だより」の発行による

広報活動や、地域自主組織の福祉部との連携などの取組みに要する費用のうち、行政から

の補助による部分は、「総合福祉」等の項目に含まれることとなり、「社会保障四経費」の

対象外とされる。 
 
表１ 厚生労働省による「社会保障関係の地方単独事業」結果の整理  

 
出典：内閣官房 HP（国と地方の協議の場（第 4 回臨時会合）2011 年 12 月 26 日 
資料１より（http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kyouginoba/rinji4/gijisidai.html） 
 
 
４．人件費の考え方 
 表１にある社会保障関係の地方単独事業調査では、平成 22 年度決算統計の「民生費」（災

害救助費を除く）、「衛生費」（清掃費を除く）、「労働費」、「教育費」のうち、「総合福祉」

「医療」「介護・高齢者福祉」「子ども・子育て」「障害者福祉」「雇用促進」「貧困・格差対
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策」に該当するものとして報告があった金額の集計値が公表されたものである。ただし、

除外事業として、乳幼児医療費助成（義務教育就学後分）、敬老祝金等敬老事業、職員分の

子ども手当、本庁人件費、投資的経費、貸付金・積立金、公害関係、環境衛生関係、災害

救助関係が挙げられ、さらに厚生労働省が集計・公表している社会保障給付費に計上され

ている事業については除かれている。 
これはそもそも、社会保障・税一体改革における消費税の国・地方への配分割合を巡っ

て、地方単独事業費の水準を把握する必要が生じたことによって実施されたものであった。

したがって、消費税の配分を通じた国からの財源保障の対象となるべき事業かどうかとい

う視点から、除外事業として乳幼児医療費助成（義務教育就学後分）、敬老祝金等敬老事業

などが挙げられている。このほか、本庁人件費についても除外することとされている。調

査では、各事業費のうち職員人件費とそのうちの事務職員分を記載することとされている

が、これは本庁を除く地方公務員人件費とされている。消費税増税分にかかる国と地方の

配分割合に関わる財政需要をみるという当初の主旨から、本庁人件費を除いた数値の把握

が行われていると考えられる。しかしながら、社会保障関連事業費の規模、並びに効率的

な歳出について考える上では、各自治体における人件費総額を把握するとともに、地域内

分権や民営化（委託・指定管理等）による効率性を考えることが必要である。 
 
図１ 

 
資料：総務省『地方財政統計年報』各年度をもとに作成。 
 
図１は、地方自治体の民生費、並びに民生費に占める人件費の水準と構成比を示したも

のである。ここから、2000 年代に入って、民生費総額が大きく増大している反面、これら

のサービスにかかる人件費は削減傾向にあることが分かる。民生費総額に占める人件費比
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率は、2002 年度にはおおよそ 15％程度だったが、2014 年度には８％の水準を下回ってい

る。給付費が増大する一方で、人件費が減少しているとすれば、社会保障に関わる運営は、

非正規公務員等の採用を通じた人件費削減か、民営化（委託・指定管理等）により、支出

が物件費や補助費等へ振り替えられていると考えられる。また、上述の通り、住民が地域

コミュニティでケアを担い、それを財政支援する場合には、民生費以外の支出によること

も考えられる。 
増大する社会保障給付費への対応を考えることが求められる状況下で、行政の社会保障

給付費を把握することは、国民のニーズや給付水準を把握することはもちろんのこと、効

率的な給付のあり方や、実物としてのサービス給付水準の把握も必要である。こうした点

で、人件費や施設費等を含めた費用を把握することが効率化を考える手掛かりになると考

えられる。 
 
 
５．むすびにかえて 
社会福祉法では、行政には、市民の福祉の向上を目指して福祉施策を総合的に推進する

責務があると規定されている。行政は、地域福祉を推進する関係機関・団体等の役割を踏

まえながら、相互に連携・協力を図るとともに、行政内部においては、福祉・保健・医療

分野をはじめ、雇用・教育・文化・交通・住宅など生活関連分野を担当する関係各課と連

携し、さまざまな分野において地域福祉の視点から施策を見直し、あるいは横断的な施策

が推進されるよう取り組むことが求められている。また、住民参加の機会の拡充や、総合

相談体制の構築、地域福祉活動拠点の整備を支援し、情報提供の充実に努めることも必要

とされている。 
しかしながら、生活支援を含めた多様な機能について、何をどこまで公共部門が担うの

か。この問いに対する明確な答えはない。言うまでもなく、公助への依存割合が高まるほ

ど、政府支出は肥大化する。しかしながら、財政膨張に対し、国民の合意が図られている

かといえば、必ずしもそうではない。社会保障給付費は年間 112 兆円（2014 年度）の水

準に達しており、毎年１兆円規模で増大している。社会保障制度改革国民会議報告書（2013
年８月）では、「将来世代への負担先送りを速やかに解消して、将来の世代負担ができるだ

け少ないようにすることが必要」と述べられているが、租税や社会保険料負担の引上げは

進まない。社会保障制度改革国民会議報告書では、「自助・共助・公助の最適な組合せ」を

謳い、「自助の共同化としての共助（＝社会保険制度）が自助を支え、自助・共助で対応で

きない場合に公的扶助等の公助が補完する仕組みが基本」と整理している。 
生活支援を含めたケアの領域について、行政が何をどこまで担うのかについて、負担を

含めた国民の合意がないままに、行政サービス拡充を求める声が大きくなっている。限ら

れた財源で対応できない状況に対して、政府や自治体が、「自助・互助・共助」を掲げ、財

政支出を伴わずに地域の支え合いで助けあう術を模索しているところもあるが、ユニバー
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サル・サービスの確保という点では課題も残る。公費で賄うべきもの、地域の支え合いで

対応するケアをどのように整理するか。国の制度設計と自治体の対応が課題となる。なか

でも市町村は、地域福祉の構築において、地域福祉をコーディネートする総合プラットホ

ームとしての役割を期待されており、地域福祉計画はその体系図ということもできる。そ

の体系を構築するとともに、その意義と課題、国と地方の役割について検討する上でも、

費用について総合的に把握する仕組みが必要である。 
こうした視点からも、地方自治体の社会保障関係の単独事業について、把握するための

統計整備が求められているが、本稿ではそのための具体的な数値の把握と分析手法につい

て示すことができていない。これについては次年度の課題としたい。 
 
 
参考文献 
雲南市『雲南市総合保健福祉計画 平成 27 年度～平成 31 年度』雲南市，2015 年。 
雲南市社会福祉協議会「第３期 平成 27 年度～31 年度 雲南市地域福祉活動計画」2015

年。 
磯崎初仁・金井利之・伊藤正次『ホーンブック地方自治[三訂版]』北樹出版，2014 年。 
総務省「「社会保障施策に要する経費」に関する調査について（照会）」，2015 年６月 30

日。 
総務省自治財政局財務調査課「地方財政状況調査表作成要領（都道府県分）」2015 年。 
沼尾波子「社会保障制度改革と自治体行財政の課題」『社会政策』第７巻３号，pp.12-26，

2016 年。 
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「社会保障費用をマクロ的に把握する統計の向上に関する研究」 

分担研究報告書 
 

子ども医療費助成に係る国保の減額調整措置とその見直しに関する一考察 
 

研究分担者 黒田有志弥 
（国立社会保障・人口問題研究所 社会保障応用分析研究部第３室長） 

 
研究要旨 
 医療保険制度における子どもの自己負担額分に係る医療費助成については都道府県、市

町村の地方単独事業として実施されているものであるが、少子化対策の一環として、全国

的に普及、拡大しており、市町村ごとに、対象年齢、自己負担の有無等で様々な違いがあ

るものの、少なくとも未就学児に限定すれば、すべての市町村が何らかの医療費助成を実

施している。 
 他方で、国民健康保険については、地方単独事業により、受診時に医療機関に支払う一

部負担金が法定割合より軽減される場合、一般的に医療費が増加するとされ、この波及増

分について、その性格上、当該自治体が負担するものと評価されており、国庫の公平な配

分という観点から、減額調整をしている。この点につき、「ニッポン一億総活躍プラン（平

成 28 年６月２日閣議決定）」においては、「子どもの医療制度の在り方等に関する検討会

での取りまとめを踏まえ、国民健康保険の減額調整措置について見直しを含め検討」する

とされ、社会保障審議会医療保険部会において検討が進められている。平成 28 年 11 月

30 日の同部会では、平成 30 年度より、見直し対象を未就学児までとする、または、見直

し対象は未就学児までとし、さらに、何らかの一部負担金や所得制限を設けている場合に

限定するものとするという２案が示されている。 
 しかしながら、このような現状において、子どもの医療費助成制度を含む医療保険制度

における自己負担の軽減措置の、日本の医療保障制度における理論的位置づけについて

は、必ずしも明らかではなく、今後の子育て支援等のあり方を検討する上でも、医療保険

制度における子どもの自己負担額分に係る医療費助成に関して、受給者の観点、公的医療

保険を含む日本の医療制度の中での位置づけ、今後のあり方について、理論的な考察を行

うことが必要である。 
 結論としては､現状の子どもの医療費助成制度は、あくまで地方単独事業であり､その実

施の是非や､給付の範囲、水準は都道府県及び市町村の裁量に委ねられていることから､理

論的には､その権利性は脆弱であり､また､子どもの医療費助成制度と同水準の給付（自己

負担の軽減）を現行の公的医療保険制度の枠内で行うことは、理論的には困難と考えられ

る。しかし､国の政策目標として､若者・子育て世帯への支援が掲げられ、妊娠･出産･育児

に関する不安の解消のための具体的な施策が求められていることからすると、国ではな

く、都道府県や市町村がイニシアティブを有する現行の子どもの医療費助成制度のあり方

にも疑問がある。ただ､仮に国レベルで子どもの医療費助成を行うとすると､既存の医療保

険制度等との整合性を図る必要があるが､上記の意味で､慎重な検討が必要と考えられる。
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A．研究目的  
 医療保険制度における子どもの自己

負担額分に係る医療費助成については

都道府県、市町村の地方単独事業とし

て実施されているものであるが、少子

化対策の一環として、全国的に普及、

拡大しており、市町村ごとに、対象年

齢、自己負担の有無等で様々な違いが

あるものの、少なくとも未就学児に限

定すれば、すべての市町村が何らかの

医療費助成を実施している。  
 他方で、国民健康保険については、

地方単独事業により、受診時に医療機

関に支払う一部負担金が法定割合より

軽減される場合、一般的に医療費が増

加するとされ、この波及増分について、

その性格上、当該自治体が負担するも

のと評価されており、国庫の公平な配

分という観点から、減額調整をしてい

る。この点につき、「ニッポン一億総活

躍プラン（平成 28 年６月２日閣議決

定）」においては、「子どもの医療制度

の在り方等に関する検討会での取りま

とめを踏まえ、国民健康保険の減額調

整措置について見直しを含め検討」す

るとされ、社会保障審議会医療保険部

会において検討が進められている。平

成 28 年 11 月 30 日の同部会では、平

成 30 年度より、見直し対象を未就学

児までとする、または、見直し対象は

未就学児までとし、さらに、何らかの

一部負担金や所得制限を設けている場

合に限定するものとするという２案が

示されている。  
 しかしながら、このような現状にお

いて、子どもの医療費助成制度を含む

医療保険制度における自己負担の軽減

措置の、日本の医療保障制度における

理論的位置づけについては、必ずしも

明らかではなく、今後の子育て支援等

のあり方を検討する上でも、いわゆる

乳幼児医療費助成制度をはじめとする

医療保険制度における子どもの自己負

担額分に係る医療費助成に関して、受

給者の観点、公的医療保険を含む日本

の医療制度の中での位置づけ、今後の

あり方について、理論的な考察を行う

ことが必要と考える。  
 
B．研究方法  
 社会保障分野の地方単独事業のうち、

いわゆる乳幼児医療費助成制度をはじ

めとする医療保険制度における子ども

の自己負担額分に係る医療費助成に関

して、これまで行われてきた国民健康

保険の減額調整措置と現在の見直しの

検討について、受給者の観点、公的医

療保険を含む日本の医療制度の中での

位置づけ、今後のあり方について、理

論的な検討を行う。  
（倫理面への配慮）  
該当なし  
 
C．研究成果  
 現状の子どもの医療費助成制度は、

あくまで地方単独事業であり、その実

施の是非や、給付の範囲、水準は都道

府県及び市町村の裁量に委ねられてい

ることから、理論的には、その権利性

は脆弱である  
 子どもの医療費助成制度と同水準の

給付（自己負担の軽減）を現行の公的

医療保険制度の枠内で行うことは、理

論的には困難と考えられる。  
 
D．考察  
 子どもの医療費助成制度は、未就学

児に限ればすべての市町村で実施され

ているが、あくまで、建前上は各市町

村が独自の判断で実施していることで
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あり、その受給権は必ずしも強固なも

のではない（ただし、現在実施されて

いる医療費助成制度の範囲や水準を縮

小することは、実際上は困難であると

思われる）。  
 他方、国民健康保険制度において、

市町村が独自に一部負担金の軽減を行

った場合に公費の減額調整措置を行う

ことは、国庫の公平な配分という点で

はある程度の合理性があるが、一部負

担金の軽減がすべての市町村で行われ

ているものであるとすれば、その合理

性の根拠は薄弱である。  
 要するに、現状の子どもの医療費助

成制度は、その実際上、あるいは、政

策上の重要性にもかかわらず、公的医

療保険との関係においても、受給者の

権利性の観点からも制度的に曖昧な位

置づけのものである。  
 
E．結論  
 子ども医療費助成など、地方単独事

業により、一部負担金が法定割合より

軽減される場合、一般的に医療費が増

加するが、この波及増分については、

その性格上、当該自治体が負担するも

のとされ、国庫の公平な配分という観

点から国保の減額調整措置がなされて

いる。その趣旨からすれば、子ども医

療費助成制度の適用範囲と水準が市町

村間で大きな差がある場合には、当該

減額調整措置はある程度の合理性があ

る。  
 しかしながら、少なくともすべての

市町村が何らかの助成をしている未就

学児の医療費助成については、上記の

合理性を認めることは困難であり、国

保の減額調整措置の見直しは必要であ

る。  
 ただ、国の政策目標として、「希望出

生率 1.8」に向けた取組として、若者・

子育て世帯への支援が掲げられ、妊

娠・出産・育児に関する不安の解消の

ための具体的な施策が求められている

ことからすると、建前上は、国ではな

く、都道府県や市町村がイニシアティ

ブを有する子どもの医療費助成制度の

あり方には疑問がある。  
 他方、仮に国レベルで子どもの医療

費助成を行うとすると、既存の制度と

の整合性を図る必要があり、慎重な検

討が求められる。  
 
F．健康被害情報  
該当なし  
 
G．研究発表  
 １．論文発表  
  なし  
 ２．学会発表  
  なし  
 
H．知的所有権の出額・登録状況（予

定もふくむ）  
該当なし  
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子ども医療費助成に係る国保の減額調整措置とその見直しに関する一考察 
 

黒田 有志弥 
 
 
１．はじめに 
 医療保険制度における子どもの自己負担額分に係る医療費助成は、現在、すべての都道

府県、市町村の地方単独事業として実施されているものである。もちろん市町村ごとに、

対象年齢、自己負担の有無等で様々な違いがあるものの、少なくとも未就学児に限定すれ

ば、すべての市町村が何らかの医療費助成を実施している1。同制度については、もともと

は岩手県和賀郡沢内村で始まったものであるが、東京都が積極的に施策を進め、次いで、

財政が比較的豊かな県や政令指定都市、その後、他の市町村に拡大した経緯がある。その

ため、一般的には、大都市では、義務教育就学終了までの児童を対象にする自治体が多い2

が、地方では未就学児に達するまでの自治体が多いという傾向があった。それゆえ、従来

は乳幼児医療費助成制度と呼称されることが一般的であったが、近年は、就学児にも適用

範囲を拡大する自治体も増加しているため、子ども医療費助成制度と言われることもある。

本稿では、医療保険制度における子どもの自己負担額分に係る医療費助成制度につき、子

ども医療費助成制度ということとする。 
 他方で、国民健康保険については、地方単独事業により、受診時に医療機関に支払う一

部負担金が法定割合より軽減される場合、公費負担が減額調整される。これは、一部負担

金の軽減により一般的に医療費が増加するとされ、この波及増分について、その性格上、

当該自治体が負担するものと評価されており、国庫の公平な配分という観点から実施され

ているものである。この点につき、「ニッポン一億総活躍プラン（平成 28 年６月２日閣議

決定）」においては、「子どもの医療制度の在り方等に関する検討会での取りまとめを踏ま

え、国民健康保険の減額調整措置について見直しを含め検討」するとされ、社会保障審議

会医療保険部会において検討が進められている。平成 28 年 11 月 30 日の同部会では、平

成 30 年度より、見直し対象を未就学児までとする、または、見直し対象は未就学児まで

とし、さらに、何らかの一部負担金や所得制限を設けている場合に限定するものとすると

いう２案が示されている。 
 しかしながら、このような現状において、子どもの医療費助成制度を含む医療保険制度

における自己負担の軽減措置の、日本の医療保障制度における理論的位置づけについては、

必ずしも明らかではなく、今後の子育て支援等のあり方を検討する上でも、医療保険制度

における子どもの自己負担額分に係る医療費助成に関して、受給者の観点、公的医療保険

                                                  
1 「子ども医療費助成に係る国保の減額調整措置の在り方について」平成 28 年 11 月 18 日第 100 回社会

保障審議会医療保険部会資料。 
2 例えば東京都 23 区では、千代田区を除き中学生までが子ども医療費助成制度の対象となっている。な

お千代田区は高等学校卒業時相当の年齢の児童までを対象としている。 
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を含む日本の医療制度の中での位置づけ、今後のあり方について、理論的な考察を行うこ

とが必要である。 
 そこで本稿では、社会保障分野の地方単独事業のうち、いわゆる子ども医療費助成制度

をはじめとする医療保険制度における子どもの自己負担額分に係る医療費助成に関して、

これまで行われてきた国民健康保険の減額調整措置と現在の見直しの検討について、受給

者の観点、公的医療保険を含む日本の医療制度の中での位置づけ、今後のあり方について、

若干の理論的な検討を行うものである。 
 
 
２．子ども医療費助成制度に関する理論的な問題 
 子ども医療費助成制度について、ここでの問題は、公的医療保険が全国一律に医療費の

給付範囲を定めているにもかかわらず、自治体の独自の判断で、一部の年齢層のみを対象

としてその負担を軽減していることとの関係をどう考えるかである。 
 これについては、公的医療保険の保険者の立場からは、次のような問題を提起できよう。

すなわち、保険医療機関の窓口で支払う一部負担金の事実上の肩代わりは、過剰診療の恐

れがあり、その結果、公的医療保険の保険財政を悪化させる可能性がある。しかしながら、

2000 年以前に問題となった高齢者による医療機関のサロン化といった問題は、子どもや児

童では生じにくいことから、子ども医療費助成制度について、高齢者の医療費問題と同視

することはできない。また、少子化が進展している今日においては、親が子どもを養育す

る負担を軽減する政策的な必要性が認められることから、子どもの医療費の助成制度が拡

大している状況を覆すことはもはや困難であるし、覆すべきでないと思われる。つまり、

公的医療保険の保険者の立場からすれば、子ども医療費助成制度で支給している分を、将

来的に公的医療保険で賄う政策が実施されず、自治体の地方単独事業で行う限りにおいて

は、特に問題はないと考えられる。 
 他方で、自治体の立場からすれば、医療費助成制度は、その自治体の一般会計で行う事

業であるから、制度を拡大すればするほど財政的な負担は増す。子ども医療費助成制度が

一般化し、拡大の傾向があるとすると、近隣の自治体との比較、また全国の自治体におけ

る実施状況にも影響され、より制度の充実を図る競争現象なども生じていると言われてい

る3。しかしながら、自治体間の競争自体は論難されるべきことではなく（そもそも競争に

乗るかどうかも自治体自身の判断に委ねられている）、自身の財政状況を考慮して、また、

住民の福祉の増進を図るために制度の充実を図ることは認められるべきであるし、その逆、

すなわち、適正な手続によって子ども医療費助成制度を廃止することも理論的には許容さ

れるべきである。ただ、現状として、地方単独事業とはいえ、各自治体が子ども医療費助

成制度を維持せざるをえない状況にあるとすれば、その理由を明らかにし、公的医療保険

                                                  
3 例えば、足立泰美・齊藤仁「乳幼児医療費助成制度におけるヤードスティック競争」季刊社会保障研究

51 巻３･４号 369 頁等。 
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との関係を明確にして、将来のわが国における医療保障のあり方を考える必要があろう。 
 公的医療保険制度の趣旨目的の観点からすれば、本来、異なる自治体の区域内に居住し

ていても、受けられる医療保障の水準・範囲は同じであることが望ましいということはで

きる。その意味では、特定の被保険者等のみに一部負担金相当額の支給を行うこと、さら

に、自治体ごとにその範囲が異なることは公的医療保険制度の趣旨目的と整合しないとも

考えられる。 
 また、公的医療保険制度の個別の仕組みとの関係も問題となる。その例として、公的医

療保険の一部負担金の減免制度を挙げることができる。公的医療保険の一部負担金の減免

は非常に厳しい要件でのみ認められる。具体的には健康保険では、災害その他厚生労働省

令で定める特別の事情がある場合に減免を認め（健康保険法 75 条の２）、国民健康保険で

は、「特別の理由」がある場合における減免を認める（国民健康保険法 44 条）。これらの

規定は実際には震災などの事情がある場合に機能している。裁判例（仙台高秋田支判平成

23 年１月 19 日賃金と社会保障 1545 号 40 頁）では、国民健康保険法 44 条の趣旨は「減

免等を認めてその分を保険給付として当該国民健康保険加入者全体の保険料・保険税等の

収入から支出しても加入者相互扶助の精神に反しないと認められるだけの『特別の理由』

がある場合に限って、その減免等を認めることにより、生活保護等の他の社会制度との調

整を図る」ことにあるとされている。このような一部負担金の減免制度の趣旨を考慮する

と、一般財源からの支出とはいえ、事実上一部負担金の減免と同様の制度である医療費助

成制度について、公的医療保険との関係を明らかにされるべきであろう4。 
 
 
３．自己負担の減額措置の帰結としての国民健康保険制度における公費の減額調整 
 国民健康保険制度においては、冒頭で述べたように、地方単独事業により、受診時に医

療機関に支払う一部負担金が法定割合より軽減される場合、一般的に医療費が増加すると

され、この波及増分について、その性格上、当該自治体が負担するものと評価されており、

国庫の公平な配分という観点から、減額調整をしている。この減額は、一部負担金の軽減

が現物給付としてなされる場合、すなわち保険医療機関で保険診療を受けた際に当該保険

医療機関に支払う一部負担金の額が軽減される場合に適用される。逆に、保険医療機関で

                                                  
4 これ以外に、医療費助成制度の法律構成も問題となる。考えられる法律構成として、まず、一部負担金

は、法的には被保険者等が療養の給付（被扶養者の場合は現物給付化された家族療養費）を受けたときに、

当該被保険者が保険医療機関に支払う義務を負う金銭である。この支払義務は、被保険者と保険医療機関

の間に成立する私法上の診療契約の債務を構成する。これを前提とすると、医療費助成制度による自治体

の保険医療機関へ一部負担金の支払いは、以下の構成が考えられる。すなわち、自治体が特定の被保険者

等の診療契約の債務（一部負担金）について、第三者弁済を行い、被保険者に対して有することになる求

償権を放棄（または債務の免除）しているもので、医療費助成制度は、いわば一部負担金の履行の引受を

行う制度であるとして理解する構成である（なお、債務の引受の構成も考えられるが、医療費助成制度を

導入したことにより、自治体が医療費助成制度の対象となる被保険者等の一部負担金について、保険医療

機関の直接の債務者になるとは考えがたい）。仮にこのような法律構成が妥当するとして、一部負担金以

外の診療報酬について減点査定され、それを保険医療機関が争うなどの何らかの法的紛争が生じた場合の、

医療費助成制度でカバーされた一部負担金部分がどうなるかといった問題もある。 
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保険診療を受けた際に当該保険医療機関に支払う一部負担金自体は法定割合のままで、そ

の後、保険者（市町村）から償還払いを受ける形式の場合、国民健康保険の公費負担の減

額調整はなされていない5。 
 このように、国民健康保険の公費負担は、一部負担金の助成が現物給付方式でなされて

いると減額調整され、償還払い方式でなされていると減額調整されないことになっている

が、これは、現物給付方式で一部負担金の助成を行う場合にのみ、医療費増加の波及効果

が生じると考えられているからである。確かに、償還払い方式の場合は、患者は一旦、医

療機関の窓口で自己負担額を支払い、その後、償還請求を行うため、患者にとって不便で

あり、また、医療機関の窓口で支払う自己負担分の金銭をあらかじめ用意しなければなら

ないから、現物給付方式により窓口で支払う金額が減額される場合の方が、医療機関にか

かる障害が低いと思われる6。 
 しかしながら、公的医療保険における被保険者（あるいは被用者保険における被扶養者）

と保険医療機関との診療契約は、被保険者（あるいは被扶養者）が、被保険者証を提示す

ることにより、保険診療を受ける対価として所定の一部負担金を保険医療機関に支払う（残

余の部分については、保険によってカバーする、すなわち保険医療機関が保険者に請求す

る）というものであり、被保険者（あるいは被扶養者）が支払う一部負担金の支払い方法

について細かく規定されているわけではない。結局のところ、一部負担金の支払いに関し

ては、私法上の一般的なルールに従うことになり、それゆえ例えば保険医療機関側が支払

いの猶予を認めることも可能である。そうすると、一部負担金の軽減が償還払い方式でな

されるとしても、仮に保険医療機関が償還払いの期日まで一部負担金の支払いの猶予を許

容するならば、被保険者にとっての一部負担金の支払いの負担は現物給付方式と変わらな

いこととなる。その意味では、一部負担金の軽減が現物給付方式でなされる場合のみ、国

民健康保険の公費負担の減額調整が行われることの理論的な根拠は弱いと言わざるを得な

い。 
 ただ、現実には、仮に償還払いがなされてから一部負担金の支払いができるとしても、

被保険者にとっては手続き上の負担が増加することにつながり、他方、保険医療機関にと

って一部負担金の支払いの猶予を認めることは不払いのリスクを抱えることになるから、

被保険者にとって償還払い方式が、現物給付方式とほぼ同様の制度となる可能性は低い。

したがって、一部負担金の減額が現物給付方式で行われる場合の医療費の増加の効果はあ

る程度は存在すると思われる。 

                                                  
5 平成 26 年において、岩手県、福井県、長野県、三重県、奈良県、鹿児島県、沖縄県は、県の方針によ

り全ての市町村において地方単独事業を償還払いにより実施している。したがって、これらの県では、国

民健康保険の公費の減額調整は行われていない（前掲注２)資料）。 
6 1973 年に実施された老人医療費支給制度に関しては、多くの地方自治体が、老人の福祉の増進を目的

として、老人の医療費助成に関する条例を定め、国の制度を上回る内容の事業を実施したが、当時はこの

ような上乗せ事業は問題視されなかった。しかしながら、老人医療費が増大してくると、国はこれらの上

乗せ事業の是正を求める通知等を出し、是正を求めた。その結果、老人医療の上乗せ事業は基本的には行

われなくなったという経緯がある。 
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 その意味では、子どもの医療費助成制度による一部負担金の軽減が、少なくとも未就学

児についてはすべての市町村で行われているとしても、国民健康保険の公費の減額調整の

第一義的な目的が医療費増加の抑制あるいは増加した分の医療費につきそれをもたらした

自治体の負担にするべきことにあるならば、現物給付方式と償還払い方式で区別をするこ

とも許容されると考えるべきである。他方で、子どもの医療費助成制度が、全国的に拡大

していること、また、その目的が市町村による少子化対策であり、国としてその促進を図

るのであれば、子ども医療費助成制度による一部負担金の軽減制度の実施に対する国民健

康保険の公費の減額調整は見直されるべきである。 
 
 
４．地方単独事業としての子ども医療費助成制度 
 前述のように、現状の子どもの医療費助成制度は全国的に実施されているが、それはあ

くまで地方単独事業であり、その実施の是非や、給付の範囲、水準は都道府県及び市町村

の裁量に委ねられている。もちろん、ある自治体において、子どもの医療費の助成制度を

実施するとされた場合、通常、その自治体に居住する子ども全体という広範囲な者を対象

として、その医療費を助成することにより福祉の増進を図るという一般的な行政目的を達

成するためのものであり、個別的な助成の必要性を根拠とするものではなく、大量かつ反

復して行われることが予定され、医療費助成を受ける資格及び助成内容が一義的明確に定

められる。それゆえ、助成するかしないかに関する決定に関して権限を有するもの（通常

は当該市町村の長）の裁量はないか、あるいは非常に狭いものと解される。それゆえ、医

療費助成を行うか否かの決定は処分性を有すると考えられ、不服申し立ての手続き等は担

保されていない場合であっても、抗告訴訟の対象になりうる7。その意味では、制度が実施

されている限りにおいて、助成の要件を満たす対象者の助成に対する権利は担保されてい

ると言える。 
 しかしながら、制度の実施の有無や制度の内容に関しては、自治体の判断に任されてい

る以上、制度の廃止や、助成の要件の厳格化などの制度内容の変更、とりわけ制度の後退

についても、それが適法な手続きに従って決定されるものであれば許容されうる。とりわ

け、子どもの医療費助成制度の結果、国民健康保険の公費の減額調整が行われる場合は、

それが自己負担額の減額からもたらされる医療費の増加について自治体が負担すべきもの

という考えによるものであるとすると、国民健康保険財政あるいはその自治体の財政の観

点から、子どもの医療費助成制度を縮減・廃止することも合理性を有する場合がある。 
 
 
 

                                                  
7 名古屋市の乳幼児医療費助成制度に関する事例である名古屋地判平成 16 年９月９日判タ 1196 号 50 頁

参照。 
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５．子ども医療費助成制度と公的医療保険 
 前述のように、自治体の実施する子ども医療費助成制度は自己負担の軽減であり、その

波及増分は自治体の負担とすることが妥当と考えられてきた。それゆえ、国民健康保険で

は公費の減額調整が行われてきたのであるが、同様の考えに立つと、子ども医療費助成制

度が職域の公的医療保険（健康保険、各共済組合）にもたらす波及増分についても自治体

が負担すべきという帰結になる。しかしながら、職域の医療保険において、自己負担の軽

減制度に応じた負担の自治体への転嫁措置などはなされていない。職域の医療保険におい

ては、被保険者や組合員の属性や家族構成（被扶養者の存在）にかかわらず、報酬に応じ

た保険料が課されていることから、被保険者や組合員と事業主で、被保険者・組合員とそ

の被扶養者の医療のニーズをカバーするという考え方をとっており、それは出産などの被

扶養者の増加という医療費の増加をもたらす事象が生じたとしても変わりない。このこと

からすると、被扶養者の中に自治体による自己負担の軽減制度の適用を受けるものが存在

し、その結果、医療費が増加するとしても、それらを含めて職域の医療保険ではカバーさ

れていると解される。 
 このように職域の医療保険と自治体による医療費の助成制度の関係を捉えると、同様に

国民健康保険においても自治体による医療費の助成制度による医療費の増分は国民健康保

険財政で賄うべきであると考えられる。それゆえ、公的医療保険全体では、自治体の自己

負担の軽減措置による公費の減額調整の実施は妥当でない可能性がある。 
 
 
６．今後の子ども医療費助成制度の位置づけ 
 これまで述べてきたように、子ども医療費助成制度等の医療費自己負担の軽減措置に対

する国民健康保険の公費の減額調整については、少なくともそれを実施する理論的な根拠

は薄いと考えられる。したがって、現在の国民健康保険の減額調整措置について見直しに

ついては、縮減の方向に向かう点については妥当であろう。 
 ただ、国の政策目標として、「希望出生率 1.8」に向けた取組として、若者・子育て世帯

への支援が掲げられ、妊娠・出産・育児に関する不安の解消のための具体的な施策が求め

られていることからすると、建前上は、国ではなく、都道府県や市町村がイニシアティブ

を有する子どもの医療費助成制度のあり方にはそもそも疑問がある。 
 現在の方向性のように少子化対策の一環として子ども医療費助成制度が捉えられている

ことを考慮すると、事実上、すべての自治体で実施されているとしても、ある程度の制度

の統一性が図られるべきである。平成 30 年度からは、未就学児に対する医療費助成を行

っている場合においては、国保の減額調整措置を行わないことになるようであるが、少子

化対策の目的で子ども医療費助成制度を活用するならば、国レベルでの基準の設定と、財

源的な手当が必要であろう。 
 他方で、現在検討されているのは、全国的に実施されている子ども医療費助成制度と国
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民健康保険の減額調整措置との関係が主たる論点であって、わが国の医療保障制度の中で

の子ども医療費助成制度の位置づけはいまだ明らかではないと思われる。もちろん、子ど

もの医療費の一部負担金の支払いは子どもを有する親等にとっては大きな負担であって、

その補助をすることは、子育ての金銭的な負担を軽減する一助である。しかしながら、自

治体ごとの制度の差について（自治体の財政状況以外に）理論的に説明することは依然と

して困難である。その意味で、今後の子ども医療費助成制度のあり方を考えるにあたって

は、医療保障制度全体の中での位置づけと制度の理論的な根拠、及び、地方自治体をこれ

までと同様、制度運営主体とすることを許容するならば、国の少子化対策と関連づけてそ

の水準と範囲の基準を設けるべきであろう。 
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厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 
「社会保障費用をマクロ的に把握する統計の向上に関する研究」 

分担研究報告書 
 

社会保障の地方単独事業に関する調査事例 
 

研究分担者 渡辺久里子（国立社会保障・人口問題研究所 企画部研究員） 
 

研究要旨 
 本研究は、社会保障費用をマクロ的に把握し、統計の向上に資することを目的とする。

社会保障の地方単独事業は、その全体像が把握されておらず、社会保障費に部分的にしか

計上されていないため、社人研『社会保障費用統計』は過少推計となっていることが指摘

される。 
 しかしながら、これまでに各府省や都道府県が独自に社会保障に関連する地方単独事業

について調査した事例がある。そこで本稿ではこれらの事例調査について整理を行った。

なお総務省が実施する『社会保障関係の地方単独事業に関する調査』は、本報告書の分担

研究報告書 1 で検討されているため、本稿では取り扱わない。 
 既存の事例調査は大きく分けて①高齢、②子ども、③障害の３つに分類される。高齢者

（老人）を対象とした社会保障の地方単独事業については、総理府大臣官房老人対策室が

1979 年にとりまとめをした『地方公共団体における老人福祉単独事業の動向に関する調

査事例』がある。このほかにも東京都福祉局高齢福祉部福祉課は 1980 年代に『高齢者福

祉施策区市町村単独事業一覧』を刊行しており、市区町村別事業別に予算額が報告されて

いる。 
 子どもを対象とした社会保障の単独事業は、2005 年に内閣府が『地方自治体の独自子

育て支援施策の実施状況調査報告書』を公表しており、都道府県及び市町村における事業

についてその目的別に予算額が報告されている。後続調査が 2013 年に実施され、『全国自

治体の子育て支援施策に関する調査報告書』として取りまとめられているものの、これは

先進事例等の事業内容が記載されているのみである。 
 障害者を対象とした社会保障の単独事業は、内閣府が 2003 年度～2014 年度分について

調査を実施し、『障害者施策関係単独事業の実施状況等』として都道府県・政令都市別施

策別に事業費の予算額を公表していた。 
 これらの事例調査の実施時期をみると、各制度の制度改革の時期と重なっているように

思われる。高齢は 1973 年に老人医療費が無料化され、また 1985 年に年金改正が実施さ

れた。子どもは 1995 年にエンゼルプランが、2000 年に新エンゼルプランが策定されてい

る。障害は 2003 年に支援費制度が導入され、2005 年に障害者自立支援法が成立している。

言い換えれば、地方単独事業の調査は制度改正の時期前後にしか実施・公表されていない。

 各事例調査そのものは、地方自治体でどのような単独事業が実施されているかを把握す

るうえで有益である。しかしながら、定期的な実施・公表が見込めないのであれば、社人

研『社会保障費用統計』を集計する際の基礎データとすることは難しいように思われる。
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A．研究目的  
 本稿ではこれまでに各府省や都道府

県が独自に社会保障に関連する地方単

独事業について調査した事例について

整理を行った。  
 
B．研究方法  
 文献調査  
（倫理面への配慮）  
該当なし  
 
C．研究成果  
 既存の事例調査は大きく分けて①高

齢、②子ども、③障害の３つに分類さ

れる。高齢者（老人）を対象とした社

会保障の地方単独事業については、総

理府大臣官房老人対策室が 1979 年に

とりまとめをした『地方公共団体にお

ける老人福祉単独事業の動向に関する

調査事例』がある。  
 子どもを対象とした社会保障の単独

事業は、2005 年に内閣府が『地方自治

体の独自子育て支援施策の実施状況調

査報告書』を公表しており、都道府県

及び市町村における事業についてその

目的別に予算額が報告されている。後

続調査が 2013 年に実施され、『全国自

治体の子育て支援施策に関する調査報

告書』として取りまとめられているも

のの、これは先進事例等の事業内容が

記載されているのみである。  
 障害者を対象とした社会保障の単独

事業は、内閣府が 2003 年度～2014 年

度分について調査を実施し、『障害者施

策関係単独事業の実施状況等』として

都道府県・政令都市別施策別に事業費

の予算額を公表していた。  
 
D．考察  
 これらの事例調査の実施時期をみる

と、各制度の制度改革の時期と重なっ

ているように思われる。高齢は 1973
年に老人医療費が無料化され、また

1985 年に年金改正が実施された。子ど

もは 1995 年にエンゼルプランが、

2000 年に新エンゼルプランが策定さ

れている。障害は 2003 年に支援費制

度が導入され、2005 年に障害者自立支

援法が成立している。言い換えれば、

地方単独事業の調査は制度改正の時期

前後にしか実施・公表されていない。  
 
E．結論  
 各事例調査そのものは、地方自治体

でどのような単独事業が実施されてい

るかを把握するうえで有益である。し

かしながら、定期的な実施・公表が見

込めないのであれば、社人研『社会保

障費用統計』を集計する際の基礎デー

タとすることは難しいように思われる。 
 
F．健康被害情報  
該当なし  
 
G．研究発表  
 １．論文発表  
 該当なし  
 ２．学会発表  
 該当なし  
 
H．知的所有権の出額・登録状況（予

定もふくむ）  
該当なし  
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社会保障の地方単独事業に関する調査事例 
 

渡辺 久里子 
 
 
1．はじめに 

 本研究は、社会保障費用をマクロ的に把握し、統計の向上に資することを目的とする。

社会保障の地方単独事業は、その全体像が把握されておらず、社会保障費に部分的にしか

計上されていないため、社人研『社会保障費用統計』は過少推計となっていることが指摘

される。 
 しかしながら、これまでに各府省や都道府県が独自に社会保障に関連する地方単独事業

について調査した事例がある。そこで本稿ではこれらの事例調査について整理を行った。

なお、総務省が実施する『社会保障関係の地方単独事業に関する調査』は、本報告書の分

担研究報告 1 で検討されているため、本稿では取り扱わない。 
 
 
2．社会保障の地方単独事業に関する調査事例 

 既存の調査事例は大きく分けて①高齢者（老人）、②子ども、③障害者の 3 つに分類でき

る（表 1 参照）。 
 
表 1 単独事業の調査事例概要 

 
出所：内閣総理大臣官房老人対策室(1979)、東京都福祉局高齢福祉部福祉課(1988)、内閣府(2005)及び内閣

府ホームページ「障害者施策関係単独事業の実施状況等」より筆者作成。 
 

子ども 障害

内閣総理大臣官房
老人対策室(1979)

東京都福祉局高齢
福祉部福祉課(1988)

内閣府政策統括官(共生社

会政策担当)(2005)
内閣府政策統括官

(共生社会政策担当)
実施年月 1976年9月～11月 － 2005年2月～3月 2003年～2014年

調査対象

①指令都市及び東京23区
②全国の市の2分の1を抽

出して得られた315自治

体

都内各区市町村 全国すべての地方自治体
(47都道府県及び2815市町

村)に質問票を送付。有効

回答数は、都道府県が
47、市町村が1690)

都道府県及び政令指定都
市

調査項目

1976年度予算において計

上されている老人福祉関
係事業のうち：
①都道府県・指定都市の
単独事業(市(区)町村等が

主体となって実施してい
る事業で、都道府県がそ
の経費を補助しているも
のを含む)
②市(区)町村の単独事業

(都道府県と経費を分担し

て実施している事業を含
む)

1988年度予算において計

上されている高齢者を対
象とした福祉事業のう
ち：
①国や都からの補助金の
交付なしに実施している
事業
②国や都の補助事業で
あって、各区市町村が、
国や都の補助金以上に対
象範囲の拡大や単価増等
を図っている事業
③全額が都区財政調整制
度に基準財政需要として
算入されている事業

2004年度当初予算に計上

されている子育て支援施
策のうち：
①国庫補助事業の上乗せ
事業
②及び地方単独事業

各年度予算に計上されている
障害者施策単独事業

高齢者（老人）
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 障害に関連した社会保障の地方単独事業は、内閣府が 2003 年度～2014 年度分を公表し

しており、『障害者施策関係単独事業の実施状況等』として都道府県・政令都市別施策別に

事業費の予算額を報告していた1。しかしながら、同調査は調査方法・時期などの概要は掲

載されておらず、また事業分類も目的別になっているとはいえず、自治体別に実施状況を

概観するのに適していない。そのため、以下では①高齢者（老人）、②子どもの調査事例に

ついて紹介したい。 
 
（１）高齢者（老人） 
 高齢者（老人）を対象とした社会保障の地方単独事業については、総理府大臣官房老人

対策室が 1979 年にとりまとめをした『地方公共団体における老人福祉単独事業の動向に関

する調査研究』がある。同調査研究は、指令都市、東京 23 区及び 315 の市における地方単

独事業を報告しており、これが全国の自治体を対象とした初めての調査だと思われる(坂田

1979)。 
 同調査研究が実施された背景は次の通りであった2。1961 年に老人福祉法が制定されてか

ら、高経済下において財政が潤沢であったことも誘因となって、「老人福祉ブーム」ともい

われるほどに老人対策事業が急増していた。しかし、オイルショックをうけて「福祉見直

し」が議論される中、行き過ぎた老人福祉事業が批判されるようになったことがある。こ

れにより、全国の地方自治体において実施されている老人福祉事業の把握とその評価が必

要となった。 
 調査の結果、1976 年度予算において市では 2067 事業、指定都市・23 区では 391 事業と

なっており、全国で 2634 事業が実施されていた（表 2 参照）。また、過去からの推移をみ

ると、実施事業数の増加は 1969 年ごろから顕著となり、1976 年度時点で実施されている

事業のうちおよそ 80%は 1969 年からの 8 年間で開始されていたことが明らかとなった。 
 このほかにも東京都福祉局高齢福祉部福祉課は 1980 年代に『高齢者福祉施策区市町村単

独事業一覧』を刊行しており、市区町村別事業別に予算額が報告されている。表 3 から東

京都における単独事業実施自治体数をみると、1989 年に 23 区のほうが市町村よりも総じ

て実施割合が高かったことが分かる。 
 23 区と市町村で実施割合の差が大きかった事業は、健康診査の実施、はり・マッサージ

の実施、健康相談の実施・その他の施策、療養費等の貸付、老人福祉手当の支給、老人家

庭奉仕員等の派遣など、医療・介護に係る現物給付において顕著であった。また、23 区及

び市町村でともに実施割合が高かった事業は、敬老品祝金品・見舞金品の贈呈、給食サー

ビスの実施、高齢者事業団への助成などであった。 
 
  

                                                  
1 なお、2017 年 3 月時点で 2015 年度以降の調査は公表されていない。 
2 総理府大臣官房老人対策室(1979), pp. 1-3。 
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表 2 高齢者関連の単独事業数(全国：1979 年) 

 
出所：総理府大臣官房老人対策室(1979)。 
 

市
23区及び

指定都市
日常生活援護

食事サービス 14 6
入浴サービス(寝たきり) 64 11
入浴サービス(寝たきり以外) 58 27
日常生活用具・杖等の給付貸与 57 34
家庭奉仕員等関係 28 1
訪問・相談 51 20
福祉電話 35 18
緊急連絡用具 80 24
寝具の乾燥・クリーニング 70 25
利用サービス 13 16
その他 7 7
小計 477 189

健康管理・医療

医療費の公費負担 134 7
訪問看護サービス 8 4
機能回復訓練 11 9
健康診査・健康相談等 25 7
ハリ・マッサージ 17 9
その他 7 4
小計 202 40

老後生活の充実

就労 39 20
農園 34 11
社会奉仕活動 16 3
スポーツ 82 11
教養・趣味 113 35
作品展・文化祭・芸能大会等 36 14
老人クラブ助成 70 16
保養 23 2
ひとり暮らし老人激励会等 8 7
老人福祉大会 35 5
敬老会 157 18
その他 12 6
小計 625 148

福祉施設

老人ホーム整備・運営 5 12
老人福祉センター整備・運営 48 7
老人憩の家等の整備・運営 55 24
その他 1 1
小計 109 44

その他

住宅 53 11
敬老金品支給 365 54
要援護老人慰問(見舞い品) 132 33
老人ホーム入所者慰問(見舞い品) 35 8
乗車券・バス運行 44 15
交通安全対策 4 3
手帳・読本等支給 4 12
その他 17 10
小計 654 146

総計 2067 567
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表 3 高齢者関連の単独事業を実施する自治体数(東京都：1989 年) 

 
注：実施自治体割合は、実施自治体数を東京都の区市町村数で除した値である。 
出所：東京都福祉局高齢福祉部福祉課(1988)より筆者作成。 
 

23区 市町村 合計 23区 市町村 合計

敬老祝金品・見舞金品の贈呈

敬老祝金の贈呈 22 35 57 95.7 85.4 89.1
敬老祝金品・見舞金品の贈呈 23 39 62 100.0 95.1 96.9
老人ホーム入所者見舞金品の贈呈 20 23 43 87.0 56.1 67.2

日常生活の諸サービス

給食サービスの実施 23 29 52 100.0 70.7 81.3
入浴券の支給等 23 19 42 100.0 46.3 65.6
日常生活用具の給付・その他 13 6 19 56.5 14.6 29.7

孤独の解消・安全対策

友愛訪問員の派遣 21 12 33 91.3 29.3 51.6
老人家庭への訪問・相談 17 12 29 73.9 29.3 45.3
福祉電話の設置運営

使用料の助成 23 7 30 100.0 17.1 46.9
自己所有電話への基本料・度数料の助成 23 18 41 100.0 43.9 64.1
特殊電話の設置 23 13 36 100.0 31.7 56.3
電話訪問相談の実施 22 18 40 95.7 43.9 62.5

事故防止対策の実施 23 23 46 100.0 56.1 71.9
住宅対策

住宅対策 22 13 35 95.7 31.7 54.7
くらしとすまいの施策その他

その他 9 14 23 39.1 34.1 35.9
病気の予防治療及びリハビリテーション

健康診査の実施 23 22 45 100.0 53.7 70.3
はり・マッサージの実施 23 12 35 100.0 29.3 54.7
健康相談の実施・その他の施策 23 20 43 100.0 48.8 67.2

医療費の助成

老人医療費の助成 0 3 3 0.0 7.3 4.7
白内症特殊眼鏡代の助成 2 1 3 8.7 2.4 4.7
国民健康保険料の助成 1 0 1 4.3 0.0 1.6
がん精密検査料の助成 0 1 1 0.0 2.4 1.6
療養費等の貸付 22 14 36 95.7 34.1 56.3

寝たきり高齢者の援護

老人福祉手当の支給 23 3 26 100.0 7.3 40.6
寝たきり老人見舞金品の贈呈 19 17 36 82.6 41.5 56.3
訪問看護指導の実施 23 13 36 100.0 31.7 56.3
老人家庭奉仕員等派遣事業 23 2 25 100.0 4.9 39.1
日常生活用具の給付 5 5 10 21.7 12.2 15.6

日常生活用具の給付及び住宅サービス等

日常生活用具の給付 23 27 50 100.0 65.9 78.1
おむつの支給 23 24 47 100.0 58.5 73.4
理髪サービスの実施 21 23 44 91.3 56.1 68.8
入浴サービスの実施 22 24 46 95.7 58.5 71.9
寝具の乾燥消毒等 23 24 47 100.0 58.5 73.4
緊急一時保護及び介護人等の派遣 17 5 22 73.9 12.2 34.4
介護人等への慰労・講習会等 15 6 21 65.2 14.6 32.8
在学福祉施策等 12 9 21 52.2 22.0 32.8

就労対策

高齢者事業団への助成 23 33 56 100.0 80.5 87.5
就労の場の提供 22 3 25 95.7 7.3 39.1
その他の就労施策 11 2 13 47.8 4.9 20.3

生きがい対策

老人クラブ運営費の助成 23 30 53 100.0 73.2 82.8
老人クラブ行事の助成 16 12 28 69.6 29.3 43.8
区市町村老人クラブ連合会の助成 23 35 58 100.0 85.4 90.6
老人クラブの育成指導 23 8 31 100.0 19.5 48.4
老人教室・ことぶき大学の開設 23 29 52 100.0 70.7 81.3
レクリエーション・文化祭 23 24 47 100.0 58.5 73.4
スポーツ行事等 19 25 44 82.6 61.0 68.8
老人社会奉仕団への助成 2 0 2 8.7 0.0 3.1
敬老手帳等の配布 13 5 18 56.5 12.2 28.1
老人福祉週刊行事 23 39 62 100.0 95.1 96.9
その他 6 8 14 26.1 19.5 21.9

実施自治体割合(%)実施自治体数
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表 4 子ども関連の単独事業を実施する自治体数(全国：2005 年) 

 
注：実施自治体割合は、実施自治体数を有効回答自治体数で除した値である。 
出所：内閣府(2005)より筆者作成。 
 
（２）子ども 
 子どもを対象とした社会保障の単独事業は、2005 年に内閣府が『地方自治体の独自子育

て支援施策の実施状況調査報告書』を公表しており、都道府県及び市町村における事業に

ついてその目的別に予算額が報告されている3。 
 同調査が実施された背景には、1995 年にエンゼルプラン、2000 年に新エンゼルプランが

                                                  
3 なお、後続調査として『全国自治体の子育て支援施策に関する調査報告書』が 2013 年に実施・公表され

ているが､これは先進事例等の事業内容が記載されているのみであり､全国的な調査とはなっていない。 

都道府県 市町村 都道府県 市町村

地域子育て支援

地域子育て支援センター事業 0 195 0.0 11.9
地域子育て支援センターの類似事業 5 115 10.6 7.0
つどいの広場事業 0 18 0.0 1.1
つどいの広場の類似事業 9 133 19.1 8.1

保育サービス

認可保育所への職員加配 23 714 48.9 43.4
延長保育(11時間超保育) 5 - 10.6 -
夜間保育 1 - 2.1 -
休日保育 5 - 10.6 -
一時保育 2 - 4.3 -
病後児保育 2 - 4.3 -
障害児保育 27 - 57.4 -
トワイライトステイ 1 - 2.1 -
ショートステイ 1 - 2.1 -
認可外保育施設への補助 30 - 63.8 -
認証保育施設への補助 3 - 6.4 -
保育ママへの補助 2 - 4.3 -
その他の認可外保育施設への補助 3 - 6.4 -
保育料の独自徴収基準の設定 - 1443 - 87.7
保育料の減免措置 - 1597 - 97.1

幼児教育

幼稚園の授業料等の負担軽減措置 13 301 27.7 18.3
公立幼稚園への経常経費補助 1 - 2.1 -
私立幼稚園への経常経費補助 36 - 76.6 -
公立幼稚園への職員加配 - 291 - 17.7

放課後児童健全育成

放課後児童健全育成事業への上乗せ 32 558 68.1 33.9
放課後児童健全育成事業以外の放課後対策 4 104 8.5 6.3

ひとり親家庭支援

ひとり親家庭支援 40 700 85.1 42.6
各種手当の支給

各種手当の支給 9 827 19.1 50.3
母子保健

妊産婦健診や乳幼児健診 11 978 23.4 59.5
医療

乳幼児医療助成 47 - 100.0 -
不妊治療 5 68 10.6 4.1

実施自治体数 実施自治体割合(%)
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策定され、また 2003 年には少子化社会対策基本法が成立するなど、1990 年代後半から 2000
年代にかけて少子化対策が進展していった一方で、地方自治体で実施されている子育て支

援対策の状況は十分に把握されていなかった。また同時期に、三位一体改革により地方へ

の権限・財源移譲が進んだこともあって、地方自治体が独自に実施している事業の調査が

必要となった4。 
 表 4 から調査結果をみると、2005 年時点で乳幼児医療助成は全ての都道府県で実施され

ていたことが分かる。また市町村の単独事業としては、保育料の独自徴収基準の設定、保

育料の減免措置の実施割合が高くなっていた。 
 
 
3．調査事例による地方単独事業費の把握 

 本稿で紹介した地方単独事業に関する調査の実施時期は、各制度の制度改革前後と重な

っているように思われる。高齢者（老人）は 1961 年に老人福祉法が制定されたのをはじめ、

1973 年に老人医療費の無料化、1985 年に年金改正が実施された。子どもは（新）エンゼル

プランの策定、少子化対策の推進の時期と重なっている。障害は 2003 年に支援費制度が導

入され、2005 年に障害者自立支援法が成立している。言い換えれば、地方単独事業に関す

る調査は制度改正の時期前後に実施・公表が集中しており、継続的には実施されていない。 
 各調査そのものは、地方自治体でどのような単独事業が実施されているかを把握するうえ

で有益である。しかしながら、定期的かつ継続的な実施・公表が見込めないのであれば、社

人研『社会保障費用統計』を集計する際の基礎データとすることは難しいように思われる。 
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厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 
「社会保障費用をマクロ的に把握する統計の向上に関する研究」 

分担研究報告書 
 

国際比較からみた日本の社会保障財源 
－地方単独事業の追加による試算－ 

 
研究分担者 竹沢純子（国立社会保障・人口問題研究所 企画部第３室長） 

 
研究要旨 

社会保障費用統計では ILO 基準に沿って社会保障財源を整備してきたが、1990 年代

半ば以降、ILO が更新を停止し、国際比較は不可能となっている。社会保障財源確保の

あり方が重要な政策課題となる中で、国際的にみた我が国の社会保障負担の特徴の把握

を可能とするデータ整備が求められている。今後、国際基準に沿って地方単独事業の整

理を進めるに際しては、国際比較がもはや不可能な ILO 基準ではなく、EU-ESSPROS
（欧州社会保護統計）準拠とし、日本と欧州諸国の比較可能とすることが望ましく、今年

度は ESSPROS に焦点をあて、二つの研究を行った。 
【研究１】社会保障財源の国際比較－地方単独事業の追加による試算（本文） 

社会保障財源を扱う統計として、①社会保障費用統計（ESSPROS、ILO 基準）、②経

済財政統計（SNA、GFS）がある。①の ILO 基準による日本の社会保障財源に占める地

方政府負担は 10％であり国際的に中位に位置するのに対して、林（2017）は②の SNA
により地方政府は 41～48％と推計し日本の地方の歳出規模は国際的に見ても大きいと

する。①②の統計による地方政府の構成比、国際比較の位置づけが大きく異なる理由を

明らかにした。 
社会保障費用統計による財源比較によれば、日本の地方政府負担は 10％でドイツ

（13％）と近い水準にある。社会保障の地方単独事業に関する調査（総務省 2011）から、

地方単独事業を含めて推計すると、地方政府の構成比は 14％へ上昇し、ドイツを上回る。

ILO と ESSPROS では集計範囲が異なるが、日本は ILO 基準を使い、試みとして EU
諸国と比較を行った。今後、日本も ESSPROS 基準準拠とすると、現在 ILO に非計上の

確定拠出年金等が含まれ、社会保険料拠出の構成比が上昇する可能性がある。他方で、

総務省（2011）は給付のみで投資的経費（施設整備費）を含まないが ESSPROS 基準に

沿って含めると地方政府負担は増加する。精度の高い国際比較を可能とするために、

ESSPROS 基準に準拠し、地方単独事業を含むデータ整備が必要である。 
【研究２】ESSPROS 基準に関する最新動向の把握（資料編） 

OECD 出向中にオブザーバーとして ESSPROS 作業部会に参加し、基準改定にむけた

情報を得た。作業部会において合意が得られた点は同基準 2016 年版マニュアルに反映さ

れた。資料編として、2016 年改定のポイント、および ESSPROS 基準 2016 年版の仮訳

を収録し、今後の地方単独事業の整理を進める上で、容易に参照できるよう準備を進めた。
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A．研究目的  
社会保障費用統計では ILO 基準に

沿って社会保障財源を整備し、1997
年度公表資料まで同基準による主要 6
カ国の国際比較を掲載してきた。しか

し 1990 年代半ば以降、ILO が更新を

停止し、日本と諸外国の国際比較は不

可能となっている。来年度、国際基準

に沿って地方単独事業の整理を具体

的に進めていくに際しては、国際比較

がもはや不可能な ILO 基準ではなく、

EU-ESSPROS 準拠とし、日本と欧州

諸国の国際比較を可能とすることが望

ましい。上記の問題意識のもと、第１

に、社会保障財源の国際比較を試みに

行い、地方単独事業の追加により日本

の地方政府負担の規模がどの程度代

わるのか、を試算し、今後、ESSPROS
基準に準拠かつ地方単独事業を含む

データ整備の必要性を示すこと、第２

に ESSPROS 基準の動向を把握し今

後の地方単独事業の整理に向けた準

備を行うこと、を目的とする。  
 
B．研究方法  
 ESSPROS 基準に関する作業部会

への参加を通じて得た情報、および同

基準に関する各種文書、データを利用

する。  
（倫理面への配慮）  
該当なし  
 
C．研究成果、D．考察、E．結論  
【研究１】ESSPROS 基準による地方

政府の社会保障費用の国際比較  
社会保障財源を扱う統計として、①

社会保障費用統計（ESSPROS、 ILO
基準）、②経済財政統計（SNA、GFS）
がある。①の ILO 基準による日本の

社会保障財源に占める地方政府負担

は 10％であり国際的に中位に位置す

るのに対して、林（2017）は②の SNA
により地方政府は 41～48％と推計し

日本の地方の歳出規模は国際的に見

ても大きいとする。なぜ①②の統計に

よる地方政府の構成比、国際比較の位

置づけがこれほど大きく異なるのか、

理由を明らかにした。  
最大の理由は、作成目的の相違に由

来する財源のとらえ方の違いである。 
SNA では「最終主体主義」により各セ

クターの最終支出者を重視、社会保障

費用統計では「資金源泉主義」財源の

出所とその種類を重視する。「最終主体

主義」に基づく SNA 原データによる

地方政府比率は 8.9％～21.7%で ILO
と同等から二倍の水準にあるが、さら

に林（2017）は独自に国保等の地方政

府が保険者の制度を社会保障基金から

地方政府へ移動し 41～48％と推計し

ている。本値を GFS による諸外国の

地方政府支出と比較しているが、上記

の独自推計は SNA/GFS に準拠してお

らず、独自推計の操作を行っていない

他国と比較することは不適切である。  
つぎに、地方単独事業を含む社会保

障財源の国際比較を試みた。日本の地

方政府負担は 10％でドイツ（13％）

と近い水準にある。総務省 (2011)『社

会保障関係の地方単独事業に関する

調査結果』から、地方単独事業を含め

て推計すると、地方政府の構成比は

14％へ上昇し、ドイツを上回る。  
ILO と ESSPROS では集計範囲が

異なるが、今回、日本は ILO 基準を

使い、試みとして EU 諸国と比較を行

った。今後、日本も ESSPROS 基準で

整備すると、現在 ILO に計上されて

いない確定拠出年金等が追加される

見込みで、社会保険料拠出の構成比が
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上昇、公費負担は低下の可能性がある。

他方で、総務省（2011）は給付のみで

投資的経費（施設整備費）を含まない

が ESSPROS 基準に沿って財源に計

上されれば、地方政府負担は増えるで

あろう。精度の高い国際比較を可能と

するために、ESSPROS 基準に準拠し、

地方単独事業も含むデータ整備が必

要である。  
【研究 2】ESSPROS 基準に関する最

新動向の把握  
昨年度は EU 統計局を訪問し、同基

準について調査を進めて来たところ

である。OECD 出向中（2016 年１－

12 月 ） に オ ブ ザ ー バ ー と し て

ESSPROS 作業部会（同年４月）に参

加し、基準改定にむけた情報を得た。

か つ 、 OECD で は SOCX 集 計 に

ESSPROS 統計が活用され、その実務

を通じて同基準の理解を深めた。作業

部会において合意が得られた点は同基

準 2016 年版マニュアルに反映された。   
資料編として、2016 年基準改定のポ

イント、および ESSPROS 基準 2016
年版の仮訳を収録し、今後の地方単独

事業の整理作業で容易に参照できるよ

う準備を進めた。  
 
F．健康被害情報  
該当なし  
 
G. 研究発表  
特になし  
 
H．知的所有権の出額・登録状況  
該当なし  
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国際比較からみた日本の社会保障財源  
－地方単独事業の追加による試算－ 

 
竹沢 純子 

 
 
はじめに 

社会保障費用統計では ILO 基準に沿って社会保障財源を整備してきたが、1990 年代

半ば以降、ILO による国際比較データの更新が停止され、日本と諸外国の比較が約 20
年にわたり不可能となっている1。社会保障財源確保のあり方が重要な政策課題となる中

で、国際的にみた我が国の社会保障負担の特徴の把握を可能とするデータ整備が求めら

れている。 
今後、国際基準に沿って地方単独事業の整理を進めるに際しては、国際比較がもはや

不可能な ILO 基準ではなく、EU-ESSPROS(欧州社会保護統計)準拠とし、日本と欧州諸

国の比較可能とすることが望ましい。昨年度の本科研報告書においては、EU 統計局への

ヒアリングを基に、その開発の歴史、統計概要について報告した（竹沢 2016）。今年度は

OECD 出向中（2016 年 1－12 月）に ESSPROS 作業部会への参加を通じて最新動向を把

握するとともに、OECD において社会支出の更新作業に関わり ESSPROS を活用した統

計作成の実務を通じて同基準の内容およびデータ構造への理解を深めてきた。これまでの

ESSPROS にかかる調査をもとに、最終年度は総務省（2011）調査票をベースとする国際

基準に沿った地方単独事業の把握方法について、具体的な検討、提言を行う計画である。

日本の社会保障財源について地方単独を含めて国際基準に沿って整備し、再び国際比較を

可能とすることが最終目標である。 
本稿では、目標に向けた一歩として、社会保障財源の国際比較をめぐる基礎的な整理、

地方単独事業を追加した国際比較を試みに行う。まず１で社会保障財源の国際比較に関す

る主要先行研究をサーベイする。次に２において、社会保障財源に占める地方政府割合が

経済財政統計（SNA、GFS）と社会保障費用統計（ESSPROS、ILO）で異なる理由を確

認し、林（2017）の地方政府比率推計とそれに基づく国際比較の解釈を批判的に検討する。

その上で３では、地方単独事業を追加した場合に国際比較でみた日本の位置づけがどう変

わるかを示す。最後に、今後の課題を述べて結びとする。 
末尾に資料編として、ESSPROS 基準 2016 年改定のポイント、および ESSPROS 基準

2016 年版の仮訳（日英併記）を収録し、今後日本の費用を具体的に整理していく上で容易

                                                  
1 社会保障費用統計公表資料においては、平成９年度公表資料までは日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、

フランス、スウェーデンの６カ国（日本は 1997 年、他の国は 1990 年代前半値）、その後平成 10 年から

14 年度までは日本、アメリカ、ドイツの三カ国のみ、1990 年代後半の値による比較が掲載されていた。

ILO は 2005 年より新たな基準（SSI: Social Security Inquiry）による調査を開始したが各国の協力が

得られず統一した基準による比較可能なデータが得られていない。 
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に参照できるよう整備した。 
 
 

１．国際比較でみる日本の社会保障財源―先行研究 
社会保障財源の国際比較に関する先行研究として片山（2008）、林（2017）がある。片

山（2008）は社会保障財源の構成比について、社会保障費用統計（ESSPROS）により欧

州間比較を行っている。1997 年と 2005 年を比較すると、社会保険料を主財源とするビス

マルク型諸国（ドイツ、フランス）は租税比率を増やし、社会保険料比率を減らす傾向に

あるのに対し、税財源により普遍的給付を行うベバリッジ型諸国（北欧）は社会保険料を

増やす傾向にあり、結果として両タイプの財源構成が近づく傾向にあることを見出してい

る。また、公費負担のうち中央政府、地方政府比率に関しては、ベバリッジ型のうちイギ

リスでは中央政府の比率が高く集権的、北欧諸国は地方政府比率が高く分権的であること、

一方ビスマルク型の中ではスペイン、イタリアが 1997 年と 2005 年を比べると地方政府へ

財源移譲を進めていることを明らかにしている。このように片山（2008）は欧州間比較か

ら興味深い結果を導いているが、日本は ESSPROS 準拠のデータが得られず、欧州との比

較考察が行えていない。 
林（2017）は地方政府の社会保障歳出に着目し、経済財政統計（SNA：国民経済計算、

GFS：政府財政統計）による国際比較を行った。日本の一般政府に占める地方政府の社会

保障関係歳出比率を SNA に基づき推計し、狭義で 40％、広義で 47％とし、それを IMF
（国際通貨基金）の GFS2各国データと比較し、日本の地方政府比率は国際的にみて高い

と結論づけている。他方で、日本の ILO 基準社会保障費用統計（2014 年度）によれば、

社会保障財源に占める地方政府分は 9.5％に過ぎず、林の SNA に基づく推計である 40－
47％を大幅に下回る。SNA と ILO により大きな乖離が生じている理由、そして林の国際

比較結果の妥当性について、次節で検討する。 
 
 
２．SNA による地方政府比率はなぜ高いのか 
社会保障財政を扱う国際基準に準拠した国際比較として、①社会保障費用統計

（ESSPROS、ILO）、②経済財政統計（SNA、GFS）がある。①は社会保障制度の収入と

支出の項目別集計を目的とするのに対し、②の SNA は一国の経済活動全体を表す目的で

作成され、経済セクター間の取引を計上する3。国立社会保障・人口問題研究所では平成

22 年度公表より社会保障費用統計と SNA の違いについて解説を掲載している。それによ

                                                  
2 林（2017）では表の出典に IMF（2014）とあるのみで、文献リストに文献名が明記されていないが、

GFS が出所と推測される。 
3 経済における社会保障の比重の高まりを背景に、SNA では 1963、1993、2008 年の各基準改定を経て

社会保障関係の表章が拡充されてきた。68SNA から 93SNA における社会保障関係の変更については浜

田（2001）、2008SNA における変更については内閣府（2017）を参照。 
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れば、SNA においては経済セクター間の取引を記録する目的のため、社会保障財源のうち

公費負担は付表９、社会保険料負担は付表 10 にそれぞれ記載され、社会保障費用統計の

財源表のように両者を同一の表でとらえることができない。この点が、SNA で社会保障財

源をとらえる限界であり、社会保障費用統計が必要な理由である。 
政府財政統計（GFS）は政府セクターの収支や負債をとらえる統計である。その範囲は

SNA でいう一般政府（中央政府、地方政府、社会保障基金）に限られ、社会保障費用統計

が対象とする一般政府以外の金融に分類される企業年金等が含まれない。社会保障費用統

計を利用するメリットとして、一般政府、金融を問わず、国際基準において社会保障制度

と定義される制度が広く含まれることが挙げられる。 
１節で言及した、①の ILO、②の SNA により日本の地方政府比率の違いが生じる理由

の一つは、上述の社会保障制度の対象範囲の違い（企業年金等）によるものである。加え

て、SNA は広義では ESSPROS が除外する公教育や奨学金が含まれる。 
林（2017）では、表 1 の通り、SNA の「一般政府から家計への移転の明細表（社会保

障関係）」を基に狭義、広義の二通りの地方政府比率を推計している。狭義に含まれる「現

物社会給付」、「現金による社会保障給付」、「社会扶助給付」は、ILO、ESSPROS 基準の

社会保障の範囲に含まれるが、「個別的非市場財・サービスの移転」、「他に分類されない経

常移転」は ILO、ESSPROS の範囲を超えるものが含まれる。ILO、ESSPROS では義務

教育費は対象外であるが、SNA では「個別的非市場財・サービスの移転」に含まれる。狭

義では、中央、地方政府、社会保障基金は 0.5％、8.9％、90.6％、広義では 3.3％、21.7％、

75.0％であり、広義の地方政府の比率が約 2 倍である。これは、広義において「個別的非

市場財・サービスの移転」として上述の義務教育費、保育所運営費等、地方政府が担うサ

ービス支出が多く含まれることによる。 
上記、対象範囲の違いは、SNA 原データによる地方政府比率（狭義 8.9％～広義 21.7％）

と独自推計による地方政府比率（狭義 40％～広義 47％）の乖離を説明する主要因ではな

い。両統計の作成目的の違いにともなう財源のとらえ方の違い、その上で独自に社会保

障基金から地方政府に一部制度を移動し推計していることが乖離の主要因である。 
表１SNA の「一般政府から家計への移転表」は一般政府から家計や非営利団体へ社会保

障給付や補助金として支払われる額が計上されている。したがって、社会保障費用統計の

考え方からすれば、財源ではなく給付の側面をとらえるものである。しかしながら、同表

の支払面から地方政府負担の比率を推計する理由は、同表の受取面に社会保障の公費負担

に対応する項目がないためである。 
 SNA では「最終主体主義」を採用し（内閣府 2017）各セクターの最終支出者を重視、

社会保障費用統計では「資金源泉主義」により財源の出所とその種類（公費（国か地方、

目的税か一般税か）、社会保険料（雇用主、被保険者（被用者、自営業者、退職者））を重

視する。SNA では、例えば地方政府が国庫補助事業として国の補助を受けて事業を実施し

た場合に最終的な購入者である地方政府支出として全額が計上される。社会保障基金に関
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しても、年金の財源は国庫負担、社会保険料（被用者、事業主）から成るが、社会保障基

金から最終的に家計に対して支出されるため、年金の国庫負担は表１で中央政府には記載

されない。他方で、ILO および ESSPROS においては、「資金源泉主義」であり、支出に

充てた資金の出所とその種類が示される。つまり、国庫負担事業はそれぞれ国と地方の財

源として、また社会保障基金は国、地方、社会保険料（被用者、事業主）として記録され

る。このような SNA と ILO の記録方法の違いは、両統計の作成目的の違いに由来する。 
 上述の通り、SNA の「一般政府から家計への移転表」では社会保障基金において地方政

府が負担する財源額が明示されないため、林（2017）は次善の策として、独自に社会保障

基金の一部制度を地方政府に割り当てることにより推計を行っている。SNA の原データに

拠れば、地方政府比率は表頭②狭義 8.9％～広義 21.7%であるが、独自推計による表頭⑤

地方政府（独自推計）では、社会保障基金のうち、国民健康保険、介護保険、後期高齢者

医療、児童手当について、地方が保険者であるこれらの制度は、事実上の地方歳出である

として、社会保障基金から地方政府へ位置づけ直したうえで、狭義、広義の地方政府比率

を 40.9％、44.3％と見積もった。本値に基づき、GFS の諸外国の地方政府支出と比較し、

日本の地方政府比率は国際比較でみて大きいとしている。しかし、上記の独自推計は SNA
および GFS の国際基準に準拠しておらず、独自推計の操作を行っていない他の国と比較

し解釈することは不適切である。 
 
表１ SNA による社会保障歳出の国と地方の規模（2014 年度） 

 
(出典) 2014 年度国民経済計算, 「(6-1) 一般政府の部門別勘定

（http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/ kakuhou/files/h26/tables/26s6_jp.xls）」 
および「(9) 一般政府から家計への移転の明細表（社会保障関係） 
（http:// www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/kakuhou/files/h26/tables/26s9_jp.xls）」より作成。 
（出所）林（2017）より筆者作成。 
 
 
 諸外国の地方政府比率は、GFS と ESSPROS でどの程度異なるか確認してみよう。林

（2017）によれば（表２）、諸外国のうち州政府と地方政府の合計シェアはイギリス 15.4％、

ドイツ 20.9％、フランス 6.9％、シェアが大きい国としてデンマーク 87.1％、スウェーデ

④地方

(国保、介護保険、

後期高齢者医療、
児童手当）

(a)  現物社会給付 0 0 41,944 32,266 32,266 41,944
(b)  個別的非市場財・サービスの移転 1,670 14,819 1,834 0 14,819 18,323
(c)  他に分類されない経常移転 2,144 4,523 271 0 4,523 6,937
(d)  現金による社会保障給付 0 0 56,070 2,353 2,353 56,070
(e)  社会扶助給付（一部現物含む） 560 9,614 0 0 9,614 10,173
狭義　(a)＋(d)＋(e) 560 9,614 98,013 34,619 44,232 108,186
広義　(a)＋(b)＋(c)＋(d)＋(e) 4,373 28,955 100,118 34,619 63,574 133,446

狭義　(a)＋(d)＋(e) 0.5% 8.9% 90.6% 32.0% 40.9% 100.0%
広義　(a)＋(b)＋(c)＋(d)＋(e) 3.3% 21.7% 75.0% 25.9% 47.6% 100.0%

①
中央政府

②
地方政府

③社会保障基金 ⑤地方政府
（独自推計）
=②＋④

⑥合計=
①＋
②＋③
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ン 48.0％、スイス 40.9％がある。他方、ESSPROS によれば（図１）、イギリス 1.6% 、
ドイツ 12.7％、フランス 4.1％、デンマーク 30.5％、スウェーデン 33.8％、スイス 13.5％
であり、上記の GFS 値より大幅に低い。 

ILO 基準によれば日本は 9.5％、国際的に見て高い水準とはいえず、中程度とみるべき

であろう。日本の地方政府比率はフランス、イギリスを上回り、ドイツ、スイスより少し

下に位置する。 
ただし、この日本の地方政府の位置づけは、ILO 基準集計において地方単独事業が過少

報告となっている点を考慮する必要がある。SNA においては地方単独事業が計上されてい

るが、社会保障費用統計では一部の費用を除き計上されていない。次節では、地方単独事

業を含む推計により国際比較を試みる。 
 
表２ GFS による社会保護および医療歳出における地方シェア（2012） 

 
（出典） International Monetary Fund（2014）。 
（出所）林（2017）より筆者作成。 
 
  

国 州政府 地方政府 州政府＋地方政府

オーストラリア 30.6% 0.9% 31.5%
オーストリア 14.5% 10.2% 24.7%
ベルギー 11.1% 5.8% 16.9%
ドイツ 10.8% 10.1% 20.9%
スイス 29.8% 11.1% 40.9%
デンマーク 87.1% 87.1%
フィンランド 38.9% 38.9%
フランス 6.9% 6.9%
アイスランド 17.2% 17.2%
アイルランド 4.1% 4.1%
イタリア 28.0% 28.0%
オランダ 10.6% 10.6%
ニュージーランド 0.0% 0.0%
ノルウェー 25.6% 25.6%
ポルトガル 3.1% 3.1%
スペイン 2.6% 2.6%
スウェーデン 48.0% 48.0%
英国 15.4% 15.4%

連邦国家

単一国家
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図１ 社会保障財源の構成比（2014 年） 

 
（出典）欧州統計局 ESSPROS より筆者作成。 

 
 
３．地方単独事業の追加による国際比較の試み 
（１）財源の国際比較－地方単独事業の追加 
 SNA では総務省『地方財政統計調査』により地方単独事業を含む地方政府支出が計上さ

れている。しかし、現在の社会保障費用統計では、ILO、OECD 基準集計ともに、地方単

独事業のうち推計値が得られる公立保育所運営費交付金、地方単独医療費しか計上されて

いない。以下では、地方単独事業の過少報告を含めると、日本の地方政府の規模の国際比

較にどの程度影響を及ぼすか、日本は ILO 基準、欧州は ESSPROS を使い、試算する。

なお厳密には ILO と ESSPROS では集計範囲が少々異なり、ESSPROS は個人に帰着す

る費用に狭く限定するという考え方から企業への雇用安定助成金や公衆衛生関係の普及啓

発キャンペーン費など不特定多数へ実施するものは除外される。他方で、総務省（2011）
調査では、給付に限定され、施設整備費など本来財源に計上すべきものが含まれていない。

これらの限界により、国際比較として制度は不十分であるが、現在利用可能なデータに基

づき国際比較でみた日本の地方政府比率の規模を把握してみる。 
総務省（2011）によれば、社会保障関係の地方単独事業費は 6.2 兆円、うちすでに社会

保障費用統計（ILO 基準）で計上している公立保育所（3,582 億円）、地方単独医療費（5,548
億円）を除くと 5.3 兆円となる。これを先ほどの図１の国際比較に、日本は 2010 年につ

いて地方単独事業を追加前、追加後の二通りを加えたものが図２である。地方単独事業を
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追加すると、地方政府比率は 10.3％から 14.4％へと上昇、社会保障財源計は 110 兆円か

ら 115 兆円へ、地方政府計は 11.3 兆円から 16.6 兆円へと増加する。比率では４％ポイン

トと大きくはないものの、金額でみると地方単独事業の追加により地方政府負担は 47％増

であり、地方単独事業がかなり大きな比重を占めていることが確認される。 
また、地方単独事業の追加により、国際比較でみた日本の位置づけは、追加前はドイツ、

スイスを下回っていたが、追加後はドイツ（12.7％）を上回る。 
 

図２ 社会保障財源の構成比（2014 年、日本は 2010 年地方単独事業追加） 

 
（出典）欧州統計局 ESSPROS、日本は国立社会保障・人口問題研究所『社会保障費用統計』、総務省『社

会保障関係の地方単独事業に関する調査結果』2011 年より筆者作成。 
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（２）OECD 基準社会支出－地方単独事業の追加 
前項で、地方単独事業の追加による財源の構成比の変化、国際比較の位置の変化を確認

した。次に、試みとして、OECD 基準社会支出においても同様に地方単独事業を追加し国

際比較を行ってみる。追加により、対 GDP 比社会支出は 22.69％から 23.88％へ（表３）、

家族政策支出では 1.28％から 1.51％（表４）へと上昇する。OECD 平均の対 GDP 比家族

支出（2013－2014 年）である 2.1％にはほど遠いが、追加により 2 割増、1.6％に近くな

る。 
 
表３ OECD 基準社会支出（対 GDP 比、2010 年、地方単独事業追加） 

 
 
表４ OECD 基準家族社会支出（対 GDP 比、2010 年、地方単独事業追加） 

 

 
 地方単独事業の追加による財源、支出の国際比較による日本の位置が変わることを示し

てきたが、諸外国、特に連邦制国家では地方政府による支出が過少報告となっている例が

ある。OECD Family Database において、スイス、カナダの就学前保育・教育支出は過少

報告であり、そのため国際比較のテーブルから除外する扱いとしている4。また EU 統計局

においてもいくつかの国、政策分野において地方政府が過少であることは認識しているが、

すべてを把握できていないとのことであった（2015 年 12 月ヒアリングに基づく）。 

                                                  
4 OECD Family Database PF3.3 Public spending on childcare and early education 参照。Family 
Database では正確な比較ができないという理由からスイス、カナダを除外しているが、同データソース

である OECD 社会支出データベースでは両国の家族支出をそのまま計上している。 

2010年
OECD基準社会支出 （億円） 対ＧＤＰ比

社会支出 計 1,090,177    22.69
　地方単独　 計 62,120         
　　－公立保育所 3,581           
　　－地方単独医療費 1,277           
社会支出+地方単独（重複除外後） 1,147,439    23.88            

2010年
OECD基準社会支出 （億円） 対ＧＤＰ比

家族 計 61,432         1.28
　地方単独　子ども子育て 計 17,200         
　　－公立保育所 3,581           
　　－公立幼稚園 1,277           
　　－幼稚園就園奨励費 354              
　　－私立幼稚園 913              
家族+地方単独（重複除外後） 72,507         1.51              
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おわりに 
本稿では、まず１で先行研究をサーベイし、２で林（2017）による SNA に基づく独自

推計から日本は国際的に見て社会保障における地方政府の役割が大きいとする解釈につい

て検討を行った。国際基準に準拠していない独自推計による国際比較の解釈には疑義があ

る。 
社会保障費用統計（EU は ESSPROS 基準、日本は ILO 基準）による地方政府比率の比

較によれば、日本は中程度に位置し、国際的に見て地方政府の負担が大きいとはいえない。

地方単独事業を追加すると、地方政府比率は 10.3％から 14.4％へと上昇、追加前はドイツ

を下回っていたが、追加後はドイツ（12.7％）を上回る比率となった。 
今後、ESSPROS 基準による社会保障財源の整備がなされれば、我が国において関心の

高い社会保障財源の種類別構成比の国際比較が可能となる。その際、地方単独事業が総合

的に計上されなければ、国際比較でみた地方政府負担の規模が正しく評価されない。国際

比較可能性の観点からも、地方単独事業を総合的に計上し、精度向上を図る必要がある。 
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付録： ESSPROS マニュアル 2016 年版 仮訳（日英併記） 
 

ESSPROS マニュアルは 1981 年初版、1996 年第二版、2008 年第三版、2011 年第四版、

2016 年は第五版と改定が重ねられてきた。1996 年の第二版は国立社会保障・人口問題研

究所において翻訳がなされている。2008、2011 年は主に付属資料に収録された年金受給

者、純社会保護モジュールのマニュアルが拡充され、本編は大きな変更はなされなかった。

2016 年改定においては、本編について 1996 年版をベースとしつつ、次の四点に関して定

義が変更、より明確なものへ拡充された。 
・給付税額控除（Payable Tax Credit） 
・集団的サービス 
・ミーンズテストの定義 
・給付から差し引かれた税と社会保険料 
 
上記の四点については、マニュアルとは別に、解説 ESSPROS: Compendium of 

methodological clarifications として 2017 年中に公表予定となっている。 
2017 年４月の作業部会においてその原案が示されており、上記四点について改定の背景、

内容、各国の事例について収録されている。 
ESSPROS: Compendium of methodological clarifications Version 1 (2017) 
https://circabc.europa.eu/sd/a/8f1b797c-2f4e-4258-a3ff-21208bd04e5e/DOC_SP-2017-0
8.6_Annex%20-%20Compendium%20of%20methodological%20clarifications.pdf 
 

ESSPROS 基準は、今後も毎年の作業部会により改善に向けた議論が継続され、数年ご

とにマニュアルの改定が予定されている。日本は非欧州のため、作業部会に参画すること

ができないが、EU 統計局サイトから公開される作業部会の資料や、オブザーバーで参画

する OECD-SOCX 担当者を通じて、情報を継続的にフォローしていくとともに、

EU-ESSPROS 担当者に不明点は照会できるよう、関係構築を継続的に行っていく必要が

ある。今後、同基準に沿って日本のデータ整備を高い精度をもって継続的に行うには、

OECD および EU 統計局の協力が不可欠である。 
 
 
ESSPROS マニュアル 2016 年版は下記より英語版がダウンロード可能である。 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7766647/KS-GQ-16-010-EN-N.pdf 
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 e

co
no

m
ic

an
d 

so
ci

al
 c

oh
es

io
n 

of
 th

e 
M

em
be

r 
S

ta
te

s 
as

 ta
sk

s 
of

 th
e 

U
ni

on
. I

n 
or

de
r 

to
 m

on
ito

r 

th
ep

ro
gr

es
s 

of
 th

es
e 

ta
sk

s,
 th

e 
E

ur
op

ea
n 

C
om

m
is

si
on

 n
ee

ds
 a

cc
es

s 
to

 d
et

ai
le

d 
an

d 

up
-t

o-
da

te
 

in
fo

rm
at

io
n 

on
 th

e 
or

ga
ni

sa
tio

n,
 c

ur
re

nt
 s

ta
nd

in
g 

an
d 

de
ve

lo
pm

en
ts

 o
f s

oc
ia

l 

pr
ot

ec
tio

n 
in

 th
e 

M
em

be
r 

S
ta

te
s 

an
d 

be
yo

nd
. 

1 
 E

U
条

約
は

社
会

保
護

の
促

進
、

加
盟

国
の

経
済

お
よ

び
社

会
統

合
の

発
展

を
E

U
連

合
の

任
務

と
規

定
し

て

い
る

。
こ

れ
ら

の
任

務
の

進
捗

状
況

を
監

視
す

る
た

め
、

E
U

理
事

会
は

加
盟

国
お

よ
び

そ
れ

以
外

の
地

域
の

社
会

保
護

の
組

織
、

現
状

お
よ

び
進

展
に

関
す

る
詳

細
か

つ
最

新
の

情
報

へ
の

ア
ク

セ
ス

が
必

要
で

あ
る

。
 

2 
Th

e 
E

ur
op

ea
n 

S
ys

te
m

 o
f i

nt
eg

ra
te

d 
S

oc
ia

l P
R

O
te

ct
io

n 
S

ta
tis

tic
s 

(E
S

S
P

R
O

S
) 

w
as

 

de
ve

lo
pe

d 
in

 th
e 

la
te

 ‘7
0s

 b
y 

E
ur

os
ta

t j
oi

nt
ly

 w
ith

 r
ep

re
se

nt
at

iv
e 

of
 th

e 
M

em
be

r 
S

ta
te

s 
of

 th
e 

E
ur

op
ea

n 
U

ni
on

 in
 r

es
po

ns
e 

to
 th

e 
ne

ed
 fo

r 
a 

sp
ec

ifi
c 

in
st

ru
m

en
t o

f s
ta

tis
tic

al
 o

bs
er

va
tio

n 
of

 

so
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n 
in

 th
e 

E
C

 M
em

be
r 

S
ta

te
s.

 

2 
欧

州
総

合
社

会
保

護
統

計
制

度
（
E

S
S

P
R

O
S

）
は

、
欧

州
統

計
局

と
加

盟
国

代
表

に
よ

っ
て

、
当

時
の

E
C

加

盟
国

に
お

け
る

社
会

保
護

の
統

計
的

観
察

の
具

体
的

な
道

具
の

必
要

性
に

応
え

て
、

19
70

年
代

末
に

創
設

さ
れ

た
。

 

3 
Th

e 
fir

st
 E

S
S

P
R

O
S

 m
et

ho
do

lo
gy

 w
as

 p
ub

lis
he

d 
in

 1
98

1.
 In

 1
99

3,
 E

ur
os

ta
t u

nd
er

to
ok

 a
 

ge
ne

ra
l r

ev
is

io
n 

of
 th

e 
E

S
S

P
R

O
S

, i
n 

cl
os

e 
co

-o
pe

ra
tio

n 
w

ith
 th

e 
M

em
be

rs
 S

ta
te

s.
 T

he
 

E
S

S
P

R
O

S
 M

an
ua

l 1
99

6 
w

as
 th

e 
ou

tc
om

e 
of

 th
is

 r
ev

is
io

n 
pr

oc
es

s.
 

3 
最

初
の

E
S

S
P

R
O

S
作

成
方

法
は

19
81

年
に

公
表

さ
れ

た
。

19
93

年
に

は
、

E
U

統
計

局
が

加
盟

国
と

の
緊

密
な

協
力

の
も

と
改

訂
を

行
っ

た
。

E
S

S
P

R
O

S
19

96
年

版
は

そ
の

改
訂

プ
ロ

セ
ス

の
成

果
で

あ
っ

た
。

 

4 
 I

n 
A

pr
il 

20
05

, E
ur

os
ta

t p
ro

po
se

d 
to

 in
tr

od
uc

e 
a 

le
ga

l b
as

is
 fo

r 
th

e 
E

S
S

P
R

O
S

 p
ro

je
ct

. T
he

 

le
ga

l b
as

is
 w

as
 p

ro
po

se
d 

as
 a

 R
eg

ul
at

io
n 

of
 th

e 
E

ur
op

ea
n 

P
ar

lia
m

en
t a

nd
 th

e 
C

ou
nc

il 
(1

) 

(f
ra

m
e 

R
eg

ul
at

io
n)

 s
up

pl
em

en
te

d 
by

 C
om

m
is

si
on

 R
eg

ul
at

io
ns

 (
2)

 im
pl

em
en

tin
g 

in
 p

ar
tic

ul
ar

: 

E
S

S
P

R
O

S
 c

or
e 

sy
st

em
 (

in
cl

ud
in

g 
qu

al
ita

tiv
e 

in
fo

rm
at

io
n 

by
 s

ch
em

es
 a

nd
 d

et
ai

le
d 

be
ne

fit
s)

, 

th
e 

m
od

ul
e 

on
 p

en
si

on
 b

en
ef

ic
ia

rie
s 

an
d 

th
e 

pi
lo

t d
at

a 
co

lle
ct

io
n 

on
 N

et
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

be
ne

fit
s.

 

 (1
) 

R
eg

ul
at

io
n 

(E
C

) 
N

o 
45

8/
20

07
 o

f t
he

 E
ur

op
ea

n 
P

ar
lia

m
en

t a
nd

 o
f t

he
 C

ou
nc

il 
of

 2
5 

A
pr

il 
20

07
 o

n 
th

e 

E
ur

op
ea

n 
sy

st
em

 o
f i

nt
eg

ra
te

d 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n 

st
at

is
tic

s 
(E

S
S

P
R

O
S

) 
pu

bl
is

he
d 

in
 O

J 
L1

13
, 3

0.
04

.2
00

7,
 

p.
3.

 

(2
) 

C
om

m
is

si
on

 R
eg

ul
at

io
n 

(E
C

) 
N

o 
13

22
/2

00
7 

of
 1

2 
N

ov
em

be
r 

20
07

 im
pl

em
en

tin
g 

R
eg

ul
at

io
n 

(E
C

) 
N

o 

45
8/

20
07

 o
f t

he
 E

ur
op

ea
n 

P
ar

lia
m

en
t a

nd
 o

f t
he

 C
ou

nc
il 

on
 th

e 
E

ur
op

ea
n 

sy
st

em
 o

f i
nt

eg
ra

te
d 

so
ci

al
 

pr
ot

ec
tio

n 
st

at
is

tic
s 

(E
S

S
P

R
O

S
) 

as
 r

eg
ar

ds
 th

e 
ap

pr
op

ria
te

 fo
rm

at
s 

fo
r 

tr
an

sm
is

si
on

, r
es

ul
ts

 to
 b

e 

tr
an

sm
itt

ed
 a

nd
 c

rit
er

ia
 fo

r 
m

ea
su

rin
g 

qu
al

ity
 fo

r 
th

e 
E

S
S

P
R

O
S

 c
or

e 
sy

st
em

 a
nd

 th
e 

m
od

ul
e 

on
 p

en
si

on
 

be
ne

fic
ia

rie
s 

pu
bl

is
he

d 
in

 O
J 

L2
94

, 1
3.

11
.2

00
7,

 p
.5

. C
om

m
is

si
on

 R
eg

ul
at

io
n 

(E
C

) N
o 

10
/2

00
8 

of
 8

 J
an

ua
ry

 

20
08

 im
pl

em
en

tin
g 

R
eg

ul
at

io
n 

(E
C

) 
N

o 
45

8/
20

07
 o

f t
he

 E
ur

op
ea

n 
P

ar
lia

m
en

t a
nd

 o
f t

he
 C

ou
nc

il 
on

 th
e 

E
ur

op
ea

n 
sy

st
em

 o
f i

nt
eg

ra
te

d 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n 

st
at

is
tic

s 
(E

S
S

P
R

O
S

) 
as

 r
eg

ar
ds

 th
e 

de
fin

iti
on

s,
 d

et
ai

le
d 

cl
as

si
fic

at
io

ns
 a

nd
 u

pd
at

in
g 

of
 th

e 
ru

le
s 

fo
r 

di
ss

em
in

at
io

n 
fo

r 
th

e 
E

S
S

P
R

O
S

 c
or

e 
sy

st
em

 a
nd

 th
e 

m
od

ul
e 

4 
 2

00
5

年
4

月
に

E
U

統
計

局
は

E
S

S
P

R
O

S
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

法
的

な
基

礎
の

導
入

を
提

案
し

た
。

法
的

基
礎

と
は

、
欧

州
議

会
お

よ
び

理
事

会
（
注

1）
の

指
令

（
枠

組
み

指
令

）
で

あ
り

（
注

2）
、

特
に

E
S

S
P

R
O

S
コ

ア
シ

ス
テ

ム
（
制

度
と

給
付

の
詳

細
に

関
す

る
質

的
情

報
を

含
む

）
、

年
金

受
給

者
モ

ジ
ュ

ー
ル

、
純

社
会

保
護

給
付

の
パ

イ
ロ

ッ
ト

デ
ー

タ
に

関
す

る
委

員
会

指
令

を
含

む
も

の
と

し
て

提
案

さ
れ

た
。

 

 注
1）

略
。

 

注
2）

略
。
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on
 p

en
si

on
 b

en
ef

ic
ia

rie
s 

pu
bl

is
he

d 
in

 O
J 

L5
, 0

9.
01

.2
00

8,
 p

.3
. 

5 
S

im
ul

ta
ne

ou
sl

y,
 a

n 
up

da
te

 o
f t

he
 E

S
S

P
R

O
S

 M
an

ua
l 1

99
6 

w
as

 u
nd

er
ta

ke
n 

be
ca

us
e 

it 
w

as
 

ne
ce

ss
ar

y 
to

 a
dj

us
t i

ts
 s

tr
uc

tu
re

 in
 o

rd
er

 to
 in

co
rp

or
at

e 
so

m
e 

m
et

ho
do

lo
gi

ca
l c

la
rif

ic
at

io
ns

. 

Th
e 

E
S

S
P

R
O

S
 M

an
ua

l p
ub

lis
he

d 
in

 2
00

8 
di

d 
no

t c
on

ta
in

 s
ig

ni
fic

an
t c

ha
ng

es
 in

 r
es

pe
ct

 to
 

19
96

 v
er

si
on

, b
ut

 m
ai

nl
y 

ad
ju

st
m

en
ts

 in
 th

e 
de

fin
iti

on
s 

an
d 

cl
as

si
fic

at
io

ns
. T

he
 fi

rs
t t

w
o 

pa
rt

s 

of
 th

e 
M

an
ua

l d
ea

l w
ith

 th
e 

C
or

e 
S

ys
te

m
. I

t c
on

si
st

s 
of

 a
 s

ta
bl

e,
 a

nn
ua

lly
 c

ol
le

ct
ed

 s
et

 o
f d

at
a 

on
 th

e 
re

ce
ip

ts
 a

nd
 e

xp
en

di
tu

re
s 

of
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

 in
 th

e 
E

ur
op

ea
n 

U
ni

on
. 

S
up

pl
em

en
ta

ry
 s

et
s 

of
 s

ta
tis

tic
al

 in
fo

rm
at

io
n 

(m
od

ul
es

),
 w

ho
se

 s
ub

je
ct

s 
w

er
e 

de
te

rm
in

ed
 o

n 

th
e 

ba
si

s 
of

 th
e 

ne
ed

s 
ex

pr
es

se
d,

 w
er

e 
in

tr
od

uc
ed

 b
y 

th
e 

E
P

 a
nd

 C
ou

nc
il 

E
S

S
P

R
O

S
 

R
eg

ul
at

io
n:

 th
e 

m
od

ul
e 

on
 P

en
si

on
 b

en
ef

ic
ia

rie
s 

an
d 

th
e 

m
od

ul
e 

on
 n

et
 s

oc
ia

l b
en

ef
its

. A
t t

he
 

tim
e 

of
 u

pd
at

in
g 

th
e 

m
an

ua
l, 

as
 th

e 
m

od
ul

e 
on

 p
en

si
on

 b
en

ef
ic

ia
rie

s 
ha

d 
al

re
ad

y 
be

en
 

pl
an

ne
d,

 th
e 

m
et

ho
do

lo
gy

 w
as

 a
dd

ed
 to

 th
e 

te
xt

. T
he

 s
ec

on
d 

m
od

ul
e,

 o
n 

ne
t s

oc
ia

l b
en

ef
its

, 

w
as

 to
 b

e 
de

ve
lo

pe
d 

5 
同

時
に

、
19

96
年

E
S

S
P

R
O

S
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
改

訂
が

行
わ

れ
、

い
く

つ
か

の
作

成
方

法
上

の
明

確
化

を
行

う

た
め

に
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
構

造
を

整
え

る
必

要
が

あ
っ

た
。

E
S

S
P

R
O

S
マ

ニ
ュ

ア
ル

は
20

08
年

に
改

訂
版

が
刊

行
さ

れ
た

。
19

96
年

版
か

ら
の

大
き

な
変

更
は

な
く

、
主

に
定

義
や

分
類

の
向

上
が

図
ら

れ
た

。
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
第

１
部

、

2
部

は
コ

ア
シ

ス
テ

ム
を

扱
う

。
コ

ア
シ

ス
テ

ム
は

毎
年

収
集

さ
れ

る
社

会
保

護
制

度
の

収
入

と
支

出
に

関
す

る
デ

ー

タ
で

あ
る

。
補

完
的

な
統

計
情

報
(モ

ジ
ュ

ー
ル

）
は

、
E

P
お

よ
び

理
事

会
E

S
S

P
R

O
S

指
令

に
よ

っ
て

導
入

さ
れ

、

そ
こ

で
表

明
さ

れ
た

ニ
ー

ズ
を

基
に

決
定

さ
れ

た
も

の
で

、
年

金
受

給
者

モ
ジ

ュ
ー

ル
お

よ
び

純
社

会
保

護
給

付
モ

ジ

ュ
ー

ル
を

含
む

。
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
改

訂
時

に
、

年
金

受
給

者
モ

ジ
ュ

ー
ル

が
す

で
に

計
画

さ
れ

て
い

た
た

め
、

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

そ
の

作
成

方
法

が
追

加
さ

れ
た

。
第

二
の

モ
ジ

ュ
ー

ル
で

あ
る

純
社

会
保

護
給

付
も

開
発

さ
れ

た
。

 

6 
A

 p
ilo

t d
at

a 
co

lle
ct

io
n 

on
 n

et
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

be
ne

fit
s 

w
as

 la
un

ch
ed

 in
 y

ea
r 

20
08

, a
nd

 a
n 

E
U

 
sy

nt
he

si
s 

re
po

rt
 r

ev
ea

le
d 

po
si

tiv
e 

re
su

lts
 fo

r 
a 

la
rg

e 
m

aj
or

ity
 o

f p
ilo

t s
tu

di
es

. T
he

 r
ep

or
t 

w
as

 
pr

es
en

te
d 

to
 th

e 
Ta

sk
 F

or
ce

 (
TF

) 
on

 n
et

 s
oc

ia
l b

en
ef

its
 in

 N
ov

em
be

r 
20

09
. A

ll 
TF

 

m
em

be
rs

 
ag

re
ed

 th
at

 th
e 

re
po

rt
 p

ro
vi

de
d 

th
e 

re
qu

is
ite

 b
ac

ki
ng

 fo
r 

m
ov

in
g 

to
w

ar
ds

 a
 fu

ll 
da

ta
 

co
lle

ct
io

n.
 In

 th
e 

20
10

 W
or

ki
ng

 G
ro

up
 (

W
G

) 
on

 S
oc

ia
l P

ro
te

ct
io

n 
S

ta
tis

tic
s 

a 
G

en
tle

m
en

's
 

ag
re

em
en

t w
as

 s
et

 u
p 

in
 o

rd
er

 to
 c

ol
le

ct
 d

at
a 

on
 th

e 
m

od
ul

e 
fo

r y
ea

rs
 2

00
7,

 2
00

8 
an

d 
20

09
 o

n 

a 
vo

lu
nt

ar
y 

ba
si

s 
ac

co
rd

in
g 

to
 th

e 
so

-c
al

le
d 

re
st

ric
te

d 
ap

pr
oa

ch
. 

Tw
o 

C
om

m
is

si
on

 R
eg

ul
at

io
ns

 im
pl

em
en

tin
g 

th
e 

fu
ll 

ne
t d

at
a 

co
lle

ct
io

n 
w

er
e 

ap
pr

ov
ed

 in
 y

ea
r 

20
11

(3
).

 A
s 

th
e 

m
et

ho
do

lo
gy

 o
n 

th
e 

m
od

ul
e 

on
 th

e 
ne

t s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
be

ne
fit

s 
(r

es
tr

ic
te

d 

ap
pr

oa
ch

) w
as

 fi
na

lis
ed

 a
t t

he
 s

am
e 

tim
e,

 a
n 

up
da

te
 o

f t
he

 E
S

S
P

R
O

S
 M

an
ua

l w
as

 u
nd

er
ta

ke
n 

in
 o

rd
er

 to
 in

cl
ud

e 
th

is
 n

ew
 m

et
ho

do
lo

gy
. O

n 
th

e 
ot

he
r 

ha
nd

, a
 p

ilo
t s

tu
dy

 o
n 

th
e 

ne
t s

oc
ia

l 

be
ne

fit
s 

ac
co

rd
in

g 
to

 th
e 

so
-c

al
le

d 
en

la
rg

ed
 a

pp
ro

ac
h 

w
as

 la
un

ch
ed

 a
t e

nd
 o

f 2
01

0.
 

Th
e 

20
11

 e
di

tio
n 

of
 th

e 
M

an
ua

l i
s 

eq
ui

va
le

nt
 to

 th
e 

pr
ev

io
us

 v
er

si
on

 b
ut

 c
om

pl
em

en
te

d 
by

 th
e 

m
et

ho
do

lo
gy

 o
n 

th
e 

m
od

ul
e 

on
 n

et
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

be
ne

fit
s 

(r
es

tr
ic

te
d 

ap
pr

oa
ch

) 
fin

al
iz

ed
 

du
rin

g 
th

e 
w

or
k 

on
 th

e 
pi

lo
t d

at
a 

co
lle

ct
io

n.
 

Th
e 

E
S

S
P

R
O

S
 M

an
ua

l i
s 

th
e 

re
fe

re
nc

e 
do

cu
m

en
t i

n 
th

e 
fo

ur
 C

om
m

is
si

on
 R

eg
ul

at
io

ns
 

im
pl

em
en

tin
g 

th
e 

E
P

 a
nd

 C
ou

nc
il 

E
S

S
P

R
O

S
 R

eg
ul

at
io

n.
 It

 c
on

ta
in

s 
al

l d
et

ai
le

d 
de

fin
iti

on
s 

an
d 

cl
as

si
fic

at
io

ns
. 

C
on

cu
rr

en
tly

, a
n 

ex
te

nd
ed

 M
an

ua
l (

or
 th

e 
"E

S
S

P
R

O
S

 M
an

ua
l a

nd
 u

se
r 

gu
id

el
in

es
")

 w
as

 

6 
純

社
会

保
護

の
パ

イ
ロ

ッ
ト

デ
ー

タ
収

集
は

20
08

年
に

始
ま

り
、

E
U

報
告

書
が

パ
イ

ロ
ッ

ト
ス

タ
デ

ィ
の

大
部

分

の
結

果
が

良
好

な
も

の
で

あ
る

こ
と

を
示

し
た

。
そ

の
報

告
書

は
20

09
年

11
月

の
社

会
保

護
給

付
の

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
に

提
出

さ
れ

た
。

す
べ

て
の

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
メ

ン
バ

ー
が

そ
の

報
告

書
が

す
べ

て
の

国
に

範
囲

拡
大

に
向

け
て

必

要
な

内
容

を
提

供
し

て
い

る
こ

と
に

同
意

し
た

。
20

10
年

の
社

会
保

護
統

計
に

関
す

る
ワ

ー
キ

ン
グ

グ
ル

ー
プ

で
は

、

20
07

年
の

デ
ー

タ
提

供
の

た
め

の
紳

士
協

定
が

セ
ッ

ト
さ

れ
、

20
08

、
20

09
年

は
ボ

ラ
ン

タ
リ

ー
ベ

ー
ス

で
、

い
わ

ゆ

る
「
制

限
的

ア
プ

ロ
ー

チ
」
に

沿
っ

た
デ

ー
タ

提
供

が
行

わ
れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

 

完
全

な
純

社
会

保
護

デ
ー

タ
収

集
に

関
す

る
二

つ
の

委
員

会
指

令
が

20
11

年
に

承
認

さ
れ

た
（
注

3）
。

純
社

会
保

護
給

付
の

モ
ジ

ュ
ー

ル
の

作
成

方
法

（
制

限
ア

プ
ロ

ー
チ

）
が

完
成

し
、

E
S

S
P

R
O

S
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
改

訂
が

こ
の

新

た
な

作
成

方
法

を
含

め
る

た
め

に
行

わ
れ

た
。

他
方

で
、

純
社

会
保

護
の

パ
イ

ロ
ッ

ト
ス

タ
デ

ィ
が

い
わ

ゆ
る

拡
大

ア

プ
ロ

ー
チ

に
基

づ
き

20
10

年
に

実
施

さ
れ

た
。

 

20
11

年
版

マ
ニ

ュ
ア

ル
で

は
、

先
の

版
と

同
じ

で
あ

る
が

、
純

社
会

保
護

給
付

モ
ジ

ュ
ー

ル
の

作
成

方
法

（
制

限
ア

プ

ロ
ー

チ
）
が

補
完

さ
れ

、
パ

イ
ロ

ッ
ト

デ
ー

タ
収

集
の

実
施

中
に

完
成

し
た

。
 

近
年

で
は

、
拡

大
マ

ニ
ュ

ア
ル

（
も

し
く

は
E

S
S

P
R

O
S

マ
ニ

ュ
ア

ル
お

よ
び

利
用

者
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
）
が

20
12

年
に

作

成
さ

れ
た

。
こ

れ
は

E
S

S
P

R
O

S
を

と
り

ま
と

め
、

利
用

す
る

た
め

の
ガ

イ
ド

と
し

て
提

供
さ

れ
た

も
の

で
あ

る
。

E
S

S
P

R
O

S
マ

ニ
ュ

ア
ル

お
よ

び
利

用
者

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

は
追

加
的

な
事

例
や

、
追

加
的

説
明

、
各

国
の

完
全

な
制

度
一

覧
を

含
ん

で
い

る
。

こ
れ

ら
の

特
別

編
は

必
要

に
応

じ
更

新
さ

れ
る

で
あ

ろ
う

。
 

20
16

年
版

マ
ニ

ュ
ア

ル
で

は
、

20
16

年
の

社
会

保
護

統
計

ワ
ー

キ
ン

グ
グ

ル
ー

プ
で

合
意

さ
れ

た
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
変

更
お

よ
び

定
義

の
明

確
化

が
反

映
さ

れ
た

も
の

で
、

以
下

の
点

に
関

し
て

改
定

さ
れ

た
。

 

・
税

額
控

除
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pr
od

uc
ed

 in
 2

01
2.

 It
s 

na
tu

re
 is

 s
er

vi
ng

 a
s 

a 
U

se
r's

 G
ui

de
 fo

r 
co

m
pi

lin
g 

an
d 

us
in

g 
E

S
S

P
R

O
S

. 

Th
e 

"E
S

S
P

R
O

S
 M

an
ua

l a
nd

 u
se

r 
gu

id
el

in
es

" 
co

nt
ai

ns
 in

 a
dd

iti
on

 e
xa

m
pl

es
, f

ur
th

er
 

ex
pl

an
at

io
ns

 a
nd

 a
 c

om
pl

et
e 

lis
t o

f s
ch

em
es

 fo
r 

ea
ch

 c
ou

nt
ry

. T
he

se
 s

pe
ci

fic
 it

em
s 

w
ill

 b
e 

up
da

te
d 

if 
ne

ce
ss

ar
y.

 

Th
e 

20
16

 e
di

tio
n 

of
 th

e 
E

S
S

P
R

O
S

 M
an

ua
l a

nd
 u

se
r 

gu
id

el
in

es
 w

as
 p

ro
du

ce
d 

af
te

r 

m
et

ho
do

lo
gi

ca
l a

m
en

dm
en

ts
 a

nd
 c

la
rif

ic
at

io
ns

 to
 th

e 
M

an
ua

l w
er

e 
ag

re
ed

 b
y 

th
e 

20
16

 

W
or

ki
ng

 G
ro

up
 o

n 
S

oc
ia

l P
ro

te
ct

io
n 

S
ta

tis
tic

s 
in

 r
eg

ar
ds

 to
 th

e 
fo

llo
w

in
g 

to
pi

cs
: 

･ 
P

ay
ab

le
 ta

x 
cr

ed
its

 

･ 
C

ol
le

ct
iv

e 
se

rv
ic

es
 

･ 
D

ef
in

iti
on

 o
f M

ea
ns

-t
es

tin
g 

･ 
W

ith
he

ld
 ta

xe
s 

an
d 

so
ci

al
 c

on
tr

ib
ut

io
ns

. 

 (3
) 

C
om

m
is

si
on

 R
eg

ul
at

io
n 

(E
U

) 
N

o 
26

3/
20

11
 o

f 1
7 

M
ar

ch
 2

01
1 

im
pl

em
en

tin
g 

R
eg

ul
at

io
n 

(E
C

) 
N

o 

45
8/

20
07

 o
f t

he
 E

ur
op

ea
n 

P
ar

lia
m

en
t a

nd
 o

f t
he

 C
ou

nc
il 

on
 th

e 
E

ur
op

ea
n 

sy
st

em
 o

f i
nt

eg
ra

te
d 

so
ci

al
 

pr
ot

ec
tio

n 
st

at
is

tic
s 

(E
S

S
P

R
O

S
) 

as
 r

eg
ar

ds
 th

e 
la

un
ch

 o
f f

ul
l d

at
a 

co
lle

ct
io

n 
fo

r 
th

e 
E

S
S

P
R

O
S

 m
od

ul
e 

on
 

ne
t s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

be
ne

fit
s 

pu
bl

is
he

d 
in

 O
J 

L7
1,

 p
. 4

 

C
om

m
is

si
on

 R
eg

ul
at

io
n 

(E
U

) 
N

o 
11

0/
20

11
 o

f 8
 F

eb
ru

ar
y 

20
11

 im
pl

em
en

tin
g 

R
eg

ul
at

io
n 

(E
C

) 
N

o 
45

8/
20

07
 

of
 th

e 
E

ur
op

ea
n 

P
ar

lia
m

en
t a

nd
 o

f t
he

 C
ou

nc
il 

on
 th

e 
E

ur
op

ea
n 

sy
st

em
 o

f i
nt

eg
ra

te
d 

so
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n 

st
at

is
tic

s 
(E

S
S

P
R

O
S

) 
as

 r
eg

ar
ds

 th
e 

ap
pr

op
ria

te
 fo

rm
at

s 
fo

r 
tr

an
sm

is
si

on
, t

he
 r

es
ul

ts
 to

 b
e 

tr
an

sm
itt

ed
 

an
d 

th
e 

cr
ite

ria
 fo

r 
m

ea
su

rin
g 

qu
al

ity
 fo

r 
th

e 
E

S
S

P
R

O
S

 m
od

ul
e 

on
 n

et
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

be
ne

fit
s 

pu
bl

is
he

d 

in
 O

J 
L3

4,
 p

.2
9.

. 

・
集

団
的

サ
ー

ビ
ス

 

・
ミ

ー
ン

ズ
テ

ス
ト

の
定

義
 

・
給

付
か

ら
源

泉
徴

収
さ

れ
た

税
と

社
会

保
険

料
 

 注
3）

略
。

 

7 
Th

e 
ob

je
ct

iv
es

 o
f E

S
S

P
R

O
S

 a
re

 to
 p

ro
vi

de
 a

 c
om

pr
eh

en
si

ve
 a

nd
 c

oh
er

en
t d

es
cr

ip
tio

n 
of

 

so
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n 
in

 th
e 

M
em

be
r 

S
ta

te
s:

 

･ 
co

ve
rin

g 
so

ci
al

 b
en

ef
its

 a
nd

 th
ei

r 
fin

an
ci

ng
; 

･ 
ge

ar
ed

 to
 in

te
rn

at
io

na
l c

om
pa

ra
bi

lit
y;

 

･ 
ha

rm
on

is
in

g 
w

ith
 o

th
er

 s
ta

tis
tic

s,
 p

ar
tic

ul
ar

ly
 th

e 
na

tio
na

l a
cc

ou
nt

s,
 in

 it
s 

m
ai

n 

co
nc

ep
ts

. 

7 
E

S
S

P
R

O
S

の
目

的
は

、
加

盟
国

に
お

け
る

社
会

保
護

の
包

括
的

か
つ

首
尾

一
貫

し
た

描
写

、
す

な
わ

ち
、

 

・
社

会
保

護
給

付
と

そ
の

財
源

を
カ

バ
ー

し
、

 

・
国

際
比

較
可

能
と

す
る

た
め

に
調

整
が

な
さ

れ
、

 

・
他

の
統

計
、

特
に

国
民

経
済

計
算

と
主

な
概

念
の

調
和

が
図

ら
れ

た
も

の
、

 

上
記

を
提

供
す

る
こ

と
で

あ
る

。
 

8 
E

S
S

P
R

O
S

, t
he

 in
te

gr
at

ed
 s

ys
te

m
 o

f s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
st

at
is

tic
s,

 p
ro

vi
de

s 
a 

co
he

re
nt

 

co
m

pa
ris

on
 b

et
w

ee
n 

E
ur

op
ea

n 
co

un
tr

ie
s 

of
 s

oc
ia

l b
en

ef
its

 to
 h

ou
se

ho
ld

s 
an

d 
th

ei
r 

fin
an

ci
ng

.S
oc

ia
l b

en
ef

its
 a

re
 tr

an
sf

er
s 

to
 h

ou
se

ho
ld

s,
 in

 c
as

h 
or

 in
 k

in
d 

in
te

nd
ed

 to
 r

el
ie

ve
 

th
em

 fr
om

 th
e 

fin
an

ci
al

 b
ur

de
n 

of
 a

 n
um

be
r 

of
 r

is
ks

 o
r 

ne
ed

s.
 

8 
総

合
社

会
保

護
統

計
で

あ
る

E
S

S
P

R
O

S
は

、
欧

州
諸

国
に

お
け

る
家

計
へ

の
社

会
給

付
と

そ
の

財
源

の
首

尾

一
貫

し
た

比
較

を
提

供
す

る
。

社
会

給
付

は
家

計
へ

の
移

転
で

あ
り

、
現

金
あ

る
い

は
現

物
の

形
式

で
家

計
が

リ
ス

ク
や

ニ
ー

ズ
か

ら
被

る
経

済
的

負
担

を
取

り
除

く
目

的
で

行
わ

れ
る

。
 

9 
Th

e 
ris

ks
 o

r 
ne

ed
s 

of
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

re
fe

r 
to

 th
e 

E
S

S
P

R
O

S
S

 fu
nc

tio
ns

 th
at

 a
re

 
9 

社
会

保
護

の
リ

ス
ク

や
ニ

ー
ズ

は
E

S
S

P
R

O
S

機
能

と
し

て
表

さ
れ

る
包

括
的

な
も

の
で

あ
る

。
教

育
は

子
ど

も



― 95 ―

co
m

pr
eh

en
si

ve
, b

ut
 d

o 
no

t i
nc

lu
de

 e
du

ca
tio

n 
un

le
ss

 it
 is

 a
 s

up
po

rt
 to

 in
di

ge
nt

 fa
m

ili
es

 w
ith

 

ch
ild

re
n.

 T
he

 fu
nc

tio
ns

 a
re

 d
is

ab
ili

ty
, s

ic
kn

es
s/

he
al

th
 c

ar
e,

 o
ld

 a
ge

, s
ur

vi
vo

rs
, f

am
ily

/c
hi

ld
re

n,
 

un
em

pl
oy

m
en

t, 
ho

us
in

g 
an

d 
so

ci
al

 e
xc

lu
si

on
. 

の
い

る
低

所
得

家
族

を
支

援
す

る
場

合
を

除
き

、
含

め
な

い
。

E
S

S
P

R
O

S
で

い
う

機
能

と
は

、
障

害
、

疾
病

・
保

健

医
療

、
高

齢
、

遺
族

、
家

族
･児

童
、

失
業

、
住

宅
、

社
会

的
排

除
で

あ
る

。
 

10
 S

oc
ia

l b
en

ef
its

 a
re

 m
ad

e 
th

ro
ug

h 
co

lle
ct

iv
el

y 
or

ga
ni

se
d 

sc
he

m
es

 b
y 

go
ve

rn
m

en
t a

nd
/o

r 

co
lle

ct
iv

e 
ag

re
em

en
ts

. T
he

 s
ch

em
es

 d
o 

no
t n

ec
es

sa
ril

y 
re

fe
r 

to
 in

st
itu

tio
ns

, a
lth

ou
gh

 th
ey

 a
re

 

in
 m

an
y 

ca
se

s.
 T

he
se

 s
ch

em
es

 c
an

 b
e 

de
fin

ed
 s

ol
el

y 
fo

r 
E

S
S

P
R

O
S

 a
s 

a 
cl

as
si

fic
at

io
n 

of
 

sc
he

m
es

 e
xi

st
s,

 w
he

re
 s

ch
em

es
 a

re
 g

ro
up

ed
 b

y 
cr

ite
ria

. A
ll 

sc
he

m
es

 th
at

 a
re

 s
ol

el
y 

ba
se

d 
on

 

in
di

vi
du

al
 a

rr
an

ge
m

en
ts

 o
r 

w
he

re
 s

im
ul

ta
ne

ou
s 

re
ci

pr
oc

al
 a

gr
ee

m
en

ts
 e

xi
st

 a
re

 n
ot

 r
eg

ar
de

d 

as
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n.

 

10
 

社
会

給
付

は
政

府
、

団
体

協
約

、
政

府
兼

団
体

協
約

に
よ

り
、

集
団

的
に

組
織

さ
れ

た
制

度
を

通
じ

て
な

さ
れ

る
。

制
度

は
必

ず
し

も
機

関
を

意
味

し
な

い
が

、
多

く
の

場
合

は
機

関
を

意
味

す
る

。
制

度
は

E
S

S
P

R
O

S
に

お
い

て

個
別

に
定

義
さ

れ
る

。
E

S
S

P
R

O
S

で
は

制
度

の
分

類
が

あ
り

、
制

度
は

そ
の

基
準

に
沿

っ
て

グ
ル

ー
プ

化
さ

れ
る

。

制
度

が
個

人
的

な
ア

レ
ン

ジ
や

同
時

互
恵

的
な

合
意

に
基

づ
く

場
合

は
。

す
べ

て
除

外
さ

れ
る

。
 

11
 T

he
 s

ch
em

e 
co

nc
ep

t o
f s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

is
 s

tr
ai

gh
tfo

rw
ar

d 
as

 it
 s

ta
rt

s 
fr

om
 th

e 
po

in
t o

f v
ie

w
 

of
 

th
e 

be
ne

fic
ia

rie
s 

an
d 

th
er

ef
or

e 
di

ffe
rs

 fr
om

 o
th

er
 c

on
ce

pt
s 

th
at

 c
on

ce
nt

ra
te

 o
n 

in
st

itu
tio

na
l

un
its

 s
pe

nd
in

g 
or

 b
ud

ge
ta

ry
 c

os
ts

. T
he

 s
ch

em
es

 a
re

 d
ef

in
ed

 n
at

io
na

lly
 a

cc
or

di
ng

 to
 th

e 

E
S

S
P

R
O

S
 fr

am
ew

or
k.

 

11
 

社
会

保
護

の
制

度
概

念
は

受
給

者
の

観
点

が
出

発
点

で
あ

る
の

で
わ

か
り

や
す

く
、

そ
れ

ゆ
え

費
用

を
支

出
す

る
制

度
的

単
位

に
特

化
す

る
他

の
概

念
と

は
異

な
っ

て
い

る
。

制
度

は
E

S
S

P
R

O
S

枠
組

み
に

そ
っ

て
各

国
で

定
義

さ
れ

る
。

 

12
 T

he
re

 a
re

 li
nk

s 
w

ith
 N

at
io

na
l A

cc
ou

nt
s,

 a
lth

ou
gh

 th
er

e 
is

 n
ot

 a
 c

om
pl

et
e 

co
nc

ep
tu

al
 m

at
ch

 

be
tw

ee
n 

th
e 

E
S

S
P

R
O

S
 s

ys
te

m
 a

nd
 N

at
io

na
l A

cc
ou

nt
s.

 P
ar

tic
ul

ar
ly

, t
he

 a
ch

ie
ve

m
en

t o
f 

E
S

S
P

R
O

S
 is

 it
s 

ac
co

un
tin

g 
st

ru
ct

ur
e 

si
m

ila
r 

to
 th

e 
N

at
io

na
l A

cc
ou

nt
s 

(b
en

ef
its

 a
nd

 th
ei

r 

fin
an

ci
ng

) a
t t

he
 le

ve
l o

f t
he

 s
ta

tis
tic

al
 u

ni
t o

f E
S

S
P

R
O

S
 s

ys
te

m
 (

th
e 

sc
he

m
e)

. T
he

re
 is

 a
ls

o 
a 

lin
k 

to
 th

e 
ris

ks
 o

r 
ne

ed
s 

to
 s

oc
ia

l b
en

ef
its

 in
 th

e 
N

at
io

na
l A

cc
ou

nt
s.
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国
民

経
済

計
算

と
リ

ン
ク

は
し

て
い

る
が

、
S

N
A

と
E

S
S

P
R

O
S

は
完

全
な

概
念

上
の

一
致

は
し

て
い

な
い

。
特

に
、

E
S

S
P

R
O

S
は

国
民

経
済

計
算

と
統

計
の

単
位

（
制

度
）
の

レ
ベ

ル
で

類
似

の
構

造
（
給

付
と

そ
の

財
源

）
と

な

っ
て

い
る

。
ま

た
リ

ス
ク

や
ニ

ー
ズ

に
関

し
て

も
国

民
経

済
計

算
と

リ
ン

ク
し

て
い

る
。

 

13
 W

he
re

as
 th

e 
C

or
e 

sy
st

em
 c

or
re

sp
on

ds
 to

 th
e 

st
an

da
rd

 in
fo

rm
at

io
n 

on
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

re
ce

ip
ts

 a
nd

 e
xp

en
di

tu
re

s,
 th

e 
m

od
ul

es
 c

on
ta

in
 s

up
pl

em
en

ta
ry

 s
ta

tis
tic

al
 in

fo
rm

at
io

n 
on

 

pa
rt

ic
ul

ar
 a

sp
ec

ts
 o

f s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n.
 E

ac
h 

m
od

ul
e 

ha
s 

its
 o

w
n 

m
et

ho
do

lo
gy

 a
nd

 is
 b

as
ed

 o
n 

a 
pa

rt
ic

ul
ar

 C
om

m
is

si
on

 r
eg

ul
at

io
n.

 T
he

 in
tr

od
uc

tio
n 

of
 a

ny
 a

dd
iti

on
al

 m
od

ul
es

 s
ha

ll 
re

qu
ire

 

ex
te

ns
iv

e 
pr

el
im

in
ar

y 
co

ns
ul

ta
tio

ns
 w

ith
 th

e 
E

ur
os

ta
t W

or
ki

ng
 G

ro
up

 o
n 

S
oc

ia
l P

ro
te

ct
io

n 

S
ta

tis
tic

s 
an

d 
sh

al
l r

eq
ui

re
 a

 s
pe

ci
fic

 E
P

 a
nd

 C
ou

nc
il 

R
eg

ul
at

io
n.
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コ
ア

シ
ス

テ
ム

は
社

会
保

護
の

支
出

と
財

源
に

関
す

る
標

準
的

な
情

報
を

提
供

す
る

一
方

、
モ

ジ
ュ

ー
ル

は
社

会
保

護
の

特
定

の
側

面
に

関
す

る
補

完
的

な
統

計
情

報
を

含
む

。
各

モ
ジ

ュ
ー

ル
ご

と
に

作
成

方
法

が
定

め
ら

れ
、

そ
れ

は
特

別
な

委
員

会
規

則
に

基
づ

い
て

い
る

。
い

ず
れ

の
追

加
的

モ
ジ

ュ
ー

ル
の

導
入

も
事

前
に

Ｅ
Ｕ

統
計

局
の

社
会

保
護

統
計

ワ
ー

キ
ン

グ
グ

ル
ー

プ
で

の
協

議
を

要
し

、
ま

た
特

別
な

欧
州

議
会

･
理

事
会

指
令

を
必

要
と

す
る

可
能

性
が

あ
る

。
 

14
 T

he
 s

ub
je

ct
s 

co
ve

re
d 

by
 th

e 
m

od
ul

es
 w

er
e 

de
te

rm
in

ed
 o

n 
th

e 
ba

si
s 

of
 th

e 
ne

ed
s 

ex
pr

es
se

d 

by
 th

e 
C

om
m

is
si

on
 a

nd
 th

e 
M

em
be

r S
ta

te
s.

 C
ur

re
nt

ly
 in

cl
ud

ed
 in

 E
S

S
P

R
O

S
 a

re
 m

od
ul

es
 th

at
 

co
ve

r:
 

･ 
th

e 
nu

m
be

r 
of

 p
en

si
on

 b
en

ef
ic

ia
rie

s;
 

･ 
ne

t s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
be

ne
fit

s,
 i.

e.
 th

e 
in

flu
en

ce
 o

f f
is

ca
l s

ys
te

m
s 

on
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

by
 

th
e 

ta
xe

s 
an

d 
so

ci
al

 c
on

tr
ib

ut
io

ns
 p

ai
d 

on
 b

en
ef

its
 b

y 
be

ne
fic

ia
rie

s 
an

d 
th

e 
ex

te
nt

 to
 

w
hi

ch
 s

oc
ia

l b
en

ef
its

 a
re

 p
ro

vi
de

d 
in

 th
e 

fo
rm

 o
f t

ax
 r

eb
at

es
 o

r 
ta

x 
re

du
ct

io
ns

. A
t t

he
 

m
om

en
t t

hi
s 

m
od

ul
e 

is
 im

pl
em

en
te

d 
vi

a 
th

e 
re

st
ric

te
d 

ap
pr

oa
ch

 in
 o

rd
er

 to
 m

ai
nt

ai
n 

th
e 
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モ
ジ

ュ
ー

ル
で

扱
わ

れ
る

課
題

は
、

委
員

会
や

加
盟

国
に

よ
っ

て
表

明
さ

れ
た

ニ
ー

ズ
に

基
づ

き
決

定
さ

れ
た

も

の
で

あ
る

。
最

近
E

S
S

P
R

O
S

に
追

加
さ

れ
た

モ
ジ

ュ
ー

ル
と

し
て

は
、

 

･ 
年

金
受

給
者

モ
ジ

ュ
ー

ル
 

･ 
純

社
会

給
付

（
税

や
保

険
料

拠
出

が
受

給
者

に
よ

り
支

払
わ

れ
る

こ
と

に
よ

り
税

財
政

シ
ス

テ
ム

が
社

会

保
護

に
与

え
る

影
響

、
あ

る
い

は
社

会
給

付
に

匹
敵

す
る

も
の

が
税

還
付

や
税

控
除

に
よ

り
提

供
さ

れ
る

こ
と

等
）
現

在
の

と
こ

ろ
こ

の
モ

ジ
ュ

ー
ル

は
コ

ア
シ

ス
テ

ム
の

範
囲

を
維

持
す

る
た

め
に

、
制

限
ア

プ
ロ

ー

チ
に

よ
り

行
わ

れ
て

い
る

。
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sc
op

e 
of

 th
e 

C
or

e 
S

ys
te

m
. 

S
C

H
E

M
AT

IC
 R

E
P

R
E

S
E

N
TA

TI
O

N
 O

F 
TH

E
 F

U
LL

 E
S

S
P

R
O

S
 

E
S

S
P

R
O

S
の

全
体

構
成

 

 

 

2.
 T

he
 c

on
ve

nt
io

na
l d

ef
in

iti
on

 o
f s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

2.
 社

会
保

護
の

標
準

的
な

定
義

 

2.
1 

In
tr

od
uc

tio
n 

2.
1 

は
じ

め
に

 

15
 T

he
re

 is
 n

o 
un

iv
er

sa
lly

 a
cc

ep
te

d 
de

fin
iti

on
 o

f t
he

 s
co

pe
 o

f s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n,
 n

or
 d

oe
s 

th
er

e 

ex
is

t o
ne

 th
at

 s
ui

ts
 a

ll 
pu

rp
os

es
 (

in
cl

ud
in

g 
th

e 
co

m
pi

la
tio

n 
of

 s
ta

tis
tic

s)
. I

t i
s 

th
er

ef
or

e 

ne
ce

ss
ar

y 
to

 fo
rm

ul
at

e 
a 

co
nv

en
tio

na
l d

ef
in

iti
on

 o
f t

he
 s

co
pe

 o
f s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

w
hi

ch
 m

ee
ts

 

as
 w

el
l a

s 
po

ss
ib

le
 th

e 
ne

ed
s 

of
 s

oc
ia

l p
ol

ic
y 

an
al

ys
is

 a
nd

 d
at

a 
co

lle
ct

io
n 

on
 a

n 
in

te
rn

at
io

na
l 

le
ve

l. 
Th

is
 c

ha
pt

er
 b

eg
in

s 
w

ith
 a

 g
en

er
al

 d
ef

in
iti

on
, r

el
ev

an
t t

o 
bo

th
 th

e 
C

or
e 

sy
st

em
 o

f t
he

 

E
S

S
P

R
O

S
 a

nd
 it

s 
m

od
ul

es
, t

ha
t i

s 
fu

rt
he

r 
ex

pl
ai

ne
d 

an
d 

sp
ec

ifi
ed

 fo
r 

us
e 

in
 th

e 
C

or
e 

sy
st

em
 

in
 th

e 
fo

llo
w

in
g 

pa
ra

gr
ap

hs
. 

15
 社

会
保

護
の

範
囲

に
つ

い
て

は
普

遍
的

に
認

め
ら

れ
た

定
義

が
な

く
、

ま
た

全
て

の
目

的
（
統

計
の

編
纂

を
含

む
）
に

適
し

た
定

義
も

存
在

し
な

い
。

し
た

が
っ

て
、

国
際

レ
ベ

ル
の

社
会

政
策

分
析

お
よ

び
デ

ー
タ

収
集

の
ニ

ー
ズ

を

で
き

る
だ

け
満

足
さ

せ
る

社
会

保
護

の
範

囲
の

標
準

的
な

定
義

を
行

う
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

本
章

で
は

ま
ず

、

E
S

S
P

R
O

S
の

コ
ア

・
シ

ス
テ

ム
お

よ
び

そ
の

モ
ジ

ュ
ー

ル
の

両
方

に
関

連
す

る
全

般
的

定
義

を
行

い
、

そ
の

後
の

各

節
で

コ
ア

・
シ

ス
テ

ム
に

お
け

る
使

用
に

関
し

て
更

に
説

明
・
規

定
を

行
う

。
 

2.
2 

G
en

er
al

 d
ef

in
iti

on
 

2.
2 

全
般

的
定

義
 

16
 S

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

en
co

m
pa

ss
es

 a
ll 

in
te

rv
en

tio
ns

 fr
om

 p
ub

lic
 o

r 
pr

iv
at

e 
bo

di
es

 in
te

nd
ed

 to
 

re
lie

ve
 h

ou
se

ho
ld

s 
an

d 
in

di
vi

du
al

s 
of

 th
e 

bu
rd

en
 o

f a
 d

ef
in

ed
 s

et
 o

f r
is

ks
 o

r 
ne

ed
s,

 p
ro

vi
de

d 

th
at

 th
er

e 
is

 n
ei

th
er

 a
 s

im
ul

ta
ne

ou
s 

re
ci

pr
oc

al
 n

or
 a

n 
in

di
vi

du
al

 a
rr

an
ge

m
en

t i
nv

ol
ve

d.
 

Th
e 

lis
t o

f r
is

ks
 o

r n
ee

ds
 th

at
 m

ay
 g

iv
e 

ris
e 

to
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

is
, b

y 
co

nv
en

tio
n,

 a
s 

fo
llo

w
s(

4)
:

1.
 S

ic
kn

es
s/

H
ea

lth
 c

ar
e 

16
社

会
保

護
に

は
、

定
義

さ
れ

た
一

連
の

リ
ス

ク
ま

た
は

ニ
ー

ズ
の

負
担

を
世

帯
お

よ
び

個
人

か
ら

免
除

す
る

た
め

の
公

共
機

関
ま

た
は

民
間

機
関

か
ら

の
全

て
の

介
入

を
含

む
。

た
だ

し
同

時
互

恵
的

措
置

も
個

人
的

措
置

も
含

ま
な

い
こ

と
を

前
提

と
す

る
。

 

社
会

保
護

を
発

生
さ

せ
る

可
能

性
の

あ
る

リ
ス

ク
ま

た
は

ニ
ー

ズ
の

リ
ス

ト
は

、
慣

例
的

に
次

の
よ

う
に

決
ま

っ
て

い

る
。

（
注

4）
 

N
um

be
r o

f p
en

si
on

 b
en

ef
ic

ia
rie

s

Li
nk

s 
w

ith
 N

at
io

na
l A

cc
ou

nt
s

M
od

ul
e 

w
id

en
in

g 
th

e 
sc

op
e 

of
 th

e 
co

re
 s

ys
te

m
N

et
 s

oc
ia

l b
en

ef
its

C
O

R
E

 S
Y

S
TE

M
(q

ua
nt

ita
tiv

e+
qu

al
ita

tiv
e)

M
od

ul
e 

w
ith

 s
up

pl
em

en
ta

ry
 in

fo
rm

at
io

n
補

完
的

情
報

モ
ジ

ュ
ー

ル

年
金

受
給

者
数

コ
ア

シ
ス

テ
ム

の
範

囲
を

拡
大

し
た

モ
ジ

ュ
ー

ル

純
社

会
保

護
給

付

国
民

経
済

計
算

と
の

連
携

コ
ア

シ
ス

テ
ム

( 量
的

情
報

+ 質
的

情
報

)
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2.
 D

is
ab

ili
ty

 

3.
 O

ld
 a

ge
 

4.
 S

ur
vi

vo
rs

 

5.
 F

am
ily

/c
hi

ld
re

n 

6.
 U

ne
m

pl
oy

m
en

t 

7.
 H

ou
si

ng
 

8.
 S

oc
ia

l e
xc

lu
si

on
 n

ot
 e

ls
ew

he
re

 c
la

ss
ifi

ed
. 

 

(4
) 

Th
er

e 
ar

e 
a 

nu
m

be
r 

of
 d

iff
er

en
ce

s 
be

tw
ee

n 
th

e 
E

S
S

P
R

O
S

 a
nd

 th
e 

na
tio

na
l a

cc
ou

nt
s 

in
 th

e 
lis

t o
f r

is
ks

 

or
 n

ee
ds

 g
iv

in
g 

ris
e 

to
 s

oc
ia

l b
en

ef
its

. T
he

 m
os

t i
m

po
rt

an
t o

ne
 is

 th
at

 th
e 

na
tio

na
l a

cc
ou

nt
s 

in
cl

ud
e 

th
e 

ne
ed

 "
E

du
ca

tio
n"

. S
ee

 A
pp

en
di

x 
I. 

1.
 疾

病
／

保
健

医
療

 

2.
 障

害
 

3.
 老

齢
 

4.
 遺

族
 

5.
 家

族
／

育
児

 

6.
 失

業
 

7.
 住

宅
 

8.
 他

の
分

類
に

入
ら

な
い

社
会

的
排

除
 

 注
4）

社
会

給
付

が
生

じ
る

リ
ス

ク
と

ニ
ー

ズ
の

種
類

は
E

S
S

P
R

O
S

と
国

民
経

済
計

算
と

で
異

な
っ

て
い

る
。

最
も

重
要

な
相

違
は

、

国
民

経
済

計
算

で
は

教
育

を
ニ

ー
ズ

に
含

む
点

で
あ

る
。

詳
細

は
A

pp
en

di
x１

参
照

。
 

2.
3 

Fu
rt

he
r 

ex
pl

an
at

io
n 

2.
3 

追
加

説
明

 

2.
3.

1 
TY

P
E

S
 O

F 
IN

TE
R

V
E

N
TI

O
N

 
2.

3.
1 

介
入

の
種

類
 

17
 T

he
 w

or
d 

in
te

rv
en

tio
n 

in
 th

e 
de

fin
iti

on
 s

ho
ul

d 
be

 u
nd

er
st

oo
d 

in
 it

s 
br

oa
de

st
 s

en
se

 to
 c

ov
er

 

th
e 

fin
an

ci
ng

 o
f b

en
ef

its
 a

nd
 r

el
at

ed
 a

dm
in

is
tr

at
io

n 
co

st
s,

 a
s 

w
el

l a
s 

th
e 

ac
tu

al
 p

ro
vi

si
on

 o
f 

be
ne

fit
s.

 

17
 定

義
中

の
「
介

入
」
の

語
は

、
給

付
お

よ
び

関
係

管
理

コ
ス

ト
の

調
達

な
ら

び
に

給
付

の
実

際
の

供
与

を
対

象
と

す
る

語
と

し
て

最
も

広
義

に
理

解
す

べ
き

で
あ

る
。
 

18
 B

en
ef

its
 g

ra
nt

ed
 w

ith
in

 th
e 

fr
am

ew
or

k 
of

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
ca

n 
ta

ke
 m

an
y 

fo
rm

s;
 h

ow
ev

er
, 

in
th

e 
C

or
e 

sy
st

em
, t

he
y 

ar
e 

lim
ite

d 
to

: 

(i)
 c

as
h 

pa
ym

en
ts

 to
 p

ro
te

ct
ed

 p
eo

pl
e 

(ii
) 

re
im

bu
rs

em
en

ts
 o

f e
xp

en
di

tu
re

 m
ad

e 
by

 p
ro

te
ct

ed
 p

eo
pl

e 

(ii
i) 

go
od

s 
an

d 
se

rv
ic

es
 d

ire
ct

ly
 p

ro
vi

de
d 

to
 p

ro
te

ct
ed

 p
eo

pl
e.

 

18
 社

会
保

護
の

枠
内

で
供

与
さ

れ
る

給
付

は
、

種
々

の
形

態
を

取
り

得
る

。
た

だ
し

、
コ

ア
・
シ

ス
テ

ム
に

お
い

て

は
、

給
付

は
次

の
も

の
に

限
ら

れ
る

。
 

(i)
 

  
保

護
対

象
者

に
対

す
る

現
金

支
給

 

(ii
) 

  
保

護
対

象
者

に
対

し
て

行
う

経
費

の
払

い
戻

し
 

(ii
i) 

 保
護

対
象

者
に

直
接

提
供

す
る

財
お

よ
び

サ
ー

ビ
ス

 

2.
3.

2 
P

R
O

V
IS

IO
N

 B
Y

 P
U

B
LI

C
 A

N
D

 P
R

IV
A

TE
 B

O
D

IE
S

 
2.

3.
2 

公
的

・
私

的
機

関
か

ら
の

提
供
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 T

he
 c

on
di

tio
n 

th
at

 th
e 

in
te

rv
en

tio
n 

m
us

t c
om

e 
fr

om
 p

ub
lic

 o
r 

pr
iv

at
e 

bo
di

es
 e

xc
lu

de
s 

fr
om

 

th
e 

de
fin

iti
on

 o
f s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

al
l d

ire
ct

 tr
an

sf
er

s 
of

 r
es

ou
rc

es
 b

et
w

ee
n 

pr
iv

at
e 

ho
us

eh
ol

ds
 

or
 in

di
vi

du
al

s 
in

 th
e 

fo
rm

 o
f g

ift
s,

 h
el

p 
to

 re
la

tiv
es

 a
nd

 s
o 

on
, e

ve
n 

if 
th

ei
r p

ur
po

se
 is

 to
 p

ro
te

ct
 

th
e 

re
ci

pi
en

t f
ro

m
 th

e 
ris

ks
 o

r 
ne

ed
s 

lis
te

d 
in

 p
ar

ag
ra

ph
 1

6.
 

Fo
r 

pr
ac

tic
al

 r
ea

so
ns

, s
m

al
l-s

ca
le

, i
nf

or
m

al
 a

nd
 in

ci
de

nt
al

 ty
pe

s 
of

 s
up

po
rt

 s
uc

h 
as

 

w
hi

pr
ou

nd
s,

  
C

hr
is

tm
as

 c
ol

le
ct

io
ns

, a
d-

ho
c 

hu
m

an
ita

ria
n 

ai
d 

an
d 

em
er

ge
nc

y 
re

lie
f i

n 
th

e 

ev
en

t o
f n

at
ur

al
 d

is
as

te
rs

, w
hi

ch
 d

o 
no

t r
eq

ui
re

 r
eg

ul
ar

 m
an

ag
em

en
t a

nd
 a

cc
ou

nt
in

g,
 a

re
 a

ls
o 

ex
cl

ud
ed

 fr
om

 th
e 

de
fin

iti
on

. 

19
  

介
入

が
公

的
機

関
ま

た
は

私
的

機
関

か
ら

の
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
い

う
条

件
に

よ
っ

て
、

贈
り

物
、

親

類
へ

の
援

助
な

ど
の

形
で

の
家

計
間

ま
た

は
個

人
間

の
財

源
の

直
接

移
転

は
全

て
、

そ
の

目
的

が
第

16
節

で
挙

げ
た

リ
ス

ク
ま

た
は

ニ
ー

ズ
か

ら
受

領
者

を
保

護
す

る
こ

と
で

あ
っ

て
も

、
社

会
保

護
の

定
義

か
ら

除
外

さ
れ

る
。

 

実
際

上
の

理
由

か
ら

、
小

規
模

の
、

非
公

式
の

か
つ

付
随

的
な

種
類

の
支

援
、

例
え

ば
寄

付
集

め
、

ク
リ

ス
マ

ス
募

金
、

特
別

の
人

道
的

援
助

、
天

災
の

際
の

緊
急

救
援

な
ど

、
定

期
的

管
理

お
よ

び
会

計
を

要
し

な
い

も
の

も
、

定
義

か
ら

除
外

す
る

。
 

19
A

 G
en

er
al

ly
, t

he
 b

od
ie

s 
m

os
t f

re
qu

en
tly

 in
te

rv
en

in
g 

ar
e:

 

･ 
so

ci
al

 s
ec

ur
ity

 fu
nd

s;
 

19
A 

一
般

に
、

最
も

頻
繁

に
介

入
す

る
機

関
は

、
次

の
も

の
で

あ
る

。
 

･ 
社

会
保

障
基

金
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･ 
ce

nt
ra

l, 
st

at
e 

an
d 

lo
ca

l g
ov

er
nm

en
t a

ge
nc

ie
s;

 

･ 
au

to
no

m
ou

s 
an

d 
se

lf-
ad

m
in

is
te

re
d 

pe
ns

io
n 

fu
nd

s;
 

･ 
in

su
ra

nc
e 

co
m

pa
ni

es
: i

n 
D

en
m

ar
k 

th
e 

pe
ns

io
n 

fu
nd

s 
ru

nn
in

g 
la

bo
ur

 m
ar

ke
t p

en
si

on
s 

ca
n 

de
le

ga
te

 th
e 

ad
m

in
is

tr
at

io
n 

of
 th

es
e 

pe
ns

io
ns

 to
 in

su
ra

nc
e 

co
m

pa
ni

es
; 

･ 
m

ut
ua

l b
en

ef
it 

so
ci

et
ie

s;
 

･ 
pu

bl
ic

 o
r 

pr
iv

at
e 

em
pl

oy
er

s 
pr

ov
id

in
g 

be
ne

fit
s 

to
 th

ei
r 

cu
rr

en
t a

nd
 fo

rm
er

 e
m

pl
oy

ee
s 

di
re

ct
ly

; 

･ 
pr

iv
at

e 
w

el
fa

re
 a

nd
 a

ss
is

ta
nc

e 
in

st
itu

tio
ns

: f
or

 in
st

an
ce

, t
he

 R
ed

 C
ro

ss
, t

he
 P

or
tu

gu
es

e 

re
lig

io
us

 fo
un

da
tio

n 
C

as
a 

M
is

er
ic

or
di

a 
an

d 
th

e 
(R

om
an

 C
at

ho
lic

) 
 c

ha
rit

ab
le

 

or
ga

ni
za

tio
n 

C
ar

ita
s.

 

･ 
中

央
政

府
機

関
、

州
政

府
機

関
、

地
方

政
府

機
関

 

･ 
独

立
の

、
自

治
的

な
年

金
基

金
 

･ 
保

険
会

社
 

･ 
共

済
組

合
 

･ 
現

在
の

お
よ

び
以

前
の

被
用

者
に

直
接

給
付

を
提

供
す

る
公

共
ま

た
は

民
間

の
使

用
者

 

･ 
民

間
福

祉
・
援

助
機

関
。

例
え

ば
赤

十
字

や
ポ

ル
ト

ガ
ル

の
宗

教
財

団
C

as
a 

M
is

er
ic

or
di

a
な

ど
。

 

2.
3.

3 
TH

E
 R

IS
K

S
 O

R
 N

E
E

D
S

 
2.

3.
3 

リ
ス

ク
と

ニ
ー

ズ
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 T

he
 li

st
 o

f r
is

ks
 o

r 
ne

ed
s 

gi
ve

n 
in

 p
ar

ag
ra

ph
 1

6 
ha

s 
tw

o 
pu

rp
os

es
. O

n 
th

e 
on

e 
ha

nd
 it

 

re
st

ric
ts

 th
e 

sc
op

e 
of

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
to

 th
e 

ar
ea

s 
w

hi
ch

 a
re

 fe
lt 

to
 b

e 
m

os
t r

el
ev

an
t i

n 
th

e 

E
ur

op
ea

n 
co

nt
ex

t. 
O

n 
th

e 
ot

he
r h

an
d,

 it
 is

 a
 to

ol
 fo

r p
ro

du
ci

ng
 c

om
pa

ra
bl

e 
st

at
is

tic
s 

w
he

re
 th

e 

in
st

itu
tio

ns
, r

eg
ul

at
io

ns
 a

nd
 s

oc
ia

l t
ra

di
tio

ns
 o

f t
he

 M
em

be
r S

ta
te

s 
di

ve
rg

e 
w

id
el

y.
 T

he
 v

ar
io

us
 

ris
ks

 a
nd

 n
ee

ds
 d

ef
in

e 
th

e 
pr

im
ar

y 
pu

rp
os

es
 fo

r 
w

hi
ch

 r
es

ou
rc

es
 a

nd
 b

en
ef

its
 a

re
 p

ro
vi

de
d,

  

irr
es

pe
ct

iv
e 

of
 le

gi
sl

at
iv

e 
or

 in
st

itu
tio

na
l s

tr
uc

tu
re

s 
be

hi
nd

 th
em

. I
n 

th
is

 c
on

te
xt

, i
t i

s 
cu

st
om

ar
y 

to
 u

se
 th

e 
te

rm
 fu

nc
tio

ns
 o

f s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n.
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第
1６

節
に

記
し

た
リ

ス
ク

ま
た

は
ニ

ー
ズ

の
リ

ス
ト

に
は

、
二

つ
の

目
的

が
あ

る
。

一
つ

に
は

こ
の

リ
ス

ト
は

、
社

会
保

護
の

範
囲

を
欧

州
の

状
況

に
お

い
て

最
も

適
切

と
思

わ
れ

る
分

野
に

限
定

し
て

い
る

。
他

方
そ

れ
は

、
加

盟
国

の
制

度
、

法
制

お
よ

び
社

会
的

伝
統

が
大

き
く

異
な

る
場

合
に

類
似

の
統

計
を

生
み

出
す

ツ
ー

ル
で

あ
る

。
こ

れ
ら

の

リ
ス

ク
お

よ
び

ニ
ー

ズ
は

、
背

後
の

立
法

構
造

ま
た

は
制

度
構

造
の

い
か

ん
に

か
か

わ
り

な
く

財
源

お
よ

び
給

付
が

提
供

さ
れ

る
主

た
る

目
的

を
定

義
づ

け
て

い
る

。
こ

の
場

合
は

、
「
社

会
保

護
の

機
能

」
の

語
を

用
い

る
の

が
慣

例
で

あ
る

。
 

21
 F

un
ct

io
ns

 a
re

 d
ef

in
ed

 in
 te

rm
s 

of
 th

ei
r 

en
d-

pu
rp

os
e,

 n
ot

 in
 te

rm
s 

of
 g

iv
en

 b
ra

nc
he

s 
of

 

so
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n 
or

 p
ie

ce
s 

of
 le

gi
sl

at
io

n.
 F

or
 in

st
an

ce
, t

he
 b

en
ef

its
 g

ra
nt

ed
 b

y 
a 

pe
ns

io
n 

fu
nd

 

ca
nn

ot
 s

im
pl

y 
be

 c
la

ss
ifi

ed
 in

 th
ei

r 
en

tir
et

y 
un

de
r 

th
e 

O
ld

 a
ge

 fu
nc

tio
n,

 a
s 

so
m

e 
be

ne
fit

s 
m

ay
 

ha
ve

 th
e 

pu
rp

os
e 

to
 r

el
ie

ve
 th

e 
be

ne
fic

ia
ry

 fr
om

 n
ee

ds
 r

el
at

ed
 to

 th
e 

de
at

h 
of

 a
 b

re
ad

w
in

ne
r 

(w
hi

ch
 b

el
on

g 
to

 th
e 

S
ur

vi
vo

rs
 fu

nc
tio

n)
 o

r 
to

 th
e 

lo
ss

 o
f t

he
 p

hy
si

ca
l a

bi
lit

y 
to

 e
ng

ag
e 

in
 

ec
on

om
ic

 a
nd

 s
oc

ia
l a

ct
iv

iti
es

 (
w

hi
ch

 a
re

 to
 b

e 
cl

as
si

fie
d 

un
de

r 
th

e 
D

is
ab

ili
ty

 fu
nc

tio
n)

. 

Th
e 

E
S

S
P

R
O

S
 a

pp
lie

s 
th

e 
fu

nc
tio

na
l b

re
ak

do
w

n 
ex

cl
us

iv
el

y 
to

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
be

ne
fit

s,
 a

nd
 

no
t t

o 
re

ce
ip

ts
. I

t i
s 

re
co

gn
is

ed
, i

n 
fa

ct
, t

ha
t a

 s
in

gl
e 

ty
pe

 o
f r

ec
ei

pt
s 

ca
n 

be
 u

se
d 

to
 fi

na
nc

e 

be
ne

fit
s 

un
de

r 
se

ve
ra

l d
iff

er
en

t f
un

ct
io

ns
. 
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各
（
社

会
）
保

護
機

能
は

、
社

会
保

護
の

各
部

門
ま

た
は

法
律

に
基

づ
い

て
で

は
な

く
最

終
目

的
に

基
づ

い
て

定
義

し
て

あ
る

。
例

え
ば

年
金

基
金

の
供

与
す

る
給

付
を

全
部

、
老

齢
給

付
機

能
に

そ
の

ま
ま

分
類

す
る

こ
と

は
で

き

な
い

。
と

い
う

の
は

、
給

付
の

一
部

が
一

家
の

稼
ぎ

手
の

死
亡

に
関

す
る

ニ
ー

ズ
（
こ

れ
は

遺
族

給
付

機
能

に
属

す

る
）
あ

る
い

は
経

済
・
社

会
活

動
に

従
事

す
る

身
体

的
能

力
の

喪
失

に
関

す
る

ニ
ー

ズ
（
こ

れ
は

障
害

給
付

機
能

に

分
類

す
べ

き
で

あ
る

）
に

つ
い

て
受

給
者

を
救

援
す

る
目

的
を

持
つ

可
能

性
が

あ
る

か
ら

で
あ

る
。

 

E
S

S
P

R
O

S
で

は
保

護
機

能
の

分
類

を
専

ら
社

会
保

護
給

付
の

み
に

適
用

し
て

お
り

、
収

入
に

は
適

用
し

て
い

な

い
。

事
実

、
一

つ
の

種
類

の
収

入
を

数
種

の
異

な
る

保
護

機
能

の
給

付
の

資
金

に
使

用
で

き
る

こ
と

が
認

め
ら

れ
て

い
る

。
 

22
 P

ar
ag

ra
ph

 1
10

 b
rie

fly
 d

es
cr

ib
es

 th
e 

fu
nc

tio
ns

 d
is

tin
gu

is
he

d 
in

 th
e 

E
S

S
P

R
O

S
. P

ar
t 2

 o
f t

he
 

M
an

ua
l c

on
ta

in
s 

a 
de

ta
ile

d 
sp

ec
ifi

ca
tio

n 
of

 th
e 

ty
pe

s 
of

 b
en

ef
its

 c
ov

er
ed

 b
y 

ea
ch

 fu
nc

tio
n 

an
d 

gi
ve

s 
fu

rt
he

r 
gu

id
an

ce
 to

 th
ei

r 
in

te
rp

re
ta

tio
n.
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第
11

0
節

に
、

E
S

S
P

R
O

S
に

お
い

て
区

別
し

て
い

る
保

護
機

能
に

つ
い

て
簡

単
に

説
明

し
て

あ
る

。
本

マ
ニ

ュ

ア
ル

第
2

部
に

は
各

保
護

機
能

の
扱

う
給

付
の

種
類

の
詳

細
な

説
明

が
あ

り
、

そ
の

解
釈

に
対

す
る

追
加

の
ガ

イ
ダ

ン
ス

を
提

供
し

て
い

る
。

 

2.
3.

4 
A

B
S

E
N

C
E

 O
F 

A
 S

IM
U

LT
A

N
E

O
U

S
 R

E
C

IP
R

O
C

A
L 

A
R

R
A

N
G

E
M

E
N

T 
2.

3.
4

同
時

互
恵

的
措

置
の

な
い

こ
と

 

23
 T

he
 c

on
ve

nt
io

na
l d

ef
in

iti
on

 o
f s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

st
ip

ul
at

es
 th

at
 th

e 
in

te
rv

en
tio

n 
do

es
 n

ot
 

23
  

社
会

保
護

の
標

準
的

な
定

義
で

は
、

介
入

に
は

同
時

互
恵

的
措

置
を

含
ま

な
い

、
と

規
定

し
て

い
る

。
こ

の
規
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in
vo

lv
e 

a 
si

m
ul

ta
ne

ou
s 

re
ci

pr
oc

al
 a

rr
an

ge
m

en
t. 

Th
is

 s
ho

ul
d 

be
 c

on
ce

iv
ed

 a
s 

ex
cl

ud
in

g 
fr

om
 

th
e 

sc
op

e 
of

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
an

y 
in

te
rv

en
tio

n 
w

he
re

 th
e 

re
ci

pi
en

t i
s 

ob
lig

ed
 to

 p
ro

vi
de

 

si
m

ul
ta

ne
ou

sl
y 

so
m

et
hi

ng
 o

f e
qu

iv
al

en
t v

al
ue

 in
 e

xc
ha

ng
e.

 F
or

 in
st

an
ce

, i
nt

er
es

t-
be

ar
in

g 

lo
an

s 
gr

an
te

d 
to

 h
ou

se
ho

ld
s 

ar
e 

no
t s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

be
ca

us
e 

th
e 

bo
rr

ow
er

 c
om

m
its

 h
im

se
lf 

to
 p

ay
in

g 
in

te
re

st
 a

nd
 to

 r
ef

un
d 

th
e 

ca
pi

ta
l s

um
 (

5)
. L

ik
ew

is
e,

 th
e 

po
rt

io
n 

of
 th

e 
fu

ll 
co

st
 o

f 

he
al

th
 c

ar
e 

an
d 

ot
he

r p
ro

vi
si

on
s 

th
at

 b
en

ef
ic

ia
rie

s 
ar

e 
re

qu
ire

d 
to

 m
ee

t p
er

so
na

lly
 fa

lls
 o

ut
si

de
 

th
e 

fie
ld

 o
f s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n.

 

Th
is

 d
oe

s 
no

t p
re

cl
ud

e 
th

at
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

be
ne

fit
s 

m
ay

 b
e 

co
nd

iti
on

al
 o

n 
so

m
e 

ac
tio

n 
to

 b
e 

un
de

rt
ak

en
 b

y 
th

e 
be

ne
fic

ia
ry

 (
su

ch
 a

s 
ta

ki
ng

 p
ar

t i
n 

a 
vo

ca
tio

na
l t

ra
in

in
g 

pr
og

ra
m

m
e)

, 
 

pr
ov

id
ed

 th
at

 th
is

 a
ct

io
n 

do
es

 n
ot

 h
av

e 
th

e 
ch

ar
ac

te
r 

of
 s

al
ar

ie
d 

w
or

k 
or

 s
al

e 
of

 s
er

vi
ce

s.
 

 (5
) S

til
l, 

if 
th

e 
lo

an
 is

 in
te

re
st

-f
re

e 
or

 g
ra

nt
ed

 a
t a

n 
in

te
re

st
 ra

te
 w

el
l b

el
ow

 th
e 

cu
rr

en
t m

ar
ke

t r
at

e 
fo

r s
oc

ia
l 

pr
ot

ec
tio

n 
re

as
on

s,
 th

e 
am

ou
nt

 o
f i

nt
er

es
t w

ai
ve

d 
qu

al
ifi

es
 a

s 
a 

so
ci

al
 b

en
ef

it.
 

定
は

、
受

領
者

が
同

等
価

値
の

も
の

を
同

時
に

そ
の

代
わ

り
に

提
供

す
る

義
務

を
負

う
介

入
を

社
会

保
護

の
範

囲
か

ら
除

外
す

る
も

の
と

受
け

と
め

る
べ

き
で

あ
る

。
例

え
ば

、
家

計
に

提
供

さ
れ

る
利

子
付

き
貸

付
金

は
、

借
り

手
自

身

が
利

子
の

支
払

い
と

元
金

額
の

返
済

と
を

約
束

し
て

い
る

か
ら

社
会

保
護

で
は

な
い

（
注

5）
。

同
様

に
保

健
医

療
の

全
費

用
や

そ
の

他
の

供
給

物
で

受
給

者
が

個
人

的
に

手
当

す
る

必
要

の
あ

る
部

分
は

、
社

会
保

護
の

領
域

外
に

該

当
す

る
。

 

こ
の

こ
と

は
、

社
会

保
護

給
付

が
受

給
者

の
行

う
行

動
（
職

業
訓

練
プ

ロ
グ

ラ
ム

へ
の

参
加

な
ど

）
を

条
件

と
す

る
こ

と

が
で

き
る

こ
と

（
た

だ
し

こ
の

行
動

が
有

給
勤

務
ま

た
は

サ
ー

ビ
ス

の
販

売
の

性
格

を
持

た
な

い
こ

と
を

前
提

と
す

る
）

を
排

除
し

な
い

。
 

 注
5）

貸
付

金
が

無
利

子
の

と
き

、
ま

た
は

金
利

が
社

会
保

護
を

理
由

に
市

場
金

利
よ

り
は

る
か

に
低

い
と

き
は

、
金

利
の

減
免

分
は

社
会

給
付

と
し

て
扱

う
。

 

24
 T

he
 p

rin
ci

pl
e 

th
at

 th
e 

in
te

rv
en

tio
n 

sh
ou

ld
 n

ot
 in

vo
lv

e 
a 

si
m

ul
ta

ne
ou

s 
re

ci
pr

oc
al

 

ar
ra

ng
em

en
t i

s 
pa

rt
ic

ul
ar

ly
 im

po
rt

an
t f

or
 d

is
tin

gu
is

hi
ng

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
pr

ov
id

ed
 d

ire
ct

ly
 b

y 

em
pl

oy
er

s 
to

 e
m

pl
oy

ee
s 

fr
om

 th
e 

flo
w

s 
w

hi
ch

 m
ak

e 
up

 g
ro

ss
 w

ag
es

 a
nd

 s
al

ar
ie

s.
 

24
  

介
入

に
は

同
時

互
恵

的
措

置
を

含
め

る
べ

き
で

な
い

と
の

原
則

は
、

使
用

者
が

被
用

者
に

直
接

供
与

す
る

社

会
保

護
を

総
賃

金
・
給

与
支

払
額

を
構

成
す

る
フ

ロ
ー

と
区

別
す

る
た

め
に

と
く

に
重

要
で

あ
る

。
 

24
A

 A
ny

 e
xp

en
di

tu
re

 b
y 

em
pl

oy
er

s 
fo

r t
he

 e
m

pl
oy

ee
s'

 b
en

ef
it 

th
at

 c
an

 re
as

on
ab

ly
 b

e 
re

ga
rd

ed
 

as
 c

om
pe

ns
at

io
n 

fo
r 

w
or

k 
is

 n
ot

 c
on

si
de

re
d 

a 
so

ci
al

 b
en

ef
it.

 E
xa

m
pl

es
 a

re
: 

･ 
co

st
 o

f l
iv

in
g 

al
lo

w
an

ce
s,

 lo
ca

l a
llo

w
an

ce
s 

an
d 

ex
pa

tr
ia

tio
n 

al
lo

w
an

ce
s;

 

･ 
al

lo
w

an
ce

s 
fo

r 
tr

an
sp

or
t t

o 
an

d 
fr

om
 w

or
k;

 

･ 
pa

ym
en

ts
 m

ad
e 

by
 e

m
pl

oy
er

s 
to

 th
ei

r 
em

pl
oy

ee
s 

un
de

r 
sa

vi
ng

 s
ch

em
es

; 

･ 
fr

ee
 h

ou
si

ng
 o

r 
ho

us
in

g 
al

lo
w

an
ce

s 
to

 a
ct

iv
e 

em
pl

oy
ee

s;
 

･ 
cr

èc
he

s 
fo

r 
th

e 
ch

ild
re

n 
of

 e
m

pl
oy

ee
s;

 

･ 
ho

lid
ay

 p
ay

 fo
r 

of
fic

ia
l a

nd
 a

nn
ua

l h
ol

id
ay

s;
 

･ 
sp

or
ts

, r
ec

re
at

io
n 

an
d 

ho
lid

ay
 fa

ci
lit

ie
s 

fo
r 

em
pl

oy
ee

s 
an

d 
th

ei
r 

fa
m

ili
es

. 

24
A 

被
用

者
の

給
付

に
関

す
る

使
用

者
の

費
用

で
あ

っ
て

労
働

に
対

す
る

報
酬

と
正

当
に

み
な

し
得

る
も

の
は

、
社

会
給

付
と

認
め

な
い

。
そ

の
例

と
し

て
は

次
の

よ
う

な
も

の
が

あ
る

。
 

･ 
生

活
費

手
当

、
地

方
手

当
、

国
外

移
住

手
当

 

･ 
通

勤
手

当
 

･ 
企

業
貯

蓄
制

度
に

基
づ

き
使

用
者

が
被

用
者

に
行

う
支

払
額

 

･ 
積

極
的

被
用

者
に

対
す

る
無

料
社

宅
ま

た
は

住
宅

手
当

 

･ 
被

用
者

の
子

女
用

の
託

児
所

 

･ 
公

休
日

・
年

休
日

出
勤

に
対

す
る

休
日

賃
金

 

･ 
被

用
者

お
よ

び
家

族
の

た
め

の
ス

ポ
ー

ツ
・
レ

ク
リ

エ
ー

シ
ョ

ン
・
休

日
用

施
設

 
25

 H
ow

ev
er

, w
he

re
 th

e 
re

ci
pr

oc
al

 a
rr

an
ge

m
en

t f
ro

m
 th

e 
em

pl
oy

ee
 is

 n
ot

 s
im

ul
ta

ne
ou

s,
 th

e 

ex
pe

nd
itu

re
 is

 c
la

ss
ifi

ed
 a

s 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n.

 F
or

 e
xa

m
pl

e,
 r

et
ire

m
en

t a
nd

 s
ur

vi
vo

rs
' p

en
si

on
s 

pa
id

 b
y 

an
 e

m
pl

oy
er

, f
re

e 
ho

us
in

g 
to

 r
et

ire
d 

em
pl

oy
ee

s 
an

d 
so

 o
n 

ar
e 

so
ci

al
 b

en
ef

its
 (

ev
en

 if
 

th
e 

rig
ht

 to
 th

e 
be

ne
fit

 a
ris

es
 fr

om
 th

e 
pr

ev
io

us
 p

er
io

d 
of

 s
er

vi
ce

 w
ith

 th
e 

em
pl

oy
er

, t
ha

t i
s,

  

w
or

k 
du

rin
g 

ac
tiv

e 
lif

e 
be

in
g 

th
e 

re
ci

pr
oc

al
 a

rr
an

ge
m

en
t)

. F
ol

lo
w

in
g 

th
e 

sa
m

e 
re

as
on

in
g,

 th
e 

co
nt

in
ue

d 
pa

ym
en

t o
f w

ag
es

 a
nd

 s
al

ar
ie

s 
w

hi
le

 a
n 

em
pl

oy
ee

 is
 u

na
bl

e 
to

 w
or

k 
du

rin
g 

si
ck

ne
ss

, m
at

er
ni

ty
, d

is
ab

ili
ty

, r
ed

un
da

nc
y 

an
d 

so
 o

n 
is

 c
la

ss
ifi

ed
 a

s 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n 

pr
ov

id
ed

 

25
  

し
か

し
被

用
者

か
ら

の
互

恵
的

措
置

が
同

時
で

な
い

場
合

は
、

そ
の

費
用

は
社

会
保

護
に

分
類

す
る

。
例

え

ば
、

使
用

者
の

支
払

う
退

職
年

金
や

遺
族

年
金

、
退

職
し

た
被

用
者

に
対

す
る

無
料

社
宅

の
提

供
な

ど
は

（
こ

の
給

付
の

受
給

権
が

使
用

者
と

の
過

去
の

勤
務

期
間

か
ら

生
じ

る
と

き
、

す
な

わ
ち

在
職

期
間

中
の

勤
務

が
互

恵
的

措

置
で

あ
る

と
き

で
あ

っ
て

も
）
社

会
給

付
で

あ
る

。
同

じ
理

由
か

ら
被

用
者

が
疾

病
、

出
産

、
障

害
、

人
員

過
剰

な
ど

で

勤
務

で
き

な
い

期
間

の
賃

金
・
給

与
の

継
続

支
給

は
、

使
用

者
の

供
与

す
る

社
会

保
護

に
分

類
す

る
。
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by
 th

e 
em

pl
oy

er
. 

26
 F

ur
th

er
m

or
e,

 in
 li

ne
 w

ith
 n

at
io

na
l a

cc
ou

nt
s’

 d
ef

in
iti

on
s,

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
do

es
 n

ot
 in

cl
ud

e 

ex
pe

nd
itu

re
 b

y 
em

pl
oy

er
s 

w
hi

ch
 is

 to
 th

ei
r 

ow
n 

be
ne

fit
 a

s 
w

el
l a

s 
to

 th
at

 o
f t

he
ir 

em
pl

oy
ee

s 

be
ca

us
e 

it 
is

 n
ec

es
sa

ry
 fo

r 
th

e 
em

pl
oy

er
s'

 p
ro

du
ct

io
n 

pr
oc

es
s.

 

26
  

さ
ら

に
、

国
民

経
済

計
算

の
定

義
に

沿
っ

て
、

社
会

保
護

に
は

使
用

者
自

身
な

ら
び

に
被

用
者

の
利

益
に

な
る

使
用

者
の

費
用

は
含

ま
な

い
。

こ
れ

は
こ

の
費

用
が

使
用

者
の

生
産

過
程

に
必

要
な

も
の

だ
か

ら
で

あ
る

。
 

26
A

 E
xa

m
pl

es
 a

re
 a

llo
w

an
ce

s 
fo

r 
or

 r
ei

m
bu

rs
em

en
t o

f t
ra

ve
lli

ng
 e

xp
en

se
s 

in
cu

rr
ed

 b
y 

th
e 

em
pl

oy
ee

s 
in

 th
e 

co
ur

se
 o

f t
he

ir 
du

tie
s,

 m
ed

ic
al

 e
xa

m
in

at
io

ns
 r

eq
ui

re
d 

by
 th

e 
na

tu
re

 o
f t

he
 

w
or

k 
an

d 
ac

co
m

m
od

at
io

n 
pr

ov
id

ed
 a

t t
he

 w
or

kp
la

ce
 th

at
 c

an
no

t b
e 

us
ed

 b
y 

th
e 

em
pl

oy
ee

s'
 

ho
us

eh
ol

ds
, s

uc
h 

as
 c

ab
in

s 
an

d 
do

rm
ito

rie
s.

 

26
A

例
え

ば
、

被
用

者
が

業
務

遂
行

の
過

程
で

生
じ

る
旅

費
、

職
務

の
性

質
上

必
要

な
健

康
診

断
、

従
業

員
の

世

帯
が

使
用

で
き

な
い

職
場

で
提

供
さ

れ
る

収
容

施
設

（
山

小
屋

、
寄

宿
舎

な
ど

）
に

対
す

る
手

当
ま

た
は

費
用

の
払

い

戻
し

で
あ

る
。
 

27
 In

 p
ra

ct
ic

e,
 th

er
ef

or
e,

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
pr

ov
id

ed
 d

ire
ct

ly
 b

y 
em

pl
oy

er
s 

to
 th

ei
r e

m
pl

oy
ee

s 
is

 

lim
ite

d 
to

: 

(i)
 th

e 
co

nt
in

ue
d 

pa
ym

en
t o

f n
or

m
al

, o
r 

re
du

ce
d,

 w
ag

es
 a

nd
 s

al
ar

ie
s 

du
rin

g 
pe

rio
ds

 o
f 

ab
se

nc
e 

fr
om

 w
or

k 
as

 a
 r

es
ul

t o
f s

ic
kn

es
s,

 a
cc

id
en

t, 
m

at
er

ni
ty

 e
tc

.; 

(ii
) 

th
e 

pa
ym

en
t o

f s
ta

tu
to

ry
 s

pe
ci

al
 a

llo
w

an
ce

s 
fo

r 
de

pe
nd

en
t c

hi
ld

re
n 

an
d 

ot
he

r 
fa

m
ily

 

m
em

be
rs

; 

(ii
i) 

he
al

th
 c

ar
e 

w
hi

ch
 is

 n
ot

 r
el

at
ed

 to
 th

e 
na

tu
re

 o
f t

he
 w

or
k.

 

27
  

し
た

が
っ

て
実

際
に

は
、

使
用

者
が

被
用

者
に

直
接

提
供

す
る

社
会

保
護

は
次

の
も

の
に

限
ら

れ
る

。
 

(i)
  

 疾
病

、
事

故
、

出
産

等
で

欠
勤

す
る

期
間

中
の

通
常

の
ま

た
は

減
額

し
た

賃
金

・
給

与
の

継
続

支
給

。
 

(ii
) 

 扶
養

す
る

児
童

そ
の

他
の

家
族

に
対

す
る

法
定

特
別

手
当

の
支

給
。

 

(ii
i) 

 職
務

の
性

質
に

関
係

の
な

い
保

健
医

療
。

 

2.
3.

5 
TH

E
 E

X
C

LU
S

IO
N

 O
F 

IN
D

IV
ID

U
A

L 
A

R
R

A
N

G
E

M
E

N
TS

 
2.

3.
5 

個
人

的
取

引
の

除
外

 

28
 S

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

ex
cl

ud
es

 a
ll 

in
su

ra
nc

e 
po

lic
ie

s 
ta

ke
n 

ou
t o

n 
th

e 
pr

iv
at

e 
in

iti
at

iv
e 

of
 

in
di

vi
du

al
s 

or
 h

ou
se

ho
ld

s 
so

le
ly

 in
 th

ei
r 

ow
n 

in
te

re
st

. F
or

 in
st

an
ce

, t
he

 p
ay

m
en

t o
f a

 c
ap

ita
l 

su
m

 o
r 

an
 a

nn
ui

ty
 to

 th
e 

ho
ld

er
 o

f a
 p

riv
at

e 
lif

e 
in

su
ra

nc
e 

po
lic

y 
is

 n
ot

 c
on

si
de

re
d 

to
 b

e 
so

ci
al

 

pr
ot

ec
tio

n.
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社
会

保
護

で
は

、
個

人
ま

た
は

世
帯

の
私

的
イ

ニ
シ

ャ
チ

ブ
で

専
ら

自
己

の
利

益
の

た
め

に
契

約
す

る
全

て
の

保
険

証
券

は
除

外
す

る
。

例
え

ば
、

私
的

生
命

保
険

証
券

の
保

有
者

に
対

す
る

一
時

払
保

険
金

ま
た

は
年

金
の

支

払
い

は
、

社
会

保
護

と
は

み
な

さ
な

い
。
 

29
 T

hi
s 

ru
le

 s
ho

ul
d 

no
t b

e 
in

te
rp

re
te

d 
as

 m
ea

ni
ng

 th
at

 a
ll 

in
di

vi
du

al
 p

ol
ic

ie
s 

ar
e 

ex
cl

ud
ed

 fr
om

 

so
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n.
 W

he
n 

so
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n 
is

 p
ro

vi
de

d 
by

 th
e 

em
pl

oy
er

 in
 th

e 
fo

rm
 o

f i
ns

ur
an

ce
, 

it 
is

 s
om

et
im

es
 a

llo
w

ed
, o

r 
ev

en
 r

eq
ui

re
d,

 th
at

 th
e 

po
lic

ie
s 

be
 ta

ke
n 

ou
t i

n 
th

e 
na

m
es

 o
f t

he
 

in
di

vi
du

al
 p

ar
tic

ip
an

ts
. 

29
  

こ
の

ル
ー

ル
は

、
個

人
的

保
険

証
券

を
全

て
社

会
保

護
か

ら
除

外
す

る
こ

と
を

意
味

す
る

も
の

と
解

釈
す

べ
き

で
は

な
い

。
使

用
者

が
保

険
の

形
で

社
会

保
護

を
提

供
す

る
場

合
は

、
保

険
証

券
を

個
々

の
加

入
者

の
名

義
で

契

約
す

る
こ

と
が

認
め

ら
れ

、
場

合
に

よ
っ

て
は

そ
れ

が
必

要
と

さ
れ

る
こ

と
が

あ
る

。
 

30
 N

or
 d

oe
s 

th
is

 r
ul

e 
im

pl
y 

th
at

 a
ll 

co
lle

ct
iv

e 
co

nt
ra

ct
s 

m
us

t b
e 

cl
as

si
fie

d 
as

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n.
 

In
su

ra
nc

e 
po

lic
ie

s 
th

at
 a

re
 ta

ke
n 

ou
t c

ol
le

ct
iv

el
y 

w
ith

 th
e 

so
le

 p
ur

po
se

 o
f o

bt
ai

ni
ng

 a
 d

is
co

un
t, 

as
 fo

r 
ex

am
pl

e,
 a

 jo
in

t s
ic

kn
es

s 
po

lic
y 

co
ve

rin
g 

a 
gr

ou
p 

of
 p

eo
pl

e 
tr

av
el

lin
g 

to
ge

th
er

, a
re

 n
ot

 

cl
as

si
fie

d 
as

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n.
 

30
  

ま
た

こ
の

ル
ー

ル
は

、
団

体
保

険
契

約
を

全
て

社
会

保
護

に
分

類
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

も
意

味
し

て
い

な

い
。

専
ら

保
険

料
割

引
を

得
る

た
め

に
団

体
で

契
約

す
る

保
険

証
券

、
例

え
ば

一
緒

に
出

張
す

る
グ

ル
ー

プ
を

保
証

す
る

団
体

疾
病

保
険

は
、

社
会

保
護

に
は

分
類

し
な

い
。
 

31
 A

n 
in

su
ra

nc
e 

po
lic

y 
is

 in
cl

ud
ed

 in
 th

e 
sc

op
e 

of
 th

e 
E

S
S

P
R

O
S

 if
 it

 is
 b

as
ed

 o
n 

so
ci

al
 

so
lid

ar
ity

, 
 w

he
th

er
 o

r 
no

t i
t i

s 
ta

ke
n 

ou
t o

n 
th

e 
in

iti
at

iv
e 

of
 th

e 
pe

rs
on

 in
su

re
d.

 A
n 

in
su

ra
nc

e 

po
lic

y 
is

 b
as

ed
 o

n 
th

e 
pr

in
ci

pl
e 

of
 s

oc
ia

l s
ol

id
ar

ity
 if

, a
s 

a 
m

at
te

r 
of

 p
ol

ic
y,

 th
e 

co
nt

rib
ut

io
ns

 

ch
ar

ge
d 

ar
e 

no
t p

ro
po

rt
io

na
l t

o 
th

e 
in

di
vi

du
al

 e
xp

os
ur

e 
to

 r
is

k 
of

 th
e 

pe
op

le
 p

ro
te

ct
ed

 (6
). 

31
  

保
険

証
券

が
社

会
的

連
帯

に
基

づ
い

て
い

る
と

き
は

、
そ

の
契

約
が

被
保

険
者

の
イ

ニ
シ

ャ
チ

ブ
で

あ
る

と
否

と
に

か
か

わ
ら

ず
、

そ
の

保
険

証
券

は
E

S
S

P
R

O
S

の
範

囲
に

含
ま

れ
る

。
「
社

会
的

連
帯

」
の

原
理

に
基

づ
く

保
険

証
券

で
は

、
方

針
と

し
て

、
徴

収
す

る
拠

出
金

が
保

障
対

象
者

の
リ

ス
ク

へ
の

個
別

の
エ

ク
ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
に

比
例

し

な
い

も
の

で
あ

る
（
注

6）
。
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 (6
) 

Th
is

 d
ef

in
iti

on
 p

er
ta

in
s 

ex
cl

us
iv

el
y 

to
 in

su
ra

nc
e 

sc
he

m
es

. T
he

 p
rin

ci
pl

e 
of

 s
oc

ia
l s

ol
id

ar
ity

 is
 a

ls
o 

ap
pl

ie
d 

el
se

w
he

re
 a

nd
 is

, f
or

 in
st

an
ce

, a
 fe

at
ur

e 
of

 a
ll 

no
n-

co
nt

rib
ut

or
y 

sc
he

m
es

. 

 注
6）

こ
の

定
義

は
、

保
険

証
券

の
み

に
関

す
る

も
の

で
あ

る
。

社
会

的
連

帯
の

原
理

は
他

の
場

合
に

も
適

用
さ

れ
、

例
え

ば
無

拠
出

年
金

制
度

の
一

つ
の

特
徴

を
な

し
て

い
る

。
 

 

31
A

 T
yp

es
 o

f i
ns

ur
an

ce
 th

at
 a

re
 o

fte
n 

ba
se

d 
on

 th
e 

pr
in

ci
pl

e 
of

 s
oc

ia
l s

ol
id

ar
ity

 a
re

: 

･ 
sc

he
m

es
 w

hi
ch

 a
re

 e
st

ab
lis

he
d 

sp
ec

ifi
ca

lly
 fo

r 
pe

rs
on

s 
be

lo
ng

in
g 

to
 th

e 
sa

m
e 

pr
of

es
si

on
 o

r 
tr

ad
e;

 

･ 
in

su
ra

nc
e 

of
fe

re
d 

by
 m

ut
ua

l b
en

ef
it 

so
ci

et
ie

s;
 

･ 
go

ve
rn

m
en

t-
ba

se
d 

vo
lu

nt
ar

y 
sc

he
m

es
 o

pe
n 

to
 c

er
ta

in
 c

at
eg

or
ie

s 
of

 h
ou

se
ho

ld
s,

 s
uc

h 

as
 s

m
al

l b
us

in
es

sm
en

 o
r 

ot
he

r 
lo

w
 in

co
m

e 
gr

ou
ps

. T
hi

s 
is

 s
om

et
im

es
 r

ef
er

re
d 

to
 a

s 

op
tin

g 
in

. 

31
A 

保
険

の
タ

イ
プ

で
社

会
的

連
帯

原
理

に
基

づ
く

も
の

と
し

て
以

下
が

あ
る

。
 

･ 
特

定
の

職
域

に
属

す
る

者
に

対
し

て
特

別
に

設
立

さ
れ

た
制

度
 

･ 
共

済
に

よ
り

提
供

さ
れ

る
保

険
 

･ 
政

府
運

営
の

任
意

制
度

で
小

規
模

ビ
ジ

ネ
ス

や
低

所
得

の
世

帯
を

対
象

と
す

る
も

の
。

こ
の

種
の

制
度

は

オ
プ

テ
ィ

ン
グ

イ
ン

と
よ

ば
れ

る
。
 

32
 It

 is
 n

ot
ed

 th
at

 s
oc

ia
l s

ol
id

ar
ity

 is
 a

 s
uf

fic
ie

nt
, b

ut
 n

ot
 n

ec
es

sa
ry

, c
on

di
tio

n 
fo

r a
n 

in
su

ra
nc

e 

sc
he

m
e 

to
 b

e 
cl

as
si

fie
d 

as
 a

 s
ch

em
e 

of
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n.

 S
pe

ci
fic

al
ly

, 

(i)
 w

he
re

 b
y 

la
w

 o
r b

y 
re

gu
la

tio
n 

ce
rt

ai
n 

gr
ou

ps
 o

f t
he

 p
op

ul
at

io
n 

ar
e 

ob
lig

ed
 to

 p
ar

tic
ip

at
e 

in
 a

 d
es

ig
na

te
d 

in
su

ra
nc

e 
sc

he
m

e,
 o

r;
 

(ii
) 

w
he

re
 e

m
pl

oy
ee

s 
an

d 
th

ei
r 

de
pe

nd
an

ts
 a

re
 in

su
re

d 
as

 a
 c

on
se

qu
en

ce
 o

f c
ol

le
ct

iv
e 

w
ag

e 
ag

re
em

en
ts

, t
he

 in
su

ra
nc

e 
is

 in
cl

ud
ed

 in
 th

e 
sc

op
e 

of
 th

e 
E

S
S

P
R

O
S

 e
ve

n 
if 

it 
is

 

no
t b

as
ed

 o
n 

th
e 

pr
in

ci
pl

e 
of

 s
oc

ia
l s

ol
id

ar
ity

. 

32
  

社
会

的
連

帯
は

保
険

プ
ラ

ン
を

社
会

保
護

の
一

つ
に

分
類

す
る

十
分

条
件

で
あ

る
が

必
要

条
件

で
は

な
い

こ

と
に

注
意

す
る

こ
と

。
と

く
に

、
 

(i)
 

 法
ま

た
は

規
則

に
よ

っ
て

人
口

の
一

定
グ

ル
ー

プ
が

指
定

保
険

プ
ラ

ン
へ

の
加

入
を

義
務

づ
け

ら
れ

る

場
合

、
ま

た
は

 

(ii
) 

被
用

者
と

の
そ

の
扶

養
家

族
が

団
体

賃
金

契
約

の
結

果
と

し
て

保
証

さ
れ

る
場

合
に

は
、

そ
の

保
険

は

社
会

的
連

帯
の

原
理

に
基

づ
い

て
い

な
く

て
も

E
S

S
P

R
O

S
の

範
囲

に
含

ま
れ

る
。
 

32
A

 D
iff

ic
ul

t b
or

de
rli

ne
 c

as
es

 a
ris

e 
fr

om
 th

e 
so

-c
al

le
d 

co
nt

ra
ct

in
g 

ou
t, 

w
he

re
 th

e 
la

w
 a

llo
w

s 

pe
op

le
 to

 le
av

e 
th

e 
ge

ne
ra

l s
ch

em
e 

m
an

ag
ed

 b
y 

th
e 

so
ci

al
 s

ec
ur

ity
 fu

nd
 a

nd
 a

cq
ui

re
 

pr
ot

ec
tio

n 
th

ro
ug

h 
ot

he
r 

ch
an

ne
ls

. T
he

 s
im

pl
e 

fa
ct

 th
at

 c
ov

er
ag

e 
is

 c
om

pu
ls

or
y 

by
 la

w
 

(a
lth

ou
gh

 n
o 

pa
rt

ic
ul

ar
 s

ch
em

e 
is

 s
pe

ci
fie

d)
 o

r t
ha

t a
n 

in
su

ra
nc

e 
po

lic
y 

re
pl

ac
es

 a
 g

ov
er

nm
en

t 

sc
he

m
e,

 is
 n

ot
 s

uf
fic

ie
nt

 r
ea

so
n 

to
 c

la
ss

ify
 it

 a
s 

so
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n.
 In

 th
es

e 
in

st
an

ce
s,

 th
e 

cr
ite

rio
n 

of
 s

oc
ia

l s
ol

id
ar

ity
 c

an
 b

e 
a 

us
ef

ul
 g

ui
de

. 

If 
th

e 
al

te
rn

at
iv

e 
ch

os
en

 is
 a

 c
om

pa
ny

 s
ch

em
e,

 a
 p

ro
fe

ss
io

na
l s

ch
em

e,
 a

 s
ch

em
e 

es
ta

bl
is

he
d 

by
 a

 tr
ad

e 
un

io
n 

or
 a

no
th

er
 k

in
d 

of
 m

ut
ua

l b
en

ef
it 

sc
he

m
e,

 c
ov

er
 is

 p
re

su
m

ed
 to

 b
e 

ba
se

d 
on

 

th
e 

pr
in

ci
pl

e 
of

 s
oc

ia
l s

ol
id

ar
ity

. T
he

se
 c

as
es

, t
he

re
fo

re
, f

al
l w

ith
in

 th
e 

sc
op

e 
of

 th
e 

E
S

S
P

R
O

S
.

W
he

n 
a 

pe
rs

on
 c

on
tr

ac
tin

g 
ou

t o
f a

 s
oc

ia
l s

ec
ur

ity
 fu

nd
 o

r 
a 

co
m

pa
ny

 s
ch

em
e 

ta
ke

s 
ou

t a
n 

in
di

vi
du

al
 p

ol
ic

y 
w

ith
 a

 c
om

m
er

ci
al

 in
su

ra
nc

e 
co

m
pa

ny
 th

e 
ca

se
 s

ho
ul

d 
be

 e
xa

m
in

ed
 

in
di

vi
du

al
ly

, a
s 

th
e 

pr
in

ci
pl

e 
of

 s
oc

ia
l s

ol
id

ar
ity

 m
ay

 s
til

l a
pp

ly
. T

he
 A

pp
ro

pr
ia

te
 P

er
so

na
l 

P
en

si
on

 S
ch

em
es

 in
 th

e 
U

ni
te

d 
K

in
gd

om
 a

re
 a

n 
ex

am
pl

e.
 

32
A 

い
わ

ゆ
る

「
脱

退
」
（
法

に
基

づ
き

社
会

保
障

基
金

管
掌

の
一

般
的

制
度

を
脱

退
し

て
他

の
形

態
の

保
護

を
得

る
こ

と
が

認
め

ら
れ

る
場

合
）
に

つ
い

て
は

、
分

類
の

困
難

な
ボ

ー
ダ

ー
ラ

イ
ン

の
ケ

ー
ス

が
生

じ
る

。
保

証
が

法
に

よ

り
義

務
づ

け
ら

れ
て

い
る

（
特

定
の

制
度

の
指

定
は

な
い

が
）
、

ま
た

は
保

険
証

券
が

政
府

管
掌

制
度

の
代

わ
り

に
な

っ
て

い
る

事
実

だ
け

で
は

、
こ

れ
を

社
会

保
護

に
分

類
す

る
十

分
な

理
由

と
は

な
ら

な
い

。
こ

れ
ら

の
場

合
に

は
社

会

的
連

帯
の

原
理

が
有

用
な

指
針

と
な

り
得

る
。

 

代
わ

り
に

選
択

し
た

保
険

が
企

業
プ

ラ
ン

、
専

門
職

プ
ラ

ン
、

労
働

組
合

が
設

立
す

る
プ

ラ
ン

ま
た

は
他

の
共

済
プ

ラ

ン
で

あ
る

と
き

は
、

保
証

は
社

会
的

連
帯

の
原

理
に

基
づ

い
て

い
る

と
推

定
さ

れ
る

。
し

た
が

っ
て

こ
れ

ら
の

ケ
ー

ス

は
、

E
S

S
P

R
O

S
の

範
囲

内
に

該
当

す
る

。
 

社
会

保
障

基
金

ま
た

は
企

業
プ

ラ
ン

を
脱

退
し

て
商

業
保

険
会

社
と

個
人

保
険

プ
ラ

ン
を

契
約

し
た

場
合

は
、

社
会

的
連

帯
の

原
理

が
な

お
適

用
で

き
る

か
も

知
れ

な
い

の
で

、
ケ

ー
ス

バ
イ

ケ
ー

ス
で

検
討

す
べ

き
で

あ
る

。
こ

の
例

の

一
つ

は
、

英
国

の
適

格
個

人
年

金
で

あ
る

。
 

O
V

E
R

V
IE

W
 O

F 
TH

E
 C

O
R

E
 S

Y
S

TE
M

 
コ

ア
シ

ス
テ

ム
概

観
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3 
  

A
cc

ou
nt

in
g 

st
ru

ct
ur

e 
an

d 
cl

as
si

fic
at

io
ns

 in
 th

e 
co

re
 s

ys
te

m
 

3.
 コ

ア
・
シ

ス
テ

ム
の

会
計

構
造

お
よ

び
分

類
項

目
 

3.
1 

   
In

tr
od

uc
tio

n 
3.

1 
は

じ
め

に
 

33
  T

hi
s 

ch
ap

te
r 

pr
ov

id
es

 a
n 

ov
er

vi
ew

 o
f t

he
 C

or
e 

sy
st

em
 o

f t
he

 E
S

S
P

R
O

S
. I

t i
nt

ro
du

ce
s 

a 

nu
m

be
r 

of
 c

on
ce

pt
s 

an
d 

cl
as

si
fic

at
io

ns
 w

hi
ch

 w
ill

 b
e 

di
sc

us
se

d 
fu

rt
he

r 
in

 th
e 

fo
llo

w
in

g 

ch
ap

te
rs

, a
nd

 in
 P

ar
t 2

 o
f t

he
 M

an
ua

l. 

33
  

本
章

で
は

、
E

S
S

P
R

O
S

の
コ

ア
・
シ

ス
テ

ム
の

概
観

に
つ

い
て

説
明

す
る

。
こ

こ
で

は
、

以
下

の
各

章
お

よ
び

本
マ

ニ
ュ

ア
ル

第
2

部
で

さ
ら

に
検

討
す

る
い

く
つ

か
の

コ
ン

セ
プ

ト
と

分
類

項
目

と
を

述
べ

る
。
 

3.
2 

   
D

el
im

ita
tio

ns
 o

f t
he

 C
or

e 
S

ys
te

m
 

3.
2 

コ
ア

・
シ

ス
テ

ム
の

範
囲

 

34
  T

he
re

 a
re

 th
re

e 
es

se
nt

ia
l d

iff
er

en
ce

s 
be

tw
ee

n 
th

e 
C

or
e 

sy
st

em
 a

nd
 th

e 
fu

ll 
E

S
S

P
R

O
S

. 

Fi
rs

tly
, a

s 
st

at
ed

 in
 p

ar
ag

ra
ph

 1
8,

 th
e 

C
or

e 
sy

st
em

 d
ea

ls
 o

nl
y 

w
ith

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
gi

ve
n 

in
 

th
e 

fo
rm

 o
f c

as
h 

pa
ym

en
ts

, r
ei

m
bu

rs
em

en
ts

 a
nd

 d
ire

ct
ly

 p
ro

vi
de

d 
go

od
s 

an
d 

se
rv

ic
es

 to
 

ho
us

eh
ol

ds
 a

nd
 in

di
vi

du
al

s.
 S

ec
on

dl
y,

 th
e 

st
at

is
tic

al
 d

es
cr

ip
tio

n 
is

 c
on

fin
ed

 to
 r

ec
ei

pt
s 

an
d 

ex
pe

nd
itu

re
s 

of
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

. F
in

al
ly

, t
he

 C
or

e 
ta

ke
s 

on
ly

 d
is

tr
ib

ut
iv

e 

34
  

コ
ア

・
シ

ス
テ

ム
と

E
S

S
P

R
O

S
ト

ー
タ

ル
・
シ

ス
テ

ム
に

は
三

つ
の

基
本

的
な

違
い

が
あ

る
。

第
一

に
、

第
18

節
で

述
べ

た
よ

う
に

、
コ

ア
・
シ

ス
テ

ム
は

現
金

支
給

、
払

い
戻

し
お

よ
び

直
接

支
給

の
財

・
サ

ー
ビ

ス
の

形
で

家
計

や

個
人

に
与

え
ら

れ
る

社
会

保
護

の
み

を
扱

う
。

第
二

に
、

統
計

的
説

明
は

社
会

保
護

制
度

の
収

入
・
支

出
に

限
定

さ

れ
る

。
最

後
に

コ
ア

・
シ

ス
テ

ム
で

は
再

分
配

取
引

の
み

を
考

慮
に

入
れ

る
。

 

G
ro

up
ed

 b
y 

ch
ar

ac
te

ris
tic

s:
• 

go
ve

rn
m

en
t-c

on
tro

lle
d 

ve
rs

us
 n

ot
 g

ov
er

nm
en

tc
on

tro
lle

d
• 

co
m

pu
ls

or
y 

ve
rs

us
 n

on
-c

om
pu

ls
or

y
• 

co
nt

rib
ut

or
y 

ve
rs

us
 g

en
er

al
 v

er
su

s 
sp

ec
ia

l
• 

ba
si

c 
ve

rs
us

 s
up

pl
em

en
ta

ry

B
y 

ec
on

om
ic

 ty
pe

:
B

y 
ec

on
om

ic
 ty

pe
:

• 
so

ci
al

 c
on

tri
bu

tio
ns

• 
so

ci
al

 b
en

ef
its

• 
ge

ne
ra

l g
ov

er
nm

en
t c

on
tri

bu
tio

ns
• 

ad
m

in
is

tra
tio

n 
co

st
s

• 
tra

ns
fe

rs
 fr

om
 o

th
er

 s
ch

em
es

• 
tra

ns
fe

rs
 to

 o
th

er
 s

ch
em

es
• 

ot
he

r r
ec

ei
pt

s
• 

ot
he

r e
xp

en
di

tu
re

B
y 

se
ct

or
 o

f o
rig

in
:

B
y 

fu
nc

tio
n:

B
y 

ty
pe

:
• 

C
or

po
ra

tio
ns

• 
S

ic
kn

es
s/

H
ea

lth
 c

ar
e

• 
C

as
h 

be
ne

fit
s:

• 
G

en
er

al
 g

ov
er

nm
en

t
• 

D
is

ab
ili

ty
•P

er
io

di
c

• 
H

ou
se

ho
ld

s
• 

O
ld

 a
ge

•L
um

p 
su

m
• 

N
on

-p
ro

fit
 in

st
itu

tio
ns

• 
S

ur
viv

or
s

• 
B

en
ef

its
 in

 k
in

d
• 

R
es

t o
f t

he
 w

or
ld

• 
Fa

m
ily

 / 
C

hi
ld

re
n

• 
U

ne
m

pl
oy

m
en

t
B

y 
ch

ar
ac

te
ris

tic
:

• 
H

ou
si

ng
• 

M
ea

ns
-te

st
ed

• 
S

oc
ia

l e
xc

lu
si

on
• 

N
on

 m
ea

ns
te

st
ed

n.
e.

c.

S
C

H
E

M
E

S

R
E

C
E

IP
TS

E
XP

E
N

D
IT

U
R

E

特
徴

に
よ

る
分

類
• 

公
営

　
対

　
民

営

• 
義

務
的

　
対

　
非

義
務

的

• 
拠

出
　

対
　

一
般

　
対

　
特

別

• 
基

礎
的

　
対

　
補

完
的

経
済

タ
イ

プ
別

経
済

タ
イ

プ
別

• 
社

会
保

険
拠

出
• 

社
会

給
付

• 
一

般
政

府
拠

出
• 

管
理

費

• 
他

制
度

か
ら

の
移

転
• 

他
制

度
へ

の
移

転

• 
他

の
収

入
• 

他
の

支
出

収
入

発
生

源
別

機
能

別
:

種
類

別
:

• 
企

業
• 

疾
病

/ 保
健

医
療

• 
現

金
給

付
:

• 
一

般
政

府
• 

障
害

• 定
期

的

• 
家

計
• 

高
齢

• 一
時

金

• 
非

営
利

団
体

• 
遺

族
• 

現
物

給
付

• 
海

外
部

門
• 

家
族

 / 
児

童

• 
失

業
特

性
別

:
• 

住
宅

• 
ミ

ー
ン

ズ
テ

ス
ト

あ
り

• 
社

会
的

排
除

そ
の

他
• 

ミ
ー

ン
ズ

テ
ス

ト
な

し

収
入

支
出

制
度
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tr
an

sa
ct

io
ns

 in
to

 a
cc

ou
nt

. 

35
  T

he
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
e 

is
 a

 u
ni

t s
pe

ci
al

ly
 d

ef
in

ed
 fo

r 
th

e 
E

S
S

P
R

O
S

, a
nd

 m
us

t b
e 

cl
ea

rly
 d

is
tin

gu
is

he
d 

fr
om

 le
ga

l e
nt

iti
es

 o
r 

ot
he

r 
ty

pe
s 

of
 s

ta
tis

tic
al

 u
ni

ts
 in

 c
om

m
on

 u
se

. 

C
ha

pt
er

 4
 w

ill
 d

ef
in

e 
a 

sc
he

m
e 

as
 a

 d
is

tin
ct

 b
od

y 
of

 r
ul

es
, s

up
po

rt
ed

 b
y 

on
e 

or
 m

or
e 

in
st

itu
tio

na
l u

ni
ts

, g
ov

er
ni

ng
 th

e 
pr

ov
is

io
n 

of
 s

oc
ia

l b
en

ef
its

 a
nd

 th
ei

r 
fin

an
ci

ng
. T

he
 s

ch
em

e 

sh
ou

ld
 b

e 
as

 s
pe

ci
fic

 a
s 

po
ss

ib
le

 a
s 

to
 th

e 
ris

k 
or

 n
ee

d 
fo

r w
hi

ch
 p

ro
te

ct
io

n 
is

 p
ro

vi
de

d 
an

d 
th

e 

ca
te

go
rie

s 
of

  
pe

op
le

 p
ro

te
ct

ed
, w

ith
ou

t b
ei

ng
 s

o 
sm

al
l t

ha
t i

t b
ec

om
es

 im
po

ss
ib

le
 to

 d
ra

w
 u

p 

an
 a

cc
ou

nt
 o

f r
ec

ei
pt

s 
an

d 
ex

pe
nd

itu
re

s.
 

Th
e 

sc
he

m
es

 a
re

 c
ha

ra
ct

er
is

ed
 a

cc
or

di
ng

 to
 th

e 
fo

llo
w

in
g 

fiv
e 

cr
ite

ria
: 

(i)
 W

hi
ch

 u
ni

t t
ak

es
 th

e 
m

ai
n 

de
ci

si
on

s?
 

(ii
) 

Is
 m

em
be

rs
hi

p 
of

 th
e 

sc
he

m
e 

en
fo

rc
ed

 b
y 

go
ve

rn
m

en
t?

 

(ii
i) 

A
re

 e
nt

itl
em

en
ts

 to
 b

en
ef

its
 c

on
di

tio
na

l o
n 

th
e 

pa
ym

en
t o

f c
on

tr
ib

ut
io

ns
? 

(iv
) 

Is
 th

e 
sc

he
m

e 
pr

ot
ec

tin
g 

th
e 

fu
ll 

po
pu

la
tio

n 
or

 o
nl

y 
pa

rt
ic

ul
ar

 s
ec

tio
ns

 o
f i

t?
 

(v
) 

W
ha

t i
s 

th
e 

le
ve

l o
f p

ro
te

ct
io

n 
pr

ov
id

ed
 b

y 
th

e 
sc

he
m

e?
 

A
ll 

re
le

va
nt

 d
ef

in
iti

on
s 

ar
e 

co
nt

ai
ne

d 
in

 c
ha

pt
er

 4
. 

35
  

社
会

保
護

制
度

と
は

E
S

S
P

R
O

S
の

た
め

に
と

く
に

定
義

す
る

統
計

単
位

で
、

通
例

使
わ

れ
る

法
的

組
織

体

そ
の

他
の

種
類

の
統

計
単

位
と

は
明

確
に

区
別

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
4

章
で

は
社

会
保

護
制

度
を

「
明

確
な

規
則

の
機

関
（
bo

dy
 o

f r
ul

es
）
で

一
つ

ま
た

は
そ

れ
以

上
の

制
度

的
単

位
に

サ
ポ

ー
ト

さ
れ

、
社

会
給

付
供

与
お

よ

び
そ

の
資

金
調

達
を

司
る

も
の

」
と

定
義

し
て

い
る

。
社

会
保

護
制

度
は

そ
れ

に
関

し
て

保
護

を
提

供
し

か
つ

あ
る

カ

テ
ゴ

リ
ー

の
人

を
保

護
す

る
リ

ス
ク

ま
た

は
ニ

ー
ズ

に
つ

い
て

で
き

る
だ

け
具

体
的

で
あ

る
べ

き
だ

が
、

あ
ま

り
小

規
模

す
ぎ

て
収

入
・
支

出
の

会
計

が
不

可
能

と
な

る
こ

と
の

な
い

規
模

と
す

べ
き

で
あ

る
。

 

社
会

保
護

制
度

は
、

次
の

五
つ

の
基

準
に

従
っ

て
特

徴
づ

け
て

あ
る

。
 

(i)
 

 ど
の

統
計

単
位

が
主

要
な

決
定

を
行

う
か

。
 

(ii
) 

社
会

保
護

制
度

の
実

施
主

体
は

政
府

か
。

 

(ii
i) 

給
付

受
給

権
は

拠
出

金
支

払
い

を
条

件
と

し
て

い
る

か
。

 

(iv
) 

社
会

保
護

制
度

の
保

護
対

象
は

全
国

民
か

そ
れ

と
も

そ
の

特
定

部
分

か
。

 

(v
) 

 社
会

保
護

制
度

の
提

供
す

る
保

護
レ

ベ
ル

は
ど

う
か

。
 

関
連

す
る

定
義

は
全

て
第

4
章

に
記

載
さ

れ
て

い
る

。
 

35
A 

A
pp

en
di

x 
V

 p
re

se
nt

s 
th

e 
lis

t o
f s

ch
em

es
 id

en
tif

ie
d 

by
 th

e 
M

em
be

r 
S

ta
te

s 
in

 2
00

6(
7)

. 

 (7
) A

 y
ea

rly
 u

pd
at

e 
of

 th
e 

lis
ts

 o
f s

ch
em

es
 w

ill
 b

e 
av

ai
la

bl
e 

in
 th

e 
qu

al
ita

tiv
e 

in
fo

rm
at

io
n 

da
ta

ba
se

. 

35
A 

付
属

資
料

5
に

、
本

マ
ニ

ュ
ア

ル
作

成
時

点
で

加
盟

国
が

挙
げ

た
社

会
保

護
制

度
の

リ
ス

ト
を

載
せ

て
あ

る

（
注

7）
。

 

 注
7）

制
度

の
リ

ス
ト

は
毎

年
更

新
さ

れ
、

質
的

情
報

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

よ
り

利
用

で
き

る
。
 

36
 T

he
 C

or
e 

sy
st

em
 r

ec
or

ds
 r

ec
ei

pt
s 

an
d 

ex
pe

nd
itu

re
s 

of
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

, b
ut

 o
nl

y 

in
 th

e 
fo

rm
 o

f: 

(i)
 d

is
tr

ib
ut

iv
e 

tr
an

sa
ct

io
ns

, w
he

th
er

 c
ur

re
nt

 o
r 

ca
pi

ta
l; 

(ii
) 

ad
m

in
is

tr
at

io
n 

co
st

s 
ch

ar
ge

d 
to

 th
e 

sc
he

m
e.

 

A
ny

 r
ec

ei
pt

s 
or

 e
xp

en
di

tu
re

s 
re

la
tin

g 
to

 p
ro

du
ct

io
n 

ac
tiv

iti
es

 (
fo

r 
in

st
an

ce
, t

he
 p

ro
du

ct
io

n 
of

 

ad
m

in
is

tr
at

io
n 

se
rv

ic
es

 o
r 

of
 g

oo
ds

 a
nd

 s
er

vi
ce

s 
fo

r 
di

re
ct

 p
ro

vi
si

on
 to

 b
en

ef
ic

ia
rie

s)
  

ar
e 

ex
cl

ud
ed

. L
ik

ew
is

e,
 n

o 
fin

an
ci

al
 tr

an
sa

ct
io

ns
 b

y 
th

e 
sc

he
m

e 
(s

uc
h 

as
 th

e 
is

su
e 

of
 a

 lo
an

 o
r 

bo
nd

s)
 a

re
 r

ec
or

de
d.

 

36
  

コ
ア

・
シ

ス
テ

ム
は

、
社

会
保

護
制

度
の

収
入

・
支

出
を

次
の

形
で

の
み

記
録

す
る

。
 

(i)
 

流
通

取
引

（
経

常
取

引
ま

た
は

資
本

取
引

）
 

(ii
) 

社
会

保
護

制
度

に
生

じ
る

管
理

費
 

生
産

活
動

（
例

え
ば

管
理

サ
ー

ビ
ス

ま
た

は
受

給
者

へ
の

直
接

供
与

の
た

め
の

財
・
サ

ー
ビ

ス
の

生
産

）
に

関
す

る

収
入

ま
た

は
支

出
は

、
除

外
さ

れ
る

。
同

様
に

、
社

会
保

護
制

度
の

財
務

的
取

引
（
借

款
ま

た
は

債
券

の
発

行
な

ど
）

の
計

上
は

行
わ

な
い

。
 

3.
3 

Th
e 

ac
co

un
tin

g 
st

ru
ct

ur
e 

3.
3 

会
計

構
造

 

37
 T

he
re

 a
re

 v
ar

io
us

 w
ay

s 
of

 p
re

se
nt

in
g 

th
e 

m
ai

n 
ca

te
go

rie
s 

of
 r

ec
ei

pt
s 

an
d 

ex
pe

nd
itu

re
s 

of
 

so
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

es
. T

he
 m

os
t s

tr
ai

gh
tfo

rw
ar

d 
m

et
ho

d 
is

 b
y 

lis
tin

g 
th

em
 o

ne
 u

nd
er

 th
e 

ot
he

r, 
be

gi
nn

in
g 

w
ith

 r
ec

ei
pt

s,
 a

s 
in

 T
ab

le
 A

 b
el

ow
. 

37
  

社
会

保
護

制
度

の
収

入
・
支

出
の

主
な

カ
テ

ゴ
リ

ー
と

そ
の

調
整

項
目

を
提

示
す

る
方

法
は

い
ろ

い
ろ

あ
る

。

最
も

平
明

な
方

法
は

、
下

記
表

A
の

よ
う

に
収

入
か

ら
始

め
て

項
目

を
上

下
に

リ
ス

ト
す

る
方

法
で

あ
る

。
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38
 T

he
 d

es
cr

ip
tio

n 
of

 r
ec

ei
pt

s 
an

d 
ex

pe
nd

itu
re

s 
of

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

es
 is

 th
e 

su
bj

ec
t o

f 

ch
ap

te
rs

 5
 a

nd
 6

 r
es

pe
ct

iv
el

y.
 

38
  

社
会

保
護

制
度

の
収

入
・
支

出
の

解
説

は
、
そ
れ

ぞ
れ

第
5章

、
第

6章
の

テ
ー
マ
で
あ
る
。

 

39
 S

oc
ia

l b
en

ef
its

 a
re

 a
 m

ai
n 

fo
cu

s 
of

 th
e 

E
S

S
P

R
O

S
. T

he
y 

ar
e 

br
ok

en
 d

ow
n 

by
 fu

nc
tio

n 
 (

se
e 

pa
ra

gr
ap

hs
 2

0 
to

 2
2)

 a
nd

 b
y 

ty
pe

 (t
he

 fo
rm

 in
 w

hi
ch

 th
e 

pr
ot

ec
tio

n 
is

 g
iv

en
).

 T
he

 c
la

ss
ifi

ca
tio

n 

of
 s

oc
ia

l b
en

ef
its

 b
y 

ty
pe

 c
on

ta
in

s 
tw

o 
le

ve
ls

: a
n 

ag
gr

eg
at

e 
le

ve
l w

hi
ch

 a
llo

w
s 

cr
os

s-
fu

nc
tio

na
l 

an
al

ys
is

 (
e.

g.
, b

en
ef

its
 in

 c
as

h 
an

d 
in

 k
in

d,
 s

ee
 s

ec
tio

n 
7.

2)
 a

nd
 a

 d
et

ai
le

d 
le

ve
l w

hi
ch

 d
ef

in
es

 

ca
te

go
rie

s 
us

ua
lly

 o
nl

y 
re

le
va

nt
 to

 o
ne

 fu
nc

tio
n 

(i.
e.

, o
ld

 a
ge

 p
en

si
on

s,
 u

ne
m

pl
oy

m
en

t 

be
ne

fit
s)

. P
ar

t 2
 o

f t
he

 M
an

ua
l c

on
ta

in
s 

a 
de

ta
ile

d 
de

sc
rip

tio
n 

of
 th

e 
va

rio
us

 b
en

ef
it 

ca
te

go
rie

s.
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社
会

給
付

は
、

E
S

S
P

R
O

S
の

主
要

な
重

点
部

門
で
あ
る
。
こ
れ

を
社

会
保

護
機

能
別

（
第

20
節

－
第

22
節

参
照

）
お
よ
び

種
類

別
（
社

会
保

護
の

供
与

形
態

）
に
分

け
る
。
種

類
別

の
社

会
給

付
の

分
類

は
、
二

つ
の

レ
ベ
ル

を

含
む

：
ク
ロ
ス
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ナ
ル

分
析

（
現

金
給

付
と
現

物
給

付
な
ど
。

7.
2参

照
）
が

で
き
る
総

計
レ
ベ
ル

と
通

常
一

つ
の

社
会

保
護

機
能

（
老

齢
年

金
、
失

業
給

付
）
の

み
に
関

連
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
定

義
す
る
機

能
別

レ
ベ
ル

で
あ

る
。
本

マ
ニ
ュ
ア
ル

第
2部

に
は

各
種

の
給

付
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

詳
細

な
説

明
が

あ
る
。

 

40
 T

he
 E

S
S

P
R

O
S

 c
on

ta
in

s 
ex

te
ns

iv
e 

cl
as

si
fic

at
io

ns
 o

f b
ot

h 
sc

he
m

es
 a

nd
 tr

an
sa

ct
io

ns
 o

f 

sc
he

m
es

, c
ov

er
in

g 
th

e 
m

an
y 

w
ay

s 
in

 w
hi

ch
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

is
 o

rg
an

is
ed

 w
ith

in
 th

e 
E

ur
op

ea
n 

U
ni

on
. 

40
  

E
S

S
P

R
O

S
に
は

、
社

会
保

護
制

度
お
よ
び
そ
の

取
引

の
広

範
な
分

類
項

目
が

含
ま
れ

て
お
り
、

E
U

内
で
社

会
保

護
が

組
織

さ
れ

る
多

く
の

方
法

を
カ
バ

ー
し
て
い
る
。
 

40
A 

It 
is

 n
ot

ed
 th

at
 c

er
ta

in
 c

at
eg

or
ie

s 
m

ay
 n

ot
 b

e 
re

le
va

nt
 to

 s
om

e 
M

em
be

r 
S

ta
te

s.
 F

or
 

ex
am

pl
e,

 w
hi

le
 s

om
e 

go
ve

rn
m

en
t-

co
nt

ro
lle

d 
sc

he
m

es
 a

re
 c

on
tr

ol
le

d 
by

 b
ot

h 
ce

nt
ra

l a
nd

 lo
ca

l 

go
ve

rn
m

en
t u

ni
ts

 in
 S

pa
in

 o
r 

Ita
ly

, t
he

y 
ar

e 
al

l d
om

in
at

ed
 b

y 
ce

nt
ra

l g
ov

er
nm

en
t i

n 
D

en
m

ar
k.

 

S
im

ila
rly

, t
ax

es
 e

ar
m

ar
ke

d 
fo

r 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n 

ar
e 

fo
un

d 
in

 B
el

gi
um

, G
re

ec
e,

  
Fr

an
ce

, 

Lu
xe

m
bo

ur
g,

 P
or

tu
ga

l a
nd

 U
ni

te
d 

K
in

gd
om

 b
ut

, f
or

 ti
m

e 
be

in
g,

 a
re

 n
on

-e
xi

st
en

t i
n 

m
an

y 
ot

he
r 

co
un

tr
ie

s 

40
A
一

部
の

加
盟

国
に
関

連
性

の
な
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
が

あ
る
可

能
性

が
あ
る
こ
と
に
注

意
す
べ

き
で
あ
る
。
例

え
ば

、

ス
ペ
イ
ン
ま
た
は

イ
タ
リ
ア
で
は

一
部

の
公

営
制

度
は

中
央

政
府

、
地

方
政

府
両

方
の

管
掌

で
あ
る
の

に
対

し
て
、
デ

ン
マ
ー
ク
で
は

全
て
中

央
政

府
の

管
轄

で
あ
る
。
同

様
に
、
ベ
ル

ギ
ー
、
ギ

リ
シ
ャ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ル

ク
セ
ン
ブ
ル

グ
、
ポ

ル
ト
ガ
ル

、
イ
ギ
リ
ス
で
は

社
会

保
護

向
け
の

目
的

税
が

あ
る
の

に
対

し
て
、
他

の
国

に
は

こ
れ

が
存

在
し
な
い
。

 

Ta
bl

e 
A

: T
ra

ns
ac

tio
n 

ca
te

go
rie

s 
of

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

es
 in

 th
e 

Co
re

 s
ys

te
m

Re
ce

ip
ts 1

So
ci

al
 c

on
tri

bu
tio

ns
2

G
en

er
al

 g
ov

er
nm

en
t c

on
tri

bu
tio

ns
3

Tr
an

sf
er

s 
fr

om
 o

th
er

 s
ch

em
es

4
O

th
er

 re
ce

ip
ts

Ex
pe

nd
itu

re
1

So
ci

al
 b

en
ef

its
2

A
dm

in
is

tra
tio

n 
co

st
s

3
Tr

an
sf

er
s 

to
 o

th
er

 s
ch

em
es

4
O

th
er

 e
xp

en
di

tu
re

表
A
：
コ
ア
・
シ
ス
テ
ム
の

社
会

保
護

制
度

の
取

引
カ
テ
ゴ
リ
ー

収
入

1
社

会
保

険
拠

出

2
一

般
政

府
拠

出

3
他

の
社

会
保

護
制

度
か

ら
の

移
転

4
そ
の

他
の

収
入

支
出

1
社

会
給

付

2
管

理
費

3
他

の
社

会
保

護
制

度
へ

の
移

転

4
そ
の

他
の

支
出
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4 
 D

ef
in

iti
on

 a
nd

 g
ro

up
in

g 
of

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

es
 

4
. 

社
会

保
護

制
度

の
定

義
お

よ
び

分
類

 

4.
1 

Th
e 

st
at

is
tic

al
 u

ni
t 

4
.1

 
統

計
単

位
 

41
 T

he
 C

or
e 

sy
st

em
 p

re
se

nt
s 

da
ta

 o
n 

be
ne

fit
s 

pr
ov

id
ed

, a
nd

 th
ei

r 
fin

an
ci

ng
, a

s 
ex

pe
nd

itu
re

s 

an
d 

re
ce

ip
ts

 o
f t

he
 u

ni
ts

 th
at

 a
re

 r
es

po
ns

ib
le

 fo
r 

pr
ov

id
in

g 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n 

Th
is

 m
et

ho
d 

ha
s 

a 
nu

m
be

r 
of

 a
dv

an
ta

ge
s.

 F
irs

tly
, t

he
 s

ta
tis

tic
al

 in
fo

rm
at

io
n 

ca
n 

be
 s

tr
uc

tu
re

d 

in
 a

 s
in

gl
e 

ac
co

un
tin

g 
fr

am
ew

or
k 

co
ve

rin
g 

bo
th

 th
e 

pr
ov

is
io

n 
of

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
an

d 
its

 

fin
an

ci
ng

. S
ec

on
dl

y,
 th

e 
da

ta
 c

an
 e

as
ily

 b
e 

gr
ou

pe
d 

ac
co

rd
in

g 
to

 th
e 

m
ai

n 
ch

ar
ac

te
ris

tic
s 

of
 

th
e 

pr
ov

id
in

g 
un

its
, m

ak
in

g 
it 

ea
si

er
 to

 c
om

pa
re

 a
nd

 a
na

ly
se

 th
e 

w
ay

s 
in

 w
hi

ch
 th

e 
M

em
be

r 

S
ta

te
s 

or
ga

ni
se

 th
ei

r 
sy

st
em

s 
of

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n.
 T

hi
rd

ly
, t

he
 m

et
ho

d 
al

lo
w

s 
to

 e
xp

lo
it 

in
 a

 

co
he

re
nt

 w
ay

 th
e 

ad
m

in
is

tr
at

iv
e 

fil
es

 o
f t

he
 M

em
be

r 
S

ta
te

s,
 w

hi
ch

 a
re

 r
el

ia
bl

e 
an

d 
lo

w
-c

os
t 

so
ur

ce
s 

of
 s

ta
tis

tic
al

 d
at

a 
(8

). 

 (8
) A

 fu
ll 

un
de

rs
ta

nd
in

g 
of

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n,
 h

ow
ev

er
, r

eq
ui

re
s 

in
fo

rm
at

io
n 

th
at

 c
an

no
t b

e 
ex

cl
us

iv
el

y 

ob
ta

in
ed

 fr
om

 th
e 

ad
m

in
is

tr
at

iv
e 

fil
es

 o
f t

he
 p

ro
vi

di
ng

 u
ni

ts
. F

or
 e

xa
m

pl
e,

 w
he

n 
no

 a
dm

in
is

tr
at

iv
e 

da
ta

 a
re

 

av
ai

la
bl

e 
on

 b
en

ef
its

 p
ro

vi
de

d 
by

 e
m

pl
oy

er
s 

in
 th

e 
fo

rm
 o

f c
on

tin
ue

d 
pa

ym
en

t o
f w

ag
es

 in
 c

as
e 

of
 s

ic
kn

es
s,

 

in
fo

rm
at

io
n 

ca
n 

be
 g

at
he

re
d 

fr
om

 la
bo

ur
 c

os
t s

ur
ve

ys
. 

41
  

コ
ア

・
シ

ス
テ

ム
は

供
与

さ
れ

る
給

付
お

よ
び

そ
の

資
金

調
達

に
関

す
る

デ
ー

タ
を

、
社

会
保

護
供

与
を

担
当

す

る
単

位
の

支
出

・
収

入
と

し
て

提
示

す
る

。
 

こ
の

方
法

に
は

、
い

く
つ

か
の

利
点

が
あ

る
。

第
一

に
、

統
計

情
報

を
社

会
保

護
提

供
お

よ
び

そ
の

資
金

調
達

の
両

方
を

カ
バ

ー
す

る
単

一
の

会
計

枠
組

み
内

に
組

み
立

て
る

こ
と

が
で

き
る

。
第

二
に

、
デ

ー
タ

の
分

類
が

提
供

単
位

の
主

要
な

特
徴

に
従

っ
て

容
易

に
で

き
、

加
盟

国
の

社
会

保
護

制
度

の
組

織
方

法
の

比
較

・
分

析
が

し
や

す
く

な

る
。

第
三

に
、

こ
の

方
法

に
よ

り
加

盟
国

の
管

理
フ

ァ
イ

ル
（
こ

れ
は

信
頼

で
き

か
つ

低
コ

ス
ト

の
統

計
デ

ー
タ

供
給

源

で
あ

る
）
の

首
尾

一
貫

し
た

方
法

で
の

利
用

が
可

能
と

な
る

（
注

8）
。

 

 注
8）

し
か

し
、

社
会

保
護

の
十

分
な

理
解

に
は

、
提

供
単

位
の

管
理

フ
ァ

イ
ル

か
ら

し
か

得
ら

れ
な

い
も

の
で

な
い

情
報

が
必

要
で

あ

る
。

例
え

ば
疾

病
の

場
合

の
継

続
賃

金
支

給
の

形
で

使
用

者
が

提
供

す
る

給
付

に
つ

い
て

管
理

デ
ー

タ
が

入
手

で
き

な
い

場
合

は
、

労
働

費
調

査
か

ら
情

報
を

得
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

42
 T

he
 s

ta
tis

tic
al

 u
ni

t i
n 

th
e 

E
S

S
P

R
O

S
 is

 c
al

le
d 

so
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

e.
 It

 is
 d

ef
in

ed
 a

s 

fo
llo

w
s:

  

 A
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
e  

is
 a

 d
is

tin
ct

 b
od

y 
of

 r
ul

es
, s

up
po

rt
ed

 b
y 

on
e 

or
 m

or
e 

in
st

itu
tio

na
l 

un
its

, g
ov

er
ni

ng
 th

e 
pr

ov
is

io
n 

of
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

be
ne

fit
s 

an
d 

th
ei

r 
fin

an
ci

ng
. 

Th
is

 d
ef

in
iti

on
 c

al
ls

 fo
r 

fu
rt

he
r 

cl
ar

ifi
ca

tio
n:

 

(i)
 S

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

 s
ho

ul
d 

at
 a

ll 
tim

es
 m

ee
t t

he
 c

on
di

tio
n 

th
at

 it
 m

us
t b

e 

po
ss

ib
le

 to
 d

ra
w

 u
p 

a 
se

pa
ra

te
 a

cc
ou

nt
 o

f r
ec

ei
pt

s 
an

d 
ex

pe
nd

itu
re

s.
 

(ii
) 

P
re

fe
ra

bl
y,

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

es
 a

re
 c

ho
se

n 
in

 s
uc

h 
a 

w
ay

 th
at

 th
ey

 p
ro

vi
de

 

pr
ot

ec
tio

n 
ag

ai
ns

t a
 s

in
gl

e 
ris

k 
or

 n
ee

d 
an

d 
co

ve
r 

a 
si

ng
le

 s
pe

ci
fic

 g
ro

up
 o

f 

be
ne

fic
ia

rie
s.
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E
S

S
P

R
O

S
に

お
け

る
統

計
単

位
は

、
社

会
保

護
制

度
と

呼
ば

れ
る

。
そ

の
定

義
は

次
の

通
り

で
あ

る
。

 

社
会

保
護

制
度

と
は

明
確

な
規

則
の

機
関

で
一

つ
ま

た
は

そ
れ

以
上

の
制

度
的

単
位

に
サ

ポ
ー

ト
さ

れ
、

社
会

給

付
供

与
お

よ
び

そ
の

資
金

調
達

を
司

る
も

の
で

あ
る

。
 

こ
の

定
義

に
は

、
さ

ら
に

明
確

化
が

必
要

で
あ

る
。

 

(i)
 

社
会

保
護

制
度

は
常

に
、

別
個

の
収

入
・
支

出
の

会
計

を
行

う
こ

と
が

可
能

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

い
う

条
件

を
満

た
す

べ
き

で
あ

る
。

 

(ii
) 

社
会

保
護

制
度

は
、

で
き

れ
ば

単
一

の
リ

ス
ク

ま
た

は
ニ

ー
ズ

か
ら

保
護

し
か

つ
単

一
の

特
定

の
受

給
者

グ
ル

ー
プ

を
カ

バ
ー

す
る

方
法

で
選

択
す

る
。

 

43
 S

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

 a
re

 c
on

ce
rn

ed
 e

xc
lu

si
ve

ly
 w

ith
 r

ed
is

tr
ib

ut
io

n 
an

d 
no

t w
ith

 

pr
od

uc
tio

n.
 T

he
y 

ar
e 

su
pp

or
te

d 
by

 in
st

itu
tio

na
l u

ni
ts

 a
nd

 a
re

 n
ot

 th
em

se
lv

es
 in

st
itu

tio
na

l u
ni

ts
.

S
om

e 
in

st
itu

tio
na

l u
ni

ts
 s

up
po

rt
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

 a
s 

th
ei

r 
m

ai
n 

ac
tiv

ity
; f

or
 e

xa
m

pl
e,

  

so
ci

al
 s

ec
ur

ity
 fu

nd
s,

 p
en

si
on

 fu
nd

s,
 w

el
fa

re
 fu

nd
s 

or
 m

ut
ua

l b
en

ef
it 

so
ci

et
ie

s.
 O

th
er

s 
ru

n 

so
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

es
 o

nl
y 

as
 a

 s
ub

si
di

ar
y 

ac
tiv

ity
; f

or
 e

xa
m

pl
e,

 e
m

pl
oy

er
s,

 in
su

ra
nc

e 

co
m

pa
ni

es
 o

r 
tr

ad
e 

un
io

ns
. 
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社
会

保
護

制
度

は
、

専
ら

再
分

配
に

関
係

す
る

も
の

で
あ

っ
て

、
生

産
に

は
関

係
し

な
い

。
こ

の
制

度
は

制
度

的

単
位

に
サ

ポ
ー

ト
さ

れ
て

お
り

、
そ

れ
自

体
は

制
度

的
単

位
で

は
な

い
。

 

社
会

保
護

制
度

の
サ

ポ
ー

ト
が

主
た

る
活

動
で

あ
る

制
度

的
単

位
も

あ
る

。
例

え
ば

、
社

会
保

障
基

金
、

年
金

基

金
、

福
祉

基
金

、
共

済
組

合
な

ど
で

あ
る

。
社

会
保

護
制

度
の

運
営

を
単

に
副

次
的

活
動

と
す

る
制

度
的

単
位

も
あ

る
。

例
え

ば
、

使
用

者
、

保
険

会
社

、
労

働
組

合
な

ど
で

あ
る

。
 

受
給

者
に

現
物

支
給

さ
れ

る
財

お
よ

び
サ

ー
ビ

ス
は

、
当

該
社

会
保

護
制

度
を

サ
ポ

ー
ト

す
る

制
度

的
単

位
（
一

つ
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G
oo

ds
 a

nd
 s

er
vi

ce
s 

pr
ov

id
ed

 in
 k

in
d 

to
 b

en
ef

ic
ia

rie
s 

ar
e 

co
ns

id
er

ed
 to

 b
e 

pr
od

uc
ed

 b
y 

th
e 

in
st

itu
tio

na
l u

ni
t (

or
 u

ni
ts

) 
w

hi
ch

 s
up

po
rt

 th
e 

sc
he

m
e 

in
 q

ue
st

io
n,

 o
r e

ls
e 

to
 b

e 
pu

rc
ha

se
d 

fr
om

 

ot
he

r 
in

st
itu

tio
na

l u
ni

ts
. 

In
st

itu
tio

na
l u

ni
ts

 c
an

 s
up

po
rt

 m
or

e 
th

an
 o

ne
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
e,

 w
he

n 
th

ey
 a

dm
in

is
te

r 

an
d 

pr
ov

id
e 

ve
ry

 d
iv

er
se

 ty
pe

s 
of

 s
oc

ia
l b

en
ef

its
. O

n 
th

e 
ot

he
r 

ha
nd

, a
 s

in
gl

e 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
e 

ca
n 

be
 s

up
po

rt
ed

 b
y 

se
ve

ra
l i

ns
tit

ut
io

na
l u

ni
ts

, w
he

re
 e

ac
h 

is
 r

es
po

ns
ib

le
 fo

r, 
sa

y,
 a

 

sp
ec

ifi
c 

ge
og

ra
ph

ic
 r

eg
io

n,
 g

ro
up

 o
f e

nt
er

pr
is

es
 o

r 
ca

te
go

ry
 o

f w
or

ke
rs

. 

ま
た

は
そ

れ
以

上
）
が

生
産

す
る

も
の

ま
た

は
他

の
制

度
的

単
位

か
ら

購
入

す
る

も
の

と
み

な
さ

れ
る

。
 

制
度

的
単

位
は

、
多

く
の

種
類

の
社

会
給

付
を

管
理

・
提

供
す

る
場

合
は

、
二

つ
以

上
の

社
会

保
護

制
度

を
サ

ポ
ー

ト
で

き
る

。
他

方
、

単
一

の
社

会
保

護
制

度
は

、
各

制
度

的
単

位
が

例
え

ば
特

定
の

地
域

、
企

業
グ

ル
ー

プ
、

ま
た

は

勤
労

者
グ

ル
ー

プ
を

担
当

す
る

場
合

は
、

複
数

の
制

度
的

単
位

の
サ

ポ
ー

ト
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

44
 T

he
 b

od
y 

of
 ru

le
s 

re
fe

rr
ed

 to
 in

 th
is

 d
ef

in
iti

on
 m

ay
 b

e 
es

ta
bl

is
he

d 
de

 ju
re

, b
y 

vi
rt

ue
 o

f l
aw

s,
  

re
gu

la
tio

ns
 o

r 
co

nt
ra

ct
s,

 o
r 

de
 fa

ct
o,

 b
y 

vi
rt

ue
 o

f a
dm

in
is

tr
at

iv
e 

pr
ac

tic
e.

 D
e 

fa
ct

o 
sc

he
m

es
 

ar
e,

 fo
r 

ex
am

pl
e,

 s
et

 u
p 

by
 e

m
pl

oy
er

s 
to

 p
ro

vi
de

 th
ei

r 
em

pl
oy

ee
s 

w
ith

 e
xt

ra
-le

ga
l b

en
ef

its
, 

 

of
te

n 
to

pp
in

g 
up

 b
en

ef
its

 p
ro

vi
de

d 
by

 e
xi

st
in

g 
ba

si
c 

sc
he

m
es

. 

44
  

こ
の

定
義

で
述

べ
た

「
規

則
の

機
関

」
は

、
法

律
上

、
法

、
規

則
も

し
く

は
契

約
に

よ
り

、
ま

た
は

事
実

上
、

管
理

慣
行

に
よ

り
、

設
け

る
こ

と
が

で
き

る
。

例
え

ば
事

実
上

の
制

度
は

、
法

定
外

の
給

付
を

被
用

者
に

提
供

す
る

た
め

使

用
者

が
設

立
す

る
が

、
こ

の
給

付
は

既
存

の
基

礎
的

社
会

保
護

制
度

の
提

供
す

る
給

付
を

補
足

す
る

こ
と

が
多

い
。

 

45
 A

 s
ep

ar
at

e 
ac

co
un

t o
f r

ec
ei

pt
s 

an
d 

ex
pe

nd
itu

re
s 

m
ea

ns
 th

e 
av

ai
la

bi
lit

y 
of

 a
 fu

ll 
an

d 

ite
m

iz
ed

 s
et

 o
f r

ec
or

ds
 o

n 
re

so
ur

ce
s 

an
d 

us
es

 d
ur

in
g 

th
e 

ac
co

un
tin

g 
pe

rio
d.

 S
uc

h 
ac

co
un

t o
f 

re
ce

ip
ts

 a
nd

 e
xp

en
di

tu
re

s 
m

ay
 b

e 
de

riv
ed

 d
ire

ct
ly

 fr
om

 a
dm

in
is

tr
at

iv
e 

so
ur

ce
s 

or
 e

ls
e 

be
 

co
ns

tr
uc

te
d 

by
 m

ea
ns

 o
f e

st
im

at
io

n.
 

It 
sh

ou
ld

 b
e 

no
te

d 
th

at
 th

e 
re

so
ur

ce
s 

of
 s

om
e 

sc
he

m
es

 in
cl

ud
e 

im
pu

te
d 

re
ce

ip
ts

. T
hi

s 
is

 

pa
rt

ic
ul

ar
ly

 th
e 

ca
se

 w
ith

 g
ov

er
nm

en
t s

oc
ia

l a
ss

is
ta

nc
e 

sc
he

m
es

 (w
hi

ch
 a

re
 fi

na
nc

ed
 im

pl
ic

itl
y 

th
ro

ug
h 

im
pu

te
d 

go
ve

rn
m

en
t c

on
tr

ib
ut

io
ns

) 
an

d 
no

n-
au

to
no

m
ou

s 
sc

he
m

es
 r

un
 b

y 
em

pl
oy

er
s 

 

(w
hi

ch
 d

ra
w

 o
n 

im
pu

te
d 

em
pl

oy
er

s'
 c

on
tr

ib
ut

io
ns

).
 

45
  

こ
の

定
義

で
述

べ
た

「
規

則
の

機
関

」
は

、
法

律
上

、
法

、
規

則
も

し
く

は
契

約
に

よ
り

、
ま

た
は

事
実

上
、

管
理

慣
行

に
よ

り
、

設
け

る
こ

と
が

で
き

る
。

例
え

ば
事

実
上

の
制

度
は

、
法

定
外

の
給

付
を

被
用

者
に

提
供

す
る

た
め

使

用
者

が
設

立
す

る
が

、
こ

の
給

付
は

既
存

の
基

礎
的

社
会

保
護

制
度

の
提

供
す

る
給

付
を

補
足

す
る

こ
と

が
多

い
。

 

「
別

個
の

収
入

・
支

出
の

会
計

」
と

は
、

会
計

年
度

中
の

財
源

お
よ

び
用

途
の

記
録

の
十

分
な

か
つ

項
目

別
の

セ
ッ

ト

が
存

在
す

る
こ

と
を

い
う

。
こ

の
収

入
・
支

出
の

会
計

は
、

管
理

部
門

か
ら

直
接

得
て

も
よ

い
し

ま
た

別
途

に
概

算
の

手
段

に
よ

っ
て

構
築

す
る

こ
と

も
で

き
る

。
 

一
部

の
社

会
保

護
制

度
の

財
源

に
は

帰
属

収
入

が
含

ま
れ

る
こ

と
に

注
意

す
べ

き
で

あ
る

。
こ

れ
は

と
く

に
、

政
府

の

社
会

扶
助

制
度

（
こ

の
資

金
は

政
府

帰
属

拠
出

に
よ

っ
て

黙
示

的
に

調
達

さ
れ

る
）
や

使
用

者
の

運
営

す
る

非
自

発

的
制

度
（
こ

れ
は

使
用

者
の

帰
属

拠
出

を
利

用
す

る
）
の

場
合

に
あ

て
は

ま
る

。
 

46
 T

he
 c

on
ve

nt
io

na
lly

 a
gr

ee
d 

lis
t o

f r
is

ks
 o

r n
ee

ds
 - 

th
e 

so
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n 
fu

nc
tio

ns
 - 

is
 g

iv
en

 in
 

pa
ra

gr
ap

h 
16

 a
bo

ve
. 

Th
e 

w
is

h 
to

 d
ef

in
e 

sc
he

m
es

 in
 s

uc
h 

a 
w

ay
 th

at
 th

ey
 p

ro
vi

de
 p

ro
te

ct
io

n 
ag

ai
ns

t a
 s

in
gl

e 
ris

k 
or

 

ne
ed

 fo
r 

a 
si

ng
le

 s
pe

ci
fic

 g
ro

up
 o

f b
en

ef
ic

ia
rie

s 
co

ul
d 

pr
od

uc
e 

a 
m

ul
tit

ud
e 

of
 u

ni
ts

. T
he

 

te
nd

en
cy

 to
 fr

ag
m

en
ta

tio
n,

 h
ow

ev
er

, i
s 

ke
pt

 w
ith

in
 b

ou
nd

ar
ie

s 
by

 th
e 

ne
ed

 to
 b

e 
ab

le
 to

 

co
m

pi
le

 in
fo

rm
at

io
n 

on
 b

ot
h 

re
ce

ip
ts

 a
nd

 e
xp

en
di

tu
re

s 
fo

r e
ac

h 
sc

he
m

e.
 In

 p
ra

ct
ic

e,
 th

er
ef

or
e,

  

m
an

y 
sc

he
m

es
 p

ro
vi

de
 b

en
ef

its
 w

hi
ch

 c
om

e 
un

de
r 

se
ve

ra
l f

un
ct

io
ns

. 

46
  

リ
ス

ク
ま

た
は

ニ
ー

ズ
－

社
会

保
護

機
能

－
の

慣
例

的
に

認
め

ら
れ

て
い

る
リ

ス
ト

は
、

上
記

第
16

節
に

あ

る
。

 

単
一

の
特

定
受

給
者

グ
ル

ー
プ

を
単

一
の

リ
ス

ク
ま

た
は

ニ
ー

ズ
か

ら
保

護
す

る
方

法
で

社
会

保
護

制
度

を
定

義
し

よ
う

と
す

れ
ば

、
多

数
の

統
計

単
位

が
生

じ
得

る
。

し
か

し
こ

の
細

分
化

の
傾

向
は

、
各

制
度

の
収

入
・
支

出
の

情
報

を
編

集
す

る
必

要
上

か
ら

一
定

限
度

内
に

押
さ

え
ら

れ
る

。
し

た
が

っ
て

実
際

上
は

、
複

数
の

社
会

保
護

機
能

に
該

当
す

る
給

付
を

提
供

し
て

い
る

制
度

が
多

い
。

 

46
A 

A
pp

en
di

x 
V

 p
re

se
nt

s 
th

e 
lis

t o
f s

ch
em

es
 id

en
tif

ie
d 

by
 th

e 
M

em
be

r 
S

ta
te

s 
in

 2
00

6.
 

46
A 

付
属

資
料

5
に

、
本

マ
ニ

ュ
ア

ル
作

成
時

点
で

加
盟

国
が

挙
げ

た
社

会
保

護
制

度
の

リ
ス

ト
を

掲
げ

た
。
 

47
 In

 s
ev

er
al

 M
em

be
r 

S
ta

te
s,

 a
 s

pe
ci

al
is

ed
 a

ge
nc

y 
is

 s
et

 u
p 

fo
r 

th
e 

fin
an

ci
ng

 o
f p

ub
lic

 s
oc

ia
l 

pr
ot

ec
tio

n 
an

d 
th

e 
di

st
rib

ut
io

n 
of

 re
so

ur
ce

s 
am

on
g 

th
e 

in
st

itu
tio

na
l u

ni
ts

 w
hi

ch
 a

re
 re

sp
on

si
bl

e 

fo
r 

th
e 

gr
an

tin
g 

of
 b

en
ef

its
. I

n 
su

ch
 c

as
es

, a
 fu

nd
am

en
ta

l c
ho

ic
e 

ha
s 

to
 b

e 
m

ad
e 

w
he

th
er

 to
: 

(i)
 c

om
bi

ne
 th

e 
fin

an
ci

ng
 a

nd
 p

ro
vi

si
on

 o
f b

en
ef

its
 in

 a
 s

in
gl

e 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
e,

  

47
一

部
の

加
盟

国
で

は
、

公
的

社
会

保
護

の
資

金
調

達
お

よ
び

給
付

支
給

を
担

当
す

る
制

度
的

単
位

へ
の

財
源

の
分

配
を

目
的

と
す

る
専

門
の

機
関

が
設

け
ら

れ
て

い
る

。
こ

の
場

合
、

次
の

い
ず

れ
か

の
基

本
的

選
択

が
必

要
で

あ
る

。
 (i)

 
資

金
調

達
と

給
付

支
給

と
を

単
一

の
社

会
保

護
制

度
に

結
合

さ
せ

る
。
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or
: 

(ii
) 

di
st

in
gu

is
h 

se
ve

ra
l s

ch
em

es
 o

f s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n,
 a

m
on

g 
w

hi
ch

 o
ne

 th
at

 fi
na

nc
es

 th
e 

ot
he

rs
 th

ro
ug

h 
tr

an
sf

er
s 

be
tw

ee
n 

sc
he

m
es

. 

It 
is

 r
ec

om
m

en
de

d 
to

 c
ho

os
e 

th
e 

se
co

nd
 o

pt
io

n,
 a

s 
th

is
 p

ro
vi

de
s 

m
or

e 
op

po
rt

un
iti

es
 fo

r 

an
al

ys
in

g 
th

e 
st

ru
ct

ur
e 

of
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n.

 

(ii
) 

い
く

つ
か

の
社

会
保

護
制

度
を

区
別

し
、

一
つ

の
制

度
が

他
の

制
度

に
制

度
間

移
転

に
よ

り
資

金
を

提

供
す

る
。

 

後
者

の
方

が
社

会
保

護
の

構
造

分
析

の
機

会
が

多
い

た
め

、
こ

ち
ら

を
選

択
す

る
よ

う
勧

告
す

る
。
 

4.
2 

G
ro

up
in

g 
of

 S
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

es
 

4.
2 

社
会

保
護

制
度

の
分

類
 

4.
2.

1 
N

O
 S

IN
G

LE
 C

LA
S

S
IF

IC
AT

IO
N

 
4.

2.
1 

単
一

の
分

類
は

な
い

 

48
 T

he
 E

S
S

P
R

O
S

 d
oe

s 
no

t c
on

ta
in

 a
 s

in
gl

e 
cl

as
si

fic
at

io
n 

of
 s

ch
em

es
, b

ut
 in

st
ea

d 
de

fin
es

 a
 

nu
m

be
r 

of
 c

ha
ra

ct
er

is
tic

s 
w

hi
ch

 c
an

 b
e 

fr
ee

ly
 c

om
bi

ne
d 

to
 p

ro
du

ce
 d

iff
er

en
t g

ro
up

in
gs

 o
f 

sc
he

m
es

 a
s 

re
qu

ire
d 

by
 a

na
ly

si
s.

 

Fo
r 

in
st

an
ce

, s
ch

em
es

 m
an

ag
ed

 b
y 

so
ci

al
 s

ec
ur

ity
 fu

nd
s 

ar
e 

us
ua

lly
 b

ot
h 

go
ve

rn
m

en
t -

 

co
nt

ro
lle

d 
(r

ef
. 1

1)
 a

nd
 c

on
tr

ib
ut

or
y 

(r
ef

. 3
1)

. T
he

 c
at

eg
or

ie
s 

ar
e 

de
fin

ed
 o

n 
th

e 
ba

si
s 

of
 (i

) t
he

ty
pe

 o
f u

ni
t w

hi
ch

 ta
ke

s 
th

e 
es

se
nt

ia
l d

ec
is

io
ns

, (
ii)

 th
e 

ex
is

te
nc

e 
or

 a
bs

en
ce

 o
f a

 le
ga

l 

ob
lig

at
io

n,
 (i

ii)
 th

e 
w

ay
 e

nt
itl

em
en

ts
 a

re
 e

st
ab

lis
he

d,
 (i

v)
 th

e 
sc

op
e 

of
 th

e 
sc

he
m

e,
 (v

) t
he

 le
ve

l

of
 p

ro
te

ct
io

n 
pr

ov
id

ed
. F

or
 e

ac
h 

of
 th

es
e 

cr
ite

ria
, t

he
 s

ch
em

es
 a

re
 a

llo
ca

te
d 

to
 th

e 
gr

ou
p 

w
hi

ch
 a

gr
ee

s 
w

ith
 th

ei
r p

re
do

m
in

an
t c

ha
ra

ct
er

. T
hi

s 
im

pl
ie

s 
th

at
 e

ac
h 

sc
he

m
e 

is
 c

la
ss

ifi
ed

 in
to

on
e 

si
ng

le
 c

at
eg

or
y 

pe
r 

cr
ite

rio
n.

 

48
  

E
S

S
P

R
O

S
に

は
単

一
の

社
会

保
護

制
度

の
分

類
は

な
く

、
そ

の
代

わ
り

に
分

析
に

必
要

な
種

々
異

な
る

制

度
の

分
類

を
行

う
た

め
自

由
に

組
み

合
わ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

い
く

つ
か

の
特

徴
を

定
義

し
て

い
る

。
  

例
え

ば
、

社
会

保
障

基
金

の
運

営
す

る
制

度
は

通
例

、
公

営
（
参

照
番

号
11

）
で

あ
る

と
同

時
に

拠
出

型
（
参

照
番

号
31

）
で

あ
る

。
制

度
カ

テ
ゴ

リ
ー

の
定

義
は

、
(i)

基
本

的
決

定
を

行
う

制
度

的
単

位
の

種
類

、
(ii

)法
的

義
務

の
有

無
、

(ii
i)受

給
権

の
確

立
方

法
、

(iv
)制

度
の

適
用

範
囲

、
(v

)提
供

す
る

保
護

の
レ

ベ
ル

を
基

に
し

て
行

う
。

こ
れ

ら
の

各
基

準
に

つ
い

て
各

制
度

を
そ

の
優

勢
な

性
格

と
一

致
す

る
グ

ル
ー

プ
に

割
り

当
て

る
。
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E
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4.

2.
2 

意
思

決
定

 

49
 D

ec
is

io
n 

m
ak

in
g 

re
fe

rs
 to

 th
e 

un
it 

th
at

 ta
ke

s 
th

e 
m

os
t i

m
po

rt
an

t d
ec

is
io

ns
: t

he
 le

ve
l o

f 

be
ne

fit
s,

 th
e 

te
rm

s 
on

 w
hi

ch
 th

ey
 a

re
 p

ai
d 

an
d 

th
e 

w
ay

s 
in

 w
hi

ch
 th

e 
sc

he
m

e 
is

 fi
na

nc
ed

 

S
ch

em
es

 m
ay

 b
e 

go
ve

rn
m

en
t-

co
nt

ro
lle

d 
or

 n
ot

 g
ov

er
nm

en
t-

co
nt

ro
lle

d.
 

49
 

意
思

決
定

と
は

最
も

重
要

な
決

定
（
と

く
に

社
会

保
険

拠
出

・
給

付
の

レ
ベ

ル
に

関
す

る
決

定
）
を

ど
の

制
度

的

単
位

が
行

う
か

に
基

づ
く

も
の

で
、

制
度

を
公

営
制

度
と

民
営

制
度

に
分

類
す

る
。
 

50
 G

ov
er

nm
en

t-
co

nt
ro

lle
d 

sc
he

m
es

 (
re

f. 
11

) 
co

ns
is

t o
f s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

 w
hi

ch
 a

re
 

co
nt

ro
lle

d 
by

 g
ov

er
nm

en
t. 

Th
e 

de
fin

iti
on

 o
f g

en
er

al
 g

ov
er

nm
en

t i
s 

gi
ve

n 
in

 p
ar

ag
ra

ph
 9

2.
 C

on
tr

ol
le

d 
im

pl
ie

s 
th

at
 th

e 

go
ve

rn
m

en
t t

ak
es

 a
ll 

th
e 

pr
in

ci
pa

l d
ec

is
io

ns
 a

bo
ut

 th
e 

le
ve

l o
f b

en
ef

its
, t

he
 te

rm
s 

on
 w

hi
ch

 

th
ey

 a
re

 p
ai

d 
an

d 
th

e 
w

ay
s 

in
 w

hi
ch

 th
e 

sc
he

m
e 

is
 fi

na
nc

ed
. I

t i
s 

no
t s

uf
fic

ie
nt

 to
 c

la
ss

ify
 a

 

sc
he

m
e 

as
 g

ov
er

nm
en

t-
co

nt
ro

lle
d 

si
m

pl
y 

be
ca

us
e 

th
e 

go
ve

rn
m

en
t h

as
 a

 fo
rm

al
 (

bu
t 

50
  

政
府

管
掌

制
度

（
参

照
番

号
11

）
は

、
政

府
に

よ
っ

て
支

配
さ

れ
る

社
会

保
護

制
度

で
あ

る
。

 

一
般

政
府

の
定

義
は

、
第

92
節

で
行

う
。

「
管

掌
す

る
」
と

は
、

政
府

が
給

付
レ

ベ
ル

、
給

付
の

支
給

条
件

、
制

度
の

資
金

調
達

方
法

に
関

す
る

全
て

の
主

要
な

決
定

を
行

う
こ

と
を

意
味

す
る

。
政

府
が

制
度

の
政

策
を

決
定

す
る

正
式

の
（
た

だ
し

行
使

さ
れ

な
い

）
権

利
を

持
っ

て
い

る
だ

け
ま

た
は

制
度

の
管

理
担

当
者

が
公

的
機

関
の

広
範

な
承

認
の

た
め

一
部

の
決

定
事

項
を

提
出

す
る

義
務

を
負

う
だ

け
で

は
、

そ
の

制
度

を
公

営
に

分
類

す
る

に
は

十
分

で
は

な

い
。

 

Ta
bl

e 
B:

 O
ve

rv
ie

w
 o

f c
at

eg
or

ie
s 

of
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

Cr
ite

rio
n

Ca
te

go
rie

s 
of

 s
ch

em
es

1.
 D

ec
is

io
n-

m
ak

in
g

11
 G

ov
er

nm
en

t-c
on

tro
lle

d 
sc

he
m

es
11

1 
Ce

nt
ra

l g
ov

er
nm

en
t s

ch
em

es
 a

nd
 s

oc
ia

l s
ec

ur
ity

 fu
nd

s
11

2 
St

at
e 

an
d 

lo
ca

l g
ov

er
nm

en
t s

ch
em

es
12

 N
ot

 G
ov

er
nm

en
t-c

on
tro

lle
d 

sc
he

m
es

12
1 

Sc
he

m
es

 fo
r e

m
pl

oy
ee

s
12

11
 C

on
tra

ct
ua

l
12

12
 N

on
-c

on
tra

ct
ua

l
12

2 
O

th
er

 n
ot

 G
ov

er
nm

en
t-c

on
tro

lle
d 

sc
he

m
es

2.
 L

eg
al

 e
nf

or
ce

m
en

t
21

 C
om

pu
ls

or
y 

sc
he

m
es

22
 N

on
-c

om
pu

ls
or

y 
sc

he
m

es
22

1 
Sc

he
m

es
 a

va
ila

bl
e 

by
 la

w
22

2 
O

th
er

 n
on

-c
om

pu
ls

or
y 

sc
he

m
es

3.
 E

st
ab

lis
hm

en
t o

f e
nt

itle
m

en
ts

31
 C

on
tri

bu
to

ry
 s

ch
em

es
32

 N
on

-c
on

tri
bu

to
ry

 s
ch

em
es

4.
 S

co
pe

41
 U

ni
ve

rs
al

 s
ch

em
es

42
 G

en
er

al
 s

ch
em

es
43

 S
pe

ci
al

 s
ch

em
es

43
1 

Sc
he

m
es

 fo
r p

ub
lic

 s
er

va
nt

s
43

2 
Sc

he
m

es
 fo

r t
he

 s
el

f-
em

pl
oy

ed
43

3 
O

th
er

 o
cc

up
at

io
na

l s
ch

em
es

43
4 

O
th

er
 s

ch
em

es
5.

 L
ev

el
 o

f p
ro

te
ct

io
n

51
 B

as
ic

 s
ch

em
es

52
 S

up
pl

em
en

ta
ry

 s
ch

em
es

表
 B

：
 社

 会
 保

 護
 制

 度
 の

 カ
 テ

 ゴ
 リ

 ー
 概

 要

基
 準

制
 度

 カ
 テ

 ゴ
 リ

 ー
1.

 意
思

決
定

11
 公

営
制

度 11
1 

中
央

政
府

管
掌

制
度

11
2 

州
政

府
・
地

方
政

府
管

掌
制

度

12
 民

営
制

度 12
1 

被
用

者
向

け
制

度

12
11

 団
体

協
約

あ
り

12
12

 団
体

協
約

な
し

12
2 

そ
の

他
の

民
営

制
度

2.
 法

的
強

制
21

 義
務

的
制

度

22
 非

義
務

的
制

度

22
1 

法
に

基
づ

き
提

供
さ

れ
る

制
度

22
2 

そ
の

他
の

非
義

務
的

制
度

3.
 受

給
権

の
確

立
31

 拠
出

型
制

度

32
 無

拠
出

型
制

度

4.
 適

用
範

囲
41

 全
人

口
加

入
制

度

42
 一

般
制

度

43
 特

別
制

度 43
1 

公
務

員
向

け
制

度

43
2 

自
営

業
者

向
け

制
度

43
3 

そ
の

他
の

職
種

別
制

度

43
4 

そ
の

他
の

制
度

5.
 保

護
レ

ベ
ル

51
 基

礎
的

制
度

52
 補

助
的

制
度
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un
ex

er
ci

se
d)

 r
ig

ht
 to

 d
et

er
m

in
e 

th
e 

po
lic

y 
of

 a
 g

iv
en

 s
ch

em
e 

or
 th

e 
sc

he
m

e'
s 

m
an

ag
er

s 
ha

ve
 

an
 o

bl
ig

at
io

n 
to

 s
ub

m
it 

ce
rt

ai
n 

de
ci

si
on

s 
fo

r 
br

oa
d 

ap
pr

ov
al

 to
 th

e 
pu

bl
ic

 a
ut

ho
rit

ie
s.

 

G
ov

er
nm

en
t-

co
nt

ro
lle

d 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n 

is
 u

su
al

ly
 e

st
ab

lis
he

d 
by

 la
w

 o
r r

eg
ul

at
io

n.
 It

 in
cl

ud
es

 

al
l s

ch
em

es
 th

at
 p

ro
vi

de
 p

ro
te

ct
io

n 
to

 p
ub

lic
 s

er
va

nt
s 

on
 th

e 
sa

m
e 

lin
es

 a
s 

th
at

 p
ro

vi
de

d 
to

 th
e 

ge
ne

ra
l p

op
ul

at
io

n 
by

 g
ov

er
nm

en
t-

co
nt

ro
lle

d 
sc

he
m

es
, b

ut
 e

xc
lu

de
s 

sc
he

m
es

 th
at

 

go
ve

rn
m

en
t m

ay
 s

et
 u

p 
in

 it
s 

ro
le

 o
f e

m
pl

oy
er

 a
nd

 w
hi

ch
 h

av
e 

no
 g

ov
er

nm
en

t-
co

nt
ro

lle
d 

co
un

te
rp

ar
ts

 in
 th

e 
pr

iv
at

e 
se

ct
or

. T
he

se
 s

ch
em

es
 a

re
 c

la
ss

ifi
ed

 a
s 

no
t g

ov
er

nm
en

t-
co

nt
ro

lle
d 

sc
he

m
es

 fo
r 

em
pl

oy
ee

s.
 

公
的

社
会

保
護

は
通

例
、

法
律

ま
た

は
規

則
に

よ
っ

て
設

置
さ

れ
る

。
こ

れ
に

は
、

公
営

制
度

が
一

般
国

民
に

提
供

す
る

も
の

と
同

じ
方

針
で

公
務

員
に

保
護

を
提

供
す

る
全

て
の

制
度

が
含

ま
れ

る
が

、
政

府
が

使
用

者
と

し
て

設
置

す
る

制
度

お
よ

び
民

間
部

門
に

政
府

管
掌

制
度

に
対

応
す

る
も

の
の

な
い

制
度

は
除

外
す

る
。

こ
れ

ら
の

制
度

は
、

被
用

者
向

け
民

営
制

度
に

分
類

す
る

。
 

50
A 

 E
xa

m
pl

es
 o

f g
ov

er
nm

en
t-

co
nt

ro
lle

d 
sc

he
m

es
 a

re
: 

･ 
no

n-
co

nt
rib

ut
or

y 
sc

he
m

es
 s

et
 u

p 
by

 g
ov

er
nm

en
t t

o 
m

ee
t i

ts
 g

en
er

al
 s

oc
ia

l 

re
sp

on
si

bi
lit

y,
 s

uc
h 

as
 a

n 
in

co
m

e 
su

pp
or

t s
ch

em
e 

fo
r 

de
st

itu
te

 p
eo

pl
e 

or
 a

 r
en

t b
en

ef
it 

sc
he

m
e;

 

･ 
sc

he
m

es
 r

un
 b

y 
so

ci
al

 s
ec

ur
ity

 fu
nd

s;
 

･ 
sc

he
m

es
 o

rig
in

al
ly

 e
st

ab
lis

he
d 

in
 th

e 
pr

iv
at

e 
se

ct
or

 a
nd

 fo
r 

w
hi

ch
 th

e 
go

ve
rn

m
en

t h
as

 

la
te

r 
as

su
m

ed
 r

es
po

ns
ib

ili
ty

. 

50
A 

 政
府

管
掌

制
度

の
例

と
し

て
は

、
次

の
よ

う
な

も
の

が
あ

る
。

 

･ 
全

般
的

な
社

会
的

責
任

を
果

た
す

た
め

政
府

が
設

置
す

る
無

拠
出

型
制

度
。

貧
困

者
向

け
所

得
支

援
制

度
や

家
賃

給
付

制
度

な
ど

。
 

･ 
社

会
保

障
基

金
の

運
営

す
る

制
度

 

･ 
本

来
民

間
部

門
に

設
置

さ
れ

た
制

度
で

後
に

政
府

が
責

任
を

引
き

受
け

た
制

度
 

51
 G

ov
er

nm
en

t-
co

nt
ro

lle
d 

so
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n 
m

ay
 b

e 
fu

rt
he

r 
su

bd
iv

id
ed

 b
y 

le
ve

l o
f g

ov
er

nm
en

t 

in
to

: (i)
 C

en
tr

al
 g

ov
er

nm
en

t s
ch

em
es

 a
nd

 s
oc

ia
l s

ec
ur

ity
 fu

nd
s 

(r
ef

. 1
11

),
 

(ii
) 

S
ta

te
 o

r 
lo

ca
l g

ov
er

nm
en

t s
ch

em
es

 (
re

f. 
11

2)
. 

51
  

公
的

社
会

保
護

は
、

さ
ら

に
政

府
の

レ
ベ

ル
に

よ
っ

て
再

分
類

さ
れ

る
。

 

(i)
 

中
央

政
府

管
掌

制
度

（
参

照
番

号
11

1）
 

(ii
) 

州
政

府
・
地

方
政

府
管

掌
制

度
（
参

照
番

号
11

2）
 

52
 N

ot
 g

ov
er

nm
en

t-
co

nt
ro

lle
d 

sc
he

m
es

 (
re

f. 
12

) 
ar

e 
al

l s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

es
 w

hi
ch

 a
re

 

no
t c

on
tr

ol
le

d 
by

 g
ov

er
nm

en
t i

n 
its

 r
ol

e 
of

 p
ub

lic
 a

ut
ho

rit
y.

 

52
  

民
営

制
度

（
参

照
番

号
12

）
は

、
政

府
が

公
当

局
の

任
務

と
し

て
管

掌
し

な
い

全
て

の
社

会
保

護
制

度
で

あ

る
。

 

52
A 

Th
e 

fo
llo

w
in

g 
ty

pe
s 

of
 s

ch
em

es
 a

re
 u

su
al

ly
 n

ot
 g

ov
er

nm
en

t-
co

nt
ro

lle
d:

 

･ 
sc

he
m

es
 r

un
 b

y 
no

n-
pr

of
it 

in
st

itu
tio

ns
 (

m
ut

ua
l b

en
ef

it 
so

ci
et

ie
s,

 fr
ie

nd
ly

 s
oc

ie
tie

s,
  

in
st

itu
tio

ns
 c

o-
ad

m
in

is
te

re
d 

by
 th

e 
so

ci
al

 p
ar

tn
er

s 
an

d 
so

 o
n)

; 

･ 
sc

he
m

es
 a

dm
in

is
te

re
d 

by
 c

om
m

er
ci

al
 in

su
ra

nc
e 

co
m

pa
ni

es
; 

･ 
no

n-
au

to
no

m
ou

s 
sc

he
m

es
 r

un
 b

y 
em

pl
oy

er
s 

m
ai

nt
ai

ni
ng

 s
ep

ar
at

e 
re

se
rv

es
 in

 th
ei

r 

ba
la

nc
e 

sh
ee

ts
 to

 c
ov

er
 th

ei
r 

lia
bi

lit
y 

to
 p

ay
 b

en
ef

its
 in

 th
e 

fu
tu

re
 (

bo
ok

 r
es

er
ve

s)
.. 

In
cl

ud
ed

 h
er

e 
ar

e 
fu

nd
ed

 s
ch

em
es

 w
hi

ch
 g

ov
er

nm
en

t m
ay

 h
av

e 
se

t u
p 

in
 it

s 
ro

le
 o

f 

em
pl

oy
er

 (
se

e 
pa

ra
gr

ap
h 

50
 a

bo
ve

, 3
rd

 s
en

te
nc

e)
; 

･ 
no

n-
au

to
no

m
ou

s 
sc

he
m

es
 r

un
 b

y 
em

pl
oy

er
s 

w
ith

ou
t m

ai
nt

ai
ni

ng
 s

eg
re

ga
te

d 
fu

nd
s,

  

in
cl

ud
in

g 
un

fu
nd

ed
 s

ch
em

es
 w

hi
ch

 g
ov

er
nm

en
t m

ay
 h

av
e 

se
t u

p 
in

 it
s 

ro
le

 o
f e

m
pl

oy
er

.

In
 th

e 
na

tio
na

l a
cc

ou
nt

s,
 th

e 
fir

st
 th

re
e 

ty
pe

s 
of

 s
ch

em
es

 a
re

 r
ef

er
re

d 
to

 a
s 

pr
iv

at
e 

fu
nd

ed
 

52
A 

 次
の

タ
イ

プ
の

制
度

は
通

例
民

営
で

あ
る

。
 

･ 
非

営
利

団
体

（
共

済
組

合
、

英
国

の
共

済
組

合
、

社
会

的
パ

ー
ト

ナ
ー

（
労

使
）
の

運
営

す
る

機
関

な
ど

）

の
運

営
す

る
制

度
 

･ 
商

業
保

険
会

社
の

運
営

す
る

制
度

 

･ 
使

用
者

の
運

営
す

る
非

自
治

的
制

度
で

将
来

の
給

付
支

給
責

任
を

果
た

す
た

め
貸

借
対

照
表

に
別

個
の

積
立

金
（
帳

簿
積

立
金

）
を

持
つ

も
の

。
こ

れ
に

は
政

府
が

使
用

者
と

し
て

設
置

し
た

積
立

式
制

度
を

含
む

（
上

記
第

50
節

第
3

文
参

照
）
。

 

･ 
使

用
者

の
運

営
す

る
非

自
治

的
制

度
で

独
自

の
資

金
を

持
た

な
い

も
の

。
政

府
が

使
用

者
と

し
て

設
置

し

た
非

積
立

式
制

度
を

含
む

。
 

国
民

経
済

計
算

で
は

、
上

記
の

最
初

の
三

つ
の

制
度

は
「
民

間
積

立
式

制
度

」
と

呼
ば

れ
て

お
り

、
あ

と
の

一
つ

は

「
非

積
立

式
使

用
者

制
度

」
と

呼
ば

れ
て

い
る

。
最

後
の

二
つ

は
ま

と
め

て
「
非

自
治

的
使

用
者

制
度

」
を

構
成

す
る

。
 



― 110 ― ― 111 ―

sc
he

m
es

; t
he

 la
tte

r 
is

 c
al

le
d 

un
fu

nd
ed

 e
m

pl
oy

er
s'

 s
ch

em
es

. T
he

 la
st

 tw
o 

ty
pe

s 
ta

ke
n 

to
ge

th
er

 

m
ak

e 
up

 th
e 

ca
te

go
ry

 n
on

-a
ut

on
om

ou
s 

em
pl

oy
er

s'
 s

ch
em

es
. 

53
 T

he
 E

S
S

P
R

O
S

 s
ub

-c
la

ss
ifi

es
 n

ot
 g

ov
er

nm
en

t-
co

nt
ro

lle
d 

sc
he

m
es

 in
to

 n
ot

 

go
ve

rn
m

en
tc

on
tr

ol
le

d 
sc

he
m

es
 fo

r 
em

pl
oy

ee
s 

an
d 

ot
he

r 
no

t g
ov

er
nm

en
t-

co
nt

ro
lle

d 
sc

he
m

es
.

N
ot

 g
ov

er
nm

en
t-

co
nt

ro
lle

d 
sc

he
m

es
 fo

r 
em

pl
oy

ee
s 

(r
ef

. 1
21

) 
ar

e 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

 

or
ga

ni
se

d 
(b

ut
 n

ot
 n

ec
es

sa
ril

y 
ru

n)
 b

y 
em

pl
oy

er
s 

fo
r 

th
ei

r 
em

pl
oy

ee
s,

 fo
rm

er
 e

m
pl

oy
ee

s 
an

d 

th
ei

r 
de

pe
nd

an
ts

. T
w

o 
gr

ou
ps

 a
re

 d
is

tin
gu

is
he

d:
 

(i)
 C

on
tr

ac
tu

al
 n

ot
 g

ov
er

nm
en

t-
co

nt
ro

lle
d 

sc
he

m
es

 fo
r 

em
pl

oy
ee

s 
(r

ef
. 1

21
1)

 p
ro

vi
de

 

so
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n 
de

ci
de

d 
vi

a 
ba

rg
ai

ni
ng

 b
et

w
ee

n 
th

e 
so

ci
al

 p
ar

tn
er

s 
(e

m
pl

oy
er

s 
an

d 

em
pl

oy
ee

s)
. T

he
 te

rm
s 

of
 s

uc
h 

sc
he

m
es

 a
re

 fi
xe

d 
by

 c
ol

le
ct

iv
e 

ag
re

em
en

t a
nd

 c
an

no
t 

be
 u

ni
la

te
ra

lly
 c

ha
ng

ed
 b

y 
em

pl
oy

er
s;

 

(ii
) 

N
on

-c
on

tr
ac

tu
al

 n
ot

 g
ov

er
nm

en
t-

co
nt

ro
lle

d 
sc

he
m

es
 fo

r 
em

pl
oy

ee
s 

(r
ef

. 1
21

2)
  

pr
ov

id
e 

so
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n 
to

 e
m

pl
oy

ee
s 

at
 th

e 
di

sc
re

tio
n 

of
 th

e 
em

pl
oy

er
. 

O
th

er
 n

ot
 g

ov
er

nm
en

t-
co

nt
ro

lle
d 

sc
he

m
es

 (
re

f. 
12

2)
 a

re
 a

ll 
no

t g
ov

er
nm

en
t-

co
nt

ro
lle

d 

sc
he

m
es

 o
th

er
 th

an
 th

os
e 

or
ga

ni
se

d 
by

 e
m

pl
oy

er
s 

fo
r t

he
ir 

em
pl

oy
ee

s,
 fo

rm
er

 e
m

pl
oy

ee
s 

an
d 

th
ei

r 
de

pe
nd

an
ts

. T
he

y 
m

ay
 b

e 
or

ga
ni

se
d,

 fo
r 

in
st

an
ce

, f
or

 th
e 

ge
ne

ra
l p

ub
lic

 o
r 

sp
ec

ifi
c 

gr
ou

ps
 s

uc
h 

as
 th

e 
se

lf-
em

pl
oy

ed
. 

53
  

E
S

S
P

R
O

S
で

は
民

営
制

度
を

被
用

者
向

け
民

営
制

度
と

そ
の

他
の

民
営

制
度

と
に

再
分

類
す

る
。

 

被
用

者
向

け
民

間
制

度
（
参

照
番

号
12

1）
は

、
使

用
者

が
被

用
者

、
元

被
用

者
お

よ
び

そ
の

扶
養

家
族

向
け

に
設

置
す

る
（
た

だ
し

必
ず

し
も

運
営

は
し

な
い

）
社

会
保

護
制

度
で

あ
る

。
二

つ
の

グ
ル

ー
プ

に
分

け
ら

れ
る

。
 

(i)
 

協
約

型
被

用
者

向
け

民
営

制
度

（
参

照
番

号
12

11
）
は

、
社

会
的

パ
ー

ト
ナ

ー
（
労

使
）
間

の
交

渉
で

決

定
す

る
社

会
保

護
を

提
供

す
る

。
こ

の
制

度
の

条
件

は
団

体
協

約
で

規
定

さ
れ

て
お

り
、

使
用

者
は

こ
れ

を
一

方
的

に
変

更
で

き
な

い
。

 

(ii
) 

非
協

約
型

被
用

者
向

け
民

営
制

度
（
参

照
番

号
12

12
）
は

、
使

用
者

の
裁

量
に

よ
っ

て
被

用
者

に
社

会

保
護

を
提

供
す

る
。

 

そ
の

他
の

民
営

制
度

（
参

照
番

号
12

2）
は

、
使

用
者

が
被

用
者

、
元

被
用

者
お

よ
び

そ
の

扶
養

家
族

向
け

に
設

置

す
る

も
の

以
外

の
全

て
の

民
営

制
度

で
あ

る
。

こ
れ

は
例

え
ば

一
般

公
衆

ま
た

は
自

営
業

者
な

ど
特

定
グ

ル
ー

プ
向

け
に

設
置

さ
れ

る
。

 

    

4.
2.

3 
LE

G
A

L 
E

N
FO

R
C

EM
E

N
T 

4.
2.

3 
法

的
強

制
 

54
 L

eg
al

 e
nf

or
ce

m
en

t r
ef

er
s 

to
 th

e 
ru

le
s 

la
id

 d
ow

n 
by

 le
gi

sl
at

io
n 

co
nc

er
ni

ng
 th

e 
m

em
be

rs
hi

p 

of
 th

e 
pr

ot
ec

te
d 

pe
op

le
. M

em
be

rs
hi

p 
of

 a
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
e 

m
ay

 b
e 

co
m

pu
ls

or
y 

or
 

no
n-

co
m

pu
ls

or
y.

 

In
 th

e 
fr

am
ew

or
k 

of
 th

e 
E

S
S

P
R

O
S

 th
e 

co
nc

ep
ts

 c
om

pu
ls

or
y 

an
d 

vo
lu

nt
ar

y 
ar

e 
in

te
rp

re
te

d 

fr
om

 th
e 

po
in

t o
f v

ie
w

 o
f t

he
 p

eo
pl

e 
pr

ot
ec

te
d.

 

54
  

法
的

強
制

と
は

、
保

護
さ

れ
る

人
の

加
入

に
関

す
る

法
律

に
よ

り
定

め
ら

れ
た

ル
ー

ル
を

意
味

し
て

い
る

。
社

会

保
護

制
度

の
メ

ン
バ

ー
シ

ッ
プ

は
強

制
も

し
く

は
非

強
制

と
な

っ
て

い
る

。
 

E
S

S
P

R
O

S
の

枠
内

で
は

「
義

務
的

」
お

よ
び

「
任

意
」
の

コ
ン

セ
プ

ト
は

保
護

を
受

け
る

者
の

観
点

か
ら

解
釈

さ
れ

る
。

 

55
 C

om
pu

ls
or

y 
sc

he
m

es
 (

re
f. 

21
) 

ar
e 

so
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

es
 w

he
re

 m
em

be
rs

hi
p 

is
 m

ad
e 

co
m

pu
ls

or
y 

by
 th

e 
go

ve
rn

m
en

t. 

55
  

義
務

的
制

度
（
参

照
番

号
21

）
は

、
政

府
が

加
入

を
義

務
づ

け
る

社
会

保
護

制
度

で
あ

る
。
 

55
A 

C
om

pu
ls

or
y 

sc
he

m
es

 m
ay

 in
cl

ud
e 

bo
th

 s
ch

em
es

 e
st

ab
lis

he
d 

by
 la

w
 o

r 
re

gu
la

tio
n 

an
d 

th
os

e 
es

ta
bl

is
he

d 
by

 c
on

ve
nt

io
n 

or
 c

ol
le

ct
iv

e 
ag

re
em

en
t b

et
w

ee
n 

em
pl

oy
er

s 
an

d 
em

pl
oy

ee
s 

or
 m

em
be

rs
 o

f t
he

 s
am

e 
pr

of
es

si
on

 a
nd

 s
ub

se
qu

en
tly

 m
ad

e 
ob

lig
at

or
y 

by
 th

e 
go

ve
rn

m
en

t. 

55
A 

義
務

的
制

度
に

は
、

法
律

ま
た

は
規

則
で

設
置

さ
れ

る
制

度
と

使
用

者
・
被

用
者

間
ま

た
は

同
一

職
種

間
の

契
約

ま
た

は
団

体
協

約
に

よ
り

設
置

さ
れ

の
ち

に
政

府
が

義
務

的
と

し
た

制
度

と
の

両
方

が
含

ま
れ

る
可

能
性

が
あ

る
。

 

56
 n

on
-c

om
pu

ls
or

y 
sc

he
m

es
 (

re
f. 

22
) 

ar
e 

al
l s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

 w
he

re
 m

em
be

rs
hi

p 
is

 

no
t m

ad
e 

co
m

pu
ls

or
y 

by
 g

ov
er

nm
en

t. 

Tw
o 

su
bg

ro
up

s 
of

 n
on

-c
om

pu
ls

or
y 

sc
he

m
es

 a
re

 d
is

tin
gu

is
he

d 
se

pa
ra

te
ly

: 

(i)
 S

ch
em

es
 a

va
ila

bl
e 

by
 la

w
 (

re
f. 

22
1)

 c
on

si
st

s 
of

 s
ch

em
es

 e
st

ab
lis

he
d 

by
 la

w
 o

r 

56
  

非
義

務
的

制
度

（
参

照
番

号
22

）
は

、
政

府
が

加
入

を
義

務
づ

け
な

い
全

て
の

社
会

保
護

制
度

で
あ

る
。

 

非
義

務
的

制
度

の
一

つ
の

下
位

グ
ル

ー
プ

を
別

個
に

区
別

す
る

。
 

(i)
 法

に
基

づ
き

提
供

さ
れ

る
制

度
（
参

照
番

号
22

1）
で

、
法

律
ま

た
は

規
則

に
よ

っ
て

設
置

さ
れ

任
意

加

入
に

よ
り

特
定

グ
ル

ー
プ

（
低

所
得

自
営

業
者

、
義

務
的

加
入

期
間

終
了

後
引

き
続

き
保

護
を

受
け

る
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re
gu

la
tio

n 
an

d 
av

ai
la

bl
e 

fo
r 

vo
lu

nt
ar

y 
m

em
be

rs
hi

p 
to

 s
pe

ci
fic

 g
ro

up
s 

su
ch

 a
s 

lo
w

in
co

m
e 

se
lf-

em
pl

oy
ed

 w
or

ke
rs

, o
r 

pe
op

le
 w

ho
 c

ho
os

e 
to

 r
em

ai
n 

pr
ot

ec
te

d 
af

te
r 

a 

pe
rio

d 
of

 c
om

pu
ls

or
y 

co
ve

r 
co

m
es

 to
 a

n 
en

d)
; 

(ii
) T

he
 o

th
er

 s
ub

gr
ou

p 
co

ns
is

ts
 in

 th
e 

ot
he

r 
no

n–
co

m
pu

ls
or

y 
sc

he
m

es
 (

re
f. 

22
2)

. 

こ
と

を
選

ぶ
人

な
ど

）
に

提
供

さ
れ

る
制

度
で

あ
る

。
 

(ii
) 

そ
の

他
制

度
（
参

照
番

号
22

2）
は

、
他

の
非

義
務

的
制

度
か

ら
成

る
。

 

 

 

4.
2.

4 
E

S
TA

B
LI

S
H

M
E

N
T 

O
F 

E
N

TI
TL

E
M

E
N

TS
 

4.
2.

4 
受

給
権

の
確

立
方

法
 

57
 E

st
ab

lis
hm

en
t o

f e
nt

itl
em

en
ts

 r
ef

er
s 

to
 th

e 
ba

si
s 

on
 w

hi
ch

 th
e 

pr
ot

ec
te

d 
pe

rs
on

 is
 e

lig
ib

le
 

fo
r 

be
ne

fit
s:

 c
on

di
tio

na
l o

r 
no

t c
on

di
tio

na
l o

n 
pa

ym
en

t o
f c

on
tr

ib
ut

io
ns

. 

57
  

受
給

権
の

確
立

は
、

被
保

護
者

の
給

付
の

受
給

適
格

性
が

基
礎

と
な

っ
て

い
る

。
す

な
わ

ち
拠

出
に

基
づ

く
場

合
と

基
づ

か
な

い
場

合
が

あ
る

。
 

58
 C

on
tr

ib
ut

or
y 

sc
he

m
es

 (
re

f. 
31

) 
ar

e 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

 th
at

 r
eq

ui
re

 th
e 

pa
ym

en
t o

f 

co
nt

rib
ut

io
ns

, b
y 

th
e 

pr
ot

ec
te

d 
pe

rs
on

s 
or

 b
y 

ot
he

r 
pa

rt
ie

s 
on

 th
ei

r 
be

ha
lf,

 in
 o

rd
er

 to
 s

ec
ur

e 

in
di

vi
du

al
 e

nt
itl

em
en

t t
o 

be
ne

fit
s.

 

58
  

拠
出

型
制

度
（
参

照
番

号
31

）
は

、
個

々
の

給
付

受
給

権
を

確
保

す
る

に
は

保
護

対
象

者
ま

た
は

そ
れ

に
代

わ
る

他
の

関
係

者
に

よ
る

拠
出

金
の

支
払

い
を

要
す

る
社

会
保

護
制

度
で

あ
る

。
 

58
A 

C
on

tr
ib

ut
or

y 
sc

he
m

es
 a

re
 s

om
et

im
es

 r
ef

er
re

d 
to

 a
s 

so
ci

al
 in

su
ra

nc
e 

sc
he

m
es

. 
 B

y 

co
nv

en
tio

n,
 a

ll 
no

n-
au

to
no

m
ou

s 
sc

he
m

es
 th

at
 e

m
pl

oy
er

s 
ru

n 
in

 fa
vo

ur
 o

f t
he

ir 
em

pl
oy

ee
s,

  

fo
rm

er
 e

m
pl

oy
ee

s 
an

d 
th

ei
r 

de
pe

nd
an

ts
 a

re
 c

la
ss

ifi
ed

 a
s 

co
nt

rib
ut

or
y 

sc
he

m
es

. 

58
A 

拠
出

型
制

度
は

「
社

会
保

険
制

度
」
と

呼
ば

れ
る

こ
と

が
あ

る
。

 

慣
習

上
非

自
治

的
制

度
で

あ
っ

て
使

用
者

が
被

用
者

、
元

被
用

者
お

よ
び

そ
の

扶
養

家
族

の
た

め
に

運
営

す
る

制

度
は

全
て

、
拠

出
型

制
度

に
分

類
す

る
。
 

59
 N

on
-c

on
tr

ib
ut

or
y 

sc
he

m
es

 (
re

f. 
32

) 
ar

e 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

 in
 w

hi
ch

 e
lig

ib
ili

ty
 to

 

be
ne

fit
s 

is
 n

ot
 c

on
di

tio
na

l o
n 

th
e 

pa
ym

en
t o

f c
on

tr
ib

ut
io

ns
 b

y 
th

e 
pr

ot
ec

te
d 

pe
rs

on
s 

or
 b

y 
ot

he
r 

pa
rt

ie
s 

on
 th

ei
r 

be
ha

lf.
 

59
 非

拠
出

型
制

度
（
参

照
番

号
32

）
は

、
給

付
受

給
権

が
保

護
対

象
者

ま
た

は
そ

れ
に

代
わ

る
他

の
関

係
者

に
よ

る
拠

出
金

の
支

払
い

を
条

件
と

し
な

い
社

会
保

護
制

度
で

あ
る

。
 

59
A 

M
an

y 
no

n-
co

nt
rib

ut
or

y 
sc

he
m

es
 g

iv
e 

be
ne

fit
s 

on
ly

 a
fte

r 
a 

m
ea

ns
-t

es
t. 

N
on

-c
on

tr
ib

ut
or

y 

sc
he

m
es

 w
hi

ch
 d

o 
no

t r
eq

ui
re

 a
 m

ea
ns

-t
es

t i
nc

lu
de

 n
at

io
na

l h
ea

lth
 s

er
vi

ce
s 

an
d 

fa
m

ily
 

al
lo

w
an

ce
 s

ch
em

es
 in

st
itu

te
d 

in
 s

ev
er

al
 M

em
be

r 
S

ta
te

s.
 

59
A 

多
く

の
非

拠
出

型
制

度
で

は
、

資
産

調
査

実
施

後
に

給
付

を
支

給
す

る
。

資
産

調
査

が
不

要
な

非
拠

出
型

制

度
に

は
、

一
部

の
加

盟
国

で
設

置
さ

れ
て

い
る

国
民

保
健

サ
ー

ビ
ス

制
度

、
家

族
手

当
制

度
が

含
ま

れ
る

。
 

4.
2.

5 
S

C
O

P
E

 O
F 

TH
E

 S
C

H
E

M
E

 
4.

2.
5 

制
度

の
適

用
範

囲
 

60
 S

co
pe

 o
f t

he
 s

ch
em

e 
re

fe
rs

 to
 th

e 
pa

rt
 o

f t
he

 p
op

ul
at

io
n 

w
hi

ch
 is

 p
ro

te
ct

ed
 (

th
e 

w
ho

le
 

po
pu

la
tio

n,
 a

ll 
or

 th
e 

m
aj

or
ity

 o
f w

or
ke

rs
 o

r 
sp

ec
ifi

c 
se

ct
io

ns
 o

f t
he

 p
op

ul
at

io
n)

. 

60
 社

会
保

護
制

度
は

、
全

人
口

、
勤

労
者

の
全

部
も

し
く

は
大

多
数

ま
た

は
よ

り
小

規
模

な
特

定
グ

ル
ー

プ
を

対
象

と
す

る
。

 

61
 U

ni
ve

rs
al

 s
ch

em
es

 (r
ef

. 4
1)

 a
re

 s
ch

em
es

 w
hi

ch
 a

pp
ly

 to
 th

e 
w

ho
le

 p
op

ul
at

io
n,

 im
pl

yi
ng

 th
at

 

al
l r

es
id

en
ts

 o
r 

na
tio

na
ls

, i
rr

es
pe

ct
iv

e 
of

 th
ei

r 
so

ci
o-

pr
of

es
si

on
al

 s
ta

tu
s,

 a
re

 e
lig

ib
le

 to
 r

ec
ei

ve
 

so
ci

al
 b

en
ef

its
 u

po
n 

m
at

er
ia

lis
at

io
n 

of
 s

pe
ci

fic
 r

is
ks

 o
r 

ne
ed

s.
 

61
 ユ

ニ
バ

ー
サ

ル
（
全

人
口

加
入

制
度

）
（
参

照
番

号
41

）
は

全
人

口
に

適
用

す
る

制
度

で
、

こ
れ

は
全

住
民

ま
た

は
全

国
民

が
社

会
・
職

業
上

の
地

位
に

か
か

わ
ら

ず
特

定
の

リ
ス

ク
ま

た
は

ニ
ー

ズ
の

発
生

時
に

社
会

給
付

を
受

給

す
る

資
格

を
持

つ
こ

と
を

意
味

す
る

。
 

61
A 

E
xa

m
pl

es
 o

f u
ni

ve
rs

al
 s

ch
em

es
 a

re
: t

he
 n

at
io

na
l h

ea
lth

 s
er

vi
ce

s 
of

 D
en

m
ar

k,
 It

al
y,

 S
pa

in
, 

 

C
yp

ru
s,

 th
e 

U
ni

te
d 

K
in

gd
om

 a
nd

 h
ea

lth
 in

su
ra

nc
e 

in
 S

lo
va

ki
a 

an
d 

P
ol

an
d;

 th
e 

un
iv

er
sa

l 

pe
ns

io
n 

sc
he

m
es

 in
 D

en
m

ar
k 

(F
ol

ke
pe

ns
io

n)
 a

nd
 th

e 
N

et
he

rla
nd

s 
(A

lg
em

en
e 

O
ud

er
do

m
s 

W
et

),
 th

e 
st

at
e 

pe
ns

io
n 

sc
he

m
e 

in
 L

at
vi

a 
an

d 
th

e 
ta

x 
fin

an
ce

d 
pe

ns
io

n 
sc

he
m

e 
in

 S
w

ed
en

  

(g
ua

ra
nt

ee
 p

en
si

on
 -

 a
 p

ar
t o

f t
he

 g
en

er
al

 p
en

si
on

 s
ys

te
m

);
 th

e 
ch

ild
 a

llo
w

an
ce

 s
ch

em
es

 

su
pp

or
te

d 
by

 th
e 

go
ve

rn
m

en
t: 

"C
N

A
F"

 in
 F

ra
nc

e,
 s

om
e 

ch
ild

 a
nd

 fa
m

ily
 a

llo
w

an
ce

 s
ch

em
es

 in
 

La
tv

ia
, f

am
ily

 s
up

po
rt

 in
 H

un
ga

ry
, h

ou
si

ng
 s

ub
si

di
es

 in
 M

al
ta

, "
K

in
de

rb
et

re
uu

ng
sg

el
d"

 in
 

61
A

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

制
度

の
例

と
し

て
は

、
デ

ン
マ

ー
ク

、
イ

タ
リ

ア
、

ス
ペ

イ
ン

、
キ

プ
ロ

ス
、

英
国

の
国

民
保

健
サ

ー

ビ
ス

や
ス

ロ
バ

キ
ア

や
ポ

ー
ラ

ン
ド

の
健

康
保

険
、

デ
ン

マ
ー

ク
（

Fo
lk

ep
en

si
on

）
、

オ
ラ

ン
ダ

（
A

lg
em

en
e 

O
ud

er
do

m
s 

W
et

）
の

全
人

口
加

入
年

金
制

度
、

ラ
ト

ビ
ア

の
国

家
年

金
、

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

の
税

財
源

に
よ

る
年

金

制
度

（
指

定
保

障
年

金
、

一
般

年
金

制
度

の
一

部
）
、

ま
た

政
府

支
援

に
よ

る
児

童
手

当
制

度
で

あ
る

フ
ラ

ン
ス

の
Ｃ

Ｎ
Ａ

Ｆ
、

ラ
ト

ビ
ア

の
児

童
家

族
手

当
、

ハ
ン

ガ
リ

ー
の

家
族

支
援

、
マ

ル
タ

の
住

宅
補

助
、

オ
ー

ス
ト

リ
ア

の
20

02
年

以
降

の
「
K

in
de

rb
et

re
uu

ng
sg

el
d」

、
ス

ウ
ェ

ー
デ

ン
の

両
親

保
険

制
度

、
ス

ロ
ベ

ニ
ア

の
社

会
福

祉
が

あ
る

。
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A
us

tr
ia

 (s
in

ce
 2

00
2)

, t
he

 P
ar

en
ta

l i
ns

ur
an

ce
 s

ch
em

e 
in

 S
w

ed
en

 a
nd

 s
oc

ia
l w

el
fa

re
 in

 S
lo

ve
ni

a.

62
 G

en
er

al
 s

ch
em

es
 (r

ef
. 4

2)
 a

re
 th

os
e 

w
hi

ch
 a

pp
ly

 to
 th

e 
to

ta
lit

y 
or

 th
e 

pr
ep

on
de

ra
nc

e 
of

 th
e 

ec
on

om
ic

al
ly

 a
ct

iv
e 

po
pu

la
tio

n.
 

62
 一

般
制

度
（
参

照
番

号
42

）
は

、
労

働
力

人
口

の
全

部
ま

た
は

大
半

に
適

用
さ

れ
る

制
度

で
あ

る
。

 

62
A 

Ty
pi

ca
l e

xa
m

pl
es

 a
re

 th
e 

Ir
is

h 
ge

ne
ra

l o
ld

 a
ge

 p
en

si
on

 s
ch

em
e,

 th
e 

ge
ne

ra
l i

nv
al

id
ity

 

sc
he

m
e 

fo
r 

pr
iv

at
e 

se
ct

or
 e

m
pl

oy
ee

s 
in

 It
al

y,
 th

e 
N

at
io

na
l H

ea
lth

 In
su

ra
nc

e 
sc

he
m

e 
an

d 
th

e 

sc
he

m
es

 In
co

m
e 

pe
ns

io
n 

fu
nd

 a
nd

 P
re

m
iu

m
 p

en
si

on
 fu

nd
 (

pa
rt

s 
of

 th
e 

ge
ne

ra
l p

en
si

on
 

sy
st

em
) 

in
 S

w
ed

en
, t

he
 E

m
pl

oy
m

en
t f

un
d 

in
 L

ith
ua

ni
a,

 O
ld

-a
ge

 p
en

si
on

 s
ch

em
e 

in
 S

lo
va

ki
a,

 

th
e 

he
al

th
 in

su
ra

nc
e 

in
 th

e 
C

ze
ch

 R
ep

ub
lic

 a
nd

 th
e 

in
su

ra
nc

e 
sc

he
m

e 
ag

ai
ns

t o
cc

up
at

io
na

l 

di
se

as
es

 a
nd

 a
cc

id
en

ts
 a

t w
or

k 
in

 L
at

vi
a.

 

62
A

典
型

的
な

例
は

、
ア

イ
ル

ラ
ン

ド
の

一
般

老
齢

年
金

制
度

や
イ

タ
リ

ア
の

民
間

部
門

被
用

者
向

け
一

般
疾

病
保

険
制

度
、

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

の
国

民
健

康
保

険
制

度
、

お
よ

び
所

得
年

金
基

金
と

プ
レ

ミ
ア

ム
年

金
基

金
（
一

般
年

金
制

度
の

一
部

）
、

リ
ト

ア
ニ

ア
の

労
働

基
金

、
ス

ロ
バ

キ
ア

の
老

齢
年

金
制

度
、

チ
ェ

コ
の

健
康

保
険

、
ラ

ト
ビ

ア
の

労
働

傷
病

災
害

保
険

で
あ

る
。
 

63
 S

pe
ci

al
 s

ch
em

es
 (

re
f. 

43
) 

ar
e 

sc
he

m
es

 d
es

ig
ne

d 
to

 p
ro

te
ct

 a
 s

pe
ci

fic
, r

es
tr

ic
te

d 
se

ct
io

n 
of

 

th
e 

po
pu

la
tio

n.
 

63
 特

別
制

度
（
参

照
番

号
43

）
は

、
人

口
の

特
定

の
、

限
定

さ
れ

た
部

分
の

保
護

を
目

的
と

す
る

制
度

で
あ

る
。
 

63
A 

S
om

e 
sp

ec
ia

l s
ch

em
es

 a
re

 d
ire

ct
ed

, f
or

 in
st

an
ce

, a
t c

er
ta

in
 c

at
eg

or
ie

s 
of

 w
or

ke
rs

, s
uc

h 

as
 ra

ilw
ay

 e
m

pl
oy

ee
s,

 fa
rm

er
s 

or
 c

le
rg

ym
en

. S
ch

em
es

 w
hi

ch
 c

at
er

 fo
r s

pe
ci

fic
 g

ro
up

s 
de

fin
ed

 

by
 o

th
er

 c
rit

er
ia

 in
cl

ud
e,

 fo
r 

ex
am

pl
e,

 s
ch

em
es

 fo
r 

w
ar

 v
ic

tim
s 

or
 im

m
ig

ra
nt

s.
 

S
ch

em
es

 w
hi

ch
 p

ro
te

ct
 p

ar
tic

ul
ar

 s
ec

tio
ns

 o
f t

he
 p

op
ul

at
io

n 
oc

cu
r 

in
 a

ll 
M

em
be

r 
S

ta
te

s,
 

w
he

re
th

ey
 v

ar
y 

w
id

el
y 

in
 in

st
itu

tio
na

l a
nd

 fi
na

nc
ia

l s
tr

uc
tu

re
. 

63
A

例
え

ば
一

部
の

特
別

制
度

は
、

あ
る

カ
テ

ゴ
リ

ー
の

勤
労

者
、

例
え

ば
鉄

道
被

用
者

、
農

民
ま

た
は

聖
職

者
を

対
象

と
し

て
い

る
。

他
の

基
準

で
定

義
さ

れ
る

特
定

グ
ル

ー
プ

向
け

の
制

度
に

は
、

例
え

ば
戦

災
者

ま
た

は
移

民
向

け
の

制
度

が
含

ま
れ

る
。

 

人
口

の
特

定
部

分
を

保
護

す
る

制
度

は
全

加
盟

国
に

存
在

す
る

が
、

制
度

的
・
財

務
的

構
造

に
は

大
き

な
違

い
が

あ
る

。
 

64
 T

he
 E

S
S

P
R

O
S

 d
ef

in
es

 fo
ur

 s
ep

ar
at

e 
su

b-
gr

ou
ps

 o
f s

pe
ci

al
 s

ch
em

es
. 

S
ch

em
es

 fo
r 

pu
bl

ic
 s

er
va

nt
s 

(r
ef

. 4
31

) 
ar

e 
th

os
e 

re
se

rv
ed

 fo
r 

es
ta

bl
is

he
d 

an
d 

ac
tin

g 
pu

bl
ic

 

se
rv

an
ts

, o
th

er
 m

em
be

rs
 o

f g
en

er
al

 g
ov

er
nm

en
t s

ta
ff 

an
d 

of
fic

ia
ls

 o
f p

ub
lic

 c
or

po
ra

tio
ns

 

in
so

fa
r 

as
 th

ey
 h

av
e 

of
fic

ia
l s

ta
tu

s 
un

de
r 

pu
bl

ic
 la

w
. 

S
ch

em
es

 fo
r 

th
e 

se
lf-

em
pl

oy
ed

 (
re

f. 
43

2)
 a

re
 s

ch
em

es
 s

et
 u

p 
to

 p
ro

vi
de

 p
ro

te
ct

io
n 

fo
r 

th
e 

se
lfe

m
pl

oy
ed

 a
nd

 th
ei

r 
de

pe
nd

an
ts

. 

O
th

er
 o

cc
up

at
io

na
l s

ch
em

es
 (

re
f. 

43
3)

 a
re

 s
ch

em
es

 c
re

at
ed

 fo
r 

ce
rt

ai
n 

ca
te

go
rie

s 
of

 w
or

ke
rs

 

on
 th

e 
ba

si
s 

of
 o

cc
up
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io

n 
or

 p
ro

fe
ss

io
n,

 o
th

er
 th

an
 s

pe
ci

al
 s

ch
em

es
 fo

r 
pu

bl
ic

 s
er

va
nt

s 
an

d 

th
e 

se
lf-

em
pl

oy
ed

. 

O
th

er
 s

ch
em

es
 (

re
f. 

43
4)

 g
ro

up
s 

al
l r

em
ai

ni
ng

 s
pe

ci
al

 s
ch

em
es

. 

64
 E

S
S

P
R

O
S

で
は

、
特

別
制

度
を

さ
ら

に
四

つ
の

別
個

の
下

位
グ

ル
ー

プ
に

分
け

て
い

る
。

 

公
務

員
向

け
制

度
（
参

照
番

号
43

1）
は

、
確

定
し

か
つ

勤
務

中
の

公
務

員
、

一
般

政
府

職
員

の
そ

の
他

の
グ

ル
ー

プ
お

よ
び

公
法

に
基

づ
き

公
の

地
位

を
持

つ
公

営
企

業
の

職
員

を
対

象
と

す
る

制
度

で
あ

る
。

 

自
営

業
者

向
け

制
度

（
参

照
番

号
43

2）
は

、
自

営
業

者
お

よ
び

そ
の

扶
養

家
族

に
保

護
を

提
供

す
る

た
め

設
置

さ

れ
た

制
度

で
あ

る
。

 

そ
の

他
の

職
種

別
制

度
（
参

照
番

号
43

3）
は

、
職

業
ま

た
は

専
門

職
に

基
づ

い
た

一
定

の
カ

テ
ゴ

リ
ー

の
勤

労
者

の
た

め
に

設
け

ら
れ

た
制

度
で

、
公

務
員

お
よ

び
自

営
業

者
向

け
の

特
別

制
度

以
外

の
も

の
で

あ
る

。
 

そ
の

他
の

制
度

（
参

照
番

号
43

4）
は

、
他

の
全

て
の

特
別

制
度

で
あ

る
。
 

4.
2.

6 
LE

V
E

L 
O

F 
P

R
O

TE
C

TI
O

N
 

4.
2.

6 
保

護
の

水
準
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 L

ev
el

 o
f p

ro
te

ct
io

n 
re

fe
rs

 to
 w

he
th

er
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

 o
ffe

r 
a 

ba
si

c 
or

 a
 

su
pp

le
m

en
ta

ry
 le

ve
l o

f p
ro

te
ct

io
n.

 

Va
rio

us
 c

rit
er

ia
 a

re
 u

se
d 

fo
r 

cl
as

si
fy

in
g,

 in
cl

ud
in

g 
so

m
e 

of
 th

e 
di

st
in

ct
io

ns
 d

ef
in

ed
 e

ar
lie

r 
in

 

th
is

 c
ha

pt
er

, s
o 

th
at

 in
te

rp
re

ta
tio

ns
 m

ay
 v

ar
y 

sl
ig

ht
ly

 fr
om

 c
ou

nt
ry

 to
 c

ou
nt

ry
. T

he
 fo

llo
w

in
g 

pa
ra

gr
ap

hs
 e

xp
la

in
 th

e 
co

nc
ep

ts
 in

 c
ur

re
nt

 u
se

 r
at

he
r 

th
an

 tr
y 

to
 p

ro
vi

de
 s

ta
nd

ar
d 

de
fin

iti
on

s 

65
 保

護
の

水
準

と
は

、
社

会
保

護
制

度
が

基
礎

的
と

補
助

的
な

保
護

の
い

ず
れ

を
提

供
す

る
か

、
に

よ
り

表
さ

れ

る
。

 

様
々

な
基

準
が

分
類

の
た

め
に

利
用

さ
れ

る
。

た
と

え
ば

分
類

の
い

く
つ

か
は

4章
の

は
じ

め
に

定
義

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

が
、

解
釈

が
国

に
よ

っ
て

多
少

異
な

る
こ

と
が

あ
る

。
次

の
各

節
で

は
、

国
際

比
較

の
た

め
の

標
準

定
義

の
提

供

を
試

み
る

の
で

な
く

現
に

用
い

ら
れ

て
い

る
コ

ン
セ

プ
ト

の
解

説
を

行
う

。
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fo
r 

in
te

rn
at

io
na

l c
om

pa
ris

on
. 

66
 B

as
ic

 s
ch

em
es

 (
re

f. 
51

) 
ar

e 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

 th
at

 g
ua

ra
nt

ee
 a

 b
as

ic
 le

ve
l o

f 

pr
ot

ec
tio

n.
 

A 
ba

si
c 

le
ve

l o
f p

ro
te

ct
io

n 
m

ea
ns

 th
e 

lo
w

er
 le

ve
l o

f p
ro

te
ct

io
n 

(b
as

ed
 o

n 
th

e 
nu

m
be

r 
of

 y
ea

rs
 

of
 c

on
tr

ib
ut

io
ns

/w
or

k 
an

d/
or

 r
es

id
en

cy
),

 w
ith

ou
t i

t b
ei

ng
 s

tr
ic

tly
 u

nd
er

st
oo

d 
as

 th
e 

le
ve

l o
f 

re
so

ur
ce

s 
al

lo
w

in
g 

on
ly

 th
e 

m
in

im
um

 s
oc

ia
lly

 a
cc

ep
ta

bl
e 

st
an

da
rd

 o
f l

iv
in

g.
 B

as
ic

 o
ld

 a
ge

 

sc
he

m
es

, f
or

 in
st

an
ce

, t
yp

ic
al

ly
 g

ua
ra

nt
ee

 e
ith

er
 a

 fl
at

-r
at

e 
pe

ns
io

n 
an

d/
or

 a
 li

m
ite

d 

pe
rc

en
ta

ge
 o

f f
or

m
er

 e
ar

ni
ng

s 
w

hi
ch

 m
ay

 o
r m

ay
 n

ot
 b

e,
 s

up
pl

em
en

te
d 

by
 o

th
er

 p
ro

vi
si

on
s.

 In
 

re
sp

ec
t o

f m
ed

ic
al

 c
ar

e,
 b

as
ic

 s
ch

em
es

 c
an

 e
ith

er
 ta

ke
 c

ha
rg

e 
of

 th
e 

lo
w

es
t c

la
ss

 o
f h

ea
lth

 

ca
re

 o
r 

co
m

pe
ns

at
e 

fo
r 

on
ly

 a
 s

pe
ci

fic
 fr

ac
tio

n 
of

 it
s 

co
st

. 

66
 基

礎
的

制
度

（
参

照
番

号
51

）
は

、
基

礎
的

保
護

レ
ベ
ル

を
保

証
す
る
社

会
保

護
制

度
で
あ
る
。

 

「
基

礎
的

保
護

レ
ベ
ル

」
と
は

よ
り
低

い
保

護
レ
ベ
ル

を
い
い
、
社

会
的

に
受

け
入

れ
ら
れ

る
最

低
の

生
活

水
準

の
み

が
可

能
な
財

源
レ
ベ
ル

で
あ
る
と
厳

密
に
理

解
さ
れ

る
も
の

で
は

な
い
。
例

え
ば

老
齢

基
礎

年
金

制
度

は
通

例
、
均

一
の

年
金

お
よ
び

（
ま
た
は

）
退

職
前

の
所

得
の

一
定

割
合

を
保

証
す
る
も
の

で
、
こ
れ

は
他

の
規

定
で
補

助
す

る
こ

と
も
補

助
し
な
い
こ
と
も
あ
る
。
基

礎
的

制
度

は
、
医

療
に
つ
い
て
は

最
低

限
の

保
健

医
療

を
担

当
す
る
か

ま
た
は

医

療
費

の
特

定
部

分
の

み
を
補

償
す
る
。
 

66
A 

B
as

ic
 s

ch
em

es
 a

re
 o

fte
n 

th
os

e 
on

 w
hi

ch
 th

e 
gr

ea
te

st
 n

um
be

r 
of

 p
eo

pl
e 

re
ly

 o
n 

fo
r 

pr
ot

ec
tio

n.
  

A
s 

a 
ru

le
, u

ni
ve

rs
al

 s
ch

em
es

 a
nd

 s
ch

em
es

 p
ro

te
ct

in
g 

al
l w

or
ke

rs
 o

r 
em

pl
oy

ee
s 

ar
e 

ba
si

c.
 In

 s
om

e 
ca

se
s,

 a
 p

er
so

n 
m

ay
 b

e 
en

tit
le

d 
to

 b
en

ef
its

 fr
om

 m
or

e 
th

an
 o

ne
 s

in
gl

e 
ba

si
c 

sc
he

m
e 

Fo
r 

in
st

an
ce

, i
f a

n 
em

pl
oy

ee
 h

as
 w

or
ke

d 
in

 th
e 

pr
iv

at
e 

se
ct

or
 fo

r 
a 

nu
m

be
r 

of
 y

ea
rs

 

be
fo

re
 b

ec
om

in
g 

a 
pu

bl
ic

 s
er

va
nt

, h
e 

or
 s

he
 m

ay
 e

ve
nt

ua
lly

 b
e 

en
tit

le
d 

to
 o

ld
 a

ge
 p

en
si

on
s 

fr
om

 tw
o 

di
ffe

re
nt

 b
as

ic
 s

ch
em

es
. 

66
A 

基
礎

的
制

度
は

、
そ
の

保
護

に
依

存
す
る
人

が
最

大
の

制
度

で
あ
る
こ
と
が

多
い
。
概

し
て
全

人
口

加
入

制

度
や

全
勤

労
者

ま
た
は

全
被

用
者

を
保

護
す
る
制

度
が

基
本

で
あ
る
。
場

合
に
よ
っ
て
は

二
つ
以

上
の

基
礎

的
制

度
か

ら
給

付
を
受

給
す
る
権

利
を
持

つ
こ
と
も
あ
る
。
例

え
ば

、
被

用
者

が
公

務
員

に
な
る
前

に
何

年
間

か
民

間
部

門
に
勤

務
し
て
い
た
と
き
は

、
そ
の

被
用

者
は

最
終

的
に
は

二
つ
の

異
な
る
基

本
的

制
度

か
ら
老

齢
年

金
の

受
給

権

を
得

る
こ
と
が

あ
る
。

 

66
B

 M
an

y 
ba

si
c 

sc
he

m
es

 a
re

 c
ha

ra
ct

er
is

ed
 b

y 
a 

hi
gh

 d
eg

re
e 

of
 s

oc
ia

l s
ol

id
ar

ity
 (

se
e 

pa
ra

gr
ap

h 
31

 a
bo

ve
).

 In
 c

er
ta

in
 c

ou
nt

rie
s 

th
is

 h
as

 r
es

ul
te

d 
in

 a
 s

ys
te

m
 o

f t
ra

ns
fe

rs
 in

 w
hi

ch
 

sc
he

m
es

 w
ith

 a
 fa

vo
ur

ab
le

 r
at

io
 o

f c
on

tr
ib

ut
or

s 
to

 b
en

ef
ic

ia
rie

s 
su

pp
or

t s
ch

em
es

 in
 w

hi
ch

 th
is

 

ra
tio

 is
 le

ss
 fa

vo
ur

ab
le

. 

66
B

 多
く
の

基
礎

的
制

度
は

、
高

度
の

社
会

的
連

帯
（
上

記
第

31
節

参
照

）
を
特

徴
と
し
て
い
る
。
一

部
の

国
で
は

、

こ
の

結
果

と
し
て
拠

出
者

の
対

受
給

者
率

が
高

い
制

度
が

こ
の

率
の

低
い
制

度
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
移

転
シ
ス
テ
ム

が

設
け
ら
れ

て
い
る

 

66
C

 F
in

al
ly

, t
he

 g
ov

er
nm

en
t h

as
 a

 m
aj

or
 in

flu
en

ce
 o

n 
ba

si
c 

sc
he

m
es

, a
s 

th
es

e 
ar

e 
us

ua
lly

 

ei
th

er
 g

ov
er

nm
en

t-
co

nt
ro

lle
d 

sc
he

m
es

 o
r 

co
m

pu
ls

or
y 

no
t g

ov
er

nm
en

t-
co

nt
ro

lle
d 

sc
he

m
es

. 

66
C

 最
後

に
、
基

礎
的

制
度

は
通

常
公

営
制

度
か

義
務

的
民

営
制

度
で
あ
る
た
め

、
政

府
の

こ
の

制
度

へ
の

影
響

力
は

大
き
い
。
 

67
 S

up
pl

em
en

ta
ry

 s
ch

em
es

 (
re

f. 
52

) 
ar

e 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

 th
at

: 

･ 
to

p 
up

 c
as

h 
be

ne
fit

s 
gr

an
te

d 
by

 th
e 

ba
si

c 
sc

he
m

e,
 o

r;
 

･ 
ex

te
nd

 th
e 

co
ve

ra
ge

 o
f t

he
 b

as
ic

 s
ch

em
e,

 o
r;

 

･ 
re

pl
ac

e 
th

e 
ba

si
c 

sc
he

m
e 

w
he

re
 c

on
di

tio
ns

 fo
r 

en
tit

le
m

en
t t

o 
th

e 
ba

si
c 

sc
he

m
e 

ar
e 

no
t 

fu
lfi

lle
d.

 

67
 補

助
的

制
度

（
参

照
番

号
52

）
は

、
次

の
い
ず

れ
か

の
特

徴
を
持

つ
社

会
保

護
制

度
で
あ
る
。

 

･ 
基

礎
的

制
度

の
提

供
す
る
現

金
給

付
を
補

助
す
る
。

 

･ 
基

礎
的

制
度

の
保

護
適

用
範

囲
を
拡

充
す
る
。

 

･ 
基

礎
的

制
度

の
受

給
権

条
件

に
満

た
な
い
場

合
に
基

礎
的

制
度

に
と
っ
て
代

わ
る
。
 

67
A 

E
xa

m
pl

es
 a

re
 s

ch
em

es
 th

at
 p

ro
vi

de
 a

 p
er

ce
nt

ag
e 

of
 fo

rm
er

 in
co

m
e 

on
 to

p 
of

 th
e 

ba
si

c 

pe
ns

io
n 

an
d 

si
ck

ne
ss

 in
su

ra
nc

e 
sc

he
m

es
 th

at
 ta

ke
 c

ha
rg

e 
of

 th
e 

co
st

 o
f m

ed
ic

al
 c

ar
e 

no
t 

co
ve

re
d 

by
 th

e 
ba

si
c 

sc
he

m
e.

 

67
A 

例
と
し
て
は

、
基

礎
年

金
に
上

乗
せ

し
て
退

職
前

の
所

得
の

一
定

割
合

を
提

供
す
る
制

度
や

、
基

礎
的

制
度

が
適

用
対

象
と
し
な
い
医

療
費

を
担

当
す
る
疾

病
保

険
制

度
が

あ
る
。

 

67
B

 S
ch

em
es

 fo
r 

sp
ec

ifi
c 

gr
ou

ps
 o

f t
he

 w
or

ki
ng

 p
op

ul
at

io
n,

 s
uc

h 
as

 o
cc

up
at

io
na

l o
r 

pr
of

es
si

on
al

 s
ch

em
es

, a
re

 n
or

m
al

ly
 s

up
pl

em
en

ta
ry

. H
ow

ev
er

, w
he

re
 th

e 
la

w
 a

llo
w

s 
an

 

67
B

 勤
労

者
の

特
定

グ
ル

ー
プ
向

け
の

制
度

、
例

え
ば

職
種

別
制

度
や

専
門

職
別

制
度

は
、
通

例
補

助
的

制
度

で
あ
る
。
た
だ
し
全

人
口

加
入

制
度

に
と
っ
て
代

わ
る
職

種
別

制
度

や
専

門
職

別
制

度
を
政

府
が

法
律

に
基

づ
い
て
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oc
cu

pa
tio

na
l o

r 
pr

of
es

si
on

al
 s

ch
em

e 
to

 r
ep

la
ce

 th
e 

un
iv

er
sa

l s
ch

em
e 

(f
or

 in
st

an
ce

, i
n 

so
m

e 

pu
bl

ic
 s

er
vi

ce
 s

ch
em

es
, o

r 
ge

ne
ra

lly
 in

 th
e 

ca
se

 o
f c

on
tr

ac
tin

g 
ou

t)
, i

t i
s 

tr
ea

te
d 

a 
ba

si
c 

sc
he

m
e.

 

許
可

す
る

場
合

（
例

え
ば

一
部

の
公

務
員

向
け

制
度

に
お

い
て

ま
た

は
一

般
に

脱
退

の
場

合
）
は

、
こ

れ
を

基
礎

的

制
度

と
し

て
扱

う
。

 

67
C

 A
lth

ou
gh

 m
an

y 
su

pp
le

m
en

ta
ry

 s
ch

em
es

 a
re

 n
on

-c
om

pu
ls

or
y,

 th
e 

fa
ct

 th
at

 m
em

be
rs

hi
p 

to
 

so
m

e 
sc

he
m

es
 (

fo
r 

ex
am

pl
e 

co
nt

ra
ct

ua
l s

ch
em

es
 fo

r 
em

pl
oy

ee
s)

 is
 m

ad
e 

ob
lig

at
or

y 
by

 a
 

pu
bl

ic
 a

ut
ho

rit
y 

do
es

 n
ot

 p
re

ve
nt

 th
ei

r 
cl

as
si

fic
at

io
n 

as
 s

up
pl

em
en

ta
ry

. E
xa

m
pl

es
 a

re
 th

e 
ol

d 

ag
e 

sc
he

m
es

 A
G

IR
C

 a
nd

 A
R

R
C

O
 in

 F
ra

nc
e.

 

67
C

 多
数

の
補

助
的

制
度

は
非

義
務

的
で

あ
る

が
、

一
部

の
制

度
（
例

え
ば

協
約

型
被

用
者

向
け

制
度

）
へ

の
加

入
を

公
当

局
が

義
務

づ
け

る
場

合
も

、
こ

れ
を

補
助

的
制

度
に

分
類

す
る

こ
と

を
妨

げ
な

い
。

例
と

し
て

は
、

フ
ラ

ン
ス

の
老

齢
年

金
制

度
A

G
IR

C
、

A
R

R
C

O
が

あ
る

。
 

67
D

 F
or

 s
tu

dy
in

g 
pe

ns
io

n 
sc

he
m

es
, t

he
 p

ill
ar

s'
 c

la
ss

ifi
ca

tio
n 

is
 o

fte
n 

us
ed

, b
ut

 n
ot

 u
ni

ve
rs

al
ly

. 

Th
is

 c
la

ss
ifi

ca
tio

n 
di

st
in

gu
is

he
s 

tr
ee

 p
ill

ar
s:

 fi
rs

t p
ill

ar
 s

ch
em

es
 a

re
 c

ol
le

ct
iv

e 
co

m
pu

ls
or

y 

sc
he

m
es

, 
 s

ec
on

d 
pi

lla
r 

sc
he

m
es

 a
re

 c
ol

le
ct

iv
e 

vo
lu

nt
ar

y 
sc

he
m

es
, a

nd
 th

ird
 p

ill
ar

 s
ch

em
es

 

ar
e 

in
di

vi
du

al
 v

ol
un

ta
ry

 s
ch

em
es

. B
as

ic
 a

nd
 s

up
pl

em
en

ta
ry

 s
ch

em
es

 a
re

 s
om

et
im

es
 r

ef
er

re
d 

to
 a

s 
fir

st
 p

ill
ar

 a
nd

 s
ec

on
d 

pi
lla

r 
sc

he
m

es
, b

ut
 th

is
 c

la
ss

ifi
ca

tio
n 

is
 n

ot
 a

lw
ay

s 
ac

cu
ra

te
 a

nd
 

de
pe

nd
s 

on
 a

 n
at

io
na

l a
pp

ro
ac

h.
 T

hi
rd

 p
ill

ar
 c

on
si

st
s 

of
 in

di
vi

du
al

 a
rr

an
ge

m
en

ts
 th

at
 a

re
 n

ot
 

pa
rt

 o
f s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

in
 th

e 
de

fin
iti

on
 o

f t
he

 E
S

S
P

R
O

S
. 

67
D

 年
金

制
度

の
研

究
で

は
、

階
層

分
類

が
し

ば
し

ば
使

わ
れ

る
が

、
普

遍
的

な
も

の
で

は
な

い
。

こ
の

分
類

で

は
、

一
階

部
分

の
制

度
は

集
団

的
強

制
制

度
、

二
階

部
分

は
集

団
的

任
意

制
度

、
三

階
部

分
は

個
人

的
任

意
制

度
と

す
る

。
 

基
礎

的
制

度
と

補
助

的
制

度
は

、
一

階
制

度
、

二
回

制
度

と
呼

ば
れ

る
が

、
こ

れ
は

必
ず

し
も

正
確

で
は

な
く

、
各

国

の
ア

プ
ロ

ー
チ

に
よ

る
。

三
階

部
分

は
、

個
人

的
な

取
り

決
め

で
あ

り
、

E
S

S
P

R
O

S
の

定
義

で
は

社
会

保
護

の
一

部
に

ふ
く

め
な

い
。
 

5 
 R

ec
ei

pt
s 

of
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

 
5.

 社
会

保
護

制
度

の
収

入
 

5.
1 

In
tr

od
uc

tio
n 

5.
1 

は
じ

め
に

 

68
 T

he
 E

S
S

P
R

O
S

 C
or

e 
sy

st
em

 c
la

ss
ifi

es
 r

ec
ei

pt
s 

of
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

 b
y 

ty
pe

 a
nd

 

or
ig

in
. T

he
 ty

pe
 in

di
ca

te
s 

th
e 

na
tu

re
 o

f, 
or

 r
ea

so
n 

fo
r, 

a 
pa

ym
en

t; 
th

e 
or

ig
in

 s
pe

ci
fie

s 
th

e 

in
st

itu
tio

na
l s

ec
to

r 
fr

om
 w

hi
ch

 th
e 

pa
ym

en
t i

s 
re

ce
iv

ed
. 

68
 E

S
S

P
R

O
S

の
コ

ア
・
シ

ス
テ

ム
で

は
、

社
会

保
護

制
度

の
収

入
を

種
類

と
発

生
源

と
で

分
類

す
る

。
「
種

類
」
と

は

支
払

い
の

性
質

と
そ

の
理

由
を

示
し

、
「
発

生
源

」
と

は
そ

こ
か

ら
支

払
い

を
受

取
る

制
度

的
部

門
を

示
し

て
い

る
。

 

69
 W

he
n 

a 
si

ng
le

 ty
pe

 o
f r

ec
ei

pt
s 

fin
an

ce
s 

be
ne

fit
s 

in
 d

iff
er

en
t f

un
ct

io
ns

, i
t i

s 
di

ffi
cu

lt 
to

 te
ll 

w
ha

t f
ra

ct
io

n 
of

 th
e 

re
ce

ip
ts

 p
ay

s 
fo

r 
w

hi
ch

 b
en

ef
it 

an
d,

 th
er

ef
or

e,
 fo

r 
w

hi
ch

 fu
nc

tio
n.

 T
hi

s 
is

 

th
e 

m
ai

n 
re

as
on

 w
hy

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

es
 c

an
no

t a
lw

ay
s 

m
ee

t t
he

 r
eq

ui
re

m
en

t t
o 

pr
ov

id
e 

pr
ot

ec
tio

n 
ag

ai
ns

t a
 s

in
gl

e 
ris

k 
or

 n
ee

d 
(s

ee
 p

ar
ag

ra
ph

 4
6 

ab
ov

e)
. 

69
 単

一
の

種
類

の
収

入
が

異
な

る
社

会
保

護
機

能
給

付
に

資
金

を
提

供
す

る
場

合
は

、
収

入
の

う
ち

ど
れ

く
ら

い

が
ど

の
給

付
に

、
し

た
が

っ
て

ど
の

機
能

に
対

す
る

支
払

い
で

あ
る

か
を

言
う

こ
と

は
困

難
で

あ
る

。
こ

れ
が

、
「
社

会

保
護

制
度

が
単

一
の

リ
ス

ク
ま

た
は

ニ
ー

ズ
に

対
す

る
保

護
を

提
供

す
る

」
と

い
う

条
件

を
必

ず
し

も
満

た
さ

な
い

主
な

理
由

で
あ

る
（
上

記
第

46
節

参
照

）
。

 

5.
2 

Ty
pe

s 
of

 r
ec

ei
pt

s 
5.

2 
収

入
の

種
類

 



― 115 ―

 
 

70
 S

oc
ia

l c
on

tr
ib

ut
io

ns
 (

re
f. 

1)
 m

ea
ns

 th
e 

co
st

s 
in

cu
rr

ed
 b

y 
em

pl
oy

er
s 

on
 b

eh
al

f o
f t

he
ir 

em
pl

oy
ee

s 
or

 b
y 

pr
ot

ec
te

d 
pe

rs
on

s 
to

 s
ec

ur
e 

en
tit

le
m

en
t t

o 
so

ci
al

 b
en

ef
its

. 

70
 社

会
保

険
拠

出
（
参

照
番

号
1）

は
、
社

会
給

付
の

受
給

権
確

保
の

た
め

に
被

用
者

を
代

表
す
る
使

用
者

ま
た

は
保

護
対

象
者

に
生

じ
る
費

用
で
あ
る
。

 

70
A 

S
ee

 a
ls

o 
th

e 
co

nv
en

tio
n 

in
cl

ud
ed

 in
 p

ar
ag

ra
ph

 7
9 

B
 r

eg
ar

di
ng

 s
oc

ia
l c

on
tr

ib
ut

io
ns

 

re
ce

iv
ed

 b
y 

co
m

pu
ls

or
y 

un
iv

er
sa

l s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

es
. 

70
A 

義
務

的
全

人
口

加
入

社
会

保
護

制
度

の
受

領
す
る
社

会
保

険
拠

出
に
関

す
る
第

79
B
節

の
規

定
も
参

照
。

 

70
B

 It
 is

 n
ot

ed
 th

at
 th

e 
fa

ct
 th

at
 s

oc
ia

l c
on

tr
ib

ut
io

ns
 h

av
e 

be
en

 p
ai

d 
by

 o
r 

fo
r 

a 
pa

rt
ic

ul
ar

 

pe
rs

on
 m

ay
 n

ot
 b

e 
th

e 
so

le
 c

on
di

tio
n 

to
 m

ak
e 

th
at

 p
er

so
n 

el
ig

ib
le

 to
 s

oc
ia

l b
en

ef
its

 w
he

n 
th

e 

so
ci

al
 ri

sk
 o

r n
ee

d 
m

at
er

ia
lis

es
. O

th
er

 c
on

di
tio

ns
 m

ay
 in

cl
ud

e 
a 

m
in

im
um

 p
er

io
d 

of
 a

ffi
lia

tio
n,

 a
 

m
in

im
um

 lo
ss

 o
f e

ar
ni

ng
 c

ap
ac

ity
, a

va
ila

bi
lit

y 
to

 a
ct

iv
el

y 
se

ar
ch

 fo
r 

w
or

k 
or

 fo
llo

w
 v

oc
at

io
na

l 

tr
ai

ni
ng

, e
tc

. 

70
B

 社
会

保
険

拠
出

が
特

定
の

者
に
よ
り
ま
た
は

特
定

の
者

の
た
め

に
支

払
わ

れ
た
事

実
が

社
会

的
リ
ス
ク
ま
た

は
ニ
ー

ズ
の

発
生

時
に
社

会
給

付
の

受
給

資
格

を
そ
の

者
に
与

え
る
唯

一
の

条
件

で
は

な
い
場

合
が

あ
る
こ
と
に

注
意

す
る
。
そ
の

他
の

条
件

に
は

、
最

低
加

入
期

間
、
稼

得
能

力
の

最
低

喪
失

、
積

極
的

求
職

ま
た
は

職
業

訓
練

参
加

の
可

能
性

な
ど
が

あ
る
。

 

71
 E

m
pl

oy
er

s'
 s

oc
ia

l c
on

tr
ib

ut
io

ns
 (

re
f. 

11
) 

ar
e 

th
e 

co
st

s 
in

cu
rr

ed
 b

y 
em

pl
oy

er
s 

to
 s

ec
ur

e 

en
tit

le
m

en
t t

o 
so

ci
al

 b
en

ef
its

 fo
r 

th
ei

r 
em

pl
oy

ee
s,

 fo
rm

er
 e

m
pl

oy
ee

s 
an

d 
th

ei
r 

de
pe

nd
an

ts
. 

71
 使

用
者

の
社

会
保

険
拠

出
（
参

照
番

号
11

）
は

、
被

用
者

、
元

被
用

者
お
よ
び
そ
の

扶
養

家
族

の
社

会
給

付
受

給
権

確
保

の
た
め

使
用

者
に
生

じ
る
費

用
で
あ
る
。

 

71
A 

E
m

pl
oy

er
s'

 s
oc

ia
l c

on
tr

ib
ut

io
ns

 a
re

 a
n 

in
di

re
ct

 c
om

po
ne

nt
 o

f c
om

pe
ns

at
io

n 
of

 e
m

pl
oy

ee
s 

(t
he

 d
ire

ct
 c

om
po

ne
nt

 b
ei

ng
 w

ag
es

 a
nd

 s
al

ar
ie

s)
. G

en
er

al
ly

 th
ey

 a
re

 r
el

at
ed

 to
 e

m
pl

oy
ee

s'
 

71
A 

使
用

者
の

社
会

保
険

拠
出

は
、
被

用
者

の
報

酬
の

間
接

的
部

分
で
あ
る
（
直

接
的

部
分

は
賃

金
・
給

与
）
。
一

般
に
こ
の

拠
出

は
被

用
者

の
所

得
に
関

係
す
る
が

、
そ
の

他
の

基
準

を
参

考
と
し
て
評

価
さ
れ

る
場

合
も
あ
る
。
使

Ta
bl

e 
C:

 C
la

ss
ifi

ca
tio

n 
of

 re
ce

ip
ts

 o
f s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

 b
y 

ty
pe

1.
 S

oc
ia

l c
on

tri
bu

tio
ns

11
 E

m
pl

oy
er

s'
 s

oc
ia

l c
on

tri
bu

tio
ns

11
1 

A
ct

ua
l e

m
pl

oy
er

s'
 s

oc
ia

l c
on

tri
bu

tio
ns

11
2 

Im
pu

te
d 

em
pl

oy
er

s'
 s

oc
ia

l c
on

tri
bu

tio
ns

12
 S

oc
ia

l c
on

tri
bu

tio
ns

 b
y 

th
e 

pr
ot

ec
te

d 
pe

rs
on

s
12

1 
Em

pl
oy

ee
s

12
2 

Se
lf-

em
pl

oy
ed

 p
er

so
ns

12
3 

Pe
ns

io
ne

rs
 a

nd
 o

th
er

2.
 G

en
er

al
 g

ov
er

nm
en

t c
on

tri
bu

tio
ns

21
 E

ar
m

ar
ke

d 
ta

xe
s

22
 G

en
er

al
 re

ve
nu

e
3.

 T
ra

ns
fe

rs
 fr

om
 o

th
er

 s
ch

em
es

31
 S

oc
ia

l c
on

tri
bu

tio
ns

 re
-r

ou
te

d 
fr

om
 o

th
er

 s
ch

em
es

32
 O

th
er

 tr
an

sf
er

s 
fr

om
 o

th
er

 s
ch

em
es

4.
 O

th
er

 re
ce

ip
t

41
 P

ro
pe

rty
 in

co
m

e
42

 O
th

er

表
C ：

社
会

保
護

制
度

の
収
入

の
種

類
別

分
類

1.
 社

会
保
険

拠
出

11
 使

用
者
の

社
会
保

険
拠

出

11
1 
使
用
者

の
現

実
の

社
会

保
険
拠

出

11
2 
使
用
者

の
帰

属
社

会
保

険
拠
出

12
 保

護
対
象

者
に
よ
る
社
会

保
険

拠
出

12
1 
被
用
者

12
2 
自
営
業

者

12
3 
年
金
受

給
者

そ
の
他

2.
 一

般
政
府

の
拠

出

21
 目

的
税

22
 一

般
収
入

3.
 他

の
制
度

か
ら
の
移
転

31
 他

制
度
か

ら
迂
回

し
て
き
た
社

会
保

険
拠
出

32
 他

の
制
度

か
ら
の

移
転

4.
 そ

の
他

収
入

41
 財

産
所
得

42
 そ

の
他
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ea
rn

in
gs

, b
ut

 a
re

 s
om

et
im

es
 a

ss
es

se
d 

by
 r

ef
er

en
ce

 to
 o

th
er

 c
rit

er
ia

. E
m

pl
oy

er
s'

 s
oc

ia
l 

co
nt

rib
ut

io
ns

 m
ay

 b
e 

ac
tu

al
 o

r 
im

pu
te

d;
 th

ey
 c

an
 b

e 
pa

id
 b

y 
re

si
de

nt
 o

r 
no

n-
re

si
de

nt
 

em
pl

oy
er

s.
 

用
者

の
社

会
保

険
拠

出
は

、
現

実
の

拠
出

で
あ

る
こ

と
も

、
帰

属
拠

出
で

あ
る

こ
と

も
あ

る
。

こ
れ

は
居

住
者

で
あ

る

使
用

者
ま

た
は

非
居

住
者

で
あ

る
使

用
者

が
支

払
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

72
 E

m
pl

oy
er

s'
 a

ct
ua

l s
oc

ia
l c

on
tr

ib
ut

io
ns

 (
re

f. 
11

1)
 a

re
 p

ay
m

en
ts

 m
ad

e 
by

 e
m

pl
oy

er
s 

to
 

in
su

re
rs

 to
 s

ec
ur

e 
en

tit
le

m
en

t t
o 

so
ci

al
 b

en
ef

its
 fo

r 
th

ei
r 

em
pl

oy
ee

s,
 fo

rm
er

 e
m

pl
oy

ee
s 

an
d 

th
ei

r 
de

pe
nd

an
ts

. 

Th
e 

te
rm

 in
su

re
rs

 in
cl

ud
es

: 

(i)
 s

oc
ia

l s
ec

ur
ity

 fu
nd

s;
 

(ii
) 

no
n-

pr
of

it 
in

st
itu

tio
ns

 r
un

ni
ng

 c
on

tr
ib

ut
or

y 
sc

he
m

es
 (

su
ch

 a
s 

au
to

no
m

ou
s 

pe
ns

io
n 

fu
nd

s)
; 

(ii
i) 

co
m

m
er

ci
al

 in
su

ra
nc

e 
co

m
pa

ni
es

; 

(iv
) e

m
pl

oy
er

s 
ru

nn
in

g 
no

n-
au

to
no

m
ou

s 
sc

he
m

es
 a

nd
 m

ai
nt

ai
ni

ng
 s

eg
re

ga
te

d 
re

se
rv

es
 in

 

th
ei

r 
ba

la
nc

e 
sh

ee
ts

 fo
r 

th
at

 p
ur

po
se

. 

72
 使

用
者

の
現

実
の

社
会

保
険

拠
出

（
参

照
番

号
11

1）
は

、
被

用
者

、
元

被
用

者
お

よ
び

そ
の

扶
養

家
族

の
社

会
給

付
受

給
権

確
保

の
た

め
使

用
者

が
保

険
者

に
行

う
支

払
い

で
あ

る
。

「
保

険
者

」
の

語
に

は
、

次
の

も
の

を
含

む
。

 

(i)
 

 社
会

保
障

基
金

 

(ii
) 

拠
出

型
制

度
を

運
営

す
る

非
営

利
団

体
（
自

治
的

年
金

基
金

な
ど

）
 

(ii
i) 

商
業

保
険

会
社

 

(iv
) 

非
自

治
的

制
度

を
運

営
し

か
つ

そ
の

目
的

の
別

個
の

積
立

金
を

貸
借

対
照

表
上

に
維

持
す

る
使

用
者

 

73
 E

m
pl

oy
er

s'
 im

pu
te

d 
so

ci
al

 c
on

tr
ib

ut
io

ns
 (

re
f. 

11
2)

 a
re

 th
e 

co
st

s 
in

cu
rr

ed
 b

y 
em

pl
oy

er
s 

by
 

gr
an

tin
g 

so
ci

al
 b

en
ef

its
 o

r 
by

 p
ro

m
is

in
g 

so
ci

al
 b

en
ef

its
 p

ay
ab

le
 in

 fu
tu

re
, t

o 
th

ei
r 

em
pl

oy
ee

s,
  

fo
rm

er
 e

m
pl

oy
ee

s 
an

d 
th

ei
r 

de
pe

nd
an

ts
, (

i) 
w

ith
ou

t i
nv

ol
vi

ng
 a

n 
au

to
no

m
ou

s 
in

su
re

r, 
an

d;
 (

ii)
  

w
ith

ou
t m

ai
nt

ai
ni

ng
 s

eg
re

ga
te

d 
re

se
rv

es
 fo

r 
th

at
 p

ur
po

se
 in

 th
ei

r 
ba

la
nc

e 
sh

ee
ts

. 

73
 使

用
者

の
帰

属
社

会
保

険
拠

出
(参

照
番

号
11

2）
は

、
(i)

自
治

的
保

険
者

の
介

入
な

し
に

か
つ

(ii
)貸

借
対

照

表
上

に
そ

の
目

的
の

別
個

の
積

立
金

を
維

持
す

る
こ

と
な

く
、

被
用

者
、

元
被

用
者

お
よ

び
そ

の
扶

養
家

族
に

対
し

て
社

会
給

付
を

提
供

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

ま
た

は
将

来
の

社
会

給
付

の
支

払
い

を
約

束
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
使

用
者

に

生
じ

る
費

用
で

あ
る

。
 

73
A 

E
m

pl
oy

er
's

 s
ch

em
es

 w
ith

ou
t s

eg
re

ga
te

d 
re

se
rv

es
 a

re
 fr

eq
ue

nt
ly

 (
bu

t n
ot

 e
xc

lu
si

ve
ly

) 
ru

n 

by
 g

ov
er

nm
en

t i
ns

tit
ut

io
ns

. T
he

 p
ay

m
en

t o
f c

er
ta

in
 b

en
ef

its
 d

ire
ct

ly
 b

y 
em

pl
oy

er
s 

do
es

 n
ot

 

de
tr

ac
t f

ro
m

 th
ei

r 
so

ci
al

 c
ha

ra
ct

er
, a

nd
 c

on
si

st
en

cy
 r

eq
ui

re
s 

th
at

 th
e 

fin
an

ci
ng

 o
f t

he
se

 

be
ne

fit
s 

be
 r

ec
or

de
d 

as
 im

pu
te

d 
re

ce
ip

ts
. 

73
A 

別
個

の
積

立
金

の
な

い
使

用
者

の
制

度
は

、
政

府
機

関
が

運
営

す
る

こ
と

が
多

い
（
た

だ
し

常
に

そ
う

で
は

な

い
）
。

使
用

者
が

一
部

の
給

付
支

給
を

直
接

行
う

こ
と

に
よ

っ
て

そ
の

社
会

的
性

格
が

減
じ

る
こ

と
は

な
く

、
ま

た
一

貫

性
を

保
つ

た
め

に
は

こ
の

給
付

の
調

達
資

金
を

帰
属

収
入

と
し

て
計

上
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

 

74
 T

he
 v

al
ua

tio
n 

of
 e

m
pl

oy
er

s'
 im

pu
te

d 
so

ci
al

 c
on

tr
ib

ut
io

ns
 m

ay
 p

os
e 

pr
ob

le
m

s 
if 

th
e 

as
so

ci
at

ed
 b

en
ef

its
 a

re
 d

ue
 in

 fu
tu

re
 (

ol
d 

ag
e 

pe
ns

io
ns

, f
or

 e
xa

m
pl

e)
. I

n 
pr

in
ci

pl
e,

 th
e 

ne
t 

cu
rr

en
t v

al
ue

 o
f s

uc
h 

pr
om

is
ed

 fu
tu

re
 b

en
ef

its
 m

us
t b

e 
de

te
rm

in
ed

. 

74
 関

連
す

る
給

付
の

支
給

が
将

来
に

な
る

と
き

（
例

え
ば

老
齢

年
金

）
は

、
使

用
者

の
帰

属
社

会
保

険
拠

出
の

評

価
が

問
題

を
生

じ
る

こ
と

が
あ

る
。

原
則

と
し

て
こ

の
よ

う
な

将
来

給
付

の
約

束
に

つ
い

て
は

、
そ

の
純

現
在

価
値

を

決
定

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

74
A 

In
 th

e 
ca

se
 o

f m
at

ur
e 

sc
he

m
es

, f
or

 th
e 

sa
ke

 o
f s

im
pl

ic
ity

, t
he

 v
al

ue
 o

f e
m

pl
oy

er
s'

 im
pu

te
d 

so
ci

al
 c

on
tr

ib
ut

io
ns

 m
ay

 b
e 

es
tim

at
ed

 a
s 

th
e 

va
lu

e 
of

 b
en

ef
its

 p
ro

vi
de

d 
in

 th
e 

cu
rr

en
t p

er
io

d 

le
ss

 a
ny

 e
m

pl
oy

ee
s'

 c
on

tr
ib

ut
io

ns
 to

 th
e 

sc
he

m
e.

 F
or

 in
st

an
ce

, i
f, 

du
rin

g 
a 

pa
rt

ic
ul

ar
 

ac
co

un
tin

g 
pe

rio
d,

 a
n 

em
pl

oy
er

 is
 p

ro
m

is
in

g 
hi

s 
or

 h
er

 e
m

pl
oy

ee
s 

fu
tu

re
 p

en
si

on
s,

 th
e 

va
lu

e 

of
 th

e 
im

pu
te

d 
em

pl
oy

er
s'

 c
on

tr
ib

ut
io

ns
 m

ay
 b

e 
es

tim
at

ed
 a

s 
th

e 
va

lu
e 

of
 p

en
si

on
s 

ac
tu

al
ly

 

pa
id

 b
y 

th
e 

em
pl

oy
er

 to
 re

tir
ed

 e
m

pl
oy

ee
s 

in
 th

e 
cu

rr
en

t a
cc

ou
nt

in
g 

pe
rio

d,
 le

ss
 a

ny
 p

ay
m

en
ts

 

th
at

 e
xi

st
in

g 
em

pl
oy

ee
s 

m
ak

e 
to

 th
e 

em
pl

oy
er

 in
 o

rd
er

 to
 m

ai
nt

ai
n 

th
ei

r 
pe

ns
io

n 
rig

ht
s.

 

74
A 

満
期

の
来

た
制

度
の

場
合

は
、

簡
便

に
す

る
た

め
、

使
用

者
の

帰
属

社
会

保
険

拠
出

の
価

値
を

現
期

間
に

提

供
す

る
給

付
の

価
値

か
ら

当
該

制
度

へ
の

被
用

者
の

拠
出

を
差

し
引

い
た

も
の

と
し

て
概

算
し

て
も

よ
い

。
例

え
ば

、

特
定

の
会

計
年

度
に

お
い

て
使

用
者

が
被

用
者

に
将

来
の

年
金

を
約

束
す

る
と

き
、

使
用

者
の

帰
属

拠
出

の
価

値

を
そ

の
現

在
の

会
計

年
度

に
使

用
者

が
退

職
し

た
被

用
者

に
現

実
に

支
払

っ
た

年
金

の
額

か
ら

現
職

の
被

用
者

が

年
金

受
給

権
維

持
の

た
め

使
用

者
に

行
っ

た
支

払
い

を
差

し
引

い
た

も
の

と
し

て
概

算
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

75
 S

oc
ia

l c
on

tr
ib

ut
io

ns
 p

ai
d 

by
 p

ro
te

ct
ed

 p
er

so
ns

 (
re

f. 
12

) 
ar

e 
pa

ym
en

ts
 m

ad
e 

by
 in

di
vi

du
al

s 
75

 保
護

対
象

者
に

よ
る

社
会

保
険

拠
出

（
参

照
番

号
12

）
は

、
社

会
給

付
の

受
給

権
の

取
得

ま
た

は
維

持
の

た
め
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an
d 

ho
us

eh
ol

ds
 to

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

es
 in

 o
rd

er
 to

 o
bt

ai
n 

or
 k

ee
p 

th
e 

rig
ht

 to
 r

ec
ei

ve
 

so
ci

al
 b

en
ef

its
. 

個
人

お
よ

び
家

計
が

社
会

保
護

制
度

に
行

う
支

払
い

で
あ

る
。

 

75
A 

S
oc

ia
l c

on
tr

ib
ut

io
ns

 p
ai

d 
by

 p
ro

te
ct

ed
 p

er
so

ns
 m

ay
 b

e 
de

du
ct

ed
 a

t s
ou

rc
e 

fr
om

 p
ay

-r
ol

ls
 

or
 c

ol
le

ct
ed

 s
ep

ar
at

el
y.

 T
he

y 
m

ay
 b

e 
co

lle
ct

ed
 jo

in
tly

 w
ith

 p
er

so
na

l i
nc

om
e 

ta
x,

 a
s 

in
 th

e 

N
et

he
rla

nd
s.

 

75
A 

保
護

対
象

者
に

よ
る

社
会

保
険

拠
出

は
給

与
か

ら
源

泉
徴

収
す

る
こ

と
も

、
別

個
に

徴
収

す
る

こ
と

も
で

き
る

。

オ
ラ

ン
ダ

の
よ

う
に

個
人

所
得

税
と

一
緒

に
徴

収
す

る
こ

と
も

で
き

る
。

 

75
B

 T
he

re
 a

re
 im

po
rt

an
t d

iff
er

en
ce

s 
be

tw
ee

n 
th

e 
E

S
S

P
R

O
S

' a
nd

 N
at

io
na

l a
cc

ou
nt

s'
 

de
fin

iti
on

s 
of

 c
on

tr
ib

ut
io

ns
 o

f p
ro

te
ct

ed
 p

er
so

ns
. T

he
se

 a
re

 fu
rt

he
r 

ex
pl

ai
ne

d 
in

 A
pp

en
di

x 
V

I. 

75
B

保
護

対
象

者
の

拠
出

の
定

義
は

、
E

S
S

P
R

O
S

と
国

民
経

済
計

算
と

で
は

重
要

な
違

い
が

あ
る

。
こ

れ
に

つ
い

て
は

付
属

資
料

6
で

さ
ら

に
詳

し
く

述
べ

る
。

 

75
bi

s 
S

oc
ia

l c
on

tr
ib

ut
io

ns
 w

hi
ch

 a
re

 th
e 

lia
bi

lit
y 

of
 th

e 
pr

ot
ec

te
d 

pe
rs

on
s 

bu
t w

ith
he

ld
 a

t 

so
ur

ce
 b

y 
th

e 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
e 

an
d 

tr
an

sf
er

re
d 

to
 o

th
er

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

es
 o

n 

be
ha

lf 
of

 p
ro

te
ct

ed
 p

er
so

ns
 a

re
 r

ec
or

de
d 

as
 s

oc
ia

l c
on

tr
ib

ut
io

ns
 p

ai
d 

by
 p

ro
te

ct
ed

 p
er

so
ns

 in
 

th
e 

E
S

S
P

R
O

S
 d

at
a 

on
 r

ec
ei

pt
s 

of
 th

e 
re

ci
pi

en
t s

ch
em

e.
 

75
bi

s 
社

会
保

険
拠

出
、

保
護

対
象

者
が

支
払

う
べ

き
拠

出
が

社
会

保
護

制
度

か
ら

差
し

引
か

れ
、

保
護

対
象

者

に
か

わ
り

他
の

制
度

か
ら

移
転

さ
れ

る
社

会
保

険
拠

出
は

、
Ｅ

Ｓ
Ｓ

Ｐ
Ｒ

Ｏ
Ｓ

で
は

受
け

取
り

側
の

制
度

の
収

入
と

し
て

記
録

さ
れ

る
。

 

76
 S

oc
ia

l c
on

tr
ib

ut
io

ns
 p

ai
d 

by
 p

ro
te

ct
ed

 p
er

so
ns

 a
re

 b
ro

ke
n 

do
w

n 
by

 c
at

eg
or

y 
in

to
: 

(i)
 S

oc
ia

l c
on

tr
ib

ut
io

ns
 p

ai
d 

by
 E

m
pl

oy
ee

s 
(r

ef
. 1

21
);

 

(ii
) 

S
oc

ia
l c

on
tr

ib
ut

io
ns

 p
ai

d 
by

 S
el

f-
em

pl
oy

ed
 p

er
so

ns
 (

re
f. 

12
2)

; 

(ii
i) 

S
oc

ia
l c

on
tr

ib
ut

io
ns

 p
ai

d 
by

 P
en

si
on

er
s 

an
d 

ot
he

r 
pe

rs
on

s 
(r

ef
. 1

23
).

 

76
 保

護
対

象
者

に
よ

る
社

会
保

険
拠

出
は

、
カ

テ
ゴ

リ
ー

別
に

次
の

よ
う

に
分

類
さ

れ
る

。
 

(i)
 

 被
用

者
に

よ
る

社
会

保
険

拠
出

（
参

照
番

号
12

1）
 

(ii
) 

自
営

業
者

に
よ

る
社

会
保

険
拠

出
（
参

照
番

号
12

2）
 

(ii
i) 

年
金

受
給

者
そ

の
他

に
よ

る
社

会
保

険
拠

出
（
参

照
番

号
12

3）
 

76
A 

Th
es

e 
ca

te
go

rie
s 

re
fe

r 
to

 th
e 

ci
rc

um
st

an
ce

s 
in

 w
hi

ch
 a

 p
er

so
n 

co
nt

rib
ut

es
 to

 th
e 

so
ci

al
 

pr
ot

ec
tio

n 
sc

he
m

e 
an

d 
no

t t
o 

th
e 

pe
rs

on
's

 w
id

er
 c

irc
um

st
an

ce
s.

 F
or

 in
st

an
ce

, s
om

eo
ne

 

re
ce

iv
in

g 
an

 o
ld

 a
ge

 p
en

si
on

 m
ay

 s
til

l p
ay

 e
m

pl
oy

ee
s'

 s
oc

ia
l c

on
tr

ib
ut

io
ns

 (r
ef

. 1
21

) t
hr

ou
gh

 a
 

fu
ll-

tim
e 

or
 p

ar
t-

tim
e 

jo
b.

 

76
A 

こ
れ

ら
の

カ
テ

ゴ
リ

ー
は

、
個

人
が

社
会

保
護

制
度

に
拠

出
す

る
状

況
に

関
す

る
も

の
で

、
そ

の
個

人
の

よ
り

広

範
な

状
況

に
関

す
る

も
の

で
は

な
い

。
例

え
ば

、
老

齢
年

金
を

受
給

す
る

者
で

、
な

お
常

勤
ま

た
は

パ
ー

ト
タ

イ
ム

の

就
労

に
よ

っ
て

被
用

者
の

社
会

保
険

拠
出

（
参

照
番

号
12

1）
を

支
払

っ
て

い
る

こ
と

も
あ

る
。

 

77
 G

en
er

al
 g

ov
er

nm
en

t c
on

tr
ib

ut
io

ns
 (

re
f. 

2)
 c

on
si

st
s 

of
: 

(i)
 th

e 
co

st
 to

 g
en

er
al

 g
ov

er
nm

en
t o

f r
un

ni
ng

 g
ov

er
nm

en
t-

co
nt

ro
lle

d 
no

n-
co

nt
rib

ut
or

y 

sc
he

m
es

, a
nd

; 

(ii
) 

fin
an

ci
al

 s
up

po
rt

 p
ro

vi
de

d 
by

 g
en

er
al

 g
ov

er
nm

en
t t

o 
ot

he
r 

re
si

de
nt

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 

sc
he

m
es

. 

77
 一

般
政

府
の

拠
出

（
参

照
番

号
2）

は
、

次
の

も
の

か
ら

な
る

。
 

(i)
 

公
営

非
拠

出
型

制
度

を
運

営
す

る
一

般
政

府
の

費
用

。
 

(ii
) 

他
の

居
住

者
社

会
保

護
制

度
に

対
す

る
一

般
政

府
の

財
政

支
援

。
 

77
A 

C
la

ss
 (

i) 
in

cl
ud

es
, f

or
 in

st
an

ce
, g

ov
er

nm
en

t e
xp

en
di

tu
re

 o
n 

go
ve

rn
m

en
t-

co
nt

ro
lle

d 

sc
he

m
es

 th
at

 g
ua

ra
nt

ee
s 

a 
ce

rt
ai

n 
m

in
im

um
 in

co
m

e 
to

 a
ll 

re
si

de
nt

s 
of

 th
e 

co
un

tr
y 

in
 q

ue
st

io
n 

an
d 

th
e 

co
st

 o
f p

ro
vi

di
ng

 g
oo

ds
 a

nd
 s

er
vi

ce
s 

to
 in

di
ge

nt
 h

ou
se

ho
ld

s 
as

 a
 m

at
te

r 
of

 p
ub

lic
 

as
si

st
an

ce
. 

 C
la

ss
 (

ii)
 in

cl
ud

es
, a

m
on

g 
ot

he
rs

, u
nr

eq
ui

te
d 

pa
ym

en
ts

 m
ad

e 
by

 g
ov

er
nm

en
t t

o 

go
ve

rn
m

en
t a

nd
 n

ot
 g

ov
er

nm
en

t-
co

nt
ro

lle
d 

so
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

es
 to

 c
on

tr
ib

ut
e 

to
 th

e 
co

st
 

of
 b

en
ef

its
 p

ro
vi

de
d 

by
 th

es
e 

sc
he

m
es

, s
up

po
rt

in
g 

th
ei

r 
ad

m
in

is
tr

at
io

n 
co

st
s 

or
 c

ov
er

in
g 

de
fic

its
 in

cu
rr

ed
 o

ve
r 

cu
rr

en
t o

r 
pr

ev
io

us
 a

cc
ou

nt
in

g 
pe

rio
ds

. A
ls

o 
in

cl
ud

ed
 h

er
e 

ar
e 

ex
tr

ao
rd

in
ar

y 
pa

ym
en

ts
 b

y 
go

ve
rn

m
en

t d
es

ig
ne

d 
to

 in
cr

ea
se

 th
e 

ac
tu

ar
ia

l r
es

er
ve

s 
of

 s
oc

ia
l 

77
A 

(i)
に

は
例

え
ば

、
そ

の
国

の
全

住
民

に
一

定
の

最
低

所
得

を
保

証
す

る
公

営
制

度
に

関
す

る
政

府
支

出
や

公

的
扶

助
と

し
て

貧
困

世
帯

に
財

お
よ

び
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

費
用

が
含

ま
れ

る
。

(ii
)に

は
と

く
に

、
管

理
費

を
援

助

す
る

ま
た

は
現

在
ま

た
は

過
去

の
会

計
年

度
に

生
じ

た
損

失
を

補
う

、
給

付
供

与
費

用
の

一
助

と
し

て
公

営
お

よ
び

民
営

の
社

会
保

険
拠

出
制

度
に

政
府

が
行

う
一

方
的

な
支

払
い

が
含

ま
れ

る
。

ま
た

、
社

会
保

護
制

度
の

数
理

上

の
積

立
金

を
増

額
す

る
目

的
の

政
府

の
臨

時
支

払
い

や
政

府
が

自
己

の
用

に
供

す
る

宝
く

じ
収

益
も

こ
れ

に
含

ま

れ
る

。
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pr
ot

ec
tio

n 
sc

he
m

es
 a

nd
 th

e 
pr

oc
ee

ds
 o

f l
ot

te
rie

s 
w

hi
ch

 g
ov

er
nm

en
t p

ut
s 

to
 th

ei
r 

us
e.

 

77
B

 B
ot

h 
cu

rr
en

t a
nd

 c
ap

ita
l t

ra
ns

fe
rs

 a
re

 in
cl

ud
ed

(9
). 

A 
cl

ea
r 

di
st

in
ct

io
n 

sh
ou

ld
 b

e 
m

ad
e 

be
tw

ee
n 

tr
an

sf
er

s 
th

at
 in

st
itu

tio
na

l u
ni

ts
 r

ec
ei

ve
 in

 th
ei

r 
ca

pa
ci

ty
 o

f a
dm

in
is

tr
at

or
s 

of
 s

oc
ia

l 

pr
ot

ec
tio

n 
sc

he
m

es
 a

nd
 tr

an
sf

er
s 

w
hi

ch
 th

ey
 r

ec
ei

ve
 in

 o
th

er
 c

ap
ac

iti
es

. W
hi

le
 th

e 
fo

rm
er

 a
re

 

re
co

rd
ed

 a
s 

ge
ne

ra
l g

ov
er

nm
en

t c
on

tr
ib

ut
io

ns
, t

he
 la

tte
r 

ar
e 

no
t r

ec
or

de
d 

at
 a

ll 
in

 th
e 

E
S

S
P

R
O

S
, a

s 
th

ey
 a

re
 n

ot
 e

xp
re

ss
ly

 g
ra

nt
ed

 to
 fi

na
nc

e 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n.

 F
or

 e
xa

m
pl

e,
 

in
ve

st
m

en
t g

ra
nt

s 
sp

ec
ifi

ca
lly

 fo
r 

so
ci

al
 h

ou
si

ng
 a

ss
oc

ia
tio

ns
 a

re
 in

cl
ud

ed
, b

ut
 in

ve
st

m
en

t 

gr
an

ts
 o

n 
co

ns
tr

uc
tio

n 
in

 g
en

er
al

 a
re

 e
xc

lu
de

d.
 

 (9
) 

C
ap

ita
l t

ra
ns

fe
rs

 in
vo

lv
e 

th
e 

ac
qu

is
iti

on
 o

r 
di

sp
os

al
 o

f a
n 

as
se

t, 
or

 a
ss

et
s,

 b
y 

at
 le

as
t o

ne
 o

f t
he

 p
ar

tie
s 

to
 th

e 
tr

an
sa

ct
io

n.
 A

ll 
ot

he
rt

ra
ns

fe
rs

 a
re

 c
ur

re
nt

. 

77
B

 経
常

移
転

、
資

本
移

転
両

方
が

含
ま
れ

る
（
注

9）
。
制

度
的

単
位

が
社

会
保

護
制

度
の

運
営

者
の

資
格

で
受

け
取

る
移

転
と
、
他

の
資

格
で
受

け
取

る
移

転
と
を
明

確
に
区

別
す
べ

き
で
あ
る
。
前

者
は

一
般

政
府

の
拠

出
と
し
て

計
上

す
る
が

、
後

者
は

社
会

保
護

の
資

金
調

達
の

た
め

に
明

示
的

に
提

供
さ
れ

る
も
の

で
は

な
い
か

ら
E

S
S

P
R

O
S

で
は

全
く
計

上
し
な
い
。
例

え
ば

、
社

会
住

宅
協

会
に
特

定
し
た
投

資
交

付
金

は
含

む
が

、
建

設
一

般
へ

の
投

資
交

付
金

は
除

外
す

る
。

 

 注
9）

資
本

移
転

は
、
少

な
く
と
も
取

引
の

当
事

者
の

一
人

に
よ
る
資

産
の

取
得

ま
た
は

処
分

に
関

す
る
も
の

で
あ
る
。
他

の
移

転
は

全
て
経

常
移

転
で
あ
る
。

 

 

77
C

 G
en

er
al

 g
ov

er
nm

en
t c

on
tr

ib
ut

io
ns

 d
o 

no
t c

ov
er

 a
ct

ua
l o

r 
im

pu
te

d 
co

nt
rib

ut
io

ns
 w

hi
ch

 

ge
ne

ra
l g

ov
er

nm
en

t m
ak

es
 to

 s
ec

ur
e 

be
ne

fit
s 

to
 it

s 
ow

n 
em

pl
oy

ee
s,

 fo
rm

er
 e

m
pl

oy
ee

s 
an

d 

th
ei

r 
de

pe
nd

an
ts

 (
th

es
e 

ar
e 

cl
as

si
fie

d 
as

 E
m

pl
oy

er
s'

 s
oc

ia
l c

on
tr

ib
ut

io
ns

).
 A

ls
o 

ex
cl

ud
ed

 a
re

 

do
na

tio
ns

 th
at

 g
en

er
al

 g
ov

er
nm

en
t s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

 m
ak

e 
to

 o
th

er
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

 (
th

es
e 

ar
e 

cl
as

si
fie

d 
as

 T
ra

ns
fe

rs
 fr

om
/to

 o
th

er
 s

ch
em

es
)(

10
). 

 (1
0)

 S
ee

 a
ls

o 
A

pp
en

di
x 

V
II,

 w
hi

ch
 c

on
ta

in
s 

an
 o

ve
rv

ie
w

 o
f t

he
 c

la
ss

ifi
ca

tio
n 

of
 v

ar
io

us
 g

ov
er

nm
en

t 

di
sb

ur
se

m
en

ts
. 

77
C

 一
般

政
府

の
拠

出
は

、
一

般
政

府
が

自
己

の
被

用
者

、
元

被
用

者
お
よ
び
そ
の

扶
養

家
族

に
対

す
る
給

付
を

確
保

す
る
た
め

行
う
現

実
の

拠
出

ま
た
は

帰
属

拠
出

（
こ
れ

は
使

用
者

の
社

会
保

険
拠

出
に
分

類
す
る
）
は

含
ま
な

い
。
ま
た
、
一

般
政

府
の

社
会

保
護

制
度

が
他

の
社

会
保

護
制

度
に
対

し
て
行

う
寄

付
（
こ
れ

は
他

の
制

度
か

ら
の

移
転

／
他

の
制

度
へ

の
移

転
に
分

類
す
る
）
も
除

外
す
る
（
注

10
）
。

 

 注
10

）
種

々
の

政
府

支
出

の
分

類
の

概
要

を
記

載
す
る
付

属
資

料
7
も
参

照
。

 

77
D

 If
, f

or
 b

ud
ge

ta
ry

 r
ea

so
ns

, t
he

 g
ov

er
nm

en
t t

ak
es

 m
on

ey
 o

ut
 o

f t
he

 r
es

er
ve

s 
of

 

go
ve

rn
m

en
tc

on
tr

ol
le

d 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

, t
he

 re
la

tiv
e 

am
ou

nt
 is

 a
cc

ou
nt

ed
 a

s 
ne

ga
tiv

e 

G
en

er
al

 g
ov

er
nm

en
t c

on
tr

ib
ut

io
ns

 fo
r 

th
os

e 
sc

he
m

es
. 

77
D

 予
算

上
の

理
由

か
ら
政

府
が

公
営

社
会

保
護

制
度

の
積

立
金

か
ら
資

金
を
引

き
出

す
と
き
は

、
そ
の

金
額

は

当
該

制
度

へ
の

負
の

一
般

政
府

の
拠

出
と
し
て
計

上
す
る
。

 

78
 T

he
 c

at
eg

or
y 

of
 G

en
er

al
 g

ov
er

nm
en

t c
on

tr
ib

ut
io

ns
 is

 b
ro

ke
n 

do
w

n 
in

to
 E

ar
m

ar
ke

d 
ta

xe
s 

an
d 

G
en

er
al

 r
ev

en
ue

. 

78
 一

般
政

府
の

拠
出

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は

、
目

的
税

と
一

般
収

入
と
に
分

け
る
。

 

79
 E

ar
m

ar
ke

d 
ta

xe
s 

(r
ef

. 2
1)

 a
re

 th
e 

pr
oc

ee
ds

 fr
om

 ta
xe

s 
an

d 
le

vi
es

 w
hi

ch
, b

y 
la

w
, c

an
 b

e 

us
ed

 o
nl

y 
to

 fi
na

nc
e 

so
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n.
 

79
目

的
税

（
参

照
番

号
21

）
は

、
租

税
お
よ
び
公

課
か

ら
の

収
入

で
法

律
に
よ
り
社

会
保

護
の

資
金

調
達

の
み

に

用
い
る
こ
と
の

で
き
る
も
の

で
あ
る
。
 

79
A 

Th
e 

es
se

nt
ia

l d
iff

er
en

ce
 b

et
w

ee
n 

ea
rm

ar
ke

d 
ta

xe
s 

an
d 

co
m

pu
ls

or
y 

so
ci

al
 c

on
tr

ib
ut

io
ns

 is
 

th
at

 s
oc

ia
l c

on
tr

ib
ut

io
ns

 a
re

 p
ai

d 
to

 s
ec

ur
e 

pe
rs

on
al

 e
nt

itl
em

en
t t

o 
th

e 
be

ne
fit

s,
 w

he
re

as
 

ea
rm

ar
ke

d 
ta

xe
s 

se
cu

re
 n

o 
su

ch
 r

ig
ht

s.
 

 79
A

目
的

税
と
義

務
的

社
会

保
険

拠
出

と
の

基
本

的
な
違

い
は

、
社

会
保

険
拠

出
が

個
人

の
給

付
受

給
権

確
保

の
た
め

支
払

わ
れ

る
の

に
対

し
て
目

的
税

が
こ
の

権
利

を
確

保
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
 

79
B

 B
y 

co
nv

en
tio

n 
al

l p
er

io
di

c 
pa

ym
en

ts
 b

y 
pr

ot
ec

te
d 

pe
rs

on
s,

 o
r 

fo
r 

pr
ot

ec
te

d 
pe

rs
on

s 
by

 

th
ei

r 
em

pl
oy

er
s,

 in
to

 c
om

pu
ls

or
y 

un
iv

er
sa

l s
ch

em
es

 a
re

 c
la

ss
ifi

ed
 a

s 
so

ci
al

 c
on

tr
ib

ut
io

ns
 (

re
f. 

1)
 if

 le
vi

ed
 a

s 
a 

fu
nc

tio
n 

of
 in

co
m

e,
 p

ay
ro

ll,
 o

r 
th

e 
nu

m
be

r 
of

 e
m

pl
oy

ee
s.

 

79
B

慣
習

上
、
保

護
対

象
者

ま
た
は

保
護

対
象

者
に
代

わ
っ
て
使

用
者

が
義

務
的

全
人

口
加

入
制

度
に
行

う
定

期

的
支

払
い

は
全

て
、
所

得
、
給

与
ま
た
は

被
用

者
数

に
基

づ
き
賦

課
さ
れ

る
と
き
は

、
社

会
保

険
拠

出
（
参

照
番

号

1）
に
分

類
す
る
。
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79
C

 A
ll 

ki
nd

s 
of

 ta
xe

s 
m

ay
 b

e 
ea

rm
ar

ke
d 

fo
r 

so
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n 
fin

an
ci

ng
. 

79
C

あ
ら
ゆ

る
種

類
の

租
税

を
社

会
保

護
資

金
調

達
の

目
的

税
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

80
 G

en
er

al
 r

ev
en

ue
 (

re
f. 

22
) 

ar
e 

ge
ne

ra
l g

ov
er

nm
en

t c
on

tr
ib

ut
io

ns
 fr

om
 s

ou
rc

es
 o

th
er

 th
an

 

ea
rm

ar
ke

d 
ta

xe
s.

 

80
 一

般
収

入
（
参

照
番

号
22

）
は

、
目

的
税

以
外

の
発

生
源

か
ら
の

一
般

政
府

の
拠

出
で
あ
る
。
 

81
 T

ra
ns

fe
rs

 fr
om

 o
th

er
 s

ch
em

es
 (

re
f. 

3)
 m

ea
ns

 u
nr

eq
ui

te
d 

pa
ym

en
ts

 r
ec

ei
ve

d 
fr

om
 o

th
er

 

so
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

es
. T

he
se

 a
re

 b
ro

ke
n 

do
w

n 
in

 tw
o 

ca
te

go
rie

s.
 

81
 他

の
制

度
か

ら
の

移
転

（
参

照
番

号
3）

は
、
他

の
社

会
保

護
制

度
か

ら
受

け
取

る
一

方
的

な
支

払
い
で
あ
る
。

二
つ
の

カ
テ
ゴ
リ
に
分

け
る
こ
と
が

で
き
る
。

 

82
 R

e-
ro

ut
ed

 s
oc

ia
l c

on
tr

ib
ut

io
ns

 a
re

 p
ay

m
en

ts
 th

at
 a

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

e 
m

ak
es

 o
n 

its
 

ow
n 

be
ha

lf 
to

 a
no

th
er

 s
ch

em
e 

in
 o

rd
er

 to
 m

ai
nt

ai
n 

or
 a

cc
ru

e 
th

e 
rig

ht
s 

of
 it

s 
pr

ot
ec

te
d 

pe
op

le
 

to
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

fr
om

 th
e 

re
ci

pi
en

t s
ch

em
e.

 E
ve

n 
if 

su
ch

 p
ay

m
en

ts
 o

nl
y 

in
vo

lv
e 

on
e 

tr
an

sa
ct

io
n 

fr
om

 o
ne

 s
ch

em
e 

to
 a

no
th

er
, t

he
 E

S
S

P
R

O
S

 r
ec

or
ds

 th
e 

fo
llo

w
in

g 
tw

o 
flo

w
s 

of
 

eq
ua

l v
al

ue
: 

(i)
 in

 th
e 

ex
pe

nd
itu

re
 o

f t
he

 p
ay

in
g 

sc
he

m
e,

 th
e 

am
ou

nt
 o

f t
ra

ns
fe

rs
 to

 o
th

er
 s

ch
em

es
 

m
ad

e 
on

 it
s 

ow
n 

be
ha

lf 
fo

r t
he

 b
en

ef
it 

of
 p

ro
te

ct
ed

 p
eo

pl
e 

(S
oc

ia
l c

on
tr

ib
ut

io
ns

 re
ro

ut
ed

 

to
 o

th
er

 s
ch

em
es

; s
ee

 p
ar

ag
ra

ph
 1

04
);

 

(ii
) 

in
 th

e 
re

ce
ip

ts
 o

f t
he

 r
ec

ip
ie

nt
 s

ch
em

e,
 s

oc
ia

l c
on

tr
ib

ut
io

ns
 p

ai
d 

by
 th

e 
pa

yi
ng

 

sc
he

m
es

 o
n 

th
ei

r 
ow

n 
be

ha
lf 

fo
r 

th
e 

be
ne

fit
 o

f p
ro

te
ct

ed
 p

eo
pl

e 
(S

oc
ia

l c
on

tr
ib

ut
io

ns
 

re
-r

ou
te

d 
fr

om
 o

th
er

 s
ch

em
es

 r
ef

. 3
1)

. 

82
 迂

回
社

会
保

険
拠

出
は

社
会

保
護

制
度

が
保

護
対

象
者

の
受

給
権

の
保

持
、
確

保
の

た
め

に
受

給
者

に
代

わ
っ
て
他

の
社

会
保

護
制

度
に
支

払
う
社

会
保

険
拠

出
。
一

方
の

支
払

い
が

あ
る
制

度
か

ら
制

度
へ

の
取

引
を
含

む
場

合
、
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ｐ
Ｒ
Ｏ
Ｓ
は

以
下

の
通

り
等

し
い
価

値
の

二
つ
の

フ
ロ
ー
と
し
て
記

録
す
る
。

 

(i)
支

払
い
側

の
制

度
の

支
出

に
お
い
て
、
他

の
制

度
へ

の
移

転
は

保
護

対
象

者
の

給
付

を
代

替
し
て
払

う

も
の

で
あ
る
（
他

制
度

へ
迂

回
す
る
社

会
保

険
拠

出
、

10
4節

参
照

）
 

(ii
)受

け
取

り
側

の
制

度
の

収
入

に
お
い
て
、
支

払
い
側

の
制

度
か

ら
支

払
わ

れ
る
社

会
保

険
拠

出
は

保

護
対

象
者

に
代

わ
る
給

付
の

支
払

い
で
あ
る
（
他

制
度

か
ら
迂

回
し
て
き
た
社

会
保

険
拠

出
､参

照
番

号

31
）
 

82
A 

O
n 

a 
na

tio
na

l l
ev

el
, r

e-
ro

ut
ed

 s
oc

ia
l c

on
tr

ib
ut

io
ns

 r
ec

or
de

d 
in

 th
e 

re
ce

ip
ts

 o
f s

oc
ia

l 

pr
ot

ec
tio

n 
sc

he
m

es
 a

re
 h

el
d 

to
 b

al
an

ce
 o

ut
 w

ith
 r

e-
ro

ut
ed

 s
oc

ia
l c

on
tr

ib
ut

io
ns

 r
ec

or
de

d 
as

 

ex
pe

nd
itu

re
 o

f s
ch

em
es

, e
xc

ep
t f

or
 p

os
si

bl
e 

tr
an

sa
ct

io
ns

 w
ith

 th
e 

R
es

t o
f t

he
 W

or
ld

. 

82
A 

一
国

単
位

で
は

、
社

会
保

護
制

度
の

収
入

と
し
て
記

録
さ
れ

る
迂

回
社

会
保

険
拠

出
は

、
支

出
側

制
度

の
迂

回
社

会
保

険
拠

出
と
バ

ラ
ン
ス
す
る
も
の

と
み

な
さ
れ

る
。
た
だ
し
、
海

外
部

門
で
あ
り
う
る
取

引
は

除
く
。

 

82
B

 In
 p

ra
ct

ic
e,

 th
e 

fo
llo

w
in

g 
tw

o 
ca

se
s 

fa
ll 

w
ith

in
 th

is
 c

at
eg

or
y:

 

(i)
 s

oc
ia

l c
on

tr
ib

ut
io

ns
 th

at
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

 p
ay

 o
n 

th
ei

r 
ow

n 
be

ha
lf 

fo
r 

th
e 

be
ne

fit
 o

f t
he

ir 
be

ne
fic

ia
rie

s 
to

 o
th

er
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

. F
or

 e
xa

m
pl

e,
 w

he
n 

an
 

un
em

pl
oy

m
en

t b
en

ef
it 

sc
he

m
e 

pa
ys

 s
oc

ia
l c

on
tr

ib
ut

io
ns

 to
 th

e 
si

ck
ne

ss
 s

ch
em

e 
fo

r t
he

 

be
ne

fit
 o

f i
ts

 b
en

ef
ic

ia
rie

s;
 

(ii
) t

he
 tr

an
sf

er
 o

f f
un

ds
 re

la
tin

g 
to

 a
n 

in
su

re
d 

pe
rs

on
 m

ov
in

g 
fr

om
 o

ne
 s

ch
em

e 
to

 a
no

th
er

. 

In
 th

e 
U

ni
te

d 
K

in
gd

om
, p

ay
m

en
ts

 o
f t

hi
s 

ty
pe

 o
cc

ur
 w

he
n 

an
 in

su
re

d 
pe

rs
on

 d
ec

id
es

 to
 

op
t o

ut
 o

f S
E

R
P

S
 a

nd
 o

ut
 o

f t
he

ir 
O

cc
up

at
io

na
l p

en
si

on
 p

la
n 

in
 o

rd
er

 to
 s

et
 u

p 
an

 

A
pp

ro
pr

ia
te

 P
er

so
na

l P
en

si
on

 P
la

n.
 In

 th
is

 c
as

e,
 th

e 
N

at
io

na
l I

ns
ur

an
ce

 F
un

d 
tr

an
sf

er
s 

hi
s/

he
r 

so
ci

al
 c

on
tr

ib
ut

io
ns

 to
 th

e 
se

le
ct

ed
 P

la
n.

 

82
B

 実
際

と
し
て
、
こ
の

カ
テ
ゴ
リ
に
は

以
下

の
二

つ
の

ケ
ー
ス
が

該
当

す
る

 

(i)
社

会
保

護
制

度
が

受
給

者
に
代

わ
っ
て
他

の
社

会
保

護
制

度
に
支

払
う
社

会
保

険
拠

出
。
例

え
ば

、
失

業
保

険
制

度
が

疾
病

制
度

に
た
い
し
受

給
者

の
給

付
の

た
め

の
社

会
保

険
拠

出
を
支

払
う
な
ど
。

 

(ii
)基

金
の

移
転

で
あ
り
、
そ
れ

は
被

保
険

者
が

あ
る
制

度
か

ら
別

の
制

度
へ

の
移

動
に
関

わ
る
も
の

。
英

国

で
は

被
保

険
者

が
S

E
R

P
S
と
職

業
年

金
か

ら
脱

退
し
、
適

格
個

人
年

金
プ
ラ
ン
を
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ
す
る
場

合

に
生

じ
る
。
こ
の

場
合

、
国

民
保

険
基

金
は

該
当

者
の

社
会

保
険

拠
出

を
、
選

択
さ
れ

た
プ
ラ
ン
に
移

転
さ

せ
る
。

 

82
bi

s 
S

oc
ia

l c
on

tr
ib

ut
io

ns
 w

hi
ch

 a
re

 th
e 

lia
bi

lit
y 

of
 th

e 
pr

ot
ec

te
d 

pe
rs

on
s 

bu
t a

re
 w

ith
he

ld
 a

t 

so
ur

ce
 b

y 
th

e 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
e 

an
d 

tr
an

sf
er

re
d 

to
 o

th
er

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

es
 o

n 

be
ha

lf 
of

 p
ro

te
ct

ed
 p

er
so

ns
 a

re
 r

ec
or

de
d 

in
 th

e 
E

S
S

P
R

O
S

 d
at

a 
on

 r
ec

ei
pt

s 
as

 s
oc

ia
l 

82
bi

s 
支

払
い
債

務
の

あ
る
保

護
対

象
者

で
、
社

会
保

護
制

度
か

ら
そ
の

原
資

が
引

き
出

さ
れ

他
の

社
会

保
護

制

度
へ

移
転

し
て
い
る
場

合
の

社
会

保
険

拠
出

は
E

S
S

P
R

O
S
に
お
い
て
は

保
護

対
象

者
に
よ
っ
て
支

払
わ

れ
た
社

会
保

険
拠

出
と
し
て
収

入
に
記

録
さ
れ

（
75

bi
s節

参
照

）
,迂

回
社

会
保

険
拠

出
に
は

記
録

さ
れ

な
い
。
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co
nt

rib
ut

io
ns

 p
ai

d 
by

 p
ro

te
ct

ed
 p

er
so

ns
 (

se
e 

pa
ra

gr
ap

h 
75

bi
s)

 a
nd

 n
ot

 a
s 

re
-r

ou
te

d 
so

ci
al

 

co
nt

rib
ut

io
ns

. 

83
 O

th
er

 tr
an

sf
er

s 
fr

om
 o

th
er

 s
ch

em
es

 (
re

f. 
32

) 

A
n 

ex
am

pl
e 

of
 o

th
er

 tr
an

sf
er

s 
fr

om
 o

th
er

 s
ch

em
es

 is
 c

on
tr

ib
ut

io
ns

 m
ad

e 
by

 o
ne

 s
ch

em
e 

to
 

re
du

ce
 th

e 
de

fic
it 

of
 a

no
th

er
. 

83
 他

の
制

度
か

ら
の

移
転

（
参

照
番

号
32

）
 

た
と

え
ば

、
他

の
制

度
か

ら
、

あ
る

制
度

へ
の

移
転

は
、

ひ
と

つ
の

制
度

に
よ

る
拠

出
で

あ
り

、
も

う
一

方
の

負
債

を
減

ら
す

も
の

で
あ

る
。

 

83
A 

Tr
an

sf
er

s 
fr

om
/to

 o
th

er
 s

ch
em

es
 e

xc
lu

de
: 

(i)
 p

ay
m

en
ts

 fo
r 

de
liv

er
y 

of
 g

oo
ds

 o
r 

se
rv

ic
es

 (
th

er
e 

is
 a

 q
ui

d 
pr

o 
qu

o)
; 

(ii
) t

he
 tr

an
sf

er
 o

f f
un

ds
 re

la
tin

g 
to

 a
n 

in
su

re
d 

pe
rs

on
 m

ov
in

g 
fr

om
 o

ne
 s

ch
em

e 
to

 a
no

th
er

  

(t
hi

s 
is

 r
ec

or
de

d 
as

 S
oc

ia
l c

on
tr

ib
ut

io
ns

 r
e-

ro
ut

ed
 fr

om
 o

th
er

 s
ch

em
es

, s
ee

 p
ar

ag
ra

ph
 

82
);

 

(ii
i) 

so
ci

al
 c

on
tr

ib
ut

io
ns

 th
at

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

es
 p

ay
 o

n 
th

ei
r 

ow
n 

be
ha

lf 
fo

r 
th

e 

be
ne

fit
 o

f t
he

ir 
be

ne
fic

ia
rie

s 
to

 o
th

er
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

. T
he

se
 p

ay
m

en
ts

 a
re

 

tr
ea

te
d 

an
al

og
ou

s 
to

 c
as

e 
(ii

) 
as

 S
oc

ia
l c

on
tr

ib
ut

io
ns

 r
e-

ro
ut

ed
 fr

om
 o

th
er

 s
ch

em
es

; 

(iv
) p

ay
m

en
ts

 m
ad

e 
by

 th
e 

go
ve

rn
m

en
t a

ct
in

g 
in

 it
s 

ca
pa

ci
ty

 o
f p

ub
lic

 a
ut

ho
rit

y 
ra

th
er

 th
an

 

as
 a

n 
ad

m
in

is
tr

at
or

 o
f s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

. S
uc

h 
pa

ym
en

ts
 a

re
 c

la
ss

ifi
ed

 a
s 

G
en

er
al

 g
ov

er
nm

en
t c

on
tr

ib
ut

io
ns

; 

(v
) 

pa
ym

en
ts

 b
et

w
ee

n 
sc

he
m

es
 a

s 
a 

co
ns

eq
ue

nc
e 

of
 tr

an
sa

ct
io

ns
 c

ar
rie

d 
ou

t b
y 

on
e 

sc
he

m
e 

on
 b

eh
al

f o
f t

he
 o

th
er

, f
or

 e
xa

m
pl

e,
 w

he
n 

a 
lo

w
er

 g
ov

er
nm

en
t s

ch
em

e 
ac

ts
 a

s 

an
 in

te
rm

ed
ia

ry
 fo

r 
a 

ce
nt

ra
l g

ov
er

nm
en

t s
ch

em
e.

 T
he

se
 p

ay
m

en
ts

 a
re

 n
ot

 s
ho

w
n,

 

be
ca

us
e 

th
e 

E
S

S
P

R
O

S
 o

nl
y 

re
co

rd
s 

tr
an

sa
ct

io
ns

 in
 th

e 
ac

co
un

ts
 o

f t
he

 p
rin

ci
pa

l 

tr
an

sa
ct

or
s.

 S
ee

 p
ar

ag
ra

ph
s 

13
7 

to
 1

39
; 

(v
i) 

un
re

qu
ite

d 
pa

ym
en

ts
 th

at
 r

es
id

en
t s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

 r
ec

ei
ve

 fr
om

/p
ay

 to
 n

on

re
si

de
nt

 s
ch

em
es

. A
s 

th
e 

la
tte

r 
be

lo
ng

 to
 th

e 
se

ct
or

 R
es

t o
f t

he
 W

or
ld

 (
se

e 
ch

ap
te

r 
9)

, 

w
hi

ch
 is

 d
ef

in
ed

 a
s 

a 
gr

ou
pi

ng
 o

f u
ni

ts
 w

ith
ou

t a
ny

 c
ha

ra
ct

er
is

tic
 fu

nc
tio

ns
 a

nd
 

re
so

ur
ce

s,
 th

ey
 a

re
 n

ot
 id

en
tif

ie
d 

se
pa

ra
te

ly
. T

he
 p

ay
m

en
ts

 in
 q

ue
st

io
n 

w
ill

 th
er

ef
or

e 
be

 

cl
as

si
fie

d 
as

 O
th

er
 r

ec
ei

pt
s.

 

83
A 

他
の

制
度

か
ら

の
拠

出
／

他
の

制
度

へ
の

拠
出

に
は

、
次

の
も

の
は

除
く

。
 

(i)
 

 財
ま

た
は

サ
ー

ビ
ス

の
納

入
に

対
す

る
支

払
い

（
こ

れ
に

対
応

す
る

代
償

物
が

あ
る

）
。

 

(ii
) 

一
つ

の
制

度
か

ら
別

の
制

度
に

移
動

す
る

被
保

険
者

に
関

す
る

資
金

の
移

転
（
こ

れ
は

拠
出

先
変

更
に

よ
る

社
会

保
険

拠
出

と
し

て
計

上
す

る
。

第
82

節
参

照
）
。

 

(ii
i) 

社
会

保
護

制
度

が
受

給
者

に
代

わ
っ

て
他

の
社

会
保

護
制

度
に

支
払

う
社

会
保

険
拠

出
。

こ
の

支
払

い
は

、
(ii

)の
拠

出
先

変
更

に
よ

る
社

会
保

険
拠

出
と

同
様

に
取

り
扱

う
。

 

(iv
) 

政
府

が
社

会
保

護
制

度
の

運
営

者
と

し
て

で
な

く
公

当
局

の
資

格
で

行
う

支
払

い
。

こ
の

支
払

い
は

、

一
般

政
府

の
拠

出
に

分
類

す
る

。
 

(v
) 

 一
方

の
制

度
が

他
方

の
制

度
に

代
わ

っ
て

行
う

取
引

の
結

果
と

し
て

の
制

度
間

の
支

払
い

、
例

え
ば

下

位
の

政
府

の
制

度
が

中
央

政
府

の
制

度
の

仲
介

者
を

務
め

る
場

合
。

こ
の

支
払

い
は

表
示

さ
れ

な
い

。

E
S

S
P

R
O

S
で

は
主

取
引

者
の

勘
定

の
取

引
だ

け
を

計
上

す
る

か
ら

で
あ

る
。

第
13

7
節

－
第

13
9

節
参

照
。

 

(v
i) 

居
住

者
社

会
保

護
制

度
が

非
居

住
者

制
度

か
ら

受
け

取
る

ま
た

は
非

居
住

者
制

度
に

行
う

一
方

的
な

支
払

い
。

後
者

は
海

外
部

門
（
第

9
章

参
照

）
（
特

徴
的

機
能

と
財

源
の

な
い

制
度

的
単

位
の

グ
ル

ー
プ

と
定

義
す

る
）
に

属
す

る
か

ら
、

別
個

に
特

記
し

な
い

。
し

た
が

っ
て

当
該

支
払

い
は

「
そ

の
他

の
収

入
」

に
分

類
す

る
。

 

83
B

 O
n 

a 
na

tio
na

l l
ev

el
, t

ra
ns

fe
rs

 to
 a

nd
 fr

om
 o

th
er

 s
ch

em
es

 a
re

 h
el

d 
to

 b
al

an
ce

 o
ut

, a
s 

fo
r 

ea
ch

 it
em

 o
f e

xp
en

di
tu

re
 c

la
ss

ifi
ed

 a
s 

a 
tr

an
sf

er
 b

et
w

ee
n 

sc
he

m
es

 th
er

e 
sh

ou
ld

 b
e 

a 

co
rr

es
po

nd
in

g 
re

ce
ip

t i
n 

th
e 

sa
m

e 
ca

te
go

ry
 a

nd
 o

f t
he

 s
am

e 
am

ou
nt

. 

83
B

 国
レ

ベ
ル

で
は

他
の

制
度

へ
の

移
転

お
よ

び
他

の
制

度
か

ら
の

移
転

は
、

制
度

間
の

移
転

に
分

類
す

る
各

支

出
項

目
に

つ
い

て
同

じ
カ

テ
ゴ

リ
ー

お
よ

び
同

じ
金

額
の

対
応

す
る

収
入

が
あ

る
は

ず
だ

か
ら

、
バ

ラ
ン

ス
す

る
も

の
と

み
な

さ
れ

る
。
 

84
 O

th
er

 r
ec

ei
pt

s 
(r

ef
. 4

) 
m

ea
ns

 m
is

ce
lla

ne
ou

s 
cu

rr
en

t r
ec

ei
pt

s 
of

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

es
. 

 

Th
ey

 a
re

 b
ro

ke
n 

do
w

n 
in

to
 r

ec
ei

pt
s 

of
 p

ro
pe

rt
y 

in
co

m
e 

an
d 

ot
he

r. 

84
 そ

の
他

の
収

入
（
参

照
番

号
4）

は
、

社
会

保
護

制
度

の
雑

多
な

経
常

収
入

お
よ

び
資

本
収

入
で

あ
る

。
こ

れ
は

財
産

所
得

と
そ

の
他

に
分

か
れ

る
。

 

85
 P

ro
pe

rt
y 

in
co

m
e 

(r
ef

. 4
1)

 is
 th

e 
in

co
m

e 
re

ce
iv

ab
le

 b
y 

th
e 

ow
ne

r 
of

 a
 fi

na
nc

ia
l a

ss
et

 o
r 

a 
85

 財
産

所
得

（
参

照
番

号
41

）
は

、
金

融
資

産
ま

た
は

有
形

非
生

産
資

産
の

所
有

者
が

別
の

制
度

的
単

位
に

資
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ta
ng

ib
le

 n
on

-p
ro

du
ce

d 
as

se
t i

n 
tu

rn
 fo

r p
ro

vi
di

ng
 fu

nd
s 

to
, o

r p
ut

tin
g 

th
e 

ta
ng

ib
le

 n
on

pr
od

uc
ed

 

as
se

t a
t t

he
 d

is
po

sa
l o

f, 
an

ot
he

r 
in

st
itu

tio
na

l u
ni

t. 

In
 p

ra
ct

ic
e,

 it
 r

ef
er

s 
m

ai
nl

y 
to

 a
ct

ua
l i

nt
er

es
t a

nd
 d

iv
id

en
ds

. R
ec

ei
pt

s 
fr

om
 p

ro
pe

rt
y 

in
co

m
e 

al
so

 in
cl

ud
e 

an
y 

en
tr

ep
re

ne
ur

ia
l i

nc
om

e,
 s

uc
h 

as
 th

e 
pr

oc
ee

ds
 fr

om
 th

e 
ex

pl
oi

ta
tio

n 
of

 

dw
el

lin
gs

, c
re

di
te

d 
to

 th
e 

sc
he

m
e 

by
 th

e 
in

st
itu

tio
na

l u
ni

t t
ha

t r
un

s 
it.

 N
ot

e 
th

at
, a

s 
so

ci
al

 

pr
ot

ec
tio

n 
sc

he
m

es
 b

y 
de

fin
iti

on
 d

o 
no

t u
nd

er
ta

ke
 p

ro
du

ct
io

n 
ac

tiv
iti

es
, t

he
y 

ca
nn

ot
 

th
em

se
lv

es
 g

en
er

at
e 

en
tr

ep
re

ne
ur

ia
l i

nc
om

e.
 

金
を

供
与

す
る

代
わ

り
に

、
ま

た
は

有
形

非
生

産
資

産
を

別
の

制
度

的
単

位
の

自
由

に
な

る
よ

う
に

す
る

代
わ

り
に

受
け

取
る

所
得

で
あ

る
。

 

実
際

上
は

財
産

所
得

は
、

現
実

の
利

子
お

よ
び

配
当

金
を

い
う

。
財

産
所

得
か

ら
の

収
入

に
は

、
住

居
の

活
用

か
ら

の
収

入
な

ど
企

業
所

得
で

制
度

を
運

営
す

る
制

度
的

単
位

が
そ

の
制

度
に

貸
し

方
記

入
す

る
も

の
も

含
ま

れ
る

。
社

会
保

護
制

度
は

定
義

上
生

産
活

動
は

行
わ

な
い

か
ら

そ
れ

自
体

で
は

企
業

所
得

を
生

じ
得

な
い

こ
と

に
注

意
す

る
。

 

86
 T

he
 c

at
eg

or
y 

O
th

er
 (r

ef
. 4

2)
 g

ro
up

s 
m

is
ce

lla
ne

ou
s 

re
ce

ip
ts

 n
ot

 o
th

er
w

is
e 

at
tr

ib
ut

ab
le

, s
uc

h 

as
 p

ro
ce

ed
s 

of
 c

ol
le

ct
io

ns
 (

m
ai

nl
y 

gi
fts

 fr
om

 h
ou

se
ho

ld
s)

, n
et

 p
ro

ce
ed

s 
fr

om
 p

riv
at

e 
lo

tte
rie

s,
  

cl
ai

m
s 

on
 in

su
ra

nc
e 

co
m

pa
ni

es
 a

nd
 la

rg
e 

gi
fts

 s
uc

h 
as

 le
ga

ci
es

 fr
om

 th
e 

pr
iv

at
e 

se
ct

or
. 

Th
is

 c
at

eg
or

y 
do

es
 n

ot
 in

cl
ud

e 
an

y 
di

re
ct

 p
ay

m
en

ts
 m

ad
e 

by
 b

en
ef

ic
ia

rie
s 

to
w

ar
ds

 th
e 

co
st

 o
f 

so
ci

al
 b

en
ef

its
 in

 k
in

d 
by

 w
ay

 o
f c

os
t-

sh
ar

in
g.

 S
uc

h 
pa

ym
en

ts
 a

re
 r

ec
ei

pt
s 

of
 th

e 
in

st
itu

tio
na

l 

un
its

 th
at

 s
el

l t
he

se
 g

oo
ds

 a
nd

 s
er

vi
ce

s 
an

d 
no

t o
f s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

. 

86
そ

の
他

（
参

照
番

号
42

）
の

カ
テ

ゴ
リ

ー
は

、
寄

付
金

収
入

（
主

に
家

計
か

ら
の

寄
贈

）
、

民
間

宝
く

じ
の

純
収

入
、

保
険

会
社

へ
の

保
険

金
請

求
、

民
間

部
門

か
ら

の
遺

産
な

ど
の

多
額

の
寄

贈
な

ど
、

他
の

ど
の

分
類

に
も

属
さ

な
い

雑
収

入
を

ま
と

め
て

示
し

て
い

る
。

 

こ
の

カ
テ

ゴ
リ

ー
に

は
、

費
用

分
担

と
し

て
の

物
品

で
の

社
会

給
付

費
に

対
す

る
受

給
者

の
直

接
の

支
払

い
は

含
ま

な
い

。
こ

の
支

払
い

は
、

こ
れ

ら
の

財
お

よ
び

サ
ー

ビ
ス

を
販

売
す

る
制

度
的

単
位

の
収

入
で

あ
っ

て
社

会
保

護
制

度

の
収

入
で

は
な

い
。
 

5.
3 

C
la

ss
ifi

ca
tio

n 
of

 in
st

itu
tio

na
l s

ec
to

rs
 fr

om
 w

hi
ch

 r
ec

ei
pt

s 
or

ig
in

at
e 

5.
3 

収
入

発
生

源
と

な
る

制
度

部
門

の
分

類
 

 
 

87
 T

he
 d

ef
in

iti
on

s 
of

 th
e 

in
st

itu
tio

na
l s

ec
to

rs
 fr

om
 w

hi
ch

 th
e 

re
ce

ip
ts

 o
f s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

 o
rig

in
at

e 
ar

e 
th

e 
sa

m
e 

as
 th

os
e 

fo
r 

th
e 

na
tio

na
l a

cc
ou

nt
s.

 

87
 社

会
保

護
制

度
の

収
入

発
生

源
と

な
る

制
度

部
門

の
定

義
は

、
国

民
経

済
計

算
の

定
義

と
同

一
で

あ
る

。
 

88
 T

he
 in

st
itu

tio
na

l u
ni

t i
s 

de
fin

ed
 a

s 
an

 e
le

m
en

ta
ry

 e
co

no
m

ic
 d

ec
is

io
n-

m
ak

in
g 

ce
nt

re
 

ch
ar

ac
te

ris
ed

 b
y 

un
ifo

rm
ity

 o
f b

eh
av

io
ur

 a
nd

 d
ec

is
io

n-
m

ak
in

g 
au

to
no

m
y 

in
 th

e 
ex

er
ci

se
 o

f i
ts

 

pr
in

ci
pa

l f
un

ct
io

n.
 A

 r
es

id
en

t u
ni

t i
s 

re
ga

rd
ed

 to
 c

on
st

itu
te

 a
n 

in
st

itu
tio

na
l u

ni
t i

f i
t h

as
 

de
ci

si
on

m
ak

in
g 

au
to

no
m

y 
in

 th
e 

ex
er

ci
se

 o
f i

ts
 p

rin
ci

pa
l f

un
ct

io
n 

an
d 

ei
th

er
 k

ee
ps

 a
 c

om
pl

et
e 

88
制

度
的

単
位

は
、

主
要

職
務

の
履

行
に

お
け

る
行

動
の

均
一

性
と

意
思

決
定

の
自

主
性

を
特

徴
と

す
る

基
本

的

経
済

意
思

決
定

セ
ン

タ
ー

と
定

義
す

る
。

居
住

者
単

位
は

、
主

要
職

務
の

履
行

に
お

け
る

意
思

決
定

の
自

主
性

を
持

ち
か

つ
完

全
な

会
計

帳
簿

セ
ッ

ト
を

持
つ

か
ま

た
は

必
要

に
応

じ
て

完
全

な
会

計
帳

簿
セ

ッ
ト

の
作

成
が

経
済

的
観

点
お

よ
び

法
的

観
点

の
双

方
か

ら
み

て
可

能
か

つ
意

味
が

あ
る

と
き

、
制

度
的

単
位

を
構

成
す

る
と

み
な

さ
れ

る
。

 

1.
 A

ll r
es

id
en

t i
ns

tit
ut

io
na

l u
ni

ts
11

 C
or

po
ra

tio
ns

 (n
on

-f
in

an
ci

al
 a

nd
 fi

na
nc

ia
l)

12
 G

en
er

al
 g

ov
er

nm
en

t
12

1 
Ce

nt
ra

l g
ov

er
nm

en
t

12
2 

St
at

e 
an

d 
lo

ca
l g

ov
er

nm
en

t
12

3 
So

ci
al

 s
ec

ur
ity

 fu
nd

s
13

 H
ou

se
ho

ld
s

14
 N

on
-p

ro
fit

 in
st

itu
tio

ns
 s

er
vi

ng
 h

ou
se

ho
ld

s
2.

 R
es

t o
f t

he
 w

or
ld

Ta
bl

e 
D:

 C
la

ss
ifi

ca
tio

n 
of

 in
st

itu
tio

na
l s

ec
to

rs
 fr

om
 w

hi
ch

 re
ce

ip
ts

 o
f s

oc
ia

l
pr

ot
ec

tio
n 

sc
he

m
es

 o
rig

in
at

e
表

D ：
社

会
保

護
制

度
の

収
入

発
生

源
と

な
る

制
度

部
門

の
分

類

1.
 全

居
住

者
制

度
的

単
位

11
 法

人
企

業
（
 非

金
融

法
人

企
業

、
金

融
機

関
）

12
 一

般
政

府 12
1 

中
央

政
府

12
2 

州
政

府
お

よ
び

地
方

政
府

12
3 

社
会

保
障

基
金

13
 家

計

14
 対

家
計

非
営

利
団

体

2.
 海

外
部

門
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se
t o

f a
cc

ou
nt

s 
or

 is
 s

uc
h 

th
at

 it
 w

ou
ld

 b
e 

po
ss

ib
le

 a
nd

 m
ea

ni
ng

fu
l, 

fr
om

 b
ot

h 
an

 e
co

no
m

ic
 a

nd
 

le
ga

l v
ie

w
po

in
t, 

to
 c

om
pi

le
 a

 c
om

pl
et

e 
se

t o
f a

cc
ou

nt
s 

if 
re

qu
ire

d.
 

In
 o

rd
er

 to
 b

e 
sa

id
 to

 h
av

e 
au

to
no

m
y 

of
 d

ec
is

io
n 

in
 th

e 
ex

er
ci

se
 o

f i
ts

 p
rin

ci
pa

l f
un

ct
io

n,
 a

 u
ni

t 

m
us

t: ･ 
be

 e
nt

itl
ed

 to
 o

w
n 

go
od

s 
or

 a
ss

et
s 

in
 it

s 
ow

n 
rig

ht
, a

nd
 th

er
ef

or
e 

be
 a

bl
e 

to
 e

xc
ha

ng
e 

th
e 

ow
ne

rs
hi

p 
of

 g
oo

ds
 o

r 
as

se
ts

 in
 tr

an
sa

ct
io

ns
 w

ith
 o

th
er

 in
st

itu
tio

na
l u

ni
ts

; 

･ 
be

 a
bl

e 
to

 ta
ke

 e
co

no
m

ic
 d

ec
is

io
ns

 a
nd

 e
ng

ag
e 

in
 e

co
no

m
ic

 a
ct

iv
iti

es
 fo

r 
w

hi
ch

 it
 is

 

he
ld

 to
 b

e 
di

re
ct

ly
 r

es
po

ns
ib

le
 a

nd
 a

cc
ou

nt
ab

le
 a

t l
aw

; 

･ 
be

 a
bl

e 
to

 in
cu

r 
lia

bi
lit

ie
s 

on
 it

s 
ow

n 
be

ha
lf,

 to
 ta

ke
 o

n 
fu

rt
he

r 
ob

lig
at

io
ns

 o
r 

co
m

m
itm

en
ts

 a
nd

 to
 e

nt
er

 in
to

 c
on

tr
ac

ts
. 

A 
co

m
pl

et
e 

se
t o

f a
cc

ou
nt

s 
m

ea
ns

 a
cc

ou
nt

in
g 

re
co

rd
s 

co
ve

rin
g 

al
l e

co
no

m
ic

 a
nd

 fi
na

nc
ia

l 

tr
an

sa
ct

io
ns

 c
ar

rie
d 

ou
t d

ur
in

g 
th

e 
ac

co
un

tin
g 

pe
rio

d,
 a

s 
w

el
l a

s 
a 

ba
la

nc
e 

sh
ee

t o
f a

ss
et

s 
an

d 

lia
bi

lit
ie

s.
 

H
ou

se
ho

ld
s 

ar
e 

he
ld

 to
 a

lw
ay

s 
en

jo
y 

au
to

no
m

y 
of

 d
ec

is
io

n 
in

 re
sp

ec
t o

f t
he

ir 
pr

in
ci

pa
l f

un
ct

io
n 

an
d 

m
us

t t
he

re
fo

re
 b

e 
re

ga
rd

ed
 a

s 
in

st
itu

tio
na

l u
ni

ts
, e

ve
n 

th
ou

gh
 th

ey
 d

o 
no

t k
ee

p 
a 

co
m

pl
et

e 

se
t o

f a
cc

ou
nt

s.
 

「
主

要
職

務
の

履
行

に
お

け
る

意
思

決
定

の
自

主
性

を
持

つ
」
と

言
わ

れ
る

た
め

に
は

、
制

度
的

単
位

は
次

の
条

件

を
満

た
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

･ 
自

ら
財

産
ま

た
は

資
産

を
所

有
す

る
権

利
を

持
ち

、
し

た
が

っ
て

他
の

制
度

的
単

位
と

の
取

引
で

財
産

ま
た

は
資

産
の

所
有

権
を

交
換

で
き

る
。

 

･ 
法

に
基

づ
き

直
接

責
任

を
負

い
義

務
を

負
う

と
み

な
さ

れ
る

経
済

的
決

定
を

行
い

か
つ

そ
の

よ
う

な
経

済
活

動
に

従
事

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

･ 
自

己
の

た
め

に
負

債
を

生
じ

、
追

加
の

義
務

ま
た

は
約

束
を

引
き

受
け

か
つ

契
約

を
締

結
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

「
完

全
な

会
計

帳
簿

セ
ッ

ト
」
と

は
、

会
計

年
度

中
に

行
っ

た
全

て
の

経
済

的
、

財
務

的
取

引
に

関
す

る
会

計
記

録
な

ら
び

に
資

産
・
負

債
の

貸
借

対
照

表
を

い
う

。
 

家
計

は
、

常
に

そ
の

主
要

職
務

に
関

し
て

意
思

決
定

の
自

主
性

を
享

有
す

る
も

の
と

み
な

さ
れ

、
し

た
が

っ
て

完
全

な

会
計

帳
簿

セ
ッ

ト
を

作
成

し
な

い
と

き
も

制
度

的
単

位
と

み
な

さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

89
 In

st
itu

tio
na

l s
ec

to
rs

 a
re

 a
gg

re
ga

tio
ns

 o
f i

ns
tit

ut
io

na
l u

ni
ts

 o
n 

th
e 

ba
si

s 
of

 s
im

ila
r 

ec
on

om
ic

 

be
ha

vi
ou

r. 

89
 制

度
部

門
は

、
同

様
の

経
済

的
行

動
に

基
づ

く
制

度
的

単
位

の
集

合
体

で
あ

る
。
 

90
 T

he
 c

at
eg

or
y 

A
ll 

re
si

de
nt

 in
st

itu
tio

na
l u

ni
ts

 (
re

f. 
1)

 g
ro

up
s 

al
l i

ns
tit

ut
io

na
l u

ni
ts

 th
at

 a
re

 

re
si

de
nt

 in
 th

e 
co

un
tr

y.
 T

he
 p

rin
ci

pl
es

 o
f r

es
id

en
ce

 a
re

 s
et

 o
ut

 in
 C

ha
pt

er
 9

. 

90
全

居
住

者
制

度
的

単
位

（
参

照
番

号
1）

の
カ

テ
ゴ

リ
ー

に
は

、
そ

の
国

の
居

住
者

で
あ

る
全

て
の

制
度

的
単

位

が
含

ま
れ

る
。

居
住

の
原

則
は

第
9

章
に

記
載

し
て

あ
る

。
 

91
 T

he
 s

ec
to

r 
C

or
po

ra
tio

ns
 (

re
f. 

11
) 

co
ns

is
ts

 o
f i

ns
tit

ut
io

na
l u

ni
ts

 w
ho

se
 d

is
tr

ib
ut

iv
e 

an
d 

fin
an

ci
al

 tr
an

sa
ct

io
ns

 a
re

 d
is

tin
ct

 fr
om

 th
os

e 
of

 th
ei

r 
ow

ne
rs

, w
ho

se
 p

rin
ci

pa
l a

ct
iv

ity
 is

 th
e 

pr
od

uc
tio

n 
of

 g
oo

ds
 a

nd
 s

er
vi

ce
s 

an
d 

w
hi

ch
 a

re
 m

ar
ke

t p
ro

du
ce

rs
. 

In
cl

ud
ed

 in
 th

is
 s

ec
to

r 
ar

e 
co

-o
pe

ra
tiv

es
, l

im
ite

d 
lia

bi
lit

y 
pa

rt
ne

rs
hi

ps
 a

nd
 q

ua
si

-c
or

po
ra

tio
ns

  

(t
ha

t i
s,

 m
ar

ke
t p

ro
du

ce
rs

 w
ith

ou
t i

nd
ep

en
de

nt
 le

ga
l s

ta
tu

s 
th

at
 h

av
e 

an
 e

co
no

m
ic

 a
nd

 

fin
an

ci
al

 b
eh

av
io

ur
 d

iff
er

en
t f

ro
m

 th
at

 o
f t

he
ir 

ow
ne

rs
, i

m
pl

yi
ng

 th
at

 th
e 

de
 fa

ct
o 

re
la

tio
ns

hi
p 

w
ith

 th
ei

r 
ow

ne
rs

 is
 o

ne
 o

f a
 c

or
po

ra
tio

n 
to

 it
s 

sh
ar

eh
ol

de
r)

. 

C
or

po
ra

tio
ns

 m
ay

 r
un

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

es
 in

 th
ei

r 
ro

le
 a

s 
in

su
ra

nc
e 

co
m

pa
ni

es
 o

r 
by

 

op
er

at
in

g 
no

n-
au

to
no

m
ou

s 
sc

he
m

es
 fo

r 
th

e 
be

ne
fit

 o
f t

he
ir 

em
pl

oy
ee

s.
 T

he
y 

se
cu

re
 b

en
ef

its
 

fo
r 

th
ei

r 
em

pl
oy

ee
s 

by
 p

ay
in

g 
ac

tu
al

 o
r 

im
pu

te
d 

em
pl

oy
er

s'
 s

oc
ia

l c
on

tr
ib

ut
io

ns
. 

91
法

人
企

業
（
参

照
番

号
11

）
部

門
は

、
分

配
的

取
引

お
よ

び
財

務
取

引
が

そ
の

所
有

者
の

も
の

と
異

な
る

制
度

的
単

位
で

あ
っ

て
、

主
要

な
活

動
が

財
お

よ
び

サ
ー

ビ
ス

の
生

産
で

あ
り

市
場

生
産

者
で

あ
る

も
の

か
ら

な
っ

て
い

る
。

 

こ
の

部
門

に
含

ま
れ

る
の

は
、

生
活

協
同

組
合

、
有

限
責

任
組

合
お

よ
び

準
法

人
企

業
（
す

な
わ

ち
独

立
の

法
的

地

位
を

持
た

な
い

市
場

生
産

者
で

あ
っ

て
、

そ
の

所
有

者
の

そ
れ

と
は

異
な

る
経

済
行

動
お

よ
び

財
務

行
動

を
持

つ
も

の
、

所
有

者
と

の
事

実
上

の
関

係
が

法
人

企
業

の
株

主
に

対
す

る
関

係
で

あ
る

こ
と

を
意

味
す

る
）
で

あ
る

。
 

法
人

企
業

は
、

保
険

会
社

と
し

て
の

役
割

に
お

い
て

、
ま

た
は

被
用

者
向

け
に

非
自

治
的

制
度

を
運

営
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

社
会

保
護

制
度

を
運

営
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

法
人

企
業

は
、

使
用

者
の

現
実

の
社

会
保

険
拠

出
ま

た
は

帰
属

社
会

保
険

拠
出

を
支

払
う

こ
と

に
よ

っ
て

被
用

者
の

給
付

を
確

保
す

る
。
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 T

he
 s

ec
to

r 
G

en
er

al
 g

ov
er

nm
en

t (
re

f. 
12

) 
co

ns
is

ts
 o

f: 

(i)
 a

ll 
th

e 
re

si
de

nt
 d

is
tin

ct
 ty

pe
s 

of
 le

ga
l e

nt
iti

es
 e

st
ab

lis
he

d 
by

 p
ol

iti
ca

l p
ro

ce
ss

es
 w

hi
ch

 

92
 一

般
政

府
（
参

照
番

号
12

）
部

門
は

、
次

の
も

の
か

ら
な

る
。

 

(i)
 

明
確

な
居

住
者

タ
イ

プ
の

、
政

治
過

程
に

よ
っ

て
設

立
さ

れ
る

全
て

法
的

組
織

体
で

あ
っ

て
、

一
定

地
域



― 123 ―

ha
ve

 le
gi

sl
at

iv
e,

 ju
di

ci
al

 o
r 

ex
ec

ut
iv

e 
au

th
or

ity
 o

ve
r 

ot
he

r 
in

st
itu

tio
na

l u
ni

ts
 w

ith
in

 a
 

gi
ve

n 
ar

ea
, t

o 
th

e 
ex

te
nt

 th
at

 th
ei

r 
m

ai
n 

ou
tp

ut
 c

on
si

st
s 

of
 c

ol
le

ct
iv

e 
se

rv
ic

es
 o

r 

in
di

vi
du

al
 g

oo
ds

 a
nd

 s
er

vi
ce

s 
w

hi
ch

 a
re

 p
ro

vi
de

d 
fr

ee
 o

r a
t p

ric
es

 w
hi

ch
 c

ov
er

 le
ss

 th
an

 

50
%

 o
f p

ro
du

ct
io

n 
co

st
s;

 

(ii
) 

re
si

de
nt

 n
on

-p
ro

fit
 in

st
itu

tio
ns

 th
at

 p
ro

vi
de

 m
os

t o
f t

he
ir 

ou
tp

ut
 to

 o
th

er
 in

st
itu

tio
na

l 

un
its

 fr
ee

 o
r 

at
 p

ric
es

 w
hi

ch
 c

ov
er

 le
ss

 th
an

 5
0%

 o
f t

he
ir 

pr
od

uc
tio

n 
co

st
s 

an
d 

th
at

 a
re

 

co
nt

ro
lle

d 
an

d 
fin

an
ce

d 
by

 th
e 

ty
pe

 o
f u

ni
ts

 m
en

tio
ne

d 
in

 (
i);

 

(ii
i) 

al
l r

es
id

en
t s

oc
ia

l s
ec

ur
ity

 fu
nd

s,
 th

at
 is

, i
ns

tit
ut

io
na

l u
ni

ts
 w

ho
se

 p
rin

ci
pa

l a
ct

iv
ity

 is
 

to
 p

ro
vi

de
 s

oc
ia

l b
en

ef
its

 a
nd

 w
hi

ch
 fu

lfi
l e

ac
h 

of
 th

e 
fo

llo
w

in
g 

cr
ite

ria
: 

･ 
by

 la
w

 o
r b

y 
re

gu
la

tio
n 

ce
rt

ai
n 

gr
ou

ps
 o

f t
he

 p
op

ul
at

io
n 

ar
e 

ob
lig

ed
 to

 p
ar

tic
ip

at
e 

in
 

th
e 

sc
he

m
e 

or
 to

 p
ay

 c
on

tr
ib

ut
io

ns
; 

･ 
go

ve
rn

m
en

t i
s 

re
sp

on
si

bl
e 

fo
r 

th
e 

m
an

ag
em

en
t o

f t
he

 in
st

itu
tio

n 
in

 r
es

pe
ct

 o
f t

he
 

se
ttl

em
en

t o
r 

ap
pr

ov
al

 o
f t

he
 c

on
tr

ib
ut

io
ns

 a
nd

 b
en

ef
its

 in
de

pe
nd

en
tly

 fr
om

 it
s 

ro
le

 

as
 s

up
er

vi
so

ry
 b

od
y 

or
 e

m
pl

oy
er

. 

内
の

他
の

制
度

的
単

位
に

対
す

る
立

法
・
司

法
・
行

政
権

を
持

ち
、

そ
の

主
要

な
提

供
物

が
集

団
的

サ
ー

ビ
ス

ま
た

は
個

別
の

財
お

よ
び

サ
ー

ビ
ス

で
あ

っ
て

、
無

料
ま

た
は

生
産

費
用

の
50

%
未

満
の

価
格

で
提

供
さ

れ
る

場
合

。
 

(ii
) 

居
住

者
非

営
利

団
体

で
あ

っ
て

、
他

の
制

度
的

単
位

に
対

す
る

提
供

物
の

大
半

を
無

料
ま

た
は

生
産

費
用

の
50

%
未

満
の

価
格

で
提

供
し

、
か

つ
(i)

で
述

べ
た

タ
イ

プ
の

単
位

に
管

理
さ

れ
資

金
を

供
与

さ
れ

る
場

合
。

 

(ii
i) 

全
て

の
居

住
者

社
会

保
障

基
金

、
す

な
わ

ち
主

な
活

動
が

社
会

給
付

の
提

供
で

あ
り

、
次

の
各

基
準

を

満
た

す
制

度
的

単
位

。
 

･ 
法

律
ま

た
は

規
則

に
よ

っ
て

人
口

の
一

定
グ

ル
ー

プ
が

そ
の

制
度

へ
の

加
入

ま
た

は
拠

出
の

支
払

い

を
義

務
づ

け
ら

れ
る

。
 

･ 
政

府
が

、
監

督
機

関
ま

た
は

使
用

者
と

し
て

の
役

割
と

は
別

個
に

、
拠

出
お

よ
び

給
付

の
決

済
ま

た
は

承
認

に
関

し
て

そ
の

基
金

の
運

営
責

任
を

負
う

。
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 T

he
 s

ub
-s

ec
to

r 
C

en
tr

al
 g

ov
er

nm
en

t (
re

f. 
12

1)
 c

ov
er

s 
al

l g
en

er
al

 g
ov

er
nm

en
t i

ns
tit

ut
io

na
l 

un
its

 o
f t

yp
e 

(i)
 a

bo
ve

 w
ho

se
 a

ut
ho

rit
y 

ex
te

nd
s 

ov
er

 a
 w

ho
le

 n
at

io
na

l t
er

rit
or

y 
an

d 
al

l u
ni

ts
 o

f 

ty
pe

  
(ii

) 
th

ey
 c

on
tr

ol
 a

nd
 fi

na
nc

e.
 

Th
e 

su
b-

se
ct

or
 S

ta
te

 a
nd

 lo
ca

l g
ov

er
nm

en
t (

re
f. 

12
2)

 c
ov

er
s 

al
l g

en
er

al
 g

ov
er

nm
en

t 

in
st

itu
tio

na
l u

ni
ts

 o
f t

yp
e 

(i)
 m

en
tio

ne
d 

ab
ov

e 
w

ho
se

 a
ut

ho
rit

y 
is

 r
es

tr
ic

te
d 

to
 a

 p
ar

t o
f t

he
 

na
tio

na
l t

er
rit

or
y 

an
d 

al
l u

ni
ts

 o
f t

yp
e 

(ii
) 

th
ey

 c
on

tr
ol

 a
nd

 fi
na

nc
e.

 S
ta

te
 (

re
gi

on
al

) 

go
ve

rn
m

en
ts

 o
cc

ur
 in

 c
ou

nt
rie

s 
w

ith
 fe

de
ra

l c
on

st
itu

tio
ns

 s
uc

h 
as

 B
el

gi
um

, G
er

m
an

y,
 a

nd
 

A
us

tr
ia

. 

Th
e 

su
b-

se
ct

or
 S

oc
ia

l s
ec

ur
ity

 fu
nd

s 
(r

ef
. 1

23
) 

co
m

bi
ne

s 
al

l g
en

er
al

 g
ov

er
nm

en
t u

ni
ts

 o
f t

yp
e 

 

(ii
i) 

irr
es

pe
ct

iv
e 

of
 th

e 
ge

og
ra

ph
ic

al
 a

re
a 

in
 w

hi
ch

 th
ey

 a
re

 a
ct

iv
e  

(1
1)

. 

W
ith

in
 th

e 
fr

am
ew

or
k 

of
 s

oc
ia

l p
ol

ic
y,

 g
en

er
al

 g
ov

er
nm

en
t u

su
al

ly
 r

un
s 

a 
va

rie
ty

 o
f 

co
nt

rib
ut

or
y 

an
d 

no
n-

co
nt

rib
ut

or
y 

sc
he

m
es

. I
t m

ay
 a

ls
o 

gr
an

t c
ur

re
nt

 a
nd

 c
ap

ita
l t

ra
ns

fe
rs

 to
 

ot
he

r 
in

st
itu

tio
na

l u
ni

ts
, i

n 
pa

rt
ic

ul
ar

 n
on

-p
ro

fit
 in

st
itu

tio
ns

, t
o 

fin
an

ce
 a

nd
 s

up
po

rt
 th

e 
so

ci
al

 

pr
ot

ec
tio

n 
sc

he
m

es
 th

ey
 a

dm
in

is
te

r. 
G

ov
er

nm
en

t s
ec

ur
es

 b
en

ef
its

 fo
r 

pu
bl

ic
 s

er
va

nt
s 

an
d 

its
 

ot
he

r 
em

pl
oy

ee
s 

by
 p

ay
in

g 
ac

tu
al

 e
m

pl
oy

er
s'

 s
oc

ia
l c

on
tr

ib
ut

io
ns

. 

N
or

m
al

ly
, i

t w
ill

 a
ls

o 
pr

ov
id

e 
ce

rt
ai

n 
so

ci
al

 b
en

ef
its

 d
ire

ct
ly

 to
 it

s 
em

pl
oy

ee
s.

 

Fi
na

lly
, g

ov
er

nm
en

t m
ay

 p
ro

vi
de

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
th

ro
ug

h 
ot

he
r c

ha
nn

el
s 

(s
uc

h 
as

 b
y 

gr
an

tin
g 

fis
ca

l b
en

ef
its

 a
nd

 p
ay

in
g 

su
bs

id
ie

s 
to

 m
ar

ke
t p

ro
du

ce
rs

),
 b

ut
 w

ith
 th

e 
ex

ce
pt

io
n 

of
 p

ay
ab

le
 

93
 中

央
政

府
（
参

照
番

号
12

1）
の

下
位

部
門

は
、

上
記

(i)
の

タ
イ

プ
の

全
て

の
一

般
政

府
制

度
的

単
位

で
あ

っ
て

そ
の

権
限

が
国

全
体

に
及

ぶ
も

の
、

お
よ

び
こ

の
制

度
的

単
位

が
管

理
し

か
つ

資
金

を
供

与
す

る
全

て
の

(ii
)の

タ
イ

プ
の

単
位

を
含

む
。

 

州
政

府
お

よ
び

地
方

政
府

（
参

照
番

号
12

2）
の

下
位

部
門

は
、

上
記

(i)
の

タ
イ

プ
の

全
て

の
一

般
政

府
制

度
的

単

位
で

あ
っ

て
そ

の
権

限
が

国
の

一
部

に
限

定
さ

れ
る

も
の

、
お

よ
び

こ
の

制
度

的
単

位
が

管
理

し
か

つ
資

金
を

供
与

す
る

全
て

の
(ii

)の
タ

イ
プ

の
単

位
を

含
む

。
州

（
地

域
）
政

府
は

、
ベ

ル
ギ

ー
、

ド
イ

ツ
、

オ
ー

ス
ト

リ
ア

な
ど

連
邦

憲
法

を
有

す
る

諸
国

に
存

在
す

る
。

 

社
会

保
障

基
金

（
参

照
番

号
12

3）
の

下
位

部
門

は
、

活
動

を
行

う
地

理
的

地
域

の
い

か
ん

に
か

か
わ

ら
ず

(ii
i)の

タ

イ
プ

の
全

て
の

一
般

政
府

単
位

を
含

む
（
注

11
）
。

 

一
般

政
府

は
社

会
政

策
の

枠
内

で
、

通
常

各
種

の
拠

出
型

、
非

拠
出

型
の

制
度

を
運

営
す

る
。

ま
た

、
他

の
制

度

的
単

位
が

運
営

す
る

社
会

保
護

制
度

に
資

金
を

供
与

し
こ

れ
を

支
援

す
る

た
め

、
こ

れ
ら

の
制

度
的

単
位

、
と

く
に

非

営
利

団
体

に
経

常
移

転
お

よ
び

資
本

移
転

を
提

供
す

る
。

政
府

は
、

使
用

者
の

現
実

の
社

会
保

険
拠

出
の

支
払

い

に
よ

っ
て

、
公

務
員

お
よ

び
他

の
被

用
者

へ
の

給
付

を
確

保
す

る
。

 

ま
た

政
府

は
通

例
、

一
定

の
社

会
給

付
を

そ
の

被
用

者
に

直
接

供
与

す
る

。
 

最
後

に
政

府
は

、
他

の
ル

ー
ト

（
例

え
ば

財
政

給
付

の
供

与
お

よ
び

市
場

生
産

者
へ

の
補

助
金

支
払

い
）
を

通
じ

て

社
会

保
護

の
提

供
が

で
き

る
が

、
こ

れ
は

E
S

S
P

R
O

S
の

コ
ア

・
シ

ス
テ

ム
に

は
記

録
し

な
い

。
 

 注
11

）
E

S
S

P
R

O
S

で
は

「
社

会
保

障
制

度
」
の

コ
ン

セ
プ

ト
の

定
義

を
行

わ
な

い
。

社
会

保
障

基
金

は
、

種
々

多
様

な
特

徴
を

持
つ



― 124 ― ― 125 ―

ta
x 

cr
ed

its
 (

se
e 

pa
ra

gr
ap

h 
11

2b
is

) 
th

es
e 

ar
e 

no
t r

ec
or

de
d 

in
 th

e 
C

or
e 

sy
st

em
 o

f t
he

 

E
S

S
P

R
O

S
. 

 (1
1)

 T
he

 E
S

S
P

R
O

S
 d

oe
s 

no
t d

ef
in

e 
th

e 
co

nc
ep

t o
f "

so
ci

al
 s

ec
ur

ity
 s

ch
em

e"
. S

oc
ia

l s
ec

ur
ity

 fu
nd

s 
ar

e 

in
st

itu
tio

na
l u

ni
ts

 th
at

 m
ay

 r
un

 
sc

he
m

es
 w

ith
 w

id
el

y 
di

ve
rg

in
g 

ch
ar

ac
te

ris
tic

s.
 

制
度

の
運

営
が

で
き

る
制

度
的

単
位

で
あ

る
。

 

94
 T

he
 s

ec
to

r 
H

ou
se

ho
ld

s 
(r

ef
. 1

3)
 c

ov
er

s 
in

di
vi

du
al

s 
or

 g
ro

up
s 

of
 in

di
vi

du
al

s 
as

 c
on

su
m

er
s 

an
d 

po
ss

ib
ly

 a
ls

o 
as

 e
nt

re
pr

en
eu

rs
 p

ro
du

ci
ng

 m
ar

ke
t g

oo
ds

 a
nd

 n
on

-f
in

an
ci

al
 a

nd
 fi

na
nc

ia
l 

se
rv

ic
es

 p
ro

vi
de

d 
th

at
, i

n 
th

e 
la

tte
r c

as
e,

 th
e 

co
rr

es
po

nd
in

g 
ac

tiv
iti

es
 a

re
 n

ot
 th

os
e 

of
 s

ep
ar

at
e 

en
tit

ie
s 

tr
ea

te
d 

as
 q

ua
si

-c
or

po
ra

tio
ns

 (
12

). 
It 

al
so

 in
cl

ud
es

 in
di

vi
du

al
s 

or
 g

ro
up

s 
of

 in
di

vi
du

al
s 

as
 p

ro
du

ce
rs

 o
f g

oo
ds

 a
nd

 n
on

-f
in

an
ci

al
 s

er
vi

ce
s 

fo
r 

ex
cl

us
iv

el
y 

ow
n 

fin
al

 u
se

. 

H
ou

se
ho

ld
s 

as
 c

on
su

m
er

s 
ar

e 
de

fin
ed

 a
s 

al
l r

es
id

en
t s

m
al

l g
ro

up
s 

of
 p

er
so

ns
, n

ot
 n

ec
es

sa
ril

y 

re
la

te
d,

 w
ho

 s
ha

re
 th

e 
sa

m
e 

liv
in

g 
ac

co
m

m
od

at
io

n,
 w

ho
 p

oo
l s

om
e,

 o
r a

ll,
 o

f t
he

ir 
in

co
m

e 
an

d 

w
ea

lth
 a

nd
 w

ho
 c

on
su

m
e 

ce
rt

ai
n 

ty
pe

s 
of

 g
oo

ds
 a

nd
 s

er
vi

ce
s 

co
lle

ct
iv

el
y,

 m
ai

nl
y 

ho
us

in
g 

an
d 

fo
od

. 

D
om

es
tic

 e
m

pl
oy

ee
s 

liv
in

g 
on

 th
e 

em
pl

oy
er

's
 p

re
m

is
es

 d
o 

no
t b

el
on

g 
to

 th
e 

em
pl

oy
er

's
 

in
st

itu
tio

na
l h

ou
se

ho
ld

. P
er

so
ns

 li
vi

ng
 p

er
m

an
en

tly
 o

r f
or

 a
 v

er
y 

lo
ng

 ti
m

e 
in

 a
n 

in
st

itu
tio

n 
an

d 

ha
vi

ng
 n

o 
or

 li
ttl

e 
au

to
no

m
y 

of
 a

ct
io

n 
or

 d
ec

is
io

n 
in

 e
co

no
m

ic
 m

at
te

rs
 a

re
 tr

ea
te

d 
as

 

be
lo

ng
in

g,
 to

ge
th

er
, t

o 
a 

si
ng

le
 in

st
itu

tio
na

l h
ou

se
ho

ld
, t

ha
t i

s,
 a

 s
in

gl
e 

ho
us

eh
ol

d.
 E

xa
m

pl
es

 

ar
e 

m
em

be
rs

 o
f r

el
ig

io
us

 o
rd

er
s 

liv
in

g 
in

 m
on

as
te

rie
s,

 lo
ng

-t
er

m
 p

at
ie

nt
s 

in
 m

en
ta

l h
os

pi
ta

ls
, 

 

pr
is

on
er

s 
se

rv
in

g 
lo

ng
 s

en
te

nc
es

 a
nd

 o
ld

 p
eo

pl
e 

liv
in

g 
pe

rm
an

en
tly

 in
 r

et
ire

m
en

t h
om

es
. 

In
 m

od
ul

es
 b

as
ed

 o
n 

m
ic

ro
 d

at
a,

 th
e 

se
ct

or
 H

ou
se

ho
ld

s 
m

ay
 b

e 
su

b-
se

ct
or

ed
 a

cc
or

di
ng

 to
 

cr
ite

ria
 s

uc
h 

as
 th

e 
co

m
po

si
tio

n 
of

 th
e 

ho
us

eh
ol

d,
 th

e 
le

ve
l a

nd
 la

rg
es

t s
ou

rc
e 

of
 it

s 
in

co
m

e 

an
d 

th
e 

ty
pe

 o
f a

re
a 

in
 w

hi
ch

 th
e 

ho
us

eh
ol

d 
ha

s 
its

 a
cc

om
m

od
at

io
n.

 

H
ou

se
ho

ld
s 

ap
pe

ar
 in

 th
e 

sy
st

em
 a

s 
re

ci
pi

en
ts

 o
f s

oc
ia

l b
en

ef
its

 a
nd

 c
on

tr
ib

ut
or

s 
to

 s
oc

ia
l 

pr
ot

ec
tio

n 
sc

he
m

es
 b

y 
pa

yi
ng

 e
m

pl
oy

er
s'

 c
on

tr
ib

ut
io

ns
 (

if 
th

ey
 a

re
 m

ar
ke

t p
ro

du
ce

rs
 o

r 

em
pl

oy
er

s 
of

 p
ai

d 
do

m
es

tic
 s

ta
ff)

 a
nd

 s
oc

ia
l c

on
tr

ib
ut

io
ns

 p
ai

d 
by

 th
e 

pr
ot

ec
te

d 
pe

rs
on

. 

 (1
2)

 T
he

 tr
an

sa
ct

io
ns

 o
f q

ua
si

-c
or

po
ra

tio
ns

 a
re

 r
ec

or
de

d 
in

 th
e 

se
ct

or
 C

or
po

ra
tio

ns
. 
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家
計

（
参

照
番

号
13

）
部

門
は

、
消

費
者

と
し

て
の

個
人

ま
た

は
個

人
の

グ
ル

ー
プ

お
よ

び
と

き
に

は
市

場
商

品

お
よ

び
非

金
融

・
金

融
サ

ー
ビ

ス
を

生
産

す
る

企
業

家
（
後

者
の

ケ
ー

ス
で

は
対

応
す

る
活

動
が

準
法

人
企

業
と

し
て

扱
わ

れ
る

別
個

の
組

織
体

の
活

動
で

な
い

こ
と

を
条

件
と

す
る

）
も

含
む

（
注

12
）
。

ま
た

、
専

ら
自

己
の

最
終

使
用

の

た
め

の
財

お
よ

び
非

金
融

サ
ー

ビ
ス

の
生

産
者

と
し

て
の

個
人

ま
た

は
個

人
の

グ
ル

ー
プ

も
含

む
。

 

消
費

者
と

し
て

の
世

帯
は

、
全

て
の

居
住

者
で

あ
る

小
規

模
な

個
人

の
グ

ル
ー

プ
（
必

ず
し

も
関

係
が

な
い

）
で

あ
っ

て
同

一
の

住
居

を
共

有
し

、
所

得
お

よ
び

財
産

の
一

部
ま

た
は

全
部

を
プ

ー
ル

し
、

か
つ

あ
る

種
の

財
お

よ
び

サ
ー

ビ

ス
（
主

に
住

宅
と

食
料

）
を

集
団

と
し

て
消

費
す

る
も

の
と

定
義

す
る

。
 

使
用

者
の

構
内

に
居

住
す

る
家

内
被

用
者

は
、

そ
の

使
用

者
の

制
度

的
家

計
に

は
属

さ
な

い
。

あ
る

施
設

に
永

続

的
に

ま
た

は
極

め
て

長
期

間
居

住
し

、
経

済
問

題
の

行
為

ま
た

は
決

定
の

自
主

性
を

全
く

ま
た

は
ほ

と
ん

ど
持

た
な

い
複

数
の

者
は

、
単

一
の

制
度

的
家

計
、

す
な

わ
ち

単
一

の
家

計
に

と
も

に
属

す
る

も
の

と
し

て
扱

う
。

例
を

挙
げ

る

と
、

僧
院

に
住

む
宗

教
団

体
の

メ
ン

バ
ー

、
精

神
病

院
の

長
期

入
院

患
者

、
長

期
の

刑
を

務
め

る
囚

人
、

老
人

ホ
ー

ム
に

永
住

す
る

高
齢

者
な

ど
で

あ
る

。
 

微
小

な
デ

ー
タ

に
基

づ
く

モ
ジ

ュ
ー

ル
に

お
い

て
は

、
家

計
部

門
は

、
世

帯
構

成
、

収
入

水
準

お
よ

び
最

大
収

入
源

、

世
帯

が
住

居
を

有
す

る
地

域
の

タ
イ

プ
な

ど
の

基
準

に
従

っ
て

下
位

部
門

に
分

け
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

世
帯

は
、

E
S

S
P

R
O

S
シ

ス
テ

ム
で

は
、

使
用

者
の

拠
出

（
市

場
生

産
者

ま
た

は
有

給
家

内
ス

タ
ッ

フ
の

使
用

者
の

場
合

）
お

よ
び

保
護

対
象

者
に

よ
る

社
会

保
険

拠
出

の
支

払
い

に
よ

り
、

社
会

給
付

の
受

領
者

兼
社

会
保

護
制

度

へ
の

拠
出

者
と

し
て

現
れ

る
。

 

 注
12

）
準

法
人

企
業

の
取

引
は

、
法

人
企

業
部

門
に

記
録

す
る

。
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 T

he
 s

ec
to

r 
N

on
-p

ro
fit

 in
st

itu
tio

ns
 s

er
vi

ng
 h

ou
se

ho
ld

s 
(r

ef
. 1

4)
 c

on
si

st
s 

of
 a

ll 
re

si
de

nt
 

no
n-

pr
of

it 
in

st
itu

tio
ns

 th
at

 p
ro

vi
de

 m
os

t o
f t

he
ir 

ou
tp

ut
 to

 h
ou

se
ho

ld
s 

fr
ee

 o
r 

at
 p

ric
es

 w
hi

ch
 

co
ve

r 
le

ss
 th

an
 5

0%
 o

f t
he

ir 
pr

od
uc

tio
n 

co
st

s,
 e

xc
ep

t t
ho

se
 w

hi
ch

 a
re

 c
on

tr
ol

le
d 

an
d 

m
ai

nl
y 

fin
an

ce
d 

by
 g

ov
er

nm
en

t a
ut

ho
rit

ie
s.

 T
he

ir 
pr

in
ci

pa
l r

es
ou

rc
es

, a
pa

rt
 fr

om
 th

os
e 

de
riv

ed
 fr

om
 

95
 対

家
計

非
営

利
団

体
（
参

照
番

号
14

）
部

門
は

、
全

て
の

居
住

者
で

あ
る

非
営

利
団

体
で

、
そ

の
提

供
物

の
大

半
を

無
料

ま
た

は
生

産
費

用
の

50
%

未
満

の
価

格
で

家
計

に
提

供
す

る
も

の
か

ら
な

り
、

政
府

機
関

が
管

理
し

か
つ

主
な

資
金

提
供

者
と

な
る

も
の

は
除

く
。

主
な

財
源

は
、

時
折

行
う

販
売

か
ら

の
も

の
を

別
に

す
る

と
、

消
費

者
と

し
て

の
資

格
に

よ
る

家
計

か
ら

の
現

金
ま

た
は

現
物

の
自

発
的

寄
付

、
一

般
政

府
の

支
払

い
お

よ
び

財
産

所
得

か
ら

得
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oc
ca

si
on

al
 s

al
es

, a
re

 d
er

iv
ed

 fr
om

 v
ol

un
ta

ry
 c

on
tr

ib
ut

io
ns

 in
 c

as
h 

or
 in

 k
in

d 
fr

om
 h

ou
se

ho
ld

s 

in
 th

ei
r 

ca
pa

ci
ty

 a
s 

co
ns

um
er

s,
 fr

om
 p

ay
m

en
ts

 m
ad

e 
by

 G
en

er
al

 g
ov

er
nm

en
t a

nd
 fr

om
 

pr
op

er
ty

 in
co

m
e.

 (
C

om
pa

re
 th

e 
de

fin
iti

on
 o

f G
en

er
al

 g
ov

er
nm

en
t i

n 
pa

ra
gr

ap
h 

92
 (

ii)
).

 

M
an

y 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

 a
re

 r
un

 b
y 

N
on

-p
ro

fit
 in

st
itu

tio
ns

 s
er

vi
ng

 h
ou

se
ho

ld
s.

 In
 th

ei
r 

ro
le

 a
s 

em
pl

oy
er

s,
 th

ey
 m

ay
 p

ay
 a

ct
ua

l e
m

pl
oy

er
s'

 s
oc

ia
l c

on
tr

ib
ut

io
ns

 o
r 

pr
ov

id
e 

so
ci

al
 

be
ne

fit
s 

di
re

ct
ly

 to
 th

e 
em

pl
oy

ee
s 

w
or

ki
ng

 in
 th

es
e 

in
st

itu
tio

ns
. 

ら
れ

る
（
第

92
節

(ii
)の

一
般

政
府

の
定

義
と

比
較

）
。

 

多
数

の
社

会
保

護
制

度
が

対
家

計
非

営
利

団
体

に
よ

っ
て

運
営

さ
れ

て
い

る
。

こ
れ

ら
の

団
体

は
使

用
者

と
し

て
、

使
用

者
の

現
実

の
社

会
保

険
拠

出
を

支
払

う
か

ま
た

は
こ

れ
ら

の
団

体
に

勤
務

す
る

被
用

者
に

直
接

社
会

給
付

を

提
供

す
る

。
 

96
 T

he
 c

at
eg

or
y 

R
es

t o
f t

he
 W

or
ld

 (
re

f. 
2)

 c
on

si
st

s 
of

 a
ll 

no
n-

re
si

de
nt

 in
st

itu
tio

na
l u

ni
ts

. 

Th
e 

E
S

S
P

R
O

S
 c

ov
er

s 
th

e 
tr

an
sa

ct
io

ns
 o

f t
he

 R
es

t o
f t

he
 W

or
ld

 o
nl

y 
in

so
fa

r 
as

 th
ey

 r
el

at
e 

to
 

re
si

de
nt

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

es
. E

xa
m

pl
es

 a
re

 s
oc

ia
l c

on
tr

ib
ut

io
ns

 p
ai

d 
by

 n
on

-r
es

id
en

t 

ho
us

eh
ol

ds
 in

to
 r

es
id

en
t s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

. T
he

 d
ef

in
iti

on
 o

f r
es

id
en

ce
 is

 g
iv

en
 in

 

C
ha

pt
er

 9
. 

96
 海

外
部

門
（
参

照
番

号
2）

の
カ

テ
ゴ

リ
ー

は
、

全
て

の
非

居
住

者
の

制
度

的
単

位
か

ら
な

る
。

 

E
S

S
P

R
O

S
で

は
、

居
住

者
の

社
会

保
護

制
度

に
関

係
す

る
場

合
に

限
っ

て
海

外
部

門
の

取
引

を
取

り
扱

う
。

例
と

し
て

は
、

非
居

住
者

家
計

が
居

住
者

社
会

保
護

制
度

に
支

払
う

社
会

保
険

拠
出

が
あ

る
。

居
住

の
定

義
は

、
第

9
章

で
行

う
。
 

6 
 E

xp
en

di
tu

re
 o

f s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

es
 

6.
 社

会
保

護
制

度
の

支
出

 

6.
1 

In
tr

od
uc

tio
n 

6.
1 

は
じ

め
に

 
 

97
 T

he
 e

xp
en

di
tu

re
 o

f s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

es
 is

 c
la

ss
ifi

ed
 b

y 
ty

pe
, w

hi
ch

 in
di

ca
te

s 
th

e 

na
tu

re
 o

f, 
or

 r
ea

so
n 

fo
r, 

th
e 

ex
pe

nd
itu

re
. 

97
 

社
会

保
護

制
度

の
支

出
は

、
支

出
の

性
質

ま
た

は
理

由
を

示
す

タ
イ

プ
に

よ
っ

て
分

類
す

る
。

 

98
 T

he
 E

S
S

P
R

O
S

 d
is

tin
gu

is
he

s 
fo

ur
 m

ai
n 

ca
te

go
rie

s 
of

 e
xp

en
di

tu
re

. T
he

 fi
rs

t i
s 

ex
pe

nd
itu

re
 

on
 s

oc
ia

l b
en

ef
its

, t
ha

t i
s,

 r
es

ou
rc

es
 w

hi
ch

 a
re

 tr
an

sf
er

re
d 

to
 b

en
ef

ic
ia

rie
s 

in
 th

e 
fo

rm
 o

f c
as

h 

or
 g

oo
ds

 a
nd

 s
er

vi
ce

s.
 T

he
 d

es
cr

ip
tio

n 
of

 th
is

 ty
pe

 o
f e

xp
en

di
tu

re
 is

 o
ne

 o
f t

he
 m

ai
n 

ai
m

s 
of

 

th
e 

E
S

S
P

R
O

S
; P

ar
t 2

 o
f t

he
 M

an
ua

l i
s 

en
tir

el
y 

de
vo

te
d 

to
 th

e 
de

sc
rip

tio
n 

of
 th

e 
va

rio
us

 ty
pe

s 

of
 s

oc
ia

l b
en

ef
its

. T
he

 s
ec

on
d 

ca
te

go
ry

 o
f e

xp
en

di
tu

re
 r

el
at

es
 to

 a
dm

in
is

tr
at

io
n 

co
st

s 
ch

ar
ge

d 

to
 th

e 
sc

he
m

e.
 T

he
 th

ird
 a

nd
 fo

ur
th

 c
at

eg
or

ie
s 

de
al

 w
ith

 tr
an

sf
er

s 
to

 o
th

er
 s

ch
em

es
 a

nd
 

m
is

ce
lla

ne
ou

s 
ex

pe
nd

itu
re

. 
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E
S

S
P

R
O

S
で

は
四

つ
の

主
な

支
出

カ
テ

ゴ
リ

ー
を

区
別

し
て

い
る

。
第

一
は

社
会

給
付

に
関

す
る

支
出

、
す

な

わ
ち

現
金

ま
た

は
財

お
よ

び
サ

ー
ビ

ス
の

形
で

受
給

者
に

移
転

さ
れ

る
財

源
で

あ
る

。
こ

の
タ

イ
プ

の
支

出
を

説
明

す

る
こ

と
が

、
E

S
S

P
R

O
S

の
主

要
目

標
の

一
つ

で
あ

る
。

本
マ

ニ
ュ

ア
ル

第
2

部
は

全
部

、
種

々
の

タ
イ

プ
の

社
会

給

付
の

説
明

に
当

て
ら

れ
て

い
る

。
第

二
の

支
出

カ
テ

ゴ
リ

ー
は

、
制

度
に

か
か

る
管

理
費

に
関

し
て

い
る

。
第

三
、

第

四
の

カ
テ

ゴ
リ

ー
は

、
他

の
社

会
保

護
制

度
へ

の
移

転
と

そ
の

他
の

支
出

を
扱

う
。

 

6.
2 

Ty
pe

s 
of

 e
xp

en
di

tu
re

 
6.

2 
支

出
の

種
類
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99
 S

oc
ia

l b
en

ef
its

 (r
ef

. 1
) c

on
si

st
s 

of
 tr

an
sf

er
s,

 in
 c

as
h 

or
 in

 k
in

d,
 b

y 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

 

to
 h

ou
se

ho
ld

s 
an

d 
in

di
vi

du
al

s 
to

 r
el

ie
ve

 th
em

 o
f t

he
 b

ur
de

n 
of

 a
 d

ef
in

ed
 s

et
 o

f r
is

ks
 o

r 
ne

ed
s.

Th
e 

co
nv

en
tio

na
lly

 a
gr

ee
d 

lis
t o

f r
is

ks
 o

r 
ne

ed
s 

- 
fu

nc
tio

ns
 -

 is
 g

iv
en

 in
 p

ar
ag

ra
ph

 1
6 

ab
ov

e.
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社
会

給
付

（
参

照
番

号
1）

は
、

定
義

し
た

リ
ス

ク
ま

た
は

ニ
ー

ズ
の

負
担

除
去

の
た

め
社

会
保

護
制

度
が

家
計

お
よ

び
個

人
に

行
う

現
金

ま
た

は
現

物
に

よ
る

移
転

か
ら

な
る

。
 

慣
例

的
に

認
め

ら
れ

て
い

る
リ

ス
ク

ま
た

は
ニ

ー
ズ

－
－

社
会

保
護

機
能

－
－

の
リ

ス
ト

は
、

上
記

第
16

節
に

あ
る

。
 

10
0 

In
 th

e 
C

or
e 

sy
st

em
, s

oc
ia

l b
en

ef
its

 r
ef

er
 e

xc
lu

si
ve

ly
 to

 c
as

h 
pa

ym
en

ts
, r

ei
m

bu
rs

em
en

ts
 

an
d 

di
re

ct
ly

 p
ro

vi
de

d 
go

od
s 

an
d 

se
rv

ic
es

. T
he

se
 a

re
 a

ll 
di

re
ct

 b
en

ef
its

 in
 th

e 
se

ns
e 

th
at

 th
ey

 

ar
e 

ad
va

nt
ag

es
 th

at
 im

pl
y 

an
 e

qu
iv

al
en

t r
is

e 
in

 th
e 

(a
dj

us
te

d)
 d

is
po

sa
bl

e 
in

co
m

e 
of

 th
e 

be
ne

fic
ia

rie
s.

 

10
0

コ
ア

・
シ

ス
テ

ム
に

お
い

て
は

、
社

会
給

付
と

は
専

ら
現

金
支

給
、

払
い

戻
し

な
ら

び
に

直
接

供
与

す
る

財
お

よ
び

サ
ー

ビ
ス

を
い

う
。

こ
れ

ら
は

皆
、

受
給

者
の

（
調

整
し

た
）
可

処
分

所
得

の
同

等
の

上
昇

を
示

す
利

点
で

あ
る

と
い

う

意
味

で
、

直
接

給
付

で
あ

る
。
 

10
0b

is
 C

ol
le

ct
iv

e 
se

rv
ic

es
 a

re
 s

er
vi

ce
s 

fo
r 

co
lle

ct
iv

e 
co

ns
um

pt
io

n 
th

at
 a

re
 p

ro
vi

de
d 

si
m

ul
ta

ne
ou

sl
y 

to
 a

ll 
m

em
be

rs
 o

f t
he

 c
om

m
un

ity
 o

r 
al

l m
em

be
rs

 o
f a

 p
ar

tic
ul

ar
 s

ec
tio

n 
of

 th
e 

co
m

m
un

ity
 (

e.
g.

  
al

l h
ou

se
ho

ld
s 

liv
in

g 
in

 a
 p

ar
tic

ul
ar

 r
eg

io
n)

. I
n 

E
S

S
P

R
O

S
 s

oc
ia

l b
en

ef
its

 

re
fe

rs
 o

nl
y 

to
 g

oo
ds

 a
nd

 s
er

vi
ce

s 
fo

r 
in

di
vi

du
al

 c
on

su
m

pt
io

n 
an

d 
th

er
ef

or
e 

ex
cl

ud
es

 c
ol

le
ct

iv
e 

se
rv

ic
es

. 

10
0b

is
 集

団
的

サ
ー

ビ
ス

は
集

団
的

な
消

費
へ

の
サ

ー
ビ

ス
で

あ
り

、
社

会
の

す
べ

て
の

メ
ン

バ
ー

、
あ

る
い

は
社

会
の

特
定

の
メ

ン
バ

ー
（
例

え
ば

特
定

地
域

に
居

住
す

る
全

世
帯

）
に

同
時

に
提

供
さ

れ
る

。
E

S
S

P
R

O
S

で
は

社
会

給
付

は
個

人
消

費
に

対
す

る
財

と
サ

ー
ビ

ス
だ

け
を

扱
い

、
集

団
的

サ
ー

ビ
ス

は
除

外
す

る
。

 

10
0A

 S
oc

ia
l b

en
ef

its
 m

ay
 b

e 
pa

ss
iv

e,
 th

at
 is

, t
ry

in
g 

to
 m

ak
e 

up
 fo

r 
a 

lo
ss

 s
uf

fe
re

d 
th

ro
ug

h 
th

e 

m
at

er
ia

lis
at

io
n 

of
 a

 s
oc

ia
l r

is
k 

or
 n

ee
d;

 o
r 

ac
tiv

e,
 th

at
 is

 tr
yi

ng
 to

 a
vo

id
 o

r 
fin

d 
a 

re
m

ed
y 

fo
r 

a 

pa
rt

ic
ul

ar
 s

oc
ia

l r
is

k 
or

 n
ee

d.
 

10
0A

 社
会

給
付

は
受

動
的

（
す

な
わ

ち
社

会
的

リ
ス

ク
ま

た
は

ニ
ー

ズ
の

発
生

に
よ

り
被

っ
た

損
失

を
埋

め
合

わ
せ

る
試

み
）
で

あ
る

場
合

も
能

動
的

（
特

定
の

社
会

的
リ

ス
ク

ま
た

は
ニ

ー
ズ

を
回

避
す

る
ま

た
は

そ
れ

に
対

す
る

救
済

を
見

出
す

試
み

）
で

あ
る

場
合

も
あ

る
。

 

10
0B

 C
as

h 
be

ne
fit

s 
m

ay
 b

e 
gr

an
te

d 
as

 fl
at

-r
at

e 
am

ou
nt

s 
or

 b
e 

de
te

rm
in

ed
 a

s 
a 

fu
nc

tio
n 

of
 th

e 

be
ne

fic
ia

ry
's

 n
ee

ds
, (

pr
ev

io
us

) 
ea

rn
in

gs
, s

oc
ia

l c
on

tr
ib

ut
io

ns
 p

ai
d 

an
d 

so
 fo

rt
h.

 In
 th

e 
la

tte
r 

ca
se

, v
ar

io
us

 th
re

sh
ol

ds
 a

nd
 c

ei
lin

gs
 m

ay
 b

e 
ap

pl
ie

d.
 B

en
ef

its
 in

 th
e 

fo
rm

 o
f r

ei
m

bu
rs

em
en

ts
 

an
d 

di
re

ct
ly

 p
ro

vi
de

d 
go

od
s 

an
d 

se
rv

ic
es

 n
or

m
al

ly
 d

ep
en

d 
on

 th
e 

be
ne

fic
ia

ry
's

 n
ee

ds
. 

S
om

et
im

es
 th

e 
be

ne
fic

ia
ry

 is
 r

eq
ui

re
d 

to
 m

ak
e 

a 
co

nt
rib

ut
io

n 
to

w
ar

ds
 th

e 
co

st
 o

f p
ro

vi
si

on
s 

in
 

ki
nd

 (
su

ch
 p

ay
m

en
ts

 a
re

 n
ot

 c
la

ss
ifi

ed
 a

s 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n 

ex
pe

nd
itu

re
).

 

10
0B

 現
金

給
付

は
、

均
一

額
で

与
え

ら
れ

る
こ

と
も

、
受

給
者

の
ニ

ー
ズ

、
（
以

前
の

）
収

入
、

社
会

保
険

拠
出

支

払
額

な
ど

の
一

定
割

合
と

し
て

決
め

ら
れ

る
こ

と
も

あ
る

。
後

者
の

場
合

は
、

種
々

の
限

界
や

上
限

が
適

用
さ

れ
得

る
。

払
い

戻
し

な
ら

び
に

直
接

供
与

の
財

お
よ

び
サ

ー
ビ

ス
に

よ
る

給
付

は
通

例
、

受
給

者
の

ニ
ー

ズ
に

よ
る

。
 

と
き

に
は

受
給

者
は

現
物

供
与

の
費

用
に

拠
出

を
求

め
ら

れ
る

（
こ

の
拠

出
支

払
い

は
社

会
保

護
の

支
出

に
は

分

類
し

な
い

）
。

 

Ta
bl

e 
E:

 C
la

ss
ifi

ca
tio

n 
of

 e
xp

en
di

tu
re

 o
f s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

 b
y 

ty
pe

1.
 S

oc
ia

l b
en

ef
its

2.
 A

dm
in

is
tra

tio
n 

co
st

s
3.

 T
ra

ns
fe

rs
 to

 o
th

er
 s

ch
em

es
31

 S
oc

ia
l c

on
tri

bu
tio

ns
 re

-r
ou

te
d 

to
 o

th
er

 s
ch

em
es

32
 O

th
er

 tr
an

sf
er

s 
to

 o
th

er
 s

ch
em

es
4.

 O
th

er
 e

xp
en

di
tu

re
41

 P
ro

pe
rty

 in
co

m
e

42
 O

th
er

表
 E

：
 社

 会
 保

 護
 制

 度
 の

 支
 出

 の
 種

 類
 別

 分
 類

1.
 社

会
支

出

2.
 管

理
費

3.
 他

の
社

会
保

護
制

度
へ

の
移

転

31
 他

制
度

へ
の

迂
回

社
会

保
険

拠
出

32
 他

制
度

へ
の

移
転

4.
 そ

の
他

の
支

出

41
 財

産
所

得

42
 そ

の
他
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10
0C

 C
ha

pt
er

 7
 o

f t
hi

s 
P

ar
t c

on
ta

in
s 

th
e 

m
ai

n 
fe

at
ur

es
 o

f t
he

 c
la

ss
ifi

ca
tio

ns
 o

f s
oc

ia
l b

en
ef

its
 

an
d 

pa
ra

gr
ap

hs
 1

22
 th

ro
ug

h 
13

1 
de

sc
rib

e 
th

e 
pr

in
ci

pl
es

 fo
r 

th
ei

r 
va

lu
at

io
n.

 P
ar

t 2
 o

f t
hi

s 

M
an

ua
l d

es
cr

ib
es

 th
e 

va
rio

us
 ty

pe
s 

of
 s

oc
ia

l b
en

ef
its

 in
 d

et
ai

l. 

10
0C

 こ
の

部
の

第
7章

で
は

、
社

会
給

付
の

分
類

の
主

な
特

徴
を

述
べ

、
第

12
2節

－
第

13
1節

で
は

そ
の

評
価

の
原

則
を

説
明

す
る

。
本

マ
ニ

ュ
ア

ル
第

2部
で

は
、

種
々

の
タ

イ
プ

の
社

会
給

付
に

つ
い

て
詳

説
す

る
。

 

10
1 

R
es

id
en

t s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

es
 m

ay
 p

ro
vi

de
 s

oc
ia

l b
en

ef
its

 to
 b

ot
h 

re
si

de
nt

 a
nd

 

no
nr

es
id

en
t p

ro
te

ct
ed

 p
eo

pl
e.

 C
on

ve
rs

el
y,

 r
es

id
en

t h
ou

se
ho

ld
s 

an
d 

in
di

vi
du

al
s 

m
ay

 r
ec

ei
ve

 

so
ci

al
 b

en
ef

its
 fr

om
 n

on
-r

es
id

en
t s

ch
em

es
. 

Th
es

e 
la

tte
r 

be
ne

fit
s 

ar
e 

no
t r

ec
or

de
d 

in
 th

e 
ac

co
un

ts
, a

s 
th

ey
 d

o 
no

t r
el

at
e 

to
 r

es
id

en
t s

oc
ia

l 

pr
ot

ec
tio

n 
sc

he
m

es
 (

se
e 

ch
ap

te
r 

9)
. 

10
1

居
住

者
の

社
会

保
護

制
度

は
、

居
住

者
、

非
居

住
者

両
方

の
保

護
対

象
者

に
社

会
給

付
を

提
供

す
る

こ
と

が

あ
る

。
逆

に
、

居
住

者
の

家
計

お
よ

び
個

人
が

非
居

住
者

の
制

度
か

ら
社

会
給

付
を

受
給

す
る

こ
と

も
あ

る
。

こ
の

後

者
の

給
付

は
居

住
者

の
社

会
保

護
制

度
に

関
係

が
な

い
た

め
、

帳
簿

に
は

計
上

し
な

い
（
第

9
章

参
照

）
。
 

10
2 

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

co
st

s 
(r

ef
. 2

) m
ea

ns
 th

e 
co

st
s 

ch
ar

ge
d 

to
 th

e 
sc

he
m

e 
fo

r m
an

ag
em

en
t a

nd
 

ad
m

in
is

tr
at

io
n 

th
er

eo
f. 

10
2 

管
理

費
（
参

照
番

号
2）

は
、

管
理

運
営

に
つ

い
て

制
度

に
請

求
さ

れ
る

費
用

で
あ

る
。

 

10
2A

 A
dm

in
is

tr
at

io
n 

co
st

s 
in

cl
ud

e 
ou

tg
oi

ng
s 

on
 r

eg
is

tr
at

io
n 

of
 b

en
ef

ic
ia

rie
s,

 c
ol

le
ct

io
n 

of
 

co
nt

rib
ut

io
ns

,a
dm

in
is

tr
at

io
n 

of
 b

en
ef

its
, i

ns
pe

ct
io

n,
 r

ei
ns

ur
an

ce
, f

in
an

ci
al

 m
an

ag
em

en
t a

nd
 

ge
ne

ra
l o

ve
rh

ea
ds

 (
se

e 
pa

ra
gr

ap
h 

13
0 

on
 th

e 
va

lu
at

io
n 

of
 a

dm
in

is
tr

at
io

n 
co

st
s)

. 

10
2A

 管
理

費
に

は
、

受
給

者
の

登
録

関
係

支
出

、
拠

出
の

徴
収

、
給

付
の

管
理

、
検

査
、

再
保

険
、

財
務

管
理

お

よ
び

一
般

間
接

費
が

含
ま

れ
る

（
管

理
費

の
評

価
に

つ
い

て
は

第
13

0
節

参
照

）
。
 

10
2B

 T
he

 C
or

e 
sy

st
em

 d
oe

s 
no

t r
eq

ui
re

 a
 b

re
ak

do
w

n 
of

 a
dm

in
is

tr
at

io
n 

co
st

s.
 

10
2B

 コ
ア

・
シ

ス
テ

ム
で

は
管

理
費

の
内

訳
は

必
要

と
さ

れ
な

い
。

 

10
2C

 A
dm

in
is

tr
at

io
n 

co
st

s 
ex

cl
ud

e:
 

(i)
 th

e 
co

st
s 

of
 h

ea
lth

 c
ar

e 
an

d 
ot

he
r 

in
di

vi
du

al
 g

oo
ds

 a
nd

 s
er

vi
ce

s 
pr

od
uc

ed
 b

y 
th

e 

in
st

itu
tio

na
l u

ni
t s

up
po

rt
in

g 
th

e 
sc

he
m

e 
fo

r 
pr

ov
is

io
n 

to
 b

en
ef

ic
ia

rie
s.

 T
he

se
 c

os
ts

, 
 

in
cl

ud
in

g 
th

os
e 

of
 a

dm
in

is
tr

at
iv

e 
se

rv
ic

es
 n

ec
es

sa
ry

 to
 p

ro
du

ce
 th

e 
go

od
s 

an
d 

se
rv

ic
es

, a
re

 c
la

ss
ifi

ed
 a

s 
S

oc
ia

l b
en

ef
its

 in
 k

in
d 

(s
ee

 p
ar

ag
ra

ph
 1

24
 o

n 
th

e 
va

lu
at

io
n 

of
 b

en
ef

its
 in

 k
in

d 
pr

od
uc

ed
 b

y 
th

e 
in

st
itu

tio
na

l u
ni

t s
up

po
rt

in
g 

th
e 

sc
he

m
e)

; 

(ii
) 

ou
tla

ys
 o

n 
go

od
s 

an
d 

se
rv

ic
es

 b
ou

gh
t f

ro
m

 m
ar

ke
t p

ro
du

ce
rs

 fo
r 

pr
ov

is
io

n 
to

 

be
ne

fic
ia

rie
s,

 a
ls

o 
cl

as
si

fie
d 

as
 S

oc
ia

l b
en

ef
its

 in
 k

in
d 

(s
ee

 p
ar

ag
ra

ph
 1

23
);

 

(ii
i) 

pa
ym

en
t o

f i
nt

er
es

t o
n 

lo
an

s 
ta

ke
n 

up
 b

y 
th

e 
sc

he
m

e;
 th

es
e 

ar
e 

al
l c

la
ss

ifi
ed

 a
s 

O
th

er
 

ex
pe

nd
itu

re
, u

nd
er

 p
ro

pe
rt

y 
in

co
m

e;
 

(iv
) 

co
m

pe
ns

at
io

n 
of

 p
ub

lic
 a

dm
in

is
tr

at
io

n 
em

pl
oy

ee
s 

re
sp

on
si

bl
e 

fo
r 

ge
ne

ra
l s

up
er

vi
si

on
 

an
d 

so
ci

al
 p

ol
ic

y 
in

 a
 b

ro
ad

 s
en

se
. A

s 
th

es
e 

em
pl

oy
ee

s 
ar

e 
no

t d
ire

ct
ly

 a
nd

 e
xp

re
ss

ly
 

in
vo

lv
ed

 in
 r

un
ni

ng
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

, t
he

ir 
sa

la
rie

s 
ar

e 
no

t r
ec

or
de

d 
in

 th
e 

E
S

S
P

R
O

S
. 

10
2C

 管
理

費
に

は
次

の
も

の
は

含
ま

な
い

。
 

(i)
 

 受
給

者
へ

の
供

与
の

た
め

制
度

を
支

援
す

る
制

度
的

単
位

の
生

産
す

る
保

健
医

療
お

よ
び

他
の

個

別
の

財
お

よ
び

サ
ー

ビ
ス

の
費

用
。

こ
の

費
用

は
、

財
お

よ
び

サ
ー

ビ
ス

の
生

産
に

必
要

な
行

政
サ

ー

ビ
ス

の
費

用
を

含
み

、
現

物
社

会
給

付
に

分
類

す
る

（
制

度
を

支
援

す
る

制
度

的
単

位
の

生
産

す
る

現

物
給

付
の

評
価

に
つ

い
て

は
第

13
2

節
参

照
）
。

 

(ii
) 

受
給

者
へ

の
供

与
の

た
め

市
場

生
産

者
か

ら
購

入
す

る
財

お
よ

び
サ

ー
ビ

ス
に

関
す

る
支

出
。

こ
れ

も

現
物

社
会

給
付

に
分

類
す

る
（
第

13
1

節
参

照
）
。

 

(ii
i) 

制
度

の
借

入
金

に
関

す
る

利
子

支
払

い
。

こ
れ

は
全

て
、

そ
の

他
の

支
出

の
財

産
所

得
に

分
類

す

る
。

 

(iv
) 

全
般

的
監

督
お

よ
び

広
義

の
社

会
政

策
を

担
当

す
る

公
務

員
の

報
酬

。
こ

の
公

務
員

は
社

会
保

護

制
度

の
運

営
に

直
接

か
つ

明
示

的
に

関
与

し
な

い
た

め
、

そ
の

給
与

は
E

S
S

P
R

O
S

で
は

計
上

し
な

い
。
 

10
2D

 F
or

 s
im

pl
ic

ity
, a

dm
in

is
tr

at
io

n 
co

st
s 

ar
e 

no
t r

ec
or

de
d 

w
he

n 
th

ey
 fo

rm
 a

n 
in

se
pa

ra
bl

e 
pa

rt
 

of
 in

te
rn

al
 r

un
ni

ng
 c

os
ts

 (
in

te
rm

ed
ia

te
 c

on
su

m
pt

io
n)

 o
f t

he
 in

st
itu

tio
na

l u
ni

t w
hi

ch
 r

un
s 

th
e 

sc
he

m
e.

 T
hi

s 
w

ill
 a

pp
ly

 to
 a

ll 
un

fu
nd

ed
 e

m
pl

oy
er

's
 s

ch
em

es
, a

nd
 p

os
si

bl
y 

to
 c

er
ta

in
 p

ub
lic

 

as
si

st
an

ce
 a

nd
 fu

nd
ed

 e
m

pl
oy

er
s'

 s
ch

em
es

. H
ow

ev
er

, e
st

im
at

es
 o

f t
he

 a
dm

in
is

tr
at

io
n 

co
st

s 

10
2D

 簡
便

の
た

め
、

管
理

費
が

制
度

を
運

営
す

る
制

度
的

単
位

の
内

部
運

営
コ

ス
ト

（
中

間
消

費
）
の

不
可

分
の

一
部

で
あ

る
と

き
は

、
こ

れ
を

計
上

し
な

い
。

こ
れ

は
、

全
て

の
非

積
立

式
の

使
用

者
の

制
度

お
よ

び
場

合
に

よ
っ

て

一
部

の
公

的
扶

助
お

よ
び

積
立

式
の

使
用

者
の

制
度

に
適

用
さ

れ
る

。
た

だ
し

こ
の

場
合

、
関

連
す

る
管

理
費

の
見

積
額

を
別

表
に

示
す

こ
と

が
で

き
る

。
 



― 128 ― ― 129 ―

in
vo

lv
ed

 m
ay

 b
e 

pr
ov

id
ed

 in
 a

dd
iti

on
al

 ta
bl

es
. 

10
3 

Tr
an

sf
er

s 
to

 o
th

er
 s

ch
em

es
 (

re
f. 

3)
 m

ea
ns

 u
nr

eq
ui

te
d 

pa
ym

en
ts

 m
ad

e 
to

 o
th

er
 s

oc
ia

l 

pr
ot

ec
tio

n 
sc

he
m

es
. T

he
se

 a
re

 b
ro

ke
n 

do
w

n 
in

 tw
o 

ca
te

go
rie

s.
 

10
3 

他
の

社
会

保
護

制
度

へ
の

移
転

（
参

照
番

号
3）

は
、

他
の

社
会

保
護

制
度

に
対

し
て

行
う

一
方

的
支

払
い

で

あ
る

。
二

つ
の

カ
テ

ゴ
リ

に
分

け
ら

れ
る

。
 

10
4 

R
e-

ro
ut

ed
 s

oc
ia

l c
on

tr
ib

ut
io

ns
 a

re
 p

ay
m

en
ts

 th
at

 a
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
e 

m
ak

es
 o

n 
its

 

ow
n 

be
ha

lf 
to

 a
no

th
er

 s
ch

em
e 

in
 o

rd
er

 to
 m

ai
nt

ai
n 

or
 a

cc
ru

e 
th

e 
rig

ht
s 

of
 it

s 
pr

ot
ec

te
d 

pe
op

le
 

to
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

fr
om

 th
e 

re
ci

pi
en

t s
ch

em
e.

 F
or

 a
 m

or
e 

de
ta

ile
d 

ex
pl

an
at

io
n,

 s
ee

 p
ar

ag
ra

ph
 

82
. 

10
4 

迂
回

社
会

保
険

拠
出

と
は

、
あ

る
社

会
保

護
制

度
が

代
理

で
他

の
制

度
に

支
払

う
も

の
で

、
受

給
側

の
制

度

か
ら

保
護

対
象

者
の

権
利

を
得

る
た

め
の

拠
出

で
あ

る
。

詳
細

な
説

明
は

、
82

節
参

照
。

 

10
5 

O
th

er
 tr

an
sf

er
s 

to
 o

th
er

 s
ch

em
es

 

E
xa

m
pl

es
 o

f o
th

er
 tr

an
sf

er
s 

pa
ya

bl
e 

to
 o

th
er

 s
ch

em
es

 a
re

 th
e 

tr
an

sf
er

 o
f f

un
ds

 m
ad

e 
by

 o
ne

 

sc
he

m
e 

to
 r

ed
uc

e 
th

e 
de

fic
it 

of
 a

no
th

er
. 

10
5 

そ
の

他
の

他
制

度
へ

の
支

出
 

他
の

社
会

保
護

制
度

へ
の

移
転

の
例

に
は

、
一

つ
の

制
度

が
別

の
制

度
の

赤
字

を
減

ら
す

た
め

に
行

う
資

金
の

移

転
が

あ
る

。
 

10
5A

 F
or

 a
 m

or
e 

de
ta

ile
d 

ex
pl

an
at

io
n,

 s
ee

 p
ar

ag
ra

ph
 8

3A
. 

10
5A

 詳
細

な
説

明
は

、
第

83
A

節
参

照
。

 

10
5B

 O
n 

a 
na

tio
na

l l
ev

el
, o

th
er

 tr
an

sf
er

s 
to

 a
nd

 fr
om

 o
th

er
 s

ch
em

es
 a

re
 h

el
d 

to
 b

al
an

ce
 o

ut
, 

as
 fo

r 
ea

ch
 it

em
 o

f e
xp

en
di

tu
re

 c
la

ss
ifi

ed
 a

s 
a 

tr
an

sf
er

 b
et

w
ee

n 
sc

he
m

es
 th

er
e 

sh
ou

ld
 b

e 
a 

co
rr

es
po

nd
in

g 
re

ce
ip

t i
n 

th
e 

sa
m

e 
ca

te
go

ry
 a

nd
 o

f t
he

 s
am

e 
am

ou
nt

. 

10
5B

国
レ

ベ
ル

で
は

他
の

制
度

へ
の

移
転

お
よ

び
他

の
制

度
か

ら
の

移
転

は
、

制
度

間
の

移
転

に
分

類
す

る
各

支

出
項

目
に

つ
い

て
同

じ
カ

テ
ゴ

リ
ー

お
よ

び
同

じ
金

額
の

対
応

す
る

収
入

が
あ

る
は

ず
だ

か
ら

、
バ

ラ
ン

ス
す

る
も

の
と

み
な

さ
れ

る
。
 

10
6 

O
th

er
 e

xp
en

di
tu

re
 (

re
f. 

4)
 m

ea
ns

 m
is

ce
lla

ne
ou

s 
ex

pe
nd

itu
re

 b
y 

so
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n 

sc
he

m
es

. 
 T

he
se

 a
re

 b
ro

ke
n 

do
w

n 
in

to
 p

ay
m

en
t o

f p
ro

pe
rt

y 
in

co
m

e 
an

d 
ot

he
r 

ex
pe

nd
itu

re
. 

10
6 

そ
の

他
の

支
出

（
参

照
番

号
4）

は
、

社
会

保
護

制
度

の
種

々
の

支
出

か
ら

な
る

。
こ

れ
は

財
産

所
得

の
支

払

い
お

よ
び

そ
の

他
に

分
か

れ
る

。
 

10
7 

P
ro

pe
rt

y 
in

co
m

e 
(r

ef
. 4

1)
 is

 th
e 

in
co

m
e 

pa
ya

bl
e 

by
 th

e 
ow

ne
r 

of
 a

 fi
na

nc
ia

l a
ss

et
 o

r 
a 

ta
ng

ib
le

 n
on

-p
ro

du
ce

d 
as

se
t i

n 
tu

rn
 fo

r 
pr

ov
id

in
g 

fu
nd

s 
to

, o
r 

pu
tti

ng
 th

e 
ta

ng
ib

le
 

no
n-

pr
od

uc
ed

 a
ss

et
 a

t t
he

 d
is

po
sa

l o
f t

he
 s

ch
em

e 
vi

a 
th

e 
in

st
itu

tio
na

l u
ni

t s
up

po
rt

in
g 

it.
 

10
7

財
産

所
得

（
参

照
番

号
41

）
は

、
金

融
資

産
ま

た
は

有
形

非
生

産
資

産
の

所
有

者
が

当
該

制
度

を
支

援
す

る

制
度

的
単

位
を

介
し

て
そ

の
制

度
に

資
金

を
供

与
す

る
代

わ
り

に
、

ま
た

は
有

形
非

生
産

資
産

を
前

記
の

制
度

的

単
位

を
介

し
て

そ
の

制
度

の
自

由
に

な
る

よ
う

に
す

る
代

わ
り

に
支

払
う

所
得

で
あ

る
。

 

10
7A

 In
 p

ra
ct

ic
e,

 th
is

 it
em

 u
su

al
ly

 re
fe

rs
 to

 a
ct

ua
l i

nt
er

es
t p

ay
ab

le
 b

y 
th

e 
sc

he
m

e 
to

 b
an

ks
 a

nd
 

ot
he

r 
cr

ed
ito

rs
 in

 r
es

pe
ct

 o
f l

oa
ns

 ta
ke

n 
up

. 

10
7A

 実
際

上
は

こ
の

項
目

は
、

当
該

制
度

が
そ

の
借

入
金

に
関

し
て

銀
行

そ
の

他
の

債
権

者
に

支
払

う
現

実
の

利
子

を
い

う
。

 

10
8 

Th
e 

ca
te

go
ry

 O
th

er
 (

re
f. 

42
) 

in
cl

ud
es

 a
ll 

m
is

ce
lla

ne
ou

s 
pa

ym
en

ts
 n

ot
 a

ttr
ib

ut
ab

le
 

el
se

w
he

re
 s

uc
h 

as
 th

e 
pa

ym
en

t o
f t

ax
es

 o
n 

in
co

m
e 

or
 w

ea
lth

. C
ap

ita
l r

ep
ay

m
en

ts
 o

n 
lo

an
s 

ar
e 

no
t i

nc
lu

de
d 

he
re

; t
he

se
 a

re
 fi

na
nc

ia
l t

ra
ns

ac
tio

ns
 w

hi
ch

 fa
ll 

ou
ts

id
e 

th
e 

sc
op

e 
of

 th
e 

C
or

e 

sy
st

em
. 

10
8 

そ
の

他
（
参

照
番

号
42

）
の

カ
テ

ゴ
リ

ー
に

は
、

所
得

ま
た

は
財

産
に

関
す

る
租

税
な

ど
他

の
分

類
に

属
さ

な
い

全
て

の
雑

多
な

支
払

い
が

含
ま

れ
る

。
借

入
金

に
関

す
る

元
金

返
済

は
こ

こ
に

は
含

め
な

い
。

こ
れ

は
コ

ア
・
シ

ス
テ

ム
の

範
囲

外
の

財
務

取
引

で
あ

る
。

 

7 
 S

oc
ia

l b
en

ef
its

, m
ai

n 
cl

as
si

fic
at

io
ns

 
7.

 社
会

給
付

の
主

要
な

分
類

 

10
9 

In
 th

e 
C

or
e 

sy
st

em
, s

oc
ia

l b
en

ef
its

 a
re

 c
la

ss
ifi

ed
 b

y 
fu

nc
tio

n 
an

d 
by

 ty
pe

. T
he

 fu
nc

tio
n 

of
 a

 

so
ci

al
 b

en
ef

it 
re

fe
rs

 to
 th

e 
pr

im
ar

y 
pu

rp
os

e 
fo

r w
hi

ch
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

is
 p

ro
vi

de
d,

 ir
re

sp
ec

tiv
e 

of
 le

gi
sl

at
iv

e 
or

 in
st

itu
tio

na
l p

ro
vi

si
on

s 
(s

ee
 p

ar
ag

ra
ph

s 
16

 a
nd

 1
7)

. T
he

 ty
pe

 o
f b

en
ef

it 
re

fe
rs

 

to
 th

e 
fo

rm
 in

 w
hi

ch
 th

e 
pr

ot
ec

tio
n 

is
 p

ro
vi

de
d.

 

10
9 

コ
ア

・
シ

ス
テ

ム
に

お
い

て
は

、
社

会
給

付
は

、
機

能
別

お
よ

び
種

類
別

に
分

類
す

る
。

社
会

給
付

の
機

能
と

は
、

立
法

に
よ

る
提

供
で

あ
る

と
制

度
に

よ
る

提
供

で
あ

る
と

に
か

か
わ

り
な

く
、

社
会

保
護

を
提

供
す

る
主

な
目

的
を

い
う

（
第

16
節

、
第

17
節

参
照

）
。

給
付

の
種

類
と

は
、

保
護

を
提

供
す

る
形

態
を

い
う

。
 

7.
1 

C
la

ss
ifi

ca
tio

n 
by

 fu
nc

tio
n 

7.
1 

機
能

別
分

類
 

11
0 

E
ig

ht
 fu

nc
tio

ns
 o

f s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
ar

e 
di

st
in

gu
is

he
d 

in
 th

e 
E

S
S

P
R

O
S

 (
se

e 
Ta

bl
e 

F)
. 

11
0 

E
S

S
P

R
O

S
で

は
八

つ
の

社
会

保
護

機
能

を
区

別
す

る
（
F表

参
照

）
。
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11
0A

 C
om

pi
le

rs
 o

f t
he

 s
ta

tis
tic

s 
ar

e 
en

co
ur

ag
ed

 to
 id

en
tif

y 
th

e 
ex

ac
t r

ea
so

ns
 fo

r 
w

hi
ch

 th
e 

be
ne

fit
 is

 g
ra

nt
ed

 a
nd

, i
f n

ec
es

sa
ry

, t
o 

sp
lit

 th
e 

to
ta

l v
al

ue
 o

f t
he

 b
en

ef
it 

in
 a

 n
um

be
r 

of
 

co
m

po
ne

nt
s 

th
at

 c
an

 b
e 

al
lo

ca
te

d 
to

 th
ei

r 
co

rr
ec

t f
un

ct
io

ns
. T

hi
s 

is
 th

e 
on

ly
 w

ay
 o

f e
ns

ur
in

g 

co
m

pa
ra

bl
e 

st
at

is
tic

s 
be

tw
ee

n 
co

un
tr

ie
s,

 b
ea

rin
g 

in
 m

in
d 

th
at

 c
ou

nt
rie

s 
di

ffe
r 

co
ns

id
er

ab
ly

 in
 

th
e 

in
st

itu
tio

na
l o

rg
an

is
at

io
n 

of
 th

ei
r 

so
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n 
sy

st
em

s.
 

11
0A

 
統

計
作

成
担

当
者

に
対

し
て

は
、

給
付

供
与

の
正

確
な

理
由

を
特

定
し

、
給

付
の

総
額

を
そ

れ
ぞ

れ
正

し
い

機
能

に
割

り
当

て
る

こ
と

が
で

き
る

い
く

つ
か

の
構

成
部

分
に

分
け

る
よ

う
奨

励
す

る
。

こ
れ

は
、

各
国

が
社

会
保

護

制
度

の
制

度
組

織
が

か
な

り
違

う
こ

と
を

念
頭

に
置

い
て

、
各

国
間

の
統

計
の

比
較

を
可

能
と

す
る

唯
一

の
方

法
で

あ
る

。
 

11
0B

 T
he

 fu
nc

tio
na

l c
la

ss
ifi

ca
tio

n 
of

 a
 s

ch
em

e'
s 

be
ne

fit
s 

is
 d

et
er

m
in

ed
 b

y 
th

ei
r 

pu
rp

os
e 

an
d 

no
t b

y 
th

e 
m

ai
n 

fie
ld

 in
 w

hi
ch

 th
e 

sc
he

m
e 

op
er

at
es

. F
or

 in
st

an
ce

, a
n 

O
ld

 a
ge

 p
en

si
on

 s
ch

em
e 

ca
n 

gr
an

t b
en

ef
its

 th
at

 s
ho

ul
d 

be
 c

la
ss

ifi
ed

 u
nd

er
 th

e 
S

ur
vi

vo
rs

 o
r 

Fa
m

ily
/c

hi
ld

re
n 

fu
nc

tio
ns

. 

Th
e 

fu
nc

tio
n 

of
 a

 b
en

ef
it 

sh
ou

ld
 n

ot
 b

e 
co

nf
us

ed
 w

ith
 th

e 
pe

rs
on

al
 s

itu
at

io
n 

of
 it

s 
re

ci
pi

en
t: 

a 

11
0B

 
社

会
保

護
制

度
の

給
付

の
機

能
別

分
類

は
、

そ
の

制
度

が
運

営
さ

れ
る

主
要

分
野

で
な

く
、

そ
の

目
的

で
決

定
す

る
。

例
え

ば
、

老
齢

年
金

制
度

が
遺

族
ま

た
は

家
族

／
育

児
の

機
能

に
分

類
す

べ
き

給
付

を
提

供
す

る
こ

と
も

あ
り

得
る

。
給

付
の

機
能

を
受

領
者

の
個

人
的

状
況

と
混

同
す

べ
き

で
は

な
い

。
寡

婦
が

失
業

給
付

を
受

給
す

る
こ

と
や

、
退

職
者

が
住

宅
給

付
を

受
給

す
る

こ
と

も
あ

る
。

同
様

に
、

特
定

の
同

じ
種

類
の

財
お

よ
び

サ
ー

ビ
ス

が
そ

の

Ta
bl

e 
F:

 D
ef

in
itio

ns
 o

f t
he

 fu
nc

tio
ns

 o
f s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n

Fu
nc

tio
n

Br
ie

f d
es

cr
ip

tio
n

1.
 S

ic
kn

es
s/

He
al

th
 c

ar
e

2.
 D

is
ab

ilit
y

3.
 O

ld
 a

ge

4.
 S

ur
vi

vo
rs

5.
 F

am
ily

/c
hi

ld
re

n

6.
 U

ne
m

pl
oy

m
en

t

7.
 H

ou
si

ng
He

lp
 to

w
ar

ds
 th

e 
co

st
 o

f h
ou

si
ng

.

Be
ne

fit
s 

in
 c

as
h 

or
 k

in
d 

(e
xc

ep
t h

ea
lth

 c
ar

e)
 s

pe
ci

fic
al

ly
 in

te
nd

ed
 to

co
m

ba
t s

oc
ia

l e
xc

lu
si

on
 w

he
re

 th
ey

 a
re

 n
ot

 c
ov

er
ed

 b
y 

on
e 

of
 th

e
ot

he
r f

un
ct

io
ns

.

8.
 S

oc
ia

l e
xc

lu
si

on
 n

ot
 e

ls
e-

w
he

re
 c

la
ss

ifi
ed

In
co

m
e 

m
ai

nt
en

an
ce

 a
nd

 s
up

po
rt 

in
 c

as
h 

in
 c

on
ne

ct
io

n 
w

ith
 p

hy
si

ca
l

or
 m

en
ta

l il
ln

es
s,

 e
xc

lu
di

ng
 d

is
ab

ilit
y.

 H
ea

lth
 c

ar
e 

in
te

nd
ed

 to
m

ai
nt

ai
n,

 re
st

or
e 

or
 im

pr
ov

e 
th

e 
he

al
th

 o
f t

he
 p

eo
pl

e 
pr

ot
ec

te
d

irr
es

pe
ct

iv
e 

of
 th

e 
or

ig
in

 o
f t

he
 d

is
or

de
r.

In
co

m
e 

m
ai

nt
en

an
ce

 a
nd

 s
up

po
rt 

in
 c

as
h 

or
 k

in
d 

(e
xc

ep
t h

ea
lth

ca
re

) i
n 

co
nn

ec
tio

n 
w

ith
 th

e 
in

ab
ilit

y 
of

 p
hy

si
ca

lly
 o

r m
en

ta
lly

di
sa

bl
ed

 p
eo

pl
e 

to
 e

ng
ag

e 
in

 e
co

no
m

ic
 a

nd
 s

oc
ia

l a
ct

iv
itie

s.

In
co

m
e 

m
ai

nt
en

an
ce

 a
nd

 s
up

po
rt 

in
 c

as
h 

or
 k

in
d 

(e
xc

ep
t h

ea
lth

ca
re

) i
n 

co
nn

ec
tio

n 
w

ith
 o

ld
 a

ge
.

In
co

m
e 

m
ai

nt
en

an
ce

 a
nd

 s
up

po
rt 

in
 c

as
h 

or
 k

in
d 

in
 c

on
ne

ct
io

n 
w

ith
th

e 
de

at
h 

of
 a

 fa
m

ily
 m

em
be

r.

Su
pp

or
t i

n 
ca

sh
 o

r k
in

d 
(e

xc
ep

t h
ea

lth
 c

ar
e)

 in
 c

on
ne

ct
io

n 
w

ith
 th

e
co

st
s 

of
 p

re
gn

an
cy

, c
hi

ld
bi

rth
 a

nd
 a

do
pt

io
n,

 b
rin

gi
ng

 u
p 

ch
ild

re
n 

an
d

ca
rin

g 
fo

r o
th

er
 fa

m
ily

 m
em

be
rs

.

In
co

m
e 

m
ai

nt
en

an
ce

 a
nd

 s
up

po
rt 

in
 c

as
h 

or
 k

in
d 

in
 c

on
ne

ct
io

n 
w

ith
un

em
pl

oy
m

en
t.

表
F ：

社
会

保
護

機
能

機
能

簡
単

な
説

明

1.
 疾

病
/ 保

健
医

療

2.
 障

害

3.
 老

齢

4.
 遺

族

5.
 家

族
/ 育

児

6.
 失

業

7.
 住

宅
住

宅
費

に
対

す
る

援
助

。

妊
娠

、
出

産
お

よ
び

養
子

縁
組

、
育

児
な

ら
び

に
他

の
家

族
の

介
護

に
関

連
す

る

現
金

ま
た

は
現

物
に

よ
る

援
助

（
保

健
医

療
を

除
く
）
。

失
業

に
関

連
す

る
現

金
ま

た
は

現
物

に
よ

る
所

得
維

持
。

8.
 他

の
分

類
に

入
ら

な
い

社
会

的

排
除

他
の

社
会

保
護

機
能

が
対

象
と

し
な

い
社

会
的

排
除

へ
の

対
処

を
と

く
に

意
図

す

る
現

金
ま

た
は

現
物

に
よ

る
給

付
（
保

健
医

療
を

除
く
）
。

障
害

を
除

く
身

体
ま

た
は

精
神

の
病

気
に

関
連

す
る

現
金

に
よ

る
所

得
維

持
お

よ

び
援

助
。

保
護

対
象

の
者

の
健

康

を
維

持
し

、
回

復
し

ま
た

は
改

善
す

る
た

め
の

保
健

医
療

（
当

該
不

調
の

原
因

の
い

か
ん

を
問

わ
な

い
）
。

身
体

障
害

者
ま

た
は

精
神

障
害

者
が

経
済

的
お

よ
び

社
会

的
活

動
に

従
事

で
き

な
い

こ
と

に
関

連
す

る
現

金
ま

た
は

現
物

に
よ

る
所

得
維

持
お

よ
び

援
助

（
保

健
医

療
を

除
く
）
。

老
齢

に
関

連
す

る
現

金
ま

た
は

現
物

に
よ

る
所

得
維

持
お

よ
び

援
助

（
保

健
医

療

を
除

く
）
。

家
族

の
死

亡
に

関
連

す
る

現
金

ま
た

は
現

物
に

よ
る

所
得

維
持

お
よ

び
援

助
。
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w
id

ow
 m

ay
 r

ec
ei

ve
 a

n 
un

em
pl

oy
m

en
t b

en
ef

it 
or

 a
 r

et
ire

d 
pe

rs
on

 m
ay

 b
e 

gi
ve

n 
a 

ho
us

in
g 

be
ne

fit
. 

 L
ik

ew
is

e,
 p

ar
tic

ul
ar

 ty
pe

s 
of

 g
oo

ds
 a

nd
 s

er
vi

ce
s 

m
ay

 b
e 

gr
an

te
d 

in
 c

on
ne

ct
io

n 
w

ith
 

se
ve

ra
l f

un
ct

io
ns

, d
ep

en
di

ng
 o

n 
th

ei
r 

pu
rp

os
e.

 H
om

e 
ca

re
 is

 a
n 

ex
am

pl
e.

 

P
la

ci
ng

 a
 g

iv
en

 s
oc

ia
l b

en
ef

it 
un

de
r 

its
 c

or
re

ct
 fu

nc
tio

n 
is

 n
ot

 a
lw

ay
s 

ea
sy

. P
ro

bl
em

s 
ar

is
e 

in
 

pa
rt

ic
ul

ar
 fr

om
 b

un
dl

ed
 o

bj
ec

tiv
es

, o
ve

rla
pp

in
g 

ob
je

ct
iv

es
 a

nd
 b

lu
rr

ed
 o

bj
ec

tiv
es

. 

目
的

に
応

じ
て

複
数

の
機

能
に

関
連

し
て

提
供

さ
れ

る
こ

と
も

あ
る

。
在

宅
介

護
が

そ
の

一
例

で
あ

る
。

 

あ
る

社
会

給
付

を
そ

の
正

し
い

機
能

に
分

類
す

る
こ

と
は

、
必

ず
し

も
容

易
で

は
な

い
。

と
く

に
目

標
が

総
合

的
で

あ
っ

た
り

、
重

複
し

て
い

た
り

、
曖

昧
で

あ
っ

た
り

す
る

場
合

に
問

題
が

生
じ

る
。
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 B
un

dl
in

g 
of

 o
bj

ec
tiv

es
 o

cc
ur

s 
w

he
n 

a 
si

ng
le

 ty
pe

 o
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en
ef

it 
se

rv
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 v
ar
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us

 d
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tin
ct

 s
oc

ia
l 

ris
ks

 o
r n

ee
ds

. I
n 

su
ch

 c
as

es
, t

he
 b

en
ef

it 
sh

ou
ld

 b
e 

ex
am

in
ed

 to
 s

ee
 if

 it
 s

ho
ul

d 
be

 u
n-

bu
nd

le
d 

an
d 

its
 c

om
po

ne
nt

s 
as

si
gn

ed
 to

 s
ep

ar
at

e 
fu

nc
tio

ns
. T

hi
s 

w
ill

 n
ee

d 
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ve
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e 

ex
ac

t c
on

di
tio

ns
 th

at
 m

ak
e 

th
e 

in
di

vi
du

al
s 

or
 h

ou
se

ho
ld

s 
el

ig
ib

le
 to

 th
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 F
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xa
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 a
 s

in
gl

e 
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ne
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nd
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 p

ro
te

ct
 b

ot
h 

di
sa

bl
ed

 a
nd

 o
ld

 p
eo

pl
e,

 it
 m
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 b

e 
ve

ry
 d

iff
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ul
t t

o 
es
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bl
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h 

th
e 

pr
ec
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e 

re
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on
 w

hy
 a

 d
is

ab
le

d 
el
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rly

 p
er

so
n 
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 r

ec
ei
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 th
e 

be
ne

fit
. F

or
 p

ra
ct

ic
al

 p
ur

po
se

s 
it 
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 d

ec
id

ed
, b

y 
co

nv
en

tio
n,

 th
at

 a
ll 

di
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ed

 p
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e 
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e 
ag

e 
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e 
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g 
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e 
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O
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n 
fu

nc
tio

n 
of

 th
e 
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l c
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an
ce

s 
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e 
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sa

bl
ed

 c
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ld
re

n 
(w

hi
ch
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l p
ro

te
ct

io
n 

ex
pe

nd
itu

re
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0C

 
「
目

的
の

総
合

化
」
は

、
単

一
種

類
の

給
付

が
種

々
異

な
る

社
会

リ
ス

ク
ま

た
は

ニ
ー

ズ
に

対
処

す
る

場
合

に
起

こ
る

。
こ

の
場

合
に

は
、

そ
の

給
付

を
分

割
し

て
各

部
分

を
別

個
の

機
能

に
割

り
当

て
る

べ
き

か
ど

う
か

確
認

す

る
た

め
、

当
該

給
付

の
検

討
を

行
う

。
こ

れ
に

は
、

個
人

ま
た

は
家

計
が

そ
の

給
付

の
受

給
権

を
得

る
正

確
な

条
件

の
調

査
が

必
要

で
あ

ろ
う

。
 

経
験

的
方

法
を

用
い

る
の

が
得

策
な

こ
と

も
あ

ろ
う

。
例

え
ば

、
単

一
の

給
付

が
障

害
者

と
高

齢
者

の
保

護
を

と
も

に

意
図

し
て

い
る

場
合

、
障

害
の

あ
る

高
齢

者
が

こ
の

給
付

を
受

給
し

て
い

る
正

確
な

理
由

を
確

立
す

る
の

は
極

め
て

困
難

に
な

り
得

る
。

実
務

上
の

目
的

で
、

年
金

受
給

年
齢

を
超

え
た

者
は

皆
、

老
齢

機
能

に
基

づ
い

て
給

付
を

受
給

す
る

も
の

と
、

慣
例

上
決

ま
っ

て
い

る
。

 

目
的

の
総

合
化

は
、

社
会

的
目

的
と

そ
の

他
の

目
的

と
の

間
に

も
起

こ
り

得
る

。
例

と
し

て
は

、
目

の
見

え
な

い
ま

た

は
耳

の
聞

こ
え

な
い

子
ど

も
の

た
め

の
特

殊
学

校
に

対
す

る
政

府
の

財
源

移
転

が
あ

る
。

こ
の

場
合

に
は

、
そ

の
学

校
の

通
常

の
教

育
機

能
に

対
す

る
財

政
移

転
の

部
分

（
こ

れ
は

E
S

S
P

R
O

S
で

は
社

会
保

護
と

し
て

報
告

し
な

い
）

を
障

害
児

の
特

別
な

状
況

へ
の

授
業

調
整

の
費

用
に

対
す

る
財

政
移

転
か

ら
分

離
す

べ
き

で
あ

る
。
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ab

se
nc

e 
of
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r g
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nc
e 
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 P
ar

t 2
 o

f t
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s 
M

an
ua

l, 
th

e 
ba

si
c 

ru
le

 is
 th

at
 a

 m
or

e 
sp

ec
ifi

c 
fu

nc
tio

n 
ta

ke
s 

pr
ec

ed
en

ce
 o

ve
r 

a 
m

or
e 

ge
ne

ra
l o

ne
. T

he
 li

st
 o

f s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
fu

nc
tio

ns
 in

 o
rd

er
 o
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de
cr

ea
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ng
 s

pe
ci
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io

n 
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: S
ic

kn
es

s/
H

ea
lth

 c
ar

e 
(h

ea
lth

 c
ar

e)
, H

ou
si

ng
, O

ld
 a

ge
, D

is
ab

ili
ty

, 
 

S
ur

vi
vo

rs
, U

ne
m

pl
oy

m
en

t, 
S

ic
kn

es
s/

H
ea

lth
 c

ar
e 

(c
as

h 
be

ne
fit

s)
, F

am
ily

/c
hi

ld
re

n 
an

d 
S

oc
ia

l 

ex
cl

us
io

n 
no

t e
ls

ew
he

re
 c

la
ss

ifi
ed

. F
ol
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w

in
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is

 p
rin
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e,
 th

e 
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ne
fit
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 q

ue
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n 

sh
ou

ld
 b

e 

al
lo

ca
te

d 
to

 th
e 

H
ou

si
ng

 fu
nc

tio
n.
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「
目

的
の

重
複

」
は

、
給

付
が

単
一

で
な

く
二

つ
以

上
の

同
時

に
発

生
す

る
社

会
的

リ
ス

ク
ま

た
は

ニ
ー

ズ
に

対
し

て
与

え
ら

れ
る

場
合

に
起

こ
る

。
そ

の
例

と
し

て
は

、
大

家
族

の
み

に
与

え
ら

れ
る

住
宅

給
付

が
あ

る
。

組
み

合

わ
さ

っ
た

機
能

の
い

ず
れ

も
が

明
白

に
支

配
的

で
な

く
か

つ
本

マ
ニ

ュ
ア

ル
第

2
部

に
詳

し
い

指
針

の
な

い
と

き
の

基

本
的

な
規

則
は

、
特

定
性

の
大

き
い

機
能

を
一

般
性

の
大

き
い

機
能

よ
り

優
先

さ
せ

る
こ

と
で

あ
る

。
社

会
保

護
機

能
を

特
定

性
の

高
い

順
に

並
べ

る
と

次
の

よ
う

に
な

る
：
疾

病
／

保
健

医
療

、
住

宅
、

老
齢

、
障

害
、

遺
族

、
失

業
、

疾
病

／
保

健
医

療
（
現

金
給

付
）
、

家
族

／
育

児
、

他
の

分
類

に
入

ら
な

い
社

会
的

排
除

。
上

記
の

例
で

は
こ

の
原

則
に

従
っ

て
、

当
該

給
付

を
住

宅
機

能
に

割
り

当
て

る
べ

き
で

あ
る

。
 

11
0E

 B
lu

rr
in

g 
of

 o
bj

ec
tiv

es
 o

cc
ur

s 
w

he
n 

a 
be

ne
fit

 s
er

ve
s 

ot
he

r 
pu

rp
os

es
 th

an
 th

e 
on

e 
fo

r 

w
hi

ch
 it

 is
 fo

rm
al

ly
 in

te
nd

ed
. F

or
 p

ra
ct

ic
al

 r
ea

so
ns

, t
he

 E
S

S
P

R
O

S
 n

or
m

al
ly

 d
oe

s 
no

t t
ry

 to
 

co
rr

ec
t f

or
 im

pl
ic

it 
su

bs
tit

ut
io

n.
 E

xa
m

pl
es

 a
re

 d
is

ab
ili

ty
 b

en
ef

its
 th

at
 te

nd
 to

 b
e 

gr
an

te
d,

 in
 

11
0E

 
「
目

的
の

曖
昧

性
」
は

、
給

付
が

そ
の

正
式

の
意

図
と

異
な

る
目

的
（
不

正
手

段
を

含
む

）
に

対
応

す
る

場
合

に
生

じ
る

。
E

S
S

P
R

O
S

で
は

実
務

上
の

目
的

か
ら

、
暗

黙
の

目
的

代
替

（
im

pl
ic

it 
su

bs
tit

ut
io

n）
の

修
正

を
行

わ

な
い

。
一

例
と

し
て

、
失

業
率

の
高

い
時

期
に

労
働

市
場

の
供

給
を

吸
収

す
る

方
法

と
し

て
失

業
給

付
の

代
わ

り
に
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tim
es

 o
f h

ig
h 

un
em

pl
oy

m
en

t, 
as

 a
n 

al
te

rn
at

iv
e 

to
 u

ne
m

pl
oy

m
en

t b
en

ef
its

 a
s 

a 
w

ay
 to

 c
le

ar
 th

e 

la
bo

ur
 m

ar
ke

t. 
H

ow
ev

er
, i

f s
ub

st
itu

tio
n 

is
 c

le
ar

 a
nd

 a
pp

ar
en

t f
ro

m
 th

e 
co

nd
iti

on
s 

of
 e

lig
ib

ili
ty

, 

th
e 

be
ne

fit
 is

 a
llo

ca
te

d 
to

 th
e 

fu
nc

tio
n 

it 
ac

tu
al

ly
 s

er
ve

s 
an

d 
no

t t
o 

its
 o

ffi
ci

al
 fu

nc
tio

n.
 F

or
 

ex
am

pl
e,

  
th

e 
E

S
S

P
R

O
S

 c
la

ss
ifi

es
 e

ar
ly

 r
et

ire
m

en
t b

en
ef

its
 th

at
 a

re
 u

na
m

bi
gu

ou
sl

y 
gr

an
te

d 

fo
r 

la
bo

ur
 m

ar
ke

t r
ea

so
ns

 u
nd

er
 th

e 
U

ne
m

pl
oy

m
en

t f
un

ct
io

n.
 

支
給

さ
れ

る
こ

と
の

多
い

障
害

給
付

が
あ

る
。

た
だ

し
、

目
的

の
代

替
が

受
給

資
格

条
件

か
ら

明
白

か
つ

明
確

で
あ

る
と

き
は

、
そ

の
給

付
を

公
式

の
機

能
で

な
く

実
際

に
行

わ
れ

た
機

能
に

割
り

当
て

る
。

E
S

S
P

R
O

S
で

は
例

え
ば

、

労
働

市
場

上
の

目
的

で
与

え
ら

れ
た

こ
と

が
明

白
な

早
期

退
職

給
付

を
失

業
機

能
に

分
類

し
て

い
る

。
 

11
0F

 E
ve

n 
w

ith
 th

es
e 

ge
ne

ra
l p

rin
ci

pl
es

 in
 m

in
d,

 d
em

ar
ca

tio
n 

pr
ob

le
m

s 
w

ill
 in

ev
ita

bl
y 

re
m

ai
n 

an
d 

th
ey

 c
an

 o
nl

y 
be

 s
ol

ve
d 

by
 th

e 
ad

op
tio

n 
of

 c
er

ta
in

 c
on

ve
nt

io
ns

. F
or

 fu
rt

he
r 

gu
id

an
ce

 s
ee

 

P
ar

t 2
 o

f t
he

 M
an

ua
l. 

11
0F

 
以

上
の

全
般

的
原

則
を

念
頭

に
置

い
た

と
し

て
も

、
境

界
設

定
の

問
題

は
避

け
ら

れ
な

い
で

あ
ろ

う
し

、
ま

た

こ
の

問
題

は
、

い
く

つ
か

の
慣

例
的

方
法

の
採

用
に

よ
っ

て
解

決
で

き
る

。
詳

細
な

指
針

は
、

本
マ

ニ
ュ

ア
ル

第
2

部

参
照

。
 

7.
2 

C
la

ss
ifi

ca
tio

n 
by

 ty
pe

 
7.

2 
種

類
別

分
類

 

11
1 

Th
e 

cl
as

si
fic

at
io

n 
of

 s
oc

ia
l b

en
ef

its
 b

y 
ty

pe
 is

 o
n 

tw
o 

le
ve

ls
: f

irs
tly

 a
 c

on
ci

se
 g

en
er

al
 

cl
as

si
fic

at
io

n 
w

hi
ch

 in
 p

rin
ci

pl
e 

ap
pl

ie
s 

to
 a

ll 
fu

nc
tio

ns
, a

nd
 s

ec
on

dl
y 

a 
m

or
e 

de
ta

ile
d 

cl
as

si
fic

at
io

n 
w

he
re

 th
e 

ite
m

s 
ar

e 
on

ly
 r

el
ev

an
t t

o 
on

e 
or

 a
 li

m
ite

d 
nu

m
be

r 
of

 fu
nc

tio
ns

. T
hi

s 

ch
ap

te
r 

pr
es

en
ts

 th
e 

ge
ne

ra
l c

la
ss

ifi
ca

tio
n;

 th
e 

de
fin

iti
on

s 
of

 th
e 

ca
te

go
rie

s 
on

 th
e 

de
ta

ile
d 

le
ve

l a
re

 c
on

ta
in

ed
 in

 P
ar

t 2
 o

f t
hi

s 
M

an
ua

l. 

11
1 

社
会

給
付

の
種

類
別

分
類

は
、

二
つ

の
レ

ベ
ル

で
行

う
。

第
一

に
原

則
と

し
て

全
機

能
に

適
用

す
る

簡
潔

な
全

般
的

分
類

、
第

二
に

も
っ

と
詳

細
な

分
類

で
各

分
類

項
目

が
一

つ
ま

た
は

少
数

の
機

能
だ

け
に

関
係

す
る

も
の

で
あ

る
。

本
章

で
は

、
全

般
的

分
類

に
つ

い
て

述
べ

る
。

詳
細

レ
ベ

ル
の

分
類

カ
テ

ゴ
リ

ー
の

定
義

は
、

本
マ

ニ
ュ

ア
ル

第

2
部

に
記

述
す

る
。
 

 
 

 

Th
e 

ge
ne

ra
l d

ef
in

iti
on

 o
f S

oc
ia

l b
en

ef
its

 is
 g

iv
en

 in
 p

ar
ag

ra
ph

 9
9 

ab
ov

e.
 

社
会

給
付

の
全

般
的

定
義

は
、

上
記

第
99

節
に

あ
る

。
 

11
2 

A 
ca

sh
 b

en
ef

it 
(r

ef
. 1

1)
 is

 a
 b

en
ef

it:
 

(i)
 p

ai
d 

in
 c

as
h,

 a
nd

; 

(ii
) 

th
at

 d
oe

s 
no

t r
eq

ui
re

 e
vi

de
nc

e 
of

 a
ct

ua
l e

xp
en

di
tu

re
 b

y 
th

e 
re

ci
pi

en
ts

. 

B
en

ef
its

 th
at

 r
eq

ui
re

 e
vi

de
nc

e 
of

 a
ct

ua
l e

xp
en

di
tu

re
 b

y 
th

e 
be

ne
fic

ia
rie

s 
ar

e 
re

im
bu

rs
em

en
ts

 

th
at

 th
e 

S
ys

te
m

 c
la

ss
ifi

es
 a

s 
B

en
ef

its
 in

 k
in

d 
(r

ef
. 1

2)
. 

11
2 

現
金

給
付

（
参

照
番

号
11

）
は

、
次

の
も

の
で

あ
る

。
 

(i)
 

現
金

で
支

給
さ

れ
、

か
つ

 

(ii
) 

受
領

者
に

よ
る

実
際

の
支

出
の

証
拠

を
必

要
と

し
な

い
。

 

受
給

者
に

よ
る

実
際

の
支

出
の

証
拠

を
要

す
る

給
付

は
、

E
S

S
P

R
O

S
で

は
現

物
給

付
（
参

照
番

号
12

）
に

分
類

す

る
払

い
戻

し
で

あ
る

。
 

11
2b

is
 C

as
h 

be
ne

fit
s 

in
cl

ud
e 

pa
ya

bl
e 

ta
x 

cr
ed

its
, w

hi
ch

 m
ay

 a
ls

o 
be

 k
no

w
n 

as
 n

on
-w

as
ta

bl
e 

or
 r

ef
un

da
bl

e 
ta

x 
cr

ed
its

. P
ay

ab
le

 ta
x 

cr
ed

its
 a

re
 b

en
ef

its
 d

el
iv

er
ed

 th
ro

ug
h 

th
e 

fis
ca

l s
ys

te
m

 

th
at

 a
re

 p
ai

d 
irr

es
pe

ct
iv

e 
of

 a
ny

 ta
x 

lia
bi

lit
y 

an
d 

m
ay

 th
er

ef
or

e 
be

 g
ra

nt
ed

 to
 n

on
-t

ax
pa

ye
rs

. 

Th
e 

pa
rt

 o
f a

ny
 p

ay
ab

le
 ta

x 
cr

ed
it 

in
 e

xc
es

s 
of

 a
ny

 ta
x 

lia
bi

lit
y 

is
 a

lw
ay

s 
pa

id
 d

ire
ct

ly
 to

 th
e 

11
2b

is
 現

金
給

付
は

pa
ya

bl
e 

ta
x 

cr
ed

its
を

含
む

。
こ

れ
は

家
計

が
支

払
う

租
税

に
関

す
る

あ
る

種
の

減
税

お

よ
び

税
の

払
い

戻
し

で
あ

る
。

pa
ya

bl
e 

ta
x 

cr
ed

its
と

は
、

税
制

を
通

じ
て

支
払

わ
れ

る
給

付
で

、
納

税
義

務
に

か

か
わ

ら
ず

支
払

わ
れ

、
非

納
税

者
に

与
え

ら
れ

る
も

の
で

あ
る

。
納

税
義

務
を

超
え

る
場

合
の

税
額

控
除

部
分

は
常

に
現

金
で

直
接

支
給

さ
れ

る
。

納
税

義
務

を
オ

フ
セ

ッ
ト

す
る

部
分

は
現

金
で

直
接

支
払

わ
れ

る
か

、
財

源
の

給
付

Ta
bl

e 
G

: G
en

er
al

 c
la

ss
ifi

ca
tio

n 
of

 s
oc

ia
l b

en
ef

its
 b

y 
ty

pe

1.
 S

oc
ia

l b
en

ef
its

11
 C

as
h 

be
ne

fit
s

11
1 

Pe
rio

di
c

11
2 

Lu
m

p 
su

m
12

 B
en

ef
its

 in
 k

in
d

表
G

：
社

会
給

付
の

種
類

別
全

般
的

分
類

1.
 社

会
給

付

11
 現

金
給

付 11
1 

定
期

的
現

金
給

付

11
2 

一
括

払
い

給
付

12
 現

物
支

給
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be
ne

fic
ia

ry
 in

 c
as

h.
 T

he
 p

ar
t t

ha
t o

ffs
et

s 
an

y 
ta

x 
lia

bi
lit

y 
m

ay
 a

ls
o 

be
 p

ai
d 

di
re

ct
ly

 in
 c

as
h 

or
 

re
ce

iv
ed

 a
s 

a 
fis

ca
l b

en
ef

it 
– 

i.e
. r

ed
uc

ed
 li

ab
ili

ty
 to

 p
ay

 ta
x.

 

（
納

税
額

の
軽

減
）
と

し
て

支
払

わ
れ

る
。

 

11
2t

er
 Ir

re
sp

ec
tiv

e 
of

 th
e 

de
liv

er
y 

m
et

ho
d,

 th
e 

fu
ll 

va
lu

e 
of

 a
 p

ay
ab

le
 ta

x 
cr

ed
it 

(c
as

h 
an

d 
fis

ca
l 

pa
rt

s)
 is

 tr
ea

te
d 

as
 a

 c
as

h 
be

ne
fit

 in
 E

S
S

P
R

O
S

. T
he

 o
nl

y 
ex

ce
pt

io
n 

is
 in

 th
e 

ca
se

 th
at

 th
e 

ta
x 

cr
ed

it 
is

 p
ro

vi
de

d 
to

 r
ei

m
bu

rs
e 

th
e 

re
ci

pi
en

t i
n 

w
ho

le
 o

r 
in

 p
ar

t f
or

 c
er

tif
ie

d 
ex

pe
nd

itu
re

, w
he

n 

th
e 

fu
ll 

va
lu

e 
of

 th
e 

cr
ed

it 
is

 tr
ea

te
d 

to
ge

th
er

 w
ith

 o
th

er
 fo

rm
s 

of
 re

im
bu

rs
em

en
t a

s 
a 

be
ne

fit
 in

 

ki
nd

 (
se

e 
pa

ra
gr

ap
h 

11
5A

).
 T

he
 tr

ea
tm

en
t o

f p
ay

ab
le

 ta
x 

cr
ed

its
 in

 E
S

S
P

R
O

S
 is

 c
on

si
st

en
t 

w
ith

 th
e 

ap
pr

oa
ch

 a
pp

lie
d 

in
 n

at
io

na
l a

cc
ou

nt
s 

w
he

re
 p

ay
ab

le
 ta

x 
cr

ed
its

 a
re

 tr
ea

te
d 

as
 

go
ve

rn
m

en
t e

xp
en

di
tu

re
 (

an
d 

no
t a

s 
re

du
ce

d 
ta

x 
re

ve
nu

es
).

 

11
2t

er
 支

払
い

の
方

法
に

か
か

わ
ら

ず
、

税
額

控
除

（
現

金
も

し
く

は
財

源
の

給
付

）
の

す
べ

て
の

価
値

が

E
S

S
P

R
O

S
で

は
現

金
給

付
と

し
て

扱
わ

れ
る

。
唯

一
の

例
外

は
、

税
額

控
除

が
受

給
者

に
確

定
額

の
全

部
あ

る
い

は
一

部
払

い
戻

し
と

し
て

提
供

さ
れ

る
場

合
で

あ
り

、
控

除
の

全
額

が
現

物
給

付
と

し
て

の
払

い
戻

し
形

式
と

し
て

扱

わ
れ

る
（
11

5A
節

参
照

）
。

E
S

S
P

R
O

S
に

お
け

る
税

額
控

除
の

扱
い

は
、

S
N

A
と

整
合

的
で

あ
り

、
S

N
A

で
は

税
額

控
除

は
政

府
支

出
と

し
て

扱
わ

れ
て

い
る

（
税

収
入

の
減

少
と

し
て

で
は

な
く

）
。

 

11
3 

P
er

io
di

c 
ca

sh
 b

en
ef

its
 (

re
f. 

11
1)

 a
re

 c
as

h 
be

ne
fit

s 
pa

id
 a

t r
eg

ul
ar

 in
te

rv
al

s,
 s

uc
h 

as
 e

ac
h 

w
ee

k,
 m

on
th

 o
r 

qu
ar

te
r. 

11
3 

定
期

的
現

金
給

付
（
参

照
番

号
11

1）
は

、
毎

週
、

毎
月

、
毎

四
半

期
な

ど
定

期
的

間
隔

で
支

給
さ

れ
る

現
金

給
付

で
あ

る
。
 

11
4 

Lu
m

p 
su

m
 b

en
ef

its
 (

re
f. 

11
2)

 a
re

 c
as

h 
be

ne
fit

s 
pa

id
 o

n 
a 

si
ng

le
 o

cc
as

io
n 

or
 in

 th
e 

fo
rm

 o
f 

a 
lu

m
p-

su
m

. 

11
4 

一
括

払
い

給
付

（
参

照
番

号
11

2）
は

、
一

回
限

り
ま

た
は

一
括

払
い

と
し

て
支

払
わ

れ
る

現
金

給
付

で
あ

る
。

 

11
4A

 E
xa

m
pl

es
 a

re
 m

at
er

ni
ty

 b
en

ef
its

, r
ed

un
da

nc
y 

lu
m

p-
su

m
s 

an
d 

ve
ry

 s
m

al
l p

en
si

on
s 

th
at

, 

fo
r 

co
nv

en
ie

nc
e,

 a
re

 p
ai

d 
as

 a
 s

in
gl

e 
am

ou
nt

. E
xc

ep
tio

na
lly

 s
uc

h 
be

ne
fit

s 
m

ay
 g

iv
e 

ris
e 

to
 

m
or

e 
th

an
 o

ne
 p

ay
m

en
t; 

fo
r 

ex
am

pl
e 

m
at

er
ni

ty
 b

en
ef

its
 in

 L
ux

em
bo

ur
g 

ar
e 

pa
id

 in
 th

re
e 

in
st

al
m

en
ts

. 

11
4A

例
と

し
て

は
、

出
産

給
付

、
解

雇
一

時
金

、
極

め
て

少
額

の
年

金
な

ど
、

便
宜

上
単

一
の

額
と

し
て

支
給

さ
れ

る
も

の
が

あ
る

。
例

外
的

に
こ

の
給

付
が

二
度

以
上

支
給

さ
れ

る
こ

と
が

あ
る

。
例

え
ば

ル
ク

セ
ン

ブ
ル

グ
の

出
産

給

付
は

三
回

に
分

け
て

支
給

さ
れ

て
い

る
。
 

11
5 

B
en

ef
its

 in
 k

in
d 

(r
ef

. 1
2)

 a
re

 b
en

ef
its

 g
ra

nt
ed

 in
 th

e 
fo

rm
 o

f g
oo

ds
 a

nd
 s

er
vi

ce
s.

 
11

5 
現

物
給

付
（
参

照
番

号
12

）
は

、
財

お
よ

び
サ

ー
ビ

ス
と

し
て

支
給

さ
れ

る
給

付
で

あ
る

。
 

11
5A

 T
he

y 
m

ay
 b

e 
pr

ov
id

ed
 b

y 
w

ay
 o

f r
ei

m
bu

rs
em

en
t o

r d
ire

ct
ly

. R
ei

m
bu

rs
em

en
ts

 a
re

 b
en

ef
its

 

in
 th

e 
fo

rm
 o

f p
ay

m
en

ts
 th

at
 re

im
bu

rs
e 

th
e 

re
ci

pi
en

t i
n 

w
ho

le
 o

r i
n 

pa
rt

 fo
r c

er
tif

ie
d 

ex
pe

nd
itu

re
 

on
 s

pe
ci

fie
d 

go
od

s 
an

d 
se

rv
ic

es
. D

ire
ct

ly
 p

ro
vi

de
d 

be
ne

fit
s 

ar
e 

go
od

s 
an

d 
se

rv
ic

es
 g

ra
nt

ed
 

w
ith

ou
t a

ny
 p

re
-f

in
an

ci
ng

 b
y 

th
e 

be
ne

fic
ia

ry
. T

he
y 

m
ay

 b
e 

pr
od

uc
ed

 b
y 

th
e 

in
st

itu
tio

na
l u

ni
t o

r 

un
its

 w
hi

ch
 a

dm
in

is
te

r 
th

e 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
e,

 o
r 

be
 p

ur
ch

as
ed

 fr
om

 o
th

er
 p

ro
du

ce
rs

. 
 

Th
is

 d
is

tin
ct

io
n 

is
 im

po
rt

an
t f

or
 th

e 
va

lu
at

io
n 

of
 th

e 
be

ne
fit

 (
se

e 
pa

ra
gr

ap
hs

 1
23

 a
nd

 1
24

).
 

11
5A

こ
の

給
付

は
、

払
い

戻
し

と
し

て
ま

た
は

直
接

支
給

さ
れ

る
。

払
い

戻
し

は
、

特
定

の
財

お
よ

び
サ

ー
ビ

ス
に

関

す
る

支
払

証
拠

の
あ

る
支

出
の

全
額

ま
た

は
一

部
を

受
領

者
に

払
い

戻
す

支
給

に
よ

る
給

付
で

あ
る

。
直

接
支

給

の
給

付
は

、
受

給
者

の
事

前
資

金
支

出
な

し
に

与
え

ら
れ

る
財

お
よ

び
サ

ー
ビ

ス
で

あ
る

。
こ

の
財

お
よ

び
サ

ー
ビ

ス

は
、

社
会

保
護

制
度

を
運

営
す

る
制

度
的

単
位

が
生

産
す

る
こ

と
も

、
他

の
生

産
者

か
ら

購
入

す
る

こ
と

も
あ

る
。

こ

の
区

別
は

、
給

付
の

評
価

に
と

っ
て

重
要

で
あ

る
（
第

12
3

節
、

第
12

4
節

参
照

）
。
 

11
5B

 C
on

tr
ib

ut
io

ns
 m

ad
e 

by
 a

 r
ec

ip
ie

nt
 to

w
ar

ds
 th

e 
co

st
 o

f d
ire

ct
ly

 p
ro

vi
de

d 
go

od
s 

an
d 

se
rv

ic
es

  
(c

os
t-

sh
ar

in
g)

 a
re

 n
ot

 p
ar

t o
f t

he
 v

al
ue

 o
f s

oc
ia

l b
en

ef
its

. T
he

se
 c

on
tr

ib
ut

io
ns

 a
re

 

no
t r

ec
or

de
d 

in
 th

e 
E

S
S

P
R

O
S

 a
s 

th
ey

 a
re

 c
on

si
de

re
d 

to
 b

e 
co

ns
um

pt
io

n 
ex

pe
nd

itu
re

 b
y 

ho
us

eh
ol

ds
 (

se
e 

al
so

 p
ar

ag
ra

ph
 1

25
).

 

11
5B

直
接

支
給

の
財

お
よ

び
サ

ー
ビ

ス
の

費
用

に
つ

い
て

受
領

者
が

行
う

拠
出

（
費

用
分

担
）
は

、
社

会
給

付
の

価

額
を

構
成

し
な

い
。

こ
の

拠
出

は
家

計
の

消
費

支
出

と
み

な
さ

れ
る

の
で

、
E

S
S

P
R

O
S

で
は

計
上

し
な

い
（
第

12
5

節
参

照
）
。

 

 

11
5C

 S
om

et
im

es
 it

 is
 d

iff
ic

ul
t t

o 
es

ta
bl

is
h 

w
he

th
er

 c
er

ta
in

 p
ay

m
en

ts
 th

at
 g

ov
er

nm
en

t u
ni

ts
 

m
ak

e 
to

, 
 o

r 
fo

r 
th

e 
be

ne
fit

 o
f, 

pr
od

uc
er

 u
ni

ts
 s

ho
ul

d 
be

 c
la

ss
ifi

ed
 a

s 
S

oc
ia

l b
en

ef
its

 in
 k

in
d.

 

Th
e 

fo
llo

w
in

g 
ru

le
s 

m
ay

 h
el

p 
in

 s
uc

h 
si

tu
at

io
ns

: 

(i)
 C

ur
re

nt
 u

nr
eq

ui
te

d 
pa

ym
en

ts
 m

ad
e 

by
 g

en
er

al
 g

ov
er

nm
en

t t
o 

re
si

de
nt

 s
oc

ia
l 

11
5C

 
政

府
の

制
度

的
単

位
が

生
産

者
の

制
度

的
単

位
に

対
し

て
行

う
、

ま
た

は
生

産
者

の
制

度
的

単
位

の
た

め

に
行

う
あ

る
種

の
支

払
い

を
現

物
社

会
給

付
に

分
類

す
べ

き
か

否
か

の
判

定
が

困
難

な
場

合
が

あ
る

。
こ

の
よ

う
な

場
合

は
、

次
の

規
則

が
役

立
つ

こ
と

が
あ

る
。

 

(i)
 居

住
者

の
社

会
保

護
制

度
に

一
般

政
府

が
行

う
一

方
的

な
経

常
的

支
払

い
は

、
そ

の
支

払
い

が
一

般
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pr
ot

ec
tio

n 
sc

he
m

es
 a

re
 c

la
ss

ifi
ed

 a
s 

Tr
an

sf
er

s 
to

 o
th

er
 s

ch
em

es
 o

r 
G

en
er

al
 

go
ve

rn
m

en
t c

on
tr

ib
ut

io
ns

 d
ep

en
di

ng
 o

n 
w

he
th

er
 th

e 
pa

ym
en

t i
s 

m
ad

e 
on

 b
eh

al
f o

f a
 

ge
ne

ra
l g

ov
er

nm
en

t s
ch

em
e 

or
 n

ot
. 

(F
or

 e
xa

m
pl

e:
 g

ov
er

nm
en

t t
ra

ns
fe

rs
 to

 a
 n

on
-p

ro
fit

 o
rg

an
is

at
io

n 
th

at
 p

ro
vi

de
s 

fr
ee

, o
r 

ne
ar

ly
 fr

ee
, h

om
e 

he
lp

 s
er

vi
ce

s 
to

 s
ic

k 
an

d 
di

sa
bl

ed
 p

eo
pl

e.
) 

(ii
) 

C
ur

re
nt

 u
nr

eq
ui

te
d 

pa
ym

en
ts

 b
y 

ge
ne

ra
l g

ov
er

nm
en

t m
ad

e 
to

 p
ro

du
ce

rs
 to

: 

･ 
in

flu
en

ce
 th

ei
r 

le
ve

ls
 o

f p
ro

du
ct

io
n;

 

･ 
in

flu
en

ce
 th

ei
r 

pr
ic

es
 ir

re
sp

ec
tiv

e 
of

 th
e 

un
its

 th
at

 a
cq

ui
re

 th
e 

ou
tp

ut
; 

･ 
en

ab
le

 th
e 

fa
ct

or
s 

of
 p

ro
du

ct
io

n 
to

 r
ec

ei
ve

 a
de

qu
at

e 
re

m
un

er
at

io
n,

 a
re

 c
la

ss
ifi

ed
 

as
 S

ub
si

di
es

, w
hi

ch
 a

re
 n

ot
 r

ec
or

de
d 

in
 E

S
S

P
R

O
S

. 

(ii
i) 

P
ay

m
en

ts
 b

y 
ge

ne
ra

l g
ov

er
nm

en
t t

o 
m

ar
ke

t p
ro

du
ce

rs
 to

 c
ov

er
 in

 w
ho

le
 o

r i
n 

pa
rt

 th
e 

co
st

 o
f g

oo
ds

 a
nd

 s
er

vi
ce

s 
pr

ov
id

ed
 d

ire
ct

ly
 a

nd
 in

di
vi

du
al

ly
 to

 h
ou

se
ho

ld
s 

w
hi

ch
 h

av
e 

a 
le

ga
l r

ig
ht

 to
 th

em
 a

re
 c

la
ss

ifi
ed

 a
s 

di
re

ct
ly

 p
ro

vi
de

d 
S

oc
ia

l b
en

ef
its

 in
 k

in
d 

if 
 t

he
 

pa
ym

en
ts

 fa
ll 

un
de

r 
on

e 
of

 th
e 

so
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n 
fu

nc
tio

ns
. 

E
xa

m
pl

es
 fo

llo
w

: t
he

 D
an

is
h 

go
ve

rn
m

en
t p

ay
m

en
ts

 to
 in

de
pe

nd
en

t m
ed

ic
al

 

pr
ac

tit
io

ne
rs

 fo
r 

m
ed

ic
al

 c
ar

e 
pr

ov
id

ed
 u

nd
er

 th
e 

na
tio

na
l h

ea
lth

 s
ys

te
m

 a
nd

 

go
ve

rn
m

en
t p

ay
m

en
ts

 to
 r

et
ire

m
en

t h
om

es
 to

 th
e 

be
ne

fit
 o

f p
eo

pl
e 

th
at

 h
av

e 
a 

le
ga

l 

rig
ht

 to
 c

ar
e 

in
 s

uc
h 

ho
m

es
; t

he
 S

w
ed

is
h 

lo
ca

l g
ov

er
nm

en
t p

ay
m

en
ts

 to
 p

riv
at

e 
he

al
th

 

ca
re

 in
st

itu
tio

ns
 p

ro
vi

di
ng

, b
y 

co
nt

ra
ct

 w
ith

 C
ou

nt
y 

C
ou

nc
ils

, h
ea

lth
 c

ar
e 

or
 d

en
ta

l c
ar

e,
 

an
d 

th
e 

lo
ca

l g
ov

er
nm

en
t p

ay
m

en
ts

 to
 p

riv
at

e 
en

tr
ep

re
ne

ur
s 

pr
ov

id
in

g,
 b

y 
co

nt
ra

ct
 w

ith
 

m
un

ic
ip

al
iti

es
, s

oc
ia

l c
ar

e 
fo

r 
el

de
rly

, d
is

ab
le

d,
 c

hi
ld

re
n,

 m
ea

su
re

s 
fo

r 
ch

ild
re

n 
an

d 

yo
un

g 
pe

op
le

 li
vi

ng
 o

ut
si

de
 th

ei
r 

ho
us

eh
ol

d 
or

 in
st

itu
tio

na
l m

ea
su

re
s 

fo
r 

ad
ul

t a
lc

oh
ol

 

an
d 

dr
ug

 a
bu

se
rs

; t
he

 A
us

tr
ia

n 
st

at
e 

an
d 

lo
ca

l g
ov

er
nm

en
t p

ay
m

en
ts

 to
 re

tir
em

en
t a

nd
 

nu
rs

in
g 

ho
m

es
. 

(iv
) 

C
ur

re
nt

 p
ay

m
en

ts
 b

y 
ge

ne
ra

l g
ov

er
nm

en
t t

o 
m

ar
ke

t p
ro

du
ce

rs
 to

 e
na

bl
e 

th
em

 to
 

re
du

ce
 th

e 
pr

ic
e 

of
 p

ro
du

ct
s 

fo
r s

pe
ci

fic
 g

ro
up

s 
of

 in
di

vi
du

al
s 

or
 h

ou
se

ho
ld

s 
pr

ev
io

us
ly

 

de
fin

ed
. T

he
se

 p
ay

m
en

ts
 a

re
 c

la
ss

ifi
ed

 a
s 

di
re

ct
ly

 p
ro

vi
de

d 
S

oc
ia

l b
en

ef
its

 in
 k

in
d 

if 

th
ey

 fa
ll 

un
de

r 
on

e 
of

 th
e 

so
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n 
fu

nc
tio

ns
. 

E
xa

m
pl

es
 a

re
 g

ov
er

nm
en

t p
ay

m
en

ts
 to

 s
oc

ia
l h

ou
si

ng
 c

or
po

ra
tio

ns
 a

nd
 g

ov
er

nm
en

t 

pa
ym

en
ts

 to
 tr

an
sp

or
t c

om
pa

ni
es

 to
 p

ro
vi

de
 r

ed
uc

ed
 fa

re
s 

fo
r 

th
e 

el
de

rly
. T

he
 

E
S

S
P

R
O

S
 a

ls
o 

pl
ac

es
 g

ov
er

nm
en

t p
ay

m
en

ts
 to

 h
os

pi
ta

ls
 to

 r
ed

uc
e 

th
e 

pr
ic

e 
of

 h
ea

lth
 

ca
re

 in
 th

is
 c

at
eg

or
y,

 e
ve

n 
th

ou
gh

 it
 m

ay
 b

e 
ar

gu
ed

 th
at

 th
ey

 h
av

e 
st

ro
ng

 

政
府

の
制

度
の

た
め

に
行

わ
れ

る
か

否
か

に
よ

っ
て

「
他

の
制

度
へ

の
移

転
」
ま

た
は

「
一

般
政

府
の

拠

出
」
に

分
類

す
る

。
 

（
例

：
非

営
利

団
体

へ
の

政
府

の
移

転
で

無
料

ま
た

は
ほ

と
ん

ど
無

料
の

訪
問

介
護

サ
ー

ビ
ス

を
患

者

お
よ

び
障

害
者

に
提

供
す

る
も

の
）
。

 

(ii
) 

次
の

目
的

で
一

般
政

府
が

生
産

者
に

行
う

一
方

的
な

経
常

的
支

払
い

は
、

補
助

金
（
こ

れ
は

E
S

S
P

R
O

S
で

は
計

上
し

な
い

）
に

分
類

す
る

。
 

･ 
生

産
者

の
生

産
水

準
に

影
響

を
与

え
る

。
 

･ 
産

物
を

取
得

す
る

制
度

的
単

位
に

か
か

わ
り

な
く

生
産

者
の

価
格

に
影

響
を

与
え

る
。

 

･ 
生

産
要

素
が

十
分

な
報

酬
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
図

る
。

 

(ii
i) 

市
場

生
産

者
へ

の
一

般
政

府
の

支
払

い
で

あ
っ

て
家

計
が

法
的

権
利

を
持

つ
財

お
よ

び
サ

ー
ビ

ス
を

直
接

か
つ

個
別

に
家

計
に

提
供

す
る

費
用

の
全

部
ま

た
は

一
部

を
ま

か
な

う
た

め
の

支
払

い
は

、
そ

の

支
払

い
が

社
会

保
護

機
能

の
一

つ
に

該
当

す
る

と
き

は
、

直
接

支
給

の
現

物
社

会
給

付
に

分
類

す
る

。
 

例
と

し
て

は
、

デ
ン

マ
ー

ク
政

府
が

独
立

開
業

医
に

対
し

て
国

民
健

康
制

度
に

基
づ

き
提

供
す

る
医

療
に

つ
い

て
行

う
支

払
い

や
、

退
職

者
ホ

ー
ム

で
の

保
健

医
療

を
受

け
る

権
利

を
持

つ
人

の
た

め
の

退
職

者

ホ
ー

ム
へ

の
政

府
の

支
払

い
が

あ
る

。
 

(iv
) 

市
場

生
産

者
へ

の
一

般
政

府
の

支
払

い
で

あ
っ

て
あ

ら
か

じ
め

定
義

し
た

特
定

グ
ル

ー
プ

の
個

人
ま

た

は
家

計
向

け
の

製
品

価
格

の
引

き
下

げ
を

市
場

生
産

者
が

で
き

る
よ

う
図

る
支

払
い

。
こ

の
支

払
い

は
、

そ
れ

が
社

会
保

護
機

能
の

一
つ

に
該

当
す

る
と

き
は

、
直

接
支

給
の

現
物

社
会

給
付

に
分

類
す

る
。

 

例
と

し
て

は
、

社
会

住
宅

公
社

に
対

す
る

政
府

の
支

払
い

や
高

齢
者

に
割

引
料

金
を

提
供

す
る

た
め

の

運
輸

会
社

に
対

す
る

政
府

の
支

払
い

が
あ

る
。

ま
た

E
S

S
P

R
O

S
で

は
、

保
健

医
療

価
格

の
引

き
下

げ

の
た

め
の

病
院

へ
の

政
府

支
払

い
を

、
こ

れ
が

上
記

(ii
)の

ケ
ー

ス
の

特
徴

を
強

く
持

っ
て

い
る

と
い

う
議

論
が

あ
る

場
合

で
も

、
こ

の
カ

テ
ゴ

リ
ー

に
分

類
し

て
い

る
。

 

(v
) 

社
会

保
護

制
度

へ
の

政
府

の
支

払
い

で
あ

っ
て

支
払

猶
予

の
申

請
を

行
っ

た
企

業
の

被
用

者
の

給
付

権
を

確
保

す
る

た
め

の
も

の
は

、
次

の
い

ず
れ

か
と

み
な

す
。

 

･ 
そ

の
企

業
が

支
払

い
を

返
済

す
る

と
予

想
さ

れ
る

場
合

は
、

「
貸

付
金

」
。

 

･ 
政

府
が

返
済

金
へ

の
権

利
を

放
棄

す
る

場
合

は
、

「
企

業
へ

の
移

転
」
。

 

･ 
破

産
の

場
合

は
、

い
わ

ゆ
る

「
そ

の
他

の
金

融
資

産
の

変
動

」
。

 

E
S

S
P

R
O

S
で

は
こ

れ
ら

の
フ

ロ
ー

を
政

府
の

社
会

支
出

と
し

て
計

上
せ

ず
、

こ
れ

ら
の

支
払

い
の

価
額

は
企

業
の

支
払

う
現

実
の

使
用

者
の

拠
出

と
し

て
だ

け
示

さ
れ

る
。

 

付
属

資
料

7に
は

、
種

々
の

政
府

支
出

の
分

類
の

よ
り

完
全

な
概

要
が

載
せ

て
あ

る
。
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te
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s 
of

 c
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e.
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ay
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s 
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rp

ris
e 
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ay

 b
e 

ex
pe

ct
ed

 to
 r

ef
un

d 
th

e 
pa

ym
en

ts
, o

r;
 

･ 
tr

an
sf

er
s 

to
 e

nt
er

pr
is

es
 w

he
re

 g
ov

er
nm

en
t r

en
ou

nc
es

 th
e 

rig
ht

 to
 r

ef
un

ds
, o

r;
 

･ 
so

-c
al

le
d 

ot
he

r 
vo

lu
m

e 
ch

an
ge

s 
in

 fi
na

nc
ia

l a
ss

et
s,

 in
 c

as
e 

of
 b

an
kr

up
tc

ie
s.

 

Th
e 

E
S

S
P

R
O

S
 d

oe
s 

no
t r

ec
or

d 
th

es
e 

flo
w

s 
as

 s
oc

ia
l e

xp
en

di
tu

re
 o

f g
ov

er
nm

en
t, 

an
d 

th
e 

va
lu

es
 o

f t
he

se
 p

ay
m

en
ts

 o
nl

y 
ap

pe
ar

 a
s 

A
ct

ua
l e

m
pl

oy
er

s'
 c

on
tr

ib
ut

io
ns

 p
ai

d 
by

 e
nt

er
pr

is
es

.

A
pp

en
di

x 
V

II 
co

nt
ai

ns
 a

 m
or

e 
co

m
pl

et
e 

ov
er

vi
ew

 o
f t

he
 c

la
ss

ifi
ca

tio
n 

of
 v

ar
io

us
 g

ov
er

nm
en

t 

di
sb

ur
se

m
en

ts
. 

7.
3.

 M
ea

ns
-t

es
tin

g 
7.

3 
資

産
調

査
 

11
6 

S
oc

ia
l b

en
ef

its
 a

re
 b

ro
ke

n 
do

w
n 

be
tw

ee
n 

m
ea

ns
-t

es
te

d 
an

d 
no

n 
m

ea
ns

-t
es

te
d 

be
ne

fit
s.

 
11

6 
社

会
給

付
は

、
資

産
調

査
の

あ
る

も
の

と
無

い
も

の
と

に
分

類
す

る
。

 

11
7 

M
ea

ns
-t

es
te

d 
so

ci
al

 b
en

ef
its

 a
re

 s
oc

ia
l b

en
ef

its
 w

hi
ch

 a
re

 e
xp

lic
itl

y 
or

 im
pl

ic
itl

y 

co
nd

iti
on

al
 o

n 
th

e 
be

ne
fic

ia
ry

's
 in

co
m

e 
an

d/
or

 w
ea

lth
 fa

lli
ng

 b
el

ow
 a

 s
pe

ci
fie

d 
le

ve
l. 

11
7 

資
産

調
査

の
あ

る
社

会
給

付
は

、
受

給
者

の
所

得
お

よ
び

（
ま

た
は

）
財

産
が

一
定

水
準

以
下

で
あ

る
こ

と
を

明
示

的
ま

た
は

黙
示

的
に

条
件

と
す

る
社

会
給

付
で

あ
る

。
 

11
7A

 T
hi

s 
sp

ec
ifi

ed
 le

ve
l i

s 
no

t n
ec

es
sa

ril
y 

un
iq

ue
ly

 d
ef

in
ed

 a
t t

he
 n

at
io

na
l l

ev
el

; i
t m

ay
 

ch
an

ge
 fr

om
 s

ch
em

e 
to

 s
ch

em
e 

an
d 

m
ay

 e
ve

n 
di

ffe
r b

et
w

ee
n 

va
rio

us
 ty

pe
s 

of
 b

en
ef

it 
pr

ov
id

ed
 

by
 a

 s
in

gl
e 

sc
he

m
e.

 U
su

al
ly

, t
he

 s
pe

ci
fie

d 
le

ve
l t

ak
es

 a
cc

ou
nt

 o
f t

he
 b

en
ef

ic
ia

ry
's

 fa
m

ily
 

co
m

po
si

tio
n.

 

11
7A

こ
の

「
一

定
水

準
」
は

、
必

ず
し

も
国

レ
ベ

ル
で

定
義

さ
れ

る
わ

け
で

は
な

い
。

制
度

に
よ

っ
て

異
な

る
こ

と
も

あ

り
得

る
し

、
単

一
制

度
の

提
供

す
る

種
々

の
給

付
の

間
で

も
異

な
る

こ
と

が
あ

る
。

通
例

「
一

定
水

準
」
は

、
受

給
者

の

家
族

構
成

を
考

慮
に

入
れ

て
い

る
。
 

11
7B

 A
lth

ou
gh

 m
os

t m
ea

ns
-t

es
te

d 
be

ne
fit

s 
ar

e 
ta

rg
et

ed
 a

t l
ow

 in
co

m
e 

ho
us

eh
ol

ds
, s

om
e 

m
ay

 

be
 d

ire
ct

ed
 a

t w
id

er
 s

ec
tio

ns
 o

f t
he

 p
op

ul
at

io
n.

 F
or

 e
xa

m
pl

e,
 c

er
ta

in
 s

ch
em

es
 in

 th
e 

N
et

he
rla

nd
s,

  
Ita

ly
, L

at
vi

a,
 P

or
tu

ga
l, 

R
om

an
ia

, S
lo

va
ki

a 
an

d 
S

pa
in

 p
ro

vi
de

 m
ea

ns
-t

es
te

d 

ho
us

in
g 

an
d/

or
 o

ld
 a

ge
 o

r 
so

ci
al

 s
up

po
rt

 b
en

ef
its

 to
 h

ou
se

ho
ld

s 
th

at
 c

an
no

t b
e 

re
ga

rd
ed

 a
s 

be
in

g 
in

di
ge

nt
. 

11
7B

大
半

の
資

産
調

査
の

あ
る

給
付

は
低

所
得

世
帯

を
対

象
と

し
て

い
る

が
、

よ
り

広
い

層
を

対
象

と
す

る
も

の
も

あ
る

。
例

え
ば

オ
ラ

ン
ダ

、
イ

タ
リ

ア
、

ポ
ル

ト
ガ

ル
の

一
部

の
制

度
で

は
、

貧
困

で
あ

る
と

み
な

す
こ

と
の

で
き

な
い

世

帯
に

資
産

調
査

の
あ

る
住

宅
給

付
と

老
齢

給
付

を
行

っ
て

い
る

。
 

11
7C

 In
 p

rin
ci

pl
e,

 m
ea

ns
-t

es
te

d 
be

ne
fit

s 
m

ay
 b

e 
gr

an
te

d 
un

de
r 

al
l f

un
ct

io
ns

. T
he

y 
ar

e 

pa
rt

ic
ul

ar
ly

 c
om

m
on

, h
ow

ev
er

, i
n 

th
e 

fu
nc

tio
ns

 H
ou

si
ng

 a
nd

 S
oc

ia
l e

xc
lu

si
on

 n
ot

 e
ls

ew
he

re
 

cl
as

si
fie

d.
 

11
7C

原
則

と
し

て
、

資
産

調
査

の
あ

る
給

付
は

、
全

て
の

社
会

保
護

機
能

で
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

た
だ

し
住

宅
お

よ

び
他

の
分

類
に

入
ら

な
い

社
会

的
排

除
の

機
能

で
と

く
に

よ
く

み
ら

れ
る

。
 

11
7b

is
 M

ea
ns

-t
es

te
d 

so
ci

al
 b

en
ef

its
 re

fe
r t

o 
be

ne
fit

s 
w

he
re

 e
nt

itl
em

en
t i

s 
ex

pl
ic

itl
y 

or
 im

pl
ic

itl
y 

co
nd

iti
on

al
 o

n 
th

e 
be

ne
fic

ia
ry

's
 in

co
m

e/
w

ea
lth

. T
hi

s 
co

ve
rs

 c
as

es
 w

he
re

 in
co

m
e/

w
ea

lth
 is

 

us
ed

 to
 d

et
er

m
in

e 
(1

) 
on

ly
 e

nt
itl

em
en

t o
r 

(2
) 

bo
th

 e
nt

itl
em

en
t a

nd
 a

m
ou

nt
. T

he
 la

tte
r 

ca
se

 

re
fe

rs
 to

 a
 b

en
ef

it 
th

at
 is

 d
eg

re
ss

iv
el

y 
lin

ke
d 

to
 in

co
m

e/
w

ea
lth

 a
nd

 r
ed

uc
ed

 to
 z

er
o 

as
 in

co
m

e 

ris
es

, t
he

 p
oi

nt
 a

t w
hi

ch
 th

e 
am

ou
nt

 ta
pe

rs
 to

 z
er

o 
be

in
g 

th
e 

le
ve

l o
f i

nc
om

e/
w

ea
lth

 a
t w

hi
ch

 

th
er

e 
is

 n
o 

en
tit

le
m

en
t. 

B
en

ef
its

 w
he

re
 in

co
m

e/
w

ea
lth

 is
 u

se
d 

to
 d

et
er

m
in

e 
on

ly
 th

e 
am

ou
nt

 o
f 

11
7b

is
 

資
産

調
査

つ
き

社
会

給
付

は
、

受
給

権
が

明
示

的
、

暗
黙

的
に

受
給

者
の

所
得

や
資

産
を

条
件

と
す

る

場
合

を
含

む
。

こ
の

場
合

は
、

所
得

や
資

産
が

、
(1

)受
給

権
の

み
、

(2
)受

給
権

と
給

付
額

の
両

方
、

を
決

定
す

る
た

め
に

利
用

さ
れ

る
。

後
者

の
場

合
は

、
段

階
的

に
所

得
や

資
産

に
応

じ
て

給
付

額
が

決
定

さ
れ

る
、

所
得

上
昇

に
よ

り
最

終
的

に
は

給
付

額
が

ゼ
ロ

に
減

ら
さ

れ
る

、
つ

ま
り

所
得

資
産

の
水

準
に

応
じ

て
ゼ

ロ
ま

で
漸

減
し

、
受

給
権

が

な
く

な
る

。
所

得
資

産
額

が
、

受
け

取
る

給
付

額
の

決
定

の
み

に
利

用
さ

れ
る

場
合

は
（
た

と
え

ば
所

得
や

資
産

額
に

連
動

し
段

階
的

に
決

め
ら

れ
る

が
、

あ
る

最
低

の
水

準
に

達
す

る
ま

で
で

あ
り

、
常

に
あ

る
程

度
の

受
給

権
は

得
ら

れ
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 c
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d 

to
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e 
m

ea
ns

-t
es

te
d.

 

る
場

合
）
所

得
審

査
つ

き
と

見
な

さ
れ

な
い

。
 

11
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e 
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so
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m
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 o
r 
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fe
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te
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tic
s 
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 th
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 th
at

 m
ay

 b
e 
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id
er

ed
 a

 p
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xy
 fo
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m
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w

ea
lth

 (
e.

g.
 h
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es
s 
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re
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ge
e 

st
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us
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11
7t

er
 

所
得

審
査

つ
き

給
付

に
お

け
る

暗
黙

の
条

件
と

は
、

直
接

的
に

受
給

者
の

所
得

や
資

産
を

参
照

し
な

い

が
、

過
去

に
所

得
や

資
産

調
査

を
受

け
て

い
た

状
況

（
例

え
ば

他
の

所
得

試
算

付
き

調
査

の
あ

る
給

付
を

受
け

て
い

る
人

だ
け

が
受

給
可

能
で

あ
る

等
）
あ

る
い

は
所

得
や

資
産

の
代

理
と

し
て

み
な

さ
れ

る
個

人
の

特
徴

（
た

と
え

ば
ホ

ー
ム

レ
ス

や
難

民
等

の
地

位
）
 

8 
 A

cc
ou

nt
in

g 
co

nv
en

tio
ns

 
8.

 会
計

方
法

 

8.
1 

In
tr

od
uc

tio
n 

8.
1 

は
じ

め
に

 
11

8 
Th

is
 c

ha
pt

er
 d

is
cu

ss
es

 a
 n

um
be

r 
of

 g
en

er
al

 a
cc

ou
nt

in
g 

co
nv

en
tio

ns
. I

t d
ea

ls
 w

ith
 th

e 

pr
in

ci
pl

es
 o

f e
xh

au
st

iv
en

es
s 

an
d 

co
ns

is
te
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y,

 v
al

ua
tio

n,
 ti

m
e 

of
 r

ec
or

di
ng

 a
nd

 th
e 

ac
co

un
tin

g 

pe
rio

d,
 n

et
tin

g 
an

d 
co

ns
ol

id
at

io
n 

an
d 

th
e 

re
co

gn
iti

on
 o

f t
he

 p
rin

ci
pa

l p
ar

ty
 to

 tr
an

sa
ct

io
ns

. 

11
8 

本
章

で
は

、
い

く
つ

か
の

会
計

方
法

に
つ

い
て

論
じ

る
。

網
羅

性
お

よ
び

一
貫

性
の

原
則

、
評

価
、

計
上

時
期

お
よ

び
会

計
年

度
、

差
額

表
示

お
よ

び
整

理
統

合
な

ら
び

に
取

引
の

主
要

当
事

者
の

認
識

に
つ

い
て

述
べ

る
。
 

8.
2 

Th
e 

pr
in

ci
pl

es
 o

f e
xh

au
st

iv
en

es
s 

an
d 

co
ns

is
te

nc
y 

8.
2 

網
羅

性
お

よ
び

一
貫

性
の

原
則

 

11
9 

A
ll 

tr
an

sa
ct

io
ns

 th
at

 fa
ll 

w
ith

in
 th

e 
sc

op
e 

of
 th

e 
E

S
S

P
R

O
S

 m
us

t b
e 

re
co

rd
ed

 in
 th

e 

ac
co

un
ts

 T
he

 p
rin

ci
pl

e 
of

 e
xh

au
st

iv
en

es
s 

is
 o

f p
rim

ar
y 

im
po

rt
an

ce
 fo

r 
th

e 
in

te
rn

at
io

na
l 

co
m

pa
ra

bi
lit

y 
of

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
da

ta
. 

11
9 

E
S

S
P

R
O

S
の

範
囲

内
に

該
当

す
る

全
て

の
取

引
を

帳
簿

に
記

録
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
網

羅
性

の
原

則

は
、

社
会

保
護

デ
ー

タ
の

国
際

比
較

に
と

っ
て

第
一

に
重

要
な

も
の

で
あ

る
。
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0 

S
pe

ci
al

 a
tte

nt
io

n 
sh

ou
ld

 b
e 

gi
ve

n 
to

 s
ch

em
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at

 p
ro

vi
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 c
on

si
de

ra
bl

e 
be

ne
fit

s 
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 a
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 v
al
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, b

ut
 fo

r 
w
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e 
da

ta
 (

su
ch

 a
s 

un
fu

nd
ed

 

co
m

pa
ny

 e
ar

ly
 r

et
ire

m
en

t s
ch

em
es

 a
nd

 c
on

tin
ue

d 
pa

ym
en

t o
f w

ag
es

 a
nd

 s
al

ar
ie

s 
by

 

em
pl

oy
er

s 
du

rin
g 

si
ck

ne
ss

).
 

If 
av

ai
la

bl
e 

so
ur

ce
s 

do
 n

ot
 p

ro
vi

de
 c

le
ar

 d
at

a,
 a

pp
ro

pr
ia

te
 e

st
im

at
es

 m
us

t b
e 

m
ad

e.
 T

hi
s 

co
ul

d 

be
 d

on
e 

by
 c

om
pa

ris
on

 w
ith

 s
im

ila
r 

sc
he

m
es

 fo
r 

w
hi

ch
 s

uf
fic

ie
nt

 in
fo

rm
at

io
n 

is
 a

va
ila

bl
e.

 

12
0 

総
額

の
点

で
相

当
な

給
付

を
提

供
し

て
い

る
が

管
理

デ
ー

タ
の

ほ
と

ん
ど

な
い

制
度

（
例

え
ば

非
積

立
式

の
企

業
早

期
退

職
制

度
や

使
用

者
に

よ
る

疾
病

中
の

賃
金

お
よ

び
給

与
の

継
続

支
給

な
ど

）
に

は
、

と
く

に
注

意
を

払
う

べ
き

で
あ

る
。

 

利
用

で
き

る
ソ

ー
ス

が
明

確
な

デ
ー

タ
を

提
供

し
な

い
と

き
は

、
適

切
な

推
計

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
れ

は
、

類
似

の
制

度
で

十
分

な
情

報
の

入
手

で
き

る
制

度
と

の
比

較
に

よ
っ

て
行

う
こ

と
が

で
き

よ
う

。
 

12
1 

A
t a

ll 
tim

es
, c

on
si

st
en

cy
 m

us
t b

e 
en

su
re

d 
in

 th
e 

ac
co

un
ts

. F
or

 e
xa

m
pl

e,
 if

 a
 c

er
ta

in
 ty

pe
 o

f 

be
ne

fit
 is

 e
nt

er
ed

 in
 th

e 
ac

co
un

ts
, t

he
 r

el
ev

an
t f

in
an

ci
ng

 tr
an

sa
ct

io
ns

 m
us

t b
e 

in
cl

ud
ed

 u
nd

er
 

th
e 

re
ce

ip
ts

 o
f s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

. A
no

th
er

 e
xa

m
pl

e 
is

 e
xp

en
di

tu
re

 o
n 

Tr
an

sf
er

s 
to

 

ot
he

r 
sc

he
m

es
 w

hi
ch

 m
us

t h
av

e,
 s

om
ew

he
re

 in
 th

e 
sy

st
em

, t
he

 s
am

e 
va

lu
e 

as
 th

e 
re

ce
ip

ts
 

fr
om

 T
ra

ns
fe

rs
 fr

om
 o

th
er

 s
ch

em
es

. 

Fi
na

lly
, t

he
 re

co
rd

ed
 tr

an
sa

ct
io

ns
 o

f a
ll 

th
e 

in
di

vi
du

al
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

 s
ho

ul
d 

ad
d 

up
 

ex
ac

tly
 to

 th
e 

na
tio

na
l t

ot
al

s.
 

12
1 

帳
簿

に
お

い
て

は
常

に
一

貫
性

を
確

保
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
例

え
ば

、
あ

る
種

類
の

給
付

を
帳

簿
に

記
入

す
る

と
き

は
、

こ
れ

に
関

連
す

る
財

政
取

引
を

社
会

保
護

制
度

の
収

入
に

含
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
別

の
例

を
挙

げ
る

と
、

「
他

の
制

度
へ

の
移

転
」
に

関
す

る
支

出
の

あ
る

と
き

は
、

同
一

の
額

が
「
他

の
制

度
か

ら
の

移
転

」
に

よ
る

収
入

と
し

て
E

S
S

P
R

O
S

の
他

の
場

所
に

計
上

さ
れ

て
い

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
最

後
に

、
全

て
の

個
々

の
社

会
保

護
制

度
の

記
録

さ
れ

た
取

引
の

合
計

は
、

正
確

に
国

の
総

計
に

な
る

べ
き

で
あ

る
。

 

8.
3 

Va
lu

at
io

n 
8.

3 
評

価
 

12
2 

Th
e 

E
S

S
P

R
O

S
 v

al
ue

s 
tr

an
sa

ct
io

ns
 a

t c
ur

re
nt

 e
xc

ha
ng

e 
va

lu
e,

 th
at

 is
, t

he
 v

al
ue

 a
t w

hi
ch

 
12

2 
E

S
S

P
R

O
S

で
は

取
引

を
現

在
交

換
価

値
、

す
な

わ
ち

フ
ロ

ー
と

ス
ト

ッ
ク

が
現

金
と

交
換

さ
れ

る
ま

た
は

交
換
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flo
w

s 
an

d 
st

oc
ks

 a
re

, o
r c

ou
ld

 b
e,

 e
xc

ha
ng

ed
 fo

r c
as

h.
 In

 c
er

ta
in

 c
as

es
, w

he
n 

it 
is

 n
ot

 p
os

si
bl

e 

to
 e

st
ab

lis
h 

cu
rr

en
t e

xc
ha

ng
e 

va
lu

ed
, g

oo
ds

 a
nd

 s
er

vi
ce

s 
ar

e 
va

lu
ed

 a
t t

he
ir 

pr
od

uc
tio

n 
co

st
.

N
or

m
al

ly
, m

os
t s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

tr
an

sa
ct

io
ns

 a
re

 c
as

h 
flo

w
s 

w
ho

se
 v

al
ua

tio
n 

do
es

 n
ot

 p
os

e 

an
y 

di
ffi

cu
lti

es
. T

he
 v

al
ua

tio
n 

of
 s

oc
ia

l b
en

ef
its

 in
 k

in
d 

di
re

ct
ly

 p
ro

vi
de

s 
to

 h
ou

se
ho

ld
s 

is
 m

or
e 

di
ffi

cu
lt.

 

で
き

る
で

あ
ろ

う
価

値
で

評
価

す
る

。
一

部
の

ケ
ー

ス
で

、
現

在
交

換
価

値
が

確
定

で
き

な
い

場
合

は
、

財
お

よ
び

サ

ー
ビ

ス
の

評
価

は
そ

の
生

産
費

用
で

行
う

。
 

大
半

の
社

会
保

護
取

引
は

通
例

、
評

価
が

さ
ほ

ど
困

難
で

な
い

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・
フ

ロ
ー

で
あ

る
。

よ
り

困
難

な
の

は
、

家

計
に

直
接

支
給

さ
れ

る
現

物
社

会
給

付
の

評
価

で
あ

る
。

 

12
3 

If 
a 

sc
he

m
e 

bu
ys

 g
oo

ds
 a

nd
 s

er
vi

ce
s 

fo
r p

ro
vi

si
on

 to
 it

s 
be

ne
fic

ia
rie

s 
fr

om
 p

ro
du

ce
r u

ni
ts

, 

th
e 

so
ci

al
 b

en
ef

it 
is

 v
al

ue
d 

at
 th

e 
ac

tu
al

 p
ric

e 
ag

re
ed

 b
y 

th
e 

tw
o 

pa
rt

ie
s.

 T
he

re
 s

ho
ul

d 
be

 n
o,

 

or
 o

nl
y 

a 
re

la
tiv

el
y 

sm
al

l, 
tim

e 
la

g 
be

tw
ee

n 
th

e 
tim

e 
of

 p
ur

ch
as

e 
by

 th
e 

sc
he

m
e 

an
d 

th
e 

tim
e 

of
 

su
pp

ly
 to

 th
e 

be
ne

fic
ia

rie
s.

 

W
he

n 
th

is
 is

 n
ot

 th
e 

ca
se

, t
he

 p
ric

es
 o

rig
in

al
ly

 p
ai

d 
m

ay
 n

o 
lo

ng
er

 r
ep

re
se

nt
 th

e 
re

al
 v

al
ue

 o
f 

th
e 

be
ne

fit
s 

in
 k

in
d 

pr
ov

id
ed

. U
nd

er
 th

es
e 

ci
rc

um
st

an
ce

s,
 th

e 
be

ne
fit

s 
sh

ou
ld

, i
n 

pr
in

ci
pl

e,
 b

e 

va
lu

ed
 a

t t
he

 p
ric

e 
th

at
 th

e 
sa

m
e 

or
 s

im
ila

r 
go

od
s 

an
d 

se
rv

ic
es

 w
ou

ld
 fe

tc
h 

on
 th

e 
m

ar
ke

t a
t 

th
e 

tim
e 

th
ey

 a
re

 s
up

pl
ie

d 
to

 th
e 

be
ne

fic
ia

rie
s.

 

12
3

あ
る

制
度

が
受

給
者

に
提

供
す

る
た

め
生

産
者

単
位

か
ら

財
お

よ
び

サ
ー

ビ
ス

を
購

入
す

る
と

き
は

、
社

会
給

付
の

価
値

は
こ

の
二

つ
の

当
事

者
の

合
意

す
る

現
実

の
価

格
で

行
う

。
制

度
に

よ
る

購
入

時
期

と
受

給
者

へ
の

供
給

時
期

と
の

タ
イ

ム
ラ

グ
は

、
ゼ

ロ
ま

た
は

相
対

的
に

小
さ

く
す

べ
き

で
あ

る
。

そ
う

で
な

い
場

合
に

は
、

当
初

支
払

っ
た

価

格
が

提
供

し
た

現
物

給
付

の
実

際
の

価
値

を
示

さ
な

く
な

っ
て

い
る

こ
と

が
あ

る
。

こ
の

よ
う

な
場

合
に

は
、

給
付

の
評

価
は

原
則

と
し

て
、

同
一

ま
た

は
類

似
の

財
お

よ
び

サ
ー

ビ
ス

が
受

給
者

へ
の

提
供

時
点

で
市

場
で

売
れ

る
で

あ
ろ

う

価
格

で
行

う
。
 

12
4 

If 
th

e 
in

st
itu

tio
na

l u
ni

t t
ha

t m
an

ag
es

 th
e 

sc
he

m
e 

pr
od

uc
es

 th
e 

go
od

s 
an

d 
se

rv
ic

es
 it

se
lf,

 

th
er

e 
ar

e 
tw

o 
po

ss
ib

ili
tie

s.
 If

 th
e 

in
st

itu
tio

na
l u

ni
t i

s 
a 

m
ar

ke
t p

ro
du

ce
r (

13
), 

th
e 

be
ne

fit
s 

in
 k

in
d 

ar
e 

va
lu

ed
 a

t t
he

 c
ur

re
nt

 m
ar

ke
t p

ric
e 

fo
r 

th
e 

sa
m

e 
ty

pe
 o

f g
oo

ds
 o

r 
se

rv
ic

es
. 

If 
th

e 
pr

ov
id

in
g 

un
it 

is
 a

 n
on

-m
ar

ke
t p

ro
du

ce
r (

14
), 

th
e 

be
ne

fit
s 

in
 k

in
d 

ar
e 

va
lu

ed
 a

s 
th

e 
su

m
 o

f 

th
e 

co
st

s 
in

cu
rr

ed
 in

 th
ei

r 
pr

od
uc

tio
n 

an
d 

su
pp

ly
 to

 th
e 

be
ne

fic
ia

rie
s,

 th
at

 is
, t

he
 s

um
 o

f: 

(i)
 In

te
rm

ed
ia

te
 c

on
su

m
pt

io
n 

(1
5)

 

(ii
) 

C
om

pe
ns

at
io

n 
of

 e
m

pl
oy

ee
s  

(1
6)

 

(ii
i) 

C
on

su
m

pt
io

n 
of

 fi
xe

d 
ca

pi
ta

l (
17

) 

(iv
) T

ax
es

 o
n 

pr
od

uc
tio

n 
an

d 
im

po
rt

s 
le

ss
 s

ub
si

di
es

 (1
8)

. 

O
th

er
 c

at
eg

or
ie

s 
of

 c
os

ts
, s

uc
h 

as
 in

te
re

st
 c

os
ts

, a
re

 n
ot

 ta
ke

n 
in

to
 a

cc
ou

nt
. T

he
 e

le
m

en
t 

C
om

pe
ns

at
io

n 
of

 e
m

pl
oy

ee
s 

re
fe

rs
 e

xc
lu

si
ve

ly
 to

 p
er

so
nn

el
 in

vo
lv

ed
 in

 th
e 

pr
ov

is
io

n 
of

 s
oc

ia
l 

be
ne

fit
s.

 S
o,

 fo
r 

ex
am

pl
e,

 th
e 

sa
la

rie
s 

of
 d

oc
to

rs
 a

nd
 n

ur
se

s 
of

 S
ta

te
 h

os
pi

ta
ls

 a
re

 in
cl

ud
ed

, 

bu
t t

he
 s

al
ar

ie
s 

of
 p

er
so

nn
el

 in
 th

e 
M

in
is

tr
y 

of
 H

ea
lth

 a
re

 e
xc

lu
de

d 
be

ca
us

e 
th

ey
 p

ro
du

ce
 

co
lle

ct
iv

e 
ra

th
er

 th
an

 in
di

vi
du

al
 s

er
vi

ce
s.

 

 (1
3)

 A
 "

m
ar

ke
t p

ro
du

ce
r"

 is
 a

 u
ni

t t
ha

t p
ro

du
ce

s 
go

od
s 

an
d 

se
rv

ic
es

 a
nd

 w
ho

se
 p

ro
du

ct
io

n 
co

st
s 

ar
e 

fo
r 

50
%

 o
r 

m
or

e 
co

ve
re

d 
by

 in
co

m
e 

fro
m

 s
al

es
. P

riv
at

e 
no

n-
pr

of
it 

in
st

itu
tio

ns
 a

nd
 g

ov
er

nm
en

t u
ni

ts
 m

ay
 b

e 

m
ar

ke
t p

ro
du

ce
rs

. A
ll 

pr
iv

at
e 

pr
od

uc
er

s 
ot

he
r t

ha
n 

no
n-

pr
of

it 
in

st
itu

tio
ns

 a
re

 c
la

ss
ifi

ed
 a

s 
m

ar
ke

t p
ro

du
ce

rs
 

by
 c

on
ve

nt
io

n.
 

12
4 

制
度

を
運

営
す

る
制

度
的

単
位

が
自

ら
財

お
よ

び
サ

ー
ビ

ス
を

生
産

す
る

と
き

は
、

二
つ

の
可

能
性

が
あ

る
。

制
度

的
単

位
が

市
場

生
産

者
（
注

13
）
で

あ
る

と
き

は
、

現
物

給
付

の
評

価
は

、
同

一
種

類
の

財
ま

た
は

サ
ー

ビ
ス

の
現

在
市

価
で

行
う

。
 

提
供

す
る

単
位

が
非

市
場

生
産

者
（
注

14
）
で

あ
る

と
き

は
、

現
物

給
付

の
評

価
は

、
生

産
で

生
じ

る
費

用
と

受
給

者

へ
の

供
給

費
用

と
の

合
計

、
す

な
わ

ち
次

の
も

の
の

合
計

と
し

て
行

う
。

 

(i)
 

 中
間

消
費

（
注

15
）
 

(ii
) 

被
用

者
の

報
酬

（
注

16
）
 

(ii
i) 

固
定

資
本

の
消

費
（
注

17
）
 

(iv
) 

生
産

お
よ

び
輸

入
に

対
す

る
租

税
マ

イ
ナ

ス
補

助
金

（
注

18
）
 

そ
の

他
の

費
用

・
カ

テ
ゴ

リ
ー

、
例

え
ば

利
子

費
用

は
、

考
慮

さ
れ

な
い

。
「
被

用
者

の
報

酬
」
と

は
、

専
ら

社
会

給
付

の
提

供
に

関
与

す
る

職
員

に
つ

い
て

い
う

。
し

た
が

っ
て

例
え

ば
国

立
病

院
の

医
師

や
看

護
婦

の
給

与
は

含
ま

れ
る

が
、

保
健

省
の

職
員

の
給

与
は

個
人

的
サ

ー
ビ

ス
で

な
く

集
団

的
サ

ー
ビ

ス
を

生
み

出
す

か
ら

、
除

外
さ

れ
る

。
 

 注
13

）
「
市

場
生

産
者

」
と

は
、

財
お

よ
び

サ
ー

ビ
ス

を
生

産
す

る
単

位
で

あ
っ

て
そ

の
生

産
費

用
の

5
0
%
以

上
が

売
上

収
入

で
ま

か

な
わ

れ
て

い
る

単
位

を
い

う
。

民
間

非
営

利
団

体
や

政
府

単
位

が
市

場
生

産
者

と
な

る
場

合
も

あ
る

。
非

営
利

団
体

以
外

の
全

て
の

民
間

生
産

者
は

、
慣

例
上

市
場

生
産

者
に

分
類

す
る

。
 

注
14

）
す

な
わ

ち
民

間
非

営
利

団
体

ま
た

は
公

的
単

位
で

あ
っ

て
そ

の
生

産
費

用
の

50
%

以
下

が
売

上
収

入
で

ま
か

な
わ

れ
て

い

る
も

の
。

 

注
15

) 
「
中

間
消

費
」
と

は
生

産
プ

ロ
セ

ス
へ

の
入

力
と

し
て

消
費

さ
れ

る
財

お
よ

び
サ

ー
ビ

ス
の

価
値

で
あ

っ
て

、
固

定
資

産
（
そ

の



― 137 ―

(1
4)

 I.
e.

, a
 p

riv
at

e 
no

n-
pr

of
it 

in
st

itu
tio

n 
or

 a
 p

ub
lic

 u
ni

t w
ho

se
 p

ro
du

ct
io

n 
co

st
s 

ar
e 

fo
r 

50
%

 o
r 

le
ss

 c
ov

er
ed

 

by
 in

co
m

e 
fr

om
 s

al
es

. 

(1
5)

 In
te

rm
ed

ia
te

 c
on

su
m

pt
io

n 
is

 th
e 

va
lu

e 
of

 g
oo

ds
 a

nd
 s

er
vi

ce
s 

co
ns

um
ed

 a
s 

in
pu

ts
 in

 th
e 

pr
od

uc
tio

n 

pr
oc

es
s,

 e
xc

lu
di

ng
 fi

xe
d 

as
se

ts
 w

ho
se

 c
on

su
m

pt
io

n 
is

 r
ec

or
de

d 
as

 c
on

su
m

pt
io

n 
of

 fi
xe

d 
ca

pi
ta

l. 

(1
6)

 C
om

pe
ns

at
io

n 
of

 e
m

pl
oy

ee
s 

is
 th

e 
to

ta
l r

em
un

er
at

io
n,

 in
 c

as
h 

or
 in

 k
in

d,
 p

ay
ab

le
 b

y 
an

 e
m

pl
oy

er
 to

 

hi
s 

or
 h

er
 e

m
pl

oy
ee

s 
in

 r
et

ur
n 

fo
r w

or
k 

do
ne

. C
om

pe
ns

at
io

n 
of

 e
m

pl
oy

ee
s 

ca
n 

be
 b

ro
ke

n 
do

w
n 

in
to

 W
ag

es
 

an
d 

sa
la

rie
s 

an
d 

E
m

pl
oy

er
s'

 s
oc

ia
l c

on
tr

ib
ut

io
ns

. 

(1
7)

 C
on

su
m

pt
io

n 
of

 fi
xe

d 
ca

pi
ta

l r
ep

re
se

nt
s 

th
e 

am
ou

nt
 o

f f
ix

ed
 a

ss
et

s 
us

ed
 u

p 
du

rin
g 

th
e 

pe
rio

d 
un

de
r 

co
ns

id
er

at
io

n 
as

 a
 r

es
ul

t o
f f

or
es

ee
ab

le
 e

co
no

m
ic

 o
bs

ol
es

ce
nc

e 
an

d 
no

rm
al

 w
ea

r 
an

d 
te

ar
, i

nc
lu

di
ng

 a
 

pr
ov

is
io

n 
fo

r 
lo

ss
es

 o
f f

ix
ed

 a
ss

et
s 

as
 a

 r
es

ul
t o

f n
or

m
al

 a
cc

id
en

ta
l d

am
ag

e.
 It

s 
va

lu
e 

m
ay

 d
ev

ia
te

 

co
ns

id
er

ab
ly

 fr
om

 th
e 

va
lu

es
 c

al
cu

la
te

d 
vi

a 
no

rm
al

 b
us

in
es

s 
de

pr
ec

ia
tio

n 
m

et
ho

ds
 o

r 
as

 a
llo

w
ed

 fo
r 

ta
xa

tio
n 

pu
rp

os
es

, e
sp

ec
ia

lly
 w

he
n 

th
er

e 
is

 in
fla

tio
n.

 

(1
8)

 T
ax

es
 o

n 
pr

od
uc

tio
n 

an
d 

im
po

rt
s 

co
ns

is
t o

f c
om

pu
ls

or
y,

 u
nr

eq
ui

te
d 

pa
ym

en
ts

, i
n 

ca
sh

 o
r i

n 
ki

nd
, w

hi
ch

 

ar
e 

le
vi

ed
 b

y 
ge

ne
ra

l g
ov

er
nm

en
t o

r 
by

 th
e 

In
st

itu
tio

ns
 o

f t
he

 E
ur

op
ea

n 
U

ni
on

 in
 r

es
pe

ct
 o

f t
he

 p
ro

du
ct

io
n 

an
d 

im
po

rt
 o

f g
oo

ds
 a

nd
 s

er
vi

ce
s,

 th
e 

em
pl

oy
m

en
t o

f l
ab

ou
r, 

th
e 

ow
ne

rs
hi

p 
or

 u
se

 o
f l

an
d,

 b
ui

ld
in

gs
 o

r 

ot
he

r 
as

se
ts

 u
se

d 
in

 p
ro

du
ct

io
n.

 S
ub

si
di

es
 a

re
 d

ef
in

ed
 a

s 
cu

rr
en

t u
nr

eq
ui

te
d 

pa
ym

en
ts

 w
hi

ch
 g

en
er

al
 

go
ve

rn
m

en
t o

r 
th

e 
In

st
itu

tio
ns

 o
f t

he
 E

ur
op

ea
n 

U
ni

on
 m

ak
e 

to
 p

ro
du

ce
rs

 w
ith

 th
e 

ob
je

ct
iv

e 
of

 in
flu

en
ci

ng
 

th
ei

r 
le

ve
ls

 o
f p

ro
du

ct
io

n,
 th

ei
r 

pr
ic

es
 o

r 
th

e 
re

m
un

er
at

io
n 

of
 th

e 
fa

ct
or

s 
of

 p
ro

du
ct

io
n.

 

消
費

は
「
固

定
資

本
の

消
費

」
と

し
て

計
上

す
る

）
は

除
く

。
 

注
16

）
 

「
被

用
者

の
報

酬
」
と

は
、

現
金

ま
た

は
現

物
に

よ
る

合
計

報
酬

で
あ

っ
て

行
っ

た
仕

事
に

対
し

て
使

用
者

が
被

用
者

に
支

払
う

も
の

を
い

う
。

被
用

者
の

報
酬

は
、

「
賃

金
お

よ
び

給
与

」
と

「
使

用
者

の
社

会
保

険
拠

出
」
と

に
分

け
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

注
17

）
「
固

定
資

本
の

消
費

」
は

、
予

見
可

能
な

経
済

的
陳

腐
化

お
よ

び
通

常
の

磨
耗

の
結

果
と

し
て

の
検

討
期

間
中

に
使

用
し

た

固
定

資
産

の
額

を
示

し
、

通
常

の
偶

然
の

損
害

の
結

果
と

し
て

の
固

定
資

産
の

損
失

に
対

す
る

準
備

金
を

含
む

。
そ

の
価

値
は

、
と

く
に

イ
ン

フ
レ

が
あ

る
と

き
は

、
通

常
の

減
価

償
却

方
法

で
計

算
し

た
ま

た
は

課
税

目
的

で
考

慮
さ

れ
る

額
と

は
か

な
り

異
な

る
こ

と
が

あ
る

。
 

注
18

）
「
生

産
お

よ
び

輸
入

に
対

す
る

租
税

」
は

、
現

金
ま

た
は

現
物

に
よ

る
、

義
務

的
、

一
方

的
な

支
払

い
で

あ
っ

て
、

一
般

政
府

ま

た
は

E
U

機
関

が
財

お
よ

び
サ

ー
ビ

ス
の

生
産

お
よ

び
輸

入
、

勤
労

者
の

雇
用

、
土

地
、

建
物

そ
の

他
の

生
産

に
用

い
る

資
産

の
所

有
ま

た
は

使
用

に
関

し
て

賦
課

す
る

も
の

で
あ

る
。

「
補

助
金

」
は

、
一

般
政

府
ま

た
は

E
U

機
関

が
生

産
水

準
、

価
格

ま
た

は
生

産

要
素

の
報

酬
に

影
響

を
及

ぼ
す

目
的

で
生

産
者

に
対

し
て

行
う

一
方

的
な

経
常

的
支

払
い

と
定

義
す

る
。

 

 

12
5 

A
ny

 p
or

tio
n 

of
 th

e 
fu

ll 
co

st
 o

f g
oo

ds
 a

nd
 s

er
vi

ce
s 

w
hi

ch
 is

 m
et

 p
er

so
na

lly
 b

y 
th

e 

be
ne

fic
ia

ry
 is

 e
xc

lu
de

d 
fr

om
 th

e 
va

lu
e 

of
 s

oc
ia

l b
en

ef
its

 in
 k

in
d.

 T
he

 s
ha

re
 p

ai
d 

by
 th

e 

be
ne

fic
ia

ry
 is

 h
ou

se
ho

ld
 c

on
su

m
pt

io
n 

ex
pe

nd
itu

re
 -

 n
ot

 s
oc

ia
l e

xp
en

di
tu

re
. I

t i
s 

a 
re

ce
ip

t f
or

 

th
e 

pr
od

uc
er

 o
f t

he
 g

oo
ds

 a
nd

 s
er

vi
ce

s 
in

 q
ue

st
io

n,
 n

ot
 a

 r
ec

ei
pt

 fo
r 

th
e 

sc
he

m
e.

 

12
5 

財
お

よ
び

サ
ー

ビ
ス

の
全

費
用

の
う

ち
受

給
者

が
個

人
的

に
支

払
う

部
分

は
、

現
物

社
会

給
付

の
価

値
か

ら

控
除

す
る

。
受

給
者

の
支

払
う

部
分

は
、

家
計

の
消

費
支

出
で

あ
っ

て
社

会
的

支
出

で
は

な
い

。
こ

れ
は

制
度

の
収

入
で

は
な

く
、

当
該

財
お

よ
び

サ
ー

ビ
ス

の
生

産
者

の
収

入
で

あ
る

。
 

12
6 

To
 s

um
m

ar
is

e:
 

･ 
so

ci
al

 b
en

ef
its

 p
ro

du
ce

d 
by

 m
ar

ke
t p

ro
du

ce
rs

 a
re

 v
al

ue
d 

at
 th

e 
pr

ic
e 

th
at

 th
e 

sa
m

e 

go
od

s 
an

d 
se

rv
ic

es
 fe

tc
h 

on
 th

e 
m

ar
ke

t m
in

us
 th

e 
sh

ar
e 

pa
id

 b
y 

th
e 

be
ne

fic
ia

rie
s 

th
em

se
lv

es
 to

 th
e 

sc
he

m
e;

 

･ 
so

ci
al

 b
en

ef
its

 p
ro

du
ce

d 
by

 n
on

-m
ar

ke
t p

ro
du

ce
rs

 a
re

 v
al

ue
d 

at
 th

e 
co

st
 o

f p
ro

du
ct

io
n 

an
d 

su
pp

ly
 m

in
us

 th
e 

sh
ar

e 
pa

id
 b

y 
th

e 
be

ne
fic

ia
rie

s 
th

em
se

lv
es

 to
 th

e 
sc

he
m

e.
 

12
6 

要
約

す
れ

ば
、

次
の

よ
う

に
な

る
。

 

･ 
市

場
生

産
者

の
生

産
す

る
社

会
給

付
は

、
同

一
の

財
お

よ
び

サ
ー

ビ
ス

が
市

場
で

売
れ

る
価

格
か

ら
受

給
者

自
身

が
制

度
に

支
払

う
部

分
を

控
除

し
て

評
価

す
る

。
 

･ 
非

市
場

生
産

者
の

生
産

す
る

社
会

給
付

は
、

生
産

お
よ

び
供

給
の

費
用

か
ら

受
給

者
自

身
が

制
度

に

支
払

う
部

分
を

控
除

し
て

評
価

す
る

。
 

12
7 

If 
re

tir
em

en
t h

om
es

, s
oc

ia
l h

ou
si

ng
 c

or
po

ra
tio

ns
 a

nd
 s

im
ila

r 
ar

e 
fin

an
ce

d 
so

le
ly

 b
y 

th
e 

go
ve

rn
m

en
t, 

it 
w

ou
ld

 b
e 

m
or

e 
co

nv
en

ie
nt

 to
 v

al
ue

 th
ei

r 
se

rv
ic

es
 o

n 
th

e 
ba

si
s 

to
 th

e 
ac

tu
al

 

go
ve

rn
m

en
t t

ra
ns

fe
rs

, r
at

he
r t

ha
n 

ac
co

rd
in

g 
to

 th
e 

pr
in

ci
pl

es
 a

bo
ve

. I
n 

th
is

 c
as

e,
 th

e 
fo

llo
w

in
g 

tw
o 

co
nd

iti
on

s 
m

us
t b

e 
ob

se
rv

ed
: 

12
7 

退
職

者
ホ

ー
ム

、
社

会
住

宅
公

社
お

よ
び

こ
れ

に
類

す
る

も
の

が
政

府
の

資
金

の
み

を
受

け
て

い
る

と
き

は
、

そ
の

サ
ー

ビ
ス

は
上

記
の

原
則

に
よ

る
の

で
な

く
現

実
の

政
府

移
転

に
基

づ
い

て
評

価
す

る
の

が
よ

り
便

利
で

あ
ろ

う
。

こ
の

場
合

、
次

の
二

つ
の

条
件

を
守

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

(i)
 

現
実

の
社

会
給

付
に

充
当

さ
れ

る
政

府
移

転
の

部
分

の
み

を
考

慮
に

入
れ

、
管

理
費

そ
の

他
の

支
出
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(i)
 o

nl
y 

th
at

 p
ar

t o
f t

he
 g

ov
er

nm
en

t t
ra

ns
fe

r 
th

at
 a

pp
lie

s 
to

 th
e 

ac
tu

al
 s

oc
ia

l b
en

ef
its

 

sh
ou

ld
 b

e 
ta

ke
n 

in
to

 a
cc

ou
nt

, e
xc

lu
di

ng
 a

ny
 c

on
tr

ib
ut

io
ns

 to
w

ar
ds

 a
dm

in
is

tr
at

io
n 

co
st

s 

or
 o

th
er

 e
xp

en
di

tu
re

; 

(ii
) 

th
e 

tim
e 

sp
an

 d
ur

in
g 

w
hi

ch
 th

e 
be

ne
fit

s 
ar

e 
pr

ov
id

ed
 m

us
t b

e 
ta

ke
n 

in
to

 a
cc

ou
nt

. F
or

 

ex
am

pl
e,

 if
 th

e 
go

ve
rn

m
en

t m
ak

es
 c

on
tr

ib
ut

io
ns

 in
 th

e 
sh

ap
e 

of
 a

 s
ub

st
an

tia
l l

um
ps

um
  

(c
ap

ita
l t

ra
ns

fe
r)

, i
ts

 a
m

ou
nt

 s
ho

ul
d 

be
 a

llo
tte

d 
to

 th
e 

nu
m

be
r 

of
 in

di
vi

du
al

 a
cc

ou
nt

in
g 

pe
rio

ds
 d

ur
in

g 
w

hi
ch

 b
en

ef
its

 a
re

 p
ro

vi
de

d.
 (1

9)
 

 

(1
9)

 F
or

 e
xa

m
pl

e,
 a

 s
oc

ia
l h

ou
si

ng
 c

or
po

ra
tio

n 
an

nu
al

ly
 r

ec
ei

ve
s 

21
0 

un
its

 fr
om

 g
ov

er
nm

en
t, 

of
 w

hi
ch

 1
0 

un
its

 a
re

 a
 c

on
tr

ib
ut

io
n 

to
 a

dm
in

is
tr

at
io

n 
co

st
s,

 a
nd

 a
ls

o 
re

ce
iv

ed
, a

 fe
w

 y
ea

rs
 p

re
vi

ou
sl

y,
 a

 s
in

gl
e 

ca
pi

ta
l 

tr
an

sf
er

 o
f 1

00
0 

un
its

, a
llo

w
in

g 
re

nt
s 

ch
ar

ge
d 

to
 b

e 
re

du
ce

d 
ov

er
 a

 p
er

io
d 

of
 1

0 
ye

ar
s.

 In
 th

is
 c

as
e,

 th
e 

be
ne

fit
s 

in
 k

in
d 

pr
ov

id
ed

 b
y 

th
e 

so
ci

al
 h

ou
si

ng
 c

or
po

ra
tio

n 
ov

er
 a

 s
in

gl
e 

ye
ar

 c
an

 b
e 

ap
pr

ox
im

at
ed

 a
s 

(2
10

 

- 
10

) 
+ 

10
00

/1
0 

= 
20

0 
+ 

10
0 

= 
30

0 
un

its
. 

に
対

す
る

拠
出

は
除

く
。

 

(ii
) 

給
付

を
提

供
す

る
全

期
間

を
考

慮
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
例

え
ば

政
府

が
相

当
額

の
一

括
払

い
（
資

本
移

転
）
の

形
で

拠
出

を
行

う
と

き
は

、
そ

の
額

を
給

付
を

提
供

す
る

個
々

の
会

計
年

度
の

数
に

割
り

当

て
る

べ
き

で
あ

る
（
注

19
）
。

 
 注

19
）
例

え
ば

、
あ

る
社

会
住

宅
公

社
が

政
府

か
ら

毎
年

2
1
0

単
位

を
受

け
、

こ
の

う
ち

1
0

単
位

が
管

理
費

へ
の

拠
出

と
さ

れ
、

さ
ら

に
家

賃
請

求
額

を
1
0

年
の

期
間

に
わ

た
っ

て
減

額
す

る
た

め
数

年
前

に
一

回
限

り
の

資
本

移
転

1
,0

0
0

単
位

を
受

け
取

っ
た

と
す

る
。

こ
の

ケ
ー

ス
で

は
、

単
一

年
度

に
そ

の
社

会
住

宅
公

社
が

提
供

す
る

現
物

給
付

は
、

(2
1
0
 -

 1
0
) 

+
 1

0
0
0
/
1
0
 =

 2
0
0
 +

 1
0
0
 =

 

3
0
0

単
位

と
概

算
で

き
る

。
 

12
8 

S
oc

ia
l b

en
ef

its
 in

 th
e 

fo
rm

 o
f i

nt
er

es
t-

fr
ee

 o
r l

ow
-in

te
re

st
 lo

an
s 

ar
e 

va
lu

ed
 a

t t
he

 a
m

ou
nt

 o
f 

in
te

re
st

 w
ai

ve
d 

by
 th

e 
sc

he
m

e 
in

 c
om

pa
ris

on
 w

ith
 th

e 
cu

rr
en

t m
ar

ke
t v

al
ue

. 

12
8 

無
利

子
ま

た
は

低
利

の
貸

付
金

に
よ

る
社

会
給

付
は

、
現

在
市

価
と

比
較

し
た

、
制

度
が

権
利

放
棄

し
た

利

子
の

額
で

評
価

す
る

。
 

12
9 

Th
e 

C
or

e 
sy

st
em

 r
ec

or
ds

 s
oc

ia
l b

en
ef

its
 w

ith
ou

t a
ny

 d
ed

uc
tio

n 
of

 ta
xe

s 
an

d 
ot

he
r 

ob
lig

at
or

y 
le

vi
es

 p
ay

ab
le

 o
n 

be
ne

fit
s 

by
 b

en
ef

ic
ia

rie
s.

 

12
9

コ
ア

・
シ

ス
テ

ム
で

は
、

受
給

者
が

給
付

に
つ

い
て

支
払

う
租

税
お

よ
び

他
の

義
務

的
公

課
を

控
除

せ
ず

に
社

会

給
付

を
計

上
す

る
。
 

12
9b

is
 T

ax
es

 a
nd

 s
oc

ia
l c

on
tr

ib
ut

io
ns

 w
hi

ch
 a

re
 th

e 
lia

bi
lit

y 
of

 th
e 

pr
ot

ec
te

d 
pe

rs
on

s 
bu

t 

w
ith

he
ld

 a
t s

ou
rc

e 
by

 th
e 

so
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

e 
an

d 
tr

an
sf

er
re

d 
to

 th
e 

co
lle

ct
io

n 
au

th
or

ity
 

(e
ith

er
 ta

x 
au

th
or

iti
es

 o
r 

an
ot

he
r 

so
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

e)
 o

n 
be

ha
lf 

of
 p

ro
te

ct
ed

 p
er

so
ns

 a
re

 

re
co

rd
ed

 a
s 

pa
rt

 o
f e

xp
en

di
tu

re
 o

n 
so

ci
al

 b
en

ef
its

 o
f t

he
 s

ch
em

e 
th

at
 w

ith
ho

ld
s 

th
e 

ta
xe

s 
an

d 

co
nt

rib
ut

io
ns

. 

12
9b

is
 税

・
社

会
保

険
拠

出
で

、
被

保
護

者
に

賦
課

さ
れ

る
が

、
被

保
護

者
に

代
わ

っ
て

、
社

会
保

護
制

度
か

ら
源

泉
徴

収
、

あ
る

い
は

徴
収

機
関

（
税

当
局

あ
る

い
は

社
会

保
険

庁
の

い
ず

れ
か

）
へ

移
転

さ
れ

る
場

合
、

税
・
社

会
保

険
拠

出
を

源
泉

徴
収

す
る

制
度

の
社

会
給

付
の

一
部

と
し

て
記

録
さ

れ
る

。
 

13
0 

W
ith

 re
ga

rd
 to

 th
e 

va
lu

at
io

n 
of

 a
dm

in
is

tr
at

io
n 

co
st

s 
(s

ee
 p

ar
ag

ra
ph

s 
10

2 
th

ro
ug

h 
10

4)
, i

t i
s 

im
po

rt
an

t t
o 

di
st

in
gu

is
h 

be
tw

ee
n 

th
e 

ty
pe

s 
of

 u
ni

ts
 w

hi
ch

 a
dm

in
is

te
r 

th
e 

sc
he

m
es

. I
f t

he
 

sc
he

m
e 

is
 r

un
 b

y 
a 

co
m

m
er

ci
al

 in
su

re
r, 

fo
r 

in
st

an
ce

 a
 li

fe
 in

su
ra

nc
e 

co
m

pa
ny

, a
dm

in
is

tr
at

io
n 

co
st

s 
ar

e 
va

lu
ed

 b
y 

th
e 

ac
tu

al
 fe

es
 th

at
 th

e 
co

m
m

er
ci

al
 in

su
re

r 
ch

ar
ge

s 
(p

lu
s 

an
y 

ot
he

r 

m
an

ag
em

en
t c

os
ts

 in
cu

rr
ed

 b
y 

th
e 

sc
he

m
e,

 s
uc

h 
as

 a
tte

nd
an

ce
 fe

es
 fo

r 
th

e 
bo

ar
d 

of
 

go
ve

rn
or

s)
. I

f t
he

 s
ch

em
e 

is
 m

an
ag

ed
 b

y 
go

ve
rn

m
en

t u
ni

ts
 o

r 
no

n-
pr

of
it 

in
st

itu
tio

ns
, 

 

ad
m

in
is

tr
at

io
n 

co
st

s 
ar

e 
va

lu
ed

 a
t t

he
 s

um
 o

f t
he

 c
os

ts
 in

cu
rr

ed
 in

 a
dm

in
is

te
rin

g 
th

e 
sc

he
m

e 
 

(t
ha

t i
s,

 in
te

rm
ed

ia
te

 c
on

su
m

pt
io

n,
 c

om
pe

ns
at

io
n 

of
 e

m
pl

oy
ee

s,
 c

on
su

m
pt

io
n 

of
 fi

xe
d 

ca
pi

ta
l 

an
d 

ta
xe

s 
on

 p
ro

du
ct

io
n 

an
d 

im
po

rt
s 

le
ss

 s
ub

si
di

es
; s

ee
 p

ar
ag

ra
ph

 1
24

).
 

Fo
r 

re
as

on
s 

of
 s

im
pl

ic
ity

, t
he

 v
al

ue
 o

f a
dm

in
is

tr
at

io
n 

co
st

s 
is

 n
ot

 im
pu

te
d 

w
he

n 
su

ch
 c

os
ts

 

13
0 

管
理

費
（
第

10
2

節
－

第
10

4
節

参
照

）
の

評
価

に
関

し
て

は
、

制
度

を
運

営
す

る
制

度
的

単
位

の
種

類
を

区

別
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

制
度

の
運

営
が

商
業

保
険

会
社

、
例

え
ば

生
命

保
険

会
社

の
と

き
は

、
管

理
費

は
そ

の
商

業
保

険
会

社
が

請
求

す
る

手
数

料
（
プ

ラ
ス

理
事

会
出

席
謝

礼
な

ど
そ

の
制

度
に

生
じ

る
そ

の
他

の
管

理
費

）

で
評

価
す

る
。

制
度

が
政

府
単

位
ま

た
は

非
営

利
団

体
に

運
営

さ
れ

て
い

る
と

き
は

、
管

理
費

は
そ

の
制

度
の

管
理

に
つ

い
て

生
じ

る
費

用
（
す

な
わ

ち
中

間
消

費
、

被
用

者
の

報
酬

、
固

定
資

本
の

消
費

お
よ

び
生

産
お

よ
び

輸
入

に

対
す

る
租

税
マ

イ
ナ

ス
補

助
金

。
第

12
4

節
参

照
）
の

総
計

で
評

価
す

る
。

 

簡
便

性
の

た
め

、
管

理
費

が
制

度
を

運
営

す
る

制
度

的
単

位
の

中
間

消
費

の
不

可
分

の
一

部
で

あ
る

場
合

は
、

そ

の
価

額
は

帰
属

計
算

し
な

い
。

こ
れ

は
全

て
の

非
積

立
式

の
使

用
者

の
制

度
に

あ
て

は
ま

り
、

場
合

に
よ

っ
て

は
一

部
の

公
営

非
拠

出
型

制
度

や
積

立
式

使
用

者
制

度
に

も
あ

て
は

ま
る

。
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fo
rm

 a
n 

in
se

pa
ra

bl
e 

pa
rt

 o
f i

nt
er

m
ed

ia
te

 c
on

su
m

pt
io

n 
of

 th
e 

in
st

itu
tio

na
l u

ni
t t

ha
t r

un
s 

th
e 

sc
he

m
e.

 T
hi

s 
is

 th
e 

ca
se

 fo
r 

al
l u

nf
un

de
d 

em
pl

oy
er

's
 s

ch
em

es
 a

nd
 p

os
si

bl
y 

fo
r 

ce
rt

ai
n 

go
ve

rn
m

en
t-

co
nt

ro
lle

d 
no

n-
co

nt
rib

ut
or

y 
sc

he
m

es
 a

nd
 fu

nd
ed

 e
m

pl
oy

er
s'

 s
ch

em
es

. 

13
1 

Tr
an

sa
ct

io
ns

 d
en

ot
ed

 in
 fo

re
ig

n 
cu

rr
en

cy
 a

re
 c

on
ve

rt
ed

 in
to

 th
ei

r v
al

ue
 in

 lo
ca

l c
ur

re
nc

y 
at

 

th
e 

ra
te

 p
re

va
ili

ng
 w

he
n 

th
ey

 a
re

 e
nt

er
ed

 in
 th

e 
ac

co
un

ts
. T

he
 m

id
po

in
t b

et
w

ee
n 

th
e 

bu
yi

ng
 

an
d 

se
lli

ng
 r

at
e 

sh
ou

ld
 b

e 
us

ed
, a

nd
 a

ny
 s

er
vi

ce
 c

ha
rg

e 
m

us
t b

e 
ex

cl
ud

ed
. 

13
1 

外
貨

建
て

の
取

引
は

、
帳

簿
に

記
入

す
る

時
点

の
中

心
相

場
で

現
地

通
貨

の
価

額
に

換
算

す
る

。
売

り
相

場

と
買

い
相

場
の

中
間

点
を

用
い

る
べ

き
で

、
サ

ー
ビ

ス
手

数
料

は
除

外
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

8.
4 

Ti
m

e 
of

 r
ec

or
di

ng
 a

nd
 th

e 
ac

co
un

tin
g 

pe
ri

od
 

8.
4 

計
上

時
期

お
よ

び
会

計
年

度
 

13
2 

In
 p

rin
ci

pl
e,

 a
ll 

tr
an

sa
ct

io
ns

 a
re

 r
ec

or
de

d 
on

 a
n 

ac
cr

ua
l b

as
is

, t
ha

t i
s,

 a
t t

he
 ti

m
e 

th
e 

ev
en

ts
 w

hi
ch

 c
re

at
e 

th
e 

re
la

te
d 

cl
ai

m
s 

an
d 

lia
bi

lit
ie

s 
oc

cu
r. 

Fo
r 

in
st

an
ce

, e
m

pl
oy

er
's

 c
on

tr
ib

ut
io

ns
 a

re
 r

ec
or

de
d 

at
 th

e 
tim

e 
th

e 
w

or
k 

th
at

 g
iv

es
 r

is
e 

to
 th

e 

lia
bi

lit
y 

to
 p

ay
 th

e 
co

nt
rib

ut
io

ns
 is

 d
on

e.
 S

oc
ia

l b
en

ef
its

 in
 c

as
h 

ar
e 

re
co

rd
ed

 a
t t

he
 ti

m
e 

th
e 

be
ne

fic
ia

rie
s 

ob
ta

in
 th

e 
rig

ht
 to

 r
ec

ei
ve

 th
em

. R
ei

m
bu

rs
em

en
ts

 a
re

 r
ec

or
de

d 
at

 th
e 

tim
e 

th
e 

ho
us

eh
ol

d 
m

ak
es

 th
e 

re
le

va
nt

 p
ur

ch
as

e.
 O

th
er

 ty
pe

s 
of

 b
en

ef
its

 in
 k

in
d 

sh
ou

ld
 n

or
m

al
ly

 b
e 

re
co

rd
ed

 a
t t

he
 ti

m
es

 th
e 

go
od

s 
ar

e 
tr

an
sf

er
re

d 
or

 th
e 

se
rv

ic
es

 p
ro

vi
de

d.
 

13
2 

原
則

と
し

て
、

全
て

の
取

引
は

発
生

主
義

で
、

す
な

わ
ち

関
係

す
る

債
権

・
債

務
を

生
じ

る
事

象
が

発
生

す
る

時
点

で
計

上
す

る
。

 

例
え

ば
使

用
者

の
拠

出
は

、
拠

出
を

行
う

責
任

を
生

じ
る

作
業

が
行

わ
れ

た
時

点
で

計
上

す
る

。
現

金
社

会
給

付

は
、

受
給

者
が

そ
の

受
給

権
を

得
た

時
点

で
計

上
す

る
。

払
い

戻
し

は
、

家
計

が
関

連
す

る
購

入
を

行
っ

た
時

点
で

計
上

す
る

。
そ

の
他

の
種

類
の

現
物

給
付

は
、

通
例

財
の

移
転

時
点

ま
た

は
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

時
点

で
計

上
す

る
。
 

13
3 

In
 th

eo
ry

 th
e 

ac
co

un
tin

g 
pe

rio
d 

ca
n 

re
fe

r t
o 

an
y 

pe
rio

d 
of

 ti
m

e.
 F

or
 th

ei
r o

w
n 

pu
rp

os
es

, t
he

 

co
un

tr
ie

s 
m

ay
 p

re
fe

r 
pe

rio
ds

 th
at

 c
oi

nc
id

e 
w

ith
 a

dm
in

is
tr

at
iv

e 
ye

ar
s 

or
 in

te
rv

al
s 

du
rin

g 
w

hi
ch

 

th
e 

sc
al

es
 fo

r s
oc

ia
l b

en
ef

its
 a

nd
 c

on
tr

ib
ut

io
ns

 re
m

ai
n 

un
ch

an
ge

d.
 H

ow
ev

er
, f

or
 th

e 
pu

rp
os

e 
of

 

in
te

rn
at

io
na

l c
om

pa
ris

on
s,

 th
e 

ca
le

nd
ar

 y
ea

r 
se

em
s 

th
e 

m
os

t a
pp

ro
pr

ia
te

 a
cc

ou
nt

in
g 

pe
rio

d.
 

Th
e 

tr
an

sa
ct

io
ns

 r
ec

or
de

d 
in

 th
e 

E
S

S
P

R
O

S
 m

us
t t

he
re

fo
re

 r
ef

er
 to

 th
e 

ca
le

nd
ar

 y
ea

r 
(2

0)
. 

 (2
0)

 If
 it

 p
ro

ve
s 

im
po

ss
ib

le
 to

 m
ak

e 
th

e 
re

qu
ire

d 
ad

ju
st

m
en

ts
, t

he
 d

at
a 

fo
r 

a 
fin

an
ci

al
 y

ea
r 

sh
ou

ld
 b

e 

pr
es

en
te

d 
fo

r 
th

e 
ca

le
nd

ar
 y

ea
r 

in
 w

hi
ch

 th
e 

gr
ea

te
r 

pa
rt

 o
f t

he
 fi

na
nc

ia
l y

ea
r 

fa
lls

. 

13
3 

理
論

上
は

会
計

期
間

は
任

意
の

期
間

に
適

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

各
国

は
そ

れ
ぞ

れ
の

目
的

で
社

会
給

付

お
よ

び
拠

出
の

規
模

が
一

定
不

変
で

あ
る

運
営

年
度

ま
た

は
間

隔
と

一
致

す
る

期
間

を
好

む
か

も
知

れ
な

い
。

し
か

し
国

際
比

較
の

た
め

に
は

、
暦

年
が

最
適

の
会

計
年

度
で

あ
る

と
思

わ
れ

る
。

し
た

が
っ

て
E

S
S

P
R

O
S

で
計

上
す

る
取

引
は

、
暦

年
を

指
し

て
い

る
（
注

20
）
。

 
 注

20
）
必

要
な

調
整

が
不

可
能

で
あ

る
こ

と
が

判
明

し
た

と
き

は
、

会
計

年
度

の
デ

ー
タ

は
そ

の
会

計
年

度
の

大
半

が

該
当

す
る

暦
年

に
つ

い
て

提
出

す
る

こ
と

と
す

る
。
 

8.
5 

N
et

tin
g 

an
d 

co
ns

ol
id

at
io

n 
8.

5 
差

額
表

示
お

よ
び

整
理

統
合

 

13
4 

N
et

tin
g 

oc
cu

rs
 w

he
n 

th
e 

va
lu

es
 o

f c
er

ta
in

 tr
an

sa
ct

io
ns

 a
ris

in
g 

in
 b

ot
h 

re
ce

ip
ts

 a
nd

 

ex
pe

nd
itu

re
 a

re
 c

an
ce

lle
d 

ou
t a

ga
in

st
 e

ac
h 

ot
he

r, 
le

av
in

g 
on

ly
 a

 n
et

 b
al

an
ce

 s
ho

w
n 

ei
th

er
 

un
de

r 
re

ce
ip

ts
 o

r 
ex

pe
nd

itu
re

. O
th

er
w

is
e,

 th
e 

re
co

rd
in

g 
is

 s
ai

d 
to

 b
e 

gr
os

s.
 

13
4 

差
額

表
示

は
、

収
入

、
支

出
両

方
で

生
じ

る
あ

る
取

引
の

価
額

が
相

互
に

相
殺

さ
れ

、
収

入
項

目
ま

た
は

支

出
項

目
に

純
残

高
だ

け
が

残
る

場
合

に
生

じ
る

。
そ

の
他

の
場

合
に

は
、

会
計

記
録

は
総

額
表

示
と

呼
ば

れ
る

。
 

13
5 

Th
e 

E
S

S
P

R
O

S
 r

ec
om

m
en

ds
 g

ro
ss

 r
ec

or
di

ng
; f

or
 in

st
an

ce
, i

nt
er

es
t r

ec
ei

ve
d 

an
d 

in
te

re
st

 

pa
id

 b
y 

a 
sc

he
m

e 
m

us
t n

ot
 b

e 
of

fs
et

 a
ga

in
st

 e
ac

h 
ot

he
r. 

H
ow

ev
er

, t
he

 E
S

S
P

R
O

S
 d

oe
s 

no
t r

ec
or

d 
se

pa
ra

te
ly

 a
ny

 tr
an

sa
ct

io
n 

w
hi

ch
 c

or
re

ct
s 

an
 e

ar
lie

r 

er
ro

ne
ou

s 
or

 u
na

ut
ho

ris
ed

 o
ne

. I
n 

th
at

 c
as

e,
 th

e 
va

lu
e 

of
 th

e 
re

ct
ify

in
g 

tr
an

sa
ct

io
n 

is
 n

et
te

d 

ag
ai

ns
t t

he
 v

al
ue

 o
f t

he
 p

re
vi

ou
s 

tr
an

sa
ct

io
n,

 a
s 

if 
ne

ith
er

 h
ad

 ta
ke

n 
pl

ac
e.

 E
xa

m
pl

es
 o

f 

re
ct

ify
in

g 
tr

an
sa

ct
io

ns
 a

re
 th

e 
re

fu
nd

 o
f o

ve
rp

ai
d 

so
ci

al
 c

on
tr

ib
ut

io
ns

 a
nd

 th
e 

re
pa

ym
en

t o
f 

13
5 

E
S

S
P

R
O

S
で

は
総

額
表

示
を

推
奨

す
る

。
例

え
ば

、
制

度
の

支
払

利
息

と
受

取
利

息
と

を
相

互
に

相
殺

し
て

は
な

ら
な

い
。

 

し
か

し
E

S
S

P
R

O
S

で
は

、
以

前
の

誤
っ

た
ま

た
は

無
許

可
の

取
引

を
修

正
す

る
取

引
を

別
個

に
記

入
し

な
い

。
こ

の

場
合

は
、

訂
正

す
る

取
引

の
価

額
は

、
ど

ち
ら

の
取

引
も

な
か

っ
た

も
の

と
し

て
以

前
の

取
引

の
価

額
と

相
殺

し
て

そ

の
差

額
を

表
示

す
る

。
訂

正
取

引
の

例
と

し
て

は
、

払
い

す
ぎ

た
社

会
保

険
拠

出
の

払
い

戻
し

や
誤

っ
て

支
給

し
た

給
付

の
返

済
が

あ
る

。
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be
ne

fit
s 

gr
an

te
d 

in
 e

rr
or

. 

If 
th

e 
go

ve
rn

m
en

t c
la

im
s 

ex
ce

ss
 re

se
rv

es
 o

f g
ov

er
nm

en
t-

co
nt

ro
lle

d 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

, 
 

th
is

 is
 r

ec
or

de
d 

un
de

r 
(n

eg
at

iv
e)

 G
en

er
al

 g
ov

er
nm

en
t c

on
tr

ib
ut

io
ns

 fo
r 

th
os

e 
sc

he
m

es
. 

政
府

の
支

払
い

請
求

が
公

営
社

会
保

護
制

度
の

積
立

金
を

超
え

る
と

き
は

、
こ

れ
を

制
度

へ
の

（
負

の
）
一

般
政

府

の
拠

出
と

し
て

計
上

す
る

。
 

13
6 

C
on

so
lid

at
io

n 
re

fe
rs

 to
 th

e 
m

ut
ua

l c
an

ce
lla

tio
n 

of
 tr

an
sa

ct
io

ns
 a

m
on

g 
sc

he
m

es
 in

 th
e 

sa
m

e 
gr

ou
p,

 fo
r 

ex
am

pl
e,

 a
m

on
g 

re
si

de
nt

 g
ov

er
nm

en
t-

co
nt

ro
lle

d 
sc

he
m

es
 o

r 
am

on
g 

th
e 

w
ho

le
 o

f s
ch

em
es

 o
pe

ra
tin

g 
in

 th
e 

co
un

tr
y.

 T
he

 E
S

S
P

R
O

S
 r

ec
om

m
en

ds
 n

ot
 to

 u
se

 

co
ns

ol
id

at
io

n 
in

 it
s 

ac
co

un
ts

. 

13
6 

「
整

理
統

合
」
と

は
、

同
一

グ
ル

ー
プ

の
制

度
間

（
例

え
ば

居
住

者
の

公
営

制
度

間
ま

た
は

そ
の

国
で

運
営

さ

れ
る

制
度

全
部

間
）
の

取
引

の
相

互
相

殺
を

い
う

。
E

S
S

P
R

O
S

は
、

帳
簿

で
の

整
理

統
合

を
し

な
い

よ
う

勧
告

す

る
。
 

8.
6 

R
ec

og
ni

si
ng

 th
e 

pr
in

ci
pa

l p
ar

ty
 

8.
6 

主
要

当
事

者
の

認
識

 

13
7 

W
he

n 
a 

un
it 

ca
rr

ie
s 

ou
t a

 tr
an

sa
ct

io
n 

on
 b

eh
al

f o
f a

no
th

er
 u

ni
t, 

th
e 

tr
an

sa
ct

io
n 

is
 re

co
rd

ed
 

on
ly

 in
 th

e 
ac

co
un

ts
 o

f t
he

 u
ni

t o
n 

w
ho

se
 b

eh
al

f t
he

 tr
an

sa
ct

io
n 

is
 m

ad
e.

 S
om

e 
se

rv
ic

e 
ch

ar
ge

 

m
ay

 a
pp

ea
r 

in
 th

e 
ac

co
un

ts
 o

f t
he

 u
ni

t s
er

vi
ng

 a
s 

in
te

rm
ed

ia
ry

. 

13
7 

あ
る

制
度

的
単

位
が

他
の

制
度

的
単

位
に

代
わ

っ
て

取
引

を
実

施
す

る
場

合
は

、
こ

の
取

引
は

取
引

が
そ

れ

に
代

わ
っ

て
行

わ
れ

る
単

位
の

帳
簿

だ
け

に
計

上
す

る
。

仲
介

者
を

務
め

る
単

位
の

帳
簿

に
多

少
の

サ
ー

ビ
ス

手
数

料
が

計
上

さ
れ

る
こ

と
が

あ
る

。
 

13
8 

In
 s

om
e 

ca
se

s 
it 

is
 n

ot
 c

le
ar

 o
n 

w
ho

se
 b

eh
al

f a
 tr

an
sa

ct
io

n 
is

 c
ar

rie
d 

ou
t. 

Fo
r 

in
st

an
ce

, i
n 

ca
se

 th
e 

ce
nt

ra
l g

ov
er

nm
en

t m
ak

es
 p

ay
m

en
ts

 to
 a

 lo
w

er
 g

ov
er

nm
en

t i
n 

or
de

r 
to

 e
na

bl
e 

th
e 

pr
ov

is
io

n 
of

 s
oc

ia
l b

en
ef

its
 a

t a
 lo

ca
l l

ev
el

, w
ho

 is
 r

un
ni

ng
 th

e 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
e,

 th
e 

ce
nt

ra
l g

ov
er

nm
en

t o
r 

th
e 

lo
ca

l o
ne

? 
Th

e 
an

sw
er

 is
 im

po
rt

an
t, 

bo
th

 in
 o

rd
er

 to
 a

vo
id

 d
ou

bl
e 

co
un

tin
g 

in
 th

e 
S

ys
te

m
 a

nd
 fo

r 
cl

as
si

fy
in

g 
al

l t
ra

ns
ac

tio
ns

 c
or

re
ct

ly
. 

Th
e 

ge
ne

ra
l r

ul
e 

in
 s

uc
h 

ci
rc

um
st

an
ce

s 
is

 th
at

 th
e 

un
it 

w
hi

ch
 is

 d
ea

lin
g 

di
re

ct
ly

 w
ith

 th
e 

ho
us

eh
ol

ds
 m

us
t b

e 
he

ld
 to

 b
e 

ru
nn

in
g 

th
e 

sc
he

m
e.

 In
 th

e 
ex

am
pl

e 
gi

ve
n 

ab
ov

e,
 th

is
 im

pl
ie

s 

th
at

 lo
ca

l g
ov

er
nm

en
t i

s 
ru

nn
in

g 
th

e 
sc

he
m

e,
 w

hi
ch

 is
 (p

ar
tia

lly
) f

in
an

ce
d 

by
 c

on
tr

ib
ut

io
ns

 fr
om

 

ce
nt

ra
l g

ov
er

nm
en

t. 

Th
e 

on
ly

 e
xc

ep
tio

n 
to

 th
is

 r
ul

e 
is

 w
he

n 
th

e 
un

it 
de

al
in

g 
di

re
ct

ly
 w

ith
 th

e 
ho

us
eh

ol
ds

 h
as

 n
o 

au
th

or
ity

 w
ha

ts
oe

ve
r 

ov
er

 th
e 

te
rm

s 
of

 th
e 

be
ne

fit
s 

(f
or

 e
xa

m
pl

e,
 le

ve
l o

f b
en

ef
it 

or
 e

lig
ib

ili
ty

).
  

In
 th

is
 c

as
e,

 th
at

 u
ni

t i
s 

he
ld

 to
 b

e 
ac

tin
g 

on
 b

eh
al

f o
f a

no
th

er
 u

ni
t. 

In
 th

e 
ex

am
pl

e 
ab

ov
e,

 th
e 

ce
nt

ra
l g

ov
er

nm
en

t p
ay

m
en

t w
ou

ld
 th

en
 b

e 
re

co
rd

ed
 a

s 
a 

so
ci

al
 b

en
ef

it,
 a

nd
 n

o 
tr

an
sa

ct
io

ns
 

w
ou

ld
 b

e 
re

co
rd

ed
 fo

r 
th

e 
lo

ca
l g

ov
er

nm
en

t u
ni

t. 

13
8 

場
合

に
よ

っ
て

は
取

引
が

ど
の

制
度

的
単

位
に

代
わ

っ
て

行
わ

れ
る

の
か

が
明

確
で

な
い

こ
と

が
あ

る
。

例
え

ば
、

地
方

レ
ベ

ル
で

の
社

会
給

付
提

供
を

可
能

と
す

る
た

め
中

央
政

府
が

下
位

の
政

府
に

支
払

を
行

う
場

合
、

そ
の

社
会

保
護

制
度

を
運

営
し

て
い

る
の

は
中

央
政

府
で

あ
ろ

う
か

そ
れ

と
も

地
方

政
府

で
あ

ろ
う

か
。

E
S

S
P

R
O

S
で

の

重
複

計
上

を
避

け
る

た
め

ま
た

全
て

の
取

引
の

正
確

な
分

類
の

た
め

、
こ

の
答

は
重

要
で

あ
る

。
 

こ
の

よ
う

な
状

況
に

お
け

る
一

般
的

な
規

則
は

、
家

計
を

直
接

扱
う

制
度

的
単

位
が

そ
の

制
度

を
運

営
し

て
い

る
と

み

な
す

こ
と

で
あ

る
。

上
記

の
例

で
い

え
ば

、
制

度
を

運
営

し
て

い
る

の
は

地
方

政
府

と
い

う
こ

と
に

な
り

、
こ

の
制

度
は

中
央

政
府

か
ら

の
拠

出
で

資
金

（
そ

の
一

部
）
を

調
達

し
て

い
る

。
 

こ
の

規
則

の
唯

一
の

例
外

は
、

家
計

を
直

接
扱

う
制

度
的

単
位

に
給

付
の

条
件

（
例

え
ば

給
付

レ
ベ

ル
や

受
給

権
）

に
つ

い
て

な
ん

ら
の

権
限

も
な

い
場

合
で

あ
る

。
こ

の
場

合
に

は
こ

の
制

度
は

、
別

の
単

位
に

代
わ

っ
て

活
動

し
て

い

る
も

の
と

み
な

す
。

上
記

の
例

で
は

、
中

央
政

府
の

支
払

い
は

社
会

給
付

と
し

て
計

上
さ

れ
、

地
方

政
府

の
単

位
に

つ
い

て
は

取
引

は
計

上
さ

れ
な

い
。
 

13
9 

If 
th

e 
lo

ca
l g

ov
er

nm
en

t r
ec

ei
ve

s 
so

ci
al

 c
on

tr
ib

ut
io

ns
 th

at
 it

 p
as

se
s 

on
 to

 c
en

tr
al

 

go
ve

rn
m

en
t, 

 t
he

 g
en

er
al

 r
ul

e 
is

 a
ga

in
 th

at
 th

e 
un

it 
di

re
ct

ly
 d

ea
lin

g 
w

ith
 th

e 
co

nt
rib

ut
or

s 
is

 

he
ld

 to
 r

ec
ei

ve
 th

e 
so

ci
al

 c
on

tr
ib

ut
io

ns
 o

n 
its

 o
w

n 
be

ha
lf,

 e
xc

ep
t w

he
n 

it 
ha

s 
no

 a
ut

ho
rit

y 

w
ha

ts
oe

ve
r 

ov
er

 th
e 

te
rm

s 
un

de
r 

w
hi

ch
 th

e 
co

nt
rib

ut
io

ns
 m

us
t b

e 
m

ad
e.

 

13
9 

地
方

政
府

が
社

会
保

険
拠

出
を

受
け

取
り

こ
れ

を
中

央
政

府
に

移
す

と
き

の
一

般
的

規
則

は
や

は
り

、
拠

出

実
施

条
件

に
つ

い
て

制
度

的
単

位
に

な
ん

ら
の

権
限

の
な

い
場

合
を

除
き

、
そ

の
拠

出
を

直
接

扱
う

単
位

が
自

己
の

た
め

に
社

会
保

険
拠

出
を

受
け

取
る

も
の

と
み

な
す

こ
と

で
あ

る
。

 

9 
 T

he
 r

es
t o

f t
he

 w
or

ld
 

9.
 海

外
部

門
 

9.
1 

Tr
an

sa
ct

io
ns

 w
ith

 th
e 

re
st

 o
f t

he
 w

or
ld

 
9.

1 
海

外
部

門
と

の
取

引
 

14
0 

Th
e 

co
m

pl
et

io
n 

of
 th

e 
E

ur
op

ea
n 

U
ni

on
 in

te
rn

al
 m

ar
ke

t m
ea

ns
 th

at
 in

 m
an

y 
ar

ea
s,

 
14

0 
 E

U
 域

内
市

場
の

完
成

は
、

社
会

保
護

を
含

む
多

く
の

分
野

に
お

い
て

海
外

部
門

と
の

取
引

が
重

要
性

を
増
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in
cl

ud
in

g 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n,

 tr
an

sa
ct

io
ns

 w
ith

 th
e 

R
es

t o
f t

he
 W

or
ld

 a
re

 g
ai

ni
ng

 in
 im

po
rt

an
ce

.

Th
e 

R
es

t o
f t

he
 W

or
ld

 is
 a

 g
ro

up
in

g 
of

 u
ni

ts
 w

ith
ou

t a
ny

 c
ha

ra
ct

er
is

tic
 fu

nc
tio

ns
 a

nd
 re

so
ur

ce
s;

 

it 
co

ns
is

ts
 o

f n
on

-r
es

id
en

t u
ni

ts
 in

so
fa

r 
as

 th
ey

 a
re

 e
ng

ag
ed

 in
 tr

an
sa

ct
io

ns
 w

ith
 r

es
id

en
t 

in
st

itu
tio

na
l u

ni
ts

, o
r 

ha
ve

 o
th

er
 e

co
no

m
ic

 li
nk

s 
w

ith
 r

es
id

en
t u

ni
ts

. 

し
て
く
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。

 

海
外

部
門

は
、
特

徴
的

な
機

能
お
よ
び
財

源
の

な
い
制

度
的

単
位

の
グ
ル

ー
プ
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
居

住
者

の
制

度

的
単

位
と
の

取
引

を
行

う
場

合
ま
た
は

居
住

者
の

制
度

的
単

位
と
の

そ
の

他
の

経
済

的
つ
な
が

り
を
持

つ
場

合
の

、

非
居

住
者

の
制

度
的

単
位

か
ら
な
る
。

 

14
1 

Th
e 

E
S

S
P

R
O

S
 r

ec
or

ds
 tr

an
sa

ct
io

ns
 w

ith
 th

e 
R

es
t o

f t
he

 W
or

ld
 o

nl
y 

in
so

fa
r 

as
 th

ey
 a

re
 

ca
rr

ie
d 

ou
t b

et
w

ee
n 

re
si

de
nt

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

es
 a

nd
 n

on
-r

es
id

en
t u

ni
ts

. 

In
 th

e 
re

ce
ip

ts
 o

f a
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
e,

 tr
an

sa
ct

io
ns

 w
ith

 th
e 

R
es

t o
f t

he
 W

or
ld

 c
an

 

co
nc

er
n 

th
e 

ca
te

go
rie

s 
S

oc
ia

l c
on

tr
ib

ut
io

ns
 a

nd
 O

th
er

 r
ec

ei
pt

s.
 E

xa
m

pl
es

 o
f t

he
 fo

rm
er

 a
re

 

so
ci

al
 c

on
tr

ib
ut

io
ns

 p
ai

d 
by

 n
on

-r
es

id
en

t h
ou

se
ho

ld
s 

or
 b

y 
no

n-
pr

of
it 

in
st

itu
tio

ns
 s

er
vi

ng
 

ho
us

eh
ol

ds
. H

ow
ev

er
, n

o 
br

ea
kd

ow
n 

by
 s

ec
to

r 
of

 o
rig

in
 is

 r
eq

ui
re

d 
in

 r
es

pe
ct

 o
f r

ec
ei

pt
s 

of
 

so
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

es
 fr

om
 th

e 
R

es
t o

f t
he

 W
or

ld
. I

n 
th

e 
ex

pe
nd

itu
re

, t
ra

ns
ac

tio
ns

 w
ith

 th
e 

R
es

t o
f t

he
 W

or
ld

 c
an

 c
on

ce
rn

 th
e 

ca
te

go
rie

s 
"S

oc
ia

l b
en

ef
its

" 
an

d 
"O

th
er

 e
xp

en
di

tu
re

".
 

14
1 

 E
S

S
P

R
O

S
 で

は
、
居

住
者

の
社

会
保

護
制

度
と
非

居
住

者
の

制
度

的
単

位
と
の

間
で
行

わ
れ

る
場

合
に

限
っ
て
海

外
部

門
と
の

取
引

を
計

上
す
る
。

 

社
会

保
護

制
度

の
収

入
に
お
い
て
海

外
部

門
と
の

取
引

は
、
社

会
保

険
拠

出
と
そ
の

他
の

収
入

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
関

係
し
得

る
。
前

者
の

例
に
は

、
非

居
住

者
家

計
ま
た
は

対
家

計
非

営
利

団
体

に
よ
る
社

会
保

険
拠

出
が

あ
る
。
た
だ

し
海

外
部

門
か

ら
の

社
会

保
護

制
度

の
収

入
に
関

し
て
は

、
発

生
部

門
別

の
内

訳
を
要

し
な
い
。
支

出
面

で
は

海
外

部
門

と
の

取
引

は
、
社

会
給

付
そ
の

他
の

支
出

カ
テ
ゴ
リ
ー

に
関

係
す
る
可

能
性

が
あ
る
。

 

9.
2 

Th
e 

de
fin

iti
on

 o
f r

es
id

en
ce

 
9.

2 
居

住
の

定
義

 

14
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Th
e 

co
nc

ep
t o

f r
es

id
en

ce
 in

 th
e 

E
S

S
P

R
O

S
 is

 th
e 

sa
m

e 
as

 u
se

d 
in

 th
e 

fif
th

 e
di

tio
n 

of
 th

e 

B
al

an
ce

 o
f P

ay
m

en
ts

 M
an

ua
l o

f t
he

 In
te

rn
at

io
na

l M
on

et
ar

y 
Fu

nd
 (

IM
F)

 a
nd

 th
e 

na
tio

na
l 

ac
co

un
ts

. T
he

 m
ai

n 
de

fin
iti

on
s 

ar
e 

su
m

m
ar

is
ed

 h
er

e.
 

14
2 

 E
S

S
P

R
O

S
 に

お
け
る
居

住
の

定
義

は
、
国

際
通

貨
基

金
（
IM

F）
の

「
貸

借
対

照
表

マ
ニ
ュ
ア
ル

」
第

5 
版

お
よ
び
国

民
経

済
計

算
で
用

い
ら
れ

て
い
る
も
の

と
同

じ
で
あ
る
。
主

な
定

義
を
こ
こ
に
要

約
し
て
お
く
。

 

14
3 

A
n 

in
st

itu
tio

na
l u

ni
t i

s 
co

ns
id

er
ed

 to
 b

e 
re

si
de

nt
 in

 a
 c

ou
nt

ry
 w

he
n 

th
er

e 
ex

is
ts

 s
om

e 

lo
ca

tio
n 

- 
dw

el
lin

g,
 p

la
ce

 o
f p

ro
du

ct
io

n 
or

 o
th

er
 p

re
m

is
es

 -
 w

ith
in

 th
e 

te
rr

ito
ry

 o
f t

ha
t c

ou
nt

ry
 

on
, o

r 
fr

om
, w

hi
ch

 th
e 

in
st

itu
tio

na
l u

ni
t e

ng
ag

es
 a

nd
 in

te
nd

s 
to

 c
on

tin
ue

 to
 e

ng
ag

e 
fo

r 
at

 le
as

t 

on
e 

ye
ar

 in
 a

ct
iv

iti
es

 a
nd

 tr
an

sa
ct

io
ns

 o
n 

a 
si

gn
ifi

ca
nt

 s
ca

le
. T

he
 te

rr
ito

ry
 o

f a
 c

ou
nt

ry
 c

on
si

st
s 

of
 th

e 
ge

og
ra

ph
ic

 s
pa

ce
 a

dm
in

is
te

re
d 

by
 a

 n
at

io
na

l g
ov

er
nm

en
t w

ith
in

 w
hi

ch
 p

er
so

ns
, g

oo
ds

 

an
d 

ca
pi

ta
l c

irc
ul

at
e 

fr
ee

ly
. I

t i
nc

lu
de

s 
th

e 
ai

rs
pa

ce
, t

er
rit

or
ia

l w
at

er
s 

an
d 

so
 o

n 
un

de
r 

th
e 

ju
ris

di
ct

io
n 

of
 th

e 
co

un
tr

y 
an

d 
al

so
 c

le
ar

ly
 d

em
ar

ca
te

d 
ar

ea
s 

of
 la

nd
 lo

ca
te

d 
in

 o
th

er
 c

ou
nt

rie
s 

w
hi

ch
 a

re
 u

se
d 

by
 g

ov
er

nm
en

t w
ith

 th
e 

fo
rm

al
 p

ol
iti

ca
l a

gr
ee

m
en

t o
f t

he
 h

os
t c

ou
nt

ry
. 

 

E
xa

m
pl

es
 a

re
 e

m
ba

ss
ie

s,
 c

on
su

la
te

s,
 m

ili
ta

ry
 b

as
es

 a
nd

 s
ci

en
tif

ic
 s

ta
tio

ns
. S

im
ila

r 
ar

ea
s 

w
ith

in
 it

s 
ow

n 
bo

rd
er

s 
us

ed
 b

y 
fo

re
ig

n 
go

ve
rn

m
en

ts
 a

nd
 in

te
rn

at
io

na
l o

rg
an

is
at

io
ns

 w
ho

se
 

m
em

be
rs

 a
re

 n
at

io
na

l s
ta

te
s 

ar
e 

ex
cl

ud
ed

. 
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「
制

度
的

単
位

」
は

、
国

の
領

土
内

に
制

度
的

単
位

が
少

な
く
と
も

1 
年

間
相

当
規

模
の

活
動

お
よ
び
取

引
に

従
事

し
か

つ
継

続
し
て
従

事
す
る
意

図
を
持

つ
場

所
－

－
住

居
、
生

産
場

所
そ
の

他
の

場
所

－
－

の
あ
る
場

合
、
そ

の
国

の
居

住
者

と
み

な
さ
れ

る
。
国

の
領

土
は

、
国

の
政

府
の

管
理

す
る
地

理
的

ス
ペ
ー
ス
で
あ
っ
て
そ
の

中
で
人

、

財
お
よ
び
資

本
が

自
由

に
流

通
す
る
も
の

か
ら
な
る
。
こ
れ

に
は

そ
の

国
の

管
轄

権
の

あ
る
領

空
、
領

海
等

お
よ
び

他
の

国
に
所

在
す

る
明

確
な
境

界
の

あ
る
地

域
で
あ
っ
て
受

入
国

の
正

式
な
政

治
的

合
意

に
基

づ
き
政

府
が

使
用

す
る
地

域
が

含
ま
れ

る
。
例

と
し
て
は

、
大

使
館

、
領

事
館

、
軍

事
基

地
お
よ
び
科

学
的

機
関

が
あ
る
。
外

国
政

府
お

よ
び
国

家
を
メ
ン
バ

ー
と
す
る
国

際
機

関
の

使
用

す
る
国

境
内

の
こ
れ

に
類

す
る
地

域
は

、
除

外
す
る
。

 

So
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

es
 

社
会

保
護

制
度

 

14
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S
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

es
 h

av
e 

th
e 

sa
m

e 
re

si
de

nc
e 

as
 th

e 
in

st
itu

tio
na

l u
ni

ts
 th

at
 m

an
ag

e 

th
em

. 

Th
is

 ru
le

 im
pl

ie
s 

th
at

 M
em

be
r S

ta
te

s 
sh

ou
ld

 re
po

rt
 o

n 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

 w
hi

ch
 a

re
 ru

n 

by
 lo

ca
l o

ffi
ce

s 
of

 fo
re

ig
n 

in
su

ra
nc

e 
co

m
pa

ni
es

. B
y 

th
e 

sa
m

e 
to

ke
n,

 th
e 

M
em

be
r 

S
ta

te
's
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社
会

保
護

制
度

は
、
そ
れ

を
運

営
す
る
制

度
的

単
位

と
居

住
が

同
じ
で
あ
る
。

 

こ
の

規
則

は
、
加

盟
国

が
外

国
の

保
険

会
社

の
現

地
事

務
所

の
運

営
す
る
社

会
保

護
制

度
に
つ
い
て
報

告
す
べ

き

で
あ
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
同

様
に
、
加

盟
国

の
報

告
か

ら
そ
の

加
盟

国
の

保
険

会
社

の
外

国
支

店
ま
た
は

子
会

社

の
運

営
す
る
社

会
保

険
制

度
は

除
外

す
べ

き
で
あ
る
。
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re
po

rt
s 

sh
ou

ld
 e

xc
lu

de
 a

ny
 s

oc
ia

l i
ns

ur
an

ce
 s

ch
em

es
 r

un
 b

y 
fo

re
ig

n 
br

an
ch

es
 o

r 
su

bs
id

ia
rie

s 

of
 th

at
 M

em
be

r 
S

ta
te

's
 in

su
ra

nc
e 

co
m

pa
ni

es
. 

S
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

es
 w

hi
ch

 a
re

 fi
na

nc
ed

 b
y 

m
ea

ns
 o

f d
ev

el
op

m
en

t a
id

 a
re

 c
on

si
de

re
d 

to
 

be
 r

es
id

en
t o

f t
he

 d
ev

el
op

in
g 

co
un

tr
ie

s 
in

 w
hi

ch
 th

ey
 o

pe
ra

te
. 

開
発

援
助

で
資

金
を
調

達
す
る
社

会
保

護
制

度
は

、
そ
の

制
度

が
運

営
さ
れ

る
開

発
途

上
国

の
居

住
者

と
み

な
さ

れ
る
。

 

C
or

po
ra

tio
ns

 
法

人
企

業
 

14
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C
or

po
ra

tio
ns

 a
re

 r
es

id
en

t i
n 

th
e 

co
un

tr
y 

w
he

re
 th

ey
 a

re
 e

ng
ag

ed
 in

 th
e 

pr
od

uc
tio

n 
of

 

go
od

s 
an

d 
se

rv
ic

es
 o

n 
a 

si
gn

ifi
ca

nt
 s

ca
le

, o
r 

w
he

re
 th

ey
 o

w
n 

la
nd

 o
r 

bu
ild

in
gs

 lo
ca

te
d 

th
er

e.
 

W
he

n 
a 

co
rp

or
at

io
n 

m
ai

nt
ai

ns
 a

 b
ra

nc
h,

 o
ffi

ce
 o

r p
ro

du
ct

io
n 

si
te

 in
 a

no
th

er
 c

ou
nt

ry
 in

 o
rd

er
 to

 

en
ga

ge
 in

 a
 s

ig
ni

fic
an

t l
ev

el
 o

f p
ro

du
ct

io
n 

ov
er

 a
 lo

ng
 p

er
io

d 
of

 ti
m

e 
bu

t w
ith

ou
t c

re
at

in
g 

a 

su
bs

id
ia

ry
 c

or
po

ra
tio

n 
fo

r t
ha

t p
ur

po
se

, t
he

 b
ra

nc
h,

 o
ffi

ce
 o

r s
ite

 is
 c

on
si

de
re

d 
to

 b
e 

a 
re

si
de

nt
 

in
st

itu
tio

na
l u

ni
t o

f t
he

 c
ou

nt
ry

 in
 w

hi
ch

 it
 is

 lo
ca

te
d.
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法
人

企
業

は
、
相

当
規

模
で
財

お
よ
び
サ

ー
ビ
ス
の

生
産

に
従

事
す
る
国

ま
た
は

所
有

す
る
土

地
ま
た
は

建

物
が

位
置

す
る
国

の
居

住
者

で
あ
る
。

 

法
人

企
業

が
長

期
間

相
当

な
レ
ベ
ル

の
生

産
に
従

事
す
る
た
め

別
の

国
に
支

店
、
事

務
所

ま
た
は

生
産

現
場

を
維

持
し
て
い
る
が

そ
の

目
的

で
の

子
会

社
を
設

立
し
な
い
場

合
は

、
そ
の

支
店

、
事

務
所

ま
た
は

生
産

現
場

は
そ
の

所

在
す
る
国

の
居

住
者

で
あ
る
制

度
的

単
位

と
み

な
す
。

 

G
en

er
al

 g
ov

er
nm

en
t 

一
般

政
府

 

14
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Th
e 

le
ga

l e
nt

iti
es

 e
st

ab
lis

he
d 

by
 p

ol
iti

ca
l p

ro
ce

ss
es

 a
s 

ha
vi

ng
 le

gi
sl

at
iv

e,
 ju

di
ci

al
 o

r 

ex
ec

ut
iv

e 
au

th
or

ity
 o

ve
r 

ot
he

r 
in

st
itu

tio
na

l u
ni

ts
 a

re
 r

es
id

en
t i

n 
th

e 
co

un
tr

y 
in

 w
hi

ch
 th

ey
 h

av
e 

ju
ris

di
ct

io
n.

 S
oc

ia
l s

ec
ur

ity
 fu

nd
s 

an
d 

go
ve

rn
m

en
t n

on
-p

ro
fit

 in
st

itu
tio

ns
 a

re
 r

es
id

en
t i

n 
th

e 

co
un

tr
y 

w
he

re
 th

ey
 a

re
 lo

ca
te

d.
 

In
te

rn
at

io
na

l o
rg

an
is

at
io

ns
 w

ho
se

 m
em

be
rs

 a
re

 n
at

io
na

l s
ta

te
s,

 s
uc

h 
as

 th
e 

E
ur

op
ea

n 
U

ni
on

 

or
 th

e 
N

or
th

 A
tla

nt
ic

 T
re

at
y 

O
rg

an
is

at
io

n,
 a

re
 n

ot
 c

on
si

de
re

d 
re

si
de

nt
 in

 a
ny

 c
ou

nt
ry

, i
nc

lu
di

ng
 

th
os

e 
in

 w
hi

ch
 th

ey
 a

re
 lo

ca
te

d 
or

 c
on

du
ct

 th
ei

r 
af

fa
irs

. 
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他
の

制
度

的
単

位
に
対

す
る
立

法
上

、
司

法
上

ま
た
は

行
政

上
の

権
限

を
有

す
る
も
の

と
し
て
政

治
過

程
に

よ
り
設

立
さ
れ

る
法

的
組

織
体

は
、
管

轄
権

を
有

す
る
国

の
居

住
者

で
あ
る
。
社

会
保

障
基

金
お
よ
び
政

府
の

非
営

利
団

体
は

、
所

在
す
る
国

の
居

住
者

で
あ
る
。

 

加
盟

国
が

国
家

で
あ
る
国

際
機

関
、
例

え
ば

E
U

 や
N

AT
O

 は
、
所

在
す
る
ま
た
は

事
業

を
行

う
国

を
含

む
ど
の

国

の
居

住
者

と
も
み

な
さ
な
い
。

 

H
ou

se
ho

ld
s 

an
d 

in
di

vi
du

al
s 

家
計

お
よ
び

個
人
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H
ou

se
ho

ld
s 

ar
e 

re
si

de
nt

 in
 th

e 
co

un
tr

y 
w

he
re

 th
ei

r 
pr

in
ci

pa
l c

om
m

on
 a

cc
om

m
od

at
io

n 
is

 

lo
ca

te
d.

 A
ll 

in
di

vi
du

al
 m

em
be

rs
 o

f a
 h

ou
se

ho
ld

 h
av

e 
th

e 
sa

m
e 

re
si

de
nc

e.
 If

 th
e 

m
em

be
rs

 o
f a

 

ho
us

eh
ol

d 
liv

e 
in

 d
iff

er
en

t c
ou

nt
rie

s 
fo

r 
m

or
e 

th
an

 o
ne

 y
ea

r, 
th

at
 p

ar
tic

ul
ar

 in
st

itu
tio

na
l 

ho
us

eh
ol

d 
is

 s
pl

it 
in

to
 tw

o 
or

 m
or

e 
ho

us
eh

ol
ds

 re
si

de
nt

 in
 d

iff
er

en
t c

ou
nt

rie
s.

 T
he

 re
si

de
nc

e 
of

 

ho
us

eh
ol

ds
 a

nd
 in

di
vi

du
al

s 
is

 th
er

ef
or

e 
no

t d
et

er
m

in
ed

 b
y 

na
tio

na
lit

y 
or

 le
ga

l s
ta

tu
s,

 b
ut

 b
y 

no
rm

al
 lo

ca
tio

n.
 

S
om

e 
sp

ec
ifi

c 
ru

le
s 

ar
e:

 

･ 
cr

os
s-

bo
rd

er
 w

or
ke

rs
 a

re
 r

es
id

en
t i

n 
th

e 
co

un
tr

y 
in

 w
hi

ch
 th

ei
r 

ho
us

eh
ol

ds
 h

av
e 

th
ei

r 

pr
in

ci
pa

l a
cc

om
m

od
at

io
n;

 

･ 
tr

av
el

le
rs

, v
is

ito
rs

 a
nd

 s
ea

so
na

l w
or

ke
rs

 r
em

ai
n 

re
si

de
nt

s 
of

 th
ei

r 
ho

m
e 

co
un

tr
y,

  

pr
ov

id
ed

 th
ey

 r
et

ur
n 

to
 th

at
 c

ou
nt

ry
 w

ith
in

 o
ne

 y
ea

r;
 

･ 
st

ud
en

ts
 r

em
ai

n 
re

si
de

nt
s 

of
 th

ei
r 

co
un

tr
y 

of
 o

rig
in

 h
ow

ev
er

 lo
ng

 th
ey

 s
tu

dy
 a

br
oa

d,
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家
計

は
、
主

な
共

通
住

居
の

所
在

す
る
国

の
居

住
者

で
あ
る
。
家

計
の

全
個

人
メ
ン
バ

ー
の

居
住

は
、
家

計
と

同
じ
で
あ
る
。
家

計
の

メ
ン
バ

ー
が

一
年

以
上

他
の

国
に
居

住
す
る
と
き
は

、
そ
の

特
定

の
制

度
的

家
計

は
、
そ
れ

ぞ

れ
の

国
の

二
つ
以

上
の

居
住

者
家

計
に
分

割
す
る
。
し
た
が

っ
て
家

計
お
よ
び
個

人
の

居
住

は
、
国

籍
ま
た
は

法
的

地
位

で
は

な
く
、
通

常
の

所
在

地
に
よ
っ
て
決

定
さ
れ

る
。

 

次
の

よ
う
な
特

定
の

規
則

が
あ
る
。

 

･ 
国

境
を
越

え
る
勤

労
者

は
、
そ
の

家
計

が
主

た
る
住

居
を
有

す
る
国

の
居

住
者

で
あ
る
。

 

･ 
旅

行
者

、
訪

問
者

お
よ
び
季

節
労

働
者

は
、
一

年
以

内
に
母

国
に
帰

国
す
る
と
き
は

母
国

の
居

住
者

に

留
ま
る
。

 

･ 
学

生
は

受
入

国
で
家

族
を
設

け
な
け
れ

ば
、
長

期
間

海
外

留
学

を
行

っ
た
場

合
も
出

生
国

の
居

住
者

で

あ
る
。

 

･ 
国

際
機

関
の

被
用

者
は

一
年

ま
た
は

そ
れ

以
上

住
居

を
持

つ
と
予

想
さ
れ

る
国

の
居

住
者

で
あ
る
。

 

･ 
他

方
、
軍

人
、
外

交
官

そ
の

他
の

公
務

員
で
政

府
が

海
外

に
配

属
す
る
者

は
、
そ
の

資
格

で
長

期
間

海
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pr
ov

id
ed

 th
ey

 d
o 

no
t s

ta
rt

 a
 fa

m
ily

 in
 th

e 
ho

st
 c

ou
nt

ry
; 

･ 
em

pl
oy

ee
s 

of
 in

te
rn

at
io

na
l o

rg
an

is
at

io
ns

 a
re

 r
es

id
en

ts
 o

f t
he

 c
ou

nt
ry

 in
 w

hi
ch

 th
ey

 a
re

 

ex
pe

ct
ed

 to
 h

av
e 

th
ei

r 
ab

od
e 

fo
r 

on
e 

ye
ar

 o
r 

m
or

e;
 

･ 
on

 th
e 

ot
he

r 
ha

nd
, m

ili
ta

ry
 p

er
so

nn
el

, d
ip

lo
m

at
s 

an
d 

ot
he

r 
pu

bl
ic

 s
er

va
nt

s 
w

ho
m

 a
 

go
ve

rn
m

en
t p

os
ts

 a
br

oa
d 

ha
ve

 th
e 

sa
m

e 
re

si
de

nc
e 

as
 th

e 
em

pl
oy

in
g 

go
ve

rn
m

en
t 

ho
w

ev
er

 lo
ng

 th
ey

 s
ta

y 
ab

ro
ad

 in
 th

is
 c

ap
ac

ity
; 

･ 
lo

ca
lly

 r
ec

ru
ite

d 
st

af
f o

f o
ve

rs
ea

s 
m

ili
ta

ry
 b

as
es

, e
m

ba
ss

ie
s,

 c
on

su
la

te
s 

an
d 

so
 o

n 
ar

e 

re
si

de
nt

s 
of

 th
e 

co
un

tr
y 

in
 w

hi
ch

 th
ey

 li
ve

. 

外
に

滞
在

す
る

と
き

で
も

雇
用

す
る

政
府

と
同

じ
居

住
を

持
つ

。
 

･ 
海

外
の

軍
事

基
地

、
大

使
館

、
領

事
館

な
ど

の
現

地
採

用
の

ス
タ

ッ
フ

は
、

居
住

す
る

国
の

居
住

者
で

あ

る
。

 

N
on

-p
ro

fit
 in

st
itu

tio
ns

 s
er

vi
ng

 h
ou

se
ho

ld
s 

対
家

計
非

営
利

団
体

 

14
8 

N
on

-p
ro

fit
 in

st
itu

tio
ns

 s
er

vi
ng

 h
ou

se
ho

ld
s 

ar
e 

re
si

de
nt

 in
 th

e 
co

un
tr

y 
un

de
r 

w
ho

se
 la

w
s 

an
d 

re
gu

la
tio

ns
 th

ey
 w

er
e 

cr
ea

te
d 

an
d 

w
he

re
 th

ei
r 

ex
is

te
nc

e 
as

 a
 le

ga
l o

r 
so

ci
al

 e
nt

ity
 is

 

of
fic

ia
lly

 
re

co
gn

is
ed

 a
nd

 re
co

rd
ed

. I
f a

 n
on

-p
ro

fit
 in

st
itu

tio
n 

is
 e

ng
ag

ed
 in

 c
ha

rit
y 

or
 re

lie
f w

or
k 

on
 a

n 
in

te
rn

at
io

na
l s

ca
le

 a
nd

 m
ai

nt
ai

ns
 a

 b
ra

nc
h 

fo
r 

on
e 

ye
ar

 o
r 

m
or

e 
in

 a
 fo

re
ig

n 
co

un
tr

y,
 

th
at

 
br

an
ch

 s
ho

ul
d 

be
 c

on
si

de
re

d 
as

 a
 r

es
id

en
t o

f t
he

 fo
re

ig
n 

co
un

tr
y.

 

14
8 

対
家

計
非

営
利

団
体

は
、

そ
の

国
の

法
律

お
よ

び
規

則
に

基
づ

き
創

設
さ

れ
か

つ
法

的
組

織
体

ま
た

は
社

会

的
組

織
体

と
し

て
の

存
在

が
公

式
に

認
め

ら
れ

記
録

さ
れ

る
国

の
居

住
者

で
あ

る
。

非
営

利
団

体
が

国
際

的
規

模
で

慈
善

事
業

ま
た

は
救

済
事

業
に

従
事

し
て

お
り

外
国

に
一

年
ま

た
は

そ
れ

以
上

支
部

を
維

持
す

る
と

き
は

、
そ

の
支

部
は

当
該

外
国

の
居

住
者

と
み

な
す

べ
き

で
あ

る
。

 

PA
R

T 
2:

 C
LA

S
S

IF
IC

AT
IO

N
 O

F 
B

E
N

E
FI

TS
 IN

 T
H

E
 C

O
R

E
 S

Y
S

TE
M

 
第

2
部

 
コ

ア
・
シ

ス
テ

ム
に

お
け

る
給

付
の

分
類

 

1 
 I

nt
ro

du
ct

io
n 

1.
 は

じ
め

に
 

P
ar

t 2
 o

f t
he

 E
S

S
P

R
O

S
 M

an
ua

l (
21

) d
ef

in
es

 th
e 

va
rio

us
 ty

pe
s 

of
 b

en
ef

its
 c

la
ss

ifi
ed

 b
y 

fu
nc

tio
n 

of
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n.

 

 (2
1)

 F
or

 a
 g

en
er

al
 d

es
cr

ip
tio

n 
of

 th
e 

E
S

S
P

R
O

S
, s

ee
 th

e 
in

tr
od

uc
tio

n 
to

 P
ar

t 1
 o

f t
he

 p
re

se
nt

 M
an

ua
l. 

「
E

S
S

P
R

O
S

マ
ニ

ュ
ア

ル
」
第

2部
（
注

21
）
で

は
、

種
々

の
タ

イ
プ

の
給

付
を

社
会

保
護

機
能

別
で

分
類

し
て

定
義

し
て

い
る

。
 

 注
21

）
 

E
S

S
P

R
O

S
の

全
般

的
説

明
は

、
本

マ
ニ

ュ
ア

ル
第

1
部

参
照

。
 

1A
 T

hi
s 

P
ar

t i
s 

in
te

nd
ed

 a
s 

a 
gu

id
e 

fo
r b

ot
h 

co
lle

ct
or

s 
an

d 
us

er
s 

of
 th

e 
st

at
is

tic
s.

 C
ol

le
ct

or
s 

w
ill

 

be
 g

ui
de

d,
 w

ith
 th

e 
he

lp
 o

f e
xa

m
pl

es
 a

nd
 d

et
ai

le
d 

ex
pl

an
at

io
ns

, t
hr

ou
gh

 th
e 

ta
sk

 o
f c

la
ss

ify
in

g 

na
tio

na
l b

en
ef

its
 w

ith
in

 a
 c

om
m

on
 E

ur
op

ea
n 

fr
am

ew
or

k.
 U

se
rs

 w
ill

 fi
nd

 in
fo

rm
at

io
n 

to
 a

ss
is

t 

w
ith

 c
om

pa
ra

tiv
e 

an
al

ys
is

 o
f t

he
 d

at
a.

 

1A
こ

の
部

は
、

統
計

の
収

集
者

、
ユ

ー
ザ

両
方

の
た

め
の

手
引

を
意

図
し

て
い

る
。

統
計

収
集

者
は

、
実

例
や

詳
細

な
説

明
の

助
け

に
よ

っ
て

、
自

国
の

給
付

を
欧

州
共

通
の

枠
組

み
内

で
分

類
す

る
作

業
に

お
い

て
指

針
を

得
る

で
あ

ろ
う

。
ま

た
統

計
ユ

ー
ザ

は
、

デ
ー

タ
の

比
較

分
析

に
関

し
て

役
立

つ
情

報
を

見
出

す
で

あ
ろ

う
。
 

2 
Th

e 
gr

ea
t d

et
ai

l o
f t

yp
es

 o
f b

en
ef

its
 in

tr
od

uc
ed

 w
ith

 th
e 

pr
es

en
t P

ar
t a

llo
w

s 
a 

be
tte

r 

un
de

rs
ta

nd
in

g 
of

 th
e 

so
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n 
sy

st
em

s 
in

 th
e 

M
em

be
r 

S
ta

te
s 

an
d 

pe
rm

its
 th

e 
us

er
s 

of
 

th
e 

st
at

is
tic

s 
to

 fo
rm

 g
ro

up
in

gs
 o

f b
en

ef
its

 a
cc

or
di

ng
 to

 th
ei

r 
an

al
ys

is
 n

ee
ds

. D
at

a 
ca

n 
be

 

an
al

ys
ed

 b
y 

fu
nc

tio
n 

of
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n,

 b
ut

 a
ls

o 
ac

co
rd

in
g 

to
 o

th
er

 c
rit

er
ia

, f
or

 e
xa

m
pl

e 
by

 

gr
ou

pi
ng

 a
ll 

th
e 

be
ne

fit
s 

pa
id

 in
 th

e 
tr

an
si

tio
n 

fr
om

 w
or

k 
to

 r
et

ire
m

en
t. 

It 
ca

n 
be

 s
ai

d 
th

er
ef

or
e 

th
at

, a
lth

ou
gh

 th
is

 M
an

ua
l g

ro
up

s 
be

ne
fit

s 
by

 fu
nc

tio
n 

(t
ha

t i
s,

 b
y 

th
ei

r 
fin

al
ity

),
 th

e 
ty

pe
s 

of
 

be
ne

fit
s 

ha
ve

 b
ee

n 
de

fin
ed

 in
 s

uc
h 

a 
w

ay
 th

at
 th

ey
 c

an
 b

e 
ea

si
ly

 re
gr

ou
pe

d 
ac

co
rd

in
g 

to
 o

th
er

 

cr
ite

ria
. 

2 
こ

の
部

で
述

べ
る

給
付

の
極

め
て

細
か

い
分

類
に

よ
っ

て
、

加
盟

国
の

社
会

保
護

シ
ス

テ
ム

の
理

解
が

深
ま

り
、

ま
た

統
計

ユ
ー

ザ
は

そ
の

分
析

ニ
ー

ズ
に

従
っ

て
給

付
の

分
類

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

デ
ー

タ
の

分
析

は
、

社
会

保

護
機

能
に

よ
っ

て
行

う
こ

と
も

で
き

る
が

、
他

の
基

準
、

例
え

ば
就

労
生

活
か

ら
退

職
へ

の
移

行
に

お
い

て
支

給
さ

れ

る
全

て
の

給
付

の
分

類
に

よ
っ

て
も

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
し

た
が

っ
て

本
マ

ニ
ュ

ア
ル

は
給

付
を

機
能

別
（
す

な
わ

ち

最
終

目
的

別
）
に

グ
ル

ー
プ

分
け

し
て

い
る

が
、

給
付

の
種

類
は

そ
の

他
の

基
準

に
基

づ
い

て
容

易
に

再
分

類
が

で

き
る

よ
う

な
形

で
定

義
し

て
あ

る
。

 

こ
の

こ
と

に
よ

り
、

E
S

S
P

R
O

S
の

フ
レ

キ
シ

ビ
リ

テ
ィ

が
大

き
く

な
っ

て
い

る
。

し
か

し
統

計
ユ

ー
ザ

に
対

し
て

は
、

国
別

比
較

を
単

一
種

類
の

給
付

の
レ

ベ
ル

で
行

わ
な

い
よ

う
警

告
す

る
。

事
実

こ
の

よ
う

な
比

較
は

、
加

盟
国

が
同

一
目
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Th
is

 in
tr

od
uc

es
 a

 g
re

at
 le

ve
l o

f f
le

xi
bi

lit
y 

in
 th

e 
sy

st
em

. T
he

 u
se

r 
of

 th
e 

st
at

is
tic

s,
 h

ow
ev

er
, 

 

m
us

t b
e 

w
ar

ne
d 

ag
ai

ns
t c

ar
ry

in
g 

ou
t c

ro
ss

-c
ou

nt
ry

 c
om

pa
ris

on
s 

at
 th

e 
le

ve
l o

f s
in

gl
e 

ty
pe

s 
of

 

be
ne

fit
s.

 S
uc

h 
co

m
pa

ris
on

s 
in

 fa
ct

 c
an

 b
e 

ve
ry

 m
is

le
ad

in
g,

 a
s 

th
e 

M
em

be
r 

S
ta

te
s 

m
ay

 u
se

 

di
ffe

re
nt

 ty
pe

s 
of

 b
en

ef
its

 to
 fu

lfi
l t

he
 s

am
e 

ob
je

ct
iv

es
. 

Fo
r 

th
is

 r
ea

so
n,

 it
 a

pp
ea

rs
 a

dv
is

ab
le

 to
 c

ar
ry

 o
ut

 c
ro

ss
-c

ou
nt

ry
 c

om
pa

ris
on

s 
at

 m
or

e 

ag
gr

eg
at

ed
 le

ve
ls

. T
he

 g
en

er
al

 c
la

ss
ifi

ca
tio

n 
of

 b
en

ef
its

 p
re

se
nt

ed
 in

 P
ar

t 1
, c

ha
pt

er
 7

, w
hi

ch
 

di
st

in
gu

is
he

s 
be

ne
fit

s 
in

 c
as

h 
an

d 
be

ne
fit

s 
in

 k
in

d,
 p

er
io

di
c 

be
ne

fit
s 

an
d 

be
ne

fit
s 

pa
id

 o
nc

e 

on
ly

 (
lu

m
p 

su
m

s)
, a

s 
w

el
l a

s 
m

ea
ns

-t
es

te
d 

an
d 

no
n 

m
ea

ns
-t

es
te

d 
be

ne
fit

s,
 c

an
 b

e 

ve
ry

va
lu

ab
le

. T
he

 ta
bl

es
 p

re
se

nt
ed

 in
 th

is
 p

ar
t d

o 
no

t r
ep

ea
t t

he
se

 g
en

er
al

 c
la

ss
ifi

ca
tio

n 

ca
te

go
rie

s 
(e

xc
ep

t t
he

 d
is

tin
ct

io
n 

ca
sh

 b
en

ef
its

 -
 b

en
ef

its
 in

 k
in

d)
. T

he
 c

ro
ss

-c
la

ss
ifi

ca
tio

n 
of

 

al
l t

he
 b

en
ef

it 
ty

pe
s 

pr
es

en
te

d 
in

 th
e 

C
or

e 
of

 th
e 

E
S

S
P

R
O

S
 is

 p
re

se
nt

ed
 in

 th
e 

at
ta

ch
ed

 

E
S

S
P

R
O

S
 q

ue
st

io
nn

ai
re

 (
A

pp
en

di
x 

I)
. 

的
に

異
な

る
種

類
の

給
付

を
用

い
て

い
る

こ
と

が
あ

り
得

る
た

め
、

極
め

て
誤

解
を

招
く

も
の

で
あ

る
。

 

こ
の

理
由

か
ら

、
国

別
比

較
を

よ
り

総
合

的
な

レ
ベ

ル
で

行
う

の
が

賢
明

に
思

わ
れ

る
。

第
1

部
第

7
章

で
は

現
金

給

付
と

現
物

給
付

、
定

期
的

給
付

と
一

度
限

り
の

給
付

（
一

括
給

付
）
、

資
産

調
査

の
あ

る
給

付
と

な
い

給
付

と
を

区
別

し
た

が
、

同
章

に
示

し
た

給
付

の
全

般
的

分
類

は
、

極
め

て
価

値
あ

る
も

の
と

な
り

得
る

。
こ

の
部

に
示

す
各

表
で

は
、

こ
れ

ら
の

全
般

的
分

類
カ

テ
ゴ

リ
ー

は
繰

り
返

さ
な

い
（
現

金
給

付
と

現
物

給
付

の
区

別
は

除
く

）
。

E
S

S
P

R
O

S

の
コ

ア
・
シ

ス
テ

ム
で

示
し

た
全

て
の

給
付

タ
イ

プ
の

ク
ロ

ス
分

類
は

、
添

付
し

た
E

S
S

P
R

O
S

調
査

票
（
付

属
資

料

１
）
に

掲
げ

て
あ

る
。
 

3 
A

no
th

er
 a

sp
ec

t o
f f

le
xi

bi
lit

y 
in

tr
od

uc
ed

 w
ith

 th
e 

re
vi

se
d 

E
S

S
P

R
O

S
 is

 th
e 

fa
ct

 th
at

 th
e 

co
nt

en
t 

of
 th

is
 P

ar
t c

an
 b

e 
m

od
ifi

ed
 w

ith
ou

t a
ffe

ct
in

g 
th

e 
ge

ne
ra

l p
rin

ci
pl

es
 o

f t
he

 E
S

S
P

R
O

S
 C

or
e 

sy
st

em
 s

et
 d

ow
n 

in
 P

ar
t 1

 if
 n

ew
 ty

pe
s 

of
 b

en
ef

its
 o

r 
ne

w
 m

od
es

 o
f s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

pr
ov

is
io

n 

em
er

ge
 in

 th
e 

na
tio

na
l s

ys
te

m
s.

 

3 
E

S
S

P
R

O
S

改
訂

版
で

導
入

し
た

も
う

一
つ

の
フ

レ
キ

シ
ビ

リ
テ

ィ
の

側
面

は
、

国
の

シ
ス

テ
ム

に
新

し
い

種
類

の

給
付

ま
た

は
新

し
い

社
会

保
護

提
供

方
式

が
出

現
し

た
と

き
第

1
部

に
記

し
た

E
S

S
P

R
O

S
コ

ア
・
シ

ス
テ

ム
の

一
般

原
則

に
影

響
を

与
え

ず
に

こ
の

部
の

内
容

を
変

更
で

き
る

こ
と

で
あ

る
。

 

4 
S

oc
ia

l b
en

ef
its

 e
ith

er
 e

m
er

ge
 fr

om
 a

 p
ur

po
se

 (
w

he
re

fo
re

?)
 o

r 
a 

re
as

on
 (

w
hy

?)
. E

ac
h 

fu
nc

tio
n 

ha
s 

a 
de

fin
iti

on
 o

f c
on

te
nt

s 
an

d 
th

er
e 

su
re

ly
 is

 a
n 

ov
er

la
p 

be
tw

ee
n 

di
ffe

re
nt

 fu
nc

tio
ns

 

fo
r c

er
ta

in
 b

en
ef

its
, e

.g
. a

 fa
m

ily
 o

r c
hi

ld
 c

om
po

ne
nt

 o
fte

n 
ex

is
ts

, w
hi

le
 b

en
ef

its
 a

re
 g

ra
nt

ed
 fo

r 

a 
sp

ec
ifi

c 
pu

rp
os

e 
ei

th
er

 a
s 

a 
ris

k 
(u

ne
m

pl
oy

m
en

t)
 o

r n
ee

d 
(o

ld
 a

ge
).

 In
 th

es
e 

ca
se

s 
th

e 
m

or
e 

sp
ec

ifi
c 

fu
nc

tio
n 

is
 g

en
er

al
ly

 p
re

fe
rr

ed
, e

.g
. u

ne
m

pl
oy

m
en

t i
ns

te
ad

 o
f f

am
ily

/c
hi

ld
re

n.
 

4 
社

会
給

付
は

目
的

（
何

の
た

め
に

？
）
あ

る
い

は
理

由
（
な

ぜ
？

）
の

い
ず

れ
か

か
ら

生
じ

る
。

各
機

能
は

内
容

の

定
義

が
あ

り
、

あ
る

給
付

を
そ

れ
ぞ

れ
の

機
能

の
中

で
重

複
す

る
こ

と
が

あ
る

。
た

と
え

ば
家

族
児

童
の

機
能

で
し

ば

し
ば

生
じ

る
こ

と
だ

が
、

そ
の

給
付

は
リ

ス
ク

（
失

業
）
あ

る
い

は
ニ

ー
ズ

（
高

齢
）
の

い
ず

れ
か

の
特

定
の

目
的

の
た

め

と
見

な
さ

れ
る

。
こ

れ
ら

の
事

例
で

は
よ

り
特

定
の

機
能

が
一

般
的

に
は

選
ば

れ
る

、
た

と
え

ば
家

族
児

童
に

代
わ

り

失
業

が
選

ば
れ

る
。

 

5 
In

 te
rm

s 
of

 th
e 

fu
nc

tio
na

l c
la

ss
ifi

ca
tio

n 
of

 b
en

ef
its

, t
he

 fo
llo

w
in

g 
ge

ne
ra

l p
rin

ci
pl

es
 a

pp
ly

: 

･ 
al

l m
ed

ic
al

 c
ar

e 
is

 in
cl

ud
ed

 in
 th

e 
S

ic
kn

es
s/

he
al

th
 c

ar
e 

fu
nc

tio
n,

 b
en

ef
its

 in
 k

in
d,

  

irr
es

pe
ct

iv
e 

of
 th

e 
re

as
on

 w
hy

 m
ed

ic
al

 c
ar

e 
is

 p
ro

vi
de

d;
 

･ 
no

 m
in

im
um

 o
r m

ax
im

um
 a

ge
 a

re
 u

se
d 

to
 d

ef
in

e 
th

e 
co

nc
ep

ts
 o

f o
ld

 a
ge

 in
 th

e 
O

ld
 a

ge
 

fu
nc

tio
n 

an
d 

of
 c

hi
ld

re
n 

in
 th

e 
Fa

m
ily

/c
hi

ld
re

n 
fu

nc
tio

ns
. T

he
re

fo
re

, d
at

a 
w

ill
 r

ef
le

ct
, t

o 

a 
ce

rt
ai

n 
ex

te
nt

, n
at

io
na

l p
ra

ct
ic

es
. 

5 
給

付
の

機
能

的
分

類
の

観
点

か
ら

、
次

の
一

般
原

則
が

適
用

さ
れ

る
。

 

･ 
医

療
は

全
て

、
医

療
を

提
供

す
る

理
由

の
い

か
ん

に
か

か
わ

ら
ず

、
疾

病
／

保
健

医
療

機
能

、
現

物
給

付

に
含

め
る

。
 

･ 
老

齢
機

能
に

お
け

る
「
老

齢
」
お

よ
び

家
族

／
育

児
機

能
に

お
け

る
「
子

」
の

コ
ン

セ
プ

ト
の

定
義

に
は

、
最

低
年

齢
ま

た
は

最
高

年
齢

は
用

い
な

い
。

し
た

が
っ

て
デ

ー
タ

は
あ

る
程

度
ま

で
各

国
の

慣
行

を
反

映
す

る

で
あ

ろ
う

。
 

6 
A

n 
im

po
rt

an
t c

on
ce

pt
 to

 d
is

tin
gu

is
h 

cl
ea

rly
 b

et
w

ee
n 

th
e 

ol
d-

ag
e 

fu
nc

tio
n 

an
d 

ot
he

rs
 is

 th
e 

co
nc

ep
t o

f a
 s

ta
nd

ar
d/

le
ga

l r
et

ire
m

en
t a

ge
. O

ld
 a

ge
 b

en
ef

its
 a

re
 g

en
er

al
ly

 g
ra

nt
ed

 to
 

be
ne

fic
ia

rie
s 

ab
ov

e 
th

e 
st

an
da

rd
/le

ga
l r

et
ire

m
en

t a
ge

. D
is

ab
ili

ty
 is

 th
en

 li
m

ite
d 

to
 th

e 

in
te

gr
at

io
n 

in
to

 th
e 

w
or

kf
or

ce
 a

nd
 e

ar
ly

 r
et

ire
m

en
t b

en
ef

its
 a

re
 o

nl
y 

be
ne

fit
s 

pa
id

 to
 r

ec
ip

ie
nt

s

be
lo

w
 th

e 
st

an
da

rd
/le

ga
l r

et
ire

m
en

t a
ge

. T
he

 s
pe

ci
fic

 a
ge

 is
 m

os
tly

 d
ef

in
ed

 fo
r 

ea
ch

 s
ch

em
e 

6 
高

齢
と

他
の

機
能

を
明

確
に

区
別

す
る

重
要

な
概

念
は

、
標

準
（
法

律
上

の
）
引

退
年

齢
で

あ
る

。
高

齢
給

付
は

一
般

的
に

標
準

（
法

律
上

の
）
引

退
年

齢
を

超
え

た
受

給
者

と
見

な
さ

れ
て

い
る

。
障

害
は

労
働

力
へ

の
統

合
に

限

定
さ

れ
、

早
期

退
職

給
付

は
標

準
（
法

律
上

の
）
引

退
年

齢
よ

り
若

い
受

給
者

に
支

払
わ

れ
る

。
特

定
の

年
齢

が
各

制
度

個
別

に
多

く
の

場
合

定
義

さ
れ

て
い

る
、

あ
る

い
は

い
く

つ
か

の
ケ

ー
ス

で
は

類
似

制
度

に
沿

っ
て

定
義

さ
れ

て

い
る

。
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se
pa

ra
te

ly
 o

r 
in

 a
 fe

w
 c

as
es

 d
et

er
m

in
ed

 b
y 

a 
re

fe
re

nc
e 

sc
he

m
e.

 

7 
Th

e 
pr

es
en

t M
an

ua
l d

oe
s 

no
t d

ef
in

e 
a 

fu
nc

tio
n 

fo
r 

th
e 

ev
en

t o
f o

cc
up

at
io

na
l a

cc
id

en
ts

 a
nd

 

di
se

as
es

. S
ta

tis
tic

al
 d

at
a 

on
 th

is
 ty

pe
 o

f e
xp

en
di

tu
re

 a
re

 n
ot

 c
om

pa
ra

bl
e,

 a
s 

th
ey

 r
ef

le
ct

 th
e 

de
fin

iti
on

 o
f o

cc
up

at
io

na
l h

az
ar

d 
ad

op
te

d 
by

 e
ac

h 
M

em
be

r 
S

ta
te

 in
 it

s 
ow

n 
le

gi
sl

at
io

n 
an

d 

pr
ac

tic
e.

 F
ur

th
er

m
or

e,
 b

en
ef

its
 p

ro
vi

de
d 

in
 th

e 
ev

en
t o

f o
cc

up
at

io
na

l a
cc

id
en

ts
 o

r 
di

se
as

es
 

m
ay

 r
an

ge
 fr

om
 s

ic
kn

es
s 

ca
sh

 b
en

ef
its

 to
 h

ea
lth

 c
ar

e 
pr

ov
is

io
n,

 fr
om

 r
eh

ab
ili

ta
tio

n 
be

ne
fit

s 
to

di
sa

bi
lit

y 
pe

ns
io

ns
. T

he
se

 b
en

ef
its

 a
re

 c
ov

er
ed

 b
y 

th
e 

fu
nc

tio
ns

 in
 th

e 
C

or
e 

sy
st

em
, w

he
re

 n
o

di
st

in
ct

io
n 

is
 m

ad
e 

as
 fo

r 
th

e 
ca

us
es

 o
f s

ic
kn

es
s 

or
 d

is
ab

ili
ty

. 

H
ow

ev
er

, w
he

re
 th

e 
ris

k 
of

 o
cc

up
at

io
na

l a
cc

id
en

ts
 a

nd
 d

is
ea

se
s 

is
 c

ov
er

ed
 b

y 
sp

ec
ifi

c 

re
gu

la
tio

ns
, i

t i
s 

re
co

m
m

en
de

d 
to

 id
en

tif
y 

on
e 

or
 m

or
e 

se
pa

ra
te

 s
ch

em
es

 p
ro

vi
di

ng
 th

e 

re
le

va
nt

 b
en

ef
its

. T
hi

s 
en

su
re

s 
th

at
 in

fo
rm

at
io

n 
on

 th
e 

va
lu

e 
of

 b
en

ef
its

 a
s 

w
el

l a
s 

on
 th

ei
r 

fin
an

ci
ng

 w
ill

 b
e 

av
ai

la
bl

e 
fo

r 
th

os
e 

co
un

tr
ie

s 
w

he
re

 s
pe

ci
fic

 r
eg

ul
at

io
ns

 o
n 

pr
ot

ec
tio

n 
ag

ai
ns

t 

oc
cu

pa
tio

na
l a

cc
id

en
ts

 a
nd

 d
is

ea
se

s 
ex

is
t. 

7
本

マ
ニ

ュ
ア

ル
で

は
、

業
務

災
害

お
よ

び
業

務
上

疾
病

（
職

業
病

）
の

場
合

の
機

能
を

定
義

し
て

い
な

い
。

こ
の

種

の
支

出
に

関
す

る
統

計
デ

ー
タ

は
、

各
加

盟
国

が
独

自
の

法
律

お
よ

び
慣

行
に

よ
っ

て
採

用
す

る
職

業
上

の
危

険

の
定

義
を

反
映

し
て

い
る

た
め

、
比

較
が

で
き

な
い

。
そ

の
上

業
務

災
害

ま
た

は
業

務
上

疾
病

の
場

合
に

提
供

さ
れ

る
給

付
は

、
疾

病
現

金
給

付
か

ら
保

健
医

療
給

付
、

リ
ハ

ビ
リ

給
付

か
ら

障
害

年
金

ま
で

、
様

々
に

な
り

得
る

。
こ

れ

ら
の

給
付

は
、

疾
病

ま
た

は
障

害
の

原
因

に
つ

い
て

区
別

の
な

い
場

合
は

、
コ

ア
・
シ

ス
テ

ム
に

お
け

る
機

能
に

よ
り

取
り

扱
う

。
 

し
か

し
、

業
務

災
害

お
よ

び
業

務
上

疾
病

の
リ

ス
ク

が
特

定
の

規
則

で
処

理
さ

れ
て

い
る

場
合

は
、

関
連

す
る

給
付

を

提
供

す
る

一
つ

ま
た

は
そ

れ
以

上
の

制
度

を
特

定
す

る
よ

う
勧

告
す

る
。

こ
れ

に
よ

っ
て

給
付

の
価

額
お

よ
び

そ
の

資

金
調

達
に

関
す

る
情

報
が

、
業

務
災

害
お

よ
び

業
務

上
疾

病
か

ら
の

保
護

に
関

す
る

具
体

的
規

則
の

あ
る

国
に

つ

い
て

入
手

で
き

る
こ

と
と

な
ろ

う
。
 

2 
 S

oc
ia

l b
en

ef
its

 in
 th

e 
Si

ck
ne

ss
/h

ea
lth

 c
ar

e 
fu

nc
tio

n 
2.

 疾
病

／
保

健
医

療
機

能
の

社
会

給
付

 

2.
1 

In
tr

od
uc

tio
n 

2.
1 

は
じ

め
に

 

8 
Th

e 
S

ic
kn

es
s/

he
al

th
 c

ar
e 

fu
nc

tio
n 

co
ve

rs
: 

･ 
ca

sh
 b

en
ef

its
 th

at
 re

pl
ac

e 
in

 w
ho

le
 o

r i
n 

pa
rt

 lo
ss

 o
f e

ar
ni

ng
s 

du
rin

g 
te

m
po

ra
ry

 in
ab

ili
ty

 

to
 w

or
k 

du
e 

to
 s

ic
kn

es
s 

or
 in

ju
ry

; 

･ 
m

ed
ic

al
 c

ar
e 

pr
ov

id
ed

 in
 th

e 
fr

am
ew

or
k 

of
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

to
 m

ai
nt

ai
n,

 r
es

to
re

 o
r 

im
pr

ov
e 

th
e 

he
al

th
 o

f t
he

 p
eo

pl
e 

pr
ot

ec
te

d.
 

8 
疾

病
／

保
健

医
療

機
能

で
は

次
の

も
の

を
取

り
扱

う
。

 

･ 
疾

病
ま

た
は

傷
害

の
た

め
の

一
時

的
な

就
労

不
能

の
期

間
中

の
所

得
喪

失
の

全
部

ま
た

は
一

部
に

代
わ

る
現

金
給

付
。

 

･ 
保

護
対

象
者

の
健

康
の

維
持

、
回

復
ま

た
は

改
善

の
た

め
社

会
保

護
の

枠
内

で
提

供
さ

れ
る

医
療

。
 

9 
Th

e 
sc

op
e 

of
 c

as
h 

be
ne

fit
s 

in
 th

is
 fu

nc
tio

n 
is

 ra
th

er
 li

m
ite

d.
 C

as
h 

be
ne

fit
s 

th
at

 re
pl

ac
e 

lo
ss

 o
f 

ea
rn

in
gs

 d
ur

in
g 

te
m

po
ra

ry
 in

ab
ili

ty
 to

 w
or

k 
in

 c
as

e 
of

 p
re

gn
an

cy
 o

r 
di

sa
bi

lit
y 

ar
e 

re
co

rd
ed

 

un
de

r 
th

e 
Fa

m
ily

/c
hi

ld
re

n 
or

 D
is

ab
ili

ty
 fu

nc
tio

ns
 r

es
pe

ct
iv

el
y.

 

B
en

ef
its

 p
ro

vi
de

d 
by

 e
m

pl
oy

er
s 

in
 th

e 
fo

rm
 o

f c
on

tin
ue

d 
pa

ym
en

t o
f w

ag
es

 a
nd

 s
al

ar
ie

s 
du

rin
g 

si
ck

ne
ss

 a
re

 ta
ke

n 
in

to
 a

cc
ou

nt
. 

9 
こ

の
機

能
の

現
金

給
付

の
範

囲
は

、
か

な
り

限
定

さ
れ

て
い

る
。

妊
娠

ま
た

は
障

害
の

場
合

の
一

時
的

就
労

不
能

の
期

間
中

の
所

得
喪

失
に

代
わ

る
現

金
給

付
は

、
そ

れ
ぞ

れ
家

族
／

育
児

機
能

ま
た

は
障

害
機

能
の

カ
テ

ゴ
リ

ー

に
計

上
す

る
。

 

疾
病

中
の

賃
金

お
よ

び
給

与
の

継
続

支
給

の
形

で
使

用
者

の
提

供
す

る
給

付
は

考
慮

に
入

れ
る

。
 

9A
 W

he
n 

th
er

e 
ar

e 
no

 a
dm

in
is

tr
at

iv
e 

da
ta

 o
n 

th
e 

va
lu

e 
of

 th
es

e 
pa

ym
en

ts
, e

st
im

at
es

 m
us

t b
e 

ba
se

d 
on

 o
th

er
 s

ou
rc

es
, s

uc
h 

as
 la

bo
ur

 c
os

t s
ur

ve
ys

. 

9A
こ

れ
ら

の
支

給
の

価
額

に
関

す
る

管
理

デ
ー

タ
が

な
い

場
合

は
、

労
務

費
調

査
な

ど
他

の
情

報
源

に
基

づ
き

推

計
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

10
 A

ll 
m

ed
ic

al
 c

ar
e 

fa
lls

 u
nd

er
 th

is
 fu

nc
tio

n 
irr

es
pe

ct
iv

e 
of

 th
e 

ne
ed

 o
r 

ris
k 

ag
ai

ns
t w

hi
ch

 it
 is

 

pr
ov

id
ed

. F
or

 e
xa

m
pl

e,
 s

pe
ci

fic
 m

ed
ic

al
 c

ar
e 

pr
ov

id
ed

 to
 e

xp
ec

ta
nt

 m
ot

he
rs

 a
nd

 d
is

ab
le

d 

pe
rs

on
s 

is
 in

cl
ud

ed
 h

er
e 

an
d 

no
t u

nd
er

 th
e 

Fa
m

ily
/c

hi
ld

re
n 

an
d 

D
is

ab
ili

ty
 fu

nc
tio

ns
. 

In
 p

ar
tic

ul
ar

, m
ed

ic
al

 c
ar

e 
co

ve
rs

 th
e 

fo
llo

w
in

g 
go

od
s 

an
d 

se
rv

ic
es

 u
se

d 
in

 p
re

ve
nt

io
n,

 c
ur

e 
or

 

re
ha

bi
lit

at
io

n:
 

10
 

全
て

の
医

療
は

、
提

供
さ

れ
る

対
象

の
ニ

ー
ズ

ま
た

は
リ

ス
ク

に
か

か
わ

ら
ず

、
こ

の
機

能
に

該
当

す
る

。
例

え

ば
、

出
産

を
控

え
た

母
親

や
障

害
者

に
提

供
さ

れ
る

特
定

の
医

療
は

、
家

族
／

育
児

機
能

や
障

害
機

能
で

は
な

く
、

 

こ
の

疾
病

／
保

健
医

療
機

能
に

含
め

る
。

 

と
く

に
、

医
療

に
は

、
予

防
、

治
療

ま
た

は
リ

ハ
ビ

リ
に

用
い

る
次

の
財

お
よ

び
サ

ー
ビ

ス
が

含
ま

れ
る

。
 

･ 
サ

ー
ビ

ス
：
一

般
開

業
医

、
専

門
医

そ
の

他
の

保
健

医
療

ス
タ

ッ
フ

の
提

供
す

る
医

療
お

よ
び

医
療

補
助

サ
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･ 
S

er
vi

ce
s:

 m
ed

ic
al

 a
nd

 p
ar

am
ed

ic
al

 s
er

vi
ce

s 
pr

ov
id

ed
 b

y 
ge

ne
ra

l p
ra

ct
iti

on
er

s,
  

sp
ec

ia
lis

ts
 a

nd
 o

th
er

 h
ea

lth
 c

ar
e 

pe
rs

on
ne

l; 
la

bo
ra

to
ry

 te
st

s 
an

d 
ot

he
r 

ex
am

in
at

io
ns

; 
 

de
nt

al
 c

ar
e;

 p
hy

si
ot

he
ra

py
; t

he
rm

al
 c

ur
es

; t
ra

ns
po

rt
 o

f s
ic

k 
pe

op
le

; p
re

ve
nt

iv
e 

tr
ea

tm
en

t s
uc

h 
as

 v
ac

ci
na

tio
ns

; a
cc

om
m

od
at

io
n 

in
 th

e 
ca

se
 o

f a
 s

ta
y 

in
 h

os
pi

ta
l o

r 

ot
he

r m
ed

ic
al

 in
st

itu
tio

n.
 M

ed
ic

al
 s

er
vi

ce
s 

as
 d

ef
in

ed
 h

er
e 

co
ve

r t
ho

se
 p

ro
vi

de
d 

ou
ts

id
e 

m
ed

ic
al

 in
st

itu
tio

ns
 a

s 
w

el
l a

s 
w

ith
in

. 

･ 
G

oo
ds

: p
ha

rm
ac

eu
tic

al
 p

ro
du

ct
s;

 m
ed

ic
al

 p
ro

st
he

si
s 

(o
pt

ic
al

 a
nd

 a
co

us
tic

al
 a

id
s;

  

or
th

op
ae

di
c;

 d
en

ta
l a

nd
 o

th
er

 p
ro

st
he

si
s)

; d
re

ss
in

gs
 a

nd
 m

ed
ic

al
 s

up
pl

ie
s.

 

ー
ビ

ス
；
実

験
検

査
そ

の
他

の
検

査
；
歯

科
医

療
；
物

理
療

法
；
温

熱
治

療
；
病

人
の

移
送

；
予

防
接

種
な

ど

の
予

防
手

当
；
病

院
そ

の
他

の
医

療
機

関
で

の
滞

在
の

場
合

の
収

容
。

こ
こ

で
定

義
す

る
医

療
サ

ー
ビ

ス

は
、

医
療

機
関

内
外

で
提

供
さ

れ
る

も
の

を
含

む
。

 

･ 
財

：
医

薬
品

；
補

装
具

（
視

覚
・
聴

覚
補

助
具

；
整

形
外

科
補

助
具

；
義

歯
そ

の
他

の
補

装
具

）
；
包

帯
・
ガ

ー

ゼ
類

お
よ

び
医

療
消

耗
品

。
 

11
 O

nl
y 

pr
ev

en
tiv

e 
m

ea
su

re
s 

th
ro

ug
h 

w
hi

ch
 a

n 
in

di
vi

du
al

 b
en

ef
it 

(f
or

 e
xa

m
pl

e,
 a

 m
ed

ic
al

 

ch
ec

ku
p)

  
is

 p
ro

vi
de

d 
to

 a
 p

ro
te

ct
ed

 p
er

so
n 

or
 h

ou
se

ho
ld

 fa
ll 

un
de

r t
he

 S
ic

kn
es

s 
fu

nc
tio

n 
an

d 

in
 g

en
er

al
 w

ith
in

 th
e 

sc
op

e 
of

 E
S

S
P

R
O

S
. P

re
ve

nt
iv

e 
ca

m
pa

ig
ns

 to
 a

le
rt

 th
e 

ge
ne

ra
l p

ub
lic

 to
 

he
al

th
 h

az
ar

ds
 (

fo
r 

ex
am

pl
e,

 s
m

ok
in

g,
 a

lc
oh

ol
 o

r 
dr

ug
 a

bu
se

) 
ar

e 
no

t r
ec

or
de

d 
by

 th
e 

E
S

S
P

R
O

S
. 

11
個

別
の

給
付

（
健

康
診

断
な

ど
）
が

保
護

対
象

者
ま

た
は

家
計

に
提

供
さ

れ
る

予
防

措
置

だ
け

が
疾

病
機

能
に

該
当

し
か

つ
一

般
に

E
S

S
P

R
O

S
の

範
囲

内
に

入
る

。
健

康
危

険
（
喫

煙
、

ア
ル

コ
ー

ル
ま

た
は

薬
物

の
濫

用
な

ど
）

を
一

般
大

衆
に

警
告

す
る

た
め

の
予

防
キ

ャ
ン

ペ
ー

ン
は

、
E

S
S

P
R

O
S

で
は

記
録

し
な

い
。

 

12
 H

ea
lth

 c
ar

e 
pr

ov
id

ed
 w

ith
in

 th
e 

fr
am

e 
of

 th
e 

w
or

k 
en

vi
ro

nm
en

t b
y 

th
e 

em
pl

oy
er

 a
im

ed
 a

t 

gu
ar

an
te

ei
ng

 s
af

et
y 

at
 w

or
k 

or
 n

ec
es

sa
ry

 fo
r 

th
e 

pr
od

uc
tio

n 
pr

oc
es

s 
of

 th
e 

en
te

rp
ris

e 
is

 n
ot

 

in
cl

ud
ed

 in
 th

e 
E

S
S

P
R

O
S

 (
se

e 
pa

ra
gr

ap
h 

26
 o

f P
ar

t 1
 o

f t
he

 M
an

ua
l).

 

12
使

用
者

が
就

労
環

境
の

枠
内

で
提

供
す

る
保

健
医

療
で

就
労

の
安

全
の

保
証

を
目

的
と

す
る

ま
た

は
企

業
の

生
産

過
程

に
必

要
な

も
の

は
、

E
S

S
P

R
O

S
に

は
含

め
な

い
（
本

マ
ニ

ュ
ア

ル
第

1
部

第
26

節
参

照
）
。

 

13
 T

he
 w

ay
 in

 w
hi

ch
 h

ea
lth

 c
ar

e 
sy

st
em

s 
ar

e 
or

ga
ni

se
d 

va
rie

s 
co

ns
id

er
ab

ly
 fr

om
 o

ne
 M

em
be

r 

S
ta

te
 to

 a
no

th
er

. D
at

a 
re

la
tin

g 
to

 in
-p

at
ie

nt
 a

nd
 o

ut
-p

at
ie

nt
 h

ea
lth

 c
ar

e 
ar

e 
br

ok
en

 d
ow

n 
in

to
 

di
re

ct
ly

 p
ro

vi
de

d 
be

ne
fit

s 
an

d 
re

im
bu

rs
em

en
ts

. A
 d

ef
in

iti
on

 o
f t

he
 c

on
ce

pt
s 

of
 r

ei
m

bu
rs

em
en

t 

an
d 

di
re

ct
ly

 p
ro

vi
de

d 
ap

pe
ar

s 
in

 p
ar

ag
ra

ph
 1

15
, P

ar
t 1

 o
f t

he
 M

an
ua

l. 
H

er
e 

be
lo

w
 a

re
 

de
sc

rib
ed

 m
or

e 
in

 d
et

ai
l t

he
 c

irc
um

st
an

ce
s 

un
de

r 
w

hi
ch

 h
ea

lth
 c

ar
e 

be
ne

fit
s 

sh
ou

ld
 b

e 

co
ns

id
er

ed
 a

s 
di

re
ct

ly
 p

ro
vi

de
d 

or
 a

s 
re

im
bu

rs
em

en
ts

. 

Th
er

e 
ar

e 
th

re
e 

m
ai

n 
pa

tte
rn

s 
of

 h
ea

lth
 c

ar
e 

pr
ov

is
io

n:
 

･ 
un

de
r 

th
e 

in
di

re
ct

 s
ys

te
m

, t
he

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

e 
pr

ov
id

es
 m

ed
ic

al
 c

ar
e 

be
ne

fit
s 

fo
r p

ro
te

ct
ed

 p
eo

pl
e 

by
 p

ay
in

g 
al

l o
r p

ar
t o

f t
he

 c
os

t o
f t

he
 m

ed
ic

al
 c

ar
e 

su
pp

lie
d 

by
 th

e 

pr
ov

id
er

s.
 T

he
 p

at
ie

nt
 p

ay
s 

th
e 

m
ed

ic
al

 b
ill

, a
ll 

or
 p

ar
t o

f w
hi

ch
 is

 th
en

 r
ei

m
bu

rs
ed

 b
y 

th
e 

so
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

e.
 T

he
 b

en
ef

its
 th

er
ef

or
e 

ta
ke

 th
e 

fo
rm

 o
f r

ei
m

bu
rs

em
en

ts
.

･•
 u

nd
er

 th
e 

di
re

ct
 s

ys
te

m
, t

he
 in

st
itu

tio
na

l u
ni

t r
un

ni
ng

 th
e 

so
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

e 

ow
ns

, o
pe

ra
te

s 
an

d 
co

nt
ro

ls
 th

e 
ne

ce
ss

ar
y 

m
ed

ic
al

 fa
ci

lit
ie

s 
an

d 
em

pl
oy

s 
th

e 
m

ed
ic

al
, 

 

pa
ra

-m
ed

ic
al

 a
nd

 a
dm

in
is

tr
at

iv
e 

st
af

f. 
In

 th
is

 s
ys

te
m

 b
en

ef
its

 a
re

 d
ire

ct
ly

 p
ro

vi
de

d 
to

 

th
e 

pr
ot

ec
te

d 
pe

op
le

. 

･ 
in

 a
n 

al
te

rn
at

iv
e 

pa
tte

rn
 o

f p
ro

vi
si

on
, i

nt
er

m
ed

ia
te

 b
et

w
ee

n 
th

e 
tw

o 
ab

ov
e 

- 
kn

ow
n 

as
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保
健

医
療

シ
ス

テ
ム

の
運

営
方

法
は

、
加

盟
国

に
よ

り
か

な
り

異
な

っ
て

い
る

。
入

院
患

者
お

よ
び

外
来

患
者

の

保
健

医
療

に
関

す
る

デ
ー

タ
は

、
直

接
支

給
す

る
給

付
と

払
い

戻
し

と
に

分
類

す
る

。
払

い
戻

し
と

直
接

支
給

の
コ

ン

セ
プ

ト
の

定
義

は
、

本
マ

ニ
ュ

ア
ル

第
1

部
第

11
5

節
に

あ
る

。
保

健
医

療
給

付
を

直
接

支
給

ま
た

は
払

い
戻

し
で

あ

る
と

み
な

す
べ

き
状

況
に

つ
い

て
、

以
下

に
さ

ら
に

詳
細

に
述

べ
る

。
 

保
健

医
療

提
供

の
主

な
パ

タ
ー

ン
は

、
三

つ
あ

る
。

 

･ 
間

接
的

シ
ス

テ
ム

で
は

、
社

会
保

護
制

度
は

、
提

供
者

の
供

与
す

る
医

療
の

費
用

の
全

額
ま

た
は

一
部

の

支
払

い
に

よ
っ

て
保

護
対

象
者

に
対

す
る

医
療

給
付

を
提

供
す

る
。

患
者

は
医

療
費

請
求

額
を

支
払

い
、

そ
の

後
そ

の
全

額
ま

た
は

一
部

を
社

会
保

護
制

度
が

払
い

戻
す

。
し

た
が

っ
て

給
付

は
、

払
い

戻
し

の
形

を
取

る
。

こ
の

給
付

提
供

パ
タ

ー
ン

は
フ

ラ
ン

ス
と

ル
ク

セ
ン

ブ
ル

グ
で

支
配

的
で

あ
る

が
、

他
の

国
、

例
え

ば
ベ

ル
ギ

ー
に

も
見

ら
れ

る
。

 

･ 
直

接
的

シ
ス

テ
ム

で
は

、
社

会
保

護
制

度
を

運
営

す
る

制
度

的
単

位
が

必
要

な
医

療
施

設
を

所
有

し
、

運

営
し

か
つ

管
理

し
、

医
療

ス
タ

ッ
フ

、
医

療
補

助
ス

タ
ッ

フ
お

よ
び

管
理

ス
タ

ッ
フ

を
雇

用
し

て
い

る
。

こ
の

シ

ス
テ

ム
で

は
、

給
付

は
直

接
保

護
対

象
者

に
提

供
さ

れ
る

。
こ

の
給

付
提

供
パ

タ
ー

ン
は

国
民

健
康

サ
ー

ビ
ス

（
デ

ン
マ

ー
ク

、
英

国
）
お

よ
び

一
部

の
被

用
者

向
け

疾
病

保
険

制
度

（
ス

ペ
イ

ン
、

ギ
リ

シ
ャ

）
の

特
徴

で
あ

る
。

 

･ 
上

記
の

二
つ

の
中

間
の

、
代

替
給

付
提

供
パ

タ
ー

ン
－

「
直

接
決

済
制

度
」
－

で
は

、
社

会
保

護
制

度
が
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di
re

ct
 s

et
tle

m
en

t s
ys

te
m

, t
he

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

e 
en

te
rs

 in
to

 a
 v

ar
ie

ty
 o

f c
on

tr
ac

ts
 

or
 a

gr
ee

m
en

ts
 w

ith
 h

ea
lth

 c
ar

e 
pr

ov
id

er
s.

 T
he

 m
ed

ic
al

 c
ar

e 
is

 p
ro

vi
de

d 
to

 th
e 

be
ne

fic
ia

ry
 fr

ee
 o

r a
t t

he
 c

on
tr

ac
tu

al
 ra

te
 (b

el
ow

 it
s 

co
st

) b
y 

th
e 

pr
ov

id
in

g 
un

it 
(w

hi
ch

 is
 

no
t a

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
sc

he
m

e)
. T

he
 p

ro
vi

di
ng

 u
ni

t i
s 

th
en

 r
ei

m
bu

rs
ed

 b
y 

th
e 

so
ci

al
 

pr
ot

ec
tio

n 
sc

he
m

e.
 T

hi
s 

ty
pe

 o
f b

en
ef

it 
is

 a
ls

o 
re

co
rd

ed
 a

s 
di

re
ct

ly
 p

ro
vi

de
d.

 

保
健

医
療

提
供

者
と

種
々

の
契

約
ま

た
は

合
意

を
締

結
す

る
。

医
療

は
提

供
単

位
（
社

会
保

護
制

度
で

は

な
い

）
が

受
給

者
に

無
料

で
ま

た
は

費
用

以
下

の
契

約
料

金
で

提
供

す
る

。
次

に
提

供
単

位
は

、
社

会
保

護
制

度
か

ら
払

い
戻

し
を

受
け

る
。

こ
の

種
の

給
付

も
直

接
支

給
と

し
て

計
上

す
る

。
 

14
 C

os
t s

ha
rin

g 
is

 a
n 

im
po

rt
an

t a
sp

ec
t o

f h
ea

lth
 c

ar
e 

pr
ov

is
io

n.
 In

 th
es

e 
ca

se
s,

 th
e 

pa
tie

nt
 is

 

re
qu

ire
d 

to
 m

ee
t p

ar
t o

f t
he

 c
os

t o
f m

ed
ic

al
 tr

ea
tm

en
t r

ec
ei

ve
d.

 V
ar

io
us

 m
et

ho
ds

 o
f 

co
st

sh
ar

in
g 

ex
is

t i
n 

th
e 

M
em

be
r 

S
ta

te
s,

 fo
r 

ex
am

pl
e:

 

･ 
th

e 
be

ne
fic

ia
ry

 p
ay

s 
ei

th
er

 a
 fi

xe
d 

pe
rc

en
ta

ge
 o

f t
he

 c
os

t o
f s

er
vi

ce
s 

an
d 

go
od

s 

re
ce

iv
ed

, o
r 

a 
fla

t r
at

e 
co

nt
rib

ut
io

n 
to

w
ar

ds
 th

os
e 

go
od

s 
an

d 
se

rv
ic

es
; 

･ 
th

er
e 

is
 a

 c
os

t t
hr

es
ho

ld
 b

el
ow

 w
hi

ch
 m

ed
ic

al
 c

os
ts

 m
us

t b
e 

bo
rn

e 
by

 th
e 

pr
ot

ec
te

d 

pe
op

le
 (

fr
an

ch
is

e 
le

ve
ls

);
 

･ 
th

er
e 

is
 a

 c
os

t t
hr

es
ho

ld
 a

bo
ve

 w
hi

ch
 m

ed
ic

al
 c

os
ts

 m
us

t b
e 

bo
rn

e 
by

 th
e 

pr
ot

ec
te

d 

pe
op

le
; 

･ 
th

e 
pa

tie
nt

 m
us

t p
ay

 a
 fi

xe
d 

fe
e 

if 
he

 o
r s

he
 g

oe
s 

di
re

ct
ly

 to
 a

 p
ro

vi
de

r o
n 

a 
hi

gh
er

 le
ve

l 

of
 c

ar
e 

th
an

 th
e 

de
si

gn
at

ed
 e

nt
ry

 le
ve

l, 
fo

r 
ex

am
pl

e 
by

 c
on

su
lti

ng
 a

 s
pe

ci
al

is
t w

ith
ou

t 

se
ei

ng
 a

 g
en

er
al

 p
ra

ct
iti

on
er

 fi
rs

t; 

･•
 a

 d
ef

in
ed

 r
an

ge
 o

f g
oo

ds
 o

r 
se

rv
ic

es
 is

 e
xc

lu
de

d 
fr

om
 th

e 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
e.

  

Th
e 

co
st

 o
f t

he
se

 g
oo

ds
 a

nd
 s

er
vi

ce
s 

m
us

t b
e 

bo
rn

e 
in

 fu
ll 

by
 th

e 
pa

tie
nt

. 
 

A
s 

th
e 

E
S

S
P

R
O

S
 is

 in
te

nd
ed

 to
 r

ec
or

d 
th

e 
co

st
 o

f s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n,
 a

nd
 n

ot
 th

e 
co

st
 o

f t
ot

al
 

m
ed

ic
al

 c
ar

e,
 a

ny
 p

ar
t o

f t
he

 fu
ll 

co
st

 o
f m

ed
ic

al
 c

ar
e 

w
hi

ch
 is

 m
et

 b
y 

th
e 

be
ne

fic
ia

ry
 h

im
se

lf 

un
de

r 
co

st
-s

ha
rin

g 
ar

ra
ng

em
en

ts
 m

us
t b

e 
de

du
ct

ed
 fr

om
 th

e 
va

lu
e 

of
 th

e 
so

ci
al

 b
en

ef
it.
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費
用

分
担

は
保

健
医

療
提

供
の

重
要

な
側

面
で

あ
る

。
こ

の
場

合
に

は
患

者
は

、
受

け
た

医
療

の
費

用
の

一

部
支

払
い

が
必

要
で

あ
る

。
加

盟
国

に
は

種
々

の
費

用
分

担
方

法
が

あ
り

、
次

は
そ

の
例

で
あ

る
。

 

･ 
受

給
者

が
受

け
た

サ
ー

ビ
ス

お
よ

び
財

の
費

用
の

一
定

率
ま

た
は

そ
の

財
お

よ
び

サ
ー

ビ
ス

に
対

す
る

一

律
の

拠
出

を
支

払
う

方
法

。
 

･ 
医

療
費

用
が

そ
れ

以
下

の
場

合
保

護
対

象
者

が
そ

の
費

用
を

負
担

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
限

界
費

用
値

（
「
フ

ラ
ン

チ
ャ

イ
ズ

・
レ

ベ
ル

」
）
を

設
け

る
方

法
。

 

･ 
医

療
費

用
が

そ
れ

を
超

え
る

と
保

護
対

象
者

が
そ

の
費

用
を

負
担

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
限

界
費

用
値

を

設
け

る
方

法
。

 

･ 
指

定
の

エ
ン

ト
リ

ー
・
レ

ベ
ル

よ
り

高
い

レ
ベ

ル
の

医
療

（
最

初
に

一
般

開
業

医
の

診
察

を
受

け
ず

に
専

門

医
の

診
察

を
受

け
る

な
ど

）
に

つ
い

て
患

者
が

直
接

に
提

供
者

を
訪

れ
る

場
合

一
定

額
の

手
数

料
を

支
払

う
方

法
。

 

･ 
一

定
範

囲
の

財
ま

た
は

サ
ー

ビ
ス

を
社

会
保

護
制

度
か

ら
除

外
す

る
方

法
。

こ
れ

ら
の

除
外

さ
れ

る
財

お

よ
び

サ
ー

ビ
ス

の
費

用
は

、
患

者
が

全
額

負
担

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

E
S

S
P

R
O

S
の

目
的

は
社

会
保

護
の

費
用

の
記

録
で

あ
っ

て
総

医
療

費
用

の
記

録
で

は
な

い
か

ら
、

総
医

療
費

用

の
う

ち
費

用
分

担
制

度
に

基
づ

き
受

給
者

自
身

が
支

払
う

部
分

は
、

社
会

給
付

の
価

格
か

ら
控

除
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
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ip
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of
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／
保
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医
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能
の

社
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付
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2.
1 

は
じ

め
に
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 P
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so
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e 

em
pl
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fo
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f c
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ue
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ym
en
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w
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rin
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pe
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of
 s

ic
kn

es
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 F
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 r
ea

so
ns

 o
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on
ve

ni
en

ce
, p

ai
d 

le
av

e 
in

 

ca
se

 o
f s

ic
kn

es
s 

or
 in

ju
ry

 o
f a
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ep

en
de

nt
 fa

m
ily

 m
em

be
r (

in
 m

os
t c

as
e 

a 
ch

ild
) i

s 
al

so
 re

po
rt

ed
 

un
de

r 
th

is
 h

ea
di

ng
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15
 

有
給

疾
病

休
暇

：
一

律
ま

た
は

所
得

比
例

の
支

給
金

で
疾

病
ま

た
は

傷
害

に
よ

る
一

時
的

就
労

不
能

に
よ

り

生
じ

る
所

得
喪

失
に

つ
い

て
全

額
ま

た
は

一
部

を
保

護
対

象
者

に
補

償
す

る
目

的
の

も
の

。
こ

の
給

付
は

自
治

的
社

会
保

護
制

度
が

支
給

す
る

こ
と

が
あ

る
が

、
ま

た
疾

病
期

間
中

の
賃

金
・
給

与
の

継
続

支
給

の
形

で
使

用
者

が
提

供

す
る

こ
と

も
あ

る
。

 

便
宜

上
の

理
由

か
ら

被
扶

養
の

子
の

疾
病

ま
た

は
傷

害
の

場
合

の
有

給
休

暇
も

、
こ

の
項

目
に

計
上

す
る

。
 

16
 O

th
er

 c
as

h 
be

ne
fit

s:
 m

is
ce

lla
ne

ou
s 

pa
ym

en
ts

 m
ad

e 
to

 th
e 

pr
ot

ec
te

d 
pe

op
le

 in
 c

on
ne

ct
io

n 

w
ith

 s
ic

kn
es

s 
or

 in
ju

ry
. E

xa
m

pl
es

 a
re

 a
llo

w
an

ce
s 

fo
r 

in
te

ns
iv

e 
ca

re
, s

pe
ci

al
 b

on
us

es
 o

r 

al
lo

w
an

ce
s 

fo
r 

tu
be

rc
ul

os
is

 p
at

ie
nt

s.
 

16
 

そ
の

他
の

現
金

給
付

：
疾

病
ま

た
は

傷
害

に
関

連
し

て
保

護
対

象
者

に
行

わ
れ

る
種

々
の

支
給

金
。

例
と

し
て

は
、

集
中

治
療

手
当

、
結

核
患

者
に

対
す

る
特

別
支

給
金

ま
た

は
手

当
が

あ
る

。
 

2.
2.

2 
B

E
N

EF
IT

S
 IN

 K
IN

D
 

2.
2.

2 
現

物
給

付
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at

ie
nt
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ed
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al

 c
ar

e 
pr

ov
id

ed
 to

 p
ro

te
ct

ed
 p

eo
pl

e 
du

rin
g 

a 
st

ay
 in

 h
os

pi
ta

l, 

cl
in

ic
, s

an
at

or
iu

m
, a

pp
ro

ve
d 

th
er

m
al

 th
er

ap
y 

es
ta

bl
is

hm
en

t o
r 

si
m

ila
r 

m
ed

ic
al

 e
st

ab
lis

hm
en

t, 
 

in
cl

ud
in

g 
th

e 
co

st
 o

f b
oa

rd
 a

nd
 lo

dg
in

g.
 N

or
m

al
ly

, t
he

 p
at

ie
nt

 m
us

t s
pe

nd
 a

t l
ea

st
 o

ne
 n

ig
ht

 in
 

th
e 

es
ta

bl
is

hm
en

t. 

17
 

入
院

患
者

の
保

健
医

療
：
病

院
、

診
療

所
、

サ
ナ

ト
リ

ウ
ム

、
公

認
温

熱
治

療
所

ま
た

は
こ

れ
に

類
す

る
医

療
機

関
で

の
滞

在
中

、
保

護
対

象
者

に
提

供
さ

れ
る

医
療

。
食

事
お

よ
び

滞
在

の
費

用
を

含
む

。
通

例
患

者
が

施
設

に
少

な
く

と
も

一
晩

を
過

ご
す

こ
と

を
条

件
と

す
る

。
 

18
 O

ut
-p

at
ie

nt
 h

ea
lth

 c
ar

e:
 m

ed
ic

al
 c

ar
e 

pr
ov

id
ed

 to
 p

ro
te

ct
ed

 p
eo

pl
e 

in
 th

ei
r h

om
es

 (i
nc

lu
di

ng
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外
来

患
者

の
保

健
医

療
：
自

宅
（
老

人
ホ

ー
ム

を
含

む
）
、

医
師

の
自

宅
ま

た
は

病
院

も
し

く
は

診
療

所
の

外
来

Ta
bl

e 
A

: C
la

ss
ifi

ca
tio

n 
of

 b
en

ef
its

 in
 th

e 
Si

ck
ne

ss
/h

ea
lth

 c
ar

e 
Fu

nc
tio

n

Ca
sh

 b
en

ef
its

Pa
id

 s
ic

k 
le

av
e

O
th

er
 c

as
h 

be
ne

fit
s

Be
ne

fit
s 

in
 k

in
d

In
-p

at
ie

nt
 h

ea
lth

 c
ar

e

･ 
Di

re
ct

 p
ro

vi
si

on

･ 
Re

im
bu

rs
em

en
t

O
ut

-p
at

ie
nt

 h
ea

lth
 c

ar
e

of
 w

hi
ch

: p
ha

rm
ac

eu
tic

al
 p

ro
du

ct
s

･ 
Di

re
ct

 p
ro

vi
si

on

･ 
Re

im
bu

rs
em

en
t

O
th

er
 b

en
ef

its
 in

 k
in

d

表
 A

：
 疾

 病
 ／

 保
 健

 医
 療

 機
 能

 の
 給

 付
 の

 分
 類

現
金

給
付

有
給

疾
病

休
暇

そ
の

他
の

現
金

給
付

現
物

給
付

入
院

患
者

の
保

健
医

療

･ 
直

接
支

給

･ 
払

い
戻

し

外
来

患
者

の
保

健
医

療

う
ち

: 医
薬

品

･ 
直

接
支

給

･ 
払

い
戻

し

そ
の

他
の

現
物

給
付
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ol
d 

pe
op

le
s'

 h
om

es
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 a
t t
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oc
to
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 p

re
m
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r 

at
 th

e 
ou

t-
pa

tie
nt
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ep

ar
tm

en
t o

f a
 h

os
pi

ta
l o

r 

a 
cl

in
ic

. 

部
門

に
お

い
て

保
護

対
象

者
に

提
供

さ
れ

る
医

療
。

 

19
 P

ha
rm

ac
eu

tic
al

 p
ro

du
ct

s:
 a

 s
ub

-c
at

eg
or

y 
of

 o
ut

-p
at

ie
nt

 c
ar

e,
 c

on
si

st
in

g 
of

 a
ll 

ph
ar

m
ac

eu
tic

al
 p

ro
du

ct
s 

pr
es

cr
ib

ed
, p

ur
ch

as
ed

 o
r 

di
re

ct
ly

 s
up

pl
ie

d 
fo

r 
m

ed
ic

al
 c

ar
e;

 b
lo

od
 

an
d 

pl
as

m
a 

ar
e 

al
so

 r
ep

or
te

d 
un

de
r 

th
is

 h
ea

di
ng

. 

19
 

医
薬

品
：
外

来
患

者
の

医
療

の
下

位
カ

テ
ゴ

リ
ー

で
医

療
の

た
め

処
方

さ
れ

、
購

入
さ

れ
ま

た
は

直
接

供
与

さ
れ

る
全

て
の

医
薬

品
か

ら
な

る
。

血
液

お
よ

び
血

漿
も

こ
の

項
目

に
計

上
す

る
 

20
 O

th
er

 b
en

ef
its

 in
 k

in
d:

 h
el

p 
pr

ov
id

ed
 to

 s
ic

k 
or

 in
ju

re
d 

pe
op

le
, o

th
er

 th
an

 m
ed

ic
al

 c
ar

e,
 to

 

as
si

st
 th

em
 w

ith
 d

ai
ly

 ta
sk

s,
 s

uc
h 

as
 h

om
e 

he
lp

 o
r 

tr
an

sp
or

t f
ac

ili
tie

s.
 

20
 

そ
の

他
の

現
物

給
付

：
日

常
動

作
を

支
援

す
る

た
め

病
人

ま
た

は
傷

害
者

に
提

供
さ

れ
る

医
療

以
外

の
援

助
、

ホ
ー

ム
ヘ

ル
パ

ー
や

移
送

手
段

な
ど

 

2.
3 

Fu
rt

he
r 

gu
id

an
ce

 
2.

3 
そ

の
他

の
指

針
 

20
A 

H
el

p 
fo

r a
lc

oh
ol

ic
s 

an
d 

dr
ug

-a
dd

ic
ts

 (o
th

er
 th

an
 m

ed
ic

al
 c

ar
e)

 is
 re

po
rt

ed
 u

nd
er

 th
e 

S
oc

ia
l 

ex
cl

us
io

n 
n.

e.
c.

 fu
nc

tio
n,

 n
ot

 u
nd

er
 th

e 
S

ic
kn

es
s/

he
al

th
 c

ar
e 

fu
nc

tio
n.

 

20
A

 
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
お

よ
び

薬
物

中
毒

者
に

対
す

る
援

助
（
医

療
以

外
の

）
は

、
疾

病
／

保
健

医
療

機
能

で
な

く
他

の
機

能
分

類
に

入
ら

な
い

社
会

的
排

除
に

計
上

す
る

。
 

20
B

 N
o 

di
st

in
ct

io
n 

is
 m

ad
e 

on
 th

e 
ca

us
e 

of
 th

e 
ne

ed
 fo

r 
si

ck
ne

ss
/h

ea
lth

 c
ar

e 
be

ne
fit

s.
 

H
ow

ev
er

, 
 e

xp
en

di
tu

re
 re

la
te

d 
to

 a
n 

oc
cu

pa
tio

na
l a

cc
id

en
t o

r d
is

ea
se

 s
ho

ul
d 

be
 id

en
tif

ie
d 

in
 a

 

se
pa

ra
te

 s
ch

em
e 

w
he

re
 p

os
si

bl
e 

(s
ee

 p
ar

ag
ra

ph
 7

 in
 th

e 
In

tr
od

uc
tio

n)
. 

20
B

 
疾

病
／

保
健

医
療

給
付

の
ニ

ー
ズ

理
由

の
区

別
は

行
わ

な
い

。
た

だ
し

業
務

災
害

ま
た

は
業

務
上

疾
病

に

関
す

る
支

出
は

、
可

能
で

あ
れ

ば
別

個
の

制
度

で
示

す
（
「
は

じ
め

に
」
の

第
7

節
参

照
）
。

 

20
C

 M
in

is
tr

y 
of

 H
ea

lth
 a

nd
 lo

ca
l g

ov
er

nm
en

t a
ut

ho
rit

y 
bu
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s 
of

te
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cl

ud
e 
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e 

ca
te

go
ry

 

P
ub

lic
 H

ea
lth

. T
hi

s 
m

ay
 c

ov
er

 e
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en
di

tu
re

 o
n 

a 
br

oa
d 

ra
ng

e 
of
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iti
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 a

nd
 c

om
m
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en
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, 

m
an

y 
of

 th
em

 w
ith

in
 th

e 
sc

op
e 

of
 s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n.

 F
or

 in
st

an
ce

, m
ed

ic
al

 c
ar

e 
fin

an
ce

d 
fr

om
 

pu
bl

ic
 h

ea
lth

 b
ud

ge
ts

 p
ro

vi
de

d 
in

 p
ub

lic
 h

ea
lth

 c
en

tr
es

 m
us

t b
e 

re
po

rt
ed

 u
nd

er
 th

e 

S
ic

kn
es

s/
he

al
th

 c
ar

e 
fu

nc
tio

n.
 

H
ow

ev
er

, s
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pu
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 h
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lth
 e

xp
en

di
tu

re
 d

oe
s 

no
t f

al
l w

ith
in

 th
e 

co
nv

en
tio
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l d

ef
in

iti
on

 o
f 

so
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n.
 F

or
 in

st
an

ce
, p

re
ve

nt
iv

e 
ca

m
pa

ig
ns

 to
 a

le
rt

 th
e 

ge
ne

ra
l p

ub
lic

 to
 h

ea
lth

 

ha
za

rd
s,

 a
nd

 o
th

er
 h

ea
lth

 e
du

ca
tio

n 
an

d 
tr

ai
ni

ng
 a

ct
iv

iti
es

, m
ay

 c
om

e 
w

ith
in

 a
 p

ub
lic

 h
ea

lth
 

bu
dg

et
, b

ut
 a

re
 n

ot
 p

ar
t o

f s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n.
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C

 
保

健
省

や
地

方
政

府
当

局
の

予
算

に
は

、
「
公

衆
衛

生
」
の

カ
テ

ゴ
リ

ー
が

含
ま

れ
て

い
る

こ
と

が
多

い
。

こ
れ

は
広

範
な

活
動

や
責

任
（
そ

の
多

く
が

社
会

保
護

の
範

囲
内

に
あ

る
）
に

関
す

る
支

出
を

含
む

こ
と

が
あ

る
。

例
え

ば

保
健

所
で

提
供

さ
れ

る
公

衆
衛

生
予

算
に

よ
る

医
療

は
、

疾
病

／
保

健
医

療
機

能
に

計
上

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

し
か

し
、

社
会

保
護

の
慣

例
的

定
義

に
該

当
し

な
い

公
衆

衛
生

支
出

も
あ

る
。

例
え

ば
健

康
危

険
を

一
般

大
衆

に
警

告
す

る
予

防
キ

ャ
ン

ペ
ー

ン
そ

の
他

の
保

健
教

育
・
訓

練
活

動
は

、
公

衆
衛

生
予

算
の

範
囲

に
は

入
る

か
も

知
れ

な

い
が

社
会

保
護

の
一

部
で

は
な

い
。

 

20
D

 W
he

n 
he

al
th

 c
ar

e 
be

ne
fit

s 
ar

e 
di

re
ct

ly
 p

ro
vi

de
d,

 it
 m

ay
 b

e 
di

ffi
cu

lt 
to

 d
et

er
m

in
e 

th
ei

r 

va
lu

e.
 F

or
 fu

rt
he

r 
ex

pl
an

at
io

n,
 s

ee
 p

ar
ag

ra
ph

s 
12

3 
th

ro
ug

h 
12

7 
of

 P
ar

t 1
 o

n 
va

lu
at

io
n.

 

20
D

 
保

健
医

療
給

付
が

直
接

支
給

さ
れ

る
場

合
は

、
そ

の
価

額
の

決
定

が
困

難
で

あ
る

。
さ

ら
に

詳
し

い
説

明
は

、

評
価

に
関

す
る

第
1

部
第

12
3

節
－

第
12

7
節

参
照

。
 

20
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 A
s 

a 
re

su
lt 

of
 te

ch
ni

ca
l p

ro
gr

es
s,

 d
ay

 c
ar

e 
ho

sp
ita

lis
at

io
n 
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d 
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sp

ita
lis

at
io

n 
at

 h
om

e 
ar

e 

be
co

m
in

g 
m

or
e 

w
id

es
pr

ea
d 

in
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e 
M

em
be

r 
S

ta
te

s.
 

D
ay

 c
ar

e 
ho

sp
ita

lis
at

io
n 

al
lo

w
s 

th
e 

pr
ov

is
io

n 
of

 in
di

vi
du

al
, i

nt
en

si
ve

 m
ed

ic
al

 c
ar

e 
du

rin
g 

a 

si
ng

le
 d

ay
. P

at
ie

nt
s 

re
ce

iv
e 

tr
ea

tm
en

t f
or

 p
ar

t o
f t

he
 d

ay
 a

nd
 fo

r t
he

 re
st

 o
f t

he
 d

ay
 c

an
 re

m
ai

n 

in
 th

ei
r 

us
ua

l e
nv

iro
nm

en
t. 

D
ay

 c
ar

e 
co

ve
rs

, f
or

 in
st

an
ce

, h
ae

m
od

ia
ly

si
s,

 s
m

al
l s

ur
gi

ca
l 

op
er

at
io

ns
 a

nd
 r

eh
ab

ili
ta

tio
n,

 a
nd

 s
ho

ul
d 

no
t b

e 
co

nf
us

ed
 w

ith
 o

ut
-p

at
ie

nt
 c

ar
e 

no
rm

al
ly

 

pr
ov

id
ed

 b
y 

ou
t-

pa
tie

nt
 d

ep
ar

tm
en

ts
. 

 H
os

pi
ta

lis
at

io
n 

at
 h

om
e 

is
 a

n 
al

te
rn

at
iv

e 
to

 

co
nv

en
tio

na
l h

os
pi

ta
lis

at
io

n.
 It

 a
llo

w
s 

pa
tie

nt
s 

w
ho

se
 c

on
di

tio
n 

do
es

 n
ot

 ju
st

ify
 r

em
ov

al
 to

 a
 

20
E

 
技

術
進

歩
の

結
果

デ
イ

ケ
ア

入
院

お
よ

び
在

宅
入

院
が

加
盟

国
に

お
い

て
普

及
し

て
い

る
。

 

デ
イ

ケ
ア

入
院

で
は

、
一

日
間

の
個

別
の

、
集

中
医

療
が

可
能

と
な

る
。

患
者

は
そ

の
日

の
一

部
に

治
療

を
受

け
、

残
り

の
時

間
を

通
常

の
環

境
に

留
ま

る
こ

と
が

で
き

る
。

デ
イ

ケ
ア

は
例

え
ば

血
液

透
析

や
小

規
模

の
外

科
手

術
お

よ
び

リ
ハ

ビ
リ

を
対

象
と

す
る

も
の

で
あ

っ
て

、
通

例
外

来
患

者
部

門
の

提
供

す
る

外
来

患
者

の
治

療
と

混
同

す
べ

き

で
な

い
。

在
宅

入
院

は
、

通
常

の
入

院
の

代
替

手
段

で
あ

る
。

こ
れ

に
よ

っ
て

病
院

へ
の

移
送

が
困

難
な

病
状

の
患

者
は

、
通

例
病

院
で

受
け

る
で

あ
ろ

う
医

療
と

範
囲

・
集

中
度

の
点

で
同

等
な

医
療

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

こ
れ

ら
の

形
の

入
院

は
、

入
院

患
者

の
保

健
医

療
と

外
来

患
者

の
保

健
医

療
と

の
中

間
で

あ
り

、
こ

れ
は

医
療

施
設

で
の

夜
間

滞
在

の
な

い
場

合
で

も
入

院
患

者
の

保
健

医
療

の
カ

テ
ゴ

リ
ー

に
計

上
す

る
こ

と
を

勧
め

る
。
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ve

n 
if 

no
 n

ig
ht

 is
 s

pe
nt

 in
 a

 m
ed
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al
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st

ab
lis

hm
en

t. 

3 
 S

oc
ia

l b
en

ef
its

 in
 th

e 
D

is
ab

ili
ty

 fu
nc

tio
n 

3.
 障

害
機

能
の

社
会

給
付

 

3.
1 

In
tr

od
uc

tio
n 

3.
1 

は
じ

め
に
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n 
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pr
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an
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m
e 
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 b
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ow

 s
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d 
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ge
 a

s 
es

ta
bl
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d 
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e 
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fe
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w
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 a
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y 
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 w

or
k 

an
d 
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rn
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 im
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 m
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ve
l 
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 d
ow
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sl
at
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 p
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l o
r 

m
en
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l d
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ab
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• 
pr

ov
id

e 
re

ha
bi

lit
at

io
n 

se
rv

ic
es

 s
pe

ci
fic

al
ly

 r
eq

ui
re

d 
by

 d
is
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ili

tie
s;

 

• 
pr
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id

e 
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s 

an
d 
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th

er
 th

an
 m

ed
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al
 c

ar
e 

to
 d
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ab

le
d 
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op

le
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21
 

障
害

機
能

で
は

次
の

給
付

を
取

り
扱

う
。

 

･ 
基

準
制

度
の

規
定

す
る

標
準

退
職

年
齢

未
満

の
者

で
就

労
・
稼

得
能

力
が

身
体

障
害

ま
た

は
精

神
障

害

に
よ

り
法

律
で

定
め

る
最

低
基

準
を

超
え

て
損

な
わ

れ
た

者
に

所
得

を
提

供
す

る
給

付
。

 

･ 
障

害
が

と
く

に
必

要
と

す
る

リ
ハ

ビ
リ

・
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

給
付

。
 

･ 
障

害
者

に
医

療
以

外
の

財
お

よ
び

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
給

付
。
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 th
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ll 
or

 p
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l i
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y 

to
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ag
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m
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o 
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ad
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e 
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 p
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r 
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m
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irm
en

t t
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s 
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 b
e 
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m
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t o
r 

to
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er
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st
 

be
yo

nd
 a

 m
in

im
um

 p
re

sc
rib

ed
 p

er
io

d.
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障
害

と
は

、
身

体
障

害
ま

た
は

精
神

障
害

に
よ

る
経

済
活

動
従

事
能

力
ま

た
は

通
常

の
生

活
能

力
の

完
全

な

ま
た

は
部

分
的

な
喪

失
で

あ
っ

て
永

久
的

な
も

の
ま

た
は

最
低

規
定

期
間

を
超

え
て

持
続

す
る

可
能

性
の

高
い

も
の

を
い

う
。
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d 
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e 

D
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ty
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n 

ar
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 c
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 c
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n;
.

･ 
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s 
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r 
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 p
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t e
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s 

du
rin

g 
te

m
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ra
ry
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 to

 

w
or

k 
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e 
to

 s
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s 
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, w
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 is
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d 

un
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th

e 
S
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s/

he
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 c
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e 
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nc

tio
n;

 

･ 
fa

m
ily

 a
llo

w
an
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s 

pa
id

 to
 r

ec
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ie
nt

s 
of

 d
is

ab
ili

ty
 b

en
ef
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, w
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ch

 a
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ep

or
te
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th
e 

Fa
m
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/c
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nc

tio
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･ 
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ne
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 th
e 
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rv
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de
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an
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f d
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d 
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, s
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as
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ra
l e
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ch
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un
de

r 
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e 
S
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vo
rs

' f
un

ct
io

n.
 

23
 

障
害

機
能

か
ら

除
外

さ
れ

る
給

付
は

次
の

通
り

で
あ

る
。

 

･ 
障

害
特

定
の

全
て

の
医

療
（
こ

れ
は

疾
病

／
保

健
医

療
機

能
に

計
上

す
る

）
。

 

･ 
疾

病
ま

た
は

傷
害

に
よ

る
一

時
的

就
労

不
能

期
間

中
の

所
得

の
全

部
ま

た
は

一
部

に
代

え
る

た
め

提
供

さ
れ

る
給

付
（
こ

れ
は

疾
病

／
保

健
医

療
機

能
に

計
上

す
る

）
。

 

･ 
障

害
給

付
の

受
領

者
に

支
給

さ
れ

る
家

族
手

当
（
こ

れ
は

家
族

／
育

児
機

能
に

計
上

す
る

）
。

 

･ 
障

害
者

の
遺

族
扶

養
家

族
に

支
給

さ
れ

る
給

付
（
こ

れ
は

遺
族

機
能

に
計

上
す

る
）
。

年
金

お
よ

び
葬

祭

費
な

ど
。
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D
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の
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2.

1 
現

金
給

付
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障
害

年
金

：
基

準
制

度
の

規
定

す
る

標
準

退
職

年
齢

未
満

の
者

で
法

律
の

規
定

す
る

最
低

レ
ベ

ル
を

超
え

て

就
労

能
力

ま
た

は
稼

得
能

力
を

損
な

う
障

害
を

被
る

者
の

所
得

の
維

持
ま

た
は

支
援

を
目

的
と

す
る

定
期

的
支

給

金
。
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f r
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ed
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to
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 T
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m
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ly
 c
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he
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 b
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 to

 a
n 

ol
d 

ag
e 

pe
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io
n.
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就
労

能
力

減
退

に
よ

る
早

期
退

職
：
高

年
齢

の
勤

労
者

で
就

労
能

力
の

減
退

の
結

果
基

準
制

度
の

規
定

す
る

標
準

退
職

年
齢

に
達

す
る

前
に

退
職

す
る

者
に

対
す

る
定

期
的

支
給

金
。

こ
の

支
払

い
は

通
例

、
受

給
者

が
老

齢

年
金

の
受

給
権

を
得

る
時

に
終

了
す

る
。
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nt
 a

ss
is

ta
nc

e 

to
 h

el
p 

th
em

 m
ee

t t
he

 e
xt

ra
 c

os
ts

 o
f a

tte
nd

an
ce

 (
ot

he
r 

th
an

 m
ed

ic
al

 c
ar

e)
. T

he
 b

en
ef

it 
m

us
t 

no
t b

e 
a 

re
im

bu
rs

em
en

t o
f c

er
tif

ie
d 

ex
pe

nd
itu

re
, w

hi
ch

 w
ou

ld
 b

e 
cl

as
si

fie
d 

as
 b

en
ef

it 
in

 k
in

d.
 

26
 

介
護

手
当

：
基

準
制

度
の

規
定

す
る

標
準

退
職

年
齢

未
満

の
障

害
者

で
介

護
（
医

療
以

外
の

）
の

追
加

費
用

の
支

払
い

を
援

助
す

る
た

め
の

頻
繁

な
ま

た
は

不
断

の
援

助
を

要
す

る
者

に
対

し
て

支
払

う
給

付
。

 

27
 E

co
no

m
ic

 in
te

gr
at

io
n 

of
 th

e 
ha

nd
ic

ap
pe

d:
 a

llo
w

an
ce

s 
pa

id
 to

 d
is

ab
le

d 
pe

op
le

 w
he

n 
th

ey
 

un
de

rt
ak

e 
w

or
k 

ad
ap

te
d 

to
 th

ei
r 

co
nd

iti
on

, n
or

m
al

ly
 in

 a
 s

he
lte

re
d 

w
or

ks
ho

p,
 o

r 
w

he
n 

th
ey

 

un
de

rg
o 

vo
ca

tio
na

l t
ra

in
in

g.
 

27
 

障
害

者
の

経
済

的
統

合
：
障

害
者

の
状

態
に

適
合

さ
せ

た
仕

事
を

通
例

養
護

施
設

で
行

う
場

合
ま

た
は

職
業

訓
練

を
受

け
る

場
合

に
障

害
者

に
支

払
わ

れ
る

手
当

。
 

28
 O

th
er

 c
as

h 
be

ne
fit

s:
 p

er
io

di
c 

an
d 

lu
m

p-
su

m
 p

ay
m

en
ts

 n
ot

 fa
lli

ng
 u

nd
er

 th
e 

ab
ov

e 

he
ad

in
gs

, 
 s

uc
h 

as
 o

cc
as

io
na

l i
nc

om
e 

su
pp

or
t a

nd
 s

o 
on

. I
f i

t c
on

ce
rn

s 
a 

lu
m

p-
su

m
, t

he
 

be
ne

fit
 is

 n
or

m
al

ly
 g

ra
nt

ed
 in

st
ea

d 
of

 a
 p

er
io

di
ca

l d
is

ab
ili

ty
 p

en
si

on
, t

he
 b

en
ef

ic
ia

rie
s 

us
ua

lly
 

28
 

そ
の

他
の

現
金

給
付

：
時

折
の

所
得

補
助

な
ど

の
上

記
の

項
目

に
該

当
し

な
い

定
期

的
お

よ
び

一
括

払
い

の

支
給

金
。

一
括

払
い

の
場

合
は

、
給

付
は

通
例

低
レ

ベ
ル

の
障

害
を

有
す

る
受

給
者

に
定

期
的

傷
害

年
金

の
代

わ

り
に

支
給

さ
れ

る
。

 

Ta
bl

e 
B:

 C
la

ss
ifi

ca
tio

n 
of

 b
en

ef
its

 in
 th

e 
Di

sa
bi

lity
 F

un
ct

io
n

Ca
sh

 b
en

ef
its

Di
sa

bi
lity

 p
en

si
on

Ea
rly

 re
tir

em
en

t b
en

ef
it 

du
e 

to
 re

du
ce

d 
ca

pa
ci

ty
 to

 w
or

k
Ca

re
 a

llo
w

an
ce

Ec
on

om
ic

 in
te

gr
at

io
n 

of
 th

e 
ha

nd
ic

ap
pe

d
O

th
er

 c
as

h 
be

ne
fit

s
Be

ne
fit

s 
in

 k
in

d
A

cc
om

m
od

at
io

n
A

ss
is

ta
nc

e 
in

 c
ar

ry
in

g 
ou

t d
ai

ly
 ta

sk
s

Re
ha

bi
lita

tio
n

O
th

er
 b

en
ef

its
 in

 k
in

d

表
 B

 ：
 障

 害
 機

 能
 の

 給
 付

 の
 分

 類

現
金

給
付

障
害

年
金

就
労

能
力

減
退

に
よ

る
早

期
退

職
給

付

介
護

手
当

障
害

者
の

経
済

的
統

合

そ
の

他
の

現
金

給
付

現
物

給
付

施
設

収
容

日
常

の
仕

事
の

実
行

に
関

す
る

援
助

リ
ハ

ビ
リ

そ
の

他
の

現
物

給
付
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on
ly

 h
av

in
g 

a 
lo

w
 le

ve
l o

f d
is

ab
ili

ty
. 

3.
2.

2 
B

E
N

EF
IT

S
 IN

 K
IN

D
 

3.
2.

2 
現

物
給

付
 

29
 A

cc
om

m
od

at
io

n:
 p

ro
vi

si
on

 o
f l

od
gi

ng
 a

nd
 p

os
si

bl
y 

bo
ar

d 
to

 d
is

ab
le

d 
pe

op
le

 in
 a

pp
ro

pr
ia

te
 

es
ta

bl
is

hm
en

ts
. 

29
 

施
設

収
容

：
適

切
な

施
設

に
お

け
る

障
害

者
の

収
容

お
よ

び
場

合
に

よ
り

食
事

の
提

供
。

 

30
 A

ss
is

ta
nc

e 
in

 c
ar

ry
in

g 
ou

t d
ai

ly
 ta

sk
s:

 p
ra

ct
ic

al
 h

el
p 

pr
ov

id
ed

 to
 d

is
ab

le
d 

pe
op

le
 to

 a
ss

is
t 

th
em

 w
ith

 d
ai

ly
 ta

sk
s.

 H
om

e 
he

lp
 is

 in
cl

ud
ed

 in
 th

is
 c

at
eg

or
y,

 a
s 

w
el

l a
s 

th
e 

pa
ym

en
t o

f a
n 

al
lo

w
an

ce
 to

 th
e 

pe
rs

on
 w

ho
 lo

ok
s 

af
te

r 
th

e 
di

sa
bl

ed
 p

er
so

n.
 

30
 

日
常

動
作

に
関

す
る

援
助

：
日

常
動

作
に

つ
い

て
支

援
す

る
た

め
障

害
者

に
提

供
さ

れ
る

実
際

的
援

助
。

こ
の

カ
テ

ゴ
リ

ー
に

含
ま

れ
る

の
は

ホ
ー

ム
ヘ

ル
パ

ー
や

障
害

者
を

世
話

す
る

者
へ

の
手

当
の

支
給

で
あ

る
。

 

31
 R

eh
ab

ili
ta

tio
n:

 p
ro

vi
si

on
 o

f s
pe

ci
fic

 g
oo

ds
 a

nd
 s

er
vi

ce
s 

(o
th

er
 th

an
 m

ed
ic

al
 c

ar
e)

 a
nd

 

vo
ca

tio
na

l t
ra

in
in

g 
to

 fu
rt

he
r 

th
e 

oc
cu

pa
tio

na
l a

nd
 s

oc
ia

l r
eh

ab
ili

ta
tio

n 
of

 d
is

ab
le

d 
pe

op
le

. 
 

Th
es

e 
se

rv
ic

es
 m

ay
 b

e 
pr

ov
id

ed
 in

 s
pe

ci
al

is
ed

 in
st

itu
tio

ns
. G

oo
ds

 a
nd

 s
er

vi
ce

s 
m

ay
 b

e 

pr
ov

id
ed

 b
y 

an
 e

m
pl

oy
er

, b
ut

 if
 th

ey
 a

re
 m

ai
nl

y 
to

 s
er

vi
ce

 th
e 

pr
od

uc
tio

n 
pr

oc
es

s 
of

 th
e 

en
te

rp
ris

e,
 th

ey
 s

ho
ul

d 
no

t b
e 

in
cl

ud
ed

 (
se

e 
al

so
 p

ar
ag

ra
ph

 2
6,

 P
ar

t 1
).

 M
ed

ic
al

 r
eh

ab
ili

ta
tio

n 

- 
su

ch
 a

s 
ph

ys
io

th
er

ap
y 

- 
is

 in
cl

ud
ed

 in
 th

e 
S

ic
kn

es
s/

he
al

th
 c

ar
e 

fu
nc

tio
n.

 

31
 

リ
ハ

ビ
リ

：
障

害
者

の
職

業
的

、
社

会
的

リ
ハ

ビ
リ

促
進

の
た

め
の

特
定

の
財

お
よ

び
サ

ー
ビ

ス
（
医

療
以

外
の

）

な
ら

び
に

職
業

訓
練

の
提

供
。

こ
れ

ら
の

サ
ー

ビ
ス

は
、

専
門

の
機

関
で

提
供

さ
れ

る
こ

と
が

あ
る

。
財

お
よ

び
サ

ー

ビ
ス

は
使

用
者

が
提

供
す

る
こ

と
も

あ
る

が
、

こ
れ

が
主

に
企

業
の

生
産

過
程

を
支

援
す

る
た

め
で

あ
る

と
き

は
含

め

な
い

こ
と

（
第

1部
第

26
節

も
参

照
）
。

医
療

リ
ハ

ビ
リ

－
物

理
療

法
な

ど
－

は
疾

病
／

保
健

医
療

機
能

に
含

め
る

。
 

32
 O

th
er

 b
en

ef
its

 in
 k

in
d:

 m
is

ce
lla

ne
ou

s 
se

rv
ic

es
 a

nd
 g

oo
ds

 p
ro

vi
de

d 
to

 d
is

ab
le

d 
pe

op
le

 to
 

en
ab

le
 th

em
 to

 p
ar

tic
ip

at
e 

in
 le

is
ur

e 
an

d 
cu

ltu
ra

l a
ct

iv
iti

es
, o

r 
to

 tr
av

el
 a

nd
/o

r 
to

 p
ar

tic
ip

at
e 

in
 

co
m

m
un

ity
 li

fe
, i

nc
lu

di
ng

 r
ed

uc
ed

 p
ric

es
, t

ar
iff

s,
 fa

re
s,

 a
nd

 s
o 

on
 g

ra
nt

ed
 to

 d
is

ab
le

d 
pe

op
le

 

ex
pr

es
sl

y 
fo

r 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n 

re
as

on
s.
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そ
の

他
の

現
物

給
付

：
余

暇
・
文

化
活

動
へ

の
参

加
ま

た
は

旅
行

お
よ

び
（
ま

た
は

）
地

域
生

活
へ

の
参

加
が

で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め
障

害
者

に
提

供
さ

れ
る

種
々

の
サ

ー
ビ

ス
お

よ
び

財
。

明
示

的
に

社
会

保
護

の
た

め
障

害
者

に

与
え

ら
れ

る
値

引
き

、
料

金
割

引
、

運
賃

割
引

な
ど

。
 

3.
3 

Fu
rt

he
r 

gu
id

an
ce

 
3.

3 
そ

の
他

の
指

針
 

32
A 

D
is

ab
ili

ty
 p

en
si

on
s,

 in
 c

on
tr

as
t t

o 
ea

rly
 r

et
ire

m
en

t b
en

ef
its

 d
ue

 to
 r

ed
uc

ed
 c

ap
ac

ity
 to

 

w
or

k,
  

ar
e 

no
t n

ec
es

sa
ril

y 
lin

ke
d 

to
 a

 fu
ll 

re
tir

em
en

t o
f t

he
 d

is
ab

le
d 

pe
rs

on
 T

he
 e

xp
re

ss
io

n 

"b
ey

on
d 

a 
m

in
im

um
 le

ve
l l

ai
d 

do
w

n 
by

 le
gi

sl
at

io
n"

 u
se

d 
in

 th
is

 c
ha

pt
er

 im
pl

ie
s 

si
gn

ifi
ca

nt
 

di
ffe

re
nc

es
 a

m
on

g 
di

sa
bi

lit
y 

ar
ra

ng
em

en
ts

 in
 th

e 
M

em
be

r 
S

ta
te

s.
 F

or
 e

xa
m

pl
e,

 d
is

ab
ili

ty
 is

 

of
te

n 
m

ea
su

re
d 

in
 te

rm
s 

of
 in

ab
ili

ty
 to

 e
ar

n,
 a

ss
es

se
d 

by
 c

om
pa

ris
on

 w
ith

 s
ta

nd
ar

ds
, n

or
m

al
ly

 

an
 a

ve
ra

ge
 w

or
ke

r 
w

ith
 th

e 
sa

m
e 

em
pl

oy
m

en
t s

ta
tu

s,
 a

ge
, s

ki
ll,

 o
r 

tr
ai

ni
ng

 a
s 

th
e 

di
sa

bl
ed

 

pe
rs

on
. I

n 
so

m
e 

co
un

tr
ie

s 
th

er
e 

ar
e 

ad
di

tio
na

l c
rit

er
ia

 s
uc

h 
th

e 
po

ss
ib

ili
ty

 o
r 

no
t t

o 
ge

t a
 p

ai
d 

jo
b 

(T
he

 N
et

he
rla

nd
s)

 o
r 

so
ci

al
 c

on
di

tio
ns

 a
nd

 th
e 

lik
el

ih
oo

d 
of

 d
et

er
io

ra
tio

n 
or

 im
pr

ov
em

en
t 

 

(D
en

m
ar

k)
. 

32
A

 
本

章
で

用
い

る
「
法

律
の

規
定

す
る

最
低

レ
ベ

ル
を

超
え

る
」
の

表
現

は
、

加
盟

国
間

の
障

害
対

応
措

置
の

重

要
な

相
違

を
暗

示
し

て
い

る
。

例
え

ば
障

害
は

、
基

準
（
通

例
障

害
者

と
同

一
の

雇
用

地
位

、
年

齢
、

技
能

ま
た

は
訓

練
の

平
均

勤
労

者
）
と

比
較

し
て

評
価

し
た

稼
得

能
力

に
基

づ
い

て
評

価
さ

れ
る

こ
と

が
多

い
。

地
理

的
立

地
（
オ

ラ

ン
ダ

）
や

社
会

的
条

件
お

よ
び

悪
化

ま
た

は
改

善
の

可
能

性
（
デ

ン
マ

ー
ク

）
な

ど
他

の
基

準
の

あ
る

国
も

あ
る

。
数

字

の
比

較
に

際
し

て
は

こ
の

こ
と

を
念

頭
に

置
く

べ
き

で
あ

る
。

 

32
B

 In
 s

om
e 

co
un

tr
ie

s 
(S

w
ed

en
 fo

r 
ex

am
pl

e)
 it

 is
 d

iff
ic

ul
t t

o 
m

ak
e 

a 
di

st
in

ct
io

n 
be

tw
ee

n 

"d
is

ab
ili

ty
 p

en
si

on
s"

 a
nd

 "
ea

rly
 r

et
ire

m
en

t b
en

ef
its

 d
ue

 to
 r

ed
uc

ed
 c

ap
ac

ity
 to

 w
or

k"
. 

G
en

er
al

ly
, i

t c
ou

ld
 b

e 
be

tte
r 

to
 a

na
ly

se
 th

es
e 

tw
o 

ca
te

go
rie

s 
to

ge
th

er
. 

32
B

 
い

く
つ

か
の

国
で

は
（
た

と
え

ば
ス

ウ
ェ

ー
デ

ン
）
で

は
、

障
害

年
金

と
就

労
能

力
減

退
に

よ
る

早
期

退
職

年
金

の
判

別
が

難
し

い
。

一
般

的
に

二
つ

の
カ

テ
ゴ

リ
ー

を
一

緒
に

分
析

す
る

ほ
う

が
良

い
だ

ろ
う

。
 

32
C

 N
o 

di
st

in
ct

io
n 

is
 m

ad
e 

on
 th

e 
ca

us
e 

of
 th

e 
di

sa
bi

lit
y,

 w
hi

ch
 m

ay
 b

e 
co

ng
en

ita
l o

r t
he

 re
su

lt 

of
 a

n 
ill

ne
ss

 o
r 

ac
ci

de
nt

 d
ur

in
g 

th
e 

vi
ct

im
's

 li
fe

tim
e,

 in
cl

ud
in

g 
an

 o
cc

up
at

io
na

l a
cc

id
en

t o
r 

32
C

 
障

害
の

原
因

（
先

天
的

の
場

合
も

障
害

者
の

生
涯

中
の

病
気

ま
た

は
事

故
の

結
果

で
あ

る
こ

と
も

あ
る

）
に

つ

い
て

は
、

業
務

災
害

ま
た

は
業

務
上

疾
病

を
含

め
て

、
区

別
を

行
わ

な
い

。
し

か
し

、
業

務
災

害
ま

た
は

業
務

上
疾

病
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di
se

as
e.

 H
ow

ev
er

, e
xp

en
di

tu
re

 r
el

at
ed

 to
 d

is
ab

ili
ty

 c
au

se
d 

by
 a

n 
oc

cu
pa

tio
na

l a
cc

id
en

t o
r 

di
se

as
e 

sh
ou

ld
 b

e 
id

en
tif

ie
d 

in
 a

 s
ep

ar
at

e 
sc

he
m

e 
w

he
re

 p
os

si
bl

e 
(s

ee
 p

ar
ag

ra
ph

 7
 in

 th
e 

In
tr

od
uc

tio
n)

. 

か
ら

生
じ

る
障

害
に

関
す

る
支

出
は

、
可

能
な

場
合

に
は

別
個

の
制

度
に

お
い

て
特

定
す

べ
き

で
あ

る
（
「
は

じ
め

に
」

の
第

7
節

参
照

）
。

 

32
D

 L
eg

is
la

tio
n 

m
ay

 p
ro

vi
de

 h
ig

he
r 

ra
te

s 
of

 fa
m

ily
 a

llo
w

an
ce

 w
he

re
 a

 p
ar

en
t, 

or
 a

 d
ep

en
de

nt
 

pe
rs

on
 w

ho
 g

iv
es

 e
nt

itl
em

en
t t

o 
fa

m
ily

 a
llo

w
an

ce
, i

s 
di

sa
bl

ed
. T

he
se

 b
en

ef
its

 s
ho

ul
d 

be
 

re
po

rt
ed

 u
nd

er
 th

e 
Fa

m
ily

/c
hi

ld
re

n 
fu

nc
tio

n.
 O

n 
th

e 
ot

he
r 

ha
nd

, w
he

re
 a

 d
is

ab
le

d 
ch

ild
 is

 

en
tit

le
d 

to
 a

 c
as

h 
di

sa
bi

lit
y 

be
ne

fit
 in

 h
is

 o
r 

he
r 

ow
n 

rig
ht

, i
rr

es
pe

ct
iv

e 
of

 d
ep

en
de

nc
y,

 th
e 

co
rr

es
po

nd
in

g 
be

ne
fit

 is
 r

ep
or

te
d 

un
de

r 
th

e 
D

is
ab

ili
ty

 fu
nc

tio
n.
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D

 
親

ま
た

は
家

族
手

当
の

受
給

権
を

与
え

る
扶

養
家

族
が

障
害

を
被

っ
た

場
合

の
家

族
手

当
の

率
の

引
き

上

げ
が

法
律

で
規

定
さ

れ
て

い
る

場
合

が
あ

る
。

こ
の

給
付

は
、

家
族

／
育

児
機

能
に

計
上

す
べ

き
で

あ
る

。
他

方
障

害
児

自
身

が
現

金
障

害
給

付
の

受
給

権
を

有
す

る
場

合
は

、
扶

養
家

族
で

あ
る

か
否

か
に

か
か

わ
ら

ず
、

対
応

す

る
給

付
は

障
害

機
能

に
計

上
す

る
。
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 In
 m

os
t M

em
be

r 
S

ta
te

s 
of

 th
e 

E
ur

op
ea

n 
U

ni
on

 th
e 

so
ci

al
 p

ro
te

ct
io

n 
fu

nc
tio

ns
 O

ld
 a

ge
, 

 

D
is

ab
ili

ty
, a

nd
 S

ur
vi

vo
rs

 a
re

 p
ar

t o
f a

 c
oh

er
en

t s
et

 o
f b

en
ef

its
 w

hi
ch

 is
 s

om
et

im
es

 in
st

itu
te

d 
as

 

on
e 

sy
st

em
. T

hi
s 

se
t o

f b
en

ef
its

 is
 u

su
al

ly
 c

al
le

d 
th

e 
na

tio
na

l p
en

si
on

 s
ys

te
m

, e
ve

n 
if 

th
e 

be
ne

fit
s 

pr
ov

id
ed

 a
re

 n
ot

 e
xc

lu
si

ve
ly

 p
er

io
di

c 
pa

ym
en

ts
. F

or
 r

ea
so

ns
 o

f c
om

pa
ra

bi
lit

y,
 a

nd
 in

 

or
de

r 
to

 r
es

pe
ct

 th
e 

pr
in

ci
pl

e 
of

 th
e 

fu
nc

tio
na

l c
la

ss
ifi

ca
tio

n 
of

 th
e 

E
S

S
P

R
O

S
, c

on
ce

rn
in

g 
th

e 

co
nc

ep
t o

f t
he

 le
ga

l/s
ta

nd
ar

d 
re

tir
em

en
t a

ge
, s

ee
 p

ar
ag

ra
ph

s 
43

A 
to

 4
3E

 in
 th

e 
O

ld
 a

ge
 

fu
nc

tio
n.

 

32
E

 
大

半
の

E
U

加
盟

国
に

お
い

て
は

、
社

会
保

護
機

能
の

老
齢

、
障

害
お

よ
び

遺
族

機
能

が
一

貫
し

た
給

付
セ

ッ

ト
の

一
部

と
な

っ
て

お
り

、
と

き
に

は
一

つ
の

シ
ス

テ
ム

と
し

て
設

置
さ

れ
て

い
る

。
こ

の
給

付
セ

ッ
ト

は
通

常
、

提
供

す

る
給

付
が

定
期

的
支

給
に

限
ら

な
い

と
き

で
も

、
国

民
年

金
制

度
と

呼
ば

れ
て

い
る

。
比

較
可

能
性

の
理

由
か

ら
、

ま

た
E

S
S

P
R

O
S

の
機

能
別

分
類

の
原

則
を

尊
重

す
る

た
め

、
基

準
制

度
の

規
定

す
る

標
準

退
職

年
齢

以
後

に
支

払

わ
れ

る
障

害
現

金
給

付
は

、
老

齢
機

能
に

計
上

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

い
ず

れ
に

せ
よ

デ
ー

タ
分

析
に

際
し

て
は

、

こ
れ

ら
の

三
種

の
機

能
間

に
大

き
な

相
互

依
存

が
存

在
す

る
こ

と
を

考
慮

に
入

れ
る

よ
う

勧
告

す
る

。
標

準
退

職
年

齢
に

関
す

る
議

論
に

つ
い

て
は

、
「
老

齢
機

能
」
の

第
43

A
節

お
よ

び
第

43
E

節
参

照
。
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In
 s

om
e 

co
un

tr
ie

s 
(G

er
m

an
y,

 L
ux

em
bo

ur
g)

 a
 n

ew
 b

ra
nc

h 
of

 in
su

ra
nc

e 
ha

s 
be

en
 

es
ta

bl
is

he
d 

to
 p

ro
te

ct
 p

eo
pl

e 
w

ho
 w

er
e 

ne
ve

r, 
or

 a
re

 n
o 

lo
ng

er
, f

ul
ly

 in
de

pe
nd

en
t a

nd
 

th
er

ef
or

e 
re

qu
ire

 s
pe

ci
al

 c
ar

e,
 r

eg
ar

dl
es

s 
of

 th
e 

re
as

on
s 

fo
r 

th
is

 n
ee

d.
 In

 A
us

tr
ia

, a
 lo

ng
 te

rm
 

ca
re

 s
ys

te
m

 h
as

 b
ee

n 
es

ta
bl

is
he

d 
(in

 1
99

3)
 th

at
 c

ov
er

s 
ca

re
-r

el
at

ed
 a

dd
iti

on
al

 e
xp

en
di

tu
re

 in
 

or
de

r 
to

 e
ns

ur
e 

th
e 

ne
ce

ss
ar

y 
su

pp
or

t a
nd

 c
ar

e 
fo

r 
th

e 
pe

op
le

 in
 n

ee
d 

of
 c

ar
e.

 T
he

 g
oa

l o
f 

th
es

e 
sy

st
em

s 
is

 to
 g

iv
e 

pe
op

le
 w

ho
 n

ee
d 

sp
ec

ia
l a

nd
 lo

ng
-t

er
m

 c
ar

e 
th

e 
ab

ili
ty

 to
 r

un
 th

ei
r 

ow
n 

liv
es

 a
cc

or
di

ng
 to

 th
ei

r n
ee

ds
 a

s 
in

de
pe

nd
en

tly
 a

s 
po

ss
ib

le
. C

as
h 

be
ne

fit
s 

ar
e 

pa
id

 u
nd

er
 

th
es

e 
sc

he
m

es
. 

 D
iff

er
en

t s
ca

le
s 

of
 b

en
ef

its
 a

re
 p

ro
vi

de
d 

to
 r

ef
le

ct
 th

e 
le

ve
l o

f c
ar

e 
re

qu
ire

d.
 

Th
is

 b
en

ef
it 

sh
ou

ld
 b

e 
in

cl
ud

ed
 in

 th
e 

C
ar

e 
al

lo
w

an
ce

 c
at

eg
or

y 
of

 th
e 

D
is

ab
ili

ty
 o

r 
O

ld
 a

ge
 

fu
nc

tio
ns

, 
 a

cc
or

di
ng

 to
 th

e 
ag

e 
of

 th
e 

be
ne

fic
ia

ry
 (

se
e 

pa
ra

gr
ap

h 
ab

ov
e)

. H
ow

ev
er

, i
f t

he
 

sc
he

m
e 

pr
ov

id
es

 fo
r a

cc
om

m
od

at
io

n 
an

d 
ca

re
 in

 a
 n

ur
si

ng
 h

om
e 

or
 fo

r s
pe

ci
al

 a
ss

is
ta

nc
e,

 th
e 

be
ne

fit
s 

sh
ou

ld
 b

e 
cl

as
si

fie
d 

as
 b

en
ef

its
 in

 k
in

d 
in

 th
e 

re
le

va
nt

 c
at

eg
or

ie
s.
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一
部

の
国

（
オ

ー
ス

ト
リ

ア
、

ド
イ

ツ
）
で

は
、

十
分

な
独

立
が

全
く

で
き

な
か

っ
た

ま
た

は
で

き
な

く
な

っ
た

、
し

た

が
っ

て
特

別
の

介
護

を
要

す
る

者
（
こ

の
ニ

ー
ズ

の
理

由
の

い
か

ん
を

問
わ

ず
）
を

保
護

す
る

た
め

の
新

し
い

部
門

の

保
険

が
、

最
近

設
け

ら
れ

て
い

る
。

オ
ー

ス
ト

リ
ア

で
は

、
長

期
介

護
保

険
が

19
93

年
に

設
立

さ
れ

介
護

に
関

連
す

る
追

加
的

支
出

を
介

護
ニ

ー
ズ

に
応

じ
て

確
保

す
る

た
め

の
制

度
で

あ
る

。
こ

の
保

険
の

目
標

は
、

特
別

か
つ

長
期

の
介

護
を

要
す

る
者

に
で

き
る

だ
け

独
立

し
て

そ
の

ニ
ー

ズ
に

従
っ

て
自

分
の

生
活

を
行

う
能

力
を

与
え

る
こ

と
で

あ

る
。

こ
の

制
度

で
は

現
金

給
付

が
支

給
さ

れ
る

。
必

要
な

介
護

レ
ベ

ル
を

反
映

す
る

よ
う

、
種

々
の

割
合

の
給

付
が

提

供
さ

れ
る

。
こ

の
給

付
は

、
受

給
者

の
年

齢
に

応
じ

て
障

害
機

能
ま

た
は

老
齢

機
能

の
「
介

護
手

当
」
カ

テ
ゴ

リ
ー

に

含
め

る
（
上

記
の

節
参

照
）
。

た
だ

し
、

制
度

が
老

人
ホ

ー
ム

に
お

け
る

収
容

お
よ

び
介

護
ま

た
は

特
別

な
援

助
を

提

供
す

る
と

き
は

、
そ

の
給

付
は

関
係

カ
テ

ゴ
リ

ー
の

現
物

給
付

に
分

類
す

る
。

 

4 
 S

oc
ia

l b
en

ef
its

 in
 th

e 
O

ld
 a

ge
 fu

nc
tio

n 
4.

 老
齢

機
能

の
社

会
給

付
 

4.
1 

In
tr

od
uc

tio
n 

4.
1 

は
じ

め
に
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l p
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n 
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t t
he

 ri
sk

s 
lin

ke
d 

to
 o

ld
 

ag
e:

 lo
ss

 o
f i

nc
om

e,
 in

ad
eq

ua
te

 in
co

m
e,

 la
ck

 o
f i

nd
ep

en
de

nc
e 

in
 c

ar
ry

in
g 

ou
t d

ai
ly

 ta
sk

s,
  

re
du

ce
d 

pa
rt

ic
ip

at
io

n 
in

 s
oc

ia
l l

ife
, a

nd
 s

o 
on

. M
ed

ic
al

 c
ar

e 
of

 th
e 

el
de

rly
 is

 n
ot

 ta
ke

n 
in

to
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老
齢

機
能

は
、

老
齢

に
関

連
す

る
リ

ス
ク

（
所

得
の

喪
失

、
不

十
分

な
所

得
、

日
常

動
作

遂
行

に
お

け
る

独
立

性
の

欠
如

、
社

会
生

活
へ

の
参

加
の

減
少

な
ど

）
に

対
す

る
社

会
保

護
の

提
供

を
行

う
。

保
健

医
療

支
出

は
全

て
疾

病
／

保
健

医
療

機
能

に
計

上
す

る
た

め
、

高
齢

者
の

医
療

は
考

慮
に

入
れ

な
い

。
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ac
co

un
t, 

as
 a

ll 
he

al
th

 c
ar

e 
ex

pe
nd

itu
re

 is
 r

ep
or

te
d 

un
de

r 
th

e 
S

ic
kn

es
s/

he
al

th
 c

ar
e 

fu
nc

tio
n.

 

Th
e 

O
ld

 a
ge

 fu
nc

tio
n 

co
ve

rs
 b

en
ef

its
 th

at
: 

･ 
pr

ov
id

e 
a 

re
pl

ac
em

en
t i

nc
om

e 
w

he
n 

th
e 

ag
ed

 p
er

so
n 

re
tir

es
 fr

om
 th

e 
la

bo
ur

 m
ar

ke
t; 

･ 
gu

ar
an

te
e 

a 
ce

rt
ai

n 
in

co
m

e 
w

he
n 

a 
pe

rs
on

 h
as

 r
ea

ch
ed

 a
 p

re
sc

rib
ed

 a
ge

; 

･ 
pr

ov
id

e 
go

od
s 

or
 s

er
vi

ce
s 

sp
ec

ifi
ca

lly
 r

eq
ui

re
d 

by
 th

e 
pe

rs
on

al
 o

r 
so

ci
al

 c
irc

um
st

an
ce

s 

of
 th

e 
el

de
rly

. 

老
齢

機
能

に
は

、
次

の
給

付
が

含
ま

れ
る

。
 

･ 
高

齢
者

が
労

働
市

場
か

ら
退

職
し

た
と

き
代

替
所

得
を

提
供

す
る

給
付

。
 

･ 
勤

労
者

が
所

定
の

年
齢

に
達

し
た

と
き

一
定

の
所

得
を

保
証

す
る

給
付

。
 

･ 
高

齢
者

の
個

人
的

ま
た

は
社

会
的

環
境

が
と

く
に

必
要

と
す

る
財

お
よ

び
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

給
付

。
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en
ef

its
 e
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lu

de
d 

fr
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e 

O
ld

 a
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 fu
nc
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n 
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e:

 

･ 
m

ed
ic

al
 c

ar
e 

sp
ec

ifi
c 

to
 o

ld
 a

ge
, w

hi
ch

 is
 r

ep
or

te
d 

un
de

r 
th

e 
S

ic
kn

es
s/

he
al

th
 c

ar
e 

fu
nc

tio
n;

 

･•
 f

am
ily

 a
llo

w
an

ce
s 

fo
r 

de
pe

nd
en

t c
hi

ld
re

n 
w

he
re

 th
e 

be
ne

fic
ia

ry
 is

 a
ls

o 
in

 r
ec

ei
pt

 o
f a

n 

ol
d 

ag
e 

be
ne

fit
; t

hi
s 

is
 r

ep
or

te
d 

un
de

r 
th

e 
Fa

m
ily

/c
hi

ld
re

n 
fu

nc
tio

n.
 

･ 
ea

rly
 r

et
ire

m
en

t b
en

ef
its

 p
ai

d 
fo

r 
la

bo
ur

 m
ar

ke
t r

ea
so

ns
 o

r 
in

 c
as

e 
of

 r
ed

uc
ed

 c
ap

ac
ity

 

to
 w

or
k,

 w
hi

ch
 a

re
 r

ep
or

te
d 

un
de

r 
th

e 
fu

nc
tio

ns
 U

ne
m

pl
oy

m
en

t a
nd

 D
is

ab
ili

ty
 

re
sp

ec
tiv

el
y.
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老
齢

機
能

か
ら

除
外

さ
れ

る
給

付
は

次
の

通
り

で
あ

る
。

 

･ 
老

齢
特

殊
的

な
医

療
（
こ

れ
は

疾
病

／
保

健
医

療
機

能
に

計
上

す
る

）
。

 

･ 
受

給
者

が
老

齢
給

付
も

受
給

し
て

い
る

場
合

の
被

扶
養

の
子

の
家

族
手

当
。

こ
れ

は
家

族
／

育
児

機
能

に
計

上
す

る
。

 

･ 
労

働
市

場
逼

迫
の

理
由

で
ま

た
は

就
労

能
力

減
退

の
場

合
に

支
給

さ
れ

る
早

期
退

職
給

付
（
こ

れ
は

そ

れ
ぞ

れ
失

業
機

能
ま

た
は

障
害

機
能

に
計

上
す

る
）
。

 

 
 

 

4.
2 

D
es

cr
ip

tio
n 

of
 th

e 
ty

pe
s 

of
 b

en
ef

it 
4.

2 
給

付
種

類
の

説
明
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 i)

 m
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nt
ai
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m

e 
of

 th
e 

be
ne

fic
ia

ry
 

af
te

r r
et
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m

en
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ro
m
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ai

nf
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 e
m

pl
oy

m
en

t a
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he
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ga
l/s
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d 
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e 
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 ii

) s
up

po
rt

 th
e 

in
co

m
e 

of
 

el
de
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 p
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ex
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ud
in

g 
su
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f l

im
ite

d 
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ra
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n)
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老
齢

年
金

：
i)標

準
年

齢
で

稼
得

雇
用

か
ら

退
職

後
の

受
給

者
の

所
得

の
維

持
、

ま
た

は
ii)

高
齢

者
の

所
得

の

支
援

を
目

的
と

す
る

定
期

的
支

給
金

。
一

定
期

間
に

限
定

し
た

支
援

は
除

く
。
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C
on

ce
rn

in
g 

th
e 

co
nc

ep
ts

 o
f o

ld
 a

ge
 a

nd
 o

f l
eg

al
/s

ta
nd

ar
d 

re
tir

em
en

t a
ge

, s
ee

 p
ar

ag
ra

ph
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A 

老
齢

と
標

準
退

職
年

齢
の

コ
ン

セ
プ

ト
に

関
し

て
は

下
記

第
43

A
節

お
よ

び
第

43
E

節
参

照
 

Ta
bl

e 
C

: C
la

ss
ifi

ca
tio

n 
of

 b
en

ef
its

 in
 th

e 
O

ld
 A

ge
 F

un
ct

io
n

C
as

h 
be

ne
fit

s
O

ld
 a

ge
 p

en
si

on
A

nt
ic

ip
at

ed
 o

ld
 a

ge
 p

en
si

on
Pa

rt
ia

l p
en

si
on

C
ar

e 
al

lo
w

an
ce

O
th

er
 c

as
h 

be
ne

fit
s

B
en

ef
its

 in
 k

in
d

A
cc

om
m

od
at

io
n

A
ss

is
ta

nc
e 

in
 c

ar
ry

in
g 

ou
t d

ai
ly

 ta
sk

s
O

th
er

 b
en

ef
its

 in
 k

in
d

表
 C

 ：
 老

 齢
 機

 能
 の

 給
 付

 の
 分

 類

現
金

給
付

老
齢

年
金

予
想

老
齢

年
金

部
分

年
金

介
護

手
当

そ
の

他
の

現
金

給
付

現
物

給
付

施
設

収
容

日
常

の
仕

事
の

実
行

に
関

す
る

援
助

そ
の

他
の

現
物

給
付
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43
 A

 to
 4

3 
E

 b
el

ow
. 

36
 A

nt
ic

ip
at

ed
 o

ld
 a

ge
 p

en
si

on
: p

er
io

di
c 

pa
ym

en
ts

 in
te

nd
ed

 to
 m

ai
nt

ai
n 

th
e 

in
co

m
e 

of
 

be
ne

fic
ia

rie
s 

w
ho

 r
et

ire
 b

ef
or

e 
th

e 
le

ga
l/s

ta
nd

ar
d 

ag
e 

as
 e

st
ab

lis
he

d 
in

 th
e 

re
le

va
nt

 s
ch

em
e.

  

Th
is

 m
ay

 o
cc

ur
 w

ith
 o

r 
w

ith
ou

t a
 r

ed
uc

tio
n 

of
 th

e 
no

rm
al

 p
en

si
on

. 

36
 

予
想

老
齢

年
金

：
関

係
制

度
ま

た
は

基
準

制
度

の
定

義
す

る
標

準
年

齢
前

に
退

職
す

る
受

給
者

の
所

得
の

維

持
を

目
的

と
す

る
定

期
的

支
給

金
。

こ
の

支
給

金
は

、
通

常
の

年
金

の
減

額
を

伴
う

場
合

も
伴

わ
な

い
場

合
も

あ
る

。
 

36
A 

Th
e 

pa
ym

en
t c

ea
se

s 
w

he
n 

th
e 

be
ne

fic
ia

ry
 r

ea
ch

es
 th

e 
le

ga
l o

r 
st

an
da

rd
 r

et
ire

m
en

t a
ge

. 

C
on

ce
rn

in
g 

th
e 

co
nc

ep
t o

f s
ta

nd
ar

d 
re

tir
em

en
t a

ge
, s

ee
 p

ar
ag

ra
ph

s 
43

 A
 to

 4
3 

E
 b

el
ow

. 

36
A

 
標

準
退

職
年

齢
の

コ
ン

セ
プ

ト
に

関
し

て
は

下
記

第
43

A
節

お
よ

び
第

43
E

節
参

照
。

 

37
 P

ar
tia

l r
et

ire
m

en
t p

en
si

on
: p

er
io

di
c 

pa
ym

en
t o

f a
 p

or
tio

n 
of

 th
e 

fu
ll 

re
tir

em
en

t p
en

si
on

 to
 

ol
de

r 
w

or
ke

rs
 w

ho
 c

on
tin

ue
 to

 w
or

k 
bu

t r
ed

uc
e 

th
ei

r 
w

or
ki

ng
 h

ou
rs

 o
r 

w
ho

se
 in

co
m

e 
fr

om
 a

 

pr
of

es
si

on
al

 a
ct

iv
ity

 is
 b

el
ow

 a
 s

et
 c

ei
lin

g.
 T

he
 p

ar
tia

l p
en

si
on

 is
 c

on
ve

rt
ed

 in
to

 a
 fu

ll 
pe

ns
io

n 

an
d 

re
co

rd
ed

 u
nd

er
 th

e 
ite

m
 o

ld
 a

ge
 p

en
si

on
 w

he
n 

th
e 

be
ne

fic
ia

ry
 r

et
ire

s 
co

m
pl

et
el

y 
or

 w
he

n 

he
 o

r 
sh

e 
ce

as
es

 to
 e

ar
n 

pr
of

es
si

on
al

 in
co

m
e 

ab
ov

e 
th

e 
de

fin
ed

 le
ve

l. 

37
 部

分
退

職
年

金
：
就

労
を

継
続

す
る

が
就

労
時

間
を

短
縮

す
る

ま
た

は
職

業
活

動
か

ら
の

所
得

が
規

定
の

限

度
未

満
で

あ
る

高
齢

勤
労

者
に

対
す

る
総

額
退

職
年

金
の

一
部

の
定

期
的

支
給

。
こ

の
支

給
は

標
準

退
職

年
齢

の

前
の

場
合

も
後

の
場

合
も

あ
る

。
部

分
年

金
は

、
受

給
者

が
完

全
に

退
職

し
た

時
ま

た
は

規
定

レ
ベ

ル
を

超
え

る
職

業
所

得
の

稼
得

を
止

め
る

時
に

全
額

年
金

と
な

る
。

 

38
 C

ar
e 

al
lo

w
an

ce
: b

en
ef

it 
pa

id
 to

 o
ld

 p
eo

pl
e 

w
ho

 n
ee

d 
fr

eq
ue

nt
 o

r 
co

ns
ta

nt
 a

ss
is

ta
nc

e 
to

 

he
lp

 th
em

 m
ee

t t
he

 e
xt

ra
 c

os
ts

 o
f a

tte
nd

an
ce

 (
ot

he
r 

th
an

 m
ed

ic
al

 c
ar

e)
. T

he
 b

en
ef

it 
m

us
t n

ot
 

be
 a

 r
ei

m
bu

rs
em

en
t o

f c
er

tif
ie

d 
ex

pe
nd

itu
re

, w
hi

ch
 w

ou
ld

 b
e 

cl
as

si
fie

d 
as

 b
en

ef
it 

in
 k

in
d.

 

38
 

介
護

手
当

：
介

護
（
医

療
以

外
の

）
の

追
加

費
用

の
支

払
い

を
援

助
す

る
た

め
頻

繁
な

ま
た

は
不

断
の

援
助

を

要
す

る
高

齢
者

に
対

し
て

支
払

う
給

付
。

こ
の

給
付

は
支

払
証

拠
の

あ
る

支
出

の
払

い
戻

し
と

し
て

は
な

ら
な

い
（
こ

れ
は

現
物

給
付

に
分

類
す

る
）
。

 

39
 O

th
er

 c
as

h 
be

ne
fit

s:
 p

er
io

di
c 

or
 lu

m
p-

su
m

 b
en

ef
its

 p
ai

d 
up

on
 r

et
ire

m
en

t o
r 

on
 a

cc
ou

nt
 o

f 

ol
d 

ag
e 

th
at

 d
o 

no
t f

al
l u

nd
er

 th
e 

ab
ov

e 
he

ad
in

gs
, s

uc
h 

as
 c

ap
ita

l s
um

s 
pa

id
 to

 p
eo

pl
e 

w
ho

 d
o 

no
t f

ul
ly

 m
ee

t t
he

 r
eq

ui
re

m
en

ts
 fo

r 
a 

pe
rio

di
c 

re
tir

em
en

t p
en

si
on

, o
r 

w
ho

 w
er

e 
m

em
be

rs
 o

f a
 

sc
he

m
e 

de
si

gn
ed

 to
 p

ro
vi

de
 o

nl
y 

ca
pi

ta
l s

um
s 

at
 r

et
ire

m
en

t. 

39
 

そ
の

他
の

現
金

給
付

：
退

職
時

に
ま

た
は

老
齢

の
た

め
支

払
わ

れ
る

定
期

的
な

ま
た

は
一

括
払

い
の

給
付

で

上
記

の
各

項
目

に
該

当
し

な
い

も
の

、
定

期
的

退
職

年
金

の
受

給
条

件
を

十
分

に
満

た
さ

な
い

者
ま

た
は

退
職

時
に

一
定

額
の

み
の

支
給

を
目

的
と

す
る

制
度

の
加

入
者

で
あ

る
者

に
支

給
さ

れ
る

一
定

額
な

ど
。
 

4.
2.

2 
B

E
N

EF
IT

S
 IN

 K
IN

D
 

4.
2.

2 
現

物
給

付
 

40
 A

cc
om

m
od

at
io

n:
 p

ro
vi

si
on

 o
f l

od
gi

ng
 a

nd
 s

om
et

im
es

 b
oa

rd
 to

 r
et

ire
d 

pe
op

le
 e

ith
er

 in
 

sp
ec

ia
lis

ed
 in

st
itu

tio
ns

 (
ol

d 
pe

op
le

's
 h

om
es

, n
ur

si
ng

 h
om

es
) 

or
 s

ta
yi

ng
 w

ith
 fa

m
ili

es
. T

he
 

pr
ov

is
io

n 
ca

n 
be

 o
f t

em
po

ra
ry

 o
r 

in
de

fin
ite

 d
ur

at
io

n.
 

40
 

施
設

収
容

：
専

門
施

設
（
老

人
ホ

ー
ム

、
療

養
所

）
の

ま
た

は
家

族
と

同
居

す
る

退
職

者
に

対
す

る
収

容
お

よ
び

と
き

に
は

食
事

の
提

供
。

こ
の

提
供

は
一

時
的

で
あ

る
こ

と
も

無
期

限
で

あ
る

こ
と

も
あ

る
。

 

41
 A

ss
is

ta
nc

e 
in

 c
ar

ry
in

g 
ou

t d
ai

ly
 ta

sk
s:

 p
ra

ct
ic

al
 h

el
p 

pr
ov

id
ed

 to
 o

ld
 p

eo
pl

e 
to

 a
ss

is
t t

he
m

 

w
ith

 d
ai

ly
 ta

sk
s.

 H
om

e 
he

lp
 is

 in
cl

ud
ed

 in
 th

is
 c

at
eg

or
y,

 a
s 

w
el

l a
s 

th
e 

pa
ym

en
t o

f a
n 

al
lo

w
an

ce
 to

 th
e 

pe
rs

on
 w

ho
 lo

ok
s 

af
te

r 
an

 e
ld

er
ly

 p
er

so
n.

 

41
 

日
常

動
作

の
実

行
に

関
す

る
援

助
：
日

常
の

仕
事

に
つ

い
て

支
援

す
る

た
め

障
害

者
に

提
供

さ
れ

る
実

際
的

援

助
。

こ
の

カ
テ

ゴ
リ

ー
に

含
ま

れ
る

の
は

ホ
ー

ム
ヘ

ル
パ

ー
や

高
齢

者
を

世
話

す
る

者
へ

の
手

当
の

支
給

で
あ

る
。

 

42
 O

th
er

 b
en

ef
its

 in
 k

in
d:

 m
is

ce
lla

ne
ou

s 
go

od
s 

an
d 

se
rv

ic
es

 fo
r 

re
tir

ed
 p

eo
pl

e 
to

 e
na

bl
e 

th
em

 

to
 ta

ke
 p

ar
t i

n 
le

is
ur

e 
an

d 
cu

ltu
ra

l a
ct

iv
iti

es
, t

o 
tr

av
el

 a
nd

/o
r 

pa
rt

ic
ip

at
e 

in
 c

om
m

un
ity

 li
fe

. 

Th
es

e 
in

cl
ud

e 
re

du
ct

io
ns

 in
 p

ric
es

, t
ar

iff
s 

an
d 

fa
re

s 
fo

r 
ol

d 
ag

e 
pe

ns
io

ne
rs

 w
he

re
 th

ey
 a

re
 

ex
pr

es
sl

y 
gr

an
te

d 
fo

r 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n.

 

42
 

そ
の

他
の

現
物

給
付

：
余

暇
・
文

化
活

動
へ

の
参

加
ま

た
は

旅
行

お
よ

び
（
ま

た
は

）
地

域
生

活
へ

の
参

加
が

で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め
退

職
者

に
提

供
さ

れ
る

種
々

の
財

お
よ

び
サ

ー
ビ

ス
。

こ
れ

に
は

明
示

的
に

社
会

保
護

の
た

め

提
供

さ
れ

る
場

合
の

老
齢

年
金

受
給

者
に

対
す

る
値

引
き

、
料

金
割

引
、

運
賃

割
引

を
含

む
。
 

4.
2.

3 
LE

G
A

L/
S

TA
N

D
A

R
D

 A
G

E
 O

F 
R

E
TI

R
EM

E
N

T 
FO

R
 O

LD
 A

G
E

 B
EN

E
FI

TS
 

4.
2.

3 
老

齢
給

付
に

と
っ

て
の

法
律

上
／

標
準

引
退

年
齢
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 T

he
 le

ga
l r

et
ire

m
en

t a
ge

 fo
r 

ol
d 

ag
e 

be
ne

fit
s 

m
ea

ns
 th

e 
ag

e 
at

 w
hi

ch
 o

ld
 a

ge
 b

en
ef

its
 

be
co

m
e 

pa
ya

bl
e,

 if
 la

id
 d

ow
n 

le
gi

sl
at

io
n 

or
 b

y 
co

nt
ra

ct
. T

hi
s 

ag
e 

ca
n 

va
ry

 b
ot

h 
be

tw
ee

n 

43
 

老
齢

給
付

に
と

っ
て

の
法

律
上

の
引

退
年

齢
と

は
法

律
や

契
約

に
よ

っ
て

老
齢

給
付

が
支

払
い

可
能

と
な

る
年

齢
で

あ
る

。
こ

の
年

齢
は

国
に

よ
っ

て
多

様
で

あ
り

、
活

動
部

門
、

職
業

、
ジ

ェ
ン

ダ
ー

に
よ

っ
て

も
異

な
る

。
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co
un

tr
ie

s 
an

d 
w

ith
in

 M
em

be
r 

S
ta

te
s,

 d
ep

en
di

ng
 o

n 
th

e 
se

ct
or

 o
f a

ct
iv

ity
, o

cc
up

at
io

n,
 g

en
de

r 

an
d 

so
 o

n.
 

W
he

n 
no

 le
ga

l r
et

ire
m

en
t a

ge
 e

xi
st

s,
 a

 s
ta

nd
ar

d 
re

tir
em

en
t a

ge
 is

 to
 b

e 
us

ed
, w

hi
ch

 m
ea

ns
 th

e 

re
tir

em
en

t a
ge

 o
ffe

re
d 

by
 th

e 
sc

he
m

e 
th

at
 p

ai
d 

th
e 

pe
ns

io
n 

to
 th

e 
be

ne
fic

ia
ry

. 

法
律

上
の

引
退

年
齢

が
規

定
さ

れ
て

い
な

い
場

合
は

、
標

準
引

退
年

齢
が

利
用

さ
れ

る
。

こ
れ

は
年

金
を

受
給

者
へ

支
払

う
制

度
に

よ
っ

て
設

定
さ

れ
た

引
退

年
齢

で
あ

る
。

 

4.
3 

Fu
rt

he
r 

gu
id

an
ce

 
4.

3 
そ

の
他

の
指

針
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A 

It 
is

 n
ot

 a
lw

ay
s 

po
ss

ib
le

 to
 e

st
ab

lis
h 

a 
si

ng
le

 s
ta

nd
ar

d 
re

tir
em

en
t a

ge
 fo

r 
ea

ch
 c

ou
nt

ry
. 

 

Fo
r 

ex
am

pl
e,

 in
 m

an
y 

co
un

tr
ie

s 
th

e 
st

an
da

rd
 r

et
ire

m
en

t a
ge

 fo
r 

w
om

en
 is

 lo
w

er
 th

an
 th

at
 fo

r 

m
en

, e
ve

n 
if 

it 
is

 p
ro

gr
es

si
ve

ly
 b

ei
ng

 b
ro

ug
ht

 in
to

 li
ne

 w
ith

 th
e 

la
tte

r. 
Th

e 
st

an
da

rd
 r

et
ire

m
en

t 

ag
e 

fo
r 

th
e 

se
lf-

em
pl

oy
ed

 is
 s

om
et

im
es

 h
ig

he
r 

th
an

 th
at

 fo
r 

em
pl

oy
ee

s,
 o

r, 
vi

ce
 v

er
sa

, c
iv

il 

se
rv

an
ts

 c
an

, i
n 

so
m

e 
co

un
tr

ie
s,

 r
et

ire
 e

ar
lie

r. 

Th
e 

de
fin

iti
on

 o
f s

ch
em

es
 (

sc
he

m
e 

lis
t)

 s
ho

ul
d 

al
lo

w
 a

 le
ga

l r
et

ire
m

en
t a

ge
 to

 b
e 

ap
pl

ie
d 

or
 a

 

st
an

da
rd

 r
et

ire
m

en
t a

ge
 to

 b
e 

de
fin

ed
 a

t t
he

 s
ch

em
e 

le
ve

l. 
It 

ha
s 

to
 b

e 
ke

pt
 in

 m
in

d 
th

at
 th

e 

st
an

da
rd

 r
et

ire
m

en
t a

ge
 is

 n
ot

 a
n 

av
er

ag
e 

re
tir

em
en

t a
ge

. 

D
iff

ic
ul

tie
s 

ap
pe

ar
, i

f t
ra

ns
iti

on
al

 p
er

io
ds

 e
xi

st
 o

r 
an

 a
ge

 fr
am

e 
fo

r 
re

tir
em

en
t i

s 
of

fe
re

d 
to

 th
e 

pr
ot

ec
te

d 
pe

rs
on

s 
(b

et
w

ee
n 

63
 a

nd
 6

7 
in

 F
in

la
nd

 fo
r 

ex
am

pl
e)

. I
n 

th
es

e 
ca

se
s 

a 
st

an
da

rd
 

re
tir

em
en

t a
ge

 h
as

 to
 b

e 
de

fin
ed

 w
ith

 th
e 

ai
m

 o
f i

de
nt

ify
in

g 
pr

op
er

ly
 th

e 
pe

ns
io

ns
 th

at
 s

ho
ul

d 

be
 r

ec
or

de
d 

un
de

r 
th

e 
ite

m
 a

nt
ic

ip
at

ed
 o

ld
 a

ge
 p

en
si

on
. 

 I
n 

Th
e 

N
et

he
rla

nd
, o

n 
an

 o
th

er
 

ha
nd

, i
t i

s 
po

ss
ib

le
 to

 w
or

k 
un

til
 6

7 
ye

ar
s 

an
d 

to
 r

ec
ei

ve
 a

 h
ig

he
r 

pe
ns

io
n 

C
on

se
qu

en
tly

, t
he

 

br
ea

kd
ow

n 
be

tw
ee

n 
th

e 
th

re
e 

ca
te

go
rie

s 
"o

ld
 a

ge
 p

en
si

on
",

 "
an

tic
ip

at
ed

 o
ld

 a
ge

 p
en

si
on

" 
an

d 

"p
ar

tia
l r

et
ire

m
en

t p
en

si
on

" 
is

 n
ot

 e
as

y 
to

 p
ro

vi
de

, a
nd

 d
at

a 
co

ul
d 

be
 n

ot
 c

om
pa

ra
bl

e 
fr

om
 

co
un

tr
y 

to
 c

ou
nt

ry
. 

43
A

 
各

国
に

つ
い

て
単

一
の

標
準

退
職

年
齢

を
確

定
す

る
こ

と
は

必
ず

し
も

で
き

な
い

。
 

例
え

ば
、

多
く

の
国

に
お

い
て

女
子

の
標

準
退

職
年

齢
は

、
段

階
的

に
男

子
の

そ
れ

に
一

致
す

る
よ

う
に

な
っ

て
い

る

場
合

で
あ

っ
て

も
、

男
子

よ
り

低
く

な
っ

て
い

る
。

自
営

業
者

の
標

準
退

職
年

齢
が

被
用

者
の

そ
れ

よ
り

高
い

場
合

が

と
き

ど
き

あ
り

、
ま

た
逆

に
一

部
の

国
で

は
公

務
員

は
早

期
退

職
が

で
き

る
。

 

制
度

の
定

義
は

、
適

用
さ

れ
る

法
律

上
の

引
退

年
齢

、
あ

る
い

は
制

度
レ

ベ
ル

で
定

義
さ

れ
る

標
準

引
退

年
齢

が
認

め
ら

れ
る

べ
き

で
あ

る
。

標
準

引
退

年
齢

は
、

必
ず

し
も

平
均

引
退

年
齢

で
な

い
こ

と
に

留
意

す
べ

き
で

あ
る

。
 

難
し

い
の

は
、

引
退

年
齢

が
段

階
的

に
定

め
ら

れ
て

い
た

り
、

年
齢

幅
と

し
て

定
め

ら
れ

て
い

る
場

合
（
例

え
ば

フ
ィ

ン

ラ
ン

ド
は

63
か

ら
67

歳
）
で

あ
る

。
こ

れ
ら

の
ケ

ー
ス

で
は

、
標

準
引

退
年

齢
は

、
早

期
退

職
老

齢
年

金
と

し
て

記
録

さ
れ

る
べ

き
年

金
を

特
定

す
る

目
的

で
定

義
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

他
方

、
オ

ラ
ン

ダ
で

は
、

67
歳

ま
で

就
労

可

能
で

、
そ

れ
に

よ
り

高
い

年
金

を
受

け
取

る
こ

と
が

で
き

る
。

結
果

と
し

て
、

老
齢

年
金

、
早

期
退

職
老

齢
年

金
、

部
分

老
齢

年
金

の
三

つ
の

カ
テ

ゴ
リ

が
生

じ
、

他
国

と
比

較
可

能
な

、
カ

テ
ゴ

リ
別

の
デ

ー
タ

を
得

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
。

 

43
B

 A
nt

ic
ip

at
ed

 o
ld

 a
ge

 p
en

si
on

s 
ca

n 
be

 id
en

tif
ie

d 
se

pa
ra

te
ly

 fo
r 

ea
ch

 s
ch

em
e:

 

･ 
pe

ns
io

ns
 p

ai
d 

to
 p

eo
pl

e 
w

ho
 w

or
k 

in
 c

on
di

tio
ns

 w
hi

ch
 a

re
 r

eg
ar

de
d 

as
 p

ar
tic

ul
ar

ly
 

ar
du

ou
s 

or
 u

nh
ea

lth
y 

on
ly

 fa
ll 

un
de

r 
th

e 
ite

m
 a

nt
ic

ip
at

ed
 o

ld
 a

ge
 p

en
si

on
, i

f t
he

y 
re

tir
e 

be
fo

re
 th

e 
st

an
da

rd
 r

et
ire

m
en

t a
ge

 o
f t

he
ir 

sc
he

m
e.

 It
 h

as
 to

 b
e 

no
te

d 
th

at
 th

e 

le
ga

l/s
ta

nd
ar

d 
re

tir
em

en
t a

ge
 o

f t
he

se
 s

ch
em

es
 a

re
 g

en
er

al
ly

 lo
w

er
 c

om
pa

re
d 

th
e 

ot
he

r 

st
at

ut
or

y 
pe

ns
io

n 
sc

he
m

es
; 

･ 
se

ni
or

ity
 p

en
si

on
s,

 p
ai

d 
on

 c
on

di
tio

n 
th

at
 a

 p
re

sc
rib

ed
 n

um
be

r o
f c

on
tr

ib
ut

io
n 

un
its

 h
as

 

be
en

 p
ai

d 
or

 th
at

 a
 d

ef
in

ed
 p

er
io

d 
of

 in
su

ra
nc

e 
ha

s 
be

en
 c

om
pl

et
ed

, f
al

l u
nd

er
 th

e 
ite

m
 

O
ld

 a
ge

 p
en

si
on

. 

43
B

 予
想

老
齢

年
金

は
、

関
係

制
度

ま
た

は
基

準
制

度
の

定
義

す
る

標
準

退
職

年
齢

と
関

連
し

て
示

さ
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

。
次

の
場

合
は

、
「
予

想
老

齢
年

金
」
の

項
目

に
該

当
す

る
。

 

･ 
と

く
に

骨
の

折
れ

る
ま

た
は

不
健

康
と

み
な

さ
れ

る
条

件
で

就
労

す
る

者
に

支
払

わ
れ

る
年

金
。

こ
の

種
の

制
度

の
法

律
上

、
標

準
退

職
年

齢
は

他
の

制
度

よ
り

も
下

回
る

。
 

･ 
規

定
回

数
の

拠
出

単
位

が
支

払
わ

れ
た

こ
と

ま
た

は
規

定
保

険
期

間
が

完
了

し
た

こ
と

を
条

件
と

し
て

支

給
さ

れ
る

長
期

就
労

年
金

。
老

齢
で

な
く

長
期

就
労

が
こ

の
給

付
の

受
給

権
を

与
え

る
。

 

43
C

 It
 is

 a
ls

o 
po

ss
ib

le
 to

 p
os

tp
on

e 
re

tir
em

en
t b

ey
on

d 
le

ga
l r

et
ire

m
en

t a
ge

, n
or

m
al

ly
 w

ith
 a

n 

in
cr

ea
se

 in
 th

e 
va

lu
e 

of
 th

e 
be

ne
fit

. T
he

 a
dd

iti
on

al
 a

m
ou

nt
s 

pa
id

 in
 c

as
e 

of
 la

te
 r

et
ire

m
en

t 

43
C

通
例

給
付

額
を

増
額

し
て

法
定

退
職

年
齢

経
過

後
ま

で
退

職
を

延
期

す
る

こ
と

も
で

き
る

。
繰

り
下

げ
退

職
の

場
合

に
支

給
さ

れ
る

追
加

額
は

、
老

齢
年

金
の

項
目

に
含

め
る

。
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m
us

t b
e 

in
cl

ud
ed

 u
nd

er
 th

e 
ite

m
 o

ld
 a

ge
 p

en
si

on
. 

43
D

 T
he

 o
ld

 a
ge

 fu
nc

tio
n 

do
es

 n
ot

 r
ec

or
d 

al
l b

en
ef

its
 g

ra
nt

ed
 in

 th
e 

tr
an

si
tio

n 
fr

om
 w

or
k 

to
 

re
tir

em
en

t. 
S

om
e 

of
 th

es
e 

m
ay

 r
es

ul
t f

ro
m

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
pr

ov
is

io
ns

 o
th

er
 th

an
 th

os
e 

lin
ke

d 

to
 o

ld
 a

ge
. E

ar
ly

 r
et

ire
m

en
t b

en
ef

its
, i

n 
pa

rt
ic

ul
ar

, m
ay

 b
e 

pa
id

 to
 o

ld
er

 u
ne

m
pl

oy
ed

 o
r 

di
sa

bl
ed

 w
or

ke
rs

. T
he

se
 b

en
ef

its
 a

re
 r

ep
or

te
d 

in
 th

e 
U

ne
m

pl
oy

m
en

t o
r 

D
is

ab
ili

ty
 fu

nc
tio

ns
. 

 

Th
es

e 
ru

le
s 

un
de

rli
ne

 a
ga

in
 th

at
 th

e 
al

lo
ca

tio
n 

of
 b

en
ef

its
 to

 fu
nc

tio
ns

 n
ee

ds
 v

er
y 

ca
re

fu
l 

ex
am

in
at

io
n 

of
 th

e 
ex

ac
t s

itu
at

io
ns

 w
hi

ch
 g

iv
e 

ris
e 

to
 p

ay
m

en
ts

. 

43
D

 老
齢

機
能

は
必

ず
し

も
す

べ
て

の
就

業
か

ら
引

退
の

移
行

期
に

な
さ

れ
る

給
付

を
記

録
し

て
い

な
い

。
こ

れ
ら

の
う

ち
い

く
つ

か
は

、
老

齢
に

関
連

し
て

と
い

う
よ

り
、

社
会

保
護

の
提

供
と

し
て

な
さ

れ
て

い
る

。
早

期
退

職
給

付
は

、

と
り

わ
け

高
齢

の
失

業
者

あ
る

い
は

障
害

者
に

提
供

さ
れ

る
。

こ
れ

ら
の

給
付

は
失

業
あ

る
い

は
障

害
機

能
と

し
て

報

告
さ

れ
る

。
こ

れ
ら

の
ル

ー
ル

と
し

て
は

、
各

機
能

へ
給

付
を

振
り

分
け

る
に

は
給

付
が

生
じ

る
正

確
な

状
況

を
注

意

深
く

検
証

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
を

、
再

度
強

調
し

て
お

く
。

 

43
E

 In
 m

os
t M

em
be

r 
S

ta
te

s 
of

 th
e 

E
ur

op
ea

n 
U

ni
on

 th
e 

fu
nc

tio
ns

 O
ld

 a
ge

, D
is

ab
ili

ty
, a

nd
 

S
ur

vi
vo

rs
 a

re
 p

ar
t o

f a
 c

oh
er

en
t s

et
 o

f b
en

ef
its

 w
hi

ch
 is

 s
om

et
im

es
 in

st
itu

te
d 

as
 o

ne
 s

ys
te

m
. 

Th
is

 s
et

 o
f b

en
ef

its
 is

 u
su

al
ly

 c
al

le
d 

th
e 

na
tio

na
l p

en
si

on
 s

ys
te

m
, e

ve
n 

w
he

re
 th

e 
be

ne
fit

s 

pr
ov

id
ed

 a
re

 n
ot

 e
xc

lu
si

ve
ly

 p
er

io
di

c 
pa

ym
en

ts
. D

ep
en

di
ng

 o
n 

na
tio

na
l l

eg
is

la
tio

n 
an

d 

pr
ac

tic
e,

 fo
r 

ex
am

pl
e,

 a
n 

ol
d 

pe
rs

on
 m

ay
 r

ec
ei

ve
 a

n 
ol

d 
ag

e 
pe

ns
io

n,
 a

 d
is

ab
ili

ty
 p

en
si

on
 o

r 
a 

w
id

ow
/w

id
ow

er
's

 p
en

si
on

. I
n 

so
m

e 
M

em
be

r 
S

ta
te

s 
(G

er
m

an
y 

fo
r 

ex
am

pl
e)

 d
is

ab
ili

ty
 a

nd
 

su
rv

iv
or

s'
 p

en
si

on
s 

ar
e 

co
nv

er
te

d 
in

to
 o

ld
 a

ge
 p

en
si

on
s 

at
 th

e 
le

ga
l r

et
ire

m
en

t a
ge

. I
n 

so
m

e 

ot
he

r 
co

un
tr

ie
s 

(e
.g

. B
el

gi
um

),
 th

e 
di

sa
bi

lit
y/

su
rv

iv
or

s 
be

ne
fit

 is
 s

to
pp

ed
 a

t t
he

 le
ga

l p
en

si
on

 

ag
e 

an
d 

th
e 

be
ne

fic
ia

ry
 e

nt
er

s 
th

e 
ol

d 
ag

e 
pe

ns
io

n 
sc

he
m

e.
 In

 o
th

er
 c

ou
nt

rie
s 

(I
re

la
nd

, 

B
ul

ga
ria

, H
un

ga
ry

 a
nd

 S
lo

va
ki

a 
fo

r 
ex

am
pl

e)
, h

ow
ev

er
, t

hi
s 

is
 n

ot
 th

e 
ca

se
. F

or
 r

ea
so

ns
 o

f 

co
m

pa
ra

bi
lit

y,
 a

nd
 in

 o
rd

er
 to

 r
es

pe
ct

 th
e 

pr
in

ci
pl

e 
of

 th
e 

fu
nc

tio
na

l c
la

ss
ifi

ca
tio

n 
of

 th
e 

E
S

S
P

R
O

S
, d

is
ab

ili
ty

 p
en

si
on

s 
pa

id
 to

 b
en

ef
ic

ia
rie

s 
ov

er
 th

e 
st

an
da

rd
 r

et
ire

m
en

t a
ge

 a
s 

es
ta

bl
is

he
d 

in
 th

e 
re

fe
re

nc
e 

sc
he

m
e 

m
us

t b
e 

re
co

rd
ed

 u
nd

er
 th

e 
ite

m
 o

ld
 a

ge
 p

en
si

on
. 

 T
he

 re
as

on
 fo

r r
ec

ei
vi

ng
 a

 d
is

ab
ili

ty
 p

en
si

on
 a

fte
r t

he
 s

ta
nd

ar
d 

re
tir

em
en

t a
ge

 is
 c

on
ne

ct
ed

 to
 

ol
d 

ag
e 

ra
th

er
 th

an
 to

 th
e 

im
pa

irm
en

t o
f h

is
 o

r h
er

 a
bi

lit
y 

to
 w

or
k.

 In
 c

on
tr

as
t a

nd
 w

ith
 re

ga
rd

 to
 

th
e 

im
po

rt
an

ce
 o

f t
he

 fu
nc

tio
na

l c
la

ss
ifi

ca
tio

n,
 s

ur
vi

vo
rs

’ p
en

si
on

s 
re

m
ai

n 
un

de
r 

th
e 

su
rv

iv
or

s 

fu
nc

tio
n.

 In
 o

rd
er

 to
 c

on
tr

ib
ut

e 
to

 th
e 

ai
m

 o
f c

om
pa

ra
bi

lit
y,

 s
ur

vi
vo

rs
’ p

en
si

on
s 

to
 p

en
si

on
er

s 

ab
ov

e 
th

e 
de

fin
ed

 le
ga

l o
r s

ta
nd

ar
d 

re
tir

em
en

t a
ge

 a
re

 re
co

rd
ed

 a
s 

op
tio

na
l d

at
a.

 In
 a

ny
 c

as
e,

 

w
he

n 
an

al
ys

in
g 

th
e 

da
ta

, i
t i

s 
re

co
m

m
en

de
d 

to
 ta

ke
 in

to
 a

cc
ou

nt
 th

at
 a

 s
tr

on
g 

in
te

rd
ep

en
de

nc
e 

ex
is

ts
 a

m
on

g 
th

e 
th

re
e 

fu
nc

tio
ns

: o
ld

 a
ge

, d
is

ab
ili

ty
 a

nd
 s

ur
vi

vo
rs

. 

43
E

 
大

半
の

E
U

加
盟

国
に

お
い

て
は

、
社

会
保

護
機

能
の

老
齢

、
障

害
お

よ
び

遺
族

機
能

が
一

貫
し

た
給

付
セ

ッ
ト

の
一

部
と

な
っ

て
お

り
、

と
き

に
は

一
つ

の
シ

ス
テ

ム
と

し
て

設
置

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

給
付

セ
ッ

ト
は

通
常

、
提

供

す
る

給
付

が
定

期
的

支
給

に
限

ら
な

い
と

き
で

も
、

国
民

年
金

制
度

と
呼

ば
れ

て
い

る
。

例
え

ば
各

国
の

法
律

お
よ

び

慣
行

に
よ

り
、

高
齢

者
が

老
齢

年
金

、
障

害
年

金
ま

た
は

寡
婦

／
か

ん
夫

年
金

を
受

給
す

る
こ

と
が

あ
る

。
一

部
の

加
盟

国
（
ベ

ル
ギ

ー
、

ド
イ

ツ
）
で

は
、

障
害

年
金

と
遺

族
年

金
が

法
定

退
職

年
齢

に
老

齢
年

金
に

変
更

さ
れ

て
い

る
。

し
か

し
他

の
国

（
ア

イ
ル

ラ
ン

ド
、

ブ
ル

ガ
リ

ア
、

ハ
ン

ガ
リ

ー
、

ス
ロ

バ
キ

ア
、

等
）
で

は
、

こ
の

変
更

が
行

わ
れ

て

い
な

い
。

 

比
較

可
能

性
の

理
由

か
ら

、
ま

た
E

S
S

P
R

O
S

の
機

能
別

分
類

の
原

則
を

尊
重

す
る

た
め

、
基

準
制

度
の

規
定

す

る
標

準
退

職
年

齢
以

後
に

支
払

わ
れ

る
給

付
は

、
老

齢
機

能
に

計
上

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

標
準

退
職

年
齢

以
降

に
障

害
年

金
を

受
給

す
る

事
由

は
、

当
事

者
の

就
労

能
力

の
損

失
よ

り
も

老
齢

に
関

連
し

て

い
る

こ
と

に
よ

る
。

機
能

別
分

類
を

重
視

す
る

観
点

か
ら

は
、

遺
族

年
金

は
遺

族
機

能
に

残
す

べ
き

で
あ

る
。

比
較

可

能
性

の
観

点
か

ら
、

法
律

上
あ

る
い

は
標

準
的

な
引

退
年

齢
を

超
え

た
年

金
受

給
者

へ
の

遺
族

年
金

は
オ

プ
シ

ョ
ン

的
な

デ
ー

タ
と

し
て

記
録

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。
 

 い
ず

れ
に

せ
よ

デ
ー

タ
分

析
に

際
し

て
は

、
こ

れ
ら

の
三

種
の

機
能

間
（
老

齢
、

障
害

、
遺

族
）
に

大
き

な
相

互
依

存

が
存

在
す

る
こ

と
を

考
慮

に
入

れ
る

よ
う

勧
告

す
る

。
 

43
F 

In
 s

om
e 

ca
se

s,
 h

ig
he

r 
ra

te
s 

of
 b

en
ef

its
 a

re
 p

ai
d 

to
 th

e 
be

ne
fic

ia
ry

 if
 s

he
/h

e 
ha

s 

de
pe

nd
an

ts
 (

a 
ch

ild
 o

r 
a 

no
n-

w
or

ki
ng

 s
po

us
e 

fo
r 

ex
am

pl
e)

. T
he

 s
up

pl
em

en
ts

 th
us

 p
ai

d 

in
te

gr
at

e 
or

 r
ep

la
ce

 th
e 

fa
m

ily
 a

llo
w

an
ce

, a
nd

 th
er

ef
or

e 
in

 p
rin

ci
pl

e 
th

ey
 s

ho
ul

d 
be

 s
ep

ar
at

ed
 

fr
om

 th
e 

m
ai

n 
be

ne
fit

 a
nd

 in
cl

ud
ed

 in
 th

e 
Fa

m
ily

/c
hi

ld
re

n 
fu

nc
tio

n.
 T

hi
s 

ca
n 

pr
ov

e 
di

ffi
cu

lt,
 a

ls
o 

be
ca

us
e 

in
 e

st
ab

lis
hi

ng
 th

e 
ra

te
 o

f b
en

ef
it,

 th
e 

po
lic

y 
m

ak
er

 w
ill

 h
av

e 
ta

ke
n 

ac
co

un
t o

f 

43
F 

場
合

に
よ

っ
て

通
常

よ
り

高
い

率
の

給
付

が
被

扶
養

者
（
例

え
ば

子
ま

た
は

就
労

し
な

い
配

偶
者

）
を

有
す

る

受
給

者
に

支
給

さ
れ

る
こ

と
が

あ
る

。
こ

の
補

足
支

給
金

は
家

族
手

当
を

統
合

す
る

ま
た

は
こ

れ
に

代
わ

る
も

の
で

あ

っ
て

、
し

た
が

っ
て

原
則

と
し

て
は

主
要

な
給

付
か

ら
分

離
し

て
、

家
族

／
育

児
機

能
に

含
め

る
べ

き
で

あ
る

。
給

付
率

の
設

定
に

際
し

て
政

策
決

定
者

は
家

計
の

消
費

に
お

け
る

規
模

の
経

済
を

考
慮

に
入

れ
る

で
あ

ろ
う

か
ら

、
こ

の
分

離
が

困
難

に
な

る
こ

と
が

あ
る

。
し

た
が

っ
て

便
宜

上
の

理
由

か
ら

、
こ

の
補

足
支

給
金

は
主

要
な

給
付

の
属

す
る

機
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ec
on

om
ie

s 
of

 s
ca

le
 in

 c
on

su
m

pt
io

n 
of

 th
e 

ho
us

eh
ol

d.
 F

or
 r

ea
so

ns
 o

f c
on

ve
ni

en
ce

, t
he

re
fo

re
, 

th
e 

su
pp

le
m

en
ts

 w
ill

 b
e 

re
ta

in
ed

 in
 th

e 
fu

nc
tio

ns
 to

 w
hi

ch
 th

e 
m

ai
n 

be
ne

fit
 b

el
on

gs
. 

能
に

止
め

置
か

れ
る

で
あ

ろ
う

。
家

族
補

足
支

給
金

が
別

個
の

給
付

と
し

て
支

給
さ

れ
る

場
合

に
の

み
、

こ
れ

を
家

族

／
育

児
機

能
に

分
類

し
て

家
族

手
当

ま
た

は
育

児
手

当
の

項
目

に
計

上
す

べ
き

で
あ

る
。
 

5 
 S

oc
ia

l b
en

ef
its

 in
 th

eS
ur

vi
vo

rs
' f

un
ct

io
n 

5.
 遺

族
機

能
の

社
会

給
付

 

5.
1 

In
tr

od
uc

tio
n 

5.
1 

は
じ

め
に

 

44
 T

he
 S

ur
vi

vo
rs

' f
un

ct
io

n 
in

cl
ud

es
 b

en
ef

its
 th

at
: 

･ 
pr

ov
id

e 
a 

te
m

po
ra

ry
 o

r p
er

m
an

en
t i

nc
om

e 
to

 p
eo

pl
e 

w
ho

 h
av

e 
su

ffe
re

d 
fr

om
 th

e 
lo

ss
 o

f 

th
e 

sp
ou

se
 o

r 
a 

ne
xt

-o
f-

ki
n,

 u
su

al
ly

 w
he

n 
th

e 
la

tte
r 

re
pr

es
en

te
d 

th
e 

m
ai

n 
br

ea
dw

in
ne

r 

fo
r 

th
e 

be
ne

fic
ia

ry
; 

･ 
co

m
pe

ns
at

e 
su

rv
iv

or
s 

fo
r f

un
er

al
 c

os
ts

 fo
r a

ny
 h

ar
ds

hi
p 

ca
us

ed
 b

y 
th

e 
de

at
h 

of
 a

 fa
m

ily
 

m
em

be
r;

 

･ 
pr

ov
id

e 
go

od
s 

an
d 

se
rv

ic
es

 to
 e

lig
ib

le
 s

ur
vi

vo
rs

. 

S
ur

vi
vo

rs
 e

lig
ib

le
 fo

r 
be

ne
fit

 m
ay

 b
e 

th
e 

sp
ou

se
 o

r 
ex

-s
po

us
e 

of
 th

e 
de

ce
as

ed
 p

er
so

n,
 h

is
 o

r 

he
r 

ch
ild

re
n,

 g
ra

nd
ch

ild
re

n,
 p

ar
en

ts
 o

r 
ot

he
r 

re
la

tiv
es

. I
n 

so
m

e 
ca

se
s,

 th
e 

be
ne

fit
 m

ay
 a

ls
o 

be
 

pa
id

 to
 s

om
eo

ne
 o

ut
si

de
 th

e 
fa

m
ily

. 

44
 

遺
族

機
能

に
は

次
の

給
付

が
含

ま
れ

る
。

 

･ 
基

準
制

度
の

規
定

す
る

退
職

年
齢

未
満

の
者

で
配

偶
者

ま
た

は
近

親
者

（
通

常
受

給
者

の
主

要
な

稼
ぎ

手
で

あ
っ

た
場

合
）
の

喪
失

を
被

っ
た

者
に

一
時

的
所

得
ま

た
は

永
久

的
所

得
を

提
供

す
る

給
付

。
 

･ 
家

族
の

死
亡

に
よ

る
困

窮
に

つ
い

て
遺

族
に

葬
祭

費
を

補
給

す
る

給
付

。
 

･ 
有

資
格

遺
族

に
財

お
よ

び
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

給
付

。
 

給
付

受
給

権
あ

る
遺

族
は

、
死

亡
者

の
配

偶
者

も
し

く
は

元
配

偶
者

の
こ

と
も

、
子

、
孫

、
親

ま
た

は
そ

の
他

の
親

族

の
こ

と
も

あ
る

。
ま

た
場

合
に

よ
っ

て
は

給
付

は
、

家
族

以
外

の
者

に
も

支
給

さ
れ

る
こ

と
が

あ
る

。
 

45
 B

en
ef

its
 e

xc
lu

de
d 

fr
om

 th
e 

S
ur

vi
vo

rs
' f

un
ct

io
n 

ar
e:

 

･ 
fa

m
ily

 a
llo

w
an

ce
s 

fo
r d

ep
en

de
nt

 c
hi

ld
re

n 
w

he
re

 th
e 

be
ne

fic
ia

ry
 is

 re
ce

iv
in

g 
a 

su
rv

iv
or

's
 

be
ne

fit
; t

he
se

 a
re

 r
ep

or
te

d 
un

de
r 

th
e 

Fa
m

ily
/c

hi
ld

re
n 

fu
nc

tio
n.

 

45
 

遺
族

機
能

か
ら

除
外

さ
れ

る
給

付
は

次
の

通
り

で
あ

る
。

 

･ 
受

給
者

が
遺

族
給

付
を

受
給

中
で

あ
る

場
合

の
被

扶
養

の
子

に
対

す
る

家
族

手
当

。
こ

れ
は

家
族

／
育

児
機

能
に

計
上

す
る

。
 

46
 A

 s
ur

vi
vo

r's
 b

en
ef

it 
is

 n
or

m
al

ly
 g

ra
nt

ed
 o

n 
th

e 
ba

si
s 

of
 a

 d
er

iv
ed

 r
ig

ht
, t

ha
t i

s,
 a

 r
ig

ht
 

or
ig

in
al

ly
 b

el
on

gi
ng

 to
 a

no
th

er
 p

er
so

n 
w

ho
se

 d
ea

th
 is

 a
 c

on
di

tio
n 

fo
r 

gr
an

tin
g 

th
e 

be
ne

fit
. 

H
ow

ev
er

 s
om

e 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

 tr
ea

t t
hi

s 
rig

ht
 a

s 
a 

di
re

ct
 o

ne
, t

ha
t i

s,
 th

er
e 

is
 n

o 

co
nn

ec
tio

n 
be

tw
ee

n 
th

e 
su

rv
iv

or
's

 b
en

ef
it 

re
ce

iv
ed

 a
nd

 a
ny

 b
en

ef
it 

th
at

 th
e 

de
ce

as
ed

 w
ou

ld
 

ha
ve

 b
ee

n 
ab

le
 to

 c
la

im
. 

46
 

遺
族

給
付

は
通

例
、

派
生

し
た

権
利

、
す

な
わ

ち
そ

の
死

亡
が

給
付

支
給

の
条

件
で

あ
る

別
の

者
に

本
来

属
す

権
利

に
基

づ
い

て
支

給
さ

れ
る

。
た

だ
し

一
部

の
社

会
保

護
制

度
で

は
、

こ
の

権
利

を
直

接
の

権
利

と
し

て
、

す
な

わ

ち
遺

族
の

受
け

る
給

付
と

死
亡

者
が

請
求

で
き

た
で

あ
ろ

う
給

付
と

の
間

に
な

ん
ら

の
関

係
も

な
い

と
し

て
取

り
扱

っ

て
い

る
。
 

 
 

Ta
bl

e 
D:

 C
la

ss
ifi

ca
tio

n 
of

 b
en

ef
its

 in
 th

e 
Su

rv
iv

or
s 

Fu
nc

tio
n

Ca
sh

 b
en

ef
its

Su
rv

iv
or

s'
 p

en
si

on
De

at
h 

gr
an

t
O

th
er

 c
as

h 
be

ne
fit

s
Be

ne
fit

s 
in

 k
in

d
Fu

ne
ra

l e
xp

en
se

s
O

th
er

 b
en

ef
its

 in
 k

in
d

表
 D

 ：
 遺

 族
 機

 能
 の

 給
 付

 の
 分

 類

現
金

給
付

遺
族

年
金

死
亡

交
付

金

そ
の

他
の

現
金

給
付

現
物

給
付

葬
祭

費

そ
の

他
の

現
物

給
付
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5.
2 

D
es

cr
ip

tio
n 

of
 th

e 
ty

pe
s 

of
 b

en
ef

it 
5.

2 
給

付
種

類
の

説
明

 

5.
2.

1 
C

A
S

H
 B

E
N

EF
IT

S
 

5.
2.

1 
現

金
給

付
 

47
 S

ur
vi

vo
rs

' p
en

si
on

: p
er

io
di

c 
pa

ym
en

ts
 to

 p
eo

pl
e 

w
ho

se
 e

nt
itl

em
en

t d
er

iv
es

 fr
om

 th
ei

r 

re
la

tio
ns

hi
p 

w
ith

 a
 d

ec
ea

se
d 

pe
rs

on
 p

ro
te

ct
ed

 b
y 

th
e 

sc
he

m
e 

(w
id

ow
s,

 w
id

ow
er

s,
 o

rp
ha

ns
 a

nd
 

si
m

ila
r)

. 

47
 

遺
族

年
金

：
受

給
権

が
制

度
の

保
護

対
象

の
死

亡
者

と
の

関
係

か
ら

派
生

す
る

者
（
寡

婦
、

か
ん

夫
、

遺
児

お

よ
び

こ
れ

に
類

す
る

者
）
に

対
す

る
定

期
的

支
給

金
。
 

48
 D

ea
th

 g
ra

nt
: s

in
gl

e 
pa

ym
en

t t
o 

so
m

eo
ne

 w
ho

se
 e

nt
itl

em
en

t d
er

iv
es

 fr
om

 th
ei

r 
re

la
tio

ns
hi

p 

w
ith

 a
 d

ec
ea

se
d 

pe
rs

on
 (

w
id

ow
s,

 w
id

ow
er

s,
 o

rp
ha

ns
 a

nd
 s

im
ila

r)
. 

48
 

死
亡

交
付

金
：
受

給
権

が
死

亡
者

と
の

関
係

か
ら

派
生

す
る

者
（
寡

婦
、

か
ん

夫
、

遺
児

お
よ

び
こ

れ
に

類
す

る

者
）
に

対
す

る
一

度
限

り
の

支
払

い
。
 

49
 O

th
er

 c
as

h 
be

ne
fit

s:
 o

th
er

 p
er

io
di

c 
or

 lu
m

p-
su

m
 p

ay
m

en
ts

 m
ad

e 
by

 v
irt

ue
 o

f a
 d

er
iv

ed
 ri

gh
t 

of
 a

 s
ur

vi
vo

r. 

49
 

そ
の

他
の

現
金

給
付

：
遺

族
の

派
生

し
た

権
利

に
よ

り
行

わ
れ

る
そ

の
他

の
定

期
的

ま
た

は
一

括
払

い
支

給

金
。
 

5.
2.

2 
B

E
N

EF
IT

S
 IN

 K
IN

D
 

5.
2.

2 
現

物
給

付
 

50
 F

un
er

al
 e

xp
en

se
s:

 s
um

s 
pa

id
 to

w
ar

ds
 th

e 
co

st
 o

f t
he

 fu
ne

ra
l, 

bu
ria

l (
or

 o
th

er
 a

rr
an

ge
m

en
t)

 

of
 a

 d
ec

ea
se

d 
pe

rs
on

 p
ro

te
ct

ed
 b

y 
th

e 
sc

he
m

e.
 T

hi
s 

be
ne

fit
 is

 g
ra

nt
ed

, a
s 

a 
ru

le
, t

o 
th

e 

pe
rs

on
s 

w
ho

 b
ea

r 
th

os
e 

co
st

s.
 

50
 

葬
祭

費
：
制

度
の

保
護

す
る

死
亡

者
の

葬
儀

、
埋

葬
（
ま

た
は

そ
の

他
の

措
置

）
の

費
用

に
対

し
て

支
払

わ
れ

る

金
額

。
 

51
 O

th
er

 b
en

ef
its

 in
 k

in
d:

 m
is

ce
lla

ne
ou

s 
go

od
s 

an
d 

se
rv

ic
es

 p
ro

vi
de

d 
to

 s
ur

vi
vo

rs
 to

 e
na

bl
e 

th
em

 to
 ta

ke
 p

ar
t i

n 
co

m
m

un
ity

 li
fe

; t
he

se
 in

cl
ud

e 
re

du
ct

io
ns

 in
 p

ric
es

, t
ar

iff
s,

 fa
re

s 
an

d 
so

 o
n 

fo
r 

w
id

ow
s,

 w
id

ow
er

s,
 a

nd
 o

rp
ha

ns
 if

 e
xp

re
ss

ly
 g

ra
nt

ed
 fo

r 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n.

 

51
そ

の
他

の
現

物
給

付
：
地

域
生

活
へ

の
参

加
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

た
め

遺
族

に
提

供
さ

れ
る

種
々

の
財

お
よ

び

サ
ー

ビ
ス

。
こ

れ
に

は
明

示
的

に
社

会
保

護
の

た
め

提
供

さ
れ

る
寡

婦
、

か
ん

夫
お

よ
び

遺
児

に
対

す
る

値
引

き
、

料

金
割

引
、

運
賃

割
引

な
ど

が
含

ま
れ

る
。
 

5.
3 

Fu
rt

he
r 

gu
id

an
ce

 
5.

3 
 そ

の
他

の
指

針
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A 

In
 m

os
t M

em
be

r 
S

ta
te

s 
of

 th
e 

E
ur

op
ea

n 
U

ni
on

 th
e 

fu
nc

tio
ns

 O
ld

 a
ge

, D
is

ab
ili

ty
, a

nd
 

S
ur

vi
vo

rs
 a

re
 p

ar
t o

f a
 c

oh
er

en
t s

et
 o

f b
en

ef
its

 w
hi

ch
 is

 s
om

et
im

es
 in

st
itu

te
d 

as
 o

ne
 s

ys
te

m
. 

Th
is

 s
et

 o
f b

en
ef

its
 is

 u
su

al
ly

 c
al

le
d 

th
e 

na
tio

na
l p

en
si

on
 s

ys
te

m
, e

ve
n 

w
he

re
 th

e 
be

ne
fit

s 
ar

e 

no
t p

er
io

di
c 

pa
ym

en
ts

. F
or

 r
ea

so
ns

 o
f c

om
pa

ra
bi

lit
y,

 a
nd

 in
 o

rd
er

 to
 r

es
pe

ct
 th

e 
pr

in
ci

pl
e 

of
 

th
e 

fu
nc

tio
na

l c
la

ss
ifi

ca
tio

n 
of

 th
e 

E
S

S
P

R
O

S
, d

is
ab

ili
ty

 p
en

si
on

s 
pa

id
 a

fte
r 

th
e 

st
an

da
rd

 

re
tir

em
en

t a
ge

 a
s 

es
ta

bl
is

he
d 

in
 th

e 
re

fe
re

nc
e 

sc
he

m
e 

m
us

t b
e 

re
co

rd
ed

 in
 th

e 
O

ld
 a

ge
 

fu
nc

tio
n.

 In
 a

ny
 c

as
e,

  
w

he
n 

an
al

ys
in

g 
th

e 
da

ta
 it

 is
 re

co
m

m
en

de
d 

to
 ta

ke
 in

to
 a

cc
ou

nt
 th

at
 a

 

co
ns

id
er

ab
le

 in
te

rd
ep

en
de

nc
e 

ex
is

ts
 a

m
on

g 
th

es
e 

th
re

e 
fu

nc
tio

ns
 (

se
e 

al
so

 p
ar

ag
ra

ph
s 

43
A 

to
 4

3E
 in

 th
e 

O
ld

 a
ge

 fu
nc

tio
n)

. 

In
 o

rd
er

 to
 c

on
tr

ib
ut

e 
to

 th
e 

ai
m

 o
f c

om
pa

ra
bi

lit
y,

 s
ur

vi
vo

rs
’ p

en
si

on
s 

to
 p

en
si

on
er

s 
ab

ov
e 

th
e 

de
fin

ed
 le

ga
l o

r 
st

an
da

rd
 r

et
ire

m
en

t a
ge

 a
re

 r
ec

or
de

d 
as

 o
pt

io
na

l d
at

a.
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A 

 大
半

の
E

U
加

盟
国

に
お

い
て

は
、

老
齢

、
障

害
お

よ
び

遺
族

機
能

が
一

貫
し

た
給

付
セ

ッ
ト

の
一

部
と

な
っ

て
お

り
、

と
き

に
は

一
つ

の
シ

ス
テ

ム
と

し
て

設
置

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

給
付

セ
ッ

ト
は

通
常

、
給

付
が

定
期

的
支

給
に

限
ら

な
い

と
き

で
も

、
国

民
年

金
制

度
と

呼
ば

れ
て

い
る

。
比

較
可

能
性

の
理

由
か

ら
、

ま
た

E
S

S
P

R
O

S
の

機
能

別

分
類

の
原

則
を

尊
重

す
る

た
め

、
基

準
制

度
の

規
定

す
る

標
準

退
職

年
齢

以
後

に
支

給
さ

れ
る

傷
害

年
金

は
、

老

齢
機

能
に

計
上

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

い
ず

れ
に

せ
よ

デ
ー

タ
分

析
に

際
し

て
は

、
こ

れ
ら

の
三

種
の

機
能

間
に

大

き
な

相
互

依
存

が
存

在
す

る
こ

と
を

考
慮

に
入

れ
る

よ
う

勧
告

す
る

（
老

齢
機

能
の

第
43

A
節

、
第

43
E

節
も

参

照
）
。

 

比
較

可
能

性
の

観
点

か
ら

、
法

律
上

あ
る

い
は

標
準

的
な

引
退

年
齢

を
超

え
た

年
金

受
給

者
へ

の
遺

族
年

金
は

オ

プ
シ

ョ
ン

的
な

デ
ー

タ
と

し
て

記
録

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。
 

 

6 
 S

oc
ia

l b
en

ef
its

 in
 th

e 
Fa

m
ily

/C
hi

ld
re

n 
fu

nc
tio

n 
6.

 家
族

／
育

児
機

能
の

社
会

給
付

 
6.

1 
In

tr
od

uc
tio

n 
6.

1 
は

じ
め

に
 

52
 T

he
 F

am
ily

/c
hi

ld
re

n 
Fu

nc
tio

n 
in

cl
ud

es
 b

en
ef

its
 th

at
: 

･ 
pr

ov
id

e 
fin

an
ci

al
 s

up
po

rt
 to

 h
ou

se
ho

ld
s 

fo
r 

br
in

gi
ng

 u
p 

ch
ild

re
n;

 

52
 

家
族

／
育

児
機

能
に

は
、

次
の

給
付

が
含

ま
れ

る
。

 

･ 
育

児
の

た
め

の
家

計
に

対
す

る
財

政
支

援
を

提
供

す
る

給
付

。
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･ 
pr

ov
id

e 
fin

an
ci

al
 a

ss
is

ta
nc

e 
to

 p
eo

pl
e 

w
ho

 s
up

po
rt

 r
el

at
iv

es
 o

th
er

 th
an

 c
hi

ld
re

n;
 

･ 
pr

ov
id

e 
so

ci
al

 s
er

vi
ce

s 
sp

ec
ifi

ca
lly

 d
es

ig
ne

d 
to

 a
ss

is
t a

nd
 p

ro
te

ct
 th

e 
fa

m
ily

, 

pa
rt

ic
ul

ar
ly

 c
hi

ld
re

n.
 

･ 
子

以
外

の
親

族
を

援
助

す
る

者
に

対
す

る
財

政
支

援
を

提
供

す
る

給
付

。
 

･ 
家

族
、

と
く

に
子

の
援

助
・
保

護
を

特
定

目
的

と
す

る
社

会
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

給
付

。
 

 
 

 

6.
2 

D
es

cr
ip

tio
n 

of
 th

e 
ty

pe
s 

of
 b

en
ef

it 
6.

2 
給

付
種

類
の

説
明

 

6.
2.

1 
C

A
S

H
 B

E
N

EF
IT

S
 

6.
2.

1 
現

金
給

付
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 In

co
m

e 
m

ai
nt

en
an

ce
 b

en
ef

it 
in

 th
e 

ev
en

t o
f c

hi
ld

bi
rt

h:
 fl

at
-r

at
e 

or
 e

ar
ni

ng
s-

re
la

te
d 

pa
ym

en
ts

 in
te

nd
ed

 to
 c

om
pe

ns
at

e 
th

e 
pr

ot
ec

te
d 

pe
rs

on
 fo

r 
th

e 
lo

ss
 o

f e
ar

ni
ng

s 
du

e 
to

 

ab
se

nc
e 

fr
om

 w
or

k 
in

 c
on

ne
ct

io
n 

w
ith

 c
hi

ld
bi

rt
h 

fo
r t

he
 p

er
io

d 
be

fo
re

 a
nd

/o
r a

fte
r c

on
fin

em
en

t 

or
 in

 c
on

ne
ct

io
n 

w
ith

 a
do

pt
io

n.
 T

he
 b

en
ef

it 
m

ay
 a

ls
o 

be
 p

ai
d 

to
 th

e 
fa

th
er

. 

Th
es

e 
be

ne
fit

s 
m

ay
 b

e 
pa

id
 b

y 
au

to
no

m
ou

s 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n 

sc
he

m
es

, b
ut

 th
ey

 a
re

 a
ls

o 

pr
ov

id
ed

 b
y 

em
pl

oy
er

s 
in

 th
e 

fo
rm

 o
f c

on
tin

ue
d 

pa
ym

en
t o

f w
ag

es
 a

nd
 s

al
ar

ie
s 

du
rin

g 

ab
se

nc
e 

fr
om

 w
or

k.
 W

he
n 

th
er

e 
ar

e 
no

 a
dm

in
is

tr
at

iv
e 

da
ta

 o
n 

th
e 

va
lu

e 
of

 th
es

e 
pa

ym
en

ts
, 

 

es
tim

at
es

 m
us

t b
e 

ba
se

d 
on

 o
th

er
 s

ou
rc

es
, s

uc
h 

as
 la

bo
ur

 c
os

t s
ur

ve
ys

. 
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出
産

の
場

合
の

所
得

維
持

給
付

：
出

産
前

お
よ

び
（
ま

た
は

）
出

産
後

の
期

間
中

の
出

産
に

関
連

す
る

ま
た

は

養
子

縁
組

に
関

連
す

る
欠

勤
に

よ
る

所
得

喪
失

に
つ

い
て

保
護

対
象

者
に

補
償

す
る

目
的

の
一

律
ま

た
は

所
得

比

例
の

支
給

金
。

こ
の

給
付

は
父

親
に

支
給

す
る

こ
と

も
あ

る
。

 

こ
の

給
付

は
、

自
治

的
社

会
保

護
制

度
が

支
給

す
る

こ
と

が
あ

る
が

、
欠

勤
中

の
賃

金
・
給

与
の

継
続

支
給

と
し

て

使
用

者
も

提
供

す
る

。
こ

の
支

給
金

の
価

額
に

関
す

る
管

理
デ

ー
タ

の
な

い
場

合
は

、
労

務
費

調
査

な
ど

他
の

情
報

源
に

基
づ

い
て

推
計

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

54
 B

irt
h 

gr
an

t: 
be

ne
fit

s 
no

rm
al

ly
 p

ai
d 

as
 a

 lu
m

p 
su

m
 o

r 
by

 in
st

al
m

en
ts

 in
 c

as
e 

of
 c

hi
ld

bi
rt

h 

or
ad

op
tio

n.
 

54
 

出
産

給
付

金
：
出

産
ま

た
は

養
子

縁
組

の
場

合
に

通
例

一
括

払
い

ま
た

は
分

割
払

い
で

支
給

さ
れ

る
給

付
。
 

55
 P

ar
en

ta
l l

ea
ve

 b
en

ef
it:

 b
en

ef
it 

pa
id

 to
 e

ith
er

 m
ot

he
r o

r f
at

he
r i

n 
ca

se
 o

f i
nt

er
ru

pt
io

n 
of

 w
or

k 

or
 r

ed
uc

tio
n 

of
 w

or
ki

ng
 ti

m
e 

in
 o

rd
er

 to
 b

rin
g 

up
 a

 c
hi

ld
, n

or
m

al
ly

 o
f y

ou
ng

 a
ge

. 

55
 

育
児

休
暇

給
付

：
通

例
若

年
の

子
の

養
育

の
た

め
就

労
の

中
断

ま
た

は
就

労
時

間
の

減
少

が
生

じ
る

場
合

に

母
親

ま
た

は
父

親
に

支
給

さ
れ

る
給

付
。
 

56
 F

am
ily

 o
r c

hi
ld

 a
llo

w
an

ce
: p

er
io

di
ca

l p
ay

m
en

ts
 to

 a
 m

em
be

r o
f a

 h
ou

se
ho

ld
 w

ith
 d

ep
en

de
nt

 

ch
ild

re
n 

to
 h

el
p 

w
ith

 th
e 

co
st

s 
of

 r
ai

si
ng

 c
hi

ld
re

n.
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家
族

手
当

ま
た

は
育

児
手

当
：
子

の
養

育
費

を
援

助
す

る
た

め
の

被
扶

養
の

子
を

持
つ

家
計

の
一

員
に

対
す

る
定

期
的

支
給

金
。
 

Ta
bl

e 
E:

 C
la

ss
ifi

ca
tio

n 
of

 b
en

ef
its

 in
 th

e 
Fa

m
ily

/c
hi

ld
re

n 
Fu

nc
tio

n

Ca
sh

 b
en

ef
its

In
co

m
e 

m
ai

nt
en

an
ce

 b
en

ef
it 

in
 th

e 
ev

en
t o

f c
hi

ld
bi

rth
Bi

rth
 g

ra
nt

Pa
re

nt
al

 le
av

e 
be

ne
fit

Fa
m

ily
 o

r c
hi

ld
 a

llo
w

a
O

th
er

 c
as

h 
be

ne
fit

s
Be

ne
fit

s 
in

 k
in

d
Ch

ild
 d

ay
 c

ar
e

A
cc

om
m

od
at

io
n

Ho
m

e 
he

lp
O

th
er

 b
en

ef
its

 in
 k

in
d

表
 E

：
 家

 族
 ／

 育
 児

 機
 能

 の
 給

 付
 の

 分
 類

現
金

給
付

出
産

の
場

合
の

所
得

維
持

給
付

出
産

給
付

金

育
児

休
暇

給
付

家
族

手
当

ま
た

は
育

児
手

当

そ
の

他
の

現
金

給
付

現
物

給
付

託
児

サ
ー

ビ
ス

施
設

収
容

ホ
ー

ム
ヘ

ル
パ

ー

そ
の

他
の

現
物

給
付
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57
 O

th
er

 c
as

h 
be

ne
fit

s:
 b

en
ef

its
 p

ai
d 

in
de

pe
nd

en
tly

 o
f f

am
ily

 a
llo

w
an

ce
s 

to
 s

up
po

rt
 

ho
us

eh
ol

ds
 a

nd
 h

el
p 

th
em

 m
ee

t s
pe

ci
fic

 c
os

ts
, s

uc
h 

as
 c

os
ts

 a
ris

in
g 

fr
om

 th
e 

sp
ec

ifi
c 

ne
ed

s 

of
 lo

ne
 p

ar
en

t f
am

ili
es

 o
r 

fa
m

ili
es

 w
ith

 h
an

di
ca

pp
ed

 c
hi

ld
re

n.
 T

he
se

 b
en

ef
its

 m
ay

 b
e 

pa
id

 

pe
rio

di
ca

lly
 o

r 
as

 a
 lu

m
p-

su
m

. 

57
 

そ
の

他
の

現
金

給
付

：
家

計
を

支
援

し
か

つ
具

体
的

な
費

用
（
片

親
世

帯
や

障
害

児
の

い
る

世
帯

の
特

定
ニ

ー

ズ
か

ら
生

じ
る

費
用

な
ど

）
の

支
払

い
を

援
助

す
る

た
め

家
族

手
当

と
は

別
個

に
支

給
さ

れ
る

給
付

。
 

6.
2.

2 
B

E
N

EF
IT

S
 IN

 K
IN

D
 

6.
2.

2 
現

物
給

付
 

58
 C

hi
ld

 d
ay

 c
ar

e:
 s

he
lte

r 
an

d 
bo

ar
d 

pr
ov

id
ed

 to
 p

re
-s

ch
oo

l c
hi

ld
re

n 
du

rin
g 

th
e 

da
y 

or
 p

ar
t o

f 

th
e 

da
y.

 T
he

 a
ge

 li
m

it 
fo

r 
pr

e-
sc

ho
ol

 is
 d

ef
in

ed
 b

y 
na

tio
na

l l
eg

is
la

tio
n.

 F
in

an
ci

al
 a

ss
is

ta
nc

e 

to
w

ar
ds

 th
e 

pa
ym

en
t o

f a
 n

ur
se

 to
 lo

ok
 a

fte
r 

ch
ild

re
n 

du
rin

g 
th

e 
da

y 
is

 a
ls

o 
in

cl
ud

ed
 h

er
e.

  

C
hi

ld
 d

ay
 c

ar
e 

se
rv

ic
es

 p
ro

vi
de

d 
by

 th
e 

em
pl

oy
er

 s
ho

ul
d 

no
t b

e 
ta

ke
n 

in
to

 a
cc

ou
nt

, a
cc

or
di

ng
 

to
 p

ar
ag

ra
ph

s 
24

 to
 2

7 
of

 P
ar

t 1
. 

58
 

託
児

サ
ー

ビ
ス

：
例

え
ば

託
児

所
で

一
日

ま
た

は
一

日
の

一
部

の
期

間
就

学
前

の
子

に
提

供
さ

れ
る

施
設

収
容

お
よ

び
食

事
サ

ー
ビ

ス
。

一
日

の
期

間
子

を
世

話
す

る
看

護
婦

の
支

払
い

に
対

す
る

財
政

支
援

も
、

こ
こ

に
含

ま
れ

る
。

使
用

者
の

提
供

す
る

託
児

サ
ー

ビ
ス

は
、

第
1

部
第

24
節

－
第

27
節

に
従

っ
て

考
慮

に
入

れ
な

い
。
 

59
 A

cc
om

m
od

at
io

n:
 s

he
lte

r a
nd

 b
oa

rd
 p

ro
vi

de
d 

to
 c

hi
ld

re
n 

an
d 

fa
m

ili
es

 o
n 

a 
pe

rm
an

en
t b

as
is

  

(s
uc

h 
as

 in
 n

ur
si

ng
 h

om
es

 a
nd

 fo
st

er
 fa

m
ili

es
).

 

59
 

施
設

収
容

：
永

続
的

に
子

お
よ

び
世

帯
（
例

え
ば

老
人

ホ
ー

ム
や

養
家

の
）
に

提
供

さ
れ

る
施

設
収

容
お

よ
び

食

事
サ

ー
ビ

ス
。
 

60
 H

om
e 

he
lp

: g
oo

ds
 a

nd
 s

er
vi

ce
s 

pr
ov

id
ed

 a
t h

om
e 

to
 c

hi
ld

re
n 

an
d/

or
 to

 th
os

e 
w

ho
 c

ar
e 

fo
r 

th
em

. 
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ホ
ー

ム
ヘ

ル
パ

ー
：
子

お
よ

び
（
ま

た
は

）
子

を
世

話
す

る
者

に
自

宅
で

提
供

さ
れ

る
財

お
よ

び
サ

ー
ビ

ス
。
 

61
 O

th
er

 b
en

ef
its

 in
 k

in
d:

 m
is

ce
lla

ne
ou

s 
go

od
s 

an
d 

se
rv

ic
es

 p
ro

vi
de

d 
to

 fa
m

ili
es

, y
ou

ng
 

pe
op

le
 o

r 
ch

ild
re

n 
(h

ol
id

ay
 a

nd
 le

is
ur

e 
ce

nt
re

s)
, i

nc
lu

di
ng

 r
ed

uc
tio

ns
 in

 p
ric

es
, t

ar
iff

s,
 fa

re
s 

an
d 

so
 o

n 
fo

r 
ch

ild
re

n 
or

 la
rg

e 
fa

m
ili

es
, w

he
re

 e
xp

re
ss

ly
 g

ra
nt

ed
 fo

r 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n.

 T
hi

s 

ca
te

go
ry

 a
ls

o 
in

cl
ud

es
 fa

m
ily

 p
la

nn
in

g 
se

rv
ic

es
. 
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そ
の

他
の

現
物

給
付

：
世

帯
、

若
年

者
ま

た
は

子
に

提
供

さ
れ

る
種

々
の

財
お

よ
び

サ
ー

ビ
ス

（
休

暇
・
レ

ジ
ャ

ー
・
セ

ン
タ

ー
）
、

明
示

的
に

社
会

保
護

の
た

め
提

供
さ

れ
る

子
ま

た
は

大
家

族
に

対
す

る
値

引
き

、
料

金
割

引
、

運

賃
割

引
な

ど
を

含
む

。
こ

の
カ

テ
ゴ

リ
ー

に
は

家
族

計
画

サ
ー

ビ
ス

も
含

む
。
 

6.
3 

Fu
rt

he
r 

gu
id

an
ce

 
6.

3 
そ

の
他

の
指

針
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Th
e 

up
pe

r 
ag

e 
lim

it 
fo

r 
gr

an
tin

g 
a 

be
ne

fit
 fo

r 
de

pe
nd

en
t c

hi
ld

 (
no

ta
bl

y,
 fa

m
ily

 a
llo

w
an

ce
) 

m
ay

 b
e 

re
la

te
d 

to
 th

e 
na

tio
na

l c
om

pu
ls

or
y 

sc
ho

ol
 le

av
in

g 
ag

e 
or

 th
e 

la
bo

ur
 la

w
s.

 T
he

 s
ta

nd
ar

d 

ag
e 

m
ay

 b
e 

ex
te

nd
ed

 if
 th

e 
ch

ild
 c

on
tin

ue
s 

in
 fu

rt
he

r 
ed

uc
at

io
n 

or
 v

oc
at

io
na

l t
ra

in
in

g 
or

 

al
te

rn
at

iv
el

y 
is

 h
e 

or
 s

he
 is

 h
an

di
ca

pp
ed

 o
r 

un
em

pl
oy

ed
. T

he
se

 b
en

ef
its

 a
re

 d
es

ig
ne

d 
to

 

pr
ov

id
e 

fin
an

ci
al

 s
up

po
rt

 to
 fa

m
ili

es
 fo

r 
br

in
gi

ng
 u

p 
ch

ild
re

n,
 a

nd
 n

ot
 to

 h
el

p 
to

w
ar

ds
 th

e 
co

st
 

of
 e

du
ca

tio
n.

 E
du

ca
tio

n 
be

ne
fit

s 
ar

e 
in

 fa
ct

 n
ot

 in
cl

ud
ed

 w
ith

in
 th

e 
sc

op
e 

of
 th

e 
E

S
S

P
R

O
S

. 
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被

扶
養

の
子

に
対

す
る

給
付

（
と

く
に

家
族

手
当

）
を

支
給

す
る

上
限

年
齢

は
、

国
の

義
務

教
育

修
了

年
齢

ま

た
は

労
働

法
に

関
係

す
る

こ
と

が
あ

る
。

子
が

さ
ら

に
教

育
を

続
け

も
し

く
は

職
業

訓
練

を
受

け
る

と
き

ま
た

は
身

体
障

害
も

し
く

は
失

業
し

て
い

る
と

き
は

、
標

準
年

齢
は

引
き

上
げ

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

給
付

は
子

を
養

育
す

る
世

帯
に

財
政

支
援

を
提

供
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
い

る
の

で
あ

っ
て

、
教

育
費

に
対

す
る

支
援

が
目

的
で

は
な

い
。

事
実

、

教
育

給
付

は
E

S
S

P
R

O
S

の
範

囲
に

は
含

ま
れ

な
い

。
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B

 S
oc

ia
l p

ol
ic

ie
s 

in
 fa

vo
ur

 o
f f

am
ili

es
 a

re
 o

rg
an

is
ed

 th
ro

ug
h 

m
an

y 
pr

og
ra

m
m

es
, s

om
e 

of
 

w
hi

ch
 g

o 
be

yo
nd

 th
e 

sc
op

e 
of

 th
e 

Fa
m

ily
/c

hi
ld

re
n 

fu
nc

tio
n 

or
 e

ve
n 

be
yo

nd
 th

e 
sc

op
e 

of
 s

oc
ia

l 

pr
ot

ec
tio

n 
as

 it
 is

 d
ef

in
ed

 in
 th

e 
C

or
e 

of
 E

S
S

P
R

O
S

. S
om

e 
ex

am
pl

es
 fo

llo
w

: 

･ 
so

m
e 

M
em

be
r 

S
ta

te
s 

gr
an

t t
ax

 a
llo

w
an

ce
s 

ag
ai

ns
t g

ro
ss

 in
co

m
e 

fo
r 

ch
ild

re
n.

 T
he

 a
im

 

is
 to

 r
ed

is
tr

ib
ut

e 
in

co
m

e 
in

 fa
vo

ur
 o

f t
ax

pa
ye

rs
 w

ith
 fa

m
ily

 c
om

m
itm

en
ts

, b
ut

 th
es

e 

m
et

ho
ds

 a
re

 n
ot

 w
ith

in
 th

e 
sc

op
e 

of
 th

e 
C

or
e 

of
 E

S
S

P
R

O
S

; 

･ 
fr

ee
 o

r 
su

bs
id

is
ed

 s
ch

oo
l m

ea
ls

, a
nd

 a
ss

is
te

d 
ho

lid
ay

s 
m

ay
 b

e 
pa

rt
 o

f a
 n

at
io

na
l 
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世

帯
に

対
す

る
社

会
政

策
は

多
く

の
政

策
に

よ
っ

て
行

わ
れ

て
い

る
が

、
そ

の
中

に
は

家
族

／
育

児
機

能
の

範
囲

や
、

と
き

に
は

E
S

S
P

R
O

S
の

コ
ア

・
シ

ス
テ

ム
で

定
義

す
る

社
会

保
護

の
範

囲
を

も
超

え
る

も
の

が
あ

る
。

次

は
そ

の
例

で
あ

る
。

 

･ 
一

部
の

加
盟

国
は

子
の

総
所

得
に

対
し

て
租

税
手

当
を

提
供

し
て

い
る

。
そ

の
目

的
は

、
家

族
を

扶
養

す

る
納

税
者

に
有

利
な

よ
う

に
所

得
を

再
配

分
す

る
こ

と
で

あ
る

が
、

こ
の

方
法

は
E

S
S

P
R

O
S

の
コ

ア
・
シ

ス
テ

ム
の

範
囲

内
に

は
な

い
。

 

･
 無

料
ま

た
は

補
助

金
に

よ
る

学
校

給
食

、
学

校
医

療
サ

ー
ビ

ス
お

よ
び

援
助

付
き

休
日

（
as

si
st

ed
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ed
uc

at
io

n 
pr

og
ra

m
m

e,
 a

nd
 a

re
 th

er
ef

or
e 

ou
ts

id
e 

th
e 

sc
op

e 
of

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
as

 

de
fin

ed
 in

 th
e 

C
or

e 
of

 E
S

S
P

R
O

S
 (

th
e 

C
or

e 
do

es
 n

ot
 c

ov
er

 th
e 

fu
nc

tio
n 

E
du

ca
tio

n)
. 

 

H
ow

ev
er

, w
he

re
 b

en
ef

its
 a

re
 p

ro
vi

de
d 

so
le

ly
 to

 in
di

ge
nt

 fa
m

ili
es

, a
fte

r 
a 

m
ea

ns
-t

es
t, 

it 

ca
n 

be
 a

rg
ue

d 
th

at
 th

e 
ob

je
ct

 o
f t

he
 m

ea
su

re
 is

 to
 re

di
st

rib
ut

e 
in

co
m

e 
in

 fa
vo

ur
 o

f t
ho

se
 

w
ho

 h
av

e 
in

su
ffi

ci
en

t r
es

ou
rc

es
 r

at
he

r 
th

an
 to

 p
ro

vi
de

 fr
ee

 a
cc

es
s 

to
 e

du
ca

tio
n.

 T
he

se
 

be
ne

fit
s 

ar
e 

th
er

ef
or

e 
re

co
rd

ed
 u

nd
er

 th
e 

Fa
m

ily
/c

hi
ld

re
n 

fu
nc

tio
n,

 

･ 
em

pl
oy

er
s 

m
ay

 p
ro

vi
de

 s
pe

ci
al

 a
dv

an
ta

ge
s 

to
 e

m
pl

oy
ee

s 
w

ith
 c

hi
ld

re
n,

 s
uc

h 
as

 h
ol

id
ay

 

ho
m

es
, s

pe
ci

al
 b

on
us

es
 a

nd
 s

o 
on

. A
cc

or
di

ng
 to

 p
ar

ag
ra

ph
s 

24
 to

 2
7 

of
 P

ar
t 1

, t
he

se
 

ad
va

nt
ag

es
 a

re
 n

ot
 c

on
si

de
re

d 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n;

 

･•
 h

ou
si

ng
 p

ol
ic

ie
s 

m
ay

 m
ak

e 
co

nc
es

si
on

s 
fo

r 
la

rg
e 

fa
m

ili
es

 o
r 

lo
ne

 p
ar

en
t f

am
ili

es
. 

Th
es

e 
be

ne
fit

s,
 h

ow
ev

er
, a

re
 r

ec
or

de
d 

un
de

r 
th

e 
H

ou
si

ng
 fu

nc
tio

n.
 

ho
lid

ay
s）

が
国

民
教

育
制

度
の

一
部

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が

あ
る
が

、
こ
れ

は
E

S
S

P
R

O
S
の

コ
ア
・
シ
ス

テ
ム

で
定

義
す

る
社

会
保

護
の

範
囲

外
で
あ
る
（
コ
ア
・
シ
ス
テ
ム

で
は

教
育

機
能

は
取

り
扱

わ
な
い
）
。
し

か
し
、
給

付
が

資
産

調
査

後
に
専

ら
貧

窮
世

帯
に
提

供
さ
れ

る
場

合
に
は

、
そ
の

措
置

の
目

的
が

教
育

へ

の
無

料
の

ア
ク
セ
ス
提

供
で
は

な
く
貧

困
者

の
た
め

の
所

得
再

分
配

で
あ
る
と
い
う
議

論
が

生
じ
得

る
。
し

た
が

っ
て
こ
れ

ら
の

給
付

は
、
家

族
／

育
児

機
能

の
世

帯
援

助
給

付
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
計

上
す
る
。

 

･ 
使

用
者

が
子

の
あ
る
被

用
者

に
ホ
リ
デ

ー
ホ
ー

ム
、
特

別
賞

与
な
ど
特

別
な
便

宜
を
図

る
こ
と
が

あ
る
。
第

1
部

第
24

節
－

第
27

節
に
従

っ
て
、
こ
れ

ら
の

便
宜

は
社

会
保

護
と
は

み
な
さ
な
い
。

 

･ 
住

宅
政

策
で
大

家
族

ま
た
は

片
親

世
帯

に
特

権
を
与

え
る
こ
と
が

あ
る
。
た
だ
し
こ
れ

ら
の

給
付

は
、
住

宅

機
能

に
計

上
す
る
。
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 T
he

 p
re

-s
ch

oo
l s

ys
te

m
 is

 s
om

et
im

es
 th

e 
re

sp
on

si
bi

lit
y 

of
 th

e 
M

in
is

tr
y 

of
 E

du
ca

tio
n 

an
d 

so
m

et
im

es
 n

ot
, a

nd
 in

 s
ev

er
al

 c
as

es
 th

e 
yo

un
ge

st
 c

hi
ld

re
n 

m
ay

 a
tte

nd
 o

th
er

 p
re

-p
rim

ar
y 

sc
ho

ol
 fa

ci
lit

ie
s,

 s
uc

h 
as

 d
ay

 c
ar

e 
ce

nt
re

s 
or

 k
in

de
rg

ar
te

n.
 C

on
ce

rn
in

g 
th

e 
pr

e-
pr

im
ar

y 

ed
uc

at
io

n 
sy

st
em

, o
nl

y 
th

e 
pa

rt
 o

f s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
be

ne
fit

s 
ha

s 
to

 b
e 

re
co

rd
ed

 u
nd

er
 th

e 
ite

m
 

"c
hi

ld
 d

ay
 c

ar
e"

. 

Th
e 

co
m

pu
ta

tio
n 

of
 th

e 
so

ci
al

 p
ro

te
ct

io
n'

s 
sh

ar
e 

is
 n

ot
 s

tr
ai

gh
tfo

rw
ar

d 
in

 a
ll 

th
e 

co
un

tr
ie

s;
  

w
he

n 
th

is
 is

 n
ot

 d
ire

ct
ly

 d
er

iv
ed

 fr
om

 th
e 

fin
an

ci
ng

 s
ou

rc
es

 (
ce

nt
ra

l a
nd

/o
r 

lo
ca

l g
ov

er
nm

en
t 

ac
co

un
ts

),
 a

n 
es

tim
at

e 
sh

ou
ld

 b
e 

pr
ov

id
ed

. 

In
 s

om
e 

co
un

tr
ie

s,
 th

e 
to

ta
l e

xp
en

di
tu

re
 o

f t
he

 p
re

-p
rim

ar
y 

sy
st

em
 g

en
er

at
ed

 fo
r 

ch
ild

re
n 

be
lo

w
 th

e 
ag

e 
of

 a
tte

nd
an

ce
 a

t p
re

-p
rim

ar
y 

sc
ho

ol
 is

 r
ec

or
de

d:
 th

is
 is

 th
e 

ca
se

 in
 c

ou
nt

rie
s 

su
ch

 a
s 

La
tv

ia
 a

nd
 L

ith
ua

ni
a 

w
he

re
 a

ls
o 

th
e 

yo
un

ge
st

 c
hi

ld
re

n 
ag

ed
 0

-3
 m

ay
 b

e 
ad

m
itt

ed
 to

 

th
e 

ed
uc

at
io

n 
sy

st
em

; f
or

 e
xa

m
pl

e,
 in

 L
at

vi
a 

(t
he

 p
re

-s
ch

oo
l s

ys
te

m
 is

 th
e 

re
sp

on
si

bi
lit

y 
of

 th
e 

M
in

is
tr

y 
of

 E
du

ca
tio

n 
an

d 
th

e 
la

st
 tw

o 
ye

ar
s 

of
 p

re
-p

rim
ar

y 
ed

uc
at

io
n 

ar
e 

co
m

pu
ls

or
y)

 th
e 

es
tim

at
io

n 
of

 th
e 

go
ve

rn
m

en
t e

xp
en

di
tu

re
 o

n 
ch

ild
 d

ay
 c

ar
e 

is
 d

on
e 

by
 c

al
cu

la
tin

g 
th

e 

pe
r-

ch
ild

 c
os

t a
t k

in
de

rg
ar

te
n 

(d
iv

id
in

g 
th

e 
to

ta
l c

os
t f

or
 k

in
de

rg
ar

te
ns

 b
y 

th
e 

nu
m

be
r 

of
 

ch
ild

re
n 

at
 k

in
de

rg
ar

te
ns

) 
an

d 
m

ul
tip

ly
in

g 
th

is
 n

um
be

r 
w

ith
 th

e 
nu

m
be

r 
of

 c
hi

ld
re

n 
ag

ed
 0

-3
. 

In
 o

th
er

 c
ou

nt
rie

s,
 o

th
er

 r
el

ev
an

t a
ge

 li
m

its
 a

re
 u

se
d,

 fo
r 

ex
am

pl
e,

 w
he

n 
th

e 
ag

e 
fo

r 

co
m

pu
ls

or
y 

at
te

nd
an

ce
 d

oe
s 

no
t c

oi
nc

id
e 

w
ith

 th
e 

pr
im

ar
y 

sc
ho

ol
 a

ge
: C

yp
ru

s,
 fo

r 
ex

am
pl

e,
  

co
ns

id
er

s 
th

e 
co

st
 o

f t
he

 d
ay

 c
ar

e 
(p

ro
vi

de
d 

by
 M

un
ic

ip
al

iti
es

) 
fo

r 
ch

ild
re

n 
be

lo
w

 th
e 

ag
e 

of
 4

 

ye
ar

s 
an

d 
8 

m
on

th
s 

(w
hi

le
 th

e 
ac

ce
ss

 a
ge

 to
 p

re
-p

rim
ar

y 
sc

ho
ol

 is
 3

 y
ea

rs
).

 

M
or

e 
co

m
pl

ex
 is

 th
e 

es
tim

at
io

n 
pr

oc
ed

ur
e 

in
 S

w
ed

en
. T

he
 to

ta
l c

os
t o

f c
hi

ld
 d

ay
 c

ar
e 

is
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 就
学

前
教

育
は

教
育

省
の

所
管

で
あ
る
場

合
、
そ
う
で
な
い
場

合
が

あ
り
、
低

年
齢

児
は

就
学

前
施

設
で
あ

る
、
保

育
所

か
幼

稚
園

に
通

っ
て
い
る
。
就

学
前

教
育

保
育

制
度

に
関

し
て
言

え
ば

、
社

会
給

付
で
は

保
育

の
み

し

か
扱

っ
て
い
な
い
。

 

 社
会

保
護

の
シ
ェ
ア
の

算
出

は
す
べ

て
の

国
で
単

純
な
も
の

で
は

な
い
。
特

に
財

源
（
中

央
、
地

方
政

府
）
か

ら
直

接

提
供

さ
れ

な
い
場

合
は

、
推

計
が

な
さ
れ

る
べ

き
で
あ
る
。

 

い
く
つ
か

の
国

で
は

、
就

学
前

制
度

の
総

支
出

は
就

学
前

教
育

の
就

学
年

齢
以

下
の

子
ど
も
に
対

す
る
支

出
が

記

録
さ
れ

る
。
ラ
ト
ビ
ア
や

リ
ト
ア
ニ
ア
で
は

、
0－

3歳
の

子
ど
も
も
就

学
前

制
度

に
参

加
し
て
お
り
、
た
と
え
ば

ラ
ト
ビ
ア
で

は
（
教

育
省

が
就

学
前

制
度

を
所

管
し
就

学
前

2年
間

は
強

制
参

加
）
政

府
の

保
育

支
出

の
推

計
は

一
人

あ
た
り
幼

稚
園

の
費

用
（
幼

稚
園

の
総

費
用

を
在

学
人

数
で
割

る
）
と
し
て
な
さ
れ

、
そ
れ

に
0－

3の
子

ど
も
数

を
掛

け
て
い
る
。

 

他
の

国
で
は

、
一

般
的

な
年

齢
制

限
が

適
用

さ
れ

、
強

制
参

加
の

年
齢

が
義

務
就

学
と
一

致
し
な
い
場

合
も
あ
る
。

た
と
え
ば

キ
プ
ロ
ス
で
は

保
育

は
自

治
体

に
よ
り
提

供
さ
れ

、
そ
の

費
用

は
4歳

８
ヶ
月

ま
で
の

子
ど
も
へ

の
費

用
と
し

て
計

上
さ
れ

る
が

、
就

学
前

教
育

に
ア
ク
セ
ス
可

能
な
年

齢
は

３
歳

で
あ
る
。

 

       ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は

さ
ら
に
複

雑
な
推

計
を
行

っ
て
い
る
。
総

保
育

費
用

は
就

学
前

制
度

の
子

ど
も
へ

の
総

費
用

か
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so
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ot
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n 
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nd

itu
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 fo
r 

ch
ild

re
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e 
pr
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m
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n 
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tim
at

io
n 

sh
ou

ld
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e 
pr

ov
id

ed
 

fo
r 

al
l t

he
 c
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es

 (
C

ze
ch

 R
ep

ub
lic

, I
ta

ly
, S

lo
va

ki
a 

fo
r 

ex
am

pl
e)

 in
 w

hi
ch

 th
e 

va
lu

e 
is

, i
n 

fa
ct
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di
ffe

re
nt

 fr
om

 z
er

o.
 

ら
、

 
教

育
的

な
活

動
を

行
う

た
め

の
費

用
を

引
い

て
算

出
さ

れ
る

。
こ

れ
は

教
育

的
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
参

加
す

る
権

利

の
あ

る
年

齢
の

子
ど

も
の

割
合

を
定

め
る

（
す

な
わ

ち
３

－
６

歳
、

０
－

３
歳

は
教

育
省

に
よ

る
教

育
制

度
に

ア
ク

セ
ス

し
て

も
よ

い
）
と

と
も

に
、

子
ど

も
ひ

と
り

あ
た

り
年

間
平

均
で

教
育

的
活

動
に

参
加

す
る

時
間

を
特

定
す

る
こ

と
に

な

る
。

 

現
段

階
で

は
、

就
学

前
制

度
に

よ
る

子
ど

も
の

社
会

保
護

支
出

を
な

ん
ら

か
の

推
計

に
よ

り
算

出
で

き
な

い
国

は
い

く

つ
か

あ
り

、
推

計
に

よ
り

提
供

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

（
チ

ェ
コ

、
ス

ロ
バ

キ
ア

等
）
。

こ
れ

ら
の

国
で

は
実

際
の

と
こ

ろ
は

支

出
が

ゼ
ロ

で
は

な
い

。
 

7 
 S

oc
ia

l b
en

ef
its

 in
 th

e 
U

ne
m

pl
oy

m
en

t f
un

ct
io

n 
7.

 失
業

機
能

の
社

会
給

付
 

7.
1 

In
tr

od
uc

tio
n 

7.
1 

は
じ

め
に
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 b
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 p
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g 
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 r
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g 
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ke
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m
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f e
ar

ni
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 p
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m
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t; 

･ 
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e 
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 o

r 
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 p
ar

t i
nc

om
e 

lo
st

 b
y 

an
 o

ld
er

 w
or

ke
r 

w
ho

 r
et

ire
s 
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om

 g
ai

nf
ul

 

em
pl

oy
m

en
t b

ef
or

e 
th

e 
le

ga
l r

et
ire

m
en

t a
ge

 b
ec

au
se

 o
f j

ob
 r

ed
uc

tio
ns

 fo
r 

ec
on

om
ic

 

re
as

on
s;

 

･ 
co

nt
rib

ut
e 

to
 th

e 
co

st
 o

f t
ra

in
in

g 
or

 r
e-

tr
ai

ni
ng

 p
eo

pl
e 

lo
ok

in
g 

fo
r 

em
pl

oy
m

en
t; 

･ 
he

lp
 u

ne
m

pl
oy

ed
 p

er
so

ns
 m

ee
t t

he
 c

os
t o

f t
ra

ve
lli

ng
 o

r 
re

lo
ca

tin
g 

to
 o

bt
ai

n 

em
pl

oy
m

en
t; 

･ 
pr

ov
id

e 
he

lp
 a

nd
 r

el
ie

f b
y 

pr
ov

id
in

g 
ap

pr
op

ria
te

 g
oo

ds
 a

nd
 s

er
vi

ce
s.
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失
業

機
能

に
は

、
次

の
給

付
が

含
ま

れ
る

。
 

･ 
稼

得
雇

用
の

喪
失

に
よ

る
勤

労
者

の
所

得
喪

失
の

全
部

ま
た

は
一

部
に

代
わ

る
給

付
。

 

･ 
労

働
市

場
に

入
る

ま
た

は
再

び
入

る
者

に
最

低
限

の
（
ま

た
は

そ
れ

以
上

の
）
所

得
を

提
供

す
る

給
付

。
 

･ 
部

分
的

失
業

に
よ

る
所

得
喪

失
を

補
足

す
る

給
付

。
 

･ 
経

済
的

理
由

に
よ

る
人

員
削

減
の

た
め

法
定

退
職

年
齢

前
に

稼
得

雇
用

か
ら

退
職

す
る

高
齢

勤
労

者
の

所
得

喪
失

の
全

部
ま

た
は

一
部

に
代

わ
る

給
付

。
 

･ 
求

職
者

に
訓

練
ま

た
は

再
訓

練
の

費
用

を
拠

出
す

る
給

付
。

 

･ 
失

業
者

の
雇

用
獲

得
の

た
め

の
旅

費
ま

た
は

配
置

転
換

の
費

用
の

支
払

い
を

援
助

す
る

給
付

。
 

･ 
適

切
な

財
お

よ
び

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

よ
り

援
助

お
よ

び
救

済
を

提
供

す
る

給
付

。
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t b
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失
業

給
付

受
給

者
の

被
扶

養
の

子
に

支
給

さ
れ

る
家

族
手

当
は

、
失

業
機

能
で

は
な

く
家

族
／

育
児

機
能

に

計
上

す
る

。
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 d
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ct
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en
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 b
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 p
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Th
e 

U
ne

m
pl
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m

en
t f
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ct
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n 
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ns

 m
ai

nl
y 
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ss

iv
e 

m
ea
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s 
(e

sp
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ia
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 u
ne

m
pl

oy
m

en
t p

ay
 

an
d 

ea
rly

 r
et

ire
m

en
t b

en
ef

its
),

 b
ut

 a
ls

o 
so

m
e 

ac
tiv

e 
m

ea
su

re
s,

 s
uc

h 
as

 b
en

ef
its

 r
el

at
ed

 to
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現
在

、
雇

用
政

策
に

は
、

消
極

的
措

置
と

積
極

的
措

置
の

区
別

が
適

用
さ

れ
て

い
る

。
前

者
は

失
業

の
不

利
益

を
緩

和
す

る
だ

け
の

も
の

で
あ

り
、

後
者

は
失

業
の

予
防

ま
た

は
失

業
期

間
の

短
縮

を
目

的
と

し
て

い
る

。
 

失
業

機
能

は
主

に
消

極
的

措
置

（
と

く
に

失
業

手
当

と
早

期
退

職
給

付
）
で

あ
る

が
、

職
業

訓
練

制
度

関
連

の
給

付

な
ど

の
積

極
的

措
置

も
一

部
含

ま
れ

る
。

 

実
務

上
は

消
極

的
支

出
と

積
極

的
支

出
と

の
区

別
は

、
統

計
上

の
視

点
か

ら
は

あ
ま

り
実

際
的

で
な

い
。

一
つ

あ
る
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C
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t r
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m
e 
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s 

(s
ee

 p
ar
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, P
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t 1
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 M
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Th
e 

m
ai

n 
ex

am
pl
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re
 w

ag
e 

su
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id
ie

s,
 e

xe
m

pt
io

ns
 fr

om
 p

ay
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g 
em

pl
oy

er
s'

 s
oc

ia
l 

co
nt

rib
ut

io
ns

 a
nd

 s
im

ila
r 

m
ea

su
re

s 
ai

m
ed

 a
t b
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es
s 

w
ith

 th
e 

pu
rp

os
e 

of
 c

om
ba

tin
g 

un
em

pl
oy

m
en

t. 
A 

co
m

m
on

 c
ha

ra
ct

er
is

tic
 o

f t
he

se
 m

ea
su
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s 

is
 th

at
 th

ey
 h

el
p 

bo
th

 b
us
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s 

an
d 

th
e 

un
em

pl
oy

ed
. 

い
は

他
の

カ
テ

ゴ
リ

ー
に

分
類

す
る

の
が

困
難

な
措

置
も

い
く

つ
か

あ
る

。
例

え
ば

職
業

訓
練

が
失

業
給

付
の

受
領

者
に

提
供

さ
れ

る
こ

と
が

あ
る

。
一

部
の

部
分

的
早

期
退

職
給

付
は

、
若

年
の

失
業

者
の

募
集

を
条

件
と

し
て

お
り

、

積
極

的
支

出
と

消
極

的
支

出
の

効
果

を
組

合
せ

ま
た

は
消

極
的

な
支

出
を

積
極

的
に

し
て

い
る

。
 

加
盟

国
の

一
部

の
積

極
的

雇
用

措
置

は
、

E
S

S
P

R
O

S
の

コ
ア

・
シ

ス
テ

ム
の

社
会

保
護

の
範

囲
内

に
な

く
、

と
く

に

家
計

に
対

す
る

直
接

の
利

益
で

な
い

支
出

に
つ

い
て

は
、

こ
の

支
出

が
現

金
移

転
ま

た
は

財
お

よ
び

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

よ
り

可
処

分
所

得
を

引
き

上
げ

な
い

と
い

う
意

味
で

こ
れ

が
  

あ
て

は
ま

る
（
本

マ
ニ

ュ
ア

ル
第

1部
第

10
0節

参
照

）
。

主
な

例
と

し
て

、
賃

金
補

助
金

、
使

用
者

の
社

会
保

険
拠

出

の
支

払
免

除
お

よ
び

失
業

防
止

を
目

的
と

す
る

企
業

向
け

の
こ

れ
に

類
す

る
措

置
が

あ
る

。
こ

れ
ら

の
措

置
の

共
通

の
特

徴
は

、
企

業
と

失
業

者
の

双
方

を
援

助
す

る
こ

と
で

あ
る

。
 

7.
2 

D
es

cr
ip

tio
n 

of
 th

e 
ty

pe
s 

of
 b

en
ef

it 
7.

2 
給

付
種

類
の

説
明

 

7.
2.

1 
C

A
S

H
 B

E
N

EF
IT

S
 

7.
2.

1 
現

金
給

付
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 F

ul
l u

ne
m

pl
oy

m
en

t b
en

ef
its

: b
en

ef
its

 c
om

pe
ns

at
in

g 
fo

r 
lo

ss
 o

f e
ar

ni
ng

s 
w

he
re

 a
 p

er
so

n 
is
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完

全
失

業
給

付
：
就

労
能

力
が

あ
り

就
労

の
用

意
が

あ
る

が
適

当
な

雇
用

を
見

つ
け

る
こ

と
が

で
き

な
い

者
（
こ

Ta
bl

e 
F:

 C
la

ss
ifi

ca
tio

n 
of

 b
en

ef
its

 in
 th

e 
Un

em
pl

oy
m

en
t F

un
ct

io
n

Ca
sh

 b
en

ef
its

Fu
ll u

ne
m

pl
oy

m
en

t b
en

ef
it

Pa
rti

al
 u

ne
m

pl
oy

m
en

t b
en

ef
it

Ea
rly

 re
tir

em
en

t b
en

ef
it 

fo
r l

ab
ou

r m
ar

ke
t r

ea
so

ns
V

oc
at

io
na

l t
ra

in
in

g 
al

lo
w

an
ce

Re
du

nd
an

cy
 c

om
pe

ns
at

io
n

O
th

er
 c

as
h 

be
ne

fit
s

Be
ne

fit
s 

in
 k

in
d

M
ob

ilit
y 

an
d 

re
se

ttl
em

en
t

V
oc

at
io

na
l t

ra
in

in
g

Pl
ac

em
en

t s
er

vi
ce

s 
an

d 
jo

b-
se

ar
ch

 a
ss

is
ta

nc
e

O
th

er
 b

en
ef

its
 in

 k
in

d

表
 F

：
 失

 業
 機

 能
 の

 給
 付

 の
 分

 類

現
金

給
付

完
全

失
業

給
付

部
分

的
失

業
給

付

労
働

市
場

の
理

由
に

よ
る

早
期

退
職

給
付

職
業

訓
練

手
当

解
雇

補
償

そ
の

他
の

現
金

給
付

現
物

給
付

職
場

移
動

お
よ

び
職

業
変

更

職
業

訓
練

職
業

紹
介

サ
ー

ビ
ス

と
求

職
支

援

そ
の

他
の

現
物

給
付
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ca
pa

bl
e 

of
 w

or
ki

ng
 a

nd
 a

va
ila

bl
e 

fo
r 

w
or

k 
bu

t i
s 

un
ab

le
 to

 fi
nd

 s
ui

ta
bl

e 
em

pl
oy

m
en

t, 
in

cl
ud

in
g 

pe
rs

on
s 

w
ho

 h
ad

 n
ot

 p
re

vi
ou

sl
y 

be
en

 e
m

pl
oy

ed
. 

れ
ま

で
雇

用
さ

れ
た

こ
と

の
な

い
者

を
含

む
）
に

所
得

喪
失

を
補

償
す

る
給

付
。

 

66
 P

ar
tia

l u
ne

m
pl

oy
m

en
t b

en
ef

its
: b

en
ef

its
 c

om
pe

ns
at

in
g 

fo
r t

he
 lo

ss
 o

f w
ag

e 
or

 s
al

ar
y 

du
e 

to
 

fo
rm

al
 s

ho
rt

-t
im

e 
w

or
ki

ng
 a

rr
an

ge
m

en
ts

, a
nd

/o
r 

in
te

rm
itt

en
t w

or
k 

sc
he

du
le

s,
 ir

re
sp

ec
tiv

e 
of

 

th
ei

r 
ca

us
e 

(b
us

in
es

s 
re

ce
ss

io
n 

or
 s

lo
w

-d
ow

n,
 b

re
ak

do
w

n 
of

 e
qu

ip
m

en
t, 

cl
im

at
ic

 c
on

di
tio

ns
, 

 

ac
ci

de
nt

s 
an

d 
so

 o
n)

, a
nd

 w
he

re
 th

e 
em

pl
oy

er
/e

m
pl

oy
ee

 r
el

at
io

ns
hi

p 
co

nt
in

ue
s.
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部
分

的
失

業
給

付
：
原

因
（
不

況
ま

た
は

操
短

、
設

備
の

故
障

、
気

候
条

件
、

事
故

な
ど

）
の

い
か

ん
を

問
わ

ず
、

正
式

な
短

時
間

就
労

取
決

め
お

よ
び

（
ま

た
は

）
断

続
的

な
就

労
方

式
に

よ
る

賃
金

ま
た

は
給

与
の

喪
失

で
、

使

用
者

／
被

用
者

の
関

係
が

継
続

し
て

い
る

場
合

に
、

こ
れ

を
補

償
す

る
給

付
。
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 E

ar
ly

 r
et

ire
m

en
t f

or
 la

bo
ur

 m
ar

ke
t r

ea
so

ns
: p

er
io

di
c 

pa
ym

en
ts

 to
 o

ld
er

 w
or

ke
rs

 w
ho

 r
et

ire
 

be
fo

re
 r

ea
ch

in
g 

th
e 

le
ga

l/s
ta

nd
ar

d 
re

tir
em

en
t a

ge
 d

ue
 to

 u
ne

m
pl

oy
m

en
t o

r 
to

 jo
b 

re
du

ct
io

n 

ca
us

ed
 b

y 
ec

on
om

ic
 m

ea
su

re
s 

su
ch

 a
s 

th
e 

re
st

ru
ct

ur
in

g 
of

 a
n 

in
du

st
ria

l s
ec

to
r 

or
 o

f a
 

bu
si

ne
ss

. T
he

se
 p

ay
m

en
ts

 n
or

m
al

ly
 c

ea
se

 w
he

n 
th

e 
be

ne
fic

ia
ry

 b
ec

om
es

 e
nt

itl
ed

 to
 a

n 
ol

d 

ag
e 

pe
ns

io
n.
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労
働

市
場

の
理

由
に

よ
る

早
期

退
職

給
付

：
産

業
部

門
ま

た
は

企
業

の
リ

ス
ト

ラ
な

ど
の

経
済

措
置

に
よ

り
生

じ

る
失

業
ま

た
は

雇
用

機
会

の
減

少
に

よ
り

標
準

退
職

年
齢

に
達

す
る

前
に

退
職

す
る

高
齢

勤
労

者
に

対
す

る
定

期

的
支

給
金

。
こ

の
支

給
金

は
通

例
受

給
者

が
老

齢
年

金
の

受
給

権
を

得
た

と
き

終
了

す
る

。
 

67
A 

C
on

ce
rn

in
g 

th
e 

co
nc

ep
t o

f t
he

 le
ga

l/s
ta

nd
ar

d 
re

tir
em

en
t a

ge
, s

ee
 p

ar
ag

ra
ph

s 
43

 a
nd

 4
3A

 

to
43

E
 o

f t
hi

s 
P

ar
t. 

67
A 

標
準

退
職

年
齢

に
関

す
る

議
論

に
つ

い
て

は
、

こ
の

部
の

第
43

節
お

よ
び

第
43

A
節

参
照

。
 

68
 V

oc
at

io
na

l t
ra

in
in

g 
al

lo
w

an
ce

: p
ay

m
en

ts
 b

y 
so

ci
al

 s
ec

ur
ity

 fu
nd

s 
or

 p
ub

lic
 a

ge
nc

ie
s 

to
 

ta
rg

et
ed

 g
ro

up
s 

of
 p

er
so

ns
 in

 th
e 

la
bo

ur
 fo

rc
e 

w
ho

 ta
ke

 p
ar

t i
n 

tr
ai

ni
ng

 s
ch

em
es

 in
te

nd
ed

 to
 

de
ve

lo
p 

th
ei

r 
po

te
nt

ia
l f

or
 e

m
pl

oy
m

en
t. 
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職
業

訓
練

手
当

：
雇

用
可

能
性

開
発

の
た

め
職

業
訓

練
計

画
に

参
加

す
る

労
働

力
の

目
標

グ
ル

ー
プ

に
対

す

る
社

会
保

障
基

金
ま

た
は

公
的

機
関

の
支

給
金

。
 

69
 R

ed
un

da
nc

y 
co

m
pe

ns
at

io
n:

 c
ap

ita
l s

um
s 

pa
id

 to
 e

m
pl

oy
ee

s 
w

ho
 h

av
e 

be
en

 d
is

m
is

se
d 

th
ro

ug
h 

no
 fa

ul
t o

f t
he

ir 
ow

n 
by

 a
n 

en
te

rp
ris

e 
th

at
 is

 c
ea

si
ng

 o
r c

ut
tin

g 
do

w
n 

its
 a

ct
iv

iti
es

. T
hi

s 

be
ne

fit
 m

ay
 b

e 
pa

id
 e

ith
er

 d
ire

ct
ly

 b
y 

th
e 

em
pl

oy
er

 o
r 

by
 a

 fu
nd

 s
et

 u
p 

fo
r 

th
e 

pu
rp

os
e.
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解
雇

補
償

：
事

業
活

動
を

中
止

ま
た

は
削

減
す

る
企

業
に

よ
り

自
己

の
落

ち
度

で
な

く
解

雇
さ

れ
た

被
用

者
に

支
給

さ
れ

る
一

時
金

。
こ

の
給

付
は

、
使

用
者

が
直

接
支

給
す

る
こ

と
も

、
そ

の
目

的
で

設
置

さ
れ

る
基

金
が

支
給

す

る
こ

と
も

あ
る

。
 

70
 O

th
er

 c
as

h 
be

ne
fit

s:
 o

th
er

 fi
na

nc
ia

l a
ss

is
ta

nc
e,

 p
ar

tic
ul

ar
ly

 p
ay

m
en

ts
 to

 th
e 

lo
ng

-t
er

m
 

un
em

pl
oy

ed
, s

uc
h 

as
 s

ta
rt

-u
p 

in
ce

nt
iv

es
 in

 th
e 

fo
rm

 o
f p

ay
m

en
t o

f u
ne

m
pl

oy
m

en
t b

en
ef

it.
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そ
の

他
の

現
金

給
付

：
そ

の
他

の
財

政
援

助
、

と
く

に
長

期
失

業
者

に
対

す
る

支
給

金
。
 

7.
2.

2 
B

E
N

EF
IT

S
 IN

 K
IN

D
 

7.
2.

2 
現

物
給

付
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 M

ob
ili

ty
 a

nd
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m

en
t: 
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en
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 b
y 
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ci

al
 s

ec
ur
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 fu

nd
s 

or
 p
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lic

 a
ge

nc
ie

s 
to

 

un
em

pl
oy

ed
 p

er
so

ns
 to

 e
nc

ou
ra

gi
ng

 th
em

 c
ha

ng
e 

to
 a

no
th

er
 lo

ca
lit

y 
or

 th
ei

r 
oc
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pa

tio
n 

in
 

or
de

r 
to

 s
ee

k 
or

 to
 o

bt
ai

n 
w

or
k.
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職
場

移
動

お
よ

び
職

業
変

更
：
職

を
探

す
ま

た
は

得
る

た
め

別
の

場
所

へ
の

移
動

ま
た

は
職

業
の

変
更

を
奨

励

す
る

た
め

の
失

業
者

に
対

す
る

社
会

保
障

基
金

ま
た

は
公

的
機

関
の

支
給

金
。
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 V

oc
at

io
na

l t
ra

in
in

g:
 p

ay
m

en
ts

 m
ad

e 
by

 s
oc

ia
l s

ec
ur

ity
 fu

nd
s 

or
 p

ub
lic

 a
ge

nc
ie

s 
to

 

in
st

itu
tio

ns
 w

hi
ch

 p
ro

vi
de

 p
ro

fe
ss

io
na

l t
ra

in
in

g 
to

 p
eo

pl
e 

w
ith

ou
t a

 jo
b 

or
 a

t r
is

k 
of

 lo
si

ng
 th

ei
r 

jo
b 

sh
or

tly
 to

 d
ev

el
op

 th
ei

r 
po

te
nt

ia
l f

or
 fu

rt
he

r 
em

pl
oy

m
en

t. 

72
 

職
業

訓
練

：
職

の
な

い
者

ま
た

は
間

も
な

く
職

を
失

う
リ

ス
ク

の
あ

る
者

に
雇

用
の

可
能

性
開

発
の

た
め

の
職

業

訓
練

を
提

供
す

る
機

関
に

対
す

る
社

会
保

障
基

金
ま

た
は

公
的

機
関

の
支

給
金

。
 

73
 P

la
ce

m
en

t s
er

vi
ce

s 
an

d 
jo

b-
se

ar
ch

 a
ss

is
ta

nc
e 

co
ve

rs
 in

te
rm

ed
ia

tio
n,

 in
fo

rm
at

io
n 

an
d 

ca
re

er
 g

ui
da

nc
e 

se
rv

ic
es

 p
ro

vi
de

d 
by

 jo
b-

pl
ac

em
en

t/e
m

pl
oy

m
en

t a
ge

nc
ie

s.
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職
業

紹
介

サ
ー

ビ
ス

と
求

職
支

援
：
職

業
紹

介
・
雇

用
エ

ー
ジ

ェ
ン

シ
ー

に
よ

っ
て

提
供

さ
れ

る
介

入
、

情
報

提

供
、

キ
ャ

リ
ア

ガ
イ

ダ
ン

ス
な

ど
の

サ
ー

ビ
ス

。
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 O

th
er

 b
en

ef
its

 in
 k

in
d:

 b
en

ef
its

 in
 k

in
d 

no
t c

la
ss

ifi
ed

 e
ls

ew
he

re
, s

uc
h 

as
 th

e 
pr

ov
is

io
n 

of
 

ac
co

m
m

od
at

io
n,

 fo
od

 o
r 

cl
ot

he
s 

or
 s

im
ila

r 
as

si
st

an
ce

 to
 u

ne
m

pl
oy

ed
 p

er
so

ns
 a

nd
 th

ei
r 

74
 

そ
の

他
の

現
物

給
付

：
他

の
分

類
に

入
ら

な
い

現
物

給
付

、
例

え
ば

失
業

者
お

よ
び

そ
の

家
族

に
対

す
る

施
設

収
容

、
食

料
も

し
く

は
衣

料
ま

た
は

こ
れ

に
類

す
る

援
助

の
提

供
な

ど
。

明
示

的
に

社
会

保
護

の
た

め
提

供
さ

れ
る

失
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fa
m

ili
es

, i
nc

lu
di

ng
 re

du
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d 
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, t
ar

iff
s,

 fa
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s 
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r 
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er
so
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 w

he
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ar
e 

ex
pr

es
sl

y 
gr
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d 
fo

r 
so

ci
al
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ro

te
ct

io
n.

 

業
者

に
対

す
る

値
引

き
、

料
金

割
引

、
運

賃
割

引
な

ど
を

含
む

。
 

7.
3 

Fu
rt

he
r 

gu
id

an
ce

 
7.

3 
そ

の
他

の
指

針
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S
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 p
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 c
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nc

tio
n 

S
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ew
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 m
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or

 e
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m
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e 
"G

ru
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si
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er
un
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fü

r A
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su
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de

" 
be

ne
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 in
 G

er
m
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y)

 th
e 

ex
pe

nd
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sh
ou
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e 
re
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rt

ed
 u

nd
er

 th
e 

U
ne

m
pl
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en
t f
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A

 
原

因
に

か
か

わ
ら

ず
貧

窮
者

に
最

低
生

活
手

段
を

提
供

す
る

制
度

は
、

「
他

の
分

類
に

入
ら

な
い

社
会

的
排

除
」

機
能

に
分

類
す

る
。

た
だ

し
、

失
業

中
の

貧
窮

者
に

特
定

の
支

給
が

行
わ

れ
る

場
合

（
例

え
ば

ド
イ

ツ
の

"G
ru

nd
si

ch
er

un
g 

fü
r 

A
rb

ei
ts

su
ch

en
de

"制
度

な
ど

）
は

、
そ

の
支

出
は

失
業

機
能

に
計

上
す

る
。
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 V
oc

at
io

na
l t

ra
in

in
g 

is
 s
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tly
 d

ef
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ed
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nd
 in
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nl
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ed

 a
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un
em
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ed
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「
職

業
訓

練
」
は

厳
密

に
定

義
さ

れ
て

お
り

、
失

業
者

ま
た

は
職

を
失

う
リ

ス
ク

の
あ

る
勤

労
者

を
対

象
と

し
か

つ
社

会
保

障
基

金
ま

た
は

公
的

機
関

が
資

金
を

提
供

す
る

計
画

だ
け

を
含

む
。

使
用

者
の

ス
タ

ッ
フ

の
訓

練
お

よ
び

再
訓

練
に

関
す

る
支

出
は

除
外

す
る

。
こ

の
種

の
訓

練
は

、
使

用
者

、
被

用
者

両
方

の
利

益
に

な
る

も
の

で
、

E
S

S
P

R
O

S
の

範
囲

に
は

入
ら

な
い

。
同

様
に

、
徒

弟
制

度
な

ど
国

の
教

育
制

度
の

中
で

提
供

さ
れ

る
職

業
訓

練

は
、

E
S

S
P

R
O

S
が

教
育

機
能

を
含

ま
な

い
た

め
除

外
さ

れ
る

。
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 直
接

的
な

仕
事

の
創

出
（
他

の
現

金
給

付
に

分
類

）
に

お
い

て
は

、
実

施
さ

れ
た

業
務

に
対

し
て

支
払

わ
れ

る

場
合

は
除

く
（
そ

の
種

の
支

払
い

は
報

酬
で

あ
り

社
会

給
付

で
は

な
い

）
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 い
く

つ
か

の
ケ

ー
ス

で
は

、
受

給
者

が
被

扶
養

者
で

あ
る

場
合

に
給

付
は

割
り

増
し

で
支

払
わ

れ
る

（
例

え
ば

子
ど

も
、

非
就

業
の

配
偶

者
）
。

こ
の

よ
う

な
補

足
は

家
族

手
当

に
統

合
あ

る
い

は
置

き
換

え
て

支
払

わ
れ

、
そ

れ
ゆ

え
原

則
と

し
て

メ
イ

ン
の

給
付

と
別

に
扱

い
、

家
族

児
童

機
能

に
分

類
す

べ
き

で
あ

る
。

こ
の

こ
と

は
、

給
付

率
の

設
定

に
お

け
る

困
難

を
解

決
し

う
る

の
で

、
政

策
担

当
者

は
世

帯
の

消
費

に
お

け
る

規
模

の
経

済
を

考
慮

す
る

で
あ

ろ
う

。

便
宜

上
の

理
由

か
ら

、
補

足
給

付
は

メ
イ

ン
の

給
付

が
属

す
る

機
能

に
属

し
た

ま
ま

と
さ

れ
る

で
あ

ろ
う

。
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8.

 住
宅

機
能

の
社

会
給

付
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に
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住
宅

機
能

は
、

家
計

の
住

宅
費

支
払

い
援

助
の

た
め

の
公

当
局

に
よ

る
介

入
か

ら
な

る
。

住
宅

政
策

は
加

盟
国

で
広

く
行

わ
れ

て
お

り
、

そ
の

目
的

は
社

会
保

護
の

目
的

を
超

え
て

い
る

こ
と

が
多

い
。

建
築

産
業

の
奨

励
、

住
宅

の

所
有

、
貯

蓄
な

ど
の

奨
励

を
目

的
と

す
る

こ
と

も
あ

る
。

こ
れ

ら
の

よ
り

広
範

な
措

置
は

、
E

S
S

P
R

O
S

の
範

囲
内

に

入
ら

な
い

。
 

住
宅

機
能

の
範

囲
を

決
定

す
る

基
本

的
な

基
準

は
、

給
付

受
給

資
格

に
つ

い
て

資
産

調
査

が
あ

る
こ

と
で

あ
る

。
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住
宅

給
付

が
老

齢
年

金
の

補
足

ま
た

は
最

低
保

証
所

得
給

付
と

し
て

現
金

で
支

払
わ

れ
る

場
合

で
あ

っ
て

も
、

現
物

給
付

と
し

て
住

宅
機

能
に

分
類

す
る

。
こ

の
機

能
の

給
付

の
目

的
は

、
家

計
の

住
宅

費
の

支
払

い
を

援
助

す
る

こ
と

で
あ

る
。

定
義

上
住

宅
は

、
支

払
証

拠
の

あ
る

支
出

（
本

マ
ニ

ュ
ア

ル
第

1
部

第
11

5
節

参
照

）
と

み
な

さ
れ

る
。
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解
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賃
貸

料
給

付
：
賃

貸
料

援
助

の
た

め
公

当
局

が
資

産
調

査
に

基
づ

き
一

時
的

に
ま

た
は

長
期

間
借

家
人

に
与

え
る

経
常

移
転

。
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社
会

住
宅

：
賃

貸
料

の
下

位
カ

テ
ゴ

リ
ー

。
低

家
賃

住
宅

ま
た

は
社

会
住

宅
を

所
有

す
る

公
的

機
関

ま
た

は
民

間
非

営
利

団
体

の
、

非
商

業
的

賃
貸

料
（
す

な
わ

ち
通

常
の

市
価

よ
り

低
い

賃
貸

料
）
を

現
在

採
用

し
て

い
る

こ
と

に

よ
る

賃
貸

料
収

入
の

喪
失

。
非

商
業

的
賃

貸
料

で
の

住
宅

の
割

り
当

て
は

、
家

計
の

所
得

お
よ

び
（
ま

た
は

）
財

産
の

評
価

に
よ

っ
て

決
定

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
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所
有

者
で

あ
る

占
有

者
に

対
す

る
給

付
：
経

常
的

住
宅

費
を

軽
減

す
る

た
め

の
所

有
者

で
あ

る
占

有
者

に
対

す

る
公

当
局

の
資

産
調

査
に

基
づ

く
移

転
。

実
際

上
、

住
宅

ロ
ー

ン
お

よ
び

（
ま

た
は

）
利

子
支

払
い

の
援

助
で

あ
る

こ
と

が
多

い
。

全
て

の
資

本
移

転
（
特

に
住

宅
投

資
補

助
金

）
は

除
外

す
る

。
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指

針
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一

部
の

国
で

は
、

住
宅

手
当

が
運

営
上

、
家

族
給

付
ま

た
は

最
低

生
活

所
得

を
提

供
す

る
給

付
に

組
み

込
ま

れ
て

い
る

こ
と

が
あ

る
。

こ
の

手
当

も
住

宅
機

能
で

別
個

に
計

上
す

べ
き

で
あ

る
。
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原

則
と

し
て

社
会

住
宅

給
付

は
、

理
論

上
の

商
業

賃
貸

料
と

賃
借

人
の

支
払

う
現

実
の

賃
貸

料
と

の
差

額
と

し
て

計
算

す
べ

き
で

あ
る

。
し

か
し

、
商

業
賃

貸
料

は
社

会
住

宅
の

所
在

地
、

建
設

年
度

、
賃

貸
契

約
の

種
類

な
ど

多

Ta
bl

e 
G

: C
la

ss
ifi

ca
tio

n 
of

 b
en

ef
its

 in
 th

e 
Ho

us
in

g 
Fu

nc
tio

n

Be
ne

fit
s 

in
 k

in
d

Re
nt

 b
en

ef
it

of
 w

hi
ch

: S
oc

ia
l H

ou
si

ng
Be

ne
fit

 to
 o

w
ne

r-
oc

cu
pi

er
s

表
 G

：
 住

 宅
 機

 能
 の

 給
 付

 の
 分

 類

現
物

給
付

賃
貸

料
給

付 う
ち

: 社
会

住
宅

所
有

者
で

あ
る

占
有

者
に

対
す

る
給

付
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es
tim

at
e,

 b
ec

au
se

 c
om

m
er

ci
al

 r
en

t d
ep

en
ds

 o
n 

m
an

y 
fa

ct
or

s,
 s

uc
h 

as
 lo

ca
tio

n 
of

 th
e 

so
ci

al
 

ho
us

in
g 

un
it,

 y
ea

r 
of

 c
on

st
ru

ct
io

n,
 ty

pe
 o

f c
on

tr
ac

t a
nd

 s
o 

on
. A

s 
a 

pr
ac

tic
al

 a
lte

rn
at

iv
e,

 th
e 

va
lu

e 
of

 th
e 

be
ne

fit
 c

an
 b

e 
ta

ke
n 

as
 e

qu
al

 to
 th

e 
go

ve
rn

m
en

t's
 tr

an
sf

er
. F

ur
th

er
 in

st
ru

ct
io

ns
 

ca
n 

be
 fo

un
d 

in
 p

ar
ag

ra
ph

 1
27

, P
ar

t 1
 o

f t
he

 M
an

ua
l. 

く
の

要
因

に
左

右
さ

れ
る

た
め

、
こ

れ
を

推
計

す
る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

。
実

務
上

の
代

替
方

法
と

し
て

、
給

付
の

価
額

を
政

府
の

移
転

と
等

し
い

も
の

と
み

な
す

こ
と

が
で

き
る

。
詳

し
い

指
針

は
、

本
マ

ニ
ュ

ア
ル

第
1部

第
12

7節
を

参
照

。
 

79
C

 H
ou

si
ng

 b
en

ef
its

 m
ay

 b
e 

pr
ov

id
ed

 th
ro

ug
h 

th
e 

fis
ca

l s
ys

te
m

 u
si

ng
 ta

x 
br

ea
ks

. T
he

se
 

m
ea

su
re

s 
ar

e 
no

t i
nc

lu
de

d 
in

 th
e 

E
S

S
P

R
O

S
 C

or
e 

sy
st

em
 u

nl
es

s 
th

ey
 ta

ke
 th

e 
fo

rm
 o

f p
ay

ab
le

 

ta
x 

cr
ed

its
. A

s 
ho

us
in

g 
is

 c
on

si
de

re
d 

a 
re

im
bu

rs
em

en
t f

or
 a

 c
er

tif
ie

d 
ex

pe
nd

itu
re

 (
se

e 

pa
ra

gr
ap

h 
76

) 
an

y 
pa

ya
bl

e 
ta

x 
cr

ed
its

 th
at

 m
ee

t t
he

 r
is

k/
ne

ed
 o

f h
ou

si
ng

 a
re

 to
 b

e 
cl

as
si

fie
d 

as
 b

en
ef

its
 in

 k
in

d 
(s

ee
 p

ar
ag

ra
ph

 1
12

te
r 

of
 P

ar
t 1

).
 

79
C

 住
宅

給
付

は
財

政
政

策
（
税

制
優

遇
措

置
）
を

通
じ

て
提

供
さ

れ
る

こ
と

が
多

い
。

こ
れ

ら
は

税
額

控
除

と
し

て

な
さ

れ
な

い
限

り
は

、
E

S
S

P
R

O
S

コ
ア

シ
ス

テ
ム

に
含

ま
れ

な
い

。
住

宅
は

特
定

さ
れ

た
支

出
の

払
い

戻
し

と
見

な
さ

れ
る

の
で

（
76

節
参

照
）
、

住
宅

の
リ

ス
ク

や
ニ

ー
ズ

を
充

足
す

る
た

め
の

い
か

な
る

税
額

控
除

も
現

物
給

付
と

し
て

分

類
さ

れ
る

（
第

１
節

11
2t

er
参

照
）
。

 

9 
 S

oc
ia

l b
en

ef
its

 in
 th

e 
fu

nc
tio

n 
S

oc
ia

l e
xc

lu
si

on
 n

ot
 e

ls
ew

he
re

 c
la

ss
ifi

ed
 

9.
 他

の
分

類
に

入
ら

な
い

社
会

的
排

除
機

能
の

社
会

給
付

 

9.
1 

In
tr

od
uc

tio
n 

9.
1 

は
じ

め
に

 

80
 T

he
 n

ee
d 

or
 r

is
k 

ag
ai

ns
t w

hi
ch

 s
oc

ia
l p

ro
te

ct
io

n 
be

ne
fit

s 
ar

e 
pr

ov
id

ed
 in

 th
is

 a
re

a 
is

 n
ot

 

ea
si

ly
 d

ef
in

ed
. T

he
 c

on
ce

pt
 o

f s
oc

ia
l e

xc
lu

si
on

 is
 m

ul
tid

im
en

si
on

al
: i

t r
ef

er
s 

fir
st

ly
 to

 a
n 

in
su

ffi
ci

en
 le

ve
l o

f i
nc

om
e 

(p
ov

er
ty

),
 b

ut
 a

ls
o 

to
 p

re
ca

rio
us

 s
itu

at
io

ns
 in

 th
e 

fie
ld

 o
f h

ea
lth

, 

ed
uc

at
io

n 
an

d 
em

pl
oy

m
en

t. 

It 
fo

llo
w

s 
th

at
 th

e 
co

nt
en

t o
f t

hi
s 

fu
nc

tio
n,

 o
r 

ra
th

er
 g

ro
up

 o
f b

en
ef

its
, i

s 
fa

irl
y 

he
te

ro
ge

ne
ou

s.
  

H
ow

ev
er

, t
he

 b
or

de
rli

ne
s 

of
 th

is
 fu

nc
tio

n 
ar

e 
tr

ac
ed

 b
y 

th
e 

de
fin

iti
on

 o
f s

oc
ia

l p
ro

te
ct

io
n 

its
el

f 

in
 c

ha
pt

er
 2

 o
f P

ar
t 1

, a
nd

 b
y 

th
e 

fo
llo

w
in

g 
pr

in
ci

pl
es

: 

･ 
sm

al
l-s

ca
le

, i
nf

or
m

al
 a

nd
 in

ci
de

nt
al

 ty
pe

s 
of

 s
up

po
rt

 th
at

 d
o 

no
t r

eq
ui

re
 r

eg
ul

ar
 

m
an

ag
em

en
t a

nd
 a

cc
ou

nt
in

g 
ar

e 
co

nv
en

tio
na

lly
 e

xc
lu

de
d 

fr
om

 th
e 

sc
op

e 
of

 E
S

S
P

R
O

S
. 

Th
is

 is
 th

e 
ca

se
, f

or
 e

xa
m

pl
e,

 o
f w

hi
p-

ro
un

ds
, C

hr
is

tm
as

 c
ol

le
ct

io
ns

, a
d-

ho
c 

hu
m

an
ita

ria
n 

ai
d 

an
d 

em
er

ge
nc

y 
re

lie
f i

n 
th

e 
ev

en
t o

f n
at

ur
al

 d
is

as
te

rs
; 

･ 
al

l s
oc

ia
l b

en
ef

its
 r

el
at

ed
 to

 a
 r

is
k 

or
 n

ee
d 

fo
r 

w
hi

ch
 E

S
S

P
R

O
S

 d
ef

in
es

 a
 s

pe
ci

fic
 

fu
nc

tio
n 

ar
e 

re
po

rt
ed

 u
nd

er
 th

at
 fu

nc
tio

n.
 F

or
 e

xa
m

pl
e,

 a
ll 

no
n-

co
nt

rib
ut

or
y 

an
d 

m
ea

ns
te

st
ed

 p
ub

lic
 s

ch
em

es
 p

ro
vi

di
ng

 a
 m

in
im

um
 e

nt
itl

em
en

t i
n 

th
e 

ca
se

 o
f o

ld
 a

ge
, 

di
sa

bi
lit

y 
or

 u
ne

m
pl

oy
m

en
t m

us
t b

e 
in

co
rp

or
at

ed
 in

 th
e 

co
rr

es
po

nd
in

g 
fu

nc
tio

ns
 a

nd
 n

ot
 

un
de

r 
th

e 
pr

es
en

t f
un

ct
io

n.
 T

he
 r

es
id

ua
l c

ha
ra

ct
er

 o
f t

hi
s 

fu
nc

tio
n 

m
ay

 le
ad

 to
 

di
ffe

re
nc

es
 in

 c
ov

er
 a

m
on

g 
M

em
be

r 
S

ta
te

s 
de

pe
nd

in
g 

on
 th

e 
m

ai
n 

sy
st

em
 o

f s
oc

ia
l 

pr
ot

ec
tio

n 
th

ey
 a

pp
ly

; 

･ 
w

hi
le

 th
e 

ot
he

r 
fu

nc
tio

ns
 r

ef
er

 to
 p

eo
pl

e 
su

bj
ec

t t
o 

cl
ea

rly
 id

en
tif

ia
bl

e 
ris

ks
 o

r 
ne

ed
s 

(t
he

 e
ld

er
ly

, t
he

 d
is

ab
le

d,
 th

e 
un

em
pl

oy
ed

 a
nd

 s
o 

on
),

 th
is

 fu
nc

tio
n 

re
fe

rs
 to

 th
e 

"s
oc

ia
lly

 e
xc

lu
de

d"
 o

r 
to

 "
th

os
e 

at
 r

is
k 

of
 s

oc
ia

l e
xc

lu
si

on
".

 G
en

er
al

 a
s 

th
is

 is
, t

ar
ge

t 

80
 こ

の
分

野
の

社
会

保
護

給
付

の
提

供
対

象
で

あ
る

ニ
ー

ズ
ま

た
は

リ
ス

ク
の

定
義

は
、

容
易

で
は

な
い

。
社

会
的

除
外

の
コ

ン
セ

プ
ト

は
、

多
種

多
様

で
あ

る
。

ま
ず

第
一

に
不

十
分

な
所

得
水

準
（
貧

困
）
を

い
う

が
、

ま
た

健
康

、
教

育
お

よ
び

雇
用

分
野

に
お

け
る

不
安

定
な

状
況

を
も

い
う

。
 

当
然

の
結

果
と

し
て

、
こ

の
機

能
の

内
容

、
と

い
う

よ
り

給
付

の
グ

ル
ー

プ
は

か
な

り
混

成
的

な
も

の
と

な
る

。
し

か
し

こ

の
機

能
の

境
界

線
は

、
第

1
部

第
2

章
の

社
会

保
護

自
体

の
定

義
と

次
の

原
則

に
よ

っ
て

引
か

れ
る

。
 

･
 小

規
模

の
、

非
公

式
な

か
つ

付
随

的
な

種
類

の
援

助
で

定
期

的
な

管
理

と
会

計
を

必
要

と
し

な
い

も
の

は
、

慣
例

的
に

E
S

S
P

R
O

S
の

範
囲

か
ら

除
外

す
る

。
こ

れ
は

例
え

ば
寄

付
集

め
、

ク
リ

ス
マ

ス
募

金
、

天

災
の

場
合

の
特

別
の

人
道

的
お

よ
び

緊
急

時
救

済
な

ど
で

あ
る

。
 

･ 
E

S
S

P
R

O
S

が
そ

れ
に

つ
い

て
特

定
の

機
能

を
定

義
す

る
リ

ス
ク

ま
た

は
ニ

ー
ズ

に
関

す
る

全
て

の
社

会

給
付

は
、

こ
の

機
能

に
計

上
す

る
。

例
え

ば
、

老
齢

、
障

害
ま

た
は

失
業

の
場

合
に

最
低

の
受

給
権

を
提

供
す

る
全

て
の

非
拠

出
型

で
資

産
調

査
の

あ
る

公
営

制
度

は
老

齢
、

障
害

ま
た

は
失

業
な

ど
そ

れ
ぞ

れ
対

応
す

る
機

能
に

含
め

な
け

れ
ば

な
ら

ず
、

本
機

能
に

含
め

て
は

な
ら

な
い

。
本

機
能

が
「
他

の
分

類
に

入
ら

な
い

残
り

の
も

の
」
と

い
う

性
格

で
あ

る
た

め
、

各
国

の
適

用
す

る
主

な
社

会
保

護
シ

ス
テ

ム
に

よ
っ

て
こ

こ

に
含

め
る

社
会

給
付

範
囲

の
相

違
が

加
盟

国
間

に
生

じ
る

可
能

性
が

あ
る

。
 

･ 
他

の
機

能
で

は
明

確
に

特
定

で
き

る
リ

ス
ク

ま
た

は
ニ

ー
ズ

の
あ

る
者

（
高

齢
者

、
障

害
者

、
失

業
者

な
ど

）

が
対

象
で

あ
る

の
に

対
し

て
、

こ
の

機
能

は
「
社

会
的

排
除

」
者

ま
た

は
「
社

会
的

排
除

の
危

険
の

あ
る

者
」

が
対

象
で

あ
る

。
こ

れ
は

一
般

的
な

定
義

で
あ

る
が

、
こ

の
機

能
の

目
標

グ
ル

ー
プ

は
、

（
と

く
に

）
貧

困
者

、

移
動

労
働

者
、

難
民

、
薬

物
中

毒
者

ま
た

は
ア

ル
コ

ー
ル

中
毒

者
、

犯
罪

的
暴

力
の

犠
牲

者
と

定
義

で
き

よ
う

。
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gr
ou
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e 
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ie
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, v
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 v
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9.
2 

D
es

cr
ip

tio
n 

of
 th

e 
ty

pe
s 

of
 b

en
ef

it 
9.

2 
給

付
種

類
の

説
明

 

9.
2.

1 
C

A
S

H
 B

E
N

EF
IT

S
 

9.
2.

1 
現

金
給

付
 

81
 In

co
m

e 
su

pp
or

t: 
pe

rio
di

c 
pa

ym
en

ts
 to

 p
eo

pl
e 

w
ith

 in
su

ffi
ci

en
t r

es
ou

rc
es

. C
on

di
tio

ns
 fo

r 

en
tit

le
m

en
t m

ay
 b

e 
re

la
te

d 
no

t o
nl

y 
to

 th
e 

pe
rs

on
al

 r
es

ou
rc

es
 b

ut
 a

ls
o 

to
 n

at
io

na
lit

y,
 

re
si

de
nc

e,
 a

ge
, a

va
ila

bi
lit

y 
fo

r 
w

or
k 

an
d 

fa
m

ily
 s

ta
tu

s.
 T

he
 b

en
ef

it 
m

ay
 h

av
e 

a 
lim

ite
d 

or
 a

n 

un
lim

ite
d 

du
ra

tio
n;

 it
 m

ay
 b

e 
pa

id
 to

 th
e 

in
di

vi
du

al
 o

r 
to

 th
e 

fa
m

ily
, a

nd
 p

ro
vi

de
d 

by
 c

en
tr

al
 o

 

lo
ca

l g
ov

er
nm

en
t. 

81
 

所
得

援
助

：
財

源
が

不
十

分
な

者
に

対
す

る
定

期
的

支
給

金
。

受
給

条
件

は
個

人
的

財
源

だ
け

で
な

く
国

籍
、

居
住

・
非

居
住

、
年

齢
、

就
労

の
用

意
の

有
無

、
家

族
状

態
に

も
関

係
す

る
こ

と
が

あ
る

。
給

付
支

給
期

間
は

限
定

さ

れ
て

い
る

こ
と

も
限

定
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
も

あ
る

。
給

付
は

個
人

ま
た

は
家

計
に

支
給

さ
れ

、
中

央
政

府
ま

た
は

地
方

政
府

が
支

給
を

行
う

。
 

82
 O

th
er

 c
as

h 
be

ne
fit

: s
up

po
rt

 fo
r d

es
tit

ut
e 

an
d 

vu
ln

er
ab

le
 p

er
so

ns
 to

 h
el

p 
al

le
vi

at
e 

po
ve

rt
y 

or
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si

st
 in

 d
iff
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ns
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he
se
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en

ef
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 m
ay

 b
e 

pa
id

 b
y 

pr
iv
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e 

no
n-

pr
of

it 
or

ga
ni

sa
tio

ns
. 

82
 

そ
の

他
の

現
金

給
付

：
貧

困
の

緩
和

を
助

け
る

た
め

の
ま

た
は

困
難

な
状

況
に

お
い

て
援

助
す

る
た

め
の

貧
困

者
お

よ
び

弱
者

に
対

す
る

支
援

。
こ

の
種

の
給

付
は

民
間

の
非

営
利

組
織

に
よ

っ
て

提
供

さ
れ

る
こ

と
が

多
い

。
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E
N
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9.
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現

物
給

付
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at
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r a
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rd
 p
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vi

de
d 

to
 d

es
tit

ut
e 

or
 v

ul
ne

ra
bl

e 
pe

op
le

, w
he

re
 th

es
e 

se
rv

ic
es

 c
an

no
t b

e 
cl

as
si

fie
d 

un
de

r 
an

ot
he

r 
fu

nc
tio

n.
 T

hi
s 

m
ay

 b
e 

sh
or

t t
er

m
 in

 r
ec

ep
tio

n 

ce
nt

re
s,

 s
he

lte
rs

 a
nd

 s
o 

on
 o

r o
n 

a 
m

or
e 

re
gu

la
r b

as
is

 in
 s

pe
ci

al
 in

st
itu

tio
ns

, b
oa

rd
in

g 
ho

us
es

, 

re
ce

pt
io

n 
fa

m
ili

es
 a

nd
 s

o 
on

. 
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施
設

収
容

：
他

の
機

能
に

分
類

で
き

な
い

貧
困

者
ま

た
は

弱
者

に
提

供
さ

れ
る

施
設

収
容

お
よ

び
食

事
サ

ー
ビ

ス
。

こ
れ

は
収

容
施

設
、

収
容

所
な

ど
に

お
け

る
短

期
間

の
場

合
も

あ
り

、
ま

た
特

別
施

設
、

寄
宿

舎
、

受
入

家
族

な

ど
に

お
け

る
よ

り
定

期
的

な
も

の
の

場
合

も
あ

る
。

 

84
 R

eh
ab

ili
ta

tio
n 

of
 a

lc
oh

ol
 a

nd
 d

ru
g 

ab
us

er
s:

 tr
ea

tm
en

t o
f a

lc
oh

ol
 a

nd
 d

ru
g 

de
pe

nd
en

cy
 

ai
m

ed
 a

t r
ec

on
st

ru
ct

in
g 

th
e 

so
ci

al
 li

fe
 o

f t
he

 a
bu

se
rs

, m
ak

in
g 

th
em

 a
bl

e 
to

 li
ve

 a
n 

in
de

pe
nd

en
t 

lif
e.

  
Th

e 
tr

ea
tm

en
t i

s 
us

ua
lly

 p
ro

vi
de

d 
in

 r
ec

ep
tio

n 
ce

nt
re

s 
or

 s
pe

ci
al

 in
st

itu
tio

ns
. 
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ア
ル

コ
ー

ル
濫

用
者

お
よ

び
薬

物
濫

用
者

の
リ

ハ
ビ

リ
：
濫

用
者

の
社

会
生

活
を

再
建

し
て

独
立

し
た

生
活

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
お

よ
び

薬
物

依
存

症
の

治
療

。
こ

の
治

療
は

通
常

収
容

施

設
ま

た
は

特
別

施
設

で
提

供
さ

れ
る

。
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 O

th
er

 b
en

ef
its

 in
 k

in
d:

 b
as

ic
 s

er
vi

ce
s 

an
d 

go
od

s 
to

 h
el

p 
vu

ln
er

ab
le

 p
eo

pl
e,

 s
uc

h 
as

 

co
un

se
lli

ng
, d

ay
 s

he
lte

r, 
he

lp
 w

ith
 c

ar
ry

in
g 

ou
t d

ai
ly

 ta
sk

s,
 fo

od
, c

lo
th

in
g,

 fu
el

, e
tc

...
 L

eg
al

 a
id

 

pr
ov

id
ed

 w
ith

 a
 m

ea
ns

-t
es

t i
s 

al
so

 in
cl

ud
ed

. 
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そ
の

他
の

現
物

給
付

：
弱

者
を

援
助

す
る

た
め

の
基

本
的

な
サ

ー
ビ

ス
お

よ
び

財
、

カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
、

デ
イ

ケ
ア

収
容

所
収

容
、

日
常

の
仕

事
の

実
行

に
関

す
る

援
助

、
食

料
、

衣
類

、
燃

料
な

ど
。

資
産

調
査

後
に

提
供

さ
れ

る
法

律
相

談
も

含
む

。
 

Ta
bl

e 
H:

 C
la

ss
ifi

ca
tio

n 
of

 b
en

ef
its

 in
 th

e 
fu

nc
tio

n 
So

ci
al

 e
xc

lu
si

on
 n

.e
.c

.

Ca
sh

 b
en

ef
its

In
co

m
e 

su
pp

or
t

O
th

er
 c

as
h 

be
ne

fit
s

Be
ne

fit
s 

in
 k

in
d

A
cc

om
m

od
at

io
n

Re
ha

bi
lita

tio
n 

of
 a

lc
oh

ol
 a

nd
 d

ru
g 

ab
us

er
s

O
th

er
 b

en
ef

its
 in

 k
in

d

表
H ：

他
の

分
類

に
入

ら
な

い
社

会
的

排
除

機
能

の
給

付
の

分
類

現
金

給
付

所
得

援
助

そ
の

他
の

現
金

給
付

現
物

給
付

施
設

収
容

ア
ル

コ
ー

ル
濫

用
者

お
よ

び
薬

物
濫

用
者

の
リ

ハ
ビ

リ

そ
の

他
の

現
物

給
付
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9.
3 

Fu
rt

he
r 

gu
id

an
ce

 
9.

3 
そ

の
他

の
指

針
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A 

B
en

ef
its

 fo
r 

th
e 

po
or

 a
re

 n
or

m
al

ly
 m

ea
ns

-t
es

te
d 

an
d 

th
e 

co
nc

ep
t o

f i
ns

uf
fic

ie
nt

 r
es

ou
rc

es
 

is
 d

et
er

m
in

ed
 a

cc
or

di
ng

 to
 s

ta
nd

ar
ds

 la
id

 d
ow

n 
by

 th
e 

re
si

de
nt

 p
ub

lic
 a

ut
ho

rit
ie

s.
 H

ow
ev

er
, 

no
t a

ll 
th

e 
be

ne
fit

s 
in

cl
ud

ed
 in

 th
is

 fu
nc

tio
n 

re
qu

ire
 a

 m
ea

ns
-t

es
t. 

S
om

et
im

es
, t

he
 a

bs
en

ce
 o

f 

ad
eq

ua
te

 r
es

ou
rc

es
 is

 im
pl

ic
it,

 in
 th

e 
ca

se
 o

f r
ef

ug
ee

s 
fo

r 
ex

am
pl

e.
 O

th
er

 ti
m

es
, t

he
 b

en
ef

its
 

ar
e 

pr
ov

id
ed

 re
ga

rd
le

ss
 o

f t
he

 fi
na

nc
ia

l s
itu

at
io

n 
of

 th
e 

be
ne

fic
ia

ry
, s

uc
h 

as
 in

 th
e 

ca
se

 o
f d

ru
g 

ad
di

ct
s.

 T
he

re
fo

re
, t

he
re

 is
 o

nl
y 

pa
rt

ia
l o

ve
rla

pp
in

g 
w

ith
 th

e 
ca

te
go

ry
 m

ea
ns

-t
es

te
d 

be
ne

fit
s 

de
fin

ed
 in

 p
ar

ag
ra

ph
s 

11
6,

 1
17

, 1
17

A 
to

 1
17

C
 1

17
bi

s,
 1

17
te

r o
f P

ar
t 1

 o
f t

he
 M

an
ua

l. 
If,

 o
n 

th
e 

on
e 

ha
nd

, s
om

e 
be

ne
fit

s 
ta

rg
et

ed
 a

t i
nd

ig
en

t h
ou

se
ho

ld
s 

ar
e 

in
cl

ud
ed

 in
 o

th
er

 fu
nc

tio
ns

 

(w
he

n 
th

ey
 a

re
 a

im
ed

 a
t s

pe
ci

fic
 c

at
eg

or
ie

s 
of

 th
e 

po
pu

la
tio

n 
su

ch
 a

s 
th

e 
el

de
rly

 o
r 

th
e 

un
em

pl
oy

ed
),

 o
n 

th
e 

ot
he

r 
ha

nd
 n

ot
 a

ll 
th

e 
be

ne
fit

s 
be

lo
ng

in
g 

to
 th

is
 fu

nc
tio

n 
w

ill
 b

e 
ta

rg
et

ed
 

at
 in

di
ge

nt
 h

ou
se

ho
ld

s.
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A

 
貧

困
者

に
対

す
る

給
付

は
通

例
資

産
調

査
に

基
づ

い
て

行
わ

れ
て

お
り

、
「
不

十
分

な
資

源
」
の

コ
ン

セ
プ

ト
は

居
住

者
で

あ
る

公
当

局
の

定
め

る
基

準
に

従
っ

て
決

定
さ

れ
る

。
し

か
し

こ
の

機
能

に
含

ま
れ

る
給

付
が

全
て

資
産

調
査

を
要

す
る

わ
け

で
は

な
い

。
例

え
ば

難
民

の
場

合
の

よ
う

に
十

分
な

財
源

の
欠

如
が

明
白

で
な

い
こ

と
が

あ
る

。

ま
た

薬
物

中
毒

者
の

場
合

の
よ

う
に

受
給

者
の

財
政

状
態

に
か

か
わ

り
な

く
給

付
が

支
給

さ
れ

る
こ

と
も

あ
る

。
し

た

が
っ

て
本

マ
ニ

ュ
ア

ル
第

1部
第

12
4節

お
よ

び
第

12
5節

で
定

義
し

た
「
資

産
調

査
の

あ
る

社
会

給
付

」
の

カ
テ

ゴ
リ

ー
と

は
、

部
分

的
に

重
複

す
る

に
過

ぎ
な

い
。

一
方

で
貧

困
世

帯
を

対
象

と
す

る
給

付
の

一
部

が
他

の
機

能
（
こ

の
機

能
が

高
齢

者
や

失
業

者
な

ど
人

口
の

特
定

カ
テ

ゴ
リ

ー
を

対
象

と
す

る
場

合
）
に

含
ま

れ
る

と
し

て
も

、
他

方
で

は
こ

の

機
能

に
属

す
る

全
て

の
給

付
が

貧
困

世
帯

を
目

標
と

し
て

い
る

わ
け

で
は

な
い

で
あ

ろ
う

。
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 In
co

m
e 

su
pp

or
t b

en
ef

its
 a

re
 ty

pi
ca

lly
 m

ea
ns

-t
es

te
d,

 th
at

 is
, p

ai
d 

to
 h

ou
se

ho
ld

s 
or

 

in
di

vi
du

al
s 

w
ho

se
 r

es
ou

rc
es

 fa
ll 

be
lo

w
 a

 p
re

sc
rib

ed
 le

ve
l. 

In
-w

or
k 

be
ne

fit
s 

pa
id

 to
 th

os
e 

in
 

lo
w

-p
ai

d 
jo

bs
 in

 o
rd

er
 to

 r
ai

se
 d

is
po

sa
bl

e 
in

co
m

e 
w

ith
ou

t c
re

at
in

g 
di

si
nc

en
tiv

es
 to

 w
or

k 
ar

e 

in
cl

ud
ed

 u
nd

e 
th

is
 h

ea
di

ng
. 

E
xa

m
pl

es
 o

f I
nc

om
e 

su
pp

or
t b

en
ef

its
 a

re
 th

e 
R

ev
en

u 
d'

in
té

gr
at

io
n 

or
 L

ee
flo

on
 in

 B
el

gi
um

, t
he

 

R
ev

en
u 

M
in

im
um

 d
'In

se
rt

io
n 

(R
M

I)
 in

 F
ra

nc
e,

 a
nd

 p
ar

ts
 o

f I
nc

om
e 

S
up

po
rt

 in
 th

e 
U

ni
te

d 

K
in

gd
om

. 
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所

得
援

助
給

付
に

は
一

般
に

資
産

調
査

が
あ

り
、

す
な

わ
ち

そ
の

財
源

が
規

定
水

準
を

下
回

る
世

帯
ま

た
は

個
人

に
支

給
さ

れ
る

。
就

労
意

欲
を

そ
ぐ

こ
と

な
く

可
処

分
所

得
を

引
き

上
げ

る
た

め
低

賃
金

職
に

就
い

て
い

る
者

に

支
給

さ
れ

る
就

労
者

給
付

は
、

こ
の

項
目

に
含

ま
れ

る
。

 

所
得

援
助

給
付

の
例

と
し

て
は

、
ベ

ル
ギ

ー
の

M
in

im
um

 d
es

 M
oy

en
s 

d'
E

xi
st

en
ce

（
M

in
im

ex
）
（
最

低
生

活

手
段

）
、

フ
ラ

ン
ス

の
R

ev
en

u 
M

in
im

um
 d

'In
se

rt
io

n（
R

M
I）

、
英

国
の

一
部

の
所

得
援

助
が

あ
る

。
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 T
he

 U
ni

te
d 

K
in

gd
om

 In
co

m
e 

S
up

po
rt

 p
ro

gr
am

 in
cl

ud
es

 th
e 

po
ss

ib
ili

ty
 o

f a
 lo

an
 fr

om
 th

e 

S
oc

ia
l F

un
d.

 L
oa

ns
 a

re
 n

ot
 s

oc
ia

l b
en

ef
its

 (
th

ey
 a

re
 fi

na
nc

ia
l t

ra
ns

ac
tio

ns
),

 s
o 

ne
ith

er
 th

e 

ca
pi

ta
l s

um
s 

no
r 

re
pa

ym
en

ts
 a

re
 r

ec
or

de
d 

in
 th

e 
C

or
e 

sy
st

em
. 

H
ow

ev
er

, i
f t

he
 lo

an
 is

 in
te

re
st

-f
re

e 
or

 a
t a

n 
in

te
re

st
 r

at
e 

w
el

l b
el

ow
 th

e 
cu

rr
en

t m
ar

ke
t r

at
e,

 

th
e 

be
ne

fit
 to

 th
e 

de
bt

or
, w

hi
ch

 s
ho

ul
d 

be
 v

al
ue

d 
at

 th
e 

am
ou

nt
 o

f i
nt

er
es

t w
ai

ve
d 

by
 th

e 
so

ci
al

 

pr
ot

ec
tio

n 
sc

he
m

e,
 q

ua
lif

ie
s 

as
 a

 s
oc

ia
l b

en
ef

it.
 

C
an

ce
lla

tio
n 

of
 d

eb
t w

ith
 th

e 
sc

he
m

e'
s 

co
ns

en
t i

s 
al

so
 c

la
ss

ifi
ed

 a
s 

a 
so

ci
al

 b
en

ef
it 

in
 

E
S

S
P

R
O

S
, h

ow
ev

er
 s

im
pl

e 
re

co
gn

iti
on

 b
y 

th
e 

sc
he

m
e 

th
at

 a
 fi

na
nc

ia
l c

la
im

 o
n 

a 
de

bt
or

 

ho
us

eh
ol

d 
ca

n 
no

 lo
ng

er
 b

e 
co

lle
ct

ed
 d

ue
 to

 b
an

kr
up

tc
y 

or
 s

im
ila

r 
ci

rc
um

st
an

ce
 d

oe
s 

no
t 

qu
al

ify
 a

s 
a 

so
ci

al
 b

en
ef

it.
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英

国
の

所
得

援
助

制
度

に
は

、
社

会
基

金
か

ら
貸

付
金

を
受

け
る

可
能

性
が

含
ま

れ
て

い
る

。
こ

の
貸

付
金

は
社

会
給

付
で

は
な

い
（
財

政
取

引
で

あ
る

）
か

ら
、

貸
付

金
（
一

時
金

）
も

返
済

金
も

コ
ア

・
シ

ス
テ

ム
で

は
計

上
し

な

い
。

 

た
だ

し
こ

の
貸

付
金

が
無

利
子

ま
た

は
現

在
市

価
よ

り
は

る
か

に
低

利
で

あ
る

と
き

は
、

借
入

者
に

対
す

る
給

付
は

社

会
保

護
制

度
が

徴
収

権
を

放
棄

し
た

利
子

の
額

で
評

価
す

べ
き

で
あ

り
、

社
会

給
付

の
資

格
を

得
る

。
 

ま
た

制
度

の
同

意
を

得
て

の
負

債
の

取
消

し
も

E
S

S
P

R
O

S
で

社
会

給
付

に
分

類
す

る
。

た
だ

し
借

入
れ

世
帯

に
対

す
る

財
政

（
返

済
）
請

求
が

破
産

ま
た

は
こ

れ
に

類
す

る
状

況
に

よ
り

徴
収

不
能

と
な

っ
た

こ
と

を
制

度
が

認
め

た
だ

け

の
場

合
は

、
社

会
給

付
の

資
格

は
な

い
。
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 In
 s

om
e 

ca
se

s,
 h

ig
he

r 
ra

te
s 

of
 b

en
ef

its
 a

re
 p

ai
d 

to
 th

e 
be

ne
fic

ia
ry

 if
 s

he
/h

e 
ha

s 

de
pe

nd
an

ts
 (

a 
ch

ild
 o

r 
a 

no
n-

w
or

ki
ng

 s
po

us
e,

 fo
r 

ex
am

pl
e)

. T
he

 s
up

pl
em

en
ts

 th
us

 p
ai

d 

in
te

gr
at

e 
or

 r
ep

la
ce

 th
e 

fa
m

ily
 a

llo
w

an
ce

, a
nd

 th
er

ef
or

e 
in

 p
rin

ci
pl

e 
th

ey
 s

ho
ul

d 
be

 s
ep

ar
at

ed
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D

  
い

く
つ

か
の

ケ
ー

ス
で

は
、

受
給

者
が

被
扶

養
者

で
あ

る
場

合
に

給
付

は
割

り
増

し
で

支
払

わ
れ

る
（
例

え
ば

子
ど

も
、

非
就

業
の

配
偶

者
）
。

こ
の

よ
う

な
補

足
は

家
族

手
当

に
統

合
あ

る
い

は
置

き
換

え
て

支
払

わ
れ

、
そ

れ
ゆ

え
原

則
と

し
て

メ
イ

ン
の

給
付

と
別

に
扱

い
、

家
族

児
童

機
能

に
分

類
す

べ
き

で
あ

る
。

こ
の

こ
と

は
、

給
付

率
の

設
定
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fr
om

 th
e 

m
ai

n 
be

ne
fit

 a
nd

 in
cl

ud
ed

 in
 th

e 
Fa

m
ily

/c
hi

ld
re

n 
fu

nc
tio

n.
 T

hi
s 

ca
n 

pr
ov

e 
di

ffi
cu

lt,
 

be
ca

us
e,

 in
 e

st
ab

lis
hi

ng
 th

e 
ra

te
 o

f b
en

ef
it,

 th
e 

po
lic

y-
m

ak
er

 w
ill

 h
av

e 
ta

ke
n 

ac
co

un
t o

f 

ec
on

om
ie

s 
of

 s
ca

le
 in

 c
on

su
m

pt
io

n 
of

 th
e 

ho
us

eh
ol

d.
 F

or
 r

ea
so

ns
 o

f c
on

ve
ni

en
ce

, t
he

re
fo

re
, 

th
e 

su
pp

le
m

en
ts

 w
ill

 b
e 

re
ta

in
ed

 in
 th

e 
fu

nc
tio

ns
 to

 w
hi

ch
 th

e 
m

ai
n 

be
ne

fit
 b

el
on

gs
. 

に
お

け
る

困
難

を
解

決
し

う
る

の
で

、
政

策
担

当
者

は
世

帯
の

消
費

に
お

け
る

規
模

の
経

済
を

考
慮

す
る

で
あ

ろ
う

。

便
宜

上
の

理
由

か
ら

、
補

足
給

付
は

メ
イ

ン
の

給
付

が
属

す
る

機
能

に
属

し
た

ま
ま

と
さ

れ
る

で
あ

ろ
う

。
 

85
E

 S
ch

em
es

 w
hi

ch
 p

ro
vi

de
 m

in
im

um
 m

ea
ns

 o
f s

ub
si

st
en

ce
 to

 p
eo

pl
e 

w
ho

 a
re

 in
di

ge
nt

, 

irr
es

pe
ct

iv
e 

of
 c

au
se

 a
re

 c
la

ss
ifi

ed
 u

nd
er

 th
e 

fu
nc

tio
n 

S
oc

ia
l e

xc
lu

si
on

 n
ot

 e
ls

ew
he

re
 

cl
as

si
fie

d.
 H

ow
ev

er
, w

he
n 

sp
ec

ifi
c 

pr
ov

is
io

ns
 a

re
 m

ad
e,

 fo
r i

ns
ta

nc
e,

 to
 n

ee
dy

 p
eo

pl
e 

w
ho

 a
re

 

be
yo

nd
 p

en
si

on
ab

le
 a

ge
, t

he
 e

xp
en

di
tu

re
s 

sh
ou

ld
 b

e 
re

po
rt

ed
 u

nd
er

 th
e 

fu
nc

tio
n 

O
ld

 a
ge

 in
 

th
e 

ite
m

 "
O

th
er

 c
as

h 
be

ne
fit

s"
 (

fo
r 

ex
am

pl
e 

th
e 

"Ä
ld

re
fö

rs
ör

jn
in

gs
st

öd
" 

be
ne

fit
 in

 S
w

ed
en

).
 

85
E

 困
窮

者
に

対
し

て
最

低
生

活
に

必
要

な
援

助
を

行
う

制
度

は
理

由
の

い
か

ん
に

か
か

わ
ら

ず
本

機
能

に
分

類

さ
れ

る
。

社
会

的
排

除
は

他
の

機
能

に
分

類
さ

れ
な

い
。

し
か

し
な

が
ら

、
特

定
の

提
供

が
な

さ
れ

る
場

合
、

た
と

え
ば

年
金

受
給

年
齢

を
超

え
て

支
援

を
必

要
と

す
る

人
々

を
対

象
と

す
る

も
の

は
、

高
齢

の
他

の
現

金
給

付
と

し
て

報
告

さ

れ
る

べ
き

で
あ

る
（
例

え
ば

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

の
"Ä

ld
re

fö
rs

ör
jn

in
gs

st
öd

"）
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1 
 

第 1 回研究会 

 

 

日  時：2016 年 6 月 17 日（金） 18:00～20:00 
場  所：国立社会保障・人口問題研究所 第 4 会議室 
議事要旨： 

(1) 昨年度のヒアリング状況及び研究プロジェクト目標の説明 
(2) 費用統計とプロジェクトの関係 
(3)  プロジェクトの進め方についての説明 

①自治体調査 
②各国事例、国政機関調査 
③関係省庁ヒアリング 
④先行研究サーベイ 

 

 

出席者一覧  計 5 名 
沼尾 波子 （日本大学経済学部 教授） 
山重 慎二 （一橋大学経済学研究科 教授） 
高端 正幸 （埼玉大学大学院人文社会科学研究科 准教授） 

 
社人研： 

勝又 幸子 
黒田 有志弥 
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 著者氏名  論文タイトル名 書籍全体の 
 編集者名 

 書 籍 名 出版社名  出版地 出版年  ページ 

高端正幸 対人社会サービス
と地方財政 

沼尾波子、
池上岳彦、
木村佳弘、
高端正幸 

地方財政を学
ぶ 

有斐閣 東京 2017年 P.227-245 

 
                                                                                
                 
      雑誌                                                      

  発表者氏名   論文タイトル名  発表誌名   巻号  ページ   出版年 

沼尾波子 社会保障制度改革と自
治体行財政の課題 

社会政策 第7巻3号 P.12-26 2016年 

高端正幸 地方財政計画と地方交
付税－問うべきことを
見つめ直す 

都市問題 第108巻 
第5号 

未定 2017年 

 




